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は　じ　め　に

　「えん罪被害者となること勿れ」は，権力に抗しえん罪被害者の救済に全力を挙げて取
り組んできた我々先達の述懐である。もとより，人は好んでえん罪の被害者になるのでは
ない。官憲が暴走し，司法もそれを正さず，生涯をかけ世紀をまたいで雪冤の闘いを続け
た人々がいたし，今もえん罪に呻吟する人々が続いている。
　袴田巌氏をはじめ死刑判決を受けた人々の闘いは文字どおり命がけである。
　えん罪は最大の人権侵害であり，個人の尊厳と人権保障手続を詳細に規定する日本国憲
法の下ではあってはならないことである。したがって一旦えん罪が発生すれば、その被害
者は速やかに救済されなければならないはずである。
　しかし，現在，えん罪被害者が速やかに，かつ確実に救済される手続的保障はない。
　加えて，無実の証拠が隠され，あろうことか偽りの証拠を捏造したり，捜査過程を歪め
て記述し，あるいは証言したりする捜査官（警察官・検察官）すら現れている。
　雪冤のためには，弁護人の努力もさることながら，えん罪を防止しようとする裁判官の
姿勢が不可欠である。支援の輪が広がり権力の不正を糾弾する世論が大きく高まったとき，
真相が解明され，あるいは新証拠が発掘されて，再審手続でようやくえん罪が救済される
こともある。
　かくて，再審は，えん罪被害者にとって最後の救済手段であるが，これから本報告書で
述べるように、現行の再審手続はそれに応えるものになっていない。
　日本国憲法の施行とともに，不利益再審の規定が廃止され，再審は，えん罪被害者の救
済のみに機能する制度として一新したはずだった。しかし，日本国憲法施行後70年以上も
経過したというのに，現行刑訴法（再審法）はそれに対応した規定を欠いたままである。
このため，捜査側の手に残されている証拠の開示についても，再審での手続規定がなく，
裁判所の恣意的運用を許す結果になっている。また，一旦再審開始になっても検察官の不
服申立てが許されており，再審開始の早期確定を阻み，再審公判の遅延を惹起している。
　日弁連は，かねてから再審法の改正を訴え，立法府等にも働きかけてきたが，一歩も前
進していない。
　辛うじて再審無罪を勝ちとった死刑再審４事件や，最近の足利事件，布川事件，東京電
力女性社員殺害事件，東住吉事件，松橋事件などの教訓から，喫緊の課題である証拠開示
と検察官の不服申立ての禁止をはじめとした再審法改正を実現すべく，本シンポジウムで
はそのゆえんと実現に向けた道筋を明らかにしたい。本書は，その概要を示すものである。

2019年10月３日

第62回人権擁護大会 
シンポジウム第３分科会 
実行委員長　西　　嶋　　勝　　彦
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第１章　刑事再審の現在

第１　わが国の再審をめぐる歴史的展開

１　日本国憲法の下での刑事訴訟法改正と「第４編 再審」
　第２次世界大戦の終結後，我が国では日本国憲法の下で多くの法律が大幅に改正された。
その一つとして，1948年，現行刑訴法が制定された（1949年施行）。大陸法の流れをくみ，
さらに日本独自の展開を遂げた裁判所主導の「職権主義」を基調としていた戦前の刑事訴
訟手続は，被告人に検察官と対等の主体的地位を与え，被告人の人権を保障しつつ真実を
発見するという「当事者主義」に大転換した，と一般には考えられている。少なくとも，
捜査及び通常審第一審の訴訟手続に関する規定に大幅な改正が加えられたことは事実であ
る。
　もとより，通常審で採用された「当事者主義」的訴訟構造も，必ずしも被告人の人権保
障に厚い制度になっているとは言えない。その現状については，第１分科会での議論に譲
るとして，ここでの問題は再審の規定である。
　現行刑訴法の「上訴」以降の規定については，その抜本的な改正が間に合わず，現行刑
訴法「第４編 再審」の規定には，実は戦前のドイツ法由来の条文がほぼそのままの形で残っ
ているのである。
　戦前と大きく異なる制度になったのはただ一点，日本国憲法39条が「二重の危険」禁止
を定めたことにより，戦前認められていた「不利益再審」が廃止され，現行刑訴法の再審
制度の目的が「無辜の救済」に定まったことである。
　しかし，再審に関する条文は僅か19条しかない。しかも，施行後70年が経過した現在に
至るまで，ただの一度も改正されたことがない。当事者主義の建前の下，圧倒的な証拠収
集能力をもち，被告人（弁護人）との力の差が歴然としている検察官が，有罪立証に必要
な証拠だけを選りすぐって裁判所に提出し，提出された証拠だけで裁判所が有罪無罪の判
断をする通常審で，被告人に有利な無罪方向の証拠が捜査機関の手の内に隠されたまま有
罪判決が確定する事態が生じることは，これまでの再審無罪となった多くの事件の経験か
ら明らかである。しかし，このような歪んだ当事者主義によって生じたえん罪の救済を求
める者の前には，戦前の職権主義そのままの旧態依然とした再審の条文が待ち受けている。
この古ぼけた条文を，無辜の救済のために具体的にどう運用するかは，結局のところ裁判
所の裁量に「丸投げ」されてしまっているのが現実である。
　本報告書でこれから展開する我が国の再審の歴史と現状を論じる前提として，我々は，
以上のような，現行刑訴法の制定過程に由来する構造的な問題を認識しておかなければな
らない。

２　わが国の再審事件の歴史
⑴　最高裁白鳥決定前～「再審氷河期」または「針の穴に駱駝」
　　戦後の現行刑訴法が，人権保障＝無辜の不処罰を基本理念とするようになっても，

実務の運用では専ら法的安定性が重視され，再審請求は「疑わしいときは確定判決の
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利益に」という価値観に支配されていた。刑訴法435条６号にいう「無罪を言い渡す
べき明らかな証拠をあらたに発見したとき」に当たるか否かの判断（新証拠の明白性
判断）でも，「確定判決につき再審請求人の申立にかかる証拠のみによっても再審裁
判所をして右有罪の認定を覆して無罪の認定をなすべき理由明白なりと首肯せしめる
に足る証拠」（東京高決昭和32年３月12日高裁刑特報４巻６号123頁），「再審請求人の
無罪を推測するに足る高度の蓋然性のあるもの」（名古屋高決昭和34年７月15日下刑
集１巻７号1550頁）など，請求人に対し，新証拠だけで無罪の立証を求めるような非
常に高いハードルを課していたのである（孤立評価説）。

　　また，法的安定性の観点から，再審裁判所は確定判決の心証に介入してはならず，
確定審のした旧証拠の判断には立ち入ることができない，と考えられていた（心証引
継説）。

　　このような解釈の下，現行刑訴法施行後，後記の白鳥決定より前の27年間に，再審
開始決定を得た著名事件は，吉田巌窟王事件，金森事件，小平事件だけであり，再審
開始決定を得ることは「針の穴に駱駝を通すようなもの」とさえ言われた。

⑵　最高裁白鳥決定後～「雪解け」の時代
　　上記のような閉塞状況に一筋の光明をもたらしたのが，1975年に出た最高裁白鳥決

定（最決昭和50年５月20日刑集29巻５号177頁）である。同決定は，新証拠の明白性
について，新証拠それのみで判断するのではなく，「新旧全証拠を総合的に評価して」
行うべきと判示した。つまり，新証拠だけで確定判決を覆すほどの強力な証明力を持
つものでなくても，その新証拠が確定審段階で提出されていたとして，再審裁判所が
新証拠と他の全証拠とを総合的に評価した結果，確定判決の有罪認定が揺らぐのであ
れば，その新証拠には「明白性があった」と認められる，ということを明確に示した
のである（孤立評価から総合評価へ，確定審裁判所の心証引継ぎから再審裁判所によ
る再評価へ。）。

　　しかも，同決定は，新旧全証拠の総合評価に当たって，「疑わしいときは被告人の
利益に」という刑事裁判の鉄則が適用されると宣明した。この判示によって，明白性
の要件は再審請求人に無罪の立証を課すものではないということが，改めて確認され
た。現行刑訴法施行から27年を経て，ようやく再審は「確定力神話」からの決別を指
向したのであり，この点においても白鳥決定は画期的なものだった。

　　もっとも，再審請求事件としての白鳥事件は請求棄却で終わった。しかし，翌1976
年，最高裁は死刑事件である財田川事件について，白鳥決定の判断手法を踏襲して，
再審請求を棄却した原決定及び原々決定を取り消し，高松地裁に差し戻して再審開始
決定を導いた（最決昭和51年10月12日刑集30巻９号1673頁。なお，上記の新証拠の明
白性に関する判断枠組みは，後に「白鳥・財田川決定」と呼ばれるようになる。）。

　　そして財田川事件に続き，同事件を含めて後に「死刑再審４事件」と呼ばれる免田
事件，松山事件，島田事件で再審無罪が確定し，相前後して弘前事件，加藤事件，米
谷事件，さらには梅田事件，徳島ラジオ商事件で次々と再審無罪が確定した。

　　このように，白鳥・財田川決定は「氷河期」が続いた再審の歴史に「雪解けの到来」
を告げたかに見えた。
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　　一方，最高検は，免田，財田川，松山の死刑再審３事件が相次いで無罪になったこ
とを受け，1983年10月の全国次席検事会同で，次長検事が，再審請求事件の対応につ
き，不提出記録等の提出や，開示の要求には慎重に対処し，上級庁とも協議して適切
な対応をするよう指示した。

　　そして，最高検は，最高検刑事部長，同公判部長，同刑事部検事で構成する「再審
無罪事件検討委員会」を設け，1984年10月から1985年10月まで，死刑再審３事件の担
当検事の調査報告書等を参考資料にして検討を進め，1986年夏，極秘の報告書『再審
無罪事件検討結果報告書』を取りまとめた。同報告書は，死刑再審３事件について，
自白，物証，捜査，確定審，再審請求審，再審公判の各問題点を分析している。この
うち，再審請求審の問題点の「取りまとめ」では，「最高裁の白鳥決定が出てから後
の再審開始の事由についての考え方が変わってきたのであるから，検察官の再審請求
への対応の仕方も変わらざるを得ない」とし，裁判所の事実取調べに対する対応の問
題点として，「検察官の手許にある，確定審の不提出記録の取扱」を再検討するとして，
以下のように結論付けている。

　　すなわち，不提出記録の開示は，「再審請求の段階では，それが対審構造ではなく，
証拠法の制約もない手続きの下で行われることも考え，慎重に対処すべき問題であり，
請求人側から明白性，新規性のある証拠として提出されたものと関連性のある必要最
小限度の範囲内のものに限るべきであろう。しかも，不提出記録には，関係者の名誉，
プライバシー，捜査の一般的手法，技術等に関する秘密事項を含んでおり，本来公開
すべき性質のものではないので，検察官において，再審請求の理由として主張されて
いる事実との関連性を問うことなく，不提出記録の全部を開示するようなことは許さ
れない」とされた。

　　こうして，証拠開示に関する検察官の姿勢は一変し，極めて消極的・抑制的なもの
になった。しかも，この「取りまとめ」は，「捜査段階においても，検察官の主張す
る事実に一見相反する証拠が存在することはよくあること」として，これへの対策の
必要性も指摘している。以後，検察官の証拠隠しが徹底された。

⑶　1990年代の「逆流現象」～再び「冬の時代」へ
　　1990年代に入ると，再審開始，再審無罪に至る事件が激減した。1994年３月に再審

無罪が確定した榎内村事件以外では，再審請求を棄却する決定が相次いだ。日弁連の
支援事件も，名張事件（第５次，第６次），マルヨ無線事件（第５次），袴田事件（第
１次），日野町事件（第１次），布川事件（第１次）のいずれの再審請求も再審開始決
定がされないまま終結した（なお，これらの事件のうち，名張，袴田，日野町，布川
の各事件では21世紀に入り再審開始決定が出され，布川事件では再審無罪が確定して
いる。）。

　　また，大崎事件（第１次）及び日産サニー事件では，一度は再審開始決定がされた
ものの，検察官の不服申立てによって即時抗告審で再審開始決定が取り消され，これ
に対する弁護人の特別抗告も最高裁で棄却されたため，いずれの事件も最終的には再
審が認められなかった（なお，大崎事件の第３次再審については後記のとおりであ
る。）。
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　　白鳥決定以降の「雪解け」からのあからさまな反動は「逆流現象」と呼ばれ（秋山
賢三「『逆流現象』と再審弁護活動」自由と正義49巻４号），1990年代の再審は再び「冬
の時代」に逆戻りするかのような様相を呈した。その背景には，白鳥・財田川決定が
示した新証拠の明白性判断手法である「新旧全証拠の総合評価」を限定的に解釈する
最高裁調査官解説の相次ぐ発表があり，これが影響していると考えられた（田崎文夫

「判批」最高裁判所判例解説刑事編（昭和50年度）82－83頁，礒辺衛「判批」同（昭
和51年度）284,291頁など）。これらの解説によれば，「新旧全証拠の総合評価」とは，
請求人提出の新証拠について，当該新証拠と立証命題を共通にする旧証拠との関係で
のみ評価することであるとされた（限定的再評価説），上記各事件の再審請求棄却決
定でも，これらの調査官解説に従った明白性判断が行われていると指摘されている。

　　そして，これらの判例や調査官解説に対しては，そもそも白鳥・財田川決定は，新
証拠の明白性判断の材料に加えるべき旧証拠に何らの限定も設けていないのだから，
これらの判例は「新旧全証拠を総合的に評価して」と判示する白鳥・財田川決定に反
するという厳しい批判が行われた。そして，限定的再評価説を批判する立場からは，
まず確定審判決の証拠構造を詳細に分析した上で新旧全証拠の総合評価を行い，新証
拠に要求される証明力も証拠構造の強弱に呼応して判断すべきである，という手法が
提唱された（全面的再評価説）。

　　他方，実務家の中には，これらの判例は，まず「新証拠がその立証命題に関連する
旧証拠の証明力を減殺するか」という判断（限定的再評価による新証拠の「証明力」
判断）を行い，これが肯定された場合に，新旧全証拠による総合評価の局面に進み（新
証拠の「明白性」判断），その結果，確定判決の有罪認定に合理的疑いが生じた場合
に再審が開始されるという判断手法（二段階説）に依っているのであり，白鳥・財田
川決定との間に判断手法の「断絶」は生じていない，と主張する論者も現れた。

　　その背景には，名張事件第５次最高裁決定（最決平成９年１月28日刑集51巻１号１
頁）やマルヨ無線事件第５次最高裁決定（最決平成10年10月27日刑集52巻７号363頁）
のように，新証拠が立証命題を共通にする旧証拠の証明力を減殺したと評価しながら，
確定判決の証拠構造を組み替えたり，別の旧証拠の証明力をかさ上げしたりするなど
して，総合評価の局面で新証拠の明白性を否定する判例や，袴田事件（第１次），狭
山事件（第２次）をはじめとする多くの事件で，新証拠それ自体に無罪の立証を求め
るような高い証明力のハードルを課して，総合評価の局面に進ませない判例など，再
審の扉を閉ざす裁判実務をどのようにして克服するか，という切実な要請があった。

　　上記の新証拠の明白性判断の手法に関する見解をめぐり，長きにわたって熾烈な論
争が展開されたが，このような状況も，この時代が出口の見えない閉塞状況にあった
ことのあらわれと言えよう。

⑷　21世紀の再審をめぐる現状～せめぎ合いの現代
　　前記のとおり，1990年代は榎内村事件を最後に，日弁連の支援事件には再審無罪ど

ころか再審開始に辿り着くことすらできない厳しい状況が続いた。しかし，21世紀に
入ると，再審に新たな動きが生じ始めた。

　　2005年 に 名 張 事 件 第 ７ 次 請 求 審（ 名 古 屋 高 決 平 成17年 ４ 月 ５ 日 LEX／DB 
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28115324） と 布 川 事 件 第 ２ 次 請 求 審（ 水 戸 地 決 平 成17年 ９ 月21日 LEX／DB 
28135321）で，相次いで再審開始決定が出てから今日に至るまで，後記のとおり日弁
連の支援する11の再審事件で再審開始決定が出ており，そのうちの５件で再審無罪が
確定している。

　　しかし，21世紀の再審はバラ色か，と言えば決してそうではない。DNA型再鑑定
を典型とする科学的証拠や，捜査機関の手の内にあった無罪方向の証拠（「古い」新
証拠）の開示を起爆剤として，再審開始・再審無罪を勝ち取る事件が増加する一方で，
裁判体によっては，何の事実調べも，証拠開示に向けた訴訟指揮もせず，それどころ
か進行協議期日すら設けず，ある日突然請求棄却決定書が請求人や弁護人に送達され
るという事件も少なからず存在する。

　　また，一度は再審開始決定が出ても，検察官の不服申立て（即時抗告，異議申立て，
特別抗告の総称）により審理が長期化した末，上級審で再審開始決定が取り消される
事件もある。上記の名張事件第７次請求審及び袴田事件第２次請求審で出された再審
開始決定（後者につき静岡地決平成26年３月27日判例時報2235号113頁）については，
いずれも検察官の不服申立てを受けた上級審がこれらの決定を取り消したため，21世
紀になってから死刑事件で再審無罪にまで到達したケースはいまだ１件もない状況で
ある。

　　また，「雪解け」時代には，地裁，高裁と再審開始決定が続いた事件で，検察官が
最高裁に特別抗告した事件は皆無だった。しかし，21世紀に入り，布川事件第２次，
松橋事件，大崎事件第３次の各再審請求では，地裁，高裁で再審開始方向の判断が重
ねられたにもかかわらず，検察官は最高裁に特別抗告した。そして布川事件，松橋事
件では再審開始，再審無罪が確定したが，大崎事件の特別抗告審において，2019年６
月25日，最高裁第一小法廷は，検察官の特別抗告には理由がない，としながら職権で
調査した結果として，地裁及び高裁の再審開始決定をいずれも取り消した。そればか
りか，同小法廷は，これを原審に差し戻さず，自ら再審請求を棄却し，92歳の請求人
にとって，これが存命中の最後の再審請求になるであろうと目された第３次再審を，
いわば「強制終了」させたのである。

　　繰り返される検察官の不服申立てによって，えん罪被害者の雪冤までの道のりはさ
らに遠く険しいものになる。再審の重い扉がようやく開いても，検察官の抗告によっ
てその再審開始決定が取り消される事態になれば，それまでとは異なる新証拠を準備
して，一から再審請求をやり直さなければならない。

　　このような苦難の道を経て，事件発生から再審無罪までに数十年，さらには半世紀
以上の年月を要する事件も少なくない。再審開始や再審無罪が確定しても，高齢にな
り，そのため認知機能が低下し，自分が雪冤を果たしたことを認識できない元被告人
もいる。そして，名張事件の奥西勝氏，日野町事件の阪原弘氏のように，無実を叫び
続けながら，雪冤を果たせぬままその生涯を終えてしまうという，取返しのつかない
悲劇も生まれている。

　　要するに，わが国の再審制度の現状は，「無辜の救済」，すなわちえん罪被害者の尊
厳回復という目的を十分に果たすことができず，機能不全に陥っていると断ぜざるを
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えないのである。そして，個別事件での裁判所の訴訟指揮の適正化や，弁護人の弁護
活動の質の向上などといったレベルでは，もはや再審制度の機能不全を根本的に解決
することは不可能である。

　　特に，裁判所のやる気次第で無罪方向の証拠開示が行われるか否かが左右され，え
ん罪被害者の救済に差異が出るという「再審格差」の問題と，繰り返される検察官の
不服申立てによってえん罪被害の救済に要する期間がいたずらに長期化する「再審妨
害」の問題に対しては，立法により速やかな手当が施されるべきである。

　　私たちは今こそ，現行刑訴法施行から70年間，一度の改正もされずに放置されてき
た，現行刑訴法「第４編 再審」の抜本的な改正に向けて，実務経験に裏打ちされた
確かな第一歩を踏み出さなければならない。
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第２　再審事件の現状

第２　再審事件の現状

１　名張事件� 【日弁連支援事件】
①罪名等 殺人，殺人未遂／死刑　　　　
②事件の
概要　

 　昭和36年３月28日の夜，三重県名張市葛尾の公民館で開かれた住民の懇親会において，ぶどう
酒を飲んだ女性のうち，５名が死亡，12名が入院した。飲み残りのぶどう酒から農薬成分である
TEPP（テップ）が検出され，毒物混入による大量殺人事件として捜査された。重要参考人として，
事件当日ぶどう酒を買うことを決めたA氏，ぶどう酒を買ってA氏宅に届けたB氏，ぶどう酒をA
氏宅から公民館に運んだ奥西勝氏（当時35歳）が取り調べられ，連日の取調べの結果，奥西氏が
犯行を自白して逮捕された。

一審無罪判決当時の奥西勝氏 八王子医療刑務所での奥西勝氏
　　　　
③事件の
特色　

 ① 　本件は，第一審が無罪判決，控訴審が死刑判決という異例の経過を辿っている。第７次再審
でも一度は再審開始決定が出ており，これを取り消した異議審決定も最高裁によって取り消さ
れている。それだけを見ても，確定判決（死刑判決）の正当性には疑問がある。

② 　確定判決では，現場で発見されたぶどう酒瓶の二重王冠の内栓（四つ足替栓）の表面に傷痕
があり，それは奥西氏の歯痕であるとする鑑定結果（松倉鑑定）が有罪認定の大きな根拠とさ
れている。しかし，再審請求後の調査により，松倉鑑定は写真の倍率を操作した不正鑑定であ
ることが判明し，そもそも歯痕であるか否かも不明である。

③ 　確定判決では，ぶどう酒がA氏宅に到着したのは多くの人が出入りする「午後５時前後」で，
その後，ぶどう酒が公民館に運ばれているので，ぶどう酒に毒物を混入する機会は，約10分間
公民館内に一人でいた奥西氏以外にはいないとされている。しかし，ぶどう酒がA氏宅に到着
した時刻について，多数の関係者は，当初，人の出入りのない「午後４時以前」と供述しており，
奥西氏以外にも毒物混入の機会があったことになる。この供述は，その後，検察官により，一
斉に変更させられているが，第一審無罪判決は「検察官の並々ならぬ努力の所産」と批判して
いる。

④ 　確定判決では，犯行に用いられた毒物は農薬ニッカリンTとされており，奥西氏がこれを所
持していたことも有罪認定の根拠とされている。しかし，再審請求で提出された新証拠（化学
鑑定）の結果，犯行に用いられた毒物はニッカリンTではない可能性が高くなっている。

⑤ 　本件では捜査段階での自白があるが，客観的裏付けや秘密の暴露は全くない。自白内容も，
変遷があり，不自然不合理であって，「三角関係の清算」という動機も疑問であるなど，自白
は到底信用できるものではない。そして，犯行に用いられた毒物がニッカリンTではない可能
性が高く，「ニッカリンTを混入した」という自白は客観的事実と矛盾している。
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事件当時の現場の状況　　　　
④裁判の
経過　

 1961（S36）. 3.28 事件発生
1964（S39）.12.23 第一審　津地裁　無罪判決（小川潤裁判長）
1969（S44）. 9.10 控訴審　名古屋高裁　死刑判決（上田孝造裁判長）
1972（S47）. 6.15 上告審　最高裁　上告棄却　死刑判決確定（岩田誠裁判長）
1973（S48）.10.27 日弁連が事件委員会を設置　
1973（S48）～1977（S52） 第１次～第４次再審（本人請求）
1977（S52）. 5.18 第５次再審請求（以降，日弁連支援）
1988（S63）.12.14 第５次再審請求棄却（山本卓裁判長）
1993（H５）. 3.31 第５次再審異議申立棄却（本吉邦夫裁判長）
1997（H９）. 1.28 第５次再審特別抗告棄却（大野正男裁判長）
1997（H９）. 1.30 第６次再審請求
1998（H10）.10. ８ 第６次再審請求棄却（土川孝二裁判長）
1999（H11）. 9.10 第６次再審異議申立棄却（笹本忠男裁判長）
2002（H14）. 4. ８ 第６次再審特別抗告棄却（町田顯裁判長）
2002（H14）. 4.10 第７次再審請求
2005（H17）. 4. ５ 名古屋高裁，再審開始決定（小出錞一裁判長）
2006（H18）.12.26 同異議審，再審開始取消決定（門野博裁判長）
2010（H22）. 4. ５ 最高裁，再審開始取消決定を取消し差戻し（堀籠幸男裁判長）
2012（H24）. 5.25 名古屋高裁，再び再審開始を取消決定（下山保男裁判長）
2013（H25）.10.16 最高裁，第７次再審第２次特別抗告棄却（櫻井龍子裁判長）
2013（H25）.11. ５ 第８次再審請求
2014（H26）. 5.28 第８次再審請求棄却（石山容示裁判長）
2015（H27）. 1. ９ 第８次再審異議申立棄却（木口信之裁判長）
2015（H27）. 1.14 第８次再審特別抗告申立
2015（H27）. 5.15 第８次再審特別抗告取下げ
2015（H27）. 5.15 第９次再審請求
2015（H27）.10. ４ 請求人奥西氏が八王子医療刑務所において死亡
2015（H27）.10.15 終了決定（石山容示裁判長）
2015（H27）.11. ６ 第10次再審請求（請求人岡美代子）
2017（H29）.12. ８ 第10次再審請求棄却（山口裕之裁判長）
2017（H29）.12.11 第10次再審異議申立
  現在，名古屋高等裁判所刑事２部（髙橋徹裁判長）に係属中

　　
　　
⑤確定審
の裁判所
の判断

 【第一審無罪判決】
① 　四つ足替栓の表面にある傷痕は奥西氏の歯痕とは断定できず，証拠物の関連性にも疑問があ

る。
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② 　ぶどう酒がA氏宅に到着した時刻は午後４時前であり，奥西氏以外にもぶどう酒に毒物を混
入する機会はあった。

③　自白は信用できない（動機が不自然。裏付けがない。変遷。不自然不合理等）。

【控訴審有罪判決】
①　四つ足替栓の表面にある傷痕は，奥西氏の歯痕と認められる。
② 　ぶどう酒がA氏宅に到着した時刻は午後５時頃であるから，約10分間公民館内に一人でいた

奥西氏以外にはぶどう酒に毒物を混入する機会はなく，自白を除いても奥西氏の犯行と断定す
るに何ら支障はない。

③　自白は信用できないとは言えない。
　　
　　
⑥主要な
新証拠の
内容

 【第５次再審請求】
①　土生鑑定（歯痕について）
②　関係者の行動シミュレーション（ぶどう酒到着時刻等）
③　ニッカリンT瓶の名張川への投棄実験（流れずにすぐ沈む。）
④　ニッカリンTの色（ぶどう酒は白，ニッカリンTは赤。）
【第６次再審請求】
　中西ノート（捜査当時の名張署長のノート，奥西氏は公民館で一人にはなれない。）
【第７次再審請求】
① 　新証拠１（本件ぶどう酒瓶の栓は，それに巻き付けられていた封緘紙を破らずに開けて痕跡

を残すことなく閉じることが可能。）
②　新証拠２（四つ足替栓の足の折れ曲がりは歯ではできない。）
③　新証拠３（本件毒物はニッカリンTではない。）
④ 　新証拠４（ぶどう酒瓶の王冠を火挟みで付いて開栓したという自白と封緘紙の形状が矛盾す

る。）
⑤　新証拠５（ニッカリンTの赤色により白色のぶどう酒は変色する。）
【第８次再審請求】
①　佐々木教授の意見書
②　宮川教授の意見書
【第９次再審請求】
①　CERIの試験報告書
② 　傷痕に関する堀田意見書（ぶどう酒の王冠に人の歯で開栓した際に生ずる傷痕が存在しな

い。）
【第10次再審請求】
① 　澤渡鑑定書（ぶどう酒瓶の封緘紙大の裏面には製造段階で封緘紙を貼り付ける際に使用され

たCMC以外にPVAも付着した事実を証明し，ぶどう酒瓶が二度開栓されたことを明らかにし，
奥西氏以外の者に犯行の機会があったことを具体的に明らかにした。）

②　CERI報告書
③　佐々木回答書（本件毒物はニッカリンTではない。）　　　　

⑦再審の
経過　

 ① 　四つ足替栓の表面にある傷痕は奥西氏の歯痕であるとする鑑定結果（松倉鑑定）に関しては，
第５次再審・特別抗告審決定も，新証拠（土生鑑定）によって，その証明力が大幅に減殺され
たことは認めた。しかし，その傷痕が歯痕である可能性が高く，奥西氏の歯牙によって印象さ
れたとしても矛盾はないという限度では証明力があるとされた。

　 　その後，第７次再審では，四つ足替栓の足の折れ曲がりが歯ではできないことを示す新証拠
２を提出し，請求審決定はこれを認めたが，異議審決定はその証拠価値を否定し，特別抗告審
決定もこれを維持した。

② 　ぶどう酒がA氏宅に到着した時刻に関しては，第５次再審・特別抗告審決定において，現場
である公民館からぶどう酒瓶に装着されていた四つ足替栓，耳付き冠頭，封緘紙の破片が発見
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されていることや，別の場所で開栓され，農薬が混入されてから元通りに栓を閉められ，封緘
紙を張り直されたという痕跡はないので，犯行場所は公民館と推認でき，奥西氏以外に毒物混
入の機会はないので，ぶどう酒到着時刻は検討するまでもないとされた。

　 　その後，第７次再審では，封緘紙を破らずに開栓し，毒物を混入した上で，その痕跡を残す
ことなく元の状態に戻すことが可能であることを示す新証拠１を提出した。そして，請求審決
定はこれを認め，改めてぶどう酒到着時刻について検討した結果，ぶどう酒がA氏宅に到着し
た時刻は午後４時以前であり，奥西氏以外にも毒物混入の機会があると判断した。しかし，異
議審決定は，そのような開栓方法は単なる可能性に過ぎず，実際に行われたとは認められない
として，その証拠価値を否定し，特別抗告審決定もこれを維持した。

③ 　犯行に用いられた毒物（本件毒物）に関しては，第７次再審請求審決定は，ニッカリンT（奥
西氏が所持していた農薬）に含まれている成分トリエチルピロホスフェート（TriEPP）が，本
件ぶどう酒から検出されていないことを示す新証拠３の新規明白性を認め，「本件毒物はニッ
カリンTではなかった疑いが強いことが判明した」として，自白の信用性に重大な疑問が生じ
ていると判断した。

　 　これに対する第７次異議審決定は，「本件毒物はニッカリンTであり，トリエチルピロホス
フェートもその成分として含まれていたけれども，当時の三重県衛生研究所の試験によっては，
それを検出することができなかったと考えることも十分可能」として，自白の信用性に影響を
与えないと判断した。

　 　しかし，特別抗告審決定は，異議審決定の判断は，「科学的知見に基づく検討をしたとはい
えず，その推論過程に誤りがある疑いがある」として取消決定を取り消して，差し戻した。

　 　第７次差戻し異議審決定は，⑴本件ぶどう酒からTriEPPが検出されなかったのはTriEPPが
ペーパークロマトグラフ試験の前に行われたエーテル抽出によって抽出されなかったためであ
り，⑵対照検体（対照用に作ったぶどう酒にニッカリンTを入れたもの）からTriEPPが検出さ
れたのは，ごく微量の別の成分（ペンタエチルトリホスフェート）がエーテルで抽出された後
ペーパークロマトグラフ試験の過程で加水分解してTriEPPが生成されたと推論し（以下「PETP
仮説」という。），本件毒物はニッカリンTと考えても矛盾はなく，自白の信用性に影響を及ぼ
さないと判断した。

　 　その後，実験により，第７次差戻し異議審決定の上記⑴も⑵も誤っていることが明らかとな
り，その実験結果を新証拠として，第７次差戻し後の特別抗告審に提出した。

　 　また，第９次再審，第10次再審では，上記第７次差戻異議審決定以後の決定が依拠した上記
PETP仮説が成り立ち得ないことを，ペーパークロマトグラフ試験によって実証した。その結果，
対照検体にTriEPPが検出されたことは，PETP仮説によっては説明し得ないことが実証された。

　 　一方，事件当時用いられていた「塩析」という分析方法を用いて，事件当時と近似の条件でペー
パークロマトグラフ試験を行った結果，事件検体と近似の条件でも対照検体と近似の条件でも，
TriEPPが検出された。

　 　それによって，本件使用毒物がニッカリンTであるとすると，事件検体からTriEPPが検出さ
れなかったことを科学的合理的に説明できないことがペーパークロマトグラフ試験によって実
証された。

　 　その結果，事件検体からTriEPPが検出されなかったのは，本件使用毒物が元々PETPや
TriEPPを含まない三共テップなどの別の農薬であることが，より一層明らかになった。

④ 　自白に関しては，確定判決では「自白は信用できないとはいえない」と言うに留まっていたが，
第５次再審・特別抗告審決定では自白の証明力がかさ上げされて，「信用性が高いと認められる」
と判断された。

　 　その後，第７次再審・請求審決定では，自白は信用できないとされたものの，第７次異議審
決定では，「本件のような重大事犯で任意に自供した以上，当然その信用性も高い。うその自
白をしたのだとすれば，極刑が予想される重大な事実に関することであるから，納得できる理
由がなければならないが，その説明もない」などとして，自白は信用できるとされた。
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⑤ 　第10次再審請求審において，証拠物の封緘紙大の裏面を実際に裁判所内においてFTIR－
ATR測定をした上でその測定結果を分析して，封緘紙大の裏面にぶどう酒の製造段階で封緘紙
を貼り付ける際に使用されたCMC以外にPVAも付着している事実を明らかにした澤渡教授の
鑑定書等を提出した。そして，第５次最高裁決定が毒物を混入した犯行場所が公民館囲炉裏の
間であると認定した根拠の一つである本件替栓や本件耳付冠頭が二度開栓されたことを疑わせ
る証拠がないということについて，澤渡鑑定等によって一度封緘紙を剥がして開栓して毒物を
混入した後，本件ぶどう酒瓶を閉栓して封緘紙を貼り直し，その後宴会で飲むために封緘紙が
剥がされ開栓されたこと，すなわち，本件ぶどう酒瓶が二度開栓されている事実を明らかにし，
その結果，奥西氏以外の者に犯行の機会があったことを具体的に明らかにした。

　 　しかし，第10次再審請求審決定は，澤渡鑑定書について，PVAの存在を示しているものとは
考え難いと判示したがその理由は鑑定書のスペクトル図の「形状はかなり異なっており」と判
示するのみであり，裁判所がFTIR-ATRのスペクトル図という科学的証拠に対する評価として，
専門的知見に基づいて科学的分析を行ったものではないことは明白である。

 ① 　裁判所の科学的証拠に対する無理解（第７次異議審・門野決定，差戻し異議審・下山決定，
第７次第２次特別抗告審決定，第10次再審請求審決定）

②　裁判所の自白偏重が根深いこと（第７次異議審・門野決定）
③　死刑事件再審に対する高いハードル（他の再審事件との差）
④　検察官，裁判所の証拠開示に対する強い抵抗（第７次再審以降，開示請求に全く応じない。）
⑤　第10次再審請求において，三者協議の申入れをしても一切応じようとしない。　　　　

⑨最近の
トピック

 　奥西氏は，３年以上もの闘病の末，平成27年10月４日に八王子医療刑務所において89歳で亡く
なった。そして，現在，妹の岡美代子氏が奥西氏の遺志を引き継ぎ再審請求人となり，死後再審
請求を申し立てた。しかし，岡美代子氏も御高齢であるため，一刻も早く再審開始・再審無罪を
獲得するために，より一層の御支援，御協力をお願いしたい。

 
２　袴田事件� 【日弁連支援事件】
①罪名等 強盗殺人，現住建造物放火等／死刑　　　　
②事件の
概要　

 　昭和41年６月30日未明，静岡県旧清水市で発生した強盗殺人・放火事件。味噌製造・販売会社
の専務一家４人が殺害された。同年８月，会社従業員の袴田巌氏（当時30歳）が逮捕され，当初
は否認していたものの，取調べの後自白。自白と微量の血痕と油が付着していた袴田氏のパジャ
マを主要な証拠として袴田氏が起訴された。袴田氏は公判で犯行を否認。以後，現在に至るまで
袴田氏は一貫して犯行を否認している。
　事件から１年２か月経過した昭和42年８月31日，犯行現場近くの工場内味噌タンクから血痕が
付着したズボン等５点の衣類が発見され，９月12日，袴田氏の実家からズボンの端切れが押収さ
れた。　　　　

③事件の
特色　

 ① 　逮捕後連日連夜，猛暑の中で１日平均12時間以上の厳しい取調べを行い，便器を取調室に持
ち込んでトイレにも行かせない状態にして自白を強要し，自白に追い込んだ。自白調書は45通
にも及んだが，その内容が日替わりで変遷している。

② 　犯行着衣について，起訴時には血痕と油の付着したパジャマとされていた。ところが，公判
の中でパジャマに関する鑑定の信用性に疑いがもたれると，事件から１年２か月も経過した後
に５点の衣類が「発見」され，これが真の犯行着衣であるとして，自白とは全く異なる犯行着
衣に検察官が主張を変更した。この一連の経緯は不自然である。

③ 　５点の衣類について，着用実験では，ズボンが小さすぎて袴田氏にははけなかった。１枚し
かないはずの緑色のブリーフが２枚出現した。

④ 　袴田氏が現場から脱出したとされる裏木戸について，裏木戸の通り抜けに関する警察の再現
実験写真は，写真に写っていない上部の留め金を外して行ったものであり，袴田氏の自白通り

⑧再審が
明らかに
した事項・
残された
問題点
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の方法では裏木戸を通過することはできない。
⑤　凶器とされているくり小刀では，４人の被害者を多数回刺すことは不可能。　　　　

④裁判の
経過　

 1966（S41）. 6.30 事件発生
1966（S41）. 8.18 袴田氏逮捕
1966（S41）. 9. ９ 起訴
1968（S43）. 9.11 一審　静岡地裁　死刑判決（石見勝四裁判長）
1976（S51）. 5.18 控訴審　東京高裁　控訴棄却（横河敏雄裁判長）
1980（S55）.11.19 上告審　最高裁　上告棄却（宮崎梧一裁判長）
1981（S56）. 4.20 静岡地裁に再審請求
1981（S56）.11.13 日弁連が袴田事件委員会を設置して再審支援を開始
1994（H６）. 8. ９ 静岡地裁　再審請求棄却（鈴木勝利裁判長）
2004（H16）. 8.26 東京高裁　即時抗告棄却（安廣文夫裁判長）
2008（H20）. 3.24  最高裁　特別抗告棄却（今井功裁判長）
2008（H20）. 4.25  静岡地裁に第２次再審請求
2014（H26）. 3.27  静岡地裁　再審開始及び死刑・拘置の執行停止を決定（村山浩昭裁判長）
2018（H30）. 6.11  東京高裁　再審開始決定を取り消し，再審請求を棄却（大島隆明裁判長）
2018（H30）. 6.18  最高裁に特別抗告
  現在，第２次再審請求特別抗告審が最高裁第三小法廷で係属中

　　
　　
⑤確定審
の裁判所
の判断

 　一審判決は，捜査批判をしつつ自白調書45通のうち44通を証拠から排斥するも，残る１通の証
拠能力は肯定した。その上で，５点の衣類が犯行着衣であり，袴田氏のものであるから，袴田氏
は犯人であると判断し，死刑判決を言い渡した。
　二審判決も有罪証拠の多くについて証拠価値が低いことを認めつつ，控訴を棄却。最高裁も上
告を棄却し，死刑判決が確定した。

　　
　　
⑥主要な
新証拠の
内容

 【第１次再審請求】
①　澤渡第１，第２鑑定書（５点の衣類は犯行着衣でないこと。）
②　澤渡第３鑑定書，間壁鑑定書（５点の衣類のズボンは袴田氏がはけないサイズであること。）
③ 　衣類の味噌タンク実験の報告書（５点の衣類が事件直後味噌の量が少ないタンクには隠せな

いこと。）
④　押田鑑定書（凶器とされるくり小刀では被害者の傷を形成できないこと。）
⑤　浜田鑑定書（自白の心理学的分析。自白は袴田氏の無実を積極的に示すこと。）
⑥ 　前田鑑定書，横田鑑定書，小川秀世弁護人実験報告書（自白の方法では裏木戸の出入りが不

可能であり，警察の実験には作為があること。）

【第２次再審請求】
①　味噌漬け実験報告書（５点の衣類が１年以上も味噌に漬かっていたものではないこと。）
② 　５点の衣類のズボンを販売した会社の役員の供述調書（ズボンのタグ「B」はサイズではな

く色を表すこと。）
③　本田鑑定書（DNA型鑑定）（５点の衣類は袴田氏のものではないこと。）
④　取調べ録音テープ（捜査段階の自白が信用できないこと。）
⑤　浜田鑑定書（取調べ録音テープの分析。取調べ録音テープの内容は袴田氏の無実を示すこと。）　　　　

⑦再審の
経過　

 【第２次再審請求審】
１　味噌漬け実験
　第１次再審請求即時抗告審から，弁護団は５点の衣類は何者かによってねつ造された証拠であ
ると主張してきた。裁判所は，５点の衣類の外見は一朝一夕で作られたものではなく，長期間味
噌に漬かっていたことが明らかである等として，弁護団の主張を採用しなかった。
　そこで，血痕が付着した衣類を実際に味噌漬けにする実験を行った。その結果，①５点の衣類
に似た外見の衣服を作成することは短時間で可能であること，②衣服を１年２か月味噌漬けにす
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ると，生地と血痕の色が味噌の色に近づき，５点の衣類のように生地の色や血痕の赤色が残るこ
とはないことが明らかになった。
２　証拠開示
　弁護団の証拠開示請求に対して，裁判所の証拠開示勧告もあり，多数の証拠が開示された。開
示された証拠は，①５点の衣類発見時のカラー写真，②５点の衣類のズボンを販売した会社の役
員の供述調書，③32通の新たな否認，自白調書と取調べテープ等である。
　５点の衣類のズボンのタグにはアルファベットの「B」が印字されている。これまで，この「B」
はズボンのサイズを示すと考えられていた。ズボンの着用実験では袴田氏はズボンをはけなかっ
たが，裁判所は，「B」サイズであれば当時の袴田氏ははけたことから，味噌付けのズボンが縮ん
だと判断していた。ところが，開示された②５点の衣類のズボンを販売した会社の役員の供述調
書において，タグの「B」はズボンのサイズではなく，ズボンの生地の色を示しており，従来の
裁判所の判断は誤解に基づくことが明らかになった。
３　DNA型鑑定
　第１次再審請求審即時抗告審でも，５点の衣類についてDNA型鑑定が実施されたが，DNAの
抽出ができず，鑑定不能という結果に終わった。
　その後，DNA型鑑定の技術が格段に進歩したことから，第２次再審請求において弁護団は再度
DNA型鑑定を請求した。裁判所がDNA型鑑定実施を決定し，弁護団推薦の本田克也筑波大学教
授と検察官推薦の学者を鑑定人とした。
　まず，５点の衣類に付着した血液と被害者の衣服に付着した血液のDNAを対照する鑑定を実施
した。本田鑑定人は，５点の衣類から血液に由来するDNAの型が複数判明したが，被害者の衣服
から検出されたDNAと比較して，同一人物に由来する血液は確認できなかったと判断した。検察
官推薦の鑑定人の結果も，本田鑑定人の結果と矛盾するものではなかった。
　次に，現在の袴田氏のDNAと５点の衣類のうち袴田氏の血液が付着しているとされる白色半袖
シャツに付着しているDNAを対照する鑑定を実施した。本田鑑定人も検察官推薦の鑑定人も，袴
田氏のDNAは，白半袖シャツから検出されたDNAとは一致しないと判断した。
４　再審開始決定
　静岡地裁（村山浩昭裁判長）は，味噌漬け実験とDNA型鑑定に関する証拠の信用性を肯定し，
再審開始を決定した。また，再審開始決定と同時に死刑及び拘置の執行停止を決定した。これに
よって東京拘置所に収容されていた袴田氏は，逮捕から47年ぶりに釈放された。

【第２次再審請求即時抗告審】
１　証拠開示
　即時抗告審の段階で，これまで検察官が不見当等としていた証拠が開示された。開示された証
拠は，①発見直後の５点の衣類の写真のネガ，②取調べ録音テープ等である。
　取調べ録音テープは23巻にもなり，取調官が否認している袴田氏を自白に追い込む様子が克明
に記録されていた。また，弁護人との接見も録音されており，警察が秘密接見を盗聴していたこ
とが明らかになった。
　浜田寿美男奈良女子大学名誉教授の心理学的分析によれば，取調べ録音テープの内容は袴田氏
の無実を示している。
２　DNA型鑑定
　検察は，多数の法医学者の意見書等に基づいて，本田鑑定で用いられた「細胞選択的抽出法」
等を批判した。東京高裁は，本田鑑定の信用性を検討するために，鑑定の実施を決定し，検察官
推薦の鈴木広一大阪医科大学教授が鑑定人とされた。鈴木教授は，再現実験では「細胞選択的抽
出法」を再現することができなかった旨の報告書を裁判所に提出した。
　平成29年９月，鈴木鑑定人及び本田鑑定人の尋問が実施された。
３　原決定取消し・再審請求棄却
　東京高裁８部（大島隆明裁判長）は，味噌漬け実験とDNA型鑑定に関する証拠の信用性を否定
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し，原決定を取り消し，再審請求を棄却した。その一方で，拘置の執行停止については，職権発
動をして拘置の執行停止の決定を取り消すことはしないと理由中に判示した。

 ①　証拠開示の重要性
　ズボンのタグの「B」について，裁判所の判断が誤解に基づくものであることを示す証拠が検
察官手持ち証拠の中に存在しているにもかかわらず，その証拠を検察官は開示しようとしなかっ
た。また，確定審一審から自白調書の任意性・信用性が争われていたにもかかわらず，否認調書
や捜査段階の取調べ録音テープ等の自白調書に関係する重要な証拠が開示されていなかった。真
相解明のためには，全面的証拠開示の制度化が求められる。
②　DNA型鑑定の重要性
　足利事件や東京電力女性社員殺害事件で成果を上げたDNA型鑑定が，本件でも重要な役割を果
たすことになった。その一方で，即時抗告審では請求審におけるDNA型鑑定の信用性が最大の争
点になり，再審事件における科学的鑑定の取扱いが問題になった。　　　　

⑨最近の
トピック

 　特別抗告申立後，弁護団は担当調査官との面会を最高裁に申し入れているが，最高裁は面会に
応じようとしない。
　平成26年３月に袴田氏は釈放されたが，拘禁反応の症状は重篤である。再審開始決定取消しに
よる再収監は回避されたものの，特別抗告が棄却された場合，再び拘置所に収容されるおそれが
あるという不安定な状態にある。弁護団は，改元に伴う恩赦をみこして恩赦請求するなど，再審
請求のみにとらわれず，袴田氏の再収監を防ぐべく努力している。

 
３　マルヨ無線事件� 【日弁連支援事件】
①罪名等 強盗殺人，同未遂，現住建造物放火／死刑（尾田信夫氏），懲役13年（共犯者）　　　　
②事件の
概要　

 　再審請求人である尾田信夫氏（当時20歳）が，共犯者（当時17歳）と共謀の上，以前勤めてい
たマルヨ無線株式会社の川端店に押し入り，宿直勤務の店員を殺害して金品を強奪し，同店舗に
放火して罪跡を隠滅しようと企て，昭和41年12月５日午後８時頃，客を装い同店舗に侵入し，宿
直勤務だった店員２名に対し，登山ナイフを構え「金を出せ」と要求し，携帯用小型ハンマーで
店員１名の頭部を１回殴打し，反抗を抑圧した上，現金約21万4700円外数点を強奪し，電熱用コー
ドで店員を縛り上げ，頭部をハンマーで多数乱打して瀕死の重傷を負わせ，床に放火して店舗を
半焼せしめ，店員１名を火災による一酸化炭素中毒により死亡させ，もう１名に傷害を負わせた
として，逮捕・勾留され，起訴されたものである。　　　　

③事件の
特色　

 ① 　本件は，尾田氏が少年と一緒に上記店舗に強盗に入り，店員に傷害を負わせ，その内の１名を，
火災による一酸化炭素中毒により死亡させたことについては，争いがない。

② 　確定判決は，尾田氏らが，店員を焼死等させて犯跡を隠蔽しようと企て，店内で燃焼してい
た石油ストーブを足蹴りにして転倒させて，放火したものであると認定した。

③ 　しかし，福岡市消防局の大隈誠氏は，火災状況の資料等から，本件出火時には石油ストーブ
は転倒しておらず，本件火災は石油ストーブの異常燃焼によるものであると鑑定した。

④ 　また，大隈氏は，同型の石油ストーブの転倒実験を行い，石油ストーブを蹴倒した場合には，
灯油缶が石油ストーブ本体から離脱し，燃焼は継続しないことを明らかにした。

⑤ 　第５次再審請求審は，確定判決が認定した「『蹴倒す』という言葉は，強く蹴跳ばす場合に
限らず，足を使って押すようにして倒しかける場合も含まれると解されるのであって，机に放
火する手段としては，たとえば，裏蓋の上に足を置くようにして押し，机に向かって倒し掛け
るようにすれば，裏蓋は開かず，またストーブの受ける衝撃も小さくて済ませることも不可能
とはいえ（ない）」として，請求を棄却した。

⑥ 　第５次即時抗告審は，「『蹴倒す』という言葉が原決定の説示するような場合をも意味するこ
とには疑問がある」とした。その上で「本件ストーブが当初からその状態（前面扉を床面に接
した状態で静止している状態）に静かに置かれた」と推認できるとして，確定審の「石油ストー

⑧再審が
明らかに
した事項・
残された
問題点
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ブを足蹴りにした」とする認定の誤りは認めたものの，確定判決の証拠の標目にもあげられて
いない証拠等に基づき，「申立人が本件ストーブを故意に転倒させ，その火を机等に燃え移ら
せて放火したと考えるのが相当である」と説示し，「いまだ大隈証言及び大隈実験等の新証拠が，
確定判決の認定した放火に関する事実について合理的な疑いを抱かせ，その認定を覆すに足り
る蓋然性のある証拠ということはでき（ない）」と判示して，即時抗告を棄却した。

⑦ 　第６次再審請求は，第５次再審請求の即時抗告審が重視した福山鑑定（本件石油ストーブの
前面扉に付着したとされている溶融痕を基に本件石油ストーブが前傾していたと鑑定したも
の）の誤りを３Dのコンピューターグラフィックスにより明らかにした三木鑑定を新証拠等と
して，故意による放火行為がなかったことを明らかにするよう努力してきたが，再審請求審，
即時抗告審，特別抗告審で棄却された。

⑧ 　第７次再審請求は，現在審理中であるが，溶融痕の厚みによって影響を受けないと想定され
るストーブの溶融痕の外縁部に着目する方法で各写真の溶融痕の外形を３Dのコンピューター
グラフィックスにより解析・比較した吉岡鑑定を新証拠として提出した。また，尾田氏が確定
審において十分な弁護を受けられていなかった適正手続違反についても再審事由として主張し
ている。

ストーブの転倒実験の様子 ストーブの燃焼実験の様子　　　　
④裁判の
経過　

 1966（S41）.12. ５ 事件発生
1968（S43）.12.24 一審　福岡地裁　死刑判決（藤田哲夫裁判長）
1970（S45）. 3.20 控訴審　福岡高裁　控訴棄却（中村荘十郎裁判長）
1970（S45）.11.12 上告審　最高裁　上告棄却　（長部謹吾裁判長）
  判決訂正申立等を経て，死刑判決確定
1973（S48）～1979（S54） 第１次～第４次再審（本人請求）
1979（S54）. 2. １ 第５次再審請求（以降，日弁連支援）
1988（S63）.10. ５ 福岡地裁　請求棄却（小出錞一裁判長）
1995（H７）. 3.28 福岡高裁　即時抗告棄却（池田憲義裁判長）
1998（H10）.10.27 最高裁　特別抗告棄却（金谷利廣裁判長）
1998（H10）.10.30 第６次再審請求
2008（H20）. 3.26 福岡地裁　再審請求棄却（林田宗一裁判長）
2012（H24）. 3.29 福岡高裁　即時抗告棄却（服部悟裁判長）
2013（H25）. 6.26 最高裁　特別抗告棄却（山浦善樹裁判長）
2013（H25）. 7.16 第７次再審請求

　　
　　
⑤確定審
の裁判所
の判断

 　確定審は，「（被告人が）被害者らを小型ハンマーで殴打したりする暴行を加え，このため右宿
直員両名は瀕死の重傷を負い，半ば意識を失って同事務所の床上でうめいていた。この時被告人
等はかねての計画どおり，右マルヨ無線株式会社川端店（木造瓦葺二階建店舗）に火を放って焼
燬し，右宿直員両名を窒息死，或いは焼死させて犯跡を隠蔽しようと企て，相互に相手の意を察
して，…被告人は侵入前から点火されていた同事務所内の暖房用石油ストーブを，火焔の部分を
覆っていた金属性網を取り外した上で，火焔の部分が下になるように足蹴りにして横転させ…」



第１章　刑事再審の現在

─ 18 ─

て，店舗等を焼燬させたと認定した。
　確定審である一審では，国選弁護人の十分な援助を受けることができず，公訴事実に対する争
いがなく，自白等の証拠も存在していたことから，放火を認定した事実等が判示されていない。

　　
　　
⑥主要な
新証拠の
内容

 【第５次再審請求】
① 　大隈鑑定書（本件石油ストーブは，出火時転倒していたことはなく，同ストーブの異常燃焼

により火災が発生したものであるとする。）
②　大隈氏によるストーブ転倒実験等報告書

【第６次再審請求】
　三木鑑定書（本件石油ストーブ前面扉の網目に付着していたとされる溶融痕は，同網目に付着
していなかったとする（ストーブ転倒の根拠とされている福山鑑定書の前提を否定する鑑定であ
る。）。）

【第７次再審請求】
　吉岡鑑定書（本件石油ストーブの前面扉の網目に付着していたとされる溶融痕は，同網目に付
着していなかったとする（溶融痕の厚みに伴う誤差が少ない方法で３Dコンピューターグラフィッ
クスによる解析・比較を行ったもので，確定審の有罪の根拠となった福山鑑定書の前提を否定す
る鑑定である。）。）　　　　

⑦再審の
経過　

 【第５次再審請求】
　第５次再審請求の経過については，上記３で述べたとおりである。

【第６次再審請求】
　第６次請求審では，弁護人は，次のように主張した。
　確定判決が放火の方法として認定した，ストーブを足蹴りにして横転させた事実については，
第５次請求の即時抗告審である高裁決定により否定されているが，同決定によってもストーブを
前傾の状態に設置したと認定した。その認定は昭和41年12月17日付福山鑑定書に依拠している。
福山鑑定は，本件ストーブ機関部の合金製カム及び連結桿止めが熱のために溶けて，その一片が
正面点火扉の網目に流れ込んでいることから，本件ストーブが前傾の状態にあったとしている。
　しかし，同鑑定書に添付された写真に写っている本件ストーブに付着した溶融痕の形状を，３
Dのコンピューターグラフィックスを使って解析したところ，福山鑑定書添付の写真１号で撮影
された溶融痕と写真４号で撮影された溶融痕の外形は大きく異なったとの結果が得られた（三木
鑑定書）。このことは，写真１号と４号に写っている溶融痕は別物であるか，同一物が網目に対
して動いた（回転した）ことを示すもので，写真４号に写っている溶融合金は，本件ストーブ前
面扉に付着していたものではなく，針金状の棒によって支えるという不当な工作がなされている
といった事実を裏付けるものである。したがって，ストーブ前傾説はその基盤を失い，本件火災
は直立したストーブが異常燃焼したことを原因として生じたものである。
　再審請求審決定は，写真により視認可能な溶融合金部分は異なっていること，厚みのある物体
の二次元画像を取り込んで，その撮影位置を変えて上部から画像に変換しても，同一の形に復元
することは不可能であると考えられるとして，写真１号と４号の溶融痕の外形が異なるからと
いって両者が別物であると即断することはできないと判断したが，第５次再審請求において取り
調べられた消防局職員の撮影した実況見分調書添付の写真によれば，「溶融痕の一部が剥離して
いることが認められ，福山鑑定書添付の写真第１号及び写真第４号により認められる溶融痕の付
着状況等を比較対照すると，両写真に写された溶融痕の位置が若干ずれているのではないかとの
疑いが生じ，写真第４号においては剥離した溶融痕が針金状の棒で支えられている可能性を完全
に否定することはできない」との注目すべき判断をし，第５次再審請求で，放火行為を裏付ける
重要な証拠とされた福山鑑定の証拠価値が大幅に減殺されるに至った。
　しかし，同決定は，「請求人が本件ストーブを前傾の状態にして本件建物を放火したこと，少
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なくとも，燃焼中の本件ストーブの防護網を取り外して移動させ，その火力を利用して室内の机
等に燃え移らせるようにして火を放ったことは，福山鑑定のみに依拠して認定されているもので
はなく，他の証拠によっても，その事実を優に認めることができるとして，次の４点を挙げた。
①捜査段階や第一審公判において，請求人や共犯者が自白を維持しており，その信用性に疑問が
ないこと，②本件ストーブは犯行直前まで使用されており，事件後傾いた状態で発見され，防護
網が外されてストーブから離れた場所で発見されており，これらの事実は請求人が本件ストーブ
を移動させて放火したことを裏付け，請求人らの供述内容とも合致する，③本件ストーブの異常
燃焼により本件火災が発生したことをうかがわせる事情は認められない，④現場の焼損状況等に
照らせば，請求人らが本件ストーブを用いて放火に及んだことは疑いないと言うべきであると判
示した。
　上記４点についても，弁護人は，自白に信用性がないこと，防護網が離れた場所で見つかった
合理的理由があること，異常燃焼の可能性があったこと，現場の焼損状況等からは異常燃焼によ
る発火を示していることなどを反論してきたが，これらの点についても十分な理解を得ることが
できなかった。
　なお，請求人は，福山鑑定書は偽造又は変造されたものであることなどを，再審請求の理由と
して主張してきたが，これらの見解も排斥されている。

【第７次再審請求審】
　第７次請求審は，次に述べる溶融痕の厚みによって影響を受けないと想定される溶融痕の外縁
部に着目する方法で，実況見分調書に添付されたストーブの写真１号と写真４号の溶融痕の外形
をコンピュータで解析・比較した吉岡鑑定を新証拠として提出した。
　分析の手法は，次のとおりである。すなわち，本件ストーブと同型のストーブから三次元モデ
ルを作成し，三次元処理ソフトによって，同モデルをいかなる角度からでも見ることができる状
態にする。そして，写真１号と写真４号をコンピュータに取り込み，三次元モデルと重ねること
によって，各写真の撮影角度を割り出す。その後，それぞれの撮影位置から見た本件ストーブの
画像を作成し，この画像に，写真１号と写真４号のそれぞれについて，溶融痕が網目部分と接す
る点を転写する。このようにして，溶融痕と網目部分の接する点をいかなる角度からも見ること
ができるようにした上で，厚みに影響を受けない部分の比較対照を行ったものである。
　上記の比較対照によって，写真１号と写真４号に写っている溶融痕に厚みがあることを前提と
しても，「各写真に写った溶融痕がストーブの網目に対して同一の位置にないこと」，「各写真に
写った溶融痕がストーブの網目に対して回転している可能性があること」の２点が明らかとなり，
この結果，写真１号と写真４号に写っている溶融痕が別ものであるか，溶融痕は同一であるが，
溶融痕は網目に対し回転したものであり，網目に付着してなかったとの結論が得られた。
　また，第７次再審請求審では，再審事由として，尾田氏が確定審において資格を有する弁護人
による実質的弁護を受ける権利が侵害されており，憲法31条が保障する適正手続の違反が生じて
いることも主張している。

 ①　裁判所のコンピューターグラフィックス等の科学的証拠に対する無理解
②　裁判所が証拠開示を検察官に勧告してくれないこと
③ 　手続の憲法違反（本件では，資格を有する弁護人による実質的弁護を受ける権利が侵害され

ている。）が現行法では再審事由ではないこと
　　　　
⑨最近の
トピック

 　第７次再審請求審における新証拠として，吉岡鑑定書を裁判所に提出した。引き続き，吉岡鑑
定書の信用性を裏付けるべく，三木鑑定，吉岡鑑定でそれぞれ用いられた三次元処理ソフトの異
同について調査・検討を行なっている。
　さらに，証拠開示が十分に行われず，現住建造物等放火の事実認定との関係で決定的な，放火
に関する証拠写真や福山鑑定の写真，尾田氏と共犯者の自白の生成過程に関する証拠が断片的に
しか開示されていないことから，全面的な証拠開示を求めていくべく，準備を進めている。

⑧再審が
明らかに
した事項・
残された
問題点
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４　大崎事件� 【日弁連支援事件】
①罪名等 殺人，死体遺棄／懲役10年　満期出所

元夫は同罪で懲役８年，義弟は同罪で懲役７年，甥は死体遺棄で１年　　　　
②事件の
概要　

 　昭和54年10月15日，鹿児島県大崎町で被害者が自宅横牛小屋の堆肥置場に遺棄された状態で発
見された。付近に住む原口アヤ子氏（当時52歳）が，元夫，義弟との計３人で共謀して被害者（義
理の末弟）を同月12日に殺害し，翌13日にその遺体を甥（義弟の息子）も加えた計４名で遺棄し
たとされた事件。

事件当時（1979年）の原口アヤ子さん（当時52歳） 被害者とされる義理の末弟の自宅（右）と
末弟の遺体が発見された牛小屋（左）

　　　　
③事件の
特色　

 　犯行を裏付ける証拠は自白のみであって，明確な客観証拠は何もない事件である。被害者は事
件前に，自転車事故で重篤な傷害を負っていた可能性があったが，当時の捜査機関は事故死の可
能性をまったく考えず，遺体発見直後から殺人事件と断定し，犯人捜しを始めた。
　被害者発見後，早々に被害者方の直近に住んでいた元夫と義弟が犯行を自白し，逮捕されたが，
それは「二人で殺害し，二人で埋めた」という自白であった。その後，殺害は原口氏を加えた「三
人犯行」，死体遺棄は甥を加えた「四人犯行」に大きく変遷した。かかる「共犯者」らの自白を
受けて逮捕された原口氏は一貫して否認を貫いた。確定審では，原口氏と共犯者の間で自白と否
認が併存していたため，形式的に審理は分離されたが，鹿児島地裁の刑事部は一部しかなく，実
質上同じ裁判体が，一方で，「共犯者」らの自白事件として全ての検察官請求証拠を目にしながら，
他方で，一貫して否認する原口氏の審理も行った。
　「共犯者」とされた元夫，義弟，甥の三名は知的障害を有するいわゆる「供述弱者」であり，
判決理由中にもその点が触れられるほどであったが，「共犯者」ら男性三名については，捜査段
階から公判まで一貫して，供述弱者に対する配慮は一切なされない中で，捜査段階の自白供述を
重く見ての有罪判決であった。　　　　

④裁判の
経過　

 1979（S54）.10.12 事件発生
1980（S55）. 3.31 確定一審　鹿児島地裁　懲役10年（朝岡智幸裁判長）
1980（S55）.10.14 控訴審　福岡高裁宮崎支部　控訴棄却（杉島廣利裁判長）
1981（S56）. 1.30 上告審　最高裁　上告棄却（中村治朗裁判長）
1981（S56）. 2.17 最高裁　異議申立棄却（中村治朗裁判長）
1990（H２）. 2.17 原口氏　満期出所
1995（H７）. 4.19 鹿児島地裁に第１次再審請求申立て
2002（H14）. 3.26 鹿児島地裁　再審開始決定（笹野明義裁判長）　検察官が即時抗告
2004（H16）.12. 9  福岡高裁宮崎支部　開始決定取消し・再審請求棄却（岡村稔裁判長）　

原口氏が特別抗告
2006（H18）. 1.30 最高裁　特別抗告棄却（藤田宙靖裁判長）
2010（H22）. 8.30 鹿児島地裁に第２次再審請求申立て
2012（H24）. 3. ６ 鹿児島地裁　再審請求棄却（中牟田博章裁判長）　原口氏が即時抗告
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2014（H26）. 7.15 福岡高裁宮崎支部　即時抗告棄却（原田保孝裁判長）
2015（H27）. 2. ２ 最高裁　請求人特別抗告棄却（金築誠志裁判長）
2015（H27）. 7. ８ 鹿児島地裁に第３次再審請求申立て
2017（H29）. 6.28 鹿児島地裁　再審開始決定（冨田敦史裁判長）　検察官が即時抗告
2018（H30）. 3.12 福岡高裁宮崎支部　即時抗告棄却（根本渉裁判長）　検察官が特別抗告
2019（R１）. 6.25 最高裁　再審開始取消し・再審請求棄却決定（小池裕裁判長）

　　
　　
⑤確定審
の裁判所
の判断

 　確定一審は，共犯者らの自白及び義弟の妻の供述と間接証拠を根拠にして，「原口氏が，『共犯者』
とされた元夫，義弟と共謀の上，被害者が酔って寝ているのを殺害するのに良い機会だとして，
午後11時頃，被害者方に赴き，同所土間に座り込んで泥酔のため前後不覚となっている被害者に
対し，元夫と義弟が顔面を数回ずつ殴打し，その場で３人で足蹴するなどし，更に３人で倒れた
被害者を中六畳間に運び込んで，原口氏が仰向きに寝かせた被害者の両足を両手で押さえつけ，
義弟も被害者の上に馬乗りになってその両手を押さえつけ，元夫が西洋タオルを頸部に巻いて交
差させた上，両手でその両端を力ー杯引いて締め付けて被害者を窒息死に至らしめて殺害した」
という殺人の事実を認定した。また，「殺害行為後，義弟は一旦帰宅して甥に被害者の遺体を遺
棄するための加勢を求め，これを承諾した甥と共謀の上，４人で被害者の遺体を牛小屋に運び堆
肥内に埋めた」という死体遺棄の事実を認定した。
　主犯とされた原口氏は懲役10年，元夫は懲役８年，義弟は懲役７年，死体遺棄のみの甥は懲役
１年であった。「共犯者」らは全員，控訴せずに服役した。原口氏のみが高裁，最高裁と争ったが，
確定一審の事実認定が維持され有罪判決が確定し，服役した。

　　
　　
⑥主要な
新証拠の
内容

 ① 　第１次は，確定審で法医学鑑定を行った城哲男教授が自らの見解を訂正した補充鑑定（「城
新鑑定」）及び池田典昭教授による法医学鑑定（いずれも事故死の可能性を示唆するもの）

② 　第２次は，上野正彦・元東京監察医務院院長による法医学鑑定（犯行態様に疑問を投げかけ
るもの），共犯者らの自白供述を分析した大橋靖史・高木光太郎両教授による供述心理鑑定（「大
橋・高木旧鑑定」）並びに第２次即時抗告審で新たに開示された証拠等

③ 　第３次は，吉田謙一教授による法医学鑑定（事故死の可能性が高いとしたもの）及び，大橋・
高木両教授による，義弟の妻の供述を分析した供述心理鑑定（「大橋・高木新鑑定」），並びに
第三次請求審で新たに開示されたネガフィルム等　　　　

⑦再審の
経過　

 　原口氏は，服役中「罪を認めれば早く出られる」という仮釈放の誘いを蹴り，満期出所。その後，
原口氏は，「再審はしない」と言う元夫と離婚した後，平成７年に第１次再審請求。
　請求審である鹿児島地裁では自白供述を丹念に分析し，「共犯者らの自白の信用性には疑問が
生じる」として平成14年に再審開始を決定したが，検察官抗告後，福岡高裁宮崎支部で取り消され，
最高裁もこれを支持した。
　平成22年に申し立てた第２次再審請求において，請求審の鹿児島地裁は，新証拠である法医学
鑑定や共犯者らの自白供述を分析した供述心理鑑定の鑑定人尋問すらせず，また，証拠開示に向
けた訴訟指揮も一切せずに請求を棄却。
　原口氏即時抗告後の福岡高裁宮崎支部では，書面による画期的な証拠開示勧告がなされ，213
点もの捜査機関保有証拠が開示された。法医学鑑定人尋問，供述心理鑑定人尋問も行われ，共犯
者らの自白の信用性に疑問を生じさせたが，「殺してきたと聞いた」などとする義弟の妻の供述
は信用できるとして，有罪判決を維持。最高裁もこれを支持し，終了した。
　平成27年に申し立てた第３次再審請求において，請求審の鹿児島地裁は，事故死の可能性が高
いとする新たな法医学鑑定と義弟の妻の供述を分析した新証拠としての供述心理鑑定に明白性を
認め，「殺人も死体遺棄もなかった疑いを否定できない」として，平成29年６月に２度目となる
再審開始決定をした。



第１章　刑事再審の現在

─ 22 ─

鹿児島地裁による再審開始決定（2017年６月28日）

　その後，またも検察官抗告が立ちはだかるも，福岡高裁宮崎支部は，法医学鑑定に請求審以上
の証明力を認め，確定審が認定した死因に疑いが生じ，確定審の犯行態様を自白していた共犯者
らの自白は客観的根拠を失って，信用性に重大な疑義が生じ，確定審の事実認定は維持できない
として，平成30年３月に検察官抗告を棄却し，再審開始を維持する決定をした。

福岡高裁宮崎支部も再審開始を維持（2018年3月12日）

　しかし，令和元年６月25日，最高裁は再審開始決定を取り消し，再審請求を棄却した。
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 ① 　１度目の再審開始決定から17年が経過してもなお，再審無罪が確定しないという検察官抗告
の問題

② 　第２次再審で味わった「再審格差」（何もしなかった請求審と，結論が棄却だったとはいえ，
積極的な訴訟指揮を行った即時抗告審），それを無くすための法改正の必要性

③ 　数度にわたり，「開示すべき証拠は存在しない見込み（第２次請求審）」「すべて検察庁に送
致したのであるから所轄や県警本部には残っていない（第２次請求審）」「証拠は不存在（第２
次即時抗告審）」などと回答した検察官の回答が全て虚偽であり，最終的に第３次再審請求審
に至るまで，証拠の開示は行われたが，このような不正義に対するサンクションや，かかる事
態を生じさせないための，証拠の一覧表の作成・開示や，迅速かつ漏れのない証拠開示を実現
するためには，法律による縛りが必要であることを痛感した。　　　　

⑨最近の
トピック

 　第３次再審請求は，「原口氏存命中の再審無罪」をとるための最後の挑戦と見込んで申し立て
ていたものであったが，最高裁の不正義によって終了となった。弁護団は，すぐさま第４次再審
請求に向けて立ち上がっている。

原口アヤ子さん（2019年１月７日） 　最高裁の「世紀の大誤判」決定を受け，怒りの
　記者会見を行う弁護団（南日本新聞社提供）

５　日野町事件� 【日弁連支援事件】
①罪名等 強盗殺人／無期懲役　　　　
②事件の
概要　

 　滋賀県日野町豊田で酒店を営む女性店主が，昭和59年12月28日夜から翌朝までの間に行方不明
となり，翌60年１月18日，日野町内の宅地造成地の草むらの中で死体が発見され，さらに，同年
４月28日，同町内の山中で被害者所有の手提げ金庫が発見された。
　その酒店の常連客であった阪原弘氏（事件当時49歳）は，事件発生から３年以上が経過した昭
和63年３月９日から12日までの連日，日野署に呼び出されて長時間にわたる厳しい取調べを受け
た結果，捜査官に自白をし，逮捕，起訴された。阪原氏は，公判以降は一貫して否認して争ったが，
無期懲役の有罪判決が言い渡され，確定した。
　確定後，阪原氏は再審請求した（第１次請求）が，請求審で棄却され，その即時抗告審係属中
に死亡したため手続は終了された。１年後，遺族４名が死後再審（第２次再審）を申し立てた。
これに対し，大津地裁は再審を開始する決定を行ったが，検察が即時抗告を申し立てたため，現在，
即時抗告審が大阪高裁に係属している。　　　　

③事件の
特色　

 ① 　常連客であるのに被害者の捜索，通夜，葬儀に参加しなかったのはおかしいとの理由で阪原
氏に対して疑いを抱く者がいた。捜査機関はこの噂を聞きつけて，事件発生当初より阪原氏の
周辺捜査を行っていた。

② 　事件発生から約９か月後，警察は，阪原氏の逮捕状の発付を受け，阪原氏に対する任意取調
べを行ったが，結局逮捕できず，逮捕状は不執行となった。その際に一緒に取調べを受けた阪
原氏の妻から，昭和59年12月28日夜の阪原氏の行動（アリバイ）が語られた。

⑧再審が
明らかに
した事項・
残された
問題点
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→　以後，アリバイ潰しのための捜査が始まった。
③ 　逮捕から起訴までの間に精力的に取調べ，引当捜査，犯行再現実況見分が行われ，その結果

得られた自白や捜査報告書が有罪立証の中心的証拠とされた。
④ 　被害者がいつ，どこで殺害されたのか，被害者の死体及び手提げ金庫はいつ遺棄されたのか

を認めるべき客観証拠は全くない。
→ 　第一審では，検察官は自白内容に基づく訴因を主張していたが，訴訟外で裁判所から促され，

論告求刑直前になって，殺害場所・日時・被害品を概括的に記載した予備的訴因を追加した。
これに関し控訴審では訴訟手続の法令違反に当たるかが争点となった。

⑤ 　任意取調べ３日目に阪原氏が犯行を認めたが，警察はその日の帰宅を許した。にもかかわら
ず，４日目にも自白をしたという経緯が自白の評価に強い影響を与えた。

⑥ 　自白には秘密の暴露はなく，根幹部分を含む多くの部分に客観的事実との不整合，変遷，不
自然・不合理な内容が存在している。

⑦ 　警察が，阪原氏を追及する際に利用した微物鑑定（被害者の着衣に付着していた微物と阪原
氏の近辺から採取された微物が一致するとの検査結果）については，確定判決でもその証明力
は否定された。

⑧　一審判決と控訴審判決の有罪認定根拠が全く異なっている。　　　　
④裁判の
経過　

 1988（S63）. 4. ２ 起訴
1995（H７）. 6.30 一審　大津地裁 無期懲役判決（中川隆司裁判長）
1997（H９）. 5.30 控訴審　大阪高裁　控訴棄却判決（田崎文夫裁判長）
2000（H12）. 9.27 最高裁第三小法廷　上告棄却決定（千種秀夫裁判長）
2000（H12）.10.13 最高裁第三小法廷　異議申立棄却（千種秀夫裁判長）
2001（H13）.11.27 大津地裁　第１次再審請求申立
2006（H18）. 3.27 大津地裁　再審請求棄却決定（長井秀典裁判長）　
2006（H18）. 3.30 大阪高裁　即時抗告申立
2011（H23）. 3.18 再審請求人阪原氏が死亡
2011（H23）. 3.30 大阪高裁　「申立人の死亡により終了」と決定
2012（H24）. 3.30 大津地裁　遺族による第２次再審請求申立
2018（H30）. 7.11 大津地裁　再審開始決定（今井輝幸裁判長）
2018（H30）. 7.17 大阪高裁　検察による即時抗告申立
  現在，大阪高裁第２刑事部係属中

　　
　　
⑤確定審
の裁判所
の判断

 【一審判決】
　自白以外の証拠から有罪を認定
→　犯行日時・場所・被害品が概括的に記載された予備的訴因に基づき有罪を認定。
⑴ 　自白の評価…自白の任意性については，任意性確保に向けた配慮がなされており，何ら問題

はない。任意に自白したことは一つの事情として注目に値するが，自白の内容に従った事実認
定ができると言うほど自白の信用性が高いとは考えられない。

⑵　有罪根拠とした間接事実
　 　①昭和59年12月28日夜，被害者方酒店付近で阪原氏を目撃したとの供述，②同夜，被害者が

誰かと会話している声を聞いたとする隣人の供述，③店舗の机の引出し内にあった丸鏡に付着
していた指紋が阪原氏の指紋と合致したこと，④阪原氏が被害者の死体発見場所及び金庫発見
場所を知っていたこと（引当捜査結果），⑤阪原氏は，被害者の手首に巻かれた紐の結び方と
ほぼ類似する結束方法を再現できたこと（犯行再現結果），⑥被害者失踪後，阪原氏が被害者
の捜索，通夜・葬儀に参加しなかったこと，⑦阪原氏は昭和59年12月28日夜の行動について虚
偽のアリバイを主張していること。

【控訴審判決】
　間接事実は，それだけでは被告人と本件犯行を結びつけるものではないとして，一審判決の判
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断に異論を述べつつ，基本的根幹部分が信用できる自白，間接事実及びアリバイ主張の虚偽性と
合わせれば有罪認定できると判断　
→ 　犯行の日時・場所・被害品が特定されている主位的訴因が認定できるが，１審判決の認定に

主位的訴因は含まれているから事実誤認はない。
⑴ 　自白の評価…自白内容は，一部疑問点が残るが，自白の基本的根幹部分は十分信用すること

ができる。
⑵　有罪根拠とした間接事実
　 　①昭和59年12月28日夜，被害者方店舗付近で阪原氏を目撃したとの供述，②同夜，被害者が

誰かと会話している声を聞いたとする隣人の供述，③店舗の机の引出し内にあった丸鏡に付着
していた指紋が阪原氏の指紋と合致したこと，④被害者の手首に巻かれた紐の結束方法が精肉
店での特殊な結束方法と類似しており，阪原氏は以前精肉店で働いたことがあり，その方法を
習得していること，⑤阪原氏が昭和59年12月28日夜の行動について虚偽のアリバイを主張して
いること。

　※ 　一審判決が重要な有罪根拠とした，阪原氏が，捜査段階で遺体発見場所及び金庫発見場所
を案内できたということに関わる事実について，控訴審判決は，自白の基本的根幹部分が信
用できる根拠に位置付けた。

　　
　　
⑥主要な
新証拠の
内容

 【殺害方法に関する新証拠】
・ 吉田謙一鑑定・証言，池田典昭鑑定・証言，河野朗久鑑定・証言等
・ 主に自白における殺害方法と被害者の遺体の損傷が合致しないことを証明する証拠
【死体発見場所・金庫発見場所への引当捜査結果の信用性に関する新証拠】
・ 捜査時に撮影された写真のネガ（検察官開示証拠），当時の警察官及び検察官の証人尋問，浜

田寿美男意見書
・ 有罪認定が有力な有罪根拠とした，阪原氏が死体発見場所・金庫発見場所を知っており，誰に

教えられることなく捜査官を案内できたという捜査結果に関し，開示されたネガと照合したと
ころ，当該捜査結果を記載した実況見分調書の写真が大幅に入れ替えられていた（引当場所の
帰りに，往き道を装って撮影した写真を添付していた。）こと，捜査官の無自覚的誘導により
知らない場所に到達し得ることを証明する証拠。

金庫発見場所の引当捜査結果を記載した実況見分調書に添付された写真から，金庫発見場所
からの帰り道で撮影された写真（空白部分）を除外した状況。金庫発見場所に至る経路の重
要部分の写真が帰り道に撮影したものとなっている。
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【丸鏡に付着した指紋に関する新証拠】
・齋藤保鑑定・証言等
・ 店舗机の引き出しに入っていた丸鏡に付着した指紋は阪原氏が物色した時に付着したものであ

るとの確定判決の認定に対し，丸鏡に付着した他の指紋の状況，店舗内のその他の場所の指紋
付着状況等から，常連客である阪原氏が他の機会に丸鏡を利用し，その際に付着した可能性が
あることを証明する証拠

【被害者の手首に巻かれていた紐の結束方法に関する新証拠】
・弁護人の実験結果報告書，ビデオ，犯行再現時の開示ネガ等
・ 証拠物として提出されている紐を詳細に観察し，確定判決が認定している結束方法とは異なる

ことを証明した上で，紐の結束方法は精肉店での結束方法と全く異なること，手首に巻かれて
いた紐の止め方は特異なものではないこと，阪原氏は捜査段階で何度も繰り返し手首を紐で結
ぶ犯行再現をさせられていたことなどを証明する証拠

【手提げ金庫の破壊・投棄に関する新証拠】
・高山昌光鑑定・証言，弁護人による投棄実験結果，放置実験結果等
・ 自白に記載されている手提げ金庫の破壊道具，破壊方法と被害金庫の損傷が一致しないこと，

金庫は，発見された場所で破壊・放置されたのではなく，その上方にある道路から斜面下であ
る発見場所に向けて投棄された可能性が高いことなどを証明する証拠

【阪原氏の知的能力・防禦能力・供述能力に関する新証拠】
・加藤進昌意見書，金澤彰意見書，松島恵介意見書
・ 阪原氏の知的能力及び行動特性を前提に，阪原氏の取調べにおける供述，取調状況（任意性）

に関する公判供述等を評価する場合の留意点を証明する証拠
【アリバイ主張に関する新証拠】
・アリバイに関する証人に対するインタビュー映像，アリバイ関係の開示証拠等
・ 確定判決では，阪原氏のアリバイ主張は虚偽であると決めつけられたが，虚偽であると断定で

きないこと，昭和60年９月以降に捜査機関が阪原氏のアリバイを否定するための捜査を行って
いたことを証明する証拠

【殺害の日時と場所に関する新証拠】
・ 死体発見時の被害者の着衣と被害者宅に脱ぎ捨てられていた着衣，昭和59年12月28日夕方以降

に被害者に会った者の供述調書等
・ 自白では，昭和59年12月28日午後８時頃に殺害したこととされているが，その直前に被害者に

会った者たちが述べている被害者の着衣は，被害者宅の離れに脱ぎ捨てられており，死体発見
時，被害者は異なる着衣を身につけていたこと等，そもそも，殺害された日時も場所も自白と
は異なるのではないかということを証明する証拠　　　　

⑦再審の
経過　

 【第１次再審請求】
１　審理経過
　①　再審請求前に証拠物の保全決定が出された。
　②　検察官手持ち証拠リストが作成され，提供された。
　　 　進行協議の中で，裁判所が，検察官に対し，手持ち証拠のリスト作成を検討するよう促し，

検察官がこれに応じた。その後，弁護側から各証拠の要旨をリストに加えるように要求し，
検察官がこれに応じた。最終的に，完成品が書面としてだけではなく，データ（Excel）で
提供された。

　　→ 　このデータリストを利用し，弁護団は，以後の再審手続の中で証拠が開示され，あるい
はあらたな証拠（検察が警察から新たに送致を受けた証拠）の存在が確認される度に更新
し続けている。

　③　実施された事実調べの内容
　　 　被害者の舌骨の検証，殺害方法に関する鑑定（池田典昭鑑定），現場検証，殺害方法に関

する河野朗久証人・池田典昭証人の尋問，丸鏡に付着した指紋に関する齋藤保証人・西勝太
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郎証人（当時の鑑識課員）の尋問・手提げ金庫の損傷に関する高山昌光証人の証人尋問等
　④　裁判長交代後，急に審理終結に向けた訴訟指揮がなされた。
　　 　順調に事実調べが進んでいたが，平成17年夏，裁判長交代後，急に審理方針が変更され，

裁判所より，翌年度末までに決定を出すことを前提に，請求人の意見書，最終意見書を提出
するよう求められ，対応を余儀なくされた。

　⑤　決定の告知及び決定
　　 　弁護団は遅くとも決定２週間前の事前告知を求めたが，裁判所は１週間前に伝えると回答

し，平成18年３月18日（金曜日）夕方になって，３月27日（月曜日）に決定を出すとの連絡
があった。滋賀弁護士会の臨時総会開催日であり，他の弁護士も年度末で多くの期日予定が
入っていたため決定日に都合がつく弁護人は僅かしかいなかった。

　　　加えて，月曜日の決定であったため，即時抗告申立準備期間が事実上３日間しかなかった。
２　請求審決定－棄却
　 　請求審決定は，任意性に疑いがなく，信用性も十分な自白，丸鏡に付着した指紋の検出等の

間接事実等から確定判決が認定した犯罪事実は優に認められる，と結論付けた。
　 　その理由中では，弁護人の主張に対し「確かに…」と一旦これを肯定しつつ，さしたる根拠

もなく「しかし…」として排斥した箇所が決定中に実に26か所も存在している。
　 　自白の信用性が十分とした中心的な根拠は，任意取調の過程で，自白後，一旦帰宅をして熟

慮の機会を与えられたのに翌日の取調でも自白を維持したという点（決定は，これは自白の情
況的信用性を高める事情であると評価した）と，阪原氏が被害者の死体及び金庫発見場所を案
内し，指示できたという点（決定は，これは自白の信用性を裏付ける重要な事情であると評価
した。）であった。

３　即時抗告審
　 　請求審決定に対して即時抗告を申し立て，いくつかの新証拠も追加で提出し，他方で，裁判

所に対し，三者協議の開催を申し入れ続けていたが，結局，一度も三者協議が行われないうち
に阪原氏が死亡し，裁判所により終了決定がなされた。

　 　なお，この時点で，請求の受継について弁護団で検討したが，諸般の事情から結局受継申立
はしなかった。

【第２次再審請求】
１　審理経過
　① 　当初，裁判所は，弁護人が開示請求を行った証拠のうち，自白形成過程に関する捜査書類

及び金庫発見場所・死体発見場所の引当捜査の際に撮影された写真及びネガのみ認め，弁護
人が請求した他の証拠調べを行うことなく，審理を終了させ，翌年年度末に決定を出す方針
で臨んでいた。

　　 　ところが，検察官から提出されたネガを検討したところ，引当結果を記載した捜査報告書
に添付された写真の多くが入れ替えられており，引当場所からの帰りに撮影された写真が，
引当場所に向かう写真であるとして貼付されていることが判明した。このことをきっかけに，
裁判所は早期終結の方針を変更した。

　② 　審理終結までの６年間の間に，計46回の打合せ期日が行われ，主に証拠開示をめぐる議論
がなされた。結果，多くの証拠が検察から提出された。

　③ 　検察官は，裁判所から開示を促された証拠については，基本的に弁護人にのみ開示するの
ではなく，全て裁判所に証拠として提出するという対応で臨んだ。

　④　実施された事実調べの内容
　　 　殺害方法に関する吉田謙一証人の尋問，引当捜査に関する落合俊和証人（当時の担当検察

官），森田一男証人・谷口正証人（いずれも当時の担当警察官）の各尋問等
　⑤　決定の告知
　　 　平成30年３月６日に行われた最終の打合せ期日において，同年７月11日午後の決定を予定
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すると告知された。なお，決定書の交付は，書記官室において，請求人・弁護人・検察に同
時に行われた。

２　請求審決定－再審開始
　 　請求審決定は，新旧全証拠を総合的に評価した結果，確定判決が阪原氏が本件犯人であると

認めた理由はその主要な部分が大いに疑わしくなっており，阪原氏が本件犯人であると認める
に足りる事情はないから，確定判決の事実認定には合理的な疑いが生じるに至ったと言わざる
を得ないと結論付けた。

　 　確定判決が有罪根拠とした各証拠に対する判断の結論は以下のとおりである。自白について
は，事実認定の基礎とし得る程度の信用性を認めることはできない上，任意性について合理的
な疑いが生じた。アリバイの虚偽性を含む各間接事実については，確定判決の認定が動揺する
か，あるいは仮に当該間接事実が認められるとしてもその事実が阪原氏が本件犯人であると推
認する力は減殺された。そして，認められる間接事実中に，阪原氏が犯人でないとしたならば
合理的に説明することができない，あるいは少なくとも説明が極めて困難である事実関係は含
まれていない。

　 　個々の証拠の評価に入る前に，阪原氏の供述ないし言動の全体的な評価に関わる問題として，
阪原氏の知的能力等について検討を行い，阪原氏の記憶，再生，表現，叙述能力には制約があ
ること，全く経験したこともない虚偽の話を作り出す能力は低いこと，敵対的でない環境であ
れば周囲と協調的で友好的な関係を作り出すことができる特性を有し，コミュニケーションに
おいて，回答の内容より対話者との関係を優先するという特性と，未来への予測や展望を持つ
ことよりも現在を何とかやり過ごすことを優先させる特性を有しているとし，阪原氏の言動を
評価するにあったてはこれらの特性を正確に考慮した上で判断する必要があるとし，現に新旧
全証拠の判断において十分な配慮がなされている点に特徴がある。

阪原氏の長男 阪原弘次さん

３　検察による即時抗告申立て
　　係属中

 ①　見込捜査に基づく偏頗かつ不公正な捜査が行われていたこと
　 　再審の過程で，被害者が行方不明となった直後から，さしたる根拠もなく阪原氏に疑いの目

を向け，先入観に基づく捜査が行われていたこと，事件発生から約９か月半後に阪原氏に対す
る逮捕状が発付されたが執行されなかったこと，その際に阪原氏の妻から昭和59年12月28日夜
の阪原氏の行動に関する供述がなされ，その直後から，当該供述を否定する方向での捜査，画
策がなされた疑いが高いことなどが開示証拠から判明した。

⑧再審が
明らかに
した事項・
残された
問題点
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②　検察に送致されていない大量の証拠が警察に止め置かれていること
　 　本件では，第１次請求の初めの段階で，検察が保有している全証拠のリストが検察官により

作成され，提供された。このリストから，検察官に送致されていない証拠が多数存在している
ことが徐々に明らかになった。証拠開示請求の過程で，検察が警察に問い合わせ，未送致証拠
を送致するように指示し，実際に多数の証拠が検察に送致されたが，それでも，まだまだ，多
数の証拠が警察のもとで隠蔽されている可能性が高い。例えば，証拠上，採取したことが明ら
かな被害者の手の爪を提出するよう求め続けているが，見当たらないという回答で未だに提出
されていない。その他，特に初動捜査段階で当然作成されているはずの供述調書や捜査報告書
も検察官のもとに送致されていない。これらを開示させることによって，本件のえん罪性は更
に明確になると思われる。

③ 　本件は，犯行と阪原氏を結び付ける証拠が極めて乏しい事件である。捜査機関は，取調べに
おいては動かぬ証拠があると言って自白を迫り，自白後は，引当捜査や犯行再現実況見分を利
用して，真犯人らしさを示す証拠を作り上げ，これらの証拠と捜査官の証言を有力な根拠とし
て立証を行った。しかし，再審の過程で，この捜査の公正さ，捜査官の証言の信用性に多大な
疑問が生じた。

④ 　第２次再審請求審で開始決定がなされたが，弁護人の主張の全てが認められたわけではない。
例えば，被害者が殺害された日時及び場所は自白のものとは全く異なる可能性が高いとの主張
立証を行ったが，この点については受け入れられなかった。これらの点について更に証拠を補
強することを検討中である。　　　　

⑨最近の
トピック

 　即時抗告申立てから１年が経過した。この間，検察官からは即時抗告申立理由補充書が提出さ
れ，弁護団からは即時抗告申立書に対する反論意見書を提出している。
　さらに，現在，検察官の理由補充書に対する反論と，請求審において提出した新証拠の証明力
を高めるための新証拠及びその補充書の提出を予定しており，その準備を行っている。
　裁判所に対しては進行協議の開催を要求しているが，今のところ（令和元年７月31日現在）実
現していない。裁判所に意見書を提出する際に裁判官に面談を求め，検討状況について確認して
いるが，現時点では裁判所の検討はあまり進んでいないようである。

６　福井女子中学生殺人事件� 【日弁連支援事件】
①罪名等 殺人／懲役７年　平成15年３月５日刑期終了により釈放　　　　
②事件の
概要　

 　昭和61年３月19日午後９時40分頃，福井市内のアパートで，その日卒業式を終えたばかりの女
子中学生（当時15歳）が，顔面を中心に50数か所滅多刺しにされる等の方法で惨殺された。同年
10月頃，別件で裁判中のAが前川彰司氏犯人説を唱えた。当初から不明確な情報であったため，
捜査は混迷を極め，翌年３月29日に前川氏（事件当時21歳）が逮捕された。前川氏は一貫して否
認を貫いたが，捜査側が鑑定留置をして時間を稼ぎ，毛髪鑑定を用意するなどして，事件発生か
ら１年４か月後の昭和62年７月13日，前川氏を殺人で起訴した。　　　　

③事件の
特色　

 ① 　本件は，殺人事件につき，第一審が無罪判決，控訴審が有罪判決という経過を辿っており，
平成23年11月には再審開始決定が出ている。

②　前川氏の犯行を直接裏付ける物証が皆無（血痕，指紋，足跡等）。
③ 　暴力団員であったAが，自身の事件の勾留中に，減刑を求めて，本件事件の情報提供を関係

者に要請していた。
④　捜査機関がAの供述に基づき，捜査を進めたところ，事件に無関係の者が誤認逮捕された。
⑤　A以外の多くの関係者が，取調べ当初は，事件への関与を否定していた。
⑥ 　関係者の目撃証言はいずれも変遷を繰り返し一貫せず，A供述の変遷と連動して一斉に変遷

している（変遷の一致性）。
⑦ 　犯行態様は執拗かつ残忍であり，第３の凶器が存在することもあって，複数犯のリンチと考
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えるのが相当であり，前川氏によるシンナー中毒中の突発的激情的な犯行とは考えにくい。
⑧　そもそも前川氏と被害者の接点すら全く存在しない。　　　　

④裁判の
経過　

 1986（S61）. 3.19 事件発生
1987（S62）. 7.13 起訴
1990（H２）. 9.26 第一審　福井地裁 無罪判決（西村尤克裁判長）
1995（H７）. 2. 9 控訴審　名古屋高裁金沢支部　懲役７年判決（小島裕史裁判長）
1997（H９）.11.12 最高裁　上告棄却決定（大西勝也裁判長）
2004（H16）. 3.19 日弁連が再審支援を決定
2004（H16）. 7.15 再審請求
2011（H23）.11.30 名古屋高裁金沢支部　再審開始決定（伊藤新一郎裁判長）
2013（H25）. 3. 6 同異議審　名古屋高裁　再審開始取消決定（志田洋裁判長）
2014（H26）.12.10 最高裁第二小法廷　特別抗告棄却決定（千葉勝美裁判長）

　　
　　
⑤確定審
の裁判所
の判断

 ① 　目撃証人６人の証言は，供述に変遷や相互矛盾はあるが，核心部分は大筋で一致し，信用で
きる。

②　前川氏の使用車両や立寄先に血痕等の証拠が発見されなくとも不自然ではない。
③ 　物証がなくとも，前川氏の犯行を直接裏付ける物証がないことを意味するにとどまり，目撃

証言の信用性には問題がない。
　　
　　
⑥主要な
新証拠の
内容

 ① 　被害者に残された創傷を分析し，現場に遺留された２本の包丁以外に，現場に遺留されてい
ない第三の凶器が存在するとの押田茂實教授の意見書，解剖時の写真，ネガフィルム等。

② 　被害者に対する攻撃態様や犯行現場の状況から推定される犯人像と，確定判決が認定した犯
人像が異なるとの内藤道興博士の鑑定書，現場検証時の写真，ネガフィルム等。

③ 　犯行現場との往復に使用したとされた車のダッシュボードにルミノール反応が認められない
ことについて，ルミノール反応の精度を示して，車が使用されたとの認定に疑いを生じさせる
とする押田茂實教授の鑑定書。

④ 　関係者らの初期供述はことごとく否認や曖昧なものであること，関与を認めた後の供述はA
供述の変遷と軌を一にして変遷していること（供述変遷の一致性）を示す関係者らの供述調書

（再審段階の証拠開示勧告を受けて提出された）。　　　　
⑦再審の
経過　

 ① 　現場に遺留された２本の包丁以外に第三の凶器が存在するとの点について，開始決定は，刃
物による創口の長さは使用された刃物の刃幅と同じかこれより長くなるのが法医学上の原則で
あり，被害者に生じた刃物による創傷のうちの２箇所については現場で遺留された２本の文化
包丁では成傷できず，これに関する確定判決の認定には動揺が生じているといわざるを得ない
として，第三の刃物に関する証拠についての明白性を認めた。これに対し，異議審決定は，創
傷の長さと刃物の刃幅の間に数値上の矛盾があることは認めたものの，測定誤差の可能性と刺
突状況を根拠に第三の刃物が使用された可能性を否定した。

② 　被害者に対する攻撃態様や犯行現場の状況から推定される犯人像と，確定判決が認定した犯
人像が異なるとの点について，開始決定は，本件の犯行態様はガラス製灰皿による殴打，カー
ペットコードによる絞頚，複数の刃物による刺突という複雑な手口であること，被害者の顔面
にビニールをかけて何種類もの刃物で顔ばかり集中して刺し，そのほとんどが浅い切傷である
こと，死体上方の鴨居にヘアドライヤーコードが首吊り用の輪を使って吊り下げられており，
首吊りを偽装したものと考えられること等から，本件が怨念に基づく犯行であることを示して
いると指摘した。

　 　その上で，本件犯行は，合理的で，高度の思考能力を備えた犯人により実行されたと考えな
ければ説明のつかない点が多々認められ，吸引したシンナーの影響によって心神耗弱状態に
陥った者が激昂して起こした犯行であるとした確定判決の認定には，疑問が生じるとして，証
拠の明白性を認めた。これに対し，異議審決定は，新証拠が，犯人像が異なる根拠とした諸事
実を，個々別々に切り離した上，例えば，ヘアドライヤーコードによる首吊り偽装の疑いにつ
いて，「この事実をもって犯人が首吊りの偽装工作を試みたとは限らない」，「ヘアドライヤー
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コードの吊り下げと本件犯行との関係は明らかでない」として，新証拠の証拠価値を否定した。

鴨居から吊るされた電気コードの結びの図

③ 　犯行現場との往復に使用したとされた車のダッシュボードにルミノール反応が認められない
との点について，事件の１年前に付着した別人の血痕が残っていることを示す鑑定結果回答書
等の関連証拠を総合して，事件当時にダッシュボードに血液が付着していたとの事実に合理的
な疑いが生じているとして，新証拠について明白性を認めた。これに対し，異議審決定は，開
始決定は，押田茂實教授の鑑定実験の方法と，確定判決の前提とする血痕の付着状況，血痕の
拭取状況，証拠により認められる清掃，保管，使用状況との条件の違いについて十分に検討を
加えておらず，証拠の評価を誤っていると判断して，明白性を否定した。

④ 　関係者らの供述がA供述の変遷と軌を一にして変遷しているとの点について，異議審決定は，
確定判決の挙げた変遷の理由が合理的であるとして，明白性を否定した。

 ①　物証を軽視して見込み捜査を先行させることの危険性（捜査の長期化）
②　警察の捜査に対する検察のチェックが全くなかったこと（警察の暴走の危険性）
③　検察官による証拠隠しの危険性（審理冒頭に十分な証拠開示を行うことの重要性）
④　被疑者のみならず，参考人に対する取調べの可視化も必要であること
⑤　新証拠の明白性に関して，異議審決定が不当に高度なものを求めたこと　　　　

⑨最近の
トピック

 第２次再審請求に向けての準備を進めている。

⑧再審が
明らかに
した事項・
残された
問題点
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７　鶴見事件� 【日弁連支援事件】
①罪名等 強盗殺人／死刑　　　　
②事件の
概要　

 　昭和63年６月20日，横浜市鶴見区で金融業，不動産業を営んでいた男性（A氏）とその妻（B氏）
が事務所内で殺害され，現金1200万円が奪われた。
　髙橋和利氏（当時54歳）は，同日，A氏との約束で融資話のためにA氏の事務所に行ったところ，
A氏とB氏の死体を発見した。また事務所内に現金1200万円が入ったビニール袋を発見した。髙
橋氏は警察に通報することなく，現金1200万円が入ったビニール袋を持ち去ってしまい，自らの
負債の返済に充てた。
　髙橋氏は，同年７月１日，警察に任意同行を求められ，当初は1200万円を持ち去ったことは認
めたものの殺人については否認していたが，ほどなく自白するに至り，逮捕された。

犯行現場の事務所の外観　　　　
③事件の
特色　

 ① 　本件の第１の特色は，髙橋氏の自白の信用性が否定されていることである。
　 　髙橋氏は，捜査段階で自白し，多数の自白調書が作成され，本件の凶器は，バールとプラス

ドライバーであるとされている。しかし，第一審以来，多数の法医学者の鑑定が行われたが，
被害者両名には極めて多数の損傷が存在するにもかかわらず，バール及びプラスドライバーに
よる典型的な損傷は存在せず，バール及びプラスドライバーによる成傷に根本的な疑問がある
損傷も存在している。そのため，第一審判決，控訴審判決も，凶器を特定することができず，
髙橋氏の自白の信用性を否定している。ただし，最高裁判決は，本件の凶器を「バール様の凶器」

「プラスドライバー様の凶器」と判示しており，凶器については自白に依拠した判断をしている。
② 　本件の第２の特色は，髙橋氏を本件の犯人とする直接的な証拠は全くなく，情況証拠の積重

ねで有罪認定されているということである。
　 　情況証拠によって有罪認定をする場合，「情況証拠によって認められる間接事実中に，被告

人が犯人でないとしたならば合理的に説明することができない（あるいは，少なくとも説明が
極めて困難である）事実関係が含まれていることを要するものというべきである」（最高裁平
成22年４月27日判決）とされている。

　 　しかし，確定判決は弁護人の主張について，「以上のような事実の経過もそれ自体としては
自己完結しているものであって，真実このように事実が流れていったことを想定するのも論理
的には可能である」と判示しており，確定判決が指摘する間接事実中には，髙橋氏が被害者２
名を殺害した犯人でなければ合理的に説明することができないとか，説明が極めて困難である
という事実関係は含まれていない。
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④裁判の
経過　

 1988（S63）. 6.20 事件発生
1888（S63）. 7. 1 髙橋氏逮捕
1988（S63）. 7.22 強盗殺人罪で起訴
1995（H７）. 9. 7 第一審　横浜地裁　死刑判決（上田誠治裁判長）
2002（H14）.11.14 控訴審　東京高裁　控訴棄却（中西武夫裁判長）
2006（H18）. 3.28 上告審　最高裁　上告棄却　死刑判決確定（堀籠幸男裁判長）
2006（H18）. 4.16 第１次再審請求
2012（H24）. 4.13 横浜地裁　請求棄却（大島隆明裁判長）
2012（H24）. 4.19 即時抗告申立て
2017（H29）. 8.25 日弁連が支援決定，事件委員会を設置
2017（H29）.12.27 第１次再審請求を取下げ
  同日，第２次再審請求
  現在，横浜地裁第２刑事部（青沼潔裁判長）に係属中

　　
　　
⑤確定審
の裁判所
の判断

 【第一審確定判決】
① 　被告人は，絶対に実現しない融資話をA氏に持ちかけ，A氏に現金1200万円を用意させるよ

うな行動を積み重ね，本件当日にA氏の事務所に向かう際にもA氏がその準備を完了したかど
うかの確認に執着していた。

② 　被害者両名が殺害されたのは，午前10時40分頃から午前11時10分頃までの間である。その頃，
被告人は，A氏の事務所において現金1200万円を発見し，持ち去った。

③ 　午前10時40分頃から被告人が事務所を訪れるまでの間，被告人以外の何者かが事務所に入っ
て被害者両名を殺害した，という想定は非現実的であって，この可能性はゼロに等しいくらい
低い。

④ 　弁護人が主張する事実経過については，その想定は極めて非現実的であり，当日被告人が事
務所に赴く理由及び被告人の直前までの行動をうまく説明することができない。

⑤ 　したがって，被害者両名を殺害したのは被告人以外にあり得ないという結論に至る。
【確定審控訴審判決】
①　積極的情況証拠として，以下の事実を挙げる。
　ア 　被告人は被害者２名が殺害された直後の極めて近接する時期に本件現場から金1200万円を

持ち去っており，被告人が被害者両名の殺害も行った犯人であることを事実上強く推認させ
る。

　イ 　被告人は，A氏に対し虚偽の融資話を持ちかけて現金1200万円を準備させ，現金準備の有
無を確認する行為を重ね，本件犯行時間帯に現場に赴き，その1200万円を入手している。

　ウ 　被告人は，本件犯行時間帯に現場に赴いた理由・目的に関し，客観的事実に反する不自然，
不合理な供述をしており，A氏に準備させた1200万円を奪取する目的を有していたとの強い
推認が働く。

　エ 　関係証拠上，被告人以外に，上記時間帯に事務所内で上記現金が準備されている事実を把
握していた人物の存在をうかがうことはできない。

　オ 　犯行時間帯は午前10時40分頃から11時10分頃までと限定され，被告人の弁解を前提とする
と，他の真犯人が犯行に及ぶことができる時間は僅か16分程度に過ぎない。

　カ 　しかもその場合，他の真犯人が被害者両名を殺害しておきながら，現金1200万円をそのま
ま現場に残していったことになって極めて不自然である。また，怨恨による犯行が行われた
とするのは余りに偶然である上，犯行の時間帯や場所の選択のほか，A氏よりもB氏に対す
る攻撃の方が執拗である点などが不自然であって，いずれも想定することは著しく困難であ
る。

　キ 　被告人の弁解内容は通常人の取る行為としては直ちには了解し難い上，現場で被害者両名
を発見した後の行動及び取調べ状況についても，被告人は極めて不自然，不合理な供述をし
ている。
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　ク 　多数の負債を抱えてその返済資金や運転資金に窮し，事務所に出入りして被害者両名と顔
見知りになっていた被告人には，本件犯行に及ぶだけの動機形成事情が認められる。

　ケ 　被告人の述べるアリバイ主張については，裏付けが存しないだけではなく，控訴審で初め
て主張した理由など不自然な点が多くて説得力に乏しく，採用できない。

　コ 　被告人は，当日身につけていたシャツ，靴，靴下を処分しており，この着衣等の処分状況
についても不自然な供述をしている。

　サ 　本件では，現場の状況等から単独犯でも実行可能であると見られる。
　シ 　これらを総合すると，被告人が本件犯人であると極めて高度の蓋然性をもって推認するこ

とができる。
②　弁護人が消極的状況証拠として挙げる以下の諸点をいずれも否定する。
　ア　重要書類が入った布袋が現場から消失していること
　イ 　人通りがある通りに面しており，六畳二間の狭い事務所内で，２名の被害者を１名で殺害

する犯行計画の立案は不可能であること
　ウ 　そもそも，２名の被害者を１名で襲った場合，１名を攻撃している際に，もう１名が逃亡

したり，助けを呼んだりすることができるから，実行は不可能であること
　エ 　本件の凶器はバール，プラスドライバーではなく，刺器，有刃器，鈍器等が複数使用され

ており，複数犯の可能性が高いこと
　オ　被害者両名に対する多数の損傷は怨恨による犯行と考えられること
　カ 　被告人の弁明に沿う供述は一貫しており，客観的事実とも符合しているが，弁明に反する

供述は変遷が激しく，客観的事実にも反しており，激しいコントラストがあること
　キ 　A氏が1200万円を入れて事務所に持ち帰った黒色手提げカバンが現場から消失しているこ

と
　ク　真犯人である疑いが濃厚である人物が他に存在すること
③ 　自白の信用性を否定し，このことは被告人の無罪を根拠付けるとの弁護人の主張を「一般論

としては理解できないわけではない」とした。
　 　しかし，被告人は一面では迎合的な性格を有する上，虚偽供述に対する抵抗感の乏しさなど

から，取調官の誘導に乗り，虚偽も交えて以後の供述を展開することにした可能性が高く，被
告人の犯人性に合理的な疑いを生じさせるとは認められない，とした。

④ 　その上で，「結局，本件においては，被告人の自白に虚偽が含まれているとしても，自白を
除く関係証拠によって，本件の犯人が被告人であると断定することができる」とする。

　　
　　
⑥主要な
新証拠の
内容

 ①　凶器に関する新証拠
　ア 　本田克也教授の法医学鑑定書を中心とするものであり，①被害者両名の下顎部の損傷は

バール様の凶器では生成できない，②被害者両名の致命傷となった下顎部の損傷は鳶口様の
凶器によるものである，という内容である。

　イ 　本田教授の法医学鑑定書であり，①B氏の胸部，背部の損傷はプラスドライバー様の凶器
では生成できない，②B氏の胸部，背部の損傷はペーパーナイフ様の凶器によるものである，
という内容である。

　ウ 　これらにより，本件の凶器が「バール様の凶器」「プラスドライバー様の凶器」であると
する確定審の事実認定の誤りを明らかにするものである。

②　髙橋氏以外の犯人の可能性を示す新証拠
　ア 　①本件直前（昭和63年６月15日）にA氏の債務者Cが振り出してA氏に交付した額面4000万

円の小切手が，事件後に写しは発見されたものの，原本は発見されず，銀行に呈示もされな
かったこと，②Cと近い関係にあったDがA氏に約３億4000万円もの債務を負っており，上記
小切手が振り出される過程に深く関わっていたこと等を中心とするものである。

　イ 　また，その後の調査により，①CとDは一緒に行っていた地上げに失敗し，多額の借金をA
氏に負っていたが返済できず，本件の５日前（６月15日）に上記小切手を振り出してA氏に
渡したこと，②上記小切手は６月25日までに銀行に持ち込まれる可能性が高く，それより前
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に上記小切手をA氏から回収する必要があったこと，③当時Cは刑事被告人の立場にあり，A
氏から更に刑事告訴されることをおそれていたこと，④犯行動機がCにある上，Cが真犯人で
あれば，小切手や布袋が本件現場から消失していることも説明がつくこと，⑤上記のとおり，
DはCとともに行動しており，A氏にも多額の債務を負っており，妻名義の土地をB氏に代物
弁済するなどしており，Dにも犯行動機があること等が明らかとなった。

　ウ 　これらにより，髙橋氏以外の真犯人が想定でき，情況証拠の積重ねから髙橋氏以外に本件
の犯人はあり得ないとする確定審の事実認定は，その前提を欠くことを明らかにするもので
ある。　　　　

⑦再審の
経過　

 【第１次再審】
　第１次再審請求では，確定審控訴審判決が想定する単独犯による被害者両名の同時殺害の態様
を弾劾する新証拠を提出していた（ただし，上告審で最高裁に提出し，判断がなされなかったも
の）。
　第１次再審請求審では，弁護団は証拠開示請求もしていたが，同請求審は職権発動を行わず，
何らの事実取調べを行うことなく，再審請求を棄却した。弁護団は，即時抗告を申し立てた。
その後，上記の本田鑑定書，他の犯人の可能性を示す新証拠の準備ができたが，即時抗告審では
新証拠として認められない可能性が高いこと（狭山事件第２次最高裁決定・最判平成17年３月16
日），髙橋氏が高齢であることに鑑み，平成29年12月27日に第１次再審請求を取り下げ，同日，
第２次再審請求を横浜地裁に申し立てた。
【第２次再審】
　第２次再審請求では，これまで４回にわたり，裁判所，弁護人，検察官の三者協議が行われて
きた。
　弁護団は，検察官に対して，証拠リストや新証拠に関連する多数の証拠開示を求めている。し
かし，現在に至るまで，裁判所は検察官に対して証拠開示の勧告を行わず，弁護団が予定してい
る主張立証が全て提出された後に，証拠開示について判断するとの意向を示している。

 ①　証拠開示に対する裁判所の消極的な姿勢
②　情況証拠による推認を破るためのハードルが高いこと
③　自白が信用できないことの影響，いわゆる無知の暴露に対する裁判所の評価が低いこと

　　　　
⑨最近の
トピック

 　平成30年11月20日に，本件の学習会を行った。従前からの支援者のほか，名張事件，三鷹事件，
小石川事件の支援者が多数参加し，マスコミも取材に訪れ，活発な質疑が行われた。髙橋氏が描
いた絵の展示も好評であった。
　髙橋氏は現在85歳と高齢であり，健康状態は必ずしも良好ではないが，自らの無実を明らかに
すべく，気力は充実している。支援者の援助により，同じく高齢である髙橋氏の妻も面会に来て，
髙橋氏を励ましている。
　弁護団は，証拠開示請求の補充，再審請求理由補充書の提出，追加の新証拠の提出等を準備し
ており，証拠開示，事実取調べを実現させ，髙橋氏が健在なうちに再審開始決定を勝ち取るべく，
総力を挙げているところである。

 
８　恵庭殺人事件� 【日弁連支援事件】
①罪名等 殺人，死体損壊／懲役16年　平成30年８月12日出所　　　　
②事件の
概要　

 　平成12年３月16日に北海道恵庭市で発生した殺人，死体損壊事件である。
　確定判決によれば，被害者は，同日午後９時30分頃から午後11時５分頃までの間，北海道千歳市，
恵庭市またはその周辺において，何らかの方法によって頸部を圧迫されて窒息により殺害され，
午後11時５分頃，被害者の遺体は恵庭市の路上で灯油をかけられて焼損された，とされる。

⑧再審が
明らかに
した事項・
残された
問題点
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　被害者と勤務先の同僚であった大越美奈子氏（当時29歳）が本件の嫌疑をかけられ，同年５月
23日に逮捕され，以後，殺人，死体損壊の被疑事実で連日の取調べを受けた。大越氏は当初から
一貫して無実を主張していたが，同年６月13日に起訴された。

現場等周辺地図

※　キリンビール事業所・配車センター…大越氏と被害者の職場
※　ガソリンキング…大越氏が事件当日午後11時30分にいたガソリンスタンド

　　　　
③事件の
特色　

 ①　大越氏は，当初から現在まで一貫して無実を主張しており，自白は全くない。
② 　大越氏が本件の犯人であることを示す直接証拠は一切ない。裁判所が大越氏を有罪とした根

拠は，いくつかの情況証拠のみである。
③ 　事件当日の午後11時30分に，大越氏が恵庭市のガソリンスタンドにいたことは間違いなく，

大越氏にはアリバイが成立する。
④ 　大越氏が所持していた灯油10ℓでは，被害者の遺体のような焼損状態（炭化状態）にはならず，

また，９㎏もの体重減少は生じない。
⑤ 　大越氏は被害者と体格的に劣り，握力も極端に弱いため，被害者の頸部を圧迫して殺害した

り，被害者の遺体を運んだりすることは不可能である。
⑥ 　確定判決が想定する犯行場所は大越氏の自動車の中であるが，車内から犯行の痕跡が一切発

見されていないことは不自然である。
⑦ 　事件当日の午後11時５分頃及び25分頃に，事件現場近くで２台の自動車が目撃されており，

真犯人は大越氏以外の別人（複数犯）である可能性が高い。
⑧ 　このように，直接証拠が全くない上，情況証拠しかなく，大越氏が犯人であることを否定す

る事実が数多く指摘されていることが，本件の特色である。　　　　
④裁判の
経過　

 2000（H12）. 3.16 事件発生
2003（H15）. 3.31 第一審　札幌地裁　懲役16年の有罪判決（遠藤和正裁判長）
2005（H17）. 9.29 控訴審　札幌高裁　控訴棄却（長島孝太郎裁判長）
2006（H18）. 9.25 上告審　最高裁　上告棄却（島田仁郎裁判長）
2012（H24）.10. 5 第１次再審請求
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2014（H26）. 4.21 札幌地裁　請求棄却（加藤学裁判長）
2015（H27）. 7.17 札幌高裁　即時抗告棄却（髙橋徹裁判長）
2016（H28）. 6.13 最高裁　特別抗告棄却（山浦善樹裁判長）
2017（H29）. 1.10 第２次再審請求
2017（H29）.10.18 日弁連が支援決定，事件委員会を設置
2018（H30）. 3.20 札幌地裁　請求棄却（金子大作裁判長）
2018（H30）. 8.12 大越氏，刑期終了し，出所（満期）
2018（H30）. 8.27 札幌高裁　即時抗告棄却（登石郁朗裁判長）
  弁護団は特別抗告を申立
  現在，最高裁第二小法廷（菅野博之裁判長）に係属中

　　
　　
⑤確定審
の裁判所
の判断

 　以下の積極的情況証拠から，大越氏が本件の犯人であると強く推認できるとした。
①　被害者の携帯電話が，被害者の勤務先のロッカーから発見されたこと
②　被害者のロッカーキーが，大越氏の車両のグローブボックスから発見されたこと
③ 　被害者の携帯電話の発着信から認められる被害者殺害後の犯人の動きと大越氏の動きが一致

すること
④ 　大越氏が事件直前に灯油を購入し，事件後に灯油を再購入しており，この点に関する大越氏

の供述が不合理であること
⑤　大越氏の車両のタイヤに高熱によってできたと推定される損傷があったこと
⑥　大越氏に土地勘のある場所から被害者の遺品の残焼物が発見されたこと
⑦　被害者と大越氏は男性をめぐって三角関係にあり，大越氏には動機があること
⑧　大越氏以外に，勤務先の従業員に犯人の可能性のある者はいないこと
⑨　大越氏が被害者と最後に接触した人物であること

　消極的情況証拠については，以下のように判断した。
① 　事件現場から恵庭市のガソリンスタンドまで約20分で行けるから，犯行が午後11時５分とす

れば，アリバイが成立するとは言えない。
② 　大越氏が被害者を殺害することが不可能とまでは言えない。
③ 　豚の実験では灯油10ℓの燃焼では炭化状態にならなかったが，豚と人の差異等からすれば，

被害者の遺体のように焼損することが不可能とは言えない。
④ 　警察の尾行やマスコミの張込みがあったとしても，大越氏が被害者の遺品を焼毀することが

不可能とは言えない。
⑤ 　大越氏が犯行後に車内を清掃することは可能であるし，現場の雪上にタイヤ痕がないことは，

常にタイヤ痕が生じるとは言えない。
⑥　複数の男性による性犯罪との主張は，根拠に乏しい。

　　
　　
⑥主要な
新証拠の
内容

 【第１次再審請求】
① 　灯油10ℓをかけて人体を燃焼した場合，被害者の遺体のような９㎏の体重減少は生じない。
② 　本件現場付近の住人の事件直後の供述調書では，「午後11時15分と午後11時42分に大きな炎

を見た」とされており，犯人が現場を立ち去ったのは午後11時42分以降であるから，大越氏に
はアリバイが成立する。

【第２次再審請求】
① 　被害者の死因は頸部圧迫による窒息死ではなく，薬物中毒死の疑いがある。
② 　被害者の遺体はうつ伏せ状態と仰向け状態の２回にわたって焼かれたものである。
③ 　灯油10ℓによる燃焼では人体の独立燃焼は生じない。また，９㎏の体重減少は生じない。　　　　

⑦再審の
経過　

 ① 　灯油10ℓをかけて被害者の遺体を燃焼したとしても，被害者の遺体のような炭化状態や９㎏
の体重減少が生じないという点については，第１次再審請求審決定は，人体が独立燃焼すると
いう検察側鑑定人の見解を採用した。また，豚の燃焼実験については，人と豚の差異等から信
用性を否定し，弁護人の主張を否定した。第１次再審即時抗告審決定も，これを是認した。
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　 　第２次再審で，弁護人は，被害者の遺体が受ける加熱によって時間的にどのように体内に熱
が浸透していくかを理論的に検討し，灯油10ℓによる燃焼では人体の独立燃焼は生じないこと，
また，９㎏の体重減少は生じないことを示す新証拠を提出した。

　 　しかし，第２次再審請求審決定は，被害者の遺体には様々な角度から複合的な形で熱が加わっ
た，遺体の割れ目や裂け目から皮膚組織内部に熱伝達した，種々の条件次第では，着衣が芯に
なるなどして相当時間脂肪が独立燃焼することが起こり得る等とした。また，大越氏が事件当
時に所持していた灯油は10ℓではない可能性がある，被害者の体重はもっと軽かった可能性が
ある等と判示し，弁護人の主張を否定した。第２次再審即時抗告審決定も，これを是認した。

　 　第２次再審特別抗告審では，関係証拠によれば大越氏が事件当時に所持していた灯油は10ℓ
であり，確定判決もそのように認定していることを指摘した。また，大越氏に最も不利な条件
設定によっても，エネルギー保存則の観点から，灯油10ℓの燃焼では絶対的にエネルギーが不
足しており，被害者の遺体の体重減少は生じ得ないことを明らかにする新証拠を提出した。

② 　大越氏のアリバイについては，第１次再審請求審決定は，本件現場付近の住人の事件直後の
供述調書の信用性を否定せず，アリバイが成立する可能性を認めながら，積極的情況証拠によ
り大越氏が犯人であると高度に推認されるから，アリバイは成立しないとした。第１次再審即
時抗告審決定は，同供述調書の信用性を否定し，アリバイの成立を否定した。

　 　第２次再審で，弁護人は，燃焼学及び法医学の観点から，被害者の遺体はうつ伏せ状態と仰
向け状態の２回にわたって焼かれたことを明らかにする新証拠を提出した。これによれば，午
後11時５分頃に被害者の遺体を焼損したとしても，午後11時10分頃に現場を離れることは不可
能であるから，大越氏にはアリバイが成立すると主張した。

　 　しかし，第２次再審請求審決定は，被害者の遺体は雪上にあるが，仰向けのままでも被害者の
後頭部や背部等が焼けることはないとは言えないとした。また，被害者の頭部や肩に接している
雪が融けていないこと，被害者の左顔面や左頭部が燃えていないこと，被害者の遺体の右側の地
面の雪が広範囲に融けて，黒く煤けていたこと等は，風向きや灯油の掛かり方等の種々の条件に
よって生じたと考えられる等と判示した。そして，被害者の遺体は終始仰向け状態で焼かれたも
のと認定し，弁護人の主張を否定した。第２次再審即時抗告審決定も，これを是認した。

　 　第２次再審特別抗告審では，被害者の後頭部が雪に接しており，周囲の雪も融けていない事
実，被害者の背面が前面よりも格段に強く燃えていることをあらためて指摘した。また，被害
者の遺体はうつ伏せ状態と仰向け状態の２回にわたって焼かれたこと，原々決定，原決定の認
定は科学的に不合理であることを明らかにする新証拠を提出した。

③ 　被害者の死因については，弁護人は，第２次再審において，頸部圧迫による窒息死と判断す
るためには，窒息死を示す古典的三兆候（粘膜・漿膜の溢血点，暗赤色流動性の血液，内臓のうっ
血），頸部圧迫を裏付ける所見，窒息死以外の原因で死亡した可能性の有無により判断される
べきであると主張した。そして，本件の被害者は，古典的三兆候は十分に認められず，頸部圧
迫の所見はなく，クロロホルム検査をしたとは認められないから，薬物中毒で死亡した可能性
が否定できず，頸部圧迫による窒息死と認められないとする法医学鑑定の新証拠を提出した。
なお，この法医学鑑定の見解は，世界的な法医学者の見解に基づいている。

　 　しかし，第２次再審請求審決定は，被害者の遺体の頸部に頸部圧迫の所見であるうっ血や筋
肉内出血は認められないが，焼損等によって観察できなかった可能性がある，クロロホルム検
査のデータはないが，これを行ったという電話録取書によってクロロホルム検査を行ったと認
められるとして，弁護人の主張を否定した。第２次再審即時抗告審決定も，これを是認した。

 ① 　裁判所は，燃焼学，法医学等の科学的知見や，エネルギー保存則等の科学的な大原則を，完
全に無視している。

② 　裁判所は，再審請求を棄却するための事実認定にとって不都合な点は，全て抽象的可能性に
よって，ご都合主義で説明している。

③ 　直接証拠が全くなく，情況証拠しかなく，本来は証拠構造が脆弱であるはずなのに，情況証
拠による推認を崩すことのハードルが極めて高い。そのため，直接証拠があり，証拠構造が強

⑧再審が
明らかに
した事項・
残された
問題点
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固な場合よりも，有罪認定を弾劾しにくいというパラドックスが生じている。　　　　
⑨最近の
トピック

 　大越氏が出所した後，大越氏自身による無実の訴えが，広くマスコミにも取り上げられた。
弁護団は，第２次再審特別抗告審で，科学的な大原則，本件現場の客観的状況から，大越氏の犯
行は絶対的に不可能であることを示す新証拠を提出した。また，有罪認定の誤りを明らかにする
特別抗告申立補充書を，最高裁に何回も提出している。
　１日も早く大越氏の無実を明らかにするため，弁護団は総力を上げて活動している。

 
９　姫路郵便局強盗事件� 【日弁連支援事件】
①罪名等 強盗／懲役６年　平成21年１月17日刑期終了により釈放　　　　
②事件の
概要　

 　平成13年６月19日午後３時頃，兵庫県姫路市の郵便局に，雨合羽及び目出し帽等を着用し，模
造拳銃を持った二人組の黒人男性が押し入り，現金2000万円余りを強取した。この際，犯人のう
ちの一人が，目出し帽を郵便局内に落としていった。
　強盗犯人らが犯行に使用した車両，焼切られたナンバープレート等が，請求人（当時24歳）が
使用していた倉庫から発見され，犯行発生時刻から約２時間後には，請求人が警察署に連行され，
翌早朝，緊急逮捕された。請求人が逮捕されたことを知り，本件犯行の共犯者であり，請求人と
親族関係にあったAは，警察に出頭し，逮捕された。 請求人は一貫して無実を主張し，共犯者A
も請求人は犯人ではなく，真犯人はBというナイジェリア国籍の男性である旨主張したが，裁判
では，請求人が犯人であるとされた。

犯人が着用していたとされる目出し帽
　　　　
③事件の
特色　

 　本件では，請求人と犯人とを直接に結び付ける証拠は，存在しない。
　請求人は，一貫して無罪を主張し，共犯者Aも，請求人の無罪を主張した。
　本件は，請求人が使用していた倉庫から，犯行車両や被害金，犯人らが犯行時に着用していた
目出し帽，雨合羽，軍手等が，犯行時刻に近接した時間に発見され，かつ当該倉庫の出入り口が
施錠され，請求人以外に自由に出入りできる人物がいなかったことが，請求人を犯人とする大き
な根拠となっている。これに対して，請求人は，倉庫の出入り口は施錠されておらず，当時も自
由に出入りできたと主張している。
　郵便局内に遺留された目出し帽には，乳白色の付着物，毛髪等が残されており，それらについ
てはDNA型鑑定等の科学的調査がされていると考えられるが，公判で検察官は，請求人と犯人が
同一であることを裏付ける指紋等の科学的証拠は存在しないと述べ，科学的証拠の提出が一切さ
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れなかった。しかし，その後，犯人が郵便局内に遺留した目出し帽に残された毛髪の形態と請求
人及び共犯者Aの毛髪の形態の異同鑑定がされていたことが明らかとなった。
　請求人は，本件犯行発生時刻のアリバイがあったが，これを裏付ける友人が不法滞在者であっ
たなどの理由により，アリバイの立証が出来なかった。
　郵便局内に設置されていた防犯ビデオ及び公判に提出された真犯人の顔を撮影したオービスの
写真は，捜査機関によって改ざんされた可能性がある。
　請求人は，検察庁から押収品の還付を受けた際，強盗犯人が着用していた雨合羽や目出し帽の
交付も受けた。これにより，これらの付着物について，DNA型鑑定をすることができた（検察事
務官は，証拠品還付手続の不備を理由に処分を受けた。）。
　請求人は，外国籍であるため，懲役１年以上の判決を言い渡されたことを理由に退去強制令書
を発付された。現在は，当該処分の取消しを求める裁判も係属中である。　　　　

④裁判の
経過　

 2001（H13）. 6.19　事件発生
2004（H16）. 1. 9　第一審　神戸地裁姫路支部　懲役６年（小倉哲浩裁判長）
2005（H17）.11.24　控訴審　大阪高裁　懲役６年（瀧川義道裁判長）
2006（H18）. 4.19　上告審　最高裁　上告棄却により，懲役６年の有罪判決が確定（才口千晴裁判長）
2009（H21）. 1.16　退去強制令書発付
2009（H21）. 1.17　大阪入国管理局に収容される
2009（H21）. 2.17　仮放免許可
2009（H21）. 7.13　退去強制令書発付処分等取消訴訟提訴
2011（H23）. 7.22　取消訴訟第一審　請求棄却
2011（H23）. 7.27　取消訴訟につき控訴
2012（H24）. 3. 2　再審請求
2013（H25）. 4.19　日弁連が再審支援を決定
2014（H26）. 3.28　神戸地裁姫路支部　再審棄却決定（溝國禎久裁判長）
2014（H26）. 4. 3　即時抗告
2016（H28）. 3.15　大阪高裁　破棄差戻し（笹野明義裁判長）
2016（H28）. 3.22　特別抗告
2017（H29）.10.30　最高裁　特別抗告棄却決定（林景一裁判長）　
神戸地裁姫路支部で進行協議の結果，神戸地裁（本庁）にて再審請求審の審理係属中

※ 　請求人は，刑期終了の平成21年１月17日に，刑務所から直接入国管理局に移送され，引き続
き身体拘束を受けた。請求人が最終的に解放されたのは，仮放免の許可を得た同年２月17日で
ある。

　　
　　
⑤確定審
の裁判所
の判断

 【第一審】
　犯行に使用された車は，請求人が購入して，倉庫に置いていた車両であり，当該車両に取り付
けられていたナンバープレートも請求人が購入した別の車両のナンバープレートであったこと，
事件後に，当該車両は，請求人の倉庫内に止められており，取り外されたナンバープレートも倉
庫内に置かれていたこと，被害金が倉庫内に隠されており，犯行に使用された雨合羽や靴等も倉
庫内から発見されていること，に加えて，請求人の倉庫は，請求人が管理し，仕事のために使用
していたのであり，他の者が請求人の了解の無いまま，倉庫内の物を利用して犯行を行ったり，
犯行後に証拠物の隠匿等をしたりすることは容易ではない。
　他に，請求人の管理下にある事務所内の物を用いて，請求人以外の者が犯行を行い，証拠物を
倉庫内に隠匿したとの合理的な疑いが生じるような事情は見受けられない。
　Bが共犯者であるという共犯者Aの供述は，信用できず，犯行を否認する請求人の供述も信用
できない。
【第二審】
　共犯者A及び請求人の供述は信用できず，請求人にアリバイが成立するとの疑いもない。
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　請求人以外の者が本件犯行の共犯者であると疑うべき事情もうかがわれない。
　原審公判審理中に，請求人が，検察官に対して本件犯行に関わる供述をしたことは，請求人が
本件犯行の犯人であることを支えるものということができる。

　　
　　
⑥主要な
新証拠の
内容

 ①　DNA型鑑定（押田鑑定）
　 　犯人が犯行時に着用していた二つの目出し帽に付着していた乳白色の付着物から検出された

DNA型は，いずれも請求人のDNA型とは一致しなかった。
②　毛髪の異同鑑定書
　 　郵便局に遺留された目出し帽から発見された毛髪の形態と請求人及び共犯者Aの毛髪の形態

は，何れも類似点が乏しく，同一とは言えない。
③　犯人が使用した靴のサイズと請求人の足のサイズが異なること
　 　犯人らの使用した靴のサイズは，26.5㎝及び27㎝であるが，請求人の足のサイズは28.5㎝である。　　　　

⑦再審
の経過

 　平成25年４月15日，検察官から反論の意見書が提出された。
① 　DNA型鑑定については，平成13年当時，目出し帽の鑑定を科捜研に依頼した時には，目出し

帽に乳白色の付着物は存在しなかった。したがって，当該付着物は，証拠物を保管している過
程で汚染された可能性が考えられ，鑑定は信用できない。

② 　毛髪の異同鑑定書については，目出し帽に残されていた毛髪が犯人のものであるかどうか分
からず，犯人の毛髪であることを前提にしている請求人の主張は失当である。

③ 　共犯者Aは，足のサイズが29㎝であったにもかかわらず，26.5㎝の靴を履いて犯行に及んだと
供述している。請求人も，実際よりも小さいサイズの靴を履いていた可能性は十分に考えられる。

　平成30年７月31日，弁護側から改めて意見書を提出した。
　新証拠の類型として，① 郵便局設置の防犯カメラが撮影したビデオテープに関するもの，② 
オービスの写真に関するもの，③ 請求人の血液型に関するもの，④ 請求人の毛髪に関するもの，
⑤ 請求人のDNAに関するもの，⑥ 請求人の指紋に関するもの，⑦ 倉庫の管理状況に関するもの
がある。
　なお，①②③については，証拠の改ざん・偽造の形跡又はその可能性があり，④や⑤について
は確定審段階で存在しているはずの証拠が隠蔽されている可能性があるものである。

　平成31年４月１日，検察官から反論意見書が提出されたが，その概要は，証拠の改ざん・偽造
を否定するものにとどまり，請求人の実行共同正犯以外の共犯可能性については言及がなかった。

 ①　DNA型鑑定について，鑑定人の信用性を含め，徹底的に争う姿勢であること。
② 　請求人は，検察官による証拠隠し，改ざんの存在を指摘しているが，検察官は，これを認めず，

証拠開示についても消極的な姿勢であること。
③ 　即時抗告審（大阪高裁）は，原審が，請求人の実行共同正犯以外の共犯を含めた犯人性につ

いて何ら争点を顕在化するための措置を講じないまま，当事者に主張立証の機会を与えること
なく，請求人が実行犯以外の共犯であるとの推認が妨げられないとの理由で再審請求を棄却す
ることは請求人の防御権を侵害する違法なものとした。

　 　そうであるにもかかわらず，即時抗告審（大阪高裁）は，刑訴法435条６号の解釈として，
新証拠と既存証拠の総合評価の結果，確定判決が認定した犯罪事実と全く同一の事実を認定す
ることができない場合であっても，確定判決が認定した犯罪事実と同一の構成要件に該当する
事実や，これよりも法定刑が軽くない他の構成要件に該当する事実が認定できることを理由と
して再審請求が棄却される場合があることを当然に想定している旨判示し，確定判決の内容に
合理的な疑いが生じた場合でも再審請求が棄却される余地を認めた。　　　　

⑨最近の
トピック

 　平成31年１月18日，ノイズが入っていた証拠の防犯カメラ映像を専門家の協力により修復し，
ノイズが人為的に加工され生じたという鑑定結果と修復後の映像を新証拠として裁判所に提出し
た。修復後の映像によれば，犯行現場の遺留品である目出し帽を脱いだとされていた犯人が実際
には脱いでいなかったことが判明しており，確定判決の事実認定とは異なる内容となっており，

⑧再審が
明らかに
した事項・
残された
問題点
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請求人とされる犯人が着用し現場に遺留したこととなる目出し帽から請求人のDNAが検出されて
いないこともあいまって，請求人の犯人性に合理的疑いを生じさせるものとなっている。
　令和元年７月16日の進行協議期日において，裁判所は弁護人に対し，請求人が管理・使用して
いたとされる倉庫について，第三者の立入りが容易に可能であったことを示す証拠等の提出を要
請した。

 
10　豊川事件� 【日弁連支援事件】
①罪名等 略取・殺人／懲役17年　福井刑務所にて服役中　　　　
②事件の
概要　

 　平成14年７月28日午前０時頃から午前１時21分頃までの間に，愛知県豊川市内のゲームセン
ターの駐車場（以下「本件駐車場」という。）西側部分に駐車した自動車の車内から，当時１歳
10か月の被害児が姿を消した。
　その後，被害児は，同日午前５時30分頃，本件駐車場から直線距離で約4.5㎞離れた海岸の岸壁
で水死体で発見された。
　田邉雅樹氏（当時35歳）は，平成15年４月13日未明，警察官から警察署への任意同行を求めら
れた。田邉氏は長時間の取調べにより自白し，翌日，未成年者略取と殺人の容疑で逮捕された。
逮捕後においても，犯行を認める数多くの自白調書が作成され，これらの罪により起訴された。
　しかし，田邉氏は，公判では一貫して無実を訴えた。

ゲームセンター西側駐車場 被害児を投棄したとされた海岸
　　　　
③事件の
特色　

 ① 　略取・殺人のいずれの犯行についても，目撃証言も指紋等の物的証拠もなく，自白の信用性
が唯一の争点と言ってもよい事件である。

② 　事件発生直後は，両親による犯行も疑われたためか，捜査機関において略取発生現場周辺で
の緊急配備等がなされた形跡がなく，犯行現場での聞き込みや，略取発生から数時間後（午前
３時過ぎ）に行われた本件駐車場におけるナンバーチェックによって判明した持ち主に対する
事情聴取等がなされたが，有力な手がかりはなく，捜査は難航した。

　 　しかし，かかる捜査の過程において，田邉氏が本件駐車場に停めたワゴンRで長年寝泊まり
する生活を送っており，また，警察からの事情聴取に当たって説明したアリバイが虚偽であっ
たことが判明したこと等から被疑者として浮上した。そして，事件発生から約９か月後に警察
が田邉氏に任意同行を求め，そこで自白したため警察は逮捕するに至った。

③ 　田邉氏は，任意同行後，警察の手配したホテルでの宿泊を伴う取調べも含めた長時間にわた
る取調べによって自白しているが，そもそも同氏は，自分自身の思考や感情より，相手の気持
ちの方を先に考えて，相手を「怒らせたくない」，あるいは相手に「不快感を与えたくない」
という思いが先立ってしまい，そうして対人緊張をできるかぎり回避しようとする傾向が顕著
である。長谷川博一教授（東海女子大学大学院教授）の公判供述（第一審）・意見書においても，
田邉氏の自白過程にこのような人格特性が影響したことは否定できない旨の指摘がなされてい
るところである。　　　　

④裁判の
経過　

 2002（H14）. 7.28 事件発生
2003（H15）. 4.13 任意同行
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2003（H15）. 4.15 略取・殺人で逮捕
2003（H15）. 5. 2 略取・殺人で起訴
2006（H18）. 1.24 第一審　名古屋地裁　無罪判決（伊藤新一郎裁判長）
2007（H19）. 7. 6 控訴審　名古屋高裁　有罪（懲役17年）判決（前原捷一郎裁判長）
2008（H20）. 9.30 上告審　最高裁　上告棄却（古田佑紀裁判長）
2016（H28）. 7.15 再審請求・名古屋高裁
2019（H31）. 1.25 名古屋高裁刑事第１部　再審請求棄却決定（山口裕之裁判長）
2019（H31）. 1.28 異議申立
  現在，名古屋高裁刑事第２部に係属中

　　
　　
⑤確定審
の裁判所
の判断

 ① 　被害児が行方不明となる直前の本件駐車場におけるワゴンRの駐車位置に関する目撃証言は
信用でき，本件駐車場西側部分に田邉氏のワゴンRが駐車していたことが認められる。略取発
生後の午前３時過ぎには同車が本件駐車場の北側部分にあったことは警察のナンバーチェック
で確認されており，略取の前後でワゴンRが移動していることになる。

　 　しかし，田邉氏は，公判廷で，事件発生前に西側部分に駐車していたことを否定する虚偽の
供述をしており，その態度は犯人であることを強く推認させるものである。

② 　自白についても，いわゆる秘密の暴露はないが，以下の理由により，全体としては信用性が
ある。

　ア　田邉氏が早い段階から自白している。
　イ 　ワゴンRに被害児の乗車の痕跡が認められなくとも，被害児がワゴンRに乗車していた時間

は20分程度で時間の経過もあり，不自然ではない。
　ウ　自白の変遷も表現の仕方等が異なるだけで実質的な変遷とまでは言えない。
　エ 　十分納得できる動機の自白がなくとも自白の信用性を決定的に否定する事情にはならな

い。
　オ 　自白の内容は一部に不自然な点もあるが，それなりに具体的で，重要部分について客観的

事実と矛盾するところはない。
　　
　　
⑥主要な
新証拠の
内容

 ①　被害児の漂流経路等に関する松山優治理学博士作成の意見書
　 　第一審において検察側が提出した，海上保安本部作成の「漂流予測図」の精度に関する，専

門家の意見書である。漂流予測図によれば，自白による投棄地点の西方に位置する工場敷地内
より午前３時頃から東へ漂流を開始すると，発見時刻に発見場所に遺体が漂着することになる
という。これは自白から想定される投棄時間（午前１時40分頃）・場所と整合しないものであっ
たが，作成に関わった者が「ある程度の誤差があるので，自白の通りであっても矛盾しない」
旨証言したため，確定判決はこの点について重視していなかった。

　 　しかし，本意見書は，事件当時の地形，潮流その他の気象条件を下に詳細に分析し，漂流予
測図の精度は高く，大きな誤差はないものと結論付けており，投棄時刻・場所に関する田邉氏
の自白の信用性を弾劾するものである。

②　ゲームセンター近くの交差点の信号サイクルに関する回答書
　 　ゲームセンター近くの山桃交差点の信号サイクルに関する愛知県警の回答書である。自白で

は，被害児を略取し，ワゴンRに乗せて本件駐車場を出発した直後，山桃交差点の赤信号で停
止し，そこで被害児にシートベルトを掛けるなどし，青信号に変わってから発進した旨の極め
て詳細で迫真性に富んだ説明を行っている。しかし，回答書によれば，事件発生時刻頃は，交
差点の信号は赤色点滅信号であり，赤信号が青信号に変わることはなかったことが判明してお
り，略取に関する田邉氏の自白の信用性を弾劾するものである。

③ 　車両の座席シートへの繊維片の付着・残存状況に関する再現実験とこれに関する澤渡千枝教
授の鑑定書

　 　事件当時田邉氏が乗っていたワゴンRと同型・同年式のワゴンRを入手し，澤渡教授の指導の
下で，自白より厳しい条件で再現実験を行った。具体的には，ワゴンRの助手席をまず掃除機
で掃除した上で更にリタックシートを貼り付けてシートに付着していた微物を取り除き，その
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後被害児が着ていた甚平と同じ素材である木綿の布（空中に浮遊する繊維片と混在を避けるた
め赤色を使用。）をワゴンRの助手席に敷き，その上に被害児に代えて同じ重量の米袋を置いた。
その状態で，外部からの微物の流入を防ぐためエアコンを使用せず窓も閉め，自白調書に記載
された内容と同一の進路を同一の速度でワゴンRを走行させ，自白調書上の投棄現場において
米袋及び布を除去した上で，携帯掃除機で助手席を掃除し（売却前に車内を掃除したとの自白
があったため），その後，警察が使用するものと同一のリタックシートにて微物を採取した。

　 　その結果，上記掃除を経ても，ごくごく短時間であっても400点を超える大量の繊維片が採
取された。

　 　仮に被害児がワゴンRに乗車したことがあったとすれば，何らかの痕跡が残るはずである。
車内の実況見分で被害児の痕跡が全く発見されなかったことは，被害児が乗車していないこと
を意味することを明らかにするとともに，略取に関する田邉氏の自白の信用性を弾劾するもの
である。

④　浜田寿美男奈良女子大学名誉教授による供述鑑定
　 　心理学的知見に基づく供述分析の視点から，その自白過程の全容を追跡・分析したとき，無

実の人の虚偽の自白と言うべき非体験兆候が見られることを明らかにし，田邉氏の自白の信用
性を弾劾するものである。

⑤　溺水反応に関する証拠
　 　田邉氏の自白においては，海への投棄時，被害児が必死にもがいていた旨を詳細に供述して

いる。
　 　しかし，最近の研究によれば，子供（幼児）は，一般人の想像とは異なり「バシャバシャ（バ

タバタ）」もがくのではなく，溺れた状況を理解できずに，もしくは呼吸に精一杯で声を出す
余裕もなく，静かに沈むものであることを明らかにし，この点に関して，田邉氏の自白の信用
性を弾劾するものである。

（合計33点）　　　　
⑦再審の
経過　

 　弁護団は，再審請求審において，上記新証拠を提出すると共に，松山博士及び澤渡教授の証拠
調請求を行い，複数回にわたって，証拠開示請求（漂流予測図を作成するに当たり使用されたデー
タ等，実況見分で使用されなかった写真のネガ等，警察による鑑識結果に関する報告書等），三
者協議の申入れを行った。
　しかしながら，漂流予測図に関するデータの一部は検察側から任意に開示がなされたものの，
それ以外には全く証拠開示はなされることはなく，また，証拠調請求や三者協議申入れについて
は，裁判所は全く応じることはなかった。
　そして，名古屋高裁刑事第１部は，平成31年１月25日，本文僅か９頁の決定書により再審請求
を棄却した。
　同決定は，冒頭で，具体的な理由を示すことなく「確定判決までに提出された証拠によれば請
求人の犯人性は揺るがない」と判示した。
　続いて原決定は「４　捜査段階の自白がある」との見出しを付した上で，約５頁にわたって自
白について検討を加え，結論として自白の任意性と信用性を認めた。その内容は確定判決をほぼ
踏襲するものであった。
　そして，上記新証拠に関する主な判断については，以下の通りである。

①　逆漂流予測図の正確性に関する意見書について
　 　逆漂流予測図は，第一審において検察側が提出した証拠である。この逆漂流予測図による予

測結果は，申立人の自白内容と時間・場所のいずれにおいても整合しない内容であった。この
点について検察側は逆漂流予測図を作成した海上保安庁の職員を証人として尋問し，誤差があ
り得るため自白の内容と矛盾しないと証言させた。この点について，弁護団は，松山博士に依
頼し，事件当時はほぼ無風状態で風の影響はほぼないと言えること，遺体発見現場に流入する
川の上流には事件の前には雨は降っていなかったこと，従って誤差の要因となるものはなく，
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逆漂流予測図の正確性が高いこと，即ち自白調書における投棄場所又は投棄時刻に関する自白
に信用性がないことを意見書にて明らかにしたものである。

　 　しかし，決定は，「漂流予測が現に被害児の遺体が漂流した日時場所のそれとは必ずしも同
一でない各種データを基に推算したしたもので，精度に限界があること事柄の性質上明らか」
と判示した。

自白より更に西側の海岸

② 　車両の座席シートへの繊維片の付着・残存状況に関する再現実験とこれに関する澤渡千枝教
授の鑑定書

　 　当該再現実験により，短時間であっても，かつ赤色の布の上に置いた物が米袋であって子ど
もと違って動かないという状況下であっても，ワゴンRの助手席のシートに大量の繊維片が残
ることが確認された。即ち，被害児を助手席に乗せたとの自白に信用性がないことが明らかに
なったのである。

　 　しかしながら，決定は，「新証拠は要するに再現実験であり，現実とは条件を異にするのであっ
て，着衣も異なる。前記経過期間をおいたわけでもなく，かかる再現実験をいくら重ねたとこ
ろで無意味というほかない」と判示して切り捨てている。

　 　そして，その他の新証拠についても，「自白の根幹部分の信用性を揺るがすものとはいえない」
として取り上げなかった。

　 　そこで，弁護団は，決定を不服として，平成31年１月28日，名古屋高等裁判所刑事２部に異
議申立てをし，現在係属中である。

 　本件は自白以外の物的証拠も目撃者もいない事件であり，自白の信用性が唯一の有罪の根拠と
なっている事件である。そうであれば，自白の信用性を吟味する上でも，その自白内容の矛盾点
や不自然・不合理さについても，科学的見地を十分に取り入れて検討されるべきものである。こ
の理は再審においても変わるところはないはずである。
　今般の逆漂流予測図においても微物採取の再現実験においても，事件当時と完全に同一の条件
となることはあり得ないが，誤差となる要因を多角的に検討し，当時の状況に近付けることはで
きるし，現在の科学によりその誤差範囲を特定し判断過程において誤差を含めて検討することも
可能となっている。
　しかし，決定においては，このような検討姿勢は皆無であり，科学的証拠の存在意義を否定し
かねないものである。
　また，裁判所は，度重なる証拠開示請求，三者協議の申入れにも一切応じておらず，また，既
に弁護団によって反論済みの検察官の主張をそのまま決定理由とし，弁護団の反論に対して答え
ることすらしておらず，真摯に再審事件に取り組む姿勢が十分ではないものと言わざるを得ない。　　　　

⑨最近の
トピック

 　弁護団は，決定を不服として，平成31年１月28日，名古屋高等裁判所刑事２部に異議申立てをし，
現在係属中である。
　決定において指摘する点は，検察官の手持ち証拠の証拠開示がなされることによって，より説
得的な反論が可能となるものと思われるので，異議審においても，証拠開示を積極的に求めてい
きたい。

⑧再審が
明らかに
した事項・
残された
問題点
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11　小石川事件� 【日弁連支援事件】
①罪名等 強盗殺人／無期懲役　千葉刑務所にて服役中　　　　
②事件の
概要　

 　平成14年７月31日夜，ひとり暮らしの女性の被害者（当時84歳）がその住居である東京都文京
区小石川所在のアパートの室内において，何者かに口腔内にタオルを押し込まれて窒息死させら
れた上，現金2000円在中のがま口財布を窃取されたという強盗殺人事件である。
　請求人（当時22歳）は，アパートの一室に居住していたところ，本件の約１か月後，本件アパー
ト２階の他の被害者の居室に侵入して現金約８万円を窃取した件で，同年９月１日逮捕され，そ
の後起訴された。
　捜査機関は，請求人を強盗殺人の犯人であると疑い，窃盗の起訴後の勾留中，請求人に対する
取調べを繰り返し長時間行った。請求人は，当初本件への関与を否認していたが，平成14年12月
19日の取調べで，本件犯行を自白し，平成15年１月12日，強盗殺人で逮捕された。しかし，起訴後，
公判では一貫して否認していた。　　　　

③事件の
特色　

 第１　情況証拠関係
① 　アパート内の被害者方居室にある小物入れ内のスキンローションの瓶から請求人のものと一

致する遺留指紋が採取されたことが確定判決の有罪を裏付ける事情と判断されている。しかし，
請求人は，本件発生前の５月か６月に被害者方に窃盗目的で侵入し，バッグの中のがま口財布
から2000円を盗んだと述べており，その物色時にスキンローションの瓶に触った可能性がある。

　 　したがって，スキンローションの瓶に付着していた指紋が強盗殺人の犯行時に付着したもの
か，その前の窃盗の機会に付着したものかが争点になっている。

② 　確定判決は，本件アパート東側を南北に走る道路が，事件当日の夜，交通誘導の警備員が設
置されていたことなどから，本件アパートに居住する者以外の者が侵入し，本件犯行が行われ
た形跡がうかがえないことが推認できるとした。

　 　しかし，警備員らは，若い男女らが本件アパートの前で話をしていたことについては供述し
ているが，それ以外に特に気になる通行人がいなかったと述べているだけであり，他の者が本
件アパートに出入りしていなかったとは述べていない。加えて，本件アパート前の道路の夜間
の視認状況は良くなく，警備員らも意識的に本件アパートの出入りについて確認していたわけ
ではない。

　 　よって，警備員らの供述から，本件アパートに居住する者以外の者が侵入し，本件犯行が行
われた形跡はうかがえないと推認することはできない。

第２　DNA型鑑定関係
　確定判決は，請求人が仰向けに倒れている被害者に対し殺意をもって，その口腔内に白色タオ
ルを押し込むなどして気道閉塞により窒息死させて殺害したと認定している。
　しかし，確定審で提出されている鑑定書には，被害者の口腔内に押し込まれていた白色タオル
について，ミトコンドリアDNA-HV１型を分析した結果，被害者のDNA型と被害者以外のDNA
型が検出された旨記載されている。犯人が本件の殺害行為を行った場合，口腔内に押し込んだ白
色タオルに犯人の皮膚，垢等の細胞成分が付着して，犯人のDNA型が白色タオルから検出される
可能性があるが，検出された被害者以外のDNA型は，請求人のDNA型と一致しなかった。この
ことは，請求人が犯人でないことを強く推認させるものである。

第３　指紋関係
　請求人が自白どおりに行動した場合，請求人は整理タンス小引出しの前面や小引出し内のビ
ニール袋等の様々な物品に手で触れたことになる。他方，請求人には手袋を着けていたとか犯行
後に指紋及び掌紋を拭き取ったといった供述はない。
　そうすると，小物入れの前に置かれていたトランジスタラジオや整理タンス小引出しの前面と
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いった請求人が手で触れた物品から請求人の指紋等が検出されるはずである。しかし，証拠上，
トランジスタラジオや整理タンス小引出しの前面から請求人の指紋等は検出されていない。よっ
て，請求人が犯人であったとするならば，上記各物品から請求人の指紋が検出されるはずであり，
これらの物品から当然検出されるべき請求人の指紋及び掌紋が検出されていないのは不自然，不
合理である。

タンスとトランジスタラジオ（イラスト）

第４　繊維関係　
　確定判決は，請求人が被害者を後ろに引き倒した後，請求人が自身の身体の左側を同人の左脇
腹辺りに強く当てるような体勢で強く押さえつけ，被害者の口腔内に白色タオルを押し込む等し
て，気道閉塞により窒息死させて殺害したとの請求人の自白は信用できるとした。
　しかし，そのような方法で犯人が被害者を殺害した場合には，被害者の身体や着衣に犯人の着
衣の構成繊維が付着して，被害者の身体から検出される可能性が高いと思われる。
　にもかかわらず，捜査段階で作成された鑑定書には，被害者の両手指，前頸部，両足底部から
請求人が犯行当時着用していたとされる半袖シャツの構成繊維のうち無色木綿繊維及び青色木綿
繊維と類似した繊維の付着を認めた旨の記載があるが，それ以外には請求人の着衣と類似する繊
維の付着は認められていない。また，被害者の着衣に付着していた繊維については，存在も明ら
かにされておらず鑑定の対象になっていない。
　よって，請求人が犯人であったとするならば，被害者の身体や着衣に犯人の着衣の構成繊維が
付着し，これが被害者の身体から検出される可能性が高いはずであるにもかかわらず，検出され
るべき請求人の着衣の繊維が検出されていないのは不自然，不合理である。

第５　犯行態様
　確定判決は，被害者を引き倒した後，被害者の左横から被害者の口に当てていたタオルを力一
杯押さえたとの請求人の自白を信用できるとした。
　しかし，被害者が倒れていた場所の左横には籐製の座高の低い椅子が置かれていた。そのため，
請求人が被害者の左横に回り込む際，請求人は籐椅子の上に乗りかかる体勢にならざるを得ない。
そして，その体勢のまま，倒れた被害者の口にタオルを押し込んだとすれば，自白どおりの体勢，
すなわち自分の左肘を被害者の右胸辺りに当て，自分の身体の左側を被害者の左脇腹辺りに強く
当てるような体勢をとることはできず，自白と客観的状況が矛盾している。

第６　被害者の死体に掛けられていたズボンについて
　被害者の死体には，上胸部から下腹部にかけて，裏返しになった青色ズボンが掛けられ，その
両先端は被害者の両肘下に入っていた。
　しかし，請求人の自白では，このズボンがなぜ被害者の死体に掛けられていたのか，一切説明
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されていない。他方，請求人は，司法警察員の「上半身に何か乗せていないか」との問いに，「何
回も考えましたが，乗せた覚えがありません」と答えているだけである。
　この青色ズボンが犯行と密接に関連していることは，倒れている被害者とズボンの位置関係か
ら明らかであり，犯人であれば容易に説明できる事項である。しかし，犯人であれば容易に説明
できる事項について説明が欠落し，説明ができないことは，請求人が犯人であることについて重
大な疑問を生じさせるものである。

第７　自白の信用性，任意性
① 　確定判決は，捜査段階における自白は，供述内容が具体的かつ詳細であり，死体の損傷状況

や被害者方居室内の状況等の客観的事実と整合し，関係証拠と矛盾するところはない等の理由
から信用できるとした。他方，請求人の公判供述は，供述が変遷しており信用できないとした。

② 　請求人は，別件の住居侵入，窃盗で平成14年９月１日に逮捕，同月12日に起訴された後，起
訴後の勾留を利用した本件の強盗殺人についての取調べを受けて，任意の名目のもとに取調べ
が続けられた。

　 　そして，請求人は，同年12月５日から同月18日まで，別件の昏睡強盗の容疑で取調べを受け
て合計12通の供述調書が作成されるなか，同月13日，強盗殺人を認めれば昏睡強盗では起訴し
ないという利益を示されて本件である強盗殺人についての自白を迫られた。

　 　請求人は，捜査官から本件強盗殺人の前日にヘルパーが被害者方を掃除していたにもかかわ
らず，被害者の遺体の下に請求人が飼っているうさぎの毛があったとの虚偽の事実を告げられ，
同年12月12日の取調べで，本件犯行当日の午後９時30分頃被害者方に窃盗に入って物色をした
が現金がなかったので被害者方を出た，という供述をした（請求人が飼っているうさぎの毛と
DNA型が一致していないことは第一審で提出された証拠によって明らかになっている）。

　 　引き続き，請求人は，捜査官から被害者の遺体の下に請求人が飼っているうさぎの毛があっ
たとの虚偽の事実を示されて自白を迫られた。

　 　同年12月18日には，捜査官が作成した「私がやりました」という書面に署名押印を迫られる
などし，深夜まで長時間の取調べが行われた。

　 　同月19日，捜査官は，請求人に対して自白するまでトイレに行かせないという違法な強制的
手段をとり，さらに，警察官が請求人の頭を平手で殴ったり，請求人の胸ぐらをつかむなどの
暴行を加えて，請求人に対し自白を強要し，請求人は自白をするに至った。なお，同日の取調
べは24時ころまで続いた。

③ 　請求人は，12月12日から同月23日までの間，12日間連続で，合計4622分（77時間２分）の「任
意」取調べを受けたが，この期間に作成された供述録取書や供述書には，請求人が黙秘権の告
知を受けた形跡はない。この期間の供述録取書は，内容は明らかに被疑者取調べであるにもか
かわらず，全て参考人（第三者）取調べの方式で作成されているからである。請求人の直筆に
よる供述書（文章や図面）にも，黙秘権告知等，被疑者取調べの適法な手続を取った形跡はない。

　 　そして，この期間，請求人を取り調べた警察官も，本件取調べが実質的に任意になされたも
のであった旨種々の証言はしたが，請求人に対し黙秘権を告知したか否かについては何も証言
しなかった。

　 　黙秘権告知を怠った場合には，多数の学説が示すとおり供述の任意性が失われると解すべき
であるが，仮に最判昭25年11月21日のとおり，直ちにその供述が任意性を失うことはないと解
したとしても，本件においては，起訴後の違法な取調べで，しかもそれは連日長時間に及んで
いたのであるから，これらの事情を総合考慮すれば，供述の任意性は失われると言うべきであ
る。

④ 　このように，請求人の自白は，捜査機関が別件での被告人勾留を利用して実施した不当な取
調べの結果なされた自白であり，さらに，虚偽事実の告知や不当な利益誘導，黙秘権の不告知
等が認められる違法な取調べによってなされた自白であって，その任意性には大いに疑いがあ
る。
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⑤ 　また，本件においては，虚偽自白を誘発する危険性が極めて高い取調べが行われ，その取調
べの末に自白がなされているところ，このような経過は，自白の信用性を減殺させるものであ
る。

　 　さらに，上記のとおり，白色タオルから当然に検出されるはずの請求人のDNA型が検出され
ないことや，当然に検出されるべき請求人の指紋及び掌紋が検出されていないことや，当然に
検出されるべき請求人の着衣の繊維が検出されていないこと，被害者を押さえつけた際に籐椅
子が障害物になる等自白と現場の客観的状況が矛盾すること，被害者の死体に青色ズボンが掛
けられていたという事実が犯人であれば容易に説明ができるし，記憶していて然るべき事実で
あるにもかかわらず請求人の自白ではこれについて一切説明されておらず，記憶していないと
述べていること等，自白の信用性が既に著しく減殺されていることは明らかである。　　　　

④裁判の
経過　

 2002（H14）. 7.31 事件発生
2003（H15）. 1.12 強盗殺人の被疑事実で逮捕
2004（H16）. 3.29 第一審　東京地裁　無期懲役判決（村瀬均裁判長）
2004（H16）.12.21 控訴審　東京高裁　控訴棄却判決（安廣文夫裁判長）
2005（H17）. 6.17 上告審　最高裁　上告棄却判決（才口千晴裁判長）
2015（H27）. 5. 8 日弁連が事件委員会を設置
2015（H27）. 6.24 再審請求
  現在，東京地方裁判所（小森田恵樹裁判長）に係属中

　　
　　
⑤確定審
の裁判所
の判断

 第１　情況証拠
　確定判決は，特に
　① 　被害者方居室の小物入れ内のスキンローションの瓶から請求人のものと一致する遺留指紋

が採取されていること
　② 　請求人は被害者の死亡推定時刻と重なる当日午後９時過ぎ頃から午後10時頃までの間，ア

パート２階に一人でいたが，その間の請求人の行動を裏付ける客観的証拠がないこと
　③　アパートに居住する者以外の者が侵入し，本件犯行が行われた形跡はうかがえないこと
　④ 　請求人はBから同人に対する多額の借金の返済を強く迫られていたもので，本件当日はそ

の第１回目の返済期限であったにもかかわらず，そのめどが全く立たないなど経済的に逼迫
した状況にあり，本件犯行に及ぶ動機があったといえること

　⑤ 　請求人は，本件当日午後６時の時点で，所持金をほとんど有していなかったにもかかわら
ず，翌８月１日午前中にコンビニエンスストアーで買い物をし，代金を千円札で支払ってい
ることなどの事情を総合すれば，請求人が本件犯行に関与している疑いが相当強いと言うこ
とができるとした。

第２　自白の信用性
１　確定判決は，次のとおり自白の信用性を認めた。
　① 　被害者を殺害した前後の状況すなわち被害者方居室に盗みに入ろうと決意した経緯，被害

者方に立ち入り，被害者を殺害するに至った経緯，その後の被害者方居室を物色した際の状
況等に至るまで，いずれも自己の心情を交えた具体的かつ詳細な供述内容になっている。

　② 　被害者を殺害した際の状況については，死体の損傷状況や被害者方居室内の状況等の客観
的事実と整合している。

　③ 　被害者方に盗みに入ろうと決意した経緯については，客観的に認められる当時の請求人の
経済状況等と符合している。

　④ 　被害者方居室を物色した際の状況については被害者方居室内の状況等とよく符合してお
り，特別不自然，不合理な点も見当たらない。とりわけ死体の損傷のうち，右第６から第８
肋骨骨折及び左第７肋骨骨折並びに両季肋部皮下の出血の原因については解剖所見のみから
では解明し切れなかったが，請求人の自白はそれを合理的に説明する内容となっているので
あって，それ自体自白の信用性を補強している。
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　⑤ 　本件被害品とされる紫色のがま口及び在中の現金に関する供述についても関係証拠とも矛
盾するところはない。

２ 　他方，確定判決は，これまで被害者方居室に盗み目的で２回入ったことがあり，平成14年８
月１日にコンビニエンスストアーで使った現金の入手経路についての請求人の公判供述につい
ては，供述が変遷しており，信用できない旨判示した。

第３　自白の任意性
１ 　確定判決は，自白の任意性については，次のとおり弁護人の主張を排斥することによって認

めた。
２　弁護人の主張
　① 　請求人の自白は，任意とはいえ実質は強制的な取調べを行い，請求人を疲労困憊させ，そ

のような状況下で得られた。
　② 　取調べ担当の警察官は平成14年12月28日発送にかかる本件の取調べを拒否する旨の内容証

明郵便が届いていたことを認識していたにもかかわらず，平成15年１月７日以降も強制的な
取調べを継続した。

　③ 　取調担当の警察官は，請求人に対して，被害者方居室から見つかったうさぎの毛と同じア
パート内のB方及び請求人方居室で飼っていたうさぎの毛のDNAが一致したなど存在しない
証拠を存在するかのように伝えるという偽計を用いて自白を強要した。

３　弁護人の主張①について
　⑴ 　取調担当警察官の証言は具体的かつ詳細である上，体験者でなければ語り得ない臨場感に

富むものであり，特に不自然，不合理な点も存しない。
　⑵ 　請求人は12月12日以降も弁護人と頻繁に接見し，弁護人からは本件犯行に関する取調べを

拒否することを助言されたのに対し「大丈夫です。やります」などと対応し，自白した上，
調書に署名指印したことを弁護人に伝えず，同月25日に至って初めてこれを伝えたことが認
められるのであり，請求人が取調べに任意に応じていたことを強くうかがわせ，取調担当警
察官の証言にも符合する。

　⑶ 　取調担当刑事の証言では請求人は12月12日以降取調べを拒否するようなことは一度もな
かったことに加え，取調官の説得によって反省悔悟し，本件犯行を自白するに至ったことが
認められる。

４　弁護人の主張②について
　⑴ 　取調担当刑事の証言では弁護人からの内容証明の内容を関知したため，請求人の意思を再

度確認したが，請求人はそれまでと同様取調べを拒否することなく，一貫して犯行を自白し
ていた旨明確に供述している。

　⑵ 　請求人は平成15年１月８日に「調べに出なくても良いことは知っていますが，自分で考え
て出てきています」という内容の上申書を作成している。

　⑶　起訴までの間に本件に関する多数の上申書や図面を自ら作成している。
５　弁護人の主張③について
　⑴ 　請求人は公判廷において，うさぎの毛の分析結果を告げられたことから被害者の殺害を自

白したわけではないなどと，自ら自白との因果関係を否定する供述をしている。
　⑵ 　取調担当警察官は被害者方居室で見つかったうさぎの毛と請求人方居室で飼われていたう

さぎのDNAが一致したと聞いていたと証言しており，何らかの事情で真実もそのようである
と思い込み請求人に告げてしまった可能性が高い。

　　
　　
⑥主要な
新証拠の
内容

 ① 　DNA型鑑定（確定判決は請求人が被害者の口内にタオルを押し込むなどして，気道閉塞によ
り窒息死させて殺害したと認定した。しかし，このような犯行態様であれば，当然，被害者の
口内に押し込まれたタオルに犯人の皮膚，垢等の細胞成分が付着して，犯人のDNA型がタオル
から検出される可能性が高いはずである。一方，確定審で提出された鑑定書によると，被害者
の口内に押し込まれていたタオルについて，DNA型を分析した結果，被害者のDNA型の他に
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被害者以外のDNA型が検出されているが，被害者以外のDNA型が，請求人のDNA型と一致す
るかどうかを示す証拠は一切提出されていない。そこで，本田克也筑波大学教授に対して鑑定
を依頼した結果，タオルから検出された被害者以外のミトコンドリアDNA-HV１型が請求人の
DNA型とも第一発見者のDNA型とも異なることが明らかになった。また，犯人が被害者の抵
抗に抗してタオルを押し込んだ場合，タオルと皮膚との摩擦によって犯人のDNA型が検出され
る可能性が高いことから，請求人のDNA型が検出されなかったということは，請求人が犯人で
はないことを強く裏付けるものと言える。）

② 　指紋鑑定（被害者宅で死体発見後に行われた実況見分時の写真には小物入れの前にトランジ
スタラジオが置かれていた。そして，犯人がその小物入れの開き戸を開けるとトランジスタラ
ジオが下に落ちるはずである。そうすると，犯人が小物入れを開けて中を物色したとすれば，
小物入れの戸を締めた後にトランジスタラジオを小物入れの前の位置に置いたと考えなければ
説明がつかない。そこで，弁護団は同型のトランジスタラジオを入手して，トランジスタラジ
オを置く再現実験を行ったところ，トランジスタラジオから被験者の指紋が明確に検出された。
他方，犯行現場にあったトランジスタラジオから請求人の指紋は検出されていない。また，整
理タンス小引出しを引き開けるときと押し戻すときの動作や小引出し内を物色する動作を再現
した結果，小引き出しの前面や引出し内のポケットティッシュの袋等から犯人の指紋が検出さ
れることも明らかである。しかし，請求人の指紋がこれらの物から検出されていないのは，請
求人による犯行を否定することをうかがわせる事実である。）

③ 　繊維鑑定（捜査段階で作成された鑑定書には，被害者の両手指から請求人が犯行当時着用し
ていたとされる半袖シャツの構成繊維と類似した繊維の付着を認めたとの記載はあるが，請求
人の着衣と一致する繊維の付着は認められていない。そこで，大学教授に鑑定を依頼した結果，
捜査機関が依頼し証拠として提出された鑑定書での被害者の手の付着物と請求人の半袖シャツ
の繊維の比較について，手の付着物の写真からは，半袖シャツの繊維の写真で認められる木綿
繊維に特有の捩れや中央が凹んだ繊維の形状が確認できず，両者は色調も異なり同じものには
見えないことが明らかになった。また，実験の結果，請求人の半袖シャツに相当する布地の繊
維が被害者の両手指に見立てた人工皮膚に容易に付着することが認められており，自白どおり
に犯行が行われたとすると被害者の両手指から請求人の半袖シャツの繊維の付着が認められな
かったことを説明できない。これも請求人による犯行を否定することをうかがわせる事実であ
る。）

④ 　犯行再現実験（犯行現場には籐椅子が置かれていたが，警察で行われた請求人の自白に基づ
く犯行再現は被害者に対する籐椅子の位置が死体発見時の現場の状況とは異なって再現が行わ
れていた。そこで，弁護団は改めて犯行再現実験を行ったところ，籐椅子が邪魔になって請求
人の自白どおりの態様にて犯行再現を行うことは不可能であったことも明らかになった。）　　　　

⑦再審の
経過　

 2015（H27）. 6.24　再審請求
令和元年７月31日までに裁判所，検察官との合計15回の三者打合せが行われている。
現在，東京地方裁判所（小森田恵樹裁判長）に係属中

 　三者打合せは定期的に行われているものの，弁護団が求めている証拠開示に対して，検察官は
強い抵抗を示し，裁判所も，限定された一部の証拠の勧告をするのみで，その後は，弁護団が求
め続けても証拠開示の勧告を行うことを考えていないとの回答に終始している。

　　　　
⑨最近の
トピック

 　小石川事件について，令和元年７月時点において平成27年６月の再審請求から既に４年余りが
経過している。無期懲役で長期間服役している請求人を救うために１日も早い再審開始決定，再
審無罪判決を獲得すべく，弁護団は総力を挙げて活動をしている。

⑧再審が
明らかに
した事項・
残された
問題点
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12　湖東事件� 【日弁連支援事件】
①罪名等 殺人／懲役12年　平成29年８月24日満期出所　　　　
②事件の
概要　

 　平成15年５月22日午前４時過ぎ頃，滋賀県愛知郡湖東町（現東近江市）の病院で，看護助手と
して勤務していた西山美香氏（当時23歳）が，人工呼吸器のチューブを外して入院患者T氏（当
時72歳）を殺害したとされる事件である。
　当初，当直看護師は，「患者の異常発見時，人工呼吸器のチューブが外れていた」と説明して
いた。そのため，警察は，当直看護師らが人工呼吸器のアラーム音を聞き逃した業務上過失致死
事件として本件を捜査していた。しかし，事件から１年以上経った平成16年７月，任意の取調べ
を受けていた西山氏が自らチューブを外したと自供したことから，同月に西山氏は殺人事件の被
疑者として逮捕された。
　西山氏は，公判において，「取調官に好意を抱いて嘘の自白をした」と事実を争ったが，一審
の大津地裁は懲役12年の有罪判決を言い渡し，平成19年５月に最高裁で確定した。　　　　

③事件の
特色　

 ① 　解剖医Nは，警察官から，「発見時，人工呼吸器のチューブが外れていた」と聞かされていた
ため，T氏の死因を「人工呼吸器停止，管の外れに基づく酸素供給欠乏が一義的原因と判断さ
れる」とする鑑定書（以下「N鑑定書」という。）を作成した。しかし，西山氏の自白調書を含
め，人工呼吸器のチューブが外れていたとの証拠は存在しない。第１発見者の当直看護師は，

「チューブが外れていた」との当初供述を翻した。
② 　西山氏の自白内容は，犯行態様の主要部分が捜査の進展に応じて変遷を繰り返している。ま

た，「秘密の暴露」と呼べるものはない。
③　西山氏の自白を客観的に裏付ける証拠は，N鑑定書以外存在しない。
④　西山氏は，迎合的な性格を有する，いわゆる「供述弱者」であった。　　　　

④裁判の
経過　

 2003（H15）. 5.22 本件事件発生
2004（H16）. 7. 2 西山氏自白
2004（H16）. 7. 6 西山氏逮捕
2004（H16）. 7.27 起訴
2005（H17）.11.29 第一審　大津地裁判決　懲役12年（長井秀典裁判長）
2006（H18）.10. 5 控訴審　大阪高裁判決　控訴棄却（若原正樹裁判長）
2007（H19）. 5.21 上告審　最高裁　上告棄却（泉德治裁判長）
2017（H29）. 8.24 西山氏満期出所

　　
　　
⑤確定審
の裁判所
の判断

 ① 　T氏の遺体を解剖した医師Nの鑑定及び公判証言（N鑑定等）により，T氏は，人工呼吸器か
ら酸素供給が途絶したことにより，急性の心停止に至って死亡したと認められる。

② 　酸素供給が途絶したのは，何者かが故意により人工呼吸器のチューブを外したからである。
また，チューブが外れると鳴るアラームが鳴らなかったのは，犯人がアラームに作為を加えた
ことによるものである。

③ 　西山氏には犯行可能な知識，立場があることを前提に，「管を抜き，アラームが鳴らないよ
うな作為を加えた」旨の捜査段階の自白が信用できる。

　　
　　
⑥主要な
新証拠の
内容

 　新証拠は，複数の医師の意見書であり，その内容の主要な点は，次のとおりである。
① 　T氏の鑑定所見からは死因となるような病変が認められない。その場合，死因は通常は心臓

に求められる。心臓に求められる死因には，酸素供給途絶による心停止と致死的不整脈による
心停止がある。

② 　解剖時のカリウム値は極端に低く，これが原因で致死的不整脈が起こった可能性がある。
③ 　低カリウム以外にも，T氏の病歴や検査結果からうかがえる身体状況が原因で致死的不整脈

が起こった可能性がある。　　　　
⑦再審の
経過　

 2010（H22）. 9.21 第１次再審請求
2011（H23）. 3.30 大津地裁決定（坪井祐子裁判長・棄却）
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2011（H23）. 5.23 大阪高裁決定（松尾昭一裁判長・棄却）
2011（H23）. 8.24 最高裁第二小法廷決定（竹内行夫裁判長・棄却）
2012（H24）. 9.28 第２次再審請求
2015（H27）. 9.30 大津地裁決定（川上宏裁判長・棄却）
2017（H29）. 8.24 西山氏満期出所
2017（H29）.12.20 大阪高裁（後藤眞理子裁判長）再審開始決定
2017（H29）.12.25 検察官による特別抗告申立て
2019（H31）. 3.18 最高裁第二小法廷決定（菅野博之裁判長）・棄却・再審開始確定
  現在，大津地裁（大西直樹裁判長）にて，再審公判準備中

 　平成29年12月20日，大阪高裁は以下の理由で再審開始を決定した。
① 　T氏の死因が致死的不整脈であった可能性はいまだ排除されておらず，N鑑定の証明力は揺

らぎ，急死の原因が酸素供給途絶にあると証明されていない
② 　西山氏の自白の変遷から，体験に基づく供述ではないとの疑いが生じざるを得ず，警察官，

検察官の誘導があり，西山氏がそれに迎合した可能性がある。

大阪高裁前で支援者に報告する西山氏（滋賀民報社提供）
　　　　
⑨最近の
トピック

 　平成31年４月23日，再審公判の第１回打合せ期日があり，検察官は本件について有罪主張する
予定であることを明らかにした。

 
13　難波ビデオ店放火殺人事件� 【日弁連支援事件】
①罪名等 殺人，殺人未遂・現住建造物等放火／死刑　　　　
②事件の
概要　

 　請求人（当時46歳）は，大阪市浪速区難波の７階建てビル１階所在のビデオ・DVD試写室「キャッ
ツなんば店」（以下「本件店舗」という。）に客として入店し，本件店舗18号試写室（以下「18号室」
という。）を使用していたが，放火して自殺しようと企て，平成20年10月１日午前２時55分頃，
18号室において，本件店舗内の他の試写室にいる客が死亡するであろうことを認識しながら，あ
えて，持ち込んでいたナイロン製キャリーバッグの上口を開け，その中に入っていた衣類及び新
聞紙の上にティッシュペーパー数枚を置き，持っていたライターで点火して火を放ち，その火を
18号室の側壁，出入口ドア，天井等に燃え移らせて，１階店舗（約239.1㎡）を全焼させ，現に人
がいるビルの建物を焼損するとともに，本件店舗において，火災により，各試写室にいた客のう
ち16名を急性一酸化炭素中毒等により死亡させて殺害し，７名については殺害に至らなかった。　　　　

③事件の
特色　

 ①　自白等の存在
　 　事件直後に，請求人は警察官の職務質問に対して，「死にたかった」「弁償します」「弁護士

もつけます」などと，自己が放火をしたことを仄めかす供述をしていた。
　　また，その後も，自白をしている。

⑧再審が
明らかに
した事項・
残された
問題点
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②　現場の焼損状況
　 　請求人がいた18号室が強く焼損されているのは事実であるが，その焼損部分は同部屋の廊下

に近い部分であり，同部屋の奥側の焼損の程度はさほど強いものではない。
　 　他方，M氏が居た９号室の焼損の方が18号室よりも強く，特に，９号室の奥側も激しく焼損

されている。また，同部屋内に置いてあったリクライニングシートにタバコの不始末と考えら
れ得る小規模の発火源が認められている（伊藤鑑定）。

③　目撃者（S氏）の明らかな虚偽供述　
　 　事件後の当初には，M氏の友人であるS氏が，M氏から「お前（S氏）が９号室に居たことに

しておいてくれ」と頼まれ，「９号室は，自分（S氏）が使っていた」という虚偽の供述をして
いた。

④　店舗関係者の目撃供述の信用性
　 　本件事件については，本件店舗側の防火対策に不備があり，店舗に対する業務上過失致死（防

火対策の不備）の嫌疑も掛けられていた。そのため，店舗側の関係証人は，「請求人の放火」
に沿う供述をしている可能性が否定できない。　　　　

④裁判の
経過　

 2008（H20）.10. 1 事件発生
2009（H21）.12. 2 第一審　大阪地裁　被告人に死刑判決（秋山敬裁判長）
2011（H23）. 7.26 控訴審　大阪高裁　控訴棄却判決（的場純男裁判長）
2014（H26）. 3. 6 上告審　最高裁　上告棄却判決（横田尤孝裁判長）
2014（H26）. 3.26 最高裁　訂正申立棄却決定により判決確定

　　
　　
⑤確定審
の裁判所
の判断

 １　火元の特定（現場の痕跡からの推論）
①　確定判決
　・ 請求人は本件店舗に入店する際，本件キャリーバッグを持ち込んだ。
　・ ９号室，11号室，18号室，並びに11号室前，12号室前，18号室前の各通路が激しく焼損して

いるが，それ以外の部分の焼損は弱い。
　・ 科捜研影山技官の意見：請求人が18号室で放火したことを裏付ける鑑定的意見。なお，９号

室に火源があったことは否定（18号室単独出火説）。
②　本件の争点
　 　火元は，請求人が居た18号室ではなく，M氏が使用していた９号室ではないか（９号室単独

出火説）。
２　18号室から出火したことについて（S氏と店員の目撃供述）
①　確定判決
　 　S氏と店員らは，18号室から出火したことを目撃した旨供述しており，信用できる。
②　本件の争点
　 　請求人が居た18号室からの出火を目撃したという関係者供述の信用性。
３　請求人の捜査段階の自白の任意性及び信用性
①　確定判決
　 　請求人の捜査段階の自白には任意性及び信用性が認められる。
②　本件の争点
　 　自白の任意性及び信用性については，秘密の暴露はなく，供述内容にも変遷がある上，請求

人に知的障がいがあることや捜査官に不当な誘導があったことを理由に，これを争っている。
４　請求人が放火したことをうかがわせるその他の事情
①　確定判決
　・ 請求人は，店員らに連れ戻された際，「すみません」「補償もします。弁護士もつけます」な

どと答えた。
　・ 請求人は，現場にいた警察官から「自分の部屋が燃えたんか」と聞かれると「そうです」と

答え，さらに，「お前が火つけたんか」と聞かれると「死にたかったんですわ」などと答えた。
②　本件の争点
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　 　請求人の言動は，タバコの火の不始末で失火させたとの思い込みによるものではないか。
５　タバコの不始末等による失火の可能性
①　確定判決
　 　警察の燃焼実験によれば，本件キャリーバッグ内に煙草の火種が入っても着火しないとされ

ている。
② 　本件の争点
　 　仮に，請求人が居た18号室からの出火が認められるとしても，放火ではなく失火ではないか。
６　２か所出火説（再審段階における争点）について
　仮に，18号室からだけではなく，９号室からも出火したことが認められるとすれば（２か所出
火説），18号室からの出火と被害者の死亡結果との間に「AなかりせばBなし」という因果関係が
認められないのではないか（殺人既遂罪の成否）。

　　
　　
⑥主要な
新証拠の
内容

 火元について
①　影山意見の非科学性
　・ 影山意見は，18号室のキャリーバッグから燃焼が広がり，フラッシュオーバー現象で，18号

室から噴き出した炎が，同室向かい側の通路の壁にぶつかって再度18号室内に入るとともに，
ドアが開いていた９号室内へ入り込んだ，という。しかし，火炎には直進性があり，18号室
から９号室まで，右・左・右と90度ずつ炎が折れ曲がることは非科学的。

　・ 影山意見は，18号室が火元であるとするが，火元の18号室より９号室の焼損が激しいこと（こ
の点には争いはない。）を説明できていない。また，18号室の床上に置かれていたスリッパ
は焼損していないが９号室の床上に置かれていたスリッパは焼損していること，18号室奥は
比較的焼損の程度は低いが９号室奥はほとんど焼損していることを説明できない。

②　技術士意見書
　・ 火災専門技術士の中村敏彦・鬼木裕之進作成の意見書（５通）によれば，火元は18号室では

なく９号室だけであると合理的に判断できる（９号室単独出火説）。
　・ 18号室の奥や床上は比較的焼損状況が激しくなく，９号室は奥まで激しく焼損し，天井も焼

け落ちている。
　・ 18号室のキャリーバッグは上部が焼損しているだけで，天井も焼け残っている。
　・ キャリーバッグの焼損は，通路側からの火炎によるものである。
　・ ９号室のエアコンの冷却液送付管だけが熱で断裂しており，９号室の燃焼が一番早かった。
　・９号室からの出火の蓋然性が認められ，18号室から出火することは不自然。
③　伊藤鑑定書
　 　伊藤弘前大学元教授の鑑定書は，１/20スケール模型で燃焼再現実験をした結果，９号室と

18号室のそれぞれ独立した出火源が原因の火災であると判断（２か所出火説）。
　・ ９号室のソファーの背もたれにタバコの火又はライターによる小さな火源が認められる。
　・ 18号室と９号室の間にある10号室，12号室の焼損は小さいので，両室（18号室と９号室）が

火元（２か所出火説）と考えるのが自然。
④　検証調書
　 　以上の焼損状況は，火災直後の検証調書によっても明らかである。
⑤　９号室単独出火説だけでなく２か所出火説も検討することの必要性
　・９号室と18号室の焼損状況が他の部屋と比べて特に強い。
　・伊藤鑑定書が２か所出火説を結論付けているのを無視できない。
　・ ２か所出火説によっても，確定判決の認定構造（18号室単独出火説）に対する合理的疑いが

生じ得る。
　・ 仮に18号室からの出火が認められたとしても，予備的に，被害者の死亡結果との間の因果関

係が否定される可能性がある（条件関係がない）。
　・ 被害者の死亡結果との因果関係が否定されて認定事実が殺人未遂に止まれば，死刑が回避で

きる可能性がある。
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　・ ２か所出火説が立証されれば，「同時に２か所から出火することは経験則上考え難い」とい
う確定判決の認定も維持し得ない。

　●2019年（令和元年）9月 1日発行 � 人権を守る（お問い合わせは各委員会へお願いいたします）　2　
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と
や
、

本
件
火
災
に
つ
い
て
は
店
側
の
防
火
対
策
に
も

不
備
が
あ
っ
た
こ
と
か
ら
、
店
員
ら
は
店
側
の

刑
事
責
任
を
免
れ
る
た
め
に
、O
氏
に
よ
る「
放

火
」
だ
と
し
て
責
任
転
嫁
を
し
て
い
る
可
能
性

が
あ
る
と
主
張
し
て
い
ま
す
。

【
自
白
の
任
意
性
・
信
用
性
】

　確
定
判
決
は
、
O
氏
の
捜
査
段
階
の
自
白
の

任
意
性
及
び
信
用
性
を
肯
定
し
ま
し
た
が
、
秘

密
の
暴
露
は
な
く
、
供
述
内
容
も
変
遷
し
て
い

ま
す
。
弁
護
団
は
、
O
氏
に
知
的
障
が
い
が
あ

る
こ
と
や
、
捜
査
官
に
不
当
な
誘
導
が
あ
っ
た

こ
と
を
主
張
し
て
、
こ
れ
を
争
っ
て
い
ま
す
。

【
鑑
定
意
見
の
対
立
】

　確
定
判
決
は
、
事
件
当
日
に
О
氏
が
利
用
し

て
い
た
一
八
号
室
か
ら
の
出
火
を
認
定
し
ま
し

た
が
、
捜
査
資
料
に
よ
れ
ば
、
一
八
号
室
よ
り

も
、
九
号
室
の
方
が
焼
損
の
激
し
い
こ
と
が
明

ら
か
に
な
っ
て
い
ま
す
。
こ
の
点
に
つ
き
、
弁

護
団
が
複
数
の
燃
焼
工
学
の
専
門
家
に
鑑
定
意

見
を
依
頼
し
た
と
こ
ろ
、
い
ず
れ
の
専
門
家
か

ら
も
九
号
室
が
最
初
の
火
元
で
あ
る
可
能
性
が

高
い
旨
の
回
答
が
得
ら
れ
て
お
り
、
確
定
判
決

が
依
拠
し
た
科
捜
研
技
官
の
鑑
定
意
見
に
合
理

的
な
疑
い
が
生
じ
て
い
ま
す
。

【
他
の
出
火
原
因
】

　ま
た
、
本
件
で
は
、
事
件
発
生
直
後
に
O
氏

が
放
火
を
認
め
る
か
の
ご
と
き
言
動
を
し
て
い

た
こ
と
の
評
価
や
、
一
八
号
室
か
ら
の
出
火
に

つ
い
て
は
煙
草
の
不
始
末
等
に
よ
る
失
火
の
可

能
性
が
あ
る
こ
と
な
ど
も
争
わ
れ
て
い
ま
す
。

第
二
次
再
審
請
求
へ
の
支
援
を

　冒
頭
で
述
べ
た
と
お
り
、
日
弁
連
に
よ
る
再

審
支
援
が
決
定
し
た
も
の
の
、
そ
の
直
後
に
最

高
裁
は
特
別
抗
告
を
棄
却
し
ま
し
た
。
し
か
し
、

本
件
に
つ
い
て
誤
判
の
可
能
性
が
あ
る
以
上
、

速
や
か
に
第
二
次
再
審
請
求
を
行
い
、
O
氏
の

死
刑
執
行
を
阻
止
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

つ
き
ま
し
て
は
、
引
き
続
き
の
ご
支
援
を
強
く

お
願
い
す
る
次
第
で
す
。

（
難
波
ビ
デ
オ
店
放
火
殺
人
事
件
委
員
会

　

特
別
委
嘱
委
員

　森
下

　弘
）

　岡
口
基
一
裁
判
官（
仙
台
高
裁
）の
ツ
イ
ー

ト
（
ツ
イ
ッ
タ
ー
へ
の
投
稿
）
が
分
限
裁
判

の
対
象
と
な
り
、
そ
の
後
、
岡
口
裁
判
官
は
、

国
会
の
訴
追
委
員
会
か
ら
も
呼
び
出
し
を
受

け
た
た
め
、人
権
擁
護
委
員
会
第
五
部
会（
精

神
的
自
由
に
関
わ
る
人
権
問
題
）
で
は
、
本

年
六
月
二
六
日
、
弁
護
士
会
館
に
お
い
て
勉

強
会
を
開
催
し
、
何
が
問
題
か
に
つ
い
て
岡

口
裁
判
官
の
弁
護
団
メ
ン
バ
ー
で
あ
る
野
間

啓
会
員
（
東
京
）
か
ら
報
告
を
受
け
ま
し
た
。

分
限
裁
判
の
発
端

　岡
口
裁
判
官
は
、
犬
の
所
有
権
を
争
っ
た

裁
判
結
果
を
ツ
イ
ッ
タ
ー
で
取
り
上
げ
、
被

告
側
の
主
張
を
、「
え
？
あ
な
た
？
こ
の
犬

を
捨
て
た
ん
で
し
ょ
？

　3
か
月
も
放
置
し

て
お
き
な
が
ら
‥
」
と
投
稿
し
ま
し
た
。
こ

の
ツ
イ
ー
ト
を
見
た
飼
い
犬
の
返
還
を
求
め

た
側
が
、
自
身
の
裁
判
に
つ
い
て
投
稿
さ
れ

た
こ
と
に
苦
情
を
申
し
立
て
た
た
め
、
分
限

裁
判
に
か
け
ら
れ
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。

同
投
稿
に
つ
い
て
は
、
裁
判
結
果
へ
の
コ
メ

ン
ト
（
評
価
）
を
記
載
し
た
も
の
で
は
な
く
、

客
観
的
事
実
の
記
載
や
裁
判
で
の
当
事
者
の

主
張
を
要
約
し
た
も
の
に
す
ぎ
ま
せ
ん
。

分
限
裁
判
の
問
題
点

　分
限
裁
判
で
は
、
昨
年
一
〇
月
一
七
日
、

一
四
人
の
裁
判
官
全
員
一
致
の
意
見
で
、
岡

口
裁
判
官
は
戒
告
処
分
と
さ
れ
ま
し
た
。
決

定
で
は
、「
私
人
で
あ
る
当
該
訴
訟
の
原
告

が
訴
え
を
提
起
し
た
こ
と
が
不
当
で
あ
る
と

す
る
一
方
的
な
評
価
を
不
特
定
多
数
の
閲
覧

者
に
公
然
と
伝
え
た
も
の
と
い
え
る
」
と
本

人
の
意
図
し
な
い
内
容
を
認
定
し
ま
し
た
。

し
か
も
、
補
足
意
見
は
、
裁
判
官
の
表
現
の

自
由
に
配
慮
す
る
ど
こ
ろ
か
、
む
し
ろ
、
過

去
の
投
稿
も
含
め
て
、
岡
口
裁
判
官
の
ツ

イ
ー
ト
を
非
難
す
る
内
容
で
し
た
。

国
会
の
訴
追
委
員
会
か
ら
の

呼
び
出
し

　本
年
三
月
、
岡
口
裁
判
官
は
、
国
会
の
訴

追
委
員
会
か
ら
呼
び
出
し
を
受
け
ま
し
た
。

同
委
員
会
の
委
員
の
三
分
の
二
以
上
が
賛
成

す
れ
ば
弾
劾
裁
判
所
に
訴
追
さ
れ
、
弾
劾
裁

判
で
も
三
分
の
二
以
上
が
賛
成
す
れ
ば
罷
免

と
な
り
ま
す
。
な
お
、
一
九
四
八
年
～
二
〇

一
八
年
の
訴
追
請
求
は
二
万
六
七
五
件
で
、

九
人
が
訴
追
さ
れ
、
七
人
が
罷
免
さ
れ
て
い

ま
す
。

　岡
口
裁
判
官
は
、
本
年
六
月
二
五
日
に
も

同
委
員
会
か
ら
呼
び
出
し
を
受
け
、
最
終
判

断
が
出
る
と
報
道
さ
れ
て
い
ま
し
た
が
、
そ

の
呼
び
出
し
は
な
く
、
そ
の
後
、
国
会
は
閉

会
し
て
い
ま
す
。

今
後
に
つ
い
て

　裁
判
官
が
、
個
人
的
な
ツ
イ
ー
ト
を
理
由

に
、
分
限
裁
判
で
戒
告
処
分
を
受
け
る
こ
と

は
、
ツ
イ
ー
ト
を
す
る
こ
と
に
対
し
て
絶
大

な
萎
縮
的
効
果
を
も
た
ら
し
ま
す
。
弾
劾
裁

判
に
か
け
ら
れ
れ
ば
、
萎
縮
的
効
果
は
さ
ら

に
大
き
な
も
の
と
な
り
ま
す
。

　裁
判
官
は
、
ツ
イ
ー
ト
を
す
る
自
由
す
ら

な
い
の
か
、
私
た
ち
弁
護
士
自
身
が
、
こ
の

問
題
に
も
っ
と
真
剣
に
向
き
合
っ
て
い
く
必

要
が
あ
る
と
思
い
ま
す
。

（
人
権
擁
護
委
員
会副

委
員
長

　太
田

　健
義
）

2008年10月 1日　事件発生
2009年12月 2日　大阪地裁、被告人に死刑判決
2011年 7月26日　大阪高裁、控訴棄却判決
2014年 3月 6日　最高裁、上告棄却判決

3月26日　最高裁、訂正申立棄却決定により判決確定
5月28日　大阪地裁に再審請求
9月16日　日弁連人権擁護委員会に再審支援申立て

2016年 3月30日　大阪地裁、再審請求棄却決定
2018年10月 9日　大阪高裁、即時抗告棄却決定
2019年 6月20日　日弁連が再審支援決定

7月17日　最高裁、特別抗告棄却決定

事件経過一覧表

１
号
室

２
号
室

３
号
室

４
号
室

５
号
室

６
号
室

７
号
室

８
号
室

９
号
室

１
０
号
室

１
１
号
室

２
２
号
室

２
３
号
室

17号室 16号室 13号室

30号室

20号室

21号室

12号室

18号室

19号室

15
号室

14
号室

31
号室

32
号室

■…天井が焼損した部分
■…床が焼損した部分

O氏のいた１８号室よりも、
９号室の焼損が激しいこと
は明らか

「
岡
口
基
一
裁
判
官
事
件
の
概
要
と
弾
劾
裁
判
の

現
状
・
問
題
点
に
つ
い
て
」
勉
強
会
開
催

裁
判
官
の
ツ
イ
ー
ト
は

許
さ
れ
な
い
の
か
？

誤
判
に
よ
る
死
刑
執
行
を
阻
止
す
る
た
め
に

～
難
波
ビ
デ
オ
店
放
火
殺
人
事
件
の
再
審
支
援
を
決
定
～

　　　　
⑦再審の
経過　

 2014（H26）. 5.28 大阪地裁に再審請求
2014（H26）. 9.16 日弁連に再審支援の救済申立て
2016（H28）. 3.30 大阪地裁　再審請求棄却決定（橋本一裁判長）
2018（H30）.10. 9 大阪高裁　即時抗告棄却決定（樋口裕晃裁判長）
2019（R１）. 6.20 日弁連が再審支援決定
2019（R１）. 7.17 最高裁　特別抗告棄却（宮崎裕子裁判長）

 ①　再審が明らかにした事項
　 　９号室の単独出火を，火災の専門家である技術士意見書で明らかにできた。
　 　火災工学の専門家である伊藤昭彦弘前大学元教授らの鑑定書により，18号室からの出火の可

能性が認められつつも，９号室からの出火も認められ，かつ，９号室からの出火の方が時期的
に早いことが明らかとなった。

②　残された問題点
　 　18号室からも出火したという２か所出火説の位置付けをどうするか（あくまでも９号室単独

出火説一本に絞り込むべきか。）。
　 　自白による「犯行状況」と客観的な火災の状況との矛盾に関する科学的鑑定の実施。
　・ キャリーバッグ上のティッシュペーパーにライターで点火して放火した場合には，キャリー

バッグ自体が完全に焼損してしまい，かつ，18号室の焼毀状況も，現実の焼毀状況よりも激
しくなる。

　・９号室からの出火を裏付ける火災再現実験の実施。
　・目撃者であるM氏とS氏の供述の弾劾。
　・請求人の自白の任意性と信用性の否定。　　　　

⑨最近の
トピック

 　令和元年６月20日に，日弁連が再審支援決定を出したが，その直後である同年７月17日に，最
高裁は特別抗告を棄却した。また，同年８月２日には，本件とは別ではあるが，２名の死刑執行（う
ち１名は再審請求中）が行われた。
　従って，早急に第２次再審請求をする必要がある。

 
14　布川事件（無罪判決確定）� 【日弁連支援事件】
①罪名等 強盗殺人（再審対象）等／無期懲役　平成８年仮釈放　　　　
②事件の
概要　

 　昭和42年８月30日，茨城県北相馬郡利根町布川で，一人暮らしの大工で金貸しをしていたとの
噂のあった62歳の男性が死体で発見された。遺体の両脚はタオルとワイシャツで縛られ，口の中
にはパンツが押し込まれた状態であった。室内は荒らされ，死体の発見された８畳間の床は，床板，

⑧再審が
明らかに
した事項・
残された
問題点
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第２　再審事件の現状

根太掛が折れて大きく落ち込んでいた。
　死体解剖の結果，８月28日夜から29日早朝が犯行日時と推定され，県警の捜査本部が置かれ捜
査が進められた。死体発見から40日以上経過した10月10日に櫻井昌司氏（当時20歳）が，16日に
杉山卓男氏（当時21歳）がいずれも別件の嫌疑で逮捕された。別件の取調べは早々に終了し，そ
の後は別件勾留の下で強盗殺人事件の取調べが続いた。櫻井氏は強盗殺人に対しては否認をして
いたが，「ポリグラフ検査で陽性反応が出た」，「お袋もやってしまったことは仕方ないと言って
いる」などと捜査官から虚偽の事実を告げられ，10月15日に自白し，杉山氏も当初強盗殺人を否
認していたが，「櫻井氏は杉山氏と一緒にやったと泣いて謝っている」などと言われ，10月17日
に自白に転じた。なお，逮捕状の執行は10月23日であった。
　その後両名は多数の自白調書を作成されたが，11月６日から８日にかけて拘置所に移監された。
両名はその後処分保留のまま強盗殺人については釈放された（11月13日）。
　しかし12月１日になり警察署に再び身柄が移監され，その後再び強盗殺人について取調べが始
まった。両名は否認したものの，再度自白をし，12月28日強盗殺人罪で起訴された。なお，処分
保留釈放を指揮した検察官と起訴した検察官は異なる人物である。裁判では両名は公訴事実を争
い終始無罪を主張した。しかし，水戸地裁土浦支部は強盗殺人を認定し両名を無期懲役に処し，
東京高裁，最高裁もこれを維持した。昭和58年第１次再審請求をしたものの，平成17年７月最高
裁により特別抗告が棄却され，平成13年第２次再審請求を申し立て，平成17年水戸地裁土浦支部
は再審開始決定を下した。東京高裁は検察官の即時抗告を棄却し，最高裁も平成21年特別抗告を
棄却し，再審公判が平成22年７月から開始され，平成23年５月24日，強盗殺人につき無罪判決が
宣告された。　　　　

③事件の
特色　

 　再審請求の対象は強盗殺人であったが，両名はその余の窃盗や恐喝等の事件についてはいずれ
も認めていた。強盗殺人（以下「本件」という。）については，請求人らと犯行を結びつける物
的証拠は何一つなく，直接証拠は自白しかないが，その自白も内容の変遷が甚だしく，両名の間
に連鎖的変遷が見られる。さらに，客観的事実とも多くの点で付合せず，詳しすぎる部分や空疎
とも言える部分が混在する奇妙なものであった。無論秘密の暴露と言えるものはなかった。さら
に，起訴直前の検面調書には，多くの矛盾点が覆い隠されるような内容が特徴的に登場し，検察
官が問題点を曖昧化させた形跡が顕著であった。
　検察官は有罪を立証するために目撃を主とする情況証拠を用意した。すなわち犯行は８月28日
午後９時頃との前提の下に，両名が最寄りの布佐駅に到着する列車内，下車した駅，駅から被害
者宅までの道のりの中で，複数の目撃証人がいるとして，それぞれ関係人の供述を得て有罪立証
のために利用した。さらに，公判が始まってしばらくして後に，犯行現場の家の前に両名がいる
のを目撃したという証言内容がおかしな目撃証人を突然に登場させた。
　弁護人は自白の問題点，目撃証言の信用性等を争ったが，水戸地裁土浦支部は簡単な理由の下
に強盗殺人を認定し，無期懲役に処した。
　高裁も同様であり，最高裁は異例とも言える長文の理由を付し，「自白を離れて被告人両名が
犯人であることを推認することのできる証拠が存し」，「あらゆる角度から慎重に全証拠を検討し
た…数々の証拠は自白を補強するに足るものであり，かつ，自白を離れて犯罪事実を立証しうる
情況証拠となる」，「被告人両名が真犯人であることにつき合理的な疑いをさしはさむ事実及び証
拠を発見することができなかった」と判示した。　　　　

④裁判の
経過　

 1967（S42）. 8.30 事件発覚
1967（S42）.12.28 強盗殺人で起訴
1970（S45）.10. 6 第一審　水戸地裁土浦支部　無期懲役判決（藤岡学裁判長）
1973（S48）.12.20 控訴審　東京高裁　控訴棄却（吉田信孝裁判長）
1978（S53）. 7. 3 上告審　最高裁　上告棄却決定（大塚喜一郎裁判長）
1983（S58）.12.23 第１次再審請求申立て
1987（S62）. 3.31 水戸地裁土浦支部　再審請求棄却決定（榎本豊三郎裁判長）
1988（S63）. 2.22 東京高裁　即時抗告棄却決定（小野幹雄裁判長）
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1992（H４）. 9. 9 最高裁　特別抗告棄却決定（大堀誠一裁判長）
1996（H８）.11. 6～8 両名仮釈放
2001（H13）.12. 6 第２次再審請求申立て
2005（H17）. 9.21 水戸地裁土浦支部　再審開始決定決定（彦坂孝孔裁判長）
2008（H20）. 7.14 東京高裁　検察官即時抗告棄却決定（門野博裁判長）
2009（H21）.12.14 最高裁　検察官特別抗告棄却決定（竹内行夫裁判長）
2010（H22）. 7. 9 再審公判開始
2011（H23）. 5.24 水戸地裁土浦支部　再審無罪判決宣告（神田大助裁判長）

　　
　　
⑤確定審
の裁判所
の判断

 ① 　両名はアリバイの主張をするが，犯行現場に至る途中で両名をそれぞれ目撃した人物が多数
いる。また，目撃者が目撃をした日は，常磐線我孫子駅と柏駅との間において発生した列車の
脱線事故の翌日であるとの記憶によるものであることが認められ，信用できる。

②　別件逮捕による違法な捜査は行われていなかった。
③ 　両名の取調べについては，強制，拷問もしくは脅迫が行われた形跡は全く認められず，不当

に長く抑留もしくは拘禁された後の自白と言うことも出来ず，さらに，両名はいずれも自ら進
んで任意に強盗殺人事件について自白をした。自白調書には任意性が備わっている。

④ 　捜査官が取調べにおいて誘導したり，事実を認めれば死刑を免れるなどして自白を得た経過
は認められず，自白調書には信用性が備わっている。

⑤ 　両名の自白調書の供述内容は具体的かつ詳細であるばかりでなく，多くの関係証人の供述部
分に合致するので信用性が認められる。

　　
　　
⑥主要な
新証拠の
内容

 　第２次再審請求審での新証拠は総計で130点以上に及んだ。
　水戸地裁土浦支部の再審開始決定の論理，再審開始判断につながった新証拠は凡そ次のような
ものであった。
① 　まず，両名の殺害自白に着目し，新旧証拠を検討し，検察官申請の三澤証人による鑑定内容

は新証拠である木村鑑定（原審の認定した扼頸の痕跡はなく，絞頸の痕跡をむしろ認め得ると
の内容）の信用性を減殺できないとした。

② 　殺害の順序としては被害者の口にパンツ様のものを押し込んだ後に頸部の圧迫行為があった
のか，それとも頸部圧迫により死亡したか抵抗力を失った後に口中にパンツが押し込まれたの
かという争点について，三澤鑑定人の意見は，後者の意見を述べた木村鑑定人の意見を減殺す
るものではないとした。

③ 　確定審において提出されていた録音テープとは別の10月17日録音のテープは，録音時間と再
生時間の間に齟齬があり，録音途中の櫻井氏の変更自白は櫻井自白を了知した取調官の誘導の
可能性があるところ，確定審で取り調べられた２本の録音テープは取調内容を総ざらいしたも
のであり，秘密の暴露もなく，結局３本の録音テープは自白の信用性を補強するものではない。

④ 　また10／17テープが存在しないことを確定審で何度にも亘り証言した捜査官の証言が偽証で
あることを認めた。

⑤ 　自白によれば，両名は殺害後８畳間と４畳間のガラス戸を偽装工作の目的のために取り外し
にかかったが外れないので杉山氏がガラス戸下部を蹴ったらガラスが割れ落ちたとの自白をし
ているが，新井実験報告書によれば８畳間からガラス戸下部に何らかの外力が加えられガラス
戸上部の二枚のガラスが割れ，西側ガラス戸は４畳間に倒れ込みガラスが割れたとの合理的疑
いを容れる余地がある。

⑥ 　またガラス戸のホゾ折れは，面外方向に曲げるなどの大変形をもたらす契機が必要で，再現
ビデオで人が衝突した際に上のガラスが割れているので格闘による可能性も十分あるとした。

⑦ 　現場には指紋は全くないところ，弁護団作成の指紋にかかる実験報告書によれば，同環境下
で櫻井氏の指紋が検出されているところ，指紋がないことが犯人であることを否定するもので
はないにしても，自白の信用性に疑いを生じさせるとした。

⑧ 　二通の毛髪鑑定書によれば，犯行現場には請求人らの毛髪が採取されていないことが明らか
であるが，第三者の毛髪が８本のうち５本あったこと，対照不能の指紋が多数あったことその
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他の事情から自白は裏付けを欠いており第三者が存在していた可能性を指摘した。　　　　
⑦再審の
経過　

 　紙幅の関係で，第１次再審請求分については省略する。以下は第２次再審請求にかかる経過で
ある。
①　進行協議など
　ア　水戸地裁土浦支部（再審開始決定）
　　 　第２次再審申立ての３か月後の平成14年３月８日に進行協議が開催された。弁護団は継続

的な進行協議を開催すること，検察官に証拠開示をさせること，請求人の同席を認めること
等を要望した。進行協議期日は３回を数えた。その他弁護人が裁判官に面会したのは４回を
数えた。

　イ　東京高裁（検察官の即時抗告）
　　　即時抗告審においては，進行協議期日は18回を数えた。
　ウ　最高裁（検察官の特別抗告）
　　　最高裁に対しては調査官面会を７回求めたが，最高裁はいずれも面会を拒絶した。
②　書面，新証拠の提出など
　 　土浦支部での審理では，理由補充書を８通，意見書を５通出した。その他証拠評価に関する

意見書，証拠開示に関する意見書なども出した。証拠開示要請書は15通出した。
　 　東京高裁では理由補充書を３通，証拠開示要請書は３通，総括意見書等を出した。
　 　最高裁では検察官の特別抗告理由書に対する反論書を２通提出し，証拠開示請求も更に続け

た。
　 　その他折りを見て証拠開示にかかる意見書も複数出した。
　 　証拠開示要請については，検察官はいずれも不見当なる回答，証拠漁りであるとする回答が

多く，証拠開示に消極的であったが，開示要請を重ねるに連れ応答するようになり，死体検案書，
死体写真，櫻井の取調状況録音テープ，目撃証人等の供述調書，毛髪鑑定書，証拠物（口詰め
パンツ，足締めワイシャツ，缶詰，便所の桟等）の開示，その他関係人の供述調書・捜査報告
書等が開示された。

③ 　弁護団は，全論点について詳細な理由補充書を出し続け，また新証拠は全争点に亘りもれな
く対置するように尽力した。

④　事実調べ
　 　土浦支部では，鑑定意見書を作成した木村鑑定人，検察官申請の三澤鑑定人，ガラス戸破損

にかかる河合鑑定人らの証人尋問がなされた。尋問が終了したら直ちに尋問内容についての理
由補充書を提出した。

　 　東京高裁では医師の佐藤鑑定人，裁判所選任で医師の高取鑑定人，録音テープ内容等の解析
人の中田証人などへの事実調べがなされた。

⑤ 　土浦支部での審理は４年半，即時抗告審での審理は３年弱，特別抗告審での審理は１年５か
月ほどであった。

⑥ 　理由補充書その他の書面，証拠開示要請書は機会を狙っては出し続け，その量はかなりのも
のになった。弁護団の勢い，積極的な姿勢を示すには大きな力を発揮したものと思われる。

 ①　自白調書の任意性について疑義があると指摘したこと
②　自白調書の信用性を否定したこと
③　取調官の証言が請求人らの陳述に比し信用力に欠けることを明らかにしたこと
④　拘置所から警察代用監獄へ再度移監（逆送）して取調べをしたことの疑問を呈したこと
⑤　自白を補強する情況証拠の証明力を限定的に慎重に検討する必要があるとしたこと
⑥　取調官が行った取調べにかかる恣意的な録音を認めたこと
⑦　取調官の偽証を認定したこと
⑧　開示証拠が有用であること　　　　

⑨最近の
トピック

 　布川事件は再審公判で無罪判決が宣告されて早８年が経過した。もう一昔前の事件になってし
まったという印象を持つ。

⑧再審が
明らかに
した事項・
残された
問題点
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　弁護団の何人か（小高丑松元団長，柴田五郎元事務局長，その他の方々）は鬼籍に入ってしま
われた。また請求人の杉山氏は平成27年急逝された。
　再審公判での無罪判決後，櫻井氏は国と茨城県を被告として国家賠償請求訴訟を提起し，令和
元年５月27日，一部勝訴の判決が宣告された。同判決では，警察の捜査に種々の違法行為があり，
確定控訴審における検察官の証拠不開示が違法行為であるとの判断が示された（東京地裁・市原
義孝裁判長）。
　その一方で，再審請求審における証拠不開示や再審開始決定に対する検察官抗告については，
違法性を認めなかった。現在，控訴審が係属中である。
　なお，布川事件旧弁護団の多くが国家賠償請求訴訟の原告訴訟代理人に就任している。

 
15　松橋事件（無罪判決確定）� 【日弁連支援事件】
①罪名等 殺人（再審対象）等／懲役13年　　　　
②事件の
概要　

 　昭和60年１月８日熊本県下益城郡松橋町（当時）で独居していた59才の男性が自宅で殺害され
ていたのが発見された。死体には多数の創傷があった。被害者宅では金品物色の跡がなく，被害
者の顔面，頸部に多数の刺創が集中していることから，警察は怨恨による殺害とみて，被害者の
将棋仲間であり，被害者宅で同月５日に被害者と飲食をしていた知人の一人である宮田浩喜氏（当
時52歳）を逮捕した。　　　　

③事件の
特色　

 　本件は刃物による多数の創傷があり，被害者は多量の出血をしていた。加害者の着衣や凶器に
は当然血液が付着していておかしくないところ，宮田氏の着衣から血液反応は確認できず，自白
で凶器とされた切出小刀の刃体や木製の握りの部分からも血液は検出されなかった。警察は握り
の部分を二つに割り，刃の柄との接触部分も確認したがやはり血液の付着は確認できなかった。
　宮田氏を犯人と結びつける証拠は宮田氏の自白しかない。その自白も不自然な変遷をしている。
すなわち当初は切出小刀や着用していた軍手に血が付着し，切出小刀は研ぐなどして血液を落と
し，血の付いた軍手は大野川に投棄した，としていた。しかし，切出小刀から血液は検出されず，
大野川の捜索を繰り返しても投棄した軍手が発見できない中で，実は血液の付着を防ぐため布を
切出小刀に巻き付けていた，血の付いた布や軍手は，風呂の炊出しで焼燬した，と自白が変遷した。
　また死体の創傷の大きさと深さは，自白で凶器とされる切出小刀の形状と合致しないものがあ
り，より細身の刃物が実際の凶器のようにも見える。この相違が「押し下げ現象」（刃物を人体
に突き刺すと組織が圧縮され（押し下げられ），刃物を抜き組織が元の厚さに戻ると，組織に残っ
た傷の深さは刃物の組織に実際に貫通した部分よりも深くなる現象）で説明できるのかどうかも
争点となった。
　このように自白には大きな変遷があり客観的事実に合致しないように見えるところ，自白内容
は犯行直前の被害者の追尾や犯行状況など詳細かつ具体的で迫真性があるかのような印象を与え
るものであった。
　宮田氏に対し１月８日から同月20日までの間に９日間，任意という形式で取調べが連日長時間
なされた。宮田氏は否認を続けていたが，ポリグラフで反応が出たと告げられ，警察への出頭を
拒否すると，警察官は宮田氏の自宅まで来て取調べを強行し，同月20日宮田氏は自白し，逮捕さ
れた。形式的には宮田氏は任意の取調べで自白したことになる。また宮田氏は第１回公判では有
罪の答弁をしたが，第５回公判から再び否認に転じた。　　　　

④裁判の
経過　

 1985（S60）. 1. 8 死体発見
1985（S60）. 1.20 自白，逮捕
1985（S60）. 2.10 殺人で起訴
1985（S60）. 3.30 銃砲刀剣類所持等取締法違反，火薬類等取締法違反で追起訴
1986（S61）.12.22 一審　熊本地裁一審　判決（懲役13年）（荒木勝己裁判長）
1986（S61）.12.25 殺人について控訴
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1988（S63）. 6. 2 控訴審　福岡高裁　控訴棄却（生田謙二裁判長）
1988（S63）. 6. 2 上告
1990（H２）. 1.26 上告審　最高裁　上告棄却（大内恒夫裁判長）
1999（H11）. 3.26 仮出所
1999（H11）. 7.22 刑期満了
2012（H24）. 3.12 再審請求
2016（H28）. 6.30 熊本地裁　再審開始決定（溝國禎久裁判長）
2016（H28）. 7. 2 検察官即時抗告
2017（H29）.11.29 福岡高裁　即時抗告棄却決定（山口雅高裁判長）
2017（H29）.12. 4 検察官特別抗告
2018（H30）.10.10 最高裁　特別抗告棄却決定（菅野博之裁判長）
2019（H31）. 3.28 熊本地裁　再審無罪判決（溝國禎久裁判長）

　　
　　
⑤確定審
の裁判所
の判断

 　被告人の自白に至るまでの取調べが自白の任意性に疑いを抱かせるほどの強制的なものであっ
たとは認め難く，被告人の捜査段階における自白は任意性が認められる。
　被告人の公判廷における自白の任意性を疑わしめる事情は認められず，同自白も任意性が認め
られる。
　被告人の自白は，犯行の概略を相当具体的かつ詳細に述べており３点を除き基調となるべき部
分に一貫性があり，けん銃等の不法所持など重要事実を自発的に併せて自白するなどしており，
信用性が認められる。
　３点の供述の重要な変更は，被告人が観念して本当のことを言う気になったためなされたもの
である。
　犯行直前の被害者の追尾の自白等に秘密の暴露も存在している。
　被告人がポリグラフ検査において特異反応を示したことは自白の信用性を担保すべき事情であ
る。
　被告人の捜査段階における自白が虚偽である旨の公判廷供述は到底信じ難い。

　　
　　
⑥主要な
新証拠の
内容

 ① 　切出小刀に巻き付けた布を切り取ったシャツが捜査段階で特定され，切り取った切れ端の部
分が欠落しているとされていたところ，実は起訴後にその欠落部分に相当する切れ端を警察は
押収していたことを示す切れ端シャツそのもの，押収手続書類並びにシャツ全体がそろってい
ることを示すビデオ

② 　押し下げ現象では説明できない傷と深さの創傷が存在することを示す大野曜吉教授の鑑定書
③ 　自白では致命傷は，被害者頸部の肌の露出部分を切出小刀で刺したことになっているところ，

実はタートルネックの首の折り返し部分を通して刺したものであることを示す大野曜吉教授の
鑑定書

④ 　犯行直前の深夜，宮田氏が被害者を追尾したとき近隣G宅の明かりがついていたとの自白が
秘密の暴露とされていたところ，事件直後捜査官がすでに聴取をしていたことを示す証人の宣
誓供述書

⑤ 　ポリグラフ検査の質問が適切ではないなど検査結果は信頼できないとする越智啓太教授の意
見書など
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巻き付け布①（切り取って凶器に巻き付け，犯行後
焼却したと宮田氏が供述していたシャツの左袖部分）

巻き付け布②（バラバラのシャツ片をつなぎ合わ
せると，完全なシャツが復元された）

　　　　
⑦再審の
経過　

 　布を切り取ったシャツが復元され，巻き付けたとされる布が血液も付着せず残っていることは
否定できず，検察官は別の布切れを巻き付けたものにすぎないと主張した。創傷と切出小刀の形
状の相違については，検察官は押し下げ現象で説明できるものであり，測定誤差や身体の姿勢の
相違も考慮されるべきとした。これに対して大野教授は首の右の堅い部分は指で押しても１㎝も
押し下げることができず，１㎝を超える押し下げ現象を説明することはできないという非常に分
かりやすい説明をした。
　再審開始決定は，巻き付け布と，創傷と切出小刀の形状の相違についての当方の主張を認め，
自白の信用性についての疑問が生じたとして，総合評価に入った。
　この再審開始決定はほぼ弁護側の主張を認めるものであったが，G宅の明かりについての秘密
の暴露の問題は，捜査側が知らなかったが，犯人ではない宮田氏が自発的に供述した可能性があ
るとする，弱点があった。即時抗告審では，被害者の最後の生存情報にかかわる事項であり捜査
側はG宅付近を含む「追尾」がなされたとする経路で聞き込みなどを行ったはずであり，G宅の明
かりは当然捜査側が知り得る情報であったこと，宮田氏はG宅以外の明かりについても供述をし
ていたなどの主張の補充を行った。
　抗告審の裁判長は，冒頭で検察官の意見書は長いが，布の出どころ，傷及び自白の位置付けの
３点がポイントだと指摘した。検察官は布の出どころ，傷についてみるべき主張及び立証ができ
なかった。

松橋再審無罪（熊本地裁前）。再審無罪判決に沸き
返る支援者及び弁護団（日本国民救援会熊本県本
部提供）

松橋再審無罪（宮田氏訪問）。無罪判決の報告を受
ける宮田氏。布川事件の櫻井昌司氏，東住吉事件
の青木惠子氏も駆けつけた（日本国民救援会熊本
県本部提供）

 　巻き付け布・被害者の着衣などの証拠物，軍手の捜索・実験に関する捜査報告書など，開示によっ
て得られた証拠が新証拠として大きな武器となった。再審においても証拠開示は極めて重要であ
り，検察官に開示を義務付ける制度が必要である。
　本件では，再審開始決定に対する即時抗告等がなされたが，見るべき主張，立証はなされてい
ない。日本の再審制度は，開始決定，再審公判という二段階からなる。無辜の救済という観点か
らすれば，開始決定に対する検察官の即時抗告や特別抗告，再審無罪判決に対する上訴は制限さ
れるべきである。

⑧再審が
明らかに
した事項・
残された
問題点
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第２　再審事件の現状

　　　　
⑨最近の
トピック

 　刑事補償請求（令和元年５月７日）及び刑事費用補償請求（同年７月１日）を行った。また事
件の内容及びこれに対する弁護団の取組みを伝え，また批判を仰ぐためにも報告書を作成する。

 
16　足利事件（無罪判決確定）� 【日弁連支援事件】
①罪名等 わいせつ誘拐，殺人，死体遺棄／無期懲役　　　　
②事件の
概要　

 　平成２年５月12日午後６時10分頃，栃木県足利市内にあるパチンコ店に父親と来ていたM（当
時４歳）が行方不明となった。翌13日午前10時20分頃，パチンコ店から数百メートル離れた渡良
瀬川河川敷の藪の中から全裸のMの死体が発見された。さらに，警察が付近捜索をしたところ，
死体発見現場近くの川底からMのスカート，精液の付着した半袖下着，２枚重ねのパンツ等が発
見された。
　足利市内では昭和54年と昭和59年にもそれぞれ幼女誘拐殺人事件が発生していたことから，栃
木県警は事態を重視して足利市を中心に大がかりな捜査を行った。そして足利事件発生当時，市
内の借家に週末だけ一人で住んでいた菅家利和氏（当時45才）を不審者として特定，菅家氏が捨
てたゴミから微物を採取し，これをMの半袖下着とともに科学警察研究所（以下「科警研」という。）
に送付して，両者のDNA型鑑定の判定とDNA型による異同識別の鑑定を委嘱した。
　その結果，科警研は，両者とも血液型はABO式，ルイス式で同型であり，DNA型は123ラダーマー
カーを用いたMCT118型でいずれも同型の16-26型であると判定した。この鑑定結果を踏まえ，平
成３年12月１日午前７時頃，栃木県警の警察官は菅家氏の借家を訪れて屋内で実質的な取調べを
行い，午前８時頃には足利警察署へ同行の上，任意の取調べを続けた（ただし，実際には菅家氏
に自由な退去を認めない実質的な逮捕後の取調べであった。）。菅家氏は警察官による取調べの結
果，同日午後10時半頃までにはMの誘拐と殺害を認め，同月２日未明に逮捕された。なお，更に
その後の取調べにおいて菅家氏は以前足利市内で発生した２件の幼女誘拐殺人事件についても自
らが犯人であることを認めたが，この２件の幼女誘拐殺人事件については約１年後に不起訴処分
とされている。
　菅家氏は同月21日，わいせつ誘拐，殺人，死体遺棄の犯人として宇都宮地方裁判所に起訴された。　　　　

③事件の
特色　

 ①　初期のDNA型鑑定による犯人性の認定
　 　本件では，1990年代初期に科警研が採用したMCT118型法と123ラダーマーカーによるDNA

型鑑定によって，犯人由来の型と菅家氏のDNA型の同一性が認められたことが，菅家氏を犯人
と認定する決め手になったと，逮捕当時盛んに喧伝された。確定審も，科警研によるDNA型鑑
定が信頼できるものであることを最大の理由として有罪判決を導いた。しかし，当時の科警研
によるDNA型鑑定は未だ黎明期のものであって，その信頼性や評価については，当時から過大
評価すべきではないとの指摘があった。弁護団が再編された確定二審以後，科警研のDNA型鑑
定の証拠能力や評価について本格的に争われ，再審段階ではDNA型の再鑑定実施が最大の争点
となった。

②　捜査段階及び確定一審公判における自白の評価
　 　菅家氏は捜査の初期段階（取調室における取調べから10数時間後）で自白し，起訴後も一審

公判の途中まで自白を維持し続けた（第６回公判で否認に転じるが第７回公判で再度認め，弁
論再開後の第10回公判であらためて否認）。確定一審では，弁護人さえも，菅家氏の自白に信
用性があることを前提とした審理が進められていた。捜査機関によって時には暴力をともなう
強い圧力の下での取調べがなされ，虚偽自白が作出されたという菅家氏の訴えが客観的にも裏
付けられるのは，DNA型再鑑定によって犯人性が否定されるに至った後である。　　　　

④裁判の
経過　

 1990（H２）. 5.12 事件発生
1991（H３）.12. 1  菅家氏宅に栃木県警捜査員が来所し足利署へ同行，翌２日未明に菅家氏

が自白し，逮捕
1991（H３）.12.21 宇都宮地方検察庁，菅家氏を本件で起訴
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1993（H５）. 7. 7 宇都宮地方裁判所で無期懲役判決（久保真人裁判長）
1996（H８）. 5. 9 東京高等裁判所で控訴棄却判決（高木俊夫裁判長）
2000（H12）. 7.17 最高裁判所第二小法廷で上告棄却決定（亀山継夫裁判長）
2002（H14）.12.20 日弁連による再審支援決定
2002（H14）.12.25 宇都宮地方裁判所に再審請求
2008（H20）. 2.13 宇都宮地方裁判所で再審棄却決定（池本寿美子裁判長）
2008（H20）.12.24 東京高等裁判所でDNA型再鑑定決定（田中康郎裁判長）
2009（H21）. 5. 8 DNA型再鑑定結果公表
2009（H21）. 6. 4 千葉刑務所から菅家氏釈放
2009（H21）. 6.23 東京高等裁判所で再審開始決定（矢村宏裁判長）
2009（H21）.10.21 宇都宮地方裁判所で再審公判開始
2010（H22）. 3.26  宇都宮地方裁判所で無罪判決（佐藤正信裁判長），検察官の上訴権放棄

により即時確定
2011（H23）. 1.13 宇都宮地方裁判所で刑事補償及び刑事費用補償決定（佐藤正信裁判長）

　　
　　
⑤確定審
の裁判所
の判断

 ①　宇都宮地方裁判所判決
　・ 宇都宮地方裁判所は，平成５年７月７日，無期懲役の有罪判決を言い渡した。判決は，DNA

型鑑定の一般的信頼性について，「同鑑定方法の歴史は浅く，その信頼性が社会一般により
完全に承認されているとまでは評価できない」としつつも，DNA型鑑定に対する専門的な知
識と技術及び経験を持った者によって適切な方法により鑑定が行われたのであれば，鑑定結
果が裁判所に対して不当な偏見を与えるおそれはないとし，証拠能力が認められるとした。
その上で本件DNA型鑑定については，専門的な知識と技術及び経験を持った者によって適切
な方法によりDNA型鑑定が行われたと認められるから証拠能力が認められ，鑑定結果の信用
性に疑問を差し挟むべき事情もうかがえず，出現頻度の数値も概ね信用できるとした。

　・ 自白については，捜査の初期段階から公判途中まで自白を維持し続けたこと，自白に捜査官
の強制や誘導が行われたことを疑わせる事情はなく，内容は自然であって格別疑問を差し挟
むべき点は認められないなどとして，信用性を認めた。

②　東京高等裁判所判決
　・ 一審判決後，弁護人が代わって複数の弁護人により弁護団が編成された。弁護人は，DNA型

鑑定の証拠能力及び証明力について全面的に争い，科警研の技官３名の証人尋問も実施され
た。自白の任意性，信用性についても争われた。しかし，東京高等裁判所第４刑事部（高木
俊夫裁判長）は平成８年５月９日，控訴棄却判決を言い渡した。

　・ 高裁判決は，MCT118法は犯罪捜査に有用な方法であるとともに一定の信頼性があり，本件
DNA型鑑定を担当した技官も多数のDNA型鑑定を経験し専門的知識，技術と経験を持って
いるのだから，原理的にもその手法も妥当であるとした。そして，指標として123マーカー
を用いた型判定も，同一条件下での異同識別に十分有効な方法であり，マーカーの優越は鑑
定結果の信用性を否定ないし減殺するものではないとした。さらに，DNA型の出現頻度につ
いて，確かにMCT118法によるDNA型鑑定は指紋のような個人識別の決定的な方法ではなく，
出現頻度も鑑定当時123マーカーを用いて判定した16-26型の出現頻度（0.83％）はその後の
データ量の増加に伴い頻度の統計値が増しているが，だとしても血液型だけでなく325通り

（その後3778通りとなった）という著しい多型性を示すMCT118型が一致したという事実が一
つの重要な間接事実になることは否定できないとした一審判決を過大視したとは言えず，両
者のDNA型と血液型が合致したことは重要な積極証拠として評価することができるとした。

　・ 高裁では弁護人の主張によって一審よりも詳細に自白の任意性，信用性が検討された。しかし，
捜査機関が菅家氏から事情聴取をしようとする段階で暴行を加えるという事態は考え難く，
DNA型が合致したという事実を告げて供述を求めたことは不当な心理的強制を加えたことに
もならず，任意性は否定されないとした。そして，自白には子細な状況の描写がなされており，
体験した者の供述として真実性が感じられるなどの理由で信用性を認めた。
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③　最高裁判所決定
　・ 上告審で弁護人は，科警研論文において123マーカーとアレリックマーカーによる型判定が

１対１対応していないことから，123マーカーを使った科警研鑑定による16-26型はアレリッ
クマーカーによれば異なる結果になる可能性があると考え，菅家氏の髪の毛を手紙に挿入し
て送付を受け，押田茂實日本大学教授（当時）に菅家氏のDNA型の鑑定を依頼した。その結
果，科警研鑑定によれば123マーカーで16-26型は18-30型に対応するはずだが，押田鑑定によっ
て菅家氏のDNA型は18-30型ではなく18-29型であることが判明した。そこで弁護人は，押田
鑑定の分析結果を提出し，半袖下着の保管替えとDNA型再鑑定の実施を求めた。

　・ 最高裁第二小法廷（亀山継夫裁判長）は，平成12年７月17日，弁護人による上記要求をいず
れも実施することなく，「いわゆるMCT118 DNA型鑑定は，その科学的原理が理論的正確性
を有し，具体的な実施の方法も，その技術を習得した者により，科学的に信頼される方法で
行われたと認められる。したがって，右鑑定の証拠価値については，その後の科学技術の発
展により新たに解明された事項等も加味して慎重に検討されるべきであるが，なお，これを
証拠として用いることが許されるとした原判断は相当である」との職権判断を示して上告を
棄却した。

　　
　　
⑥主要な
新証拠の
内容

 ①　再審請求審
　・ 菅家氏のDNA型は，科警研論文によれば，犯人由来のDNA型である123マーカーで16-26型に

対応するアレリックマーカーでの18-30型ではなく，18-29型であるとする押田茂實日本大学
教授の検査報告書

　・ 科警研によるDNA型鑑定における電気泳動像において，犯人由来のDNA型と菅家氏のDNA
型のDNAバンドの位置が同一線上にあるとは言えないという高山昌光氏作成による分析報告
書

　・ 菅家氏の自白による殺害方法は被害者の死体所見と矛盾するという鈴木康夫氏及び村井達哉
氏作成の鑑定書

②　即時抗告審
　・ 被害者の半袖下着から採取された犯人由来のDNA型と菅家氏のDNA型の同一性を鑑定した

鈴木廣一大阪医科大学教授及び本田克也筑波大学教授の鑑定書

科警研鑑定の電気泳動写真
バンドの位置が同一線上になく歪んでいる

押田教授鑑定の電気泳動写真
バンドの位置は同一線上に揃っている

　　　　
⑦再審の
経過　

 ①　再審請求審
　・ 再審請求審で弁護人は，あらためて押田鑑定を新証拠として提出するとともに，科警研鑑定

における判断の基礎資料となった電気泳動像において，半袖下着に付着した精子のDNAと菅
家氏のDNAを電気泳動して現れた各DNAバンドの位置が同一線上にあるとは言えないこと
を立証するため，高山昌光氏作成の分析報告書（高山報告書）を提出した。また再審請求段
階においてあらためて半袖下着をマイナス80度に冷凍して保管することを求めて証拠保全を
求めたところ，宇都宮地方裁判所は証拠保全の必要性を認め，半袖下着は自治医科大学に冷
凍保管された。さらに，弁護人は，菅家氏の自白による殺害方法と死体所見には矛盾がある



第１章　刑事再審の現在

─ 66 ─

として，新たに鈴木康夫氏及び村井達哉氏の鑑定書を提出し，証人尋問を請求した。
　・ 宇都宮地方裁判所（池本寿美子裁判長）は，弁護人の求めたDNA型の再鑑定は実施しないと

した上で，平成20年２月13日，再審請求を棄却する決定をした。その理由として，押田鑑定
については，検査対象資料となった菅家氏の毛髪は東京拘置所在監中に弁護人宛に郵送され
たものとされているが，そもそも毛髪の採取過程の裏付けがなく資料の提出もないので，資
料の同一性が認められず証拠価値は乏しいとし，高山報告書についてもその証明力は乏しい
として，いずれも明白性を否定した。また，菅家氏の自白と死体所見との矛盾という点につ
いては，扼殺方法の違いや溺水の関与を認める鈴木鑑定及び村井鑑定の結果は，いずれも確
定判決の認定に合理的疑いを抱かせるものと言えないとした。

2009年6月4日，再審開始決定前に千葉刑務所から釈放

②　即時抗告審
　・ 即時抗告審において，東京高等裁判所第１刑事部（田中康郎裁判長）は，DNA型再鑑定を実

施する意向を示し，その後鑑定人は弁護側が本田教授，検察側が鈴木教授を推薦し，双方採
用することとなった。そして平成20年12月24日，半袖下着の遺留精液と菅家氏の身体から採
取する資料の二つの資料が，同一人に由来するか否か判定するための鑑定を行うと決定した。

　・ 平成21年５月８日，本田鑑定人及び鈴木鑑定人の鑑定結果が弁護人，検察官にそれぞれ交付
された。鈴木鑑定人の鑑定結果は，半袖下着の遺留精液付着部の布片から抽出したDNAと菅
家氏のDNAとは，常染色体上の16個のSTRで14個の型が異なり，Y染色体上の16個のSTRで
12個の型が異なっていたことから，同一人に由来しないというものであった。本田鑑定人の
鑑定結果は，DNA検査として核DNAのうちMCT118型，Y染色体STR８種，ミトコンドリア
検査２部位等，10種の検査によって11部位の比較を行った結果，３部位でDNAが一致したも
のの，８部位で明らかな不一致の結果が得られたことにより，半袖下着に付着する遺留精液
に由来する個人と菅家氏とが同一人である可能性はないと判断できるというものであった

（なお，常染色体MCT118型部位のDNA検査による型判定で菅家氏は18-29型，半袖下着遺留
精液は18-24型と判定されている。）。これら両鑑定人によるDNA型再鑑定の結果は，いずれ
も半袖下着に付着していた犯人由来と思われるDNAと菅家氏のDNAの型は異なる，つまり
菅家氏は犯人ではないということを結論付けるものであった。

　・ 鑑定の結果を受けて，検察庁は６月４日，検察推薦の鈴木鑑定人の鑑定結果が刑事訴訟法第
435条６号に定める無罪を言い渡すべき明らかな証拠に該当することを争わないとの意見書
を裁判所に提出した。同日，検察官は刑の執行を停止するのが妥当と判断し，刑事訴訟法第
442条ただし書に基づいて刑の執行を停止したことから，菅家氏は再審無罪判決を待たずに
千葉刑務所から釈放された。

　・ 東京高等裁判所第１刑事部（矢村宏裁判長に交代）は，平成21年６月23日，検察官は本田鑑
定の信用性は争うが鈴木鑑定について信用性を争わず，鈴木鑑定のみによっても菅家氏の
DNA型と半袖下着から検出されたDNA型は一致していないこと等を理由に，菅家氏が本件
と犯人であると認めるには合理的な疑いが生じているとして再審開始を決定した。

③　再審公判
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　・ 宇都宮地方裁判所において進行協議が合計３回開催された。協議の最中，菅家氏を取り調べ
た録音テープが存在するという朝日新聞のスクープ記事をきっかけに，検察官は，検察官に
よる取調べ録音テープ12巻と，警察官による取調べ録音テープ３巻が存在することを認め，
弁護人に開示した。また，菅家氏が自白したとされる本件とは別の２件の幼女誘拐殺人事件
の供述調書も開示された。

　・ 平成21年10月21日，再審公判が開始された。検察官は無罪を言い渡すべきとの意見を述べた。
　・ 公判では，鈴木鑑定人及び本田鑑定人が証人として採用され，尋問が実施された。さらに，

検察官が本田鑑定人の鑑定について異議を述べたことから，福島弘文科警研所長（当時）の
証人尋問も実施された。

　・ 進行協議の最中に開示された検察官の取調べ録音テープの一部（４巻）が公判廷で再生された。
また，当時取調べにあたった検察官の証人尋問が実施された。

　・ 第６回公判で検察官は無罪論告をし，菅家氏に公判廷で謝罪した。各弁護人の最終弁論と菅
家氏の意見陳述で結審。

　・ 平成22年３月26日，第７回公判で無罪判決が言い渡された。判決は，鈴木鑑定人の鑑定結果
によれば，犯人由来のDNA型と菅家氏のDNA型が異なることから，菅家氏が本件の犯人で
はないことが認められるとした上で，捜査段階における科警研のDNA型鑑定には証拠能力が
なく，証拠から排除するとした。そして，当時の検察官の取調べについて，公判期日の自白
の証拠能力に影響は及ぼさないものの，公判の最中において拘置所で行われた取調べは違法
であるとした。判決言渡し後，裁判官３人は起立して菅家氏に謝罪した。

 ① 　足利事件は，科警研による初期のDNA型鑑定（MCT118型）がえん罪を生むとともに，後に
最新のDNA型再鑑定（STR型）が雪えんを果たすこととなった。そのため，DNA型鑑定をは
じめとする科学的証拠の評価について，法曹の間で広く議論を呼ぶこととなった。

② 　再鑑定の重要性とともに，再鑑定を可能にするためには，鑑定資料の適切な保存，保管が必
要であることが明確になった。

③ 　DNA型再鑑定によって菅家氏の犯人性が否定されたことから，菅家氏の捜査段階から確定一
審途中までの自白が虚偽自白であったことが客観的に自明となり，取調べ録音テープの存在と
あいまって，尋問技術の改善や取調べの全過程可視化（録音・録画）の必要性を裏付ける重要
なケースとなった。

④ 　取調べ録音テープや別件関連事件の供述調書など，弁護人の証拠開示によってすでに開示さ
れていなければならない証拠が，再審公判で存在が明らかになるまで開示されなかった。　　　　

⑨最近の
トピック

 　再審無罪判決後，菅家氏は市民団体とともに，えん罪被害者の救援運動を精力的に続けている。

 
17　東京電力女性社員殺害事件（無罪判決確定）� 【日弁連支援事件】
①罪名等 強盗殺人／無期懲役　　　　
②事件の
概要　

 　平成９年３月19日，東京都渋谷区にあるアパートの１室（以下「本件現場」という。）で東京
電力に勤務していた女性の死体が発見された。被害者は，以前から，会社勤務の傍ら，勤務終了
後に東京都渋谷区円山町界隈で深夜まで売春するという生活を続けていたが，同年３月８日夜に
円山町界隈で買春客と会ったのを最後に行方が分からなくなっていた。司法解剖の結果，被害者
の死因は頸部圧迫による窒息死と推定され，膣内には精液が残っており，精子の存在が確認され
た。また，被害者の所持品を確認したところ，被害者が財布の中に入れていたと思われる４万円
がなくなっていた。したがって，被害者は，同年３月８日の深夜に本件現場で殺害され，その際，
犯人が少なくとも現金４万円を奪い去ったものと考えられた。
　本件については，ネパール人のゴビンダ・プラサド・マイナリ氏（当時30歳）が犯人と疑われ，
同年３月23日，別件の出入国管理及び難民認定法違反（不法残留）の容疑で逮捕された（この容

⑧再審が
明らかに
した事項・
残された
問題点
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疑については，その後，起訴され，執行猶予付きの有罪判決を受けた。）。その後，同年５月20日
に本件の容疑で再逮捕された。これに対し，マイナリ氏は，一貫して事件への関与を否定してい
たが，同年６月10日に強盗殺人罪で起訴された。　　　　

③事件の
特色　

 　本件では，マイナリ氏の自白その他マイナリ氏と本件事件とを結びつける直接証拠が全くなく，
各種の情況証拠（間接事実）を総合して，マイナリ氏が犯人であると断定できるかどうかが問題
となっている。そして，確定判決（控訴審判決）は，７つの情況証拠（間接事実）を認定した上で，
これらの事実を総合してマイナリ氏を犯人と認定した。しかし，その多くは，マイナリ氏が犯人
であっても矛盾しないということにとどまるか，マイナリ氏の供述が信用できないことを前提と
するものである。結局のところ，確定判決は，マイナリ氏の供述が信用できないという裁判官の
主観的，直観的な判断に依拠しており，その証拠構造は脆弱である。
　また，本件は，第一審で無罪判決が言い渡されたにもかかわらず，検察官の控訴によって控訴
審で逆転有罪判決となっている点，しかも第一審の無罪判決によって勾留状が失効したにもかか
わらず，検察官から勾留状発付の職権発動を促す申立てがなされたことを受けて，控訴審での実
質的な審理が開始される前に勾留が認められている点で，特異な経過を辿っている。　　　　

④裁判の
経過　

 1997（H９）. 3. 8 事件発生
1997（H９）. 6.10 起訴
2000（H12）. 4.14 第一審　東京地裁　無罪判決（大渕敏和裁判長）
2000（H12）. 4.18 検察官が第一審判決に対して控訴
   併せて，東京地裁に対して勾留状発付の職権発動を要請（東京地裁は職

権発動せず）
2000（H12）. 4.19  検察官が東京高裁に対して勾留状発付の職権発動を要請（東京高裁は職

権発動せず）
2000（H12）. 5. １ 検察官が東京高裁（係属部）に対して勾留状発付の職権発動を要請
2000（H12）. 5. ８ 東京高裁（係属部），マイナリ氏に対して勾留状を発付（高木俊夫裁判長）
2000（H12）. 5.19 勾留決定に対する異議申立棄却（高橋省吾裁判長）
2000（H12）. 6.27  異議申立棄却決定に対する特別抗告棄却（裁判官２名の反対意見あり）

（藤井正雄裁判長）
2000（H12）.12.22 控訴審　東京高裁　原判決破棄，無期懲役判決（高木俊夫裁判長）
2003（H15）.10.20 上告審　最高裁　上告棄却決定（藤田宙靖裁判長）
2003（H15）.11. 4 異議申立棄却（藤田宙靖裁判長）
2005（H17）. 3.24 再審請求
2012（H24）. 6. 7  請求審　東京高裁　決定　再審開始決定，刑の執行停止決定（小川正持

裁判長）
   検察官が再審開始決定に対して異議申立て，刑の執行停止決定に対して

「異議及び裁判の執行停止の申立て」，請求審裁判所（東京高裁）に対し
て刑の執行停止決定の執行停止を求める職権発動の申立て

   ただし，刑の執行停止決定に対する執行停止はなされなかったことから，
マイナリ氏は同日，釈放され，同年６月15日，ネパールに帰国した。

2012（H24）. 7.31  異議審　東京高裁　決定　再審開始決定，刑の執行停止決定に対する異
議申立てをいずれも棄却（八木正一裁判長）

2012（H24）.11. 7  再審公判　東京高裁　判決　確定第一審の無罪判決に対する検察官の控
訴を棄却（小川正持裁判長）

　　
　　
⑤確定審
の裁判所
の判断

 ① 　第一審判決（無罪判決）は，本件現場の便器内に残されていたコンドーム内の精液や，被害
者の右肩付近から発見された陰毛４本のうち１本について，血液型やDNA型がマイナリ氏と一
致することなどから，マイナリ氏が犯人である疑いは濃厚であるとした。

　 　しかし，その一方で，マイナリ氏は，平成９年２月25日から同年３月２日頃までの間に本件
現場で被害者と性交し，その後，便器にコンドームを捨てたと供述しているところ，この供述
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によれば，上記の事実を合理的に説明でき，その供述を明らかな虚偽と断定することはできな
いとした。

　 　さらに，マイナリ氏を犯人とするには合理的に説明できない疑問点として，４つの疑問点を
指摘した。

　 　このように，第一審判決は，マイナリ氏が犯人である疑いを指摘しつつも，なお合理的な疑
いを差し挟む余地があるとして，「疑わしきは被告人の利益に」との刑事裁判の鉄則に従い無
罪判決を言い渡した。

② 　これに対し，控訴審判決（有罪判決）は，以下の７つの間接事実を総合すると，マイナリ氏
が犯人であると認められるとした。

　・ 本件現場で発見された陰毛のミトコンドリアDNA型がマイナリ氏と一致したこと
　・ 本件現場の便器から発見されたコンドーム内の精液のDNA型とABO式血液型がマイナリ氏

と一致したこと
　・ コンドーム内の精液が発見・採取されるまでの経過時間については，事件後約10日と考えて

も矛盾はなく，不自然ではないこと
　・ 「２月25日から３月２日頃までの間に本件現場で被害者と性交し，その後，便器にコンドー

ムを捨てた」というマイナリ氏の供述が信用できないこと
　・ 本件現場付近でアベックを目撃した者の目撃供述は信頼性が高く，事件当日，本件現場前で

目撃者に目撃されたのがマイナリ氏であっても不審はないこと
　・ マイナリ氏が事件当日の午後11時30分頃に被害者と連れだって本件現場に入ることは，時間

的，場所的に十分可能であり，不審はないこと
　・ 被害者が本件現場に売春客を連れ込み，あるいはマイナリ氏以外の男性が被害者を本件現場

に連れ込むことは，およそ考え難い事態であること
　 　また，第一審判決が指摘した４つの疑問点をいずれも排斥した。もっとも，被害者の定期券

入れの発見場所について，どうしてそのような場所で発見されたかについては，証拠上判然と
せず，未解明のままといわざるを得ないとしたが，これが明らかでないからといって，それゆ
えにマイナリ氏と本件との結び付きが疑わしいということにならないことは，本件証拠に照ら
して見やすい道理であるとした。

　　
　　
⑥主要な
新証拠の
内容

 ① 　コンドーム内の精液の発見採取時までの経過時間に関する新証拠（その１）
　 　押田茂實教授の鑑定書１（精液が便器内にあったことによる精子の頭部と尾部の分離速度へ

の影響の有無），鑑定書２（時間の経過による精子頭部の形状の変化の有無）
　※　これらは，確定前の上告審段階にて提出されていたものである。
②　コンドーム内の精液の発見採取時までの経過時間に関する新証拠（その２）
　　森田重光教授・柏崎直巳教授の鑑定書（便器内溜水における大腸菌等の経時変化）
③　手帳の記載内容に関する新証拠
　　買春客の供述調書
④　目撃者の目撃供述に関する新証拠
　　厳島行雄教授の鑑定書
⑤　被害者とマイナリ氏以外の男性が本件現場において性交した可能性に関する新証拠
　　鈴木廣一教授の鑑定書，科捜研法医研究員作成の鑑定書　　　　

⑦再審の
経過　

 ① 　請求審では，弁護団は，再審請求とともに新証拠①を提出し，その後，新証拠②～④を順次
提出するとともに，証拠開示命令の申立てを行い，三者協議の場でも，検察官に対し，本件で
実施された全てのDNA型鑑定の内容と鑑定資料残部の保管状況を明らかにするよう求めた。こ
れを受けて，裁判所も，検察官に対して，「将来，鑑定技術が進歩してDNAに関する資料から
新たな情報を得られるようになったとしても，資料が適切に保管されていなければ鑑定を実施
することができず，資料の保管に関して責任問題となりかねない」として，DNA型鑑定の実施
状況及び鑑定資料の保管状況の報告を求めた。

　 　そうしたところ，検察官から，ショルダーバッグ，コンドーム，コンドーム内の精液及び本
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件現場に残された陰毛のほか，被害者の膣内容物（精液）を付着させたガーゼ片が保管されて
いるとの回答があった。そして，この回答を受けて，弁護団がこれらの証拠物についてDNA型
鑑定の実施を求めたところ，裁判所も，「いつまでも証拠物を保管しておくわけにもいかない
から，STR法によるDNA型鑑定を実施してはどうか」として，上記の証拠物を含め，警察で保
管されていた証拠物についてDNA型鑑定を実施するよう強く求めたため，検察官の嘱託によっ
てDNA型鑑定が実施されることとなった。

　 　DNA型鑑定の結果は，被害者の膣内容物（精液）から被害者を含む２人分のDNA型が検出
され，被害者以外のもう一人のDNA型は，マイナリ氏以外の第三者（男性）のものであり（以
下「X」という。），かつ，それは現場で発見された陰毛（本件陰毛）のDNA型と一致するとい
うものであった。また，検察官からは，被害者の身体（口唇周囲，左乳房周囲及び右乳房周囲）
に付着した唾液の血液型がO型であること（これはマイナリ氏とは異なり，Xの血液型と一致
する。）を示す鑑定書も新たに開示された。当該各鑑定書（新証拠⑤）からは，被害者が事件
当夜，本件現場において，Xと性交したと考えるのが自然であり，「被害者が本件現場に売春客
を連れ込み，あるいはマイナリ氏以外の男性が被害者を連れ込むことは，およそ考え難い事態
である」とした確定判決の認定は，もはや維持することができなくなった。

② 　再審開始決定は，上記のDNA型鑑定の結果や新たに開示された鑑定書（新証拠⑤）によれば，
Xが本件現場で被害者と前戯をして性交し，その後，被害者を殴打して出血させ，その血液を
被害者のコート左肩背面部に付着させたのが自然といえるような（少なくともその可能性を否
定できないような）状況を示しているとの見方を排斥できず，確定審の審理においてこれらの
新証拠が提出されていたならば，マイナリ氏が被害者を殺害して現金約４万円を強取したとの
有罪認定には到達し得なかったと判断した。

　　そして，異議審決定も，再審開始決定の判断を是認した。
③ 　検察官は，上記のDNA型鑑定の結果が明らかになった途端，新たな証拠物の存在を明らかに

して，追加のDNA型鑑定を実施していたが，再審開始決定の確定後も，検察官は，新たな
DNA型鑑定を実施しており，再審公判において有罪立証を行う可能性もあった。しかし，
DNA型鑑定の結果，被害者の爪片からも，XのDNA型が検出されたことが明らかとなった。こ
のことからは，被害者がXから暴行を受けたときに，これに抵抗するため，Xを掴んだり，引っ
掻いたりしたときに，被害者の爪にXの表皮などが付着したと強く推認され，もはや従前の検
察官の主張が成り立たないことが明らかとなった。

　 　そのため，弁護団は，確定第一審の無罪判決が正しく，これに対する検察官の控訴が誤りで
あったことを認めさせ，マイナリ氏の無罪を早期に確定させるために，検察官に対して控訴の
取下げを求めた。しかし，検察官は，マイナリ氏は無罪であるとの意見を述べるにとどまり，
控訴の取下げは行わなかった。

④ 　再審判決は，再審公判において新たに取り調べられた証拠の内容から導かれる事実について
は，再審開始決定と概ね同内容の事実を認定している。その上で，確定第一審判決がマイナリ
氏を犯人と認めるには合理的な疑問を差し挟む余地が残されているなどとして指摘していた点
を検討し，再審公判の事実取調べの結果に照らせば，確定第一審判決が指摘する結論の多くは
いずれも正当として是認できると判示した。このことは，そもそも新証拠がなくても，「合理
的疑い」があるとして無罪判決を言い渡した確定第一審の判断が正当であったこと，逆に言え
ば，検察官の控訴や確定判決が誤っていたことを明確に示すものと言える。

⑤ 　再審判決の言渡後，マイナリ氏は，刑事補償及び費用補償の請求を行い，刑事補償及び費用
補償を受けた。

 ① 　証拠開示の重要性（確定審段階で十分な証拠の開示がなされなかったこと，再審段階での証
拠開示が裁判所の裁量に委ねられていること）

② 　捜査機関が収集した鑑定資料を後日，鑑定が実施できるような状態で適正に保管し，これを
弁護側も利用できるようにする制度の必要性

③　無罪判決に対する検察官上訴と無罪判決後の再勾留の不当性

⑧再審が
明らかに
した事項・
残された
問題点
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④　「疑わしきは被告人の利益に」の原則の空洞化　　　　
⑨最近の
トピック

 　マイナリ氏は，再審によって無罪判決が確定してから５年が経過した平成29年11月７日，妻ラ
ダさんとともに来日した。同月８日には，日弁連会長を表敬訪問して，再審請求支援への謝意を
伝えるとともに，翌９日には，市民団体の主催で開催された「くり返すな冤罪！　市民集会」に
参加し，「二度と同じようなえん罪を作らないようにしてほしい」と訴えた。

市民集会でえん罪撲滅を訴えるマイナリ氏夫妻
（日本国民救援会提供）

 
18　東住吉事件（無罪判決確定）� 【日弁連支援事件】
①罪名等 現住建造物等放火，殺人及び詐欺未遂／無期懲役　　　　
②事件の
概要　

 　平成７年７月22日午後４時50分頃，朴龍晧氏（当時29歳）及び青木惠子
氏（当時31歳）らが生活していた大阪市東住吉区内の自宅において火災が
発生し，小学６年生の女児（青木氏の前夫との子）が焼死した。
　警察は，朴氏及び青木氏が共謀の上，被害女児に掛けていた保険金を得
る目的で放火殺人を行ったものと判断した。そして，同年９月10日，朴氏
及び青木氏は任意同行の名目で連行され，違法な取調べによって，両名と
も一旦は犯行を自白するに至った。
　しかし，朴氏及び青木氏は，そもそも本件火災は放火によるものではなく，
車庫内に駐車していた車両から漏れ出たガソリン蒸気が風呂釜の種火に引
火して発生した火災事故であると主張しており，犯人性はもとより，事件
性そのものを争った。　　　　

③事件の
特色　

 　本件火災が朴氏の放火によるものであることを示す物的証拠は何一つ存在せず，直接証拠とし
ては朴氏及び青木氏の捜査段階における自白があるだけである。しかし，朴氏の自白は，内容が
不自然，不合理である上，変遷も著しく，秘密の暴露もなく，青木氏の自白とも矛盾している。
　特に，放火方法について言えば，朴氏の自白では「ガソリン約7.3ℓを車庫の床面に撒き，ライ
ターに火をつけてガソリンに近付けたところ，着火した」とされている。しかし，そのような方
法で放火を行った場合，点火者である朴氏が火傷を負わないことはあり得ない。また，それだけ
大量のガソリンが着火した場合，酸素不足によって大量の黒煙が発生するはずであるが，本件火
災の目撃者はそのような黒煙を見ておらず，当時の火災状況とも矛盾する。さらに，火災発生当時，
風呂釜の種火がついており，朴氏が約7.3ℓのガソリンを撒き切るまでに，気化したガソリンが風
呂釜の種火に引火するため，そもそも朴氏がライターで点火することは不可能である。　　　　

④裁判の
経過　

 1995（H７）. 7.22 事件発生
（朴氏の確定審の経過）
1999（H11）. 3.30 第一審　大阪地裁　無期懲役判決（川合昌幸裁判長）
2004（H16）.12.20 控訴審　大阪高裁　控訴棄却判決（近江清勝裁判長）
2006（H18）.11. 7 上告審　最高裁　上告棄却判決（上田豊三裁判長）

火災が発生した
ガレージ内の状況
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2006（H18）.11.24 判決訂正申立棄却
（青木氏の確定審の経過）
1999（H11）. 5.18 第一審　大阪地裁　無期懲役判決（毛利晴光裁判長）
2004（H16）.11. 2 控訴審　大阪高裁　控訴棄却判決（白井万久裁判長）
2006（H18）.12.11 上告審　最高裁　上告棄却判決（津野修裁判長）
2006（H18）.12.22 異議申立棄却

（再審の経過）
2009（H21）. 7. 7 朴氏が再審請求
2009（H21）. 8. 7 青木氏が再審請求
2011（H23）. 6.16 両名の再審請求事件を併合
2012（H24）. 3. 7 大阪地裁　再審開始決定（水島和男裁判長）
2012（H24）. 3.12 検察官から即時抗告の申立て
2012（H24）. 3.29 大阪地裁　刑の執行停止決定（水島和男裁判長）
2012（H24）. 4. 2 大阪高裁　刑の執行停止決定の取消決定（米山正明裁判長）
2012（H24）. 9.18  最高裁　刑の執行停止決定の取消決定に対する特別抗告棄却（大谷剛彦

裁判長）
2015（H27）.10.23 大阪高裁　即時抗告棄却決定（米山正明裁判長）
  大阪高裁　刑の執行停止決定（米山正明裁判長）
2015（H27）.10.26 大阪高裁　刑の執行停止決定に対する異議申立棄却（中谷雄二郎裁判長）
  朴氏，青木氏　釈放
2016（H28）. 8.10 再審公判　大阪地裁　無罪判決（西野吾一裁判長）

　　
　　
⑤確定審
の裁判所
の判断

 ① 　本件火災の原因については，人為的原因（放火，失火），風呂釜の種火からの引火，自動車
からの自然発火が想定されるが，朴氏による放火以外の可能性は極めて低い。

　 　なお，風呂釜の種火からの引火については，本件火災後も風呂釜には異常はないし，仮に車
庫内に駐車していた車両からガソリンが漏れたとしても，風呂釜と車両の位置関係からいって，
そのガソリンに風呂釜の種火が引火することは不可能である。

② 　朴氏及び青木氏の捜査段階における自白には任意性がある（違法な身柄拘束や取調べは認め
られない。）。

③ 　朴氏及び青木氏の捜査段階における自白には信用性がある。
④ 　青木氏の確定判決は，朴氏及び青木氏が車庫内での出火という場に直面しながら，火災の拡

大に対する速やかな対応をしているとは認め難く，風呂場にいる被害女児が逃げ遅れて死に至
ることを回避しようという積極的な姿勢もうかがわれないことを指摘し，朴氏が本件火災の原
因となる放火をし，これについて青木氏が何らかの関与をしている疑いが強いとしている。

　　
　　
⑥主要な
新証拠の
内容

 ① 　ガソリンを満杯にした場合に車両からガソリンが漏出する可能性があることを示す新証拠
　 　伊藤昭彦教授の鑑定意見書，米国の火災原因調査の専門家の意見書，本件車両と同型の車両

からガソリン漏れが生じた実例（ガソリン漏れが生じている状況を記録化），全国のガソリン
スタンドに対するアンケート調査結果，石濱正男教授の意見書

② 　車両から漏出したガソリンが風呂場の種火に近い位置で気化した場合に引火することを示す
新証拠

　 　伊藤昭彦教授の鑑定意見書，米国の火災原因調査の専門家の意見書，米国消費者製品安全協
会職員の意見書

③ 　朴氏の自白による放火方法が現実的にはあり得ないことを示す新証拠（模擬車庫を築造した
燃焼再現実験）

　 　小山町旧実験（着火者が重度の火傷を負わずにすむことはあり得ない。），小山町新実験（ガ
ソリンを撒いている間に気化ガソリンが風呂場の種火に引火する。）

④ 　朴氏の自白による放火方法によれば，車両下床面に置いた給油ポンプが残存する（これは，
本件火災後，車庫内から給油ポンプが発見されていないことと矛盾）ことを示す新証拠
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　　伊藤昭彦教授の鑑定意見書，小山町旧実験，小山町新実験

小山町新実験の状況
　　　　
⑦再審の
経過　

 ① 　再審開始決定は，朴氏及び青木氏と本件犯行とを結びつける直接証拠は両名の自白だけであ
り，新証拠によって両名の自白（特に朴氏の自白）の信用性が揺らげば，確定判決の有罪認定
も動揺する関係にあるとした。

　 　そして，朴氏の自白に基づく放火方法による燃焼再現実験（小山町新実験，平成23年５月20日）
を中心に両名の自白を検討したところ，朴氏の自白は放火方法という核心部分において科学的
見地から不自然不合理な内容であり，本件火災の客観的状況ともそぐわないものである上，確
定審において信用性を補強するとされていた事実が揺らいだことが明らかとなり，その信用性
は大幅に減殺されたとした。

　 　その上で，朴氏の自白を再検討すると，青木氏との共謀や本件犯行の動機，殺害方法の選択
といった重要部分について不自然不合理な点を多く含み，変遷が認められる一方，信用性を高
度に保障するような客観的裏付けもないとして，その信用性を否定した。また，朴氏の自白と
符合することを主な理由として信用性が認められていた青木氏の自白についても，信用性を否
定した。

② 　即時抗告審決定は，確定判決は，自白の証拠価値の検討判断に入る前に，客観的な事実関係
を踏まえて，本件火災の原因，特に自然発火の可能性について検討判断を行っており，本件火
災の原因として失火や第三者による放火等は除外されるから，朴氏による放火と自然発火は理
論的に表裏一体の関係にあるとした。そして，ガソリン漏出の可能性が否定される場合には，
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風呂釜種火からの引火可能性が認められても本件火災が生じることは考えられないとして，ガ
ソリン漏出の可能性の点も更に検討した上，自然発火の可能性がどの程度のものであるかを吟
味し，その結果も踏まえて朴氏の自白の信用性を判断することとした。

　 　ガソリン漏出の可能性については，給油口からガソリンが漏出した車両の見分結果，給油口
からのガソリン漏出の機序や要因について説明した石濱正男教授の意見書及び証言，即時抗告
審で新たに開示された証拠（朴氏が本件火災直前に給油したガソリンスタンドの店員などに対
する事情聴取結果報告書）などを検討した結果，本件車両について，少なくとも100mlから
300ml程度に近い量の液体ガソリンが給油口から漏出した可能性は，相当の根拠があるものと
して認めることができ，風呂釜の種火から液体ガソリン及び気化したガソリン蒸気に引火し，
少しずつの漏出であるため当初は大きく炎上しないものの，燃焼を続けて燃料タンクが加熱さ
れること等により大規模火災に発展することが十分考えられるとした。そして，このような想
定は，本件火災について認められる客観的な燃焼状況・焼損状況に整合しており，給油キャッ
プが完全に締まっていなかった可能性や，本件火災前に給油口から液体ガソリンが漏出したこ
とをうかがわせる痕跡があることなどの車両状況も存在することから，本件火災の原因として
自然発火の可能性は具体的で現実性があるとした。

　 　また，朴氏の自白の信用性については，即時抗告審において実施された新たな燃焼実験（小
牧実験，2013年５月27日～29日）の結果も踏まえて，朴氏の自白の信用性を否定した原決定の
判断を正当として是認した。さらに，即時抗告審において新たに開示された証拠（捜査官作成
の報告書及び取調日誌）を検討したところ，朴氏及び青木氏の自白の採取過程に問題があり，
その任意性・信用性判断に影響を与える可能性を指摘した。

③ 　再審開始決定の確定後，検察官は，本件車両等の捜索差押えの請求を行ったことなどから，
再審公判において有罪立証を行う可能性もあったが，最終的には有罪立証は行わないことと
なった。ただし，検察官は，再審公判では，裁判所に対してしかるべき判断を求めるのみで，
無罪の論告は行わなかった。

　 　再審無罪判決は，本件車両からのガソリン漏出の可能性等に関する各種実験の結果や本件火
災初期の状況を目撃した近隣住民の供述，本件車両の焼損状況等を考慮すると，給油口から漏
出したガソリンに風呂釜の種火が引火し，本件火災に至ったという自然発火の可能性は，抽象
的・非現実的なものにとどまらないとした。さらに，取調状況に関する警察官作成の当時の捜
査資料や取調官の供述には明らかに虚偽を述べていると認められる部分があることに照らせ
ば，朴氏及び青木氏に対しては，逮捕当初から過度の精神的圧迫を加える取調ベ等が行われ，
虚偽の自白をせざるを得ない状況に陥ったとの疑いがあるとして，両名の自白の証拠能力を否
定した。そして，その余の証拠からは，自然発火の可能性が合理的な疑いとして認められると
して，無罪判決を言い渡した。

④ 　無罪判決の言渡後，朴氏及び青木氏は，刑事補償及び費用補償の請求を行い，刑事補償及び
費用補償を受けた。

 ①　供述依存裁判の危険性
②　代用監獄の危険性（異常な再移監）
③　証拠隠しの危険性（証拠開示の重要性）
④　科学的検証の不可欠性

　　　　
⑨最近の
トピック

 　青木氏は，小学６年生の女児（青木氏の前夫との子）が焼死したのは，本件車両からのガソリ
ン漏れが原因であるとして，本件車両のメーカーに対して損害賠償請求訴訟を提起するとともに，
違法な捜査及び起訴によってえん罪被害を受けたとして，大阪府及び国に対して国家賠償請求訴
訟を提起している（前者は，第一審で敗訴し，現在，控訴審が係属中である。）。えん罪被害の救済，
えん罪原因の究明及びえん罪の防止にとって重要な意味を持つ訴訟であるため，是非御注目いた
だきたい。

⑧再審が
明らかに
した事項・
残された
問題点
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19　三鷹事件
①罪名等 電車転覆致死／死刑　昭和42年１月18日に脳腫瘍のため獄死（享年45歳）　　　　
②事件の
概要　

 　昭和24年７月15日午後９時24分（当時のサマータイムの時間で，現在の午後８時24分），三鷹
駅の電車区構内に停留していた無人電車が動き出し，スピードを上げてホームに突っ込み，車止
めを突破し，更に暴走を続けて道路を横切り止まった。この事故で，ホームから改札口に向かっ
ていた乗客６名が死亡し，20数名が重軽傷を負った。
　事件発生から２週間後の同年８月１日，三鷹駅電車区の元運転士であり，事件当時国鉄（当時
は鉄道省）を解雇されていた竹内景助氏（事件当時28歳）が犯人として逮捕され，同月23日，他
の９名の共産党員との共同正犯として起訴された。　　　　

③事件の
特色　

 ① 　第一審で，竹内氏以外の９名の被告人は無罪となり，竹内氏の単独犯行と認定され，竹内氏
は無期懲役の判決を受けた。控訴審では，竹内氏の単独犯行と認定されただけでなく，無期懲
役の判決が破棄され死刑判決が下された。上告審は大法廷に係属し，８対７の僅差で竹内氏の
上告が棄却され，死刑判決が確定した。

② 　本件の有罪認定を支える証拠は，竹内氏の自白と犯行時刻に近接した時間帯に現場付近で竹
内氏を目撃したという目撃者の供述だけである。

③　竹内氏の自白については供述の変遷が著しい。
　 　捜査段階では，８月１日の逮捕時の否認から８月20日に単独犯行の自白に変遷し，８月23日

に起訴された後の取調べでは，10月14日に単独犯行の自白から共同犯行の自白に変遷し，第２
回公判の罪状認否では，共同犯行ではなく単独犯行を認め，第22回公判では，全面否認をして，
第54回公判では，再び単独犯行の自白に戻った。

　 　無期懲役の第一審判決後，控訴審においても単独犯行の自白を維持し続け，死刑判決を宣告
された。

　　上告審では全面否認をして無罪を主張し，以後，獄死するまで無罪を主張し続けた。
④ 　竹内氏の弁護人と他の被告人の弁護人が同一人物であり，他の被告人の無罪を主張する弁護

人にとって，竹内氏が単独犯行の自白を維持し続けることが有益になるという面があった。竹
内氏が単独犯行を自白した心情として，共産党員との共同犯行だということにされると死刑を
免れないと考えたことがあげられる。弁護人の一部は共産党員の無罪を勝ち取るために，竹内
氏に対し，単独犯行であれば15年程度の懲役刑であると説得していた。　　　　

④裁判の
経過　

 1949（S24） 7.15 事件発生
1950（S25）  第一審　東京地裁　竹内氏は無期懲役，他の９名の被告人は無罪判決（鈴

木忠五裁判長）
1951（S26）  控訴審　東京高裁　証拠調べを全くせず，いきなり竹内氏は死刑，他の

９名の被告人についての検察官の控訴棄却（谷中薫裁判長）
1955（S30）  上告審　最高裁大法廷　竹内氏の上告棄却（田中耕太郎裁判長）
1956（S31） 第１次再審請求
1967（S42） 脳腫瘍のため竹内氏獄死，再審手続が終了
2011（H23） 第２次再審請求（竹内氏の遺族の方が請求人）
2019（R１） 7.31 東京高裁　再審請求棄却決定（後藤眞理子裁判長）
  現在，異議審が係属中

　　
　　
⑤確定審
の裁判所
の判断

 【第一審判決】
① 　本件電車の構造や事故時の損傷状況，事故現場の状況，本件電車が自然発生によって起動し

た可能性がないと判断する鑑定書等に基づき，本件が自然発生によって起動した事故ではなく，
何者かの作為によって発生した犯行であると認定した。

② 　竹内氏の捜査段階及び公判廷における自白に基づいて，竹内氏が本件電車を起動させた犯人
であると認定した。
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③ 　竹内氏の自白を補強する証拠として，事故当日，近接した時間帯に竹内氏が三鷹駅正門前の
道を竹内氏の自宅の方に歩いているのを見たという目撃者の供述をあげている。

【控訴審判決】
　竹内氏の犯人性に関する判断については，第一審判決と基本的に同様である。

【最高裁判決】　
　竹内氏の詳細な上告趣意に言及せず，上告棄却　　

　　
　　
⑥主要な
新証拠の
内容

 ①　２両目のパンタグラフ
　 　自白によると，竹内氏は，先頭車両で，先頭車両のパンタグラフだけを上げて無人電車を暴

走させたことになっている。しかし事故後に本件電車の先頭車両と２両目のパンタグラフが上
がっていたことは争いがなく，検察官は，発車時に先頭車両のパンタグラフだけが上がってい
たものの，先頭車両が色々な物に衝突するなどした時に，飛来してきた物が２両目のパンタグ
ラフと衝突して，２両目のパンタグラフが上がったと主張している。

　 　これに対して弁護人は，車両工学が専門の曽根悟，東京大学名誉教授に鑑定を依頼して，本
件電車が発車する段階で，先頭車両だけでなく２両目のパンタグラフも上がっていたという内
容の鑑定書を新証拠として提出した。２両目のパンタグラフの損傷状況からすると，力の加わ
り方が下方向から上方向で，パンタグラフが上がっている状態でないとこのような損傷状況に
はならないという趣旨の鑑定書である。

②　最後尾の前照灯が点灯
　 　本件電車が暴走していた時，最後尾の前照灯が点灯していた。これは争いがない事実である。

最後尾の前照灯を点灯させるためには，最後尾の前照灯のスイッチを「入位置」にすることが
必要であるが，竹内氏の自白では，先頭車両にしか立ち入っていないので，最後尾の前照灯の
スイッチが「入位置」になっていることを説明できない。これに対して検察官は，事件当日の
午前中に本件電車の車両検査が行われた時に，前照灯のスイッチが「入位置」になり，その後
構内で電車の入れ替え作業をした運転手も，スイッチをそのままにしていた可能性があるなど
と主張している。

　 　しかし電車の検査終了時には，前照灯のスイッチは「切位置」になっているはずであり，そ
の後昼間の時間帯に入替え作業をした運転士がスイッチを「入位置」にすることも考えられな
い。弁護人はこれらに関して，新証拠として，運転取扱い心得等の規定を提出すると共に元運
転士の意見書を提出した。

③　戸閉め連動スイッチ，手ブレーキ
　 　弁護人は，自白では説明できない事実として，本件電車が暴走した時に先頭車両と最後尾の

車両の戸閉め連動スイッチが，非常時の走行でしか使用しない「非連動」になっていたことや，
最後部の車両の手ブレーキが緩められていたことを明らかにして，これらに関する新証拠を提
出した。

④　目撃供述について
　 　本件発生後と思われる時間帯，夜間，竹内氏が三鷹駅電車区の正門前の道を竹内氏の自宅方

向に歩いているのを目撃したという目撃者の供述については，目撃供述の信用性を専門的に研
究している心理学の厳島行雄，日本大学教授に鑑定を依頼して再現実験を行って，目撃条件が
悪いため顔を識別できないという内容の鑑定書を新証拠として提出した。

　 　再現実験実施時には，現場の電灯のワット数や電灯の高さが不明だったため，竹内氏にとっ
て不利な条件として，電灯は100W，電灯の高さは1.84mに設定した。しかし鑑定書の提出後に，
検察官から開示された証拠によって，事件当時の現場の電灯が60W，電灯の高さが５mであり，
厳島教授の行った再現実験よりも，現場の照度がずっと暗かったことが判明した。

⑤　竹内氏は事件発生時に自宅にいたこと
　 　本件発生によって複数回の停電が起きていたところ，証拠開示によって，複数回の停電の時
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間，場所が客観的に明らかになり，加えて本件事故発生時に生じた最初の停電のとき，竹内氏
が妻と自宅にいて，妻が子供を寝かしつけるなどしていたことが明らかになった。　　

　 　弁護人は，これに関して，証拠開示された停電の客観的状況を示す証拠，妻の初期供述であ
る供述調書，竹内氏の否認段階の初期供述などを新証拠として提出した。　　　　

⑦再審の
経過　

 　平成23年11月の再審請求以来，令和元年５月現在まで25回の裁判官，検察官，弁護人による打
ち合わせ期日を重ねていて，平成29年12月に現在の後藤眞理子裁判長が三鷹事件の担当になった。
　この間に弁護人が求めた証拠開示について，裁判所から検察官に対し，複数回にわたって証拠
開示を求める勧告がなされ，検察官から証拠が開示された。ただ再審における証拠開示が刑事訴
訟法に規定されていないため，長期間を要する結果となった。
　後藤裁判長は，弁護人が求めていた証人尋問について，これを実施しないという見解を明らか
にしたため，弁護人は，平成30年９月に実質的な最終意見書と言うべき弁護人の意見書を提出し，
検察官からは同年11月に，これに対する反論の意見書が提出された。弁護人は，同年12月に検察
官の反論の意見書に対する再反論の意見書を提出したが，令和元年７月31日，再審請求が棄却さ
れ，現在異議審が係属中である。

 　本件は，第２次世界大戦後，新刑事訴訟法が施行された最初の大型の否認事件であり，裁判所
も未だ試行錯誤で運用していた時期の事件である。例えば，竹内氏と他の共犯者の間には明らか
な利益相反があるにもかかわらず，同一弁護人が担当して，同弁護人は竹内氏が公判廷で否認す
ることを望んでいなかったという実情があった。加えて最高裁判所において，死刑事件であり弁
論を開くように求める弁護人の申し出にもかかわらず，弁論が開かれなかったこと（本件の後，
死刑事件については最高裁判所において必ず弁論が開かれる運用になった。）などの問題があっ
た。
　再審請求手続については，進行協議に関する規定がないこと，証拠開示に関する規定がないこ
と，再審請求審における証人尋問等の事実調べについて，その要否及び実施方法（公開の法廷で
行うかどうか等）について規定がないこと，これらのいずれも裁判官の運用に任されていること
が大きな問題である。
　その結果，裁判官の当たり外れによって，再審請求手続の運用が異なる結果になり，えん罪か
らの救済を求める平等な権利を持つ再審請求人にとって，機会の均等が保障されないという重大
な問題が生じている。　　　　

⑨最近の
トピック

 　再審請求人である竹内氏の長男は，現在大きな病気を抱えていて，一刻も早い再審開始決定が
待ち望まれる。

 
20　菊池事件
①罪名等 殺人，単純逃走／死刑

※ 　同一被害者に対する殺人未遂事件（ダイナマイト事件）と，その後に発生した殺人事件とが
あり，一般には殺人事件のことを菊池事件と呼んでいる。　　　　

②事件の
概要　

 　菊池事件は，戦前及び戦後も昭和22年頃から昭和30年にかけて全国的に展開された無らい県運
動の最中に，昭和26年８月１日，熊本県菊池郡水源村（現菊池市）で発生した殺人未遂事件（「ダ
イナマイト事件」と呼ばれている。）と，その後の昭和27年７月に発生した同一被害者に対する
殺人事件のことである（一般には，この殺人事件のことを「菊池事件」と呼んでいる。）。
　被害者は元村役場職員であり，無らい県運動の一環として，熊本県からの要請を受けて，村内
のハンセン病患者の現況調査を行い，その結果を県に報告したA氏であり，二つの事件の犯人と
して逮捕されたのは，A氏によってハンセン病患者であると報告され，その結果として，ハンセ
ン病療養所菊池恵楓園への入所勧告を受けるに至った藤本松夫氏（事件当時29歳）である。
　藤本氏の全面否認にもかかわらず，ダイナマイト事件では，昭和27年６月９日に，有罪として
懲役10年の判決がなされたが，藤本氏は，その１週間後に，恵楓園内に設けられていた拘置支所

⑧再審が
明らかに
した事項・
残された
問題点
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から逃走し，その３週間後に全身20数か所を刃物で死傷されたA氏の遺体が発見され，その５日
後に，付近の小屋に潜んでいた藤本氏が逮捕されるという経過をたどった。
　殺人事件についても藤本氏は全面否認したが，昭和28年８月29日に熊本地方裁判所は死刑判決
を下し，昭和32年８月23日，上告棄却によって確定した。
　その後，藤本氏の申立てにより，三度にわたる再審請求がなされたが，第３次再審請求が棄却
される２日前に，死刑執行命令書に法務大臣による許諾印が捺印され，棄却決定の翌日の昭和37
年９月14日に死刑が執行された。　　　　

③事件の
特色　

 　再審事件としての菊池事件の特徴は，以下の３点にある。
　第１は，飯塚事件と同じく，すでに死刑が執行されており，死刑執行後もなお再審が求められ
ていることである。
　第２は，通常審の審理の全てが，ハンセン病療養所や菊池医療刑務支所内に開設された「特別
法廷」においてなされているということである。
　裁判所法69条１項は，法廷が開かれる場所が，原則として，裁判所本庁又は支部の庁舎の構内
でなければならないことを定めているが，その例外として認められているのが同法69条２項の「特
別法廷」である。
　この例外規定は，本来は，災害等において裁判所の建物が使用できない場合等に臨時に法廷を
開く場合として認められたものであるが，昭和23年から昭和47年まで，ハンセン病患者について
の刑事事件は，全てハンセン病療養所や菊池医療刑務支所という隔離施設内の仮設法廷で審理・
判決がなされており，その総数は95件に及んでいる。このように，ハンセン病というだけで定型
的に「特別法廷」を指定してきた運用は，平等原則（憲法14条）に反するものであり，隔離施設
内における「特別法廷」は，公開原則（憲法82条，37条１項）に反するものであった。
　また，菊池事件は，この95件の内で唯一の全面否認事件であり，死刑が言い渡された事件であ
るが，菊池事件の「特別法廷」では，裁判官，検察官，弁護人ら全員が予防衣と呼ばれる白衣を
着用し，証拠物は箸で取り扱われた。また，全面否認事件でありながら，弁護人は罪状認否にお
いて「何も言うことはない」と述べ，検察官が取調べ請求した証拠に全て同意するといった，弁
護人不在と言うべき状況が放置され，実質公判は僅か４回しか開廷されていないという，およそ
刑事裁判の名に値しない審理しか行われていない。
　第３の特徴は，今なお克服されていないハンセン病に対する偏見や，元患者・家族への差別の
故に，再審請求権者である遺族が再審請求を行うことができない状況にあるということである。
　我が国のハンセン病隔離政策については，その法的根拠となった「らい予防法」が廃止されて
から23年，同法が憲法違反であることを明らかにした熊本地裁判決が確定してからも18年という
年月が経過しているが，元患者がその病歴を明らかにして社会内で生活することはいまだに困難
であり，その家族にしても，家族にハンセン病患者がいたという事実を秘匿したままで生きてき
た歴史の重みは少しも解消されていない。

予防衣（菊池恵楓園で職員が使用していた予防衣。
菊池事件の特別法廷では，裁判官，検察官，
弁護人もこの予防衣を着用した。）

菊池医療刑務所門跡（旧菊池医療刑務支所門跡。
この塀の中で特別法廷が開かれた。）
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④裁判の
経過　

 1947（S22）  特別病室及び特別法廷に関する国会審議における最高裁答弁（第１回国
会衆議院厚生委員会28号及び同30号）

1947（S22）～1955（S30） 第２次無らい県運動
1951（S26） 藤本氏へのハンセン病療養所への入所勧告
1951（S26）. 8. 1 ダイナマイト事件発生
1951（S26）. 8. 3 藤本氏逮捕
1951（S26）. 8.20 藤本氏起訴→ハンセン病療養所菊池恵楓園内の特別法廷で公判
1952（S27）. 6. 9 ダイナマイト事件第一審　熊本地裁　判決（懲役10年）→控訴
1952（S27）. 6.16 藤本氏，菊池恵楓園内に設置された拘置支所から逃走
1952（S27）. 7. 6 殺人事件発生
1952（S27）. 7.12 藤本氏逮捕
1952（S27）. 8. 2 藤本氏単純逃走罪で起訴→菊池恵楓園内の特別法廷で公判
1952（S27）. 9.27 ダイナマイト事件　福岡高裁　控訴棄却→上告
1952（S27）.11.22 殺人罪追起訴→菊池恵楓園内の特別法廷で公判
1953（S28）. 3. 1 ハンセン病患者専用の菊池医療刑務支所設立
1953（S28）. 8.15 らい予防法公布
1953（S28）. 8.29 殺人・単純逃走事件第一審　熊本地裁（竜口甚七裁判長）死刑判決→控訴
1953（S28）. 9.15 ダイナマイト事件上告審　最高裁　上告棄却
1954（S29）. 1.28 殺人・単純逃走事件の控訴審開始→菊池医療刑務支所内の特別法廷で公判
1954（S29）.12.13 殺人・単純逃走事件控訴審　福岡高裁（西岡稔裁判長）控訴棄却→上告
1957（S32）. 8.23  殺人・単純逃走事件上告審　最高裁（小谷勝重裁判長）上告棄却
1957（S32）.10. 2 第１次再審請求
1959（S34）.12.17 熊本地裁　第１次再審請求　棄却
1960（S35）.12.20 第２次再審請求
1961（S36）. 3.24 熊本地裁（山下辰夫裁判長）第２次再審請求棄却→即時抗告
1961（S36）. 6.20 福岡高裁　即時抗告棄却→特別抗告
1961（S36）.10. 4 最高裁　特別抗告棄却
1962（S37）. 4.23 第３次再審請求
1962（S37）. 9.11 死刑執行命令書許諾印
1962（S37）. 9.13 熊本地裁　第３次再審請求棄却，福岡刑務所へ移送命令
1962（S37）. 9.14 死刑執行のため，棄却決定告知せずに福岡刑務所へ移送
  10時30分着，13時07分死刑執行（享年40歳）

　　
　　
⑤確定審
の裁判所
の判断

 　確定判決は，認定した犯罪事実に関して何ら説明をしていない。すなわち，確定判決の判決書
には，認定をした犯罪事実と証拠の標目だけが記載されている。したがって，裁判所が採用した
各証拠から，いかなるプロセスを経て，いかなる理由で，認定した事実へと至ったのかは推測す
るしかない。
　本件殺人事件の犯人性について，確定判決は，以下の認定した各事実を相互に関連させて結論
を導いたのであると推測される。
①　藤本氏が逮捕当初に殺人を自供したこと
②　藤本氏が事件直後の時期に親族に犯行を告白したこと
③　藤本氏が本件短刀を所持していたと認定できること
④　被害者の遺体の創傷は本件短刀だけで形成可能であること
⑤　本件短刀には血痕がないけれども凶器と認定できること
⑥　藤本氏の着衣には血痕はないが所持していたタオルには血痕が付着していたこと
　これらはいずれも，根拠となる各証拠に，看過できない大きな問題がある。これらについては，
後述の検事総長へ提出した「再審請求要請書」及び「再審請求趣意書補充書面」において詳述し
ている。
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⑥主要な
新証拠の
内容

 　新たな鑑定書における鑑定事項の持つ意味（新証拠の立証命題）
⑴　鑑定事項
　新鑑定の鑑定事項は，以下の諸点である。
　① 　現在の法医学における知見を踏まえて，遺体や着衣等についての当時の鑑定に問題がある

か否か
　②　前項で問題点が認められる場合，具体的にいかなる点がどのような理由で問題であるか
　③　①で問題点がある場合，そのことが鑑定書の信用性に及ぼす影響如何
　④　被害者の遺体の創傷のうち致命傷はどれか
　⑤　創傷のそれぞれについて，本件短刀で形成可能であるかどうか
　⑥　形成不可能な創傷について凶器の必要条件
　⑦　創傷から推定される凶器
　⑧　加害者の着衣に被害者の血液が付着した可能性はあるか
　⑨　凶器に被害者の血液が付着した可能性はあるか
　これらの鑑定事項は，本件短刀が凶器であること（①～⑦，⑨）や藤本氏の当時の着衣の状況（⑧）
に，それぞれ関係する重大な意味がある。
⑵　本件短刀が凶器であることの位置付け
　本件短刀が凶器であること（鑑定事項①～⑦，⑨に関係）の，確定判決の事実認定における位
置付けは次のとおりである。
　確定判決は，本件短刀に関して認定した以下の各間接事実を，犯人性を支える大きな柱として
いる。
　A 　藤本氏から殺人をしてきた旨を聞いたという親族からの聴取に基づいて，本件短刀が農具

小屋から発見されたこと。
　B 　当該発見された短刀（本件短刀）が本件犯行の凶器として矛盾しないこと。
　 　Aは，証拠物と藤本氏との結びつき，Bは，証拠物と凶器の同一性に関するものである。新

鑑定の鑑定事項①～⑦，⑨は，上記Bに関わるものである。
　すなわち，本件短刀が真に凶器であれば，被害者の遺体の全ての創傷を説明できるであろうし，
説明できない創傷があれば凶器性に疑問が生じるであろう。
　また，想定される犯人の行為態様から，凶器への痕跡があるかどうかを検討して，本件短刀に
あるべき痕跡がなければ凶器性に疑問が生じるであろう。
⑶　着衣への血液付着の有無の位置付け
　藤本氏の当時の着衣の状況（鑑定事項⑧に関係）は，確定判決の事実認定において，重きが置
かれていたとは言い難い。その一方で，藤本氏が所持していたタオルには血痕が付着していたと
されている。
　しかしながら，現在の法医学における知見を踏まえた想定に基づくと，被害者の血痕が藤本氏
の着衣等に付着していたかどうか，また，付着していたとしてその程度は，藤本氏の犯人性の判
断に関わる事実である。すなわち，これに関する知見が確定判決の犯人性に関わる事実認定に対
して，どのように影響するかを吟味する意義がある。　　　　

⑦再審の
経過　

 　上記のとおり，第１次から第３次までの再審請求はいずれも棄却されて終了しており，第３次
再審請求が棄却された直後に藤本氏に対する死刑が執行された後は，今なお克服されていないハ
ンセン病に対する偏見や，元患者・家族への差別の故に，再審請求権者である遺族が再審請求を
なし得ない状況が続いている。

 　菊池事件においては，第３次再審請求が棄却され藤本氏に対する死刑が執行された後は，再審
請求をなし得ない状況が続いている。菊池事件について再審請求をなすために克服しなければな
らない課題は，以下の３つである。
　第１の課題は，再審請求権者が確保できないという問題である。死刑執行により事件本人が死
亡している場合に，刑訴法に再審請求権者として規定されている遺族が存在しない場合または遺
族が再審請求をなし得る状況にない場合における再審請求権の帰属について，現行再審法制が何

⑧再審が
明らかに
した事項・
残された
問題点
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第２　再審事件の現状

らの規定を置いていないために，えん罪であることが明らかと思われるケースにおいて，再審を
求める方法がないという事態を招来している。
　第２の課題は，現行刑訴法435条に規定された再審事由に，確定審の公判手続や判断が憲法や
法律に違反することが挙げられていないということである。
　特に，憲法違反の公判手続によって審理がなされたことが明らかとなった場合に，再審によっ
て確定判決を取り消すということが認められないというのは，憲法違反の判決が是正されないま
まに放置されるということを意味するのであって，憲法がそうした事態を許しているとは到底想
定し得ないところである。
　第３の課題は，公益の代表者としての検察官に，再審請求義務が法定されていないことである。
　菊池事件再審弁護団では，藤本氏の遺族が再審請求をなし得ないという状況に鑑みて，検事総
長に対して，再審を開始すべき理由を新証拠とともに明らかにした膨大な書面を添えて，再審請
求要請書を提出したが，検察庁は再審請求しないと回答した。
　こうした経緯からも，再審の場合において，一定の場合に，検察官に再審請求を義務付ける規
定を設けるか，あるいは，検察官が再審請求権を行使しない場合に検察官に代わって再審請求を
なし得る者を規定するといった制度の構築がぜひとも必要であると言わざるを得ない。　　　　

⑨最近の
トピック

 　上記検察官の再審請求権限の行使について，ハンセン病療養所入所者ら６名が原告となり，検
察官の再審請求権限不行使を違法として，平成29年８月29日，熊本地方裁判所へ国家賠償請求訴
訟を提起し，現在も係属中である。

菊池事件再審国賠訴訟の原告ら（熊本地裁前）

21　狭山事件
①罪名等 強盗強姦，強盗殺人，死体遺棄，恐喝未遂／無期懲役　　　　
②事件の
概要　

 　昭和38年５月１日，埼玉県狭山市で女子高校生が下校後行方不明となり，その夜身代金を要求
する脅迫状が届けられた。脅迫状で指定された翌２日，警察は犯人を取り逃すという大失態を犯
した。４日農道に埋められていた被害者の死体が発見された。被差別部落出身者に対する集中的
な見込捜査が行われ，被差別部落出身の石川一雄氏（当時24歳）も見込捜査の対象となった。石
川氏は５月23日に逮捕され，６月20日共犯自白，23日に単独犯行自白をし，７月９日起訴された。　　　　

③事件の
特色　

 ① 　捜査は石川氏を犯人だと決めつけた予断と偏見に満ちたものであり，警察の作成した各種鑑
定は，何としても石川氏を有罪にせんがために作為的に行われている。例えば，５月21日捜査
官に上申書を書かされるや否や，捜査官は筆跡鑑定の知識を全く有していないにもかかわらず，
直ちに脅迫状と「酷似」と決めつけた捜査報告書を作成し，翌22日県警鑑識課員によって「同
一人の筆跡」との鑑定が出され，これが逮捕の決め手となった。その後作成された筆跡鑑定は，
逮捕前に最初に作成された鑑定の影響下で作成されている。

② 　「脅迫状を書いたのはお前だ」といった断定，押しつけの尋問が連日繰り返され，「自白すれ
ば死刑は免れる」等の甘言により（開示された取調べテープ），石川氏は自白するに至った。
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自白開始から詳細な自白がなされた６日間，えん罪を確信する熱心な弁護人との接見が妨害さ
れた。

③ 　自白は，共犯自白から単独犯行自白へ大きく変遷している。共犯自白時の犯行場所は，単独
犯行自白時の雑木林から直線距離で550mも離れた寺の裏であり，脅迫状の作成についても，犯
行現場で作成，共犯者から字を教えてもらったという自白から，予め妹の漫画雑誌を参照して
作成した脅迫状を持ち歩いていたと変遷している。この変遷も捜査官の誘導によるものである

（取調べテープ）。
④ 　秘密の暴露とされる自白は，取調べテープや開示証拠により，誘導によるものであることが

明らかになっている。また，自白により石川氏の自宅から被害者の万年筆が発見されたとされ
ているが，石川氏宅は自白以前に２回にわたり徹底的な捜索が行われ，また，発見された場所
は高さ176cmの勝手場入口かもいの上で，発見しやすい場所であり見落とすは考え難いという
問題点がある。

⑤ 　捜査官は確定審で，石川氏は自白を始めてからスラスラと犯行場面を語り，自白調書は石川
氏の言うとおりに作成したと証言し，こうした証言が確定判決において自白が信用できる根拠
となっているが，これら証言は取調べテープによって偽証であることが裏付けられている。　　　　

④裁判の
経過　

 1963（S38）. 5. 1 事件発生
1963（S38）. 5.23 石川氏　第１回家宅捜索
1963（S38）. 6.18 第２回家宅捜索
1963（S38）. 6.20 石川氏自白（３人共犯自由）
1963（S38）. 6.23 石川氏自白（単独犯行自白）
1963（S38）. 6.26 第３回家宅捜索　万年筆が勝手入口のカモイから発見
1963（S38）. 7. 9 石川氏，起訴される。
1964（S39）. 3.11 第一審　浦和地裁　死刑判決（内田武文裁判長）
1974（S49）.10.31 第二審　東京高裁　無期懲役判決（寺尾正二裁判長）
1977（S52）. 8. 9 上告審　最高裁第二小法廷　上告棄却決定（吉田豊裁判長）
1977（S52）. 8.30 第１次再審請求
1980（S55）. 2. 5 東京高裁第４刑事部　再審請求棄却決定（四ツ谷巖裁判長）
1981（S56）. 3.23 東京高裁第５刑事部　異議申立棄却決定（新関雅夫裁判長）
1985（S60）. 5.27 最高裁第二小法廷　特別抗告棄却決定（大橋進裁判長）
1986（S61）. 8.21 第２次再審請求
1999（H11）. 7. 8 東京高裁第４刑事部　再審請求棄却決定（高木俊夫裁判長）
2002（H14）. 1.23 東京高裁第５刑事部　異議申立棄却決定（高橋省吾裁判長）
2005（H17）. 3.16 最高裁第一小法廷 特別抗告棄却決定（島田仁郎裁判長）
2006（H18）. 5.23 第３次再審請求
  現在，東京高裁（後藤眞理子裁判長）に係属中

　　
　　
⑤確定審
の裁判所
の判断

 　情況証拠として，①脅迫状は被告人の筆跡，②現場足跡３個は被告人方押収の地下足袋により
印象，③膣内精液の血液型はB型（分泌型）で被告人と一致，④タオル・手拭を入手できる可能
性があった，⑤発見されたスコップは死体埋没に使用されたもので，Ｉ養豚場所有であり，Ｉ養
豚場に勤務していた被告人は盗むことができた，⑥犯人が被害者方に脅迫状を届ける直前に，「被
告人は被害者方の場所を聞くためにU･K宅を訪れた」とするU･K証言，⑦犯人とやり取りした被
害者の姉N･Tの「声が被告人と似ている」との証言の７つの情況証拠をあげ，これらは相互に関
連しその信憑力を補強，①を主軸として被告人＝犯人との推認させるに十分（このことは本事件
の捜査の経緯に徴しても明らか。）。しかも，自白に基づいて⑧万年筆，⑨鞄，⑩腕時計が発見さ
れており，⑪脅迫状を届けに行く途中自動三輪車に追い越されたという自白は捜査により裏付け
られた，⑫脅迫状を届けた際自動車が近所に駐車していたという自白は捜査により裏付けられた，
これらの状況を併せ考えると，被告人が犯人であることはもはや疑いはない。さらに，自白は犯
行細部を詳細に供述，物的証拠と合理的疑いをもたらす矛盾はなく信用できる。
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第２　再審事件の現状
　　
　　
⑥主要な
新証拠の
内容

 191点の証拠開示－これらの多くを新証拠として提出。これらを含めて220点の新証拠を提出した。
① 　福江鑑定（コンピュータによる重ね合わせにより，99.9％の確率で脅迫状の筆跡と請求人の

筆跡は相違しており，石川氏は脅迫状を書いていない。）
② 　森鑑定（請求人の国語能力は小１終了時の水準にさえ達しておらず，脅迫効果を巧みに醸し

出している平仮名・漢字まじりの脅迫状を書くことはできない。）
③　山口・鈴木鑑定（３D映像解析により，現場足跡は不鮮明で証拠価値はない。）
④　手拭に関する捜査報告書，ニュース放送の照会・回答書（手拭は石川氏宅にはなかった。）
⑤ 　平岡鑑定（発見スコップは死体埋没に使用されていない，Ｉ養豚場のものという証拠価値はない。）
⑥　原鑑定（U･K証言は心理学上信用できない。）
⑦　厳島鑑定（N･T証言は心理学上信用できない。）
⑧ 　下山鑑定（蛍光X線分析の結果発見万年筆に被害者のインクが含まれておらず，被害者のも

のではない。）
⑨　流王報告書（鞄は自白どおり発見されたとは言えない。）
⑩ 　塩野報告書，時計捜査報告書（腕時計は被害者のものではない，時計発見場所は捜索済みの

場所。）
⑪ 　５月７日付捜査報告書（三輪車が自白の場所・時間帯に通った事実を捜査当局は事件直後に

知っていた。）
⑫　三宅鑑定（車の駐車は午後７時半頃ではなく，もっと早い時間帯である。）
⑬　弁護団作成の取調べテープ反訳書（自白は強要・誘導によるものである。）
⑭　浜田鑑定・脇中鑑定（取調べテープを分析した結果，自白は虚偽架空である。）
⑮　赤根鑑定・長尾鑑定（殺害方法，芋穴への逆さ吊りに関する自白は虚偽架空である。）
⑯ 　単独自白をさせた取調官の捜査報告書（石川氏は，「死体の状態が分からない，教えてくれ

れば自白できる」と供述している。）
⑰ 　齋藤鑑定（脅迫状を作成し届けていれば確実に脅迫状に指紋が付着することを実験により証

明し，脅迫状から石川氏の指紋が全く発見されておらず，石川氏は脅迫状の作成などをしてい
ない。）

⑱ 　O供述（犯行現場の直近で犯行時間帯に農作業をしていたO氏は，被害者の悲鳴を聞いてい
ないし，被害者と犯人を見ていないと供述している。）

⑲ 　上山鑑定（豚を用いた逆さ吊り実験で，逆さ吊りをすれば，人間の場合でも足首に縛った跡
が残る。）　　　　

⑦再審の
経過　

 【第３次再審における主な証拠開示の経過】
2009（H21）.12.16  第２回三者協議　東京高裁が筆跡，犯行現場，取調べ・自白など８項目

にわたる証拠開示勧告
2010（H22）. 5.13  38点　逮捕当日の石川氏の上申書，取調べ録音テープ，捜査報告書（鞄

関係）など
2010（H22）.12.15 ５点　取調べ状況についての捜査報告書など
2011（H23）. 3.23 ５点　ルミノール反応検査に関する検察官の報告書など
2011（H23）.12.14 14点　６月29日付けの腕時計の捜索報告書など３物証関係の証拠
2012（H24）. 4.23 19点　スコップ関係，筆跡資料など
2012（H24）.10. 3 ４点　事件直後の聞き込み捜査報告書など
2013（H25）. 1.23 ４点　手拭い，腕時計，「秘密の暴露」関係の証拠など
2013（H25）. 1.29 15点　「秘密の暴露」関係の捜査資料
2013（H25）. 3.27 26点　手拭い関係の捜査資料
2013（H25）. 7.26 ３点　被害者使用のインク瓶等
2015（H27）. 1.23 東京高検の証拠物の一覧表（領置票）が開示
2015（H27）. 3.18 １点　航空写真ネガ（事件直後に撮影された航空写真112枚）
2015（H27）. 7.27 １点　事件直後の捜査報告書（「車の追い越し」関係）
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2017（H29）. 2. 1 １点　５月21日付上申書の作成に関わる警察官の捜査報告書
 　第３次再審請求審において，多数の証拠が開示されたことにより，確定判決を覆す新事実が明

らかになり，また，開示証拠をもとにして新証拠を多数作成・提出することができた。次の課題は，
鑑定人尋問を実施することである。

　　　　
⑨最近の
トピック

 　石川氏，菅家利和氏，櫻井昌司氏，袴田巌氏らが出演している映画『獄友』が公開されている。
弁護団は，総力をあげて，再審開始を目指す。

 
22　飯塚事件
①罪名等 死体遺棄，略取誘拐，殺人／死刑　　　　
②事件の
概要　

 　平成４年２月，福岡県飯塚市で登校中の小学１年生の女児２名が行方不明になり，翌日，同県
甘木市（現朝倉市）の山中を走る国道沿いの崖下で，共に遺体となって発見された。事件発生か
ら約２年半後の平成６年９月，被害女児の通う小学校付近に住んでいた久間三千年氏（事件当時
54歳）が死体遺棄容疑で逮捕され，その後，殺人罪で再逮捕。同年11月５日までに死体遺棄罪，
略取誘拐罪，殺人罪で起訴された。久間氏は一貫して犯行を否認し，直接証拠もなかったが，平
成11年，福岡地裁は死刑判決を出した。控訴審，上告審共に死刑を支持し，平成18年９月に死刑
が確定。平成20年10月に死刑が執行された。　　　　

③事件の
特色　

 ①　死刑が執行された事件の再審請求だということ。
　 　本件で再審開始決定が出されれば，国家が無実の人間を死に至らしめたとして，日本の死刑

制度の根幹を揺るがすことにつながる。また，そもそも久間氏の死刑執行は，本件と同様に
MCT118型DNA型鑑定を用いて有罪とされていた「足利事件」の再審請求審において，同鑑定
の再鑑定実施を認める弁護団意見書が裁判所に提出された直後に行われた。死刑確定から執行
まで僅か２年という極めて異例の速さでの執行であることも考え合わせると，不可解と言わざ
るを得ない。

②　久間氏が任意の取調べから死刑執行まで，一貫して犯行を否認していたこと。
　 　自白や他の直接証拠がないにもかかわらず，情況証拠のみから有罪となった。有罪認定の柱

となったのは，DNA型鑑定，目撃情報，血液型鑑定，繊維鑑定である。
③　DNAの再鑑定が不可能な状態であること。
　 　真犯人特定のための唯一の物証と言うべき，被害者の膣内などから採取された血痕が，捜査

段階で全量消費されており，最新のDNA型鑑定による再鑑定が不可能となっている。当時
DNA型鑑定に関与した大学教授によれば，DNA型鑑定を少なくとも100回以上は実施可能な資
料が採取されており，これを全量消費したとする科警研の姿勢が問われている。　　　　

④裁判の
経過　

 1992（H４）. 2.20 事件発生
1994（H６）. 9.23 久間氏を死体遺棄容疑で逮捕
1994（H６）.10.14 死体遺棄罪で起訴。殺人容疑で再逮捕
1994（H６）.11. 5 略取誘拐，殺人罪で追起訴
1995（H７）. 2.20 福岡地裁（第１回公判）起訴内容を全面否認
1999（H11）. 9.29 第一審　福岡地裁（死刑）（陶山博生裁判長）
2001（H13）.10.10 控訴審　福岡高裁　控訴棄却（死刑）（小出錞一裁判長）
2006（H18）. 9. 8 上告審　最高裁　上告棄却（死刑確定）（滝井繁男裁判長）
2008（H20）.10.28 死刑執行（享年70歳）

　　
　　
⑤確定審
の裁判所
の判断

 　自白やその他の直接証拠がない中で，DNA型鑑定や目撃証言などによる７件の情況証拠を積み
重ね，「個々の情況証拠も単独では被告人を犯人と断定することはできないものの，これらを総
合すれば被告人が犯人であることについては，合理的な疑いを超えて認定できる」とした。

⑧再審が
明らかに
した事項・
残された
問題点
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第２　再審事件の現状
　　
　　
⑥主要な
新証拠の
内容

 【DNA型鑑定についての新証拠の内容】
・ MCT118型鑑定は，事件当時，実用化されたばかりの手法であって，現在から見ると精度の低

い鑑定である。
・ 科警研のMCT118型鑑定の分析結果は誤りであり，久間氏のMCT118型は検出されていない。
・ 確定審で検察が証拠提出していたMCT118型の電気泳動図は，真犯人の可能性を示す型が写っ

た部分がカットされ，また，通常より光量を落として焼き付けるという改ざんが加えられてい
る。

（出典） GENJINブックレット「死刑執行された飯塚事件　久間三千
年さんの無罪を求める」現代人文社　2017年　P24

・ 改ざんされた部分からは，久間氏でも被害者でもない型が確認されており，真犯人の型である
可能性が高い。

【目撃情報についての新証拠の内容】
・ 目撃内容は極めて詳細なものであるが，再現実験によれば，そのように細部まで把握すること

は不可能である。
・目撃者の事情聴取前に，警察官が久間氏の車を下見に行き，目撃者の供述を誘導していた。
【血液型鑑定についての新証拠の内容】
・真犯人の血液型をB型とした科警研鑑定は信用できない。
・真犯人の血液型はAB型であり，B型の久間氏は犯人ではない。　　　　

⑦再審
の経過

 2009（H21）.10.28 再審申立て【新証拠：本田第１次鑑定書】
2010（H22）.12. 7  証拠開示申立て（DNA型鑑定関連資料，ネガフィルム，目撃証言関連捜

査記録等）
2011（H23）. 7. 8 【新証拠：厳島第２次鑑定書】
2012（H24）. 1.26 ネガフィルムの取寄せ決定
2012（H24）. 9.10 検察官・N司法警察員捜査報告書（一部黒塗り）開示
2012（H24）.10.25 裁判所・N司法警察員捜査報告書の全ての開示を勧告
2013（H25）. 5.13 本田鑑定人主尋問（DNA・血液型）
2013（H25）. 6.26 本田鑑定人反対尋問（DNA・血液型）
2013（H25）. 7　 審理終了。７月末決定予定
2013（H25）. 8. 7 ７月末に決定が出ないまま，裁判長（高原正良裁判長）が定年退官
2014（H26）. 3.31 福岡地裁・再審開始請求棄却決定（平塚浩司裁判長）
2014（H26）. 4. 3 福岡高裁へ即時抗告申立て
2015（H27）. 4.30 【新証拠：厳島第３次鑑定書】
2015（H27）. 8.17 【新証拠：本田３次鑑定書】
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2015（H27）.12. 2 【新証拠：厳島・北神鑑定書】
2016（H28）. 1.28 P技官意見書（血液型）
2016（H28）. 2.25 弁護人意見書（血液型）
2016（H28）.11.18 P技官証人尋問（血液型）
2017（H29）. 5.18 審理終了
2018（H30）. 2. 6 福岡高裁・即時抗告棄却決定（岡田信裁判長）
2018（H30）. 2.13 最高裁へ特別抗告申立て

※ 　確定第一審で死刑判決に関与した（第12回～50回公判に左陪席として立会い，主任裁判官と
して判決を起案し，判決書に名を連ねている）裁判官の一人（柴田寿宏裁判官）が，即時抗告
審の最後の打合せ期日に担当裁判官として関わっていた。同期日の開始から終了に至るまでの
間に，裁判長から裁判体構成変更の説明は一切されず，当該裁判官からの自己紹介もなかった。

 【明らかにした事項】
＜DNA型鑑定について＞
　４種類のDNA型鑑定が実施されているが，久間氏のDNA型が検出されているのは，MCT118
型鑑定のみである。確定判決は，他のDNA型鑑定で久間氏の型が検出されなかったことについて，
資料の量が検出感度以下であった可能性や，資料が劣悪であった可能性などを理由にあげて，検
出されなかった事実が，久間氏を犯人であると認定することと矛盾しないとしている。これは，
少なくともMCT118型では久間氏の型が検出されていることを前提としてなされたものであり，
⑥で述べた新証拠によってMCT118型鑑定結果に疑問が生じた以上，この判断は維持され得ない
ものであることが明らかとなった。

＜目撃情報について＞
　事件当日，犯行現場付近で犯行車両とすれ違ったとして，車両の特徴を数十個も指摘したT氏
の証言は本件有罪認定の重要な証拠となった。しかし，⑥で述べた新証拠によって，目撃現場は
急カーブが連続する狭い山道で運転に注意を要する場所であり，すれ違った程度で車両の特徴を
細部まで認識することは不可能であることが明らかになった。また，再審での証拠開示により，
T氏から事情聴取をする２日前に，警察官が久間氏の車両を見に行っていたことが明らかになっ
た。そして，T氏の供述には警察官からの誘導をうかがわせる特徴が見られる。

＜血液型鑑定について＞
　血液型鑑定では，犯人の血液型はB型であるとされ，B型の久間氏が犯人であることの根拠となっ
た。しかし，⑥で述べた新証拠により，当時，科警研が用いた血液型鑑定の手法では正確な結果
が出ず，当時の結果からは「AB型」とされるべきであったことが明らかとなった。

【残された問題点】
・再審における利益原則の形骸化・「結論先にありき」の判断
・証拠開示に対する検察官の強い抵抗と，証拠開示勧告に対する裁判所の消極的な姿勢
・科学的証拠に対する裁判所の無理解
・適正手続の不徹底（死刑判決に関与した裁判官の再審への関与）　　　　

⑨最近の
トピック

 ・ GENJINブックレット65『死刑執行された冤罪・飯塚事件　久間三千年さんの無罪を求める』発
刊（平成29年11月20日・現代人文社・著：飯塚事件弁護団）

 
23　北陵クリニック事件
①罪名等 殺人，殺人未遂／無期懲役　千葉刑務所にて服役中

⑧再審が
明らかに
した事項・
残された
問題点



─ 87 ─

第２　再審事件の現状

　　　　
②事件の
概要　

 　本件は，医療従事者が，自ら手を下して担当の患者を殺害した事件として世間的注目を集めた。
平成12年10月31日，仙台市の北陵クリニック（以下「クリニック」という。）小児科を受診した
小学校６年生の女児（以下「小６女児」という。）が，点滴の処置を受けて約５分後から容体が
急変して一時心肺停止に陥り，直ちに仙台市立病院に転送され，数日後に，遷延性意識障害（い
わゆる植物状態）と診断された。
　平成13年１月６日，クリニック准看護師の守大助氏（事件当時29歳）が任意同行の上，取調べ
を受け，小６女児の点滴に筋弛緩剤を混入し殺害を図ったことを自認したとして逮捕された。概
括的な自白調書等が作成されたが同月９日から否認と黙秘に転じた。その後同事件で起訴され，
更に同事件の前後にわたり同手口の犯行を行ったとして，89歳女性の殺人と，１歳女児，45歳男性，
４歳男児に対する殺人未遂（いずれも回復）の罪で逮捕と起訴が繰り返された。守氏は公判でも
全面否認し，今日まで一貫して犯行を否認している。
　弁護人は公判前の早い段階から今日まで，患者の容体変化はいずれも病気等によるもので，犯
罪・事件ではないとして争っている。　　　　

③事件の
特色　

 ① 　急変情報を得た警察は「筋弛緩剤事件」と断定し，小６女児が入院した市立病院の診療録を
入手検討せず任意同行で逮捕した。筋弛緩剤中毒とする診断鑑定書は１通もないままに起訴・
審理された。各患者の症状は，東北大医学部麻酔科主任教授の「筋弛緩剤中毒と必ずしも矛盾
しない」との公判証言に依拠し認定されている。

② 　本件発覚の発端となった小６女児を診た半田郁子小児科医師は，当日のカルテに「原因は不
明だが神経症状と考えられる」と記し，逮捕後の会見では「当時，私に分からない脳の病気か
と考えていた」と述べた。

　 　日本医大麻酔科主任教授は「呼吸の障害に起因するものでない急性脳症であり，筋弛緩剤中
毒ではあり得ない」と証言した。

③ 　当時クリニックの院長であった二階堂昇医師は，内科医として，89歳女性は，心筋梗塞によ
る死亡，45歳男性は薬剤の副作用と診断し，後の公判で，同女性の当時の死亡原因の診断に間
違いないと証言している。

④ 　１歳女児と４歳男児についても，容体急変当時は複数の医師により一定の診断がなされて何
らの不審も抱かれていない。当時は小６女児の急変原因疾患の具体的診断名だけが不明であっ
た。

⑤ 　５事件には血液や尿，点滴残溶液などの鑑定資料が計８点あるとされ，警察鑑定（質量分析
装置を用いた定性・定量鑑定）は，そのいずれについても，筋弛緩剤の成分ベクロニウムの含
有を認めたとする。ただし，鑑定資料は全て使い切り全量消費したとされ，弁護側には，再鑑
定の機会が与えられなかった。

⑥ 　鑑定事項は「鑑定資料中のベクロニウム含有の有無，含有ありとしてその濃度」である。警
察鑑定は，鑑定受託以前から標準品のベクロニウムを適切な質量分析条件の下で実験すると質
量/電荷比（m/z）258の電気信号のみが観測されることを確認していたとし，m/z258イオンの
みを分析対象として選択するよう質量分析計を設定して行なった血液等鑑定資料の分析実験に
より，標準品と同じ結果が得られたことから，鑑定資料中のベクロニウムの含有が証明された，
としている。

　 　だが，警察鑑定は，比較用の標準品のベクロニウムの質量分析でm/z258の信号が観測される
としながら，その結果を表す質量分析実験のデータを示しておらず，さらに，血液等の鑑定資
料についても，鑑定資料自体のマススペクトルが作成されていないため，鑑定資料の中身を直
接調べた実験データは存在しない。

⑦ 　確定２審において，弁護人は，標準品のベクロニウムの質量分析ではm/z279が観測されると
の世界的実験論文４点等の証拠を提出し，これを踏まえ，標準品の分析実験鑑定を行うよう求
めた。だが，裁判所は，標準品からm/z258イオンが出るとする科捜研技術吏員の証言には正確
性も信用性もあるとし，同吏員の質量分析結果の再現性を検証するための第三者による実験は
不必要として却下された。
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⑧ 　確定審では，患者の症状に対する医学的科学的な診断が欠けており，血液等の質量分析鑑定
では実験による分析科学的な裏付けが欠けていた。

　 　再審請求では，症状論として小６女児の急変原因疾患の具体的診断が，鑑定論としては標準
品のベクロニウムの質量分析の検証実験が課題となった。そのいずれも，新証拠として実現し，
確定審の審理欠如・不尽を新証拠が補充する結果となっている。　　　　

④裁判の
経過　

 1999（H11）. 2. 1 守氏が北陵クリニックで准看護師として勤務開始
2000（H12）. 2. 2 １歳女児が容体急変して回復
2000（H12）.10.31 11歳女児（小６女児）が容体急変後，遷延性意識障害（いわゆる植物状態）
2000（H12）.11.13 ４歳男児が容体急変して回復
2000（H12）.11.24午前 89歳女性が容体急変して死亡
2000（H12）.11.24午後 45歳男性が容体急変して回復
2001（H13）. 1. 6 １回目の逮捕
2001（H13）. 7.11 仙台地裁で第１回公判
2004（H16）. 3.30 第一審　仙台地裁　無期懲役判決（畑中英明裁判長）
2006（H18）. 3.22 控訴審　仙台高裁　控訴棄却（田中亮一裁判長）
2008（H20）. 2.25 上告審　最高裁　上告棄却（藤田宙靖裁判長）
2012（H24）. 2.10 仙台地裁に再審請求
2014（H26）. 3.25 仙台地裁　再審請求棄却（河村俊哉裁判長）
2018（H30）. 2.28 仙台高裁　即時抗告棄却（嶋原文雄裁判長）
  現在，特別抗告審の最高裁第三小法廷で審査中

　　
　　
⑤確定審
の裁判所
の判断

 　確定判決は，各患者の症状について，筋弛緩剤中毒とみて矛盾がないとする東北大学麻酔科教
授の証言を根拠に事実認定している。
　日本医科大学麻酔科主任小川龍教授は，「小６女児の症状経過は，明らかに，先に脳の循環と
呼吸の中枢機能に障害を来し，そのため循環数と呼吸数が低下している。先に呼吸が障害されて
酸素不足になり後に脳に障害が及ぶ筋弛緩剤中毒ではあり得ない」等と上記認定に真っ向から反
対する証言をしたが，これには何ら応答していない。
　血液等，鑑定資料中の筋弛緩剤の含有の有無をめぐる鑑定についても，確定判決は，鑑定資料
の全量消費を容認した上，科捜研技術吏員の証言だけに頼り，その裏付け実証データや第三者に
よる再現性のある実験データを求めなかった。
　確定判決は，「標準品のベクロニウムの分析実験で観測したm/z258が血液等の鑑定資料の分析
実験でも観測されたから，鑑定資料中のベクロニウムの含有が証明された」とする技術吏員の証
言を採用した。
　同技術吏員は，検出されたのはベクロニウムそのもの（未変化体）でありベクロニウムの加水
分解物（変化体）については分析を試みていない旨証言し，裁判所の事実認定も，同証言を念頭
にベクロニウムの加水分解物を事実認定から明示的に排除している。
　そして，判決は，ベクロニウムそのもの（未変化体）の含有が証明されたから事件性が認定で
きるとした。
　質量分析により物質の種類を決定するには，物質を同定するための指標を定めることが重要で
ある。ところが，確定審では，科捜研技術吏員の証言が独り歩きし，世界的実験論文４点等に記
述されているm/z279等の信号と土橋が実験で観測したとするm/z258の信号の関係や，そもそも
ベクロニウムの定性・同定の指標となり得る信号は何であるかということについて，客観的実験
データにより確認する審理が行われていない。

　　
　　
⑥主要な
新証拠の
内容

 【再審請求時に提出した新証拠】
①　志田意見書
　 　ベクロニウムを科捜研技術吏員の鑑定と同じ方法（ESI）によりイオン化し，質量分析しても，

m/z258イオンは検出されない。従って，m/z258の検出によって鑑定資料中のベクロニウム含
有が確認されたとする警察鑑定は誤りである。
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ベクロニウムからm/z279（557）が検出される
②　池田意見書
　 　被害者とされる小６女児の症状は，神経内科学的にみて筋弛緩剤の薬効と矛盾する。小６女

児の症状は，急性脳症とみるべきであり，その原因としてミトコンドリア病と診断できる。
③　浜田意見書
　 　供述心理分析の結果，確定判決が証拠とした請求人の自白等は同人の無実を示すものと言え

る。
【即時抗告審で提出した新証拠】
④　平成13年３月の「毒劇物テロ対策セミナー」テキストブック
　 　科捜研技術吏員が，標準品のベクロニウムについて本件の鑑定と同じ実験の結果を記載した

もの。
⑤　平成14年７月の「薬毒物分析実践ハンドブック」
　 　科捜研技術吏員が，鑑定の前提をなす知見と異なる実験結果（新証拠①と一致する結果）を

公表したもの。原稿は平成13年８月に脱稿。技術吏員は，平成13年12月の尋問で，この実験結
果に触れなかった。　　　　

⑦再審の
経過　

 平成24年２月10日　再審請求書提出
【要旨】
① 　ベクロニウムをESIでイオン化しても，m/z258イオンは生成されない。生成されることを前

提とする鑑定からは，鑑定資料中のベクロニウム含有を認定できない。よって鑑定資料にベク
ロニウムの含有はない。

② 　小６女児の症状は，ベクロニウムの薬効と矛盾する。また，その原因としてミトコンドリア
病と診断できる。従って，小６女児の症状をベクロニウムによる薬理作用と認めた確定判決の
判断は誤りである。

平成26年３月25日　再審請求棄却
【要旨】
① 　志田意見書の新規性は直ちに否定されないが，ベクロニウムが質量分析の過程で分解（加水

分解）ないし開裂（過剰エネルギーによる分子内結合の断裂）することで，m/z258は検出され
得る。警察鑑定は，鑑定資料からベクロニウムまたはその変化体を検出したものである。志田
意見書は「無罪を言い渡すべき明らかな証拠」には当たらない。

② 　池田意見書のうち，小６女児の症状はベクロニウムの薬効では説明がつかないとする部分に
新規性がない。また，同意見書が指摘する小６女児の各症状は，ベクロニウムの薬効と矛盾す
るものではない。小６女児の症状がミトコンドリア病によるものとする部分は新規性があるが，
明白性が認められない。よって，同意見書は「無罪を言い渡すべき明らかな証拠」には当たら
ない。

平成26年３月28日　即時抗告
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【要旨】
① 　確定判決の事実認定は，警察鑑定がベクロニウムの加水分解物を検出した可能性を排除して

いた。従って，原決定がベクロニウムの加水分解によりm/z258が検出され得るとした点は，確
定判決の判断と矛盾する。

　 　ベクロニウムの開裂によりm/z258が検出され得るとした点は，これを裏付ける実験データも
なく，証拠がない。検察官は，開裂によるm/z258の生成を示す実験データを提出できず，これ
を積極的には主張しないと述べている。

② 　原決定は腹痛・おう吐などベクロニウムの薬効からは説明できない小６女児の症状を恣意的
に除外して判断している。小６女児の症状や検査データはミトコンドリア病によって統一的に
説明できる。ミトコンドリア病である具体的可能性がないとした原決定は誤りである。

平成27年９月10日　進行協議申入書提出（審理の遅滞について）
平成28年１月19日　第１回三者打合せ
平成29年４月28日　検察官意見書提出
平成30年２月28日　即時抗告棄却
【要旨】
① 　（主位的認定）ベクロニウムの開裂によってm/z258が生じる。科捜研技術吏員は，ベクロニ

ウムからm/z258のみを検出し，ベクロニウムの加水分解物（変化体）からm/z237のみを検出
する方法を確立していた。

　 　（仮定的認定）仮にm/z258の検出がベクロニウムを加水分解させた結果であり，鑑定人が実
際は分解物を検出したのに，ベクロニウムそのものを検出したものと誤解していたとしても，
鑑定の信用性に影響はない。

　 　志田意見書に新規性はなく，明白性もない。
② 　池田意見書には，新規性，明白性がない。本件では，小６女児の生体試料からベクロニウム

が検出されたという客観的事実が存在し，小６女児の症状がその筋弛緩薬の効果で説明できる
との判断が確定しており，これに合理的疑いを生じさせるには，少なくとも，小６女児の症状
が別の疾病で説明可能であることが，明白かつ客観的な根拠に基づき示されなければならない。
遺伝子疾患であるミトコンドリア病について，遺伝子検査の結果も示さず，外形的に観察され
た症状からこれに該当し得ると強弁しても，確定判決の判断に合理的疑いを生じさせることに
はならない。

平成30年３月５日　特別抗告
 　科学的証拠に対する無理解と事実取調べに対する消極的な姿勢が顕著である。

　本件再審における争点の一部は，確定審段階で既に弁護側から争点として上げられていたもの
である。弁護側は確定２審において本件の新証拠と同趣旨の質量分析実験を行うよう鑑定請求し
ていたが，裁判所は必要を認めず却下した。もし確定二審の裁判所がこの鑑定を認めていれば，
裁判所の判断は異なるものとなっていたであろう。
　再審請求審では，検察官が，新証拠を受けて，確定審段階における主張を事実上撤回し，確定
審の最高検の答弁書（鑑定においてベクロニウムを誤って分解させてしまった結果，ベクロニウ
ムの変化体を検出したなどということはあり得ないと述べて，警察鑑定が分解物を検出したこと
を明確に否定したもの。）とも相容れない主張，すなわちベクロニウムの分解物検出論を展開した。
　請求審の裁判所は，この検察官の主張を一部採り入れて再審請求を棄却した。裁判所は，科捜
研技術吏員と新証拠の作成者である研修者・医師らに対する証人尋問の請求は，頑なに拒否した。
　事実取調べに対する裁判所の消極的姿勢は即時抗告審においても同様であったが，即時抗告審
の棄却決定は，検察官さえ「積極的には主張しない」とした事実を，証拠もなく認めるという，
科学無視の裁判と言うほかないものであった。
　特に，科捜研技術吏員に対する尋問は，裁判所が本件を適正に判断するためには絶対に必要で

⑧再審が
明らかに
した事項・
残された
問題点
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ある。即時抗告審の係属中に判明したことであるが，技術吏員は，確定審における尋問に先立ち，
鑑定の前提をなす知見とは異なる実験結果（新証拠①と一致する内容の新証拠⑤）を得ていた。
ところが，技術吏員は，尋問ではそのことに触れず，鑑定が間違いのないものであることを証言
した。その結果，確定審は判断を誤ったのである。
　科学的・専門的知見を採り入れることが不可欠である争点について，裁判所が素人的判断に終
始している現状は，直ちに改められなければならない。　　　　

⑨最近の
トピック

 　守氏は現在48歳である。事件当時29歳であった若者から奪われた月日はあまりにも長い。地元
宮城県を始め46の地域に支援団体が結成され，熱心な活動が展開されている。無実を訴え精力的
に活動を続けている守氏の両親のためにも，引き続きご支援いただきたい。

 
24　ロシア人おとり捜査事件（無罪判決確定）
①罪名等 銃砲刀剣類所持等取締法違反／懲役２年　　　　
②事件の
概要　

 　ロシア人船員であった請求人（当時27歳）は，平成９年11月13日，けん銃１丁，実包16発等を持っ
て小樽に来航し，翌14日，けん銃及び実包を持って船舶から降り，船舶が停泊していた場所から
ほど近い現場で，北海道警察本部生活安全部銃器対策課の警察官らにより，銃刀法違反の罪で現
行犯逮捕された。
　その後，請求人は，上記事実につき，銃砲刀剣類所持等取締法違反の罪で札幌地方裁判所に起
訴された。　　　　

③事件の
特色　

 ① 　本件捜査は，捜査機関が捜査協力者S１及びS２を利用したおとり捜査であり，逮捕現場には
S１も存在していた。

② 　確定審において，弁護人は，請求人はS１・S２を利用したおとり捜査によって逮捕されたこと，
その際に収集された証拠はいずれも違法収集証拠として排除されるべきであることを理由に無
罪を主張した。

③ 　確定審では，被告人質問のほか，捜査官複数名及び上記捜査協力者２名の証人尋問が実施さ
れたが，証人らはいずれも，S１及びS２は捜査協力者ではなく，S１は逮捕現場にはいなかっ
たと証言した。

④ 　確定判決は，証人らの証言の信用性を認め，おとり捜査はなかったと判断し，請求人に対し
懲役２年（実刑）の有罪判決を言い渡し，同判決は平成10年９月９日に確定し，請求人はその
後服役した。

⑤ 　請求人の服役後の平成14年７月10日に，本件捜査において捜査官として関与していた警察官
Aが覚せい剤取締法違反により緊急逮捕され，その捜査及び公判の課程において，銃器関係事
犯における北海道警察の組織ぐるみのおとり捜査やけん銃の偽装押収の実態が明らかになっ
た。

　 　また，同時に，本件確定審における捜査官らによる「請求人の逮捕現場に捜査協力者がいな
かった」旨の証言が偽証であったことや，捜査段階においても捜査官らが辻褄合わせのための
虚偽有印公文書作成・行使を行っていたことも明らかになった。

⑥ 　本件は，おとり捜査の違法性が争点となるとともに，違法なおとり捜査によって得られた証
拠について違法収集証拠排除法則が適用されて，証拠排除されるかが争点となった。

　 　また，証拠能力及び証拠排除法則をめぐる事実（訴訟法上の事実）に関する新証拠について
刑訴法435条６号における「証拠」に含まれるかが争点となり，再審請求審とその即時抗告審
において判断が分かれた。

⑦ 　再審公判においては，ロシアに在住する被告人の出頭が必要であったため，その出頭に格別
の配慮が必要であった。　　　　

④裁判の
経過　

 1997（H９）.11.14 事件発生（現行犯逮捕）
1998（H10）. 8.25 第一審　札幌地裁　有罪判決（懲役２年）（矢村宏裁判長）
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1998（H10）. 9. 9 同判決確定
2013（H25）. 9.25 再審請求
2016（H28）. 3. 3 札幌地裁　再審開始決定（刑訴法435条６号）（佐伯恒治裁判長）
2016（H28）. 3. 7 検察官　即時抗告
2016（H28）.10.26  札幌高裁　即時抗告棄却決定（刑訴法435条７号及び437条）（高橋徹裁

判長）
2016（H28）.11. 1 即時抗告棄却決定確定
2017（H29）. 2.23 再審公判
2017（H29）. 3. 7 札幌地裁　再審無罪判決（中桐圭一裁判長），同日確定

　　
　　
⑤確定審
の裁判所
の判断

 　捜査機関による違法なおとり捜査の有無等が争点となったが，確定判決は，現行犯逮捕の現場
に居合わせた警察官３名及び被告人が捜査協力者として指摘した者２名の証言等に基づき，警察
官が関与したおとり捜査はなかったと認定した上，被告人の公判廷供述，けん銃及び適合実包の
証拠物並びにこれに関する鑑定書等をあげて，けん銃加重所持罪により被告人に懲役２年の実刑
判決を言い渡した。
　被告人は，控訴せず，同判決は確定した。

　　
　　
⑥主要な
新証拠の
内容

 ① 　再審請求に先行して提起した国家賠償請求における元警察官Aの証人尋問調書（警察官Aが
服役中であったため，千葉刑務所にて所在尋問を実施）

②　元警察官Aが釈放された後に作成した供述書　　　　
⑦再審の
経過　

 ①　３度の三者協議期日が開かれた後，事実の取調べとして元警察官Aの証人尋問を実施した。
② 　証人尋問において，元警察官Aは，普段からS１・S２らに対し，「何でもいいから，誰でも

いいからけん銃をもってこさせろ」と指示していたこと，捜査当局は，事件前に請求人が日本
にけん銃を持ち込むという具体的な情報を有しておらず，そもそも請求人の名前すら把握して
いなかったこと，本件おとり捜査には公益目的などは存在せず，単なる成績稼ぎの目的のため
に行われたものであること，S１・S２の働きかけ行為は捜査機関の指示に基づいた行為であっ
たこと，逮捕後には警察が組織的に違法捜査を隠ぺいし，虚偽公文書作成・偽証を行ったなど
を証言した。

③ 　再審請求審は，捜査の必要性について以下のように判断した。「請求人にはロシアマフィア
や銃器犯罪への関与を示す事情などは全く存在せず，銃器犯罪の具体的嫌疑は何ら認められな
かったものといえる。検察官が言うように一般的には海外から密輸入されるけん銃を水際で阻
止する必要があるとしても，こうした具体的嫌疑のない者に対してまでわざわざ積極的にけん
銃を日本に持ち込ませるよう働きかけるというのは，背理であろう。請求人のように元々銃器
犯罪を行う意図のない者に対してまで犯意を誘発するような強い働きかけを行う必要性などは
到底認められないし，かえって，こうした強い働きかけを行うことにより，けん銃という危険
物を本邦に招き入れ，国民の生命，身体を殊更危険にさらしたものといえる」

　 　さらに，捜査官らによる隠ぺいについて以下のように判断した。「特筆すべきは，銃器対策
課の捜査官らは，事件後こぞって内容虚偽の捜査書類を作成した上，裁判でおとり捜査の違法
性が争われるや，内部で口裏合わせをした上，S１やS２は捜査協力者ではなく，おとり捜査は
行っていないなどと全く真実に反する証言をし，組織ぐるみで本件おとり捜査の存在を隠ぺい
している。こうした捜査官らの行為は，事案の真相を明らかにして，適正に刑罰法規を適用す
るという刑事裁判の目的を根底から覆し，請求人が公正な裁判を受ける権利を踏みにじるもの
である。これほど悪質な隠ぺい工作を図ったのは，銃器対策課の捜査官自身，本件おとり捜査
は到底許されないものであり，裁判でこれが明るみに出れば大変な事態になることを認識して
いたからであろう。…重大な違法をはらんだおとり捜査が行われたからこそ，銃器対策課が組
織ぐるみで隠ぺい工作を行ったというのが事の真相というべきであり，こうした事情もまた，
本件おとり捜査の違法性を裏付けているものと見ることができる」

　 　その上で，「本件おとり捜査は，およそ犯罪捜査の名に価するものではなく，重大な違法が
あるのは明らかである」とし，本件捜査によって得られた各証拠の証拠能力を認めず，証拠か



─ 93 ─

第２　再審事件の現状

ら排除した。
　 　そして，「請求人が真正なけん銃やこれに適合する実包を所持していたことは請求人自身認

めているものの，この自白を補強すべき証拠がなく，結局，刑訴法319条２項により犯罪の証
明がないことに帰するから，請求人求に対し無罪の言い渡しをすべきである。本件再審請求は，
刑訴法435条６号所定の有罪の言渡しを受けた者に対して無罪を言い渡すべき明らかな証拠を
新たに発見したときに該当する」と判断した。

④ 　即時抗告審は，結論として検察官の即時抗告を棄却したものの，その理由付けは請求審とは
内容を異にするものであった。

　 　即時抗告審は，「本件再審請求について，確定判決が認定に供した証拠が違法収集証拠であ
るか否かの判断の前提となる訴訟法上の事実の認定を問題にするものである限り，請求人から
提出された新証拠が，同号（刑訴法435条６号）所定の新規かつ明白な証拠に当たるとした原
判断は，同号の解釈及び適用を誤ったものといわざるを得ない」とした。その上で，「原判決
の証拠となった捜査書類を作成した司法警察職員が同条７号所定の職務に関する罪を犯した事
実が，当該犯罪に係る確定判決を得ることができないものの，その事実の証明があった場合（同
法437条本文）に該当する」として，即時抗告を棄却した。

⑤ 　再審公判は，いわゆる覆審の方式で審理されたが，検察官は，被告人の有罪立証を放棄し，
論告においても「被告人に対し，直ちに無罪判決が宣告されるべきである」と述べた。

　 　公判においては，被告人質問は実施されたものの，その他の証拠調べは行われず，被告人に
対し無罪判決が言い渡された。

再審無罪判決後に喜ぶ弁護団と請求人ら

 ① 　再審請求の即時抗告審が，確定判決が認定に供した証拠が違法収集証拠であるか否かの判断
の前提となる訴訟法上の事実の認定を問題にする新証拠について，刑訴法435条６号該当性を
認めなかったこと。

② 　再審請求の即時抗告審において，検察官が請求審（地裁段階）では主張していなかった主張（上
記訴訟法上の事実に関する証拠の法435条６号該当性に関する主張）を行い，即時抗告審がこ
れに沿う判断をしたこと。

③ 　再審公判が覆審の方式で行われた場合，検察官が立証を放棄すると実質的な証拠調べが行わ
れず，「誤った有罪確定判決を正して有罪の言い渡しを受けた者の名誉を回復する」という再
審制度の目的の達成が不十分になってしまうこと。　　　　

⑨最近の
トピック

 　平成28年に，本件を含む当時の北海道警察の違法捜査を描いた『日本で一番悪い奴ら』という
映画が公開された。

⑧再審が
明らかに
した事項・
残された
問題点
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25　大阪強姦事件（無罪判決確定）
①罪名等 強制わいせつ，強姦被告事件／懲役12年　　　　
②事件の
概要　

 　請求人（当時61歳）が平成16年頃から繰り返し少女を強姦等していたとして逮捕され，平成20
年９月30日付強制わいせつ罪，同年11月12日付強姦罪で起訴された。請求人は捜査・公判を通じて，
一貫して全ての事件を否認していた。しかし大阪地裁は少女の証言は信用できるなどとして，平
成21年５月15日，全ての公訴事実を認め，請求人に懲役12年の有罪判決を言い渡した（平成22年
７月21日控訴棄却，平成23年４月21日上告棄却により確定。）。
　請求人は服役していたが，平成26年になって，実際には被害事実が存在しなかったとの少女の
供述が得られたことから，平成26年９月12日付けで再審請求を行った。検察官は補充捜査の結果，
少女の身体に性的被害の痕跡が無いとするカルテが発見されたことなどから再審開始を争わず，
平成27年２月27日再審開始決定がなされ，同年10月16日再審無罪判決が言い渡された。
　平成28年10月５日，警察官，検察官，裁判官の各捜査・起訴・判決行為に違法があることなど
を理由として，請求人は，大阪地方裁判所に国家賠償請求訴訟を提起した。平成31年１月８日，
大阪地方裁判所は，原告の請求を全て棄却した。請求人は控訴したが，令和元年６月27日，大阪
高裁は控訴を棄却した。
　現在，上告中である。　　　　

③事件の
特色　

 ①　証拠関係等
　 　客観証拠が皆無といってよいほど乏しい事案であった上，少女の供述には不自然な点が多

かった。たとえば一般的な市営住宅である自宅において，他の家族もいるときに，室内で強姦
されたなどと供述していた。また，被害にあった時期に関して，不合理な変遷が見られた。

　　一方で，捜査機関は少女の身体の状況について，十分な捜査をしていなかった。
②　無実証拠の事後的発見
　 　再審請求を受けて，検察官が改めて各医療機関に対する照会を行った。その結果，少女が捜

査段階で，性的被害の痕跡が無いと診断されていたことを示すカルテを発見した（本件捜査段
階で，少女は，警察に被害を訴え出た後，捜査機関に告げずに産婦人科を受診していた）。

　 　捜査機関が当該カルテを収集していなかったことや，そもそも身体の状況を精密に捜査しな
かったことの過失が大いに問題となる。

　 　また，弁護人は，確定審控訴審段階で，少女の医療機関の受診歴を調査するための事実取調
べ請求を行ったが，控訴審裁判所はその事実取調べ請求を却下していた。控訴審裁判所が事実
取調べを採用すれば上記カルテが発見されていた可能性は高く，裁判所の過失も問題となる。

③　検察官による証拠一覧表交付
　 　再審請求審において，弁護人は，捜査機関に対して，その手持ち証拠の全ての開示を求め，

裁判所に対して，同旨の証拠開示命令を申し立てた。裁判所は証拠開示命令にかえて，検察官
に対して，証拠の一覧表を弁護人に交付することを命じた（平成27年１月14日付け）。しかる
に検察官は，この証拠の一覧表の交付を拒絶した。　　　　

④裁判の
経過　

 2004（H16）.11 「強姦」があったとされる
2008（H20）. 4　 「強姦」があったとされる
2008（H20）. 7 「強制わいせつ」があったとされる
2008（H20）. 8.21 被害届提出（強制わいせつ）
2008（H20）. 9.10 請求人逮捕（強制わいせつ9.11勾留）
2008（H20）. 9.30 起訴（強制わいせつ）
2008（H20）.10.24 勾留（強姦）
2008（H20）.11.12 起訴（強姦）
2009（H21）. 5.15  第一審　大阪地裁　判決（懲役12年）（杉田宗久裁判長）
2010（H22）. 7.21 控訴審　大阪高裁　判決（棄却）（湯川哲嗣裁判長）
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2011（H23）. 4.21 上告審　最高裁　決定（棄却）（岡部喜代子裁判長）→服役
2014（H26）. 9.12 再審請求（大阪地裁第３刑事部）
2014（H26）.11.18 請求人釈放（検察官指揮）
2015（H27）. 1.14 証拠開示命令（証拠の一覧表）
2015（H27）. 1.20 検察官　証拠開示命令を拒絶
2015（H27）. 2.27 大阪地裁　再審開始決定（登石郁朗裁判長）
2015（H27）.10.16 大阪地裁　再審無罪判決（芦高源裁判長）
2016（H28）.10. 5 国家賠償請求訴訟提起
2019（H31）. 1. 8 国家賠償請求訴訟　一審判決　大阪地裁　請求棄却（大島雅弘裁判長）
2019（R１）. 6.27 国家賠償請求訴訟　控訴審判決　大阪高裁　控訴棄却（中本敏嗣裁判長）

　　
　　
⑤確定審
の裁判所
の判断

 　「弱冠14歳の少女がありもしない強姦被害等をでっち上げるまでして親族を告訴することは非
常に考えにくい」「そのような稀有なことがあるとすればよほどの特殊な事情がなければならな
い」などとして，少女の供述が虚偽である可能性は基本的に乏しいという見方をした。そして客
観証拠が無く，前記のように変遷や不自然があるにもかかわらず，いずれも小さな問題であると
して，少女の供述の信用性を肯定した。
　控訴審においては，弁護人は前記のように，少女の医療機関の受診歴を調査するための事実取
調べ請求を行ったが，裁判所はその請求を却下した。

　　
　　
⑥主要な
新証拠の
内容

 　少女自身が，実際には被害に遭っていないという供述をした。その供述状況は録画して，裁判
所に提出した。

　　　　
⑦再審の
経過　

 　前記のように検察官は補充捜査を経て，請求人を釈放し，再審開始を争わなかった。再審請求
審中で，前記のように，証拠一覧表の交付命令を拒絶するという行為に出た。

 　捜査機関，裁判所を通じて，明らかな客観証拠の軽視の姿勢が見られた。少女が嘘を言うはず
がないという安易な思い込みによる訴追，事実認定がなされたと言える。
　しかしながら国家賠償請求訴訟において，一審判決は，捜査機関の捜査・訴追行為に違法は無
いとし，裁判所の判決行為にも違法が無いとした。また，証拠一覧表の交付拒絶行為についても，
再審請求人には証拠の一覧表の交付を受ける法律上の利益が無い（国家賠償請求は認められない）
とした。裁判所がこのように杜撰な捜査公判を追認したことは極めて重大な問題である。　　　　

⑨最近の
トピック

 　現在，国家賠償請求訴訟（上告審）が係属中である。

　

⑧再審が
明らかに
した事項・
残された
問題点
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第２章　再審に関する日弁連の取組み

第１　再審請求支援

１　日弁連の再審請求支援制度の概要
⑴　再審請求支援制度の歴史
　　日弁連が再審に初めて関わりを持ったのは1959年である。そのきっかけは，同年１

月28日付けの「徳島事件（徳島ラジオ商事件）の捜査には人権侵害がある」という人
権救済申立てだった。日弁連は，この申立てを受けて，人権擁護委員会内に「徳島事
件特別委員会」を設置して調査を行った。その結果，「検察官は，違法な取調べによっ
て関係者に虚偽の供述を強要し，犯人とされた冨士茂子氏は無実である」と判断する
に至り，1960年５月25日，法務大臣及び検事総長宛に，担当検察官に対して断固たる
処置をとることなどを要望した。

　　しかし，その後も検察庁の態度に変化がなかったため，上記特別委員会の委員が徳島
ラジオ商事件の弁護人に就任して弁護活動を行うなど，再審請求の弁護活動に積極的
に取り組むようになった。そして，このような取組みが，その後の人権擁護委員会にも
引き継がれることになり，それ以降，次々に特別委員会が設置され，個別事件の再審請
求の弁護活動に積極的に関わるようになった（なお，再審請求支援決定に至るまでの会
内手続や，再審請求支援決定がなされたときに設置される組織の名称等については，
時代によって変遷がある。）。

　　以上のような日弁連の取組みにより，1961年４月11日，吉田巌窟王事件の再審開始
決定が出たのを皮切りに，日弁連が再審請求支援をしてきた事件のうち17の事件につ
いて，これまでに再審無罪判決が確定している。日弁連がえん罪被害者の救済のため
に果たしてきた役割は大きい。

⑵　再審請求支援決定に至るまでの手続
　日弁連の再審支援決定に至るまでの手続の流れは以下のとおりである。

図表１　再審請求支援制度の手続の流れ

申立て

簡易審査

予備審査開始

予備審査

調査開始

本調査

不措置

予備審査不開始 移送

移送

中止

中止

再審請求支援決定

調査不開始
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　①　人権救済の申立て
　日弁連に再審請求支援を求めるときは，人権擁護委員会に人権救済の申立てを行
う。その場合，以下の事項を記載した人権救済申立書と，少なくとも判決書・決定
書全文の写し（第一審から確定に至るまでの全てのもの。それ以外の裁判記録があ
れば，その裁判記録も。）を提出する。

　　ア　裁判が行われた年月日及び裁判所
　　イ　控訴・上告やその取下げの有無等
　　ウ　各審級における弁護人の氏名
　　エ　確定判決が誤っていると考える理由（確定判決の認定に即して簡潔に記載する。）
　　オ　再審請求において提出を考えている新証拠の有無・内容
　②　簡易審査

　人権擁護委員会では，再審請求の支援を求める人権救済申立書が提出されると，
正副委員長会議で予備審査の要否を決定する。申立てに不備がある場合には申立人
に対して補正依頼が行われ，その後，審査の結果予備審査が必要と判断された場合
は，当該事件について人権擁護委員会第１部会（再審部会）で予備審査が開始され
る。他方，審査の結果，予備審査を行っても当該事件の再審請求を支援する見込み
がないことが明らかな場合は，予備審査不開始になる。また，各単位弁護士会又は
各弁護士会連合会で取り扱うのが相当と判断された場合は，当該事件は単位弁護士
会又は弁護士会連合会に移送される。

　③　予備審査
　人権擁護委員会第１部会（再審部会）では，当該事件について本格的な調査（本
調査）を実施するか否かを検討するために，予備審査を実施する。
　ただ，最近では再審請求支援を求める人権救済申立事件が多くなっており，2011
年以降，正式な予備審査（裁判記録の検討等も含む審査）の要否を判断するための
簡易な審査（事前審査）が試行的に実施されている。具体的には，人権擁護委員会
第１部会（再審部会）の部会長及び副部会長等が判決書と申立書（添付資料を含む）
だけを検討して事案の内容を簡潔に整理し，これを人権擁護委員会第１部会（再審
部会）で審議し，正式な予備審査を実施する必要性の有無を判断するというもので
ある。そして，正式な予備審査をしても当該事件の再審請求を支援する見込みがな
いことが明らかな場合は，その段階で調査不開始になる。それ以外の場合は，予備
審査担当委員を決定して予備審査を実施する（なお，単位弁護士会又は弁護士会連
合会に移送されることがあることは，上記②と同じである。）。
　予備審査担当委員は，申立書や裁判記録を検討し，必要に応じて申立人に照会す
るなどして審査を行い，その審査結果を踏まえて，人権擁護委員会第１部会（再審
部会）で本調査を実施するか否かを判断する（なお，事件によっては，本調査を経
ることなく直ちに再審請求を支援するのが相当と判断されることもある。また，単
位弁護士会又は弁護士会連合会に移送されることがあることは，上記②と同じであ
る。他方，予備審査を継続することが不相当と認められる場合は，中止となる。）。
その判断は，以下に掲げる事項を総合的に考慮して行われる。
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　　ア　有罪の言渡しをした確定判決又は控訴若しくは上告を棄却した確定判決が誤判
である可能性

　　イ　再審請求に必要とされる新証拠が発見される可能性
　　ウ　当該事件の内容，性質，社会的影響等に照らし，日弁連が当該事件の再審請求

支援を行う必要性の程度及び相当性
　④　本調査

　予備審査の結果，当該事件について本格的な調査が必要と判断される場合は，再
審事件調査委員会を設置して本格的な調査を実施する。再審事件調査委員会は，確
定判決の分析，裁判記録の精査，新証拠の収集，再審請求書の作成等の調査を行い，
その調査結果を踏まえて，人権擁護委員会第１部会（再審部会）で当該事件の再審
請求を支援するか否かを判断する（なお，本調査の継続が不相当と判断される場合
は，中止となる。）。その判断は，上記③のア～ウの事項を総合的に考慮して行われる。

　⑤　再審請求支援決定
　再審事件調査委員会で，当該事件の再審請求を支援することが相当と判断された
場合は，人権擁護委員会第１部会（再審部会），同常任委員会及び同全体委員会で
順次審議される。そして，人権擁護委員会全体委員会で承認されると，日弁連正副
会長会の審議を経て日弁連理事会に付議され，日弁連理事会で承認されれば，日弁
連として当該事件の再審請求を支援することになる。

⑶　支援の内容
　　再審請求の支援が決定されると，日弁連人権擁護委員会内に当該事件の再審事件委

員会が設置される。再審事件委員会の構成としては，日弁連から当該事件の再審請求
弁護人として派遣される弁護士が委員に選任されるほか，すでに当該事件の弁護団が
編成されている場合は，その弁護団からも数人の弁護人が委員に選任され，これらの
委員は当該事件の弁護人として再審請求の弁護活動に当たることになる。

　　そして，再審事件委員会が設置されると，日弁連職員が担当事務局として配置され，
記録の管理・謄写等の事務手続を担うことになる。また，再審事件委員会の会議費や
委員の旅費のほか，再審開始・再審無罪を獲得するために必要な鑑定・実験等の費用
の援助を日弁連から受けることができる。ただし，後者については，人権擁護委員会
第１部会（再審部会）及び同常任委員会の承認が必要である。

　　日弁連が当該事件には誤判の疑いがあると認定し，その再審請求の支援を決定する
ことは，当該事件の当事者や支援者，そして弁護人にとって大きな励みになり，社会
的には当該事件の再審開始・再審無罪獲得のための大きな原動力になっている。

　　なお，日弁連が支援する再審事件の弁護活動は無償で行われており，上記各支援に
ついても日弁連が費用を負担している。他方，日弁連が支援した再審事件につき無罪
判決が確定したときは，申立人（当該事件の再審請求人）の御厚意により，今後の日
弁連の再審請求支援活動の費用として役立てるため，申立人に支給される刑事補償金
や費用補償金の一部を人権特別基金に寄付していただいている。
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２　再審請求支援の現状
⑴　日弁連における再審支援申立件数及び支援決定件数
　　図表２は，日弁連に対して再審請求の支援を求める人権救済申立事件の申立件数と，

日弁連が再審請求支援を決定した件数をまとめたものである。

図表２　日弁連における再審支援申立件数・支援決定件数
年度 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

再審支援申立件数 ９ 12 26 27 26 24 24 22 39

支援決定件数 １ １ １ ０ ０ １ ０ ０ ０

支援決定事件名 日野町 足利
福井女子 
中学生 
殺人

東京電力 
女性社員 

殺害

年度 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

再審支援申立件数 34 48 52 37 63 58 41 44 40

支援決定件数 ０ １ ２※ ２ ０ １ １ ３ ０

支援決定事件名 松橋 東住吉
姫路郵便
局強盗/ 

大崎
小石川 豊川

鶴見/ 
恵庭殺人/ 

湖東

注）１　支援決定件数は，過年度の申立てを含む当該年度中に支援を決定した事件の件数である。
　　２　東住吉事件は，再審請求人（被告人）が２人であり，申立ては各別に行なわれた。

　⑵　現在の日弁連再審請求支援事件
　　図表３は，日弁連が支援している現在再審請求中の事件をまとめたものである。

図表３　日弁連支援の再審請求事件
（事件発生の年月日順。2019年７月31日現在）

事件名
事件発生年月日 確定判決年月日

確定判決 
裁判所

確定判決 現状 再審請求に対する裁判の経過支援決定日または 
事件委員会設置日

上訴棄却年月日

名張

1961（S36）.3.28 1969（S44）.9.10

名古屋高裁 死刑
第10次 
再審請求・異議審

①2002（H14）.4.8 
第６次特別抗告 
棄却決定（最高裁） 
③2005（H17）.4.5 
再審開始決定 

（名古屋高裁） 
⑤2006（H18）.12.26　 
原決定取消再審請求 
棄却決定（名古屋高
裁） 
⑦2010（H２w２）.4.5 
原決定取消差戻決定 

（最高裁） 
⑨2012（H24）.5.30 
特別抗告（第２次） 

（最高裁） 
⑪2013（H25）.11.5 
第８次再審請求 

（名古屋高裁）

②2002（H14）.4.10 
第７次再審請求 

（名古屋高裁） 
④2005（H17）.4.8 
検察官異議申立 

（名古屋高裁） 
⑥2007（H19）.1.4 
特別抗告 

（最高裁） 
⑧2012（H24）.5.25 
原決定取消再審請求
棄却決定（名古屋高
裁） 
⑩2013（H25）.10.16 
第２次特別抗告棄却
決定（最高裁） 
⑫2014（H26）.5.28 
再審請求棄却決定 

（名古屋高裁）
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事件名
事件発生年月日 確定判決年月日

確定判決 
裁判所

確定判決 現状 再審請求に対する裁判の経過支援決定日または 
事件委員会設置日

上訴棄却年月日

1973（S48）.10.27 
委員会設置

1972（S47）.6.15 
上告棄却

⑬2014（H26）.6.2 
弁護団異議申立 

（名古屋高裁） 
⑮2015（H27）.1.14 
特別抗告 

（最高裁） 
⑰2015（H27）.5.15 
第９次再審請求 

（名古屋高裁） 
⑲2015（H27）.11.6 
第10次再審請求（死
後再審） 

（名古屋高裁） 
⑳2017（H29）.12.11 
異議申立 

（名古屋高裁）

⑭2015（H27）.1.9 
異議申立棄却決定 

（名古屋高裁） 
⑯2015（H27）.5.15 
特別抗告申立取下げ 

（最高裁） 
⑱2015（H27）.10.15 
再審請求審終了決定 

（名古屋高裁） 
⑳2017（H29）.12.8 
再審請求棄却決定 

（名古屋高裁）

袴田 

1966（S41）.6.30 1968（S43）.9.11

静岡地裁 死刑
第２次 
再審請求・特別抗
告審

①1994（H６）.8.8　 
再審請求棄却決定 

（静岡地裁） 
③2004（H16）.8.26 
即時抗告棄却決定 

（東京高裁） 
⑤2008（H20）.3.24 
特別抗告棄却決定 

（最高裁） 
⑦2014（H26）.3.27 
再審開始決定，死刑 
及び拘置の執行停止 

（静岡地裁） 
⑨2018（H30）.6.11 
原決定取消再審請求 
棄却決定（東京高裁）

②1994（H６）.8.12 
即時抗告 

（東京高裁） 
④2004（H16）.9.1 
特別抗告 

（最高裁） 
⑥2008（H20）.4.25 
第２次再審請求 

（静岡地裁） 
⑧2014（H26）3.31 
検察官即時抗告 

（東京高裁） 
 
⑩2018（H30）.6.18 
特別抗告 

（最高裁）

1981（S56）.11.13 
委員会設置

1980（S55）.11.19 
上告棄却

マルヨ 
無線 

1966（S41）.12.5 1968（S43）.12.24

福岡地裁 死刑
第７次 
再審請求審

①1988（S63）.10.5 
第５次再審請求棄却
決定（福岡地裁） 
③1998（H10）.10.27 
第５次特別抗告棄却
決定（最高裁） 
⑤2008（H20）.3.26 
第６次再審請求棄却
決定（福岡地裁） 
⑦2012（H24）.3.29 
第６次即時抗告棄却
決定（福岡高裁） 
⑨2013（H25）.7.16 
第７次再審請求 

（福岡地裁）

②1995（H７）.3.28 
第５次即時抗告棄却
決定（福岡高裁） 
④1998（H10）.10.30 
第６次再審請求 

（福岡地裁） 
⑥2008（H20）.3.31 
即時抗告 

（福岡高裁） 
⑧2012（H24）.4.5 
特別抗告 

（最高裁）1975（S50）.12.8 
委員会設置

1970（S45）.11.12 
上告棄却
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事件名
事件発生年月日 確定判決年月日

確定判決 
裁判所

確定判決 現状 再審請求に対する裁判の経過支援決定日または 
事件委員会設置日

上訴棄却年月日

大崎

1979（S54）.10.12 1980（S55）.3.31

鹿児島地裁 懲役10年
第４次再審請求準
備中

①1995（H７）.4.19 
再審請求 

（鹿児島地裁） 
③2002（H14）.3.29 
検察官即時抗告 
 
 
⑤2006（H18）.1.30 
特別抗告棄却決定 

（最高裁） 
⑦2013（H25）.3.6 
第２次再審請求棄却
決定（鹿児島地裁） 
⑨2014（H26）.7.15 
即時抗告棄却決定 

（福岡高裁宮崎支部） 
⑪2015（H27）.2.2 
特別抗告棄却決定 

（最高裁） 
⑬2017（H29）.6.28 
再審開始決定（２度
目） 

（鹿児島地裁） 
⑮2018（H30）.3.12 
即時抗告棄却決定 

（福岡高裁宮崎支部） 
⑰2019（R１）.6.25 

（最高裁） 
原決定原々決定取消 
再審請求棄却決定

②2002（H14）.3.26 
再審開始決定 

（鹿児島地裁） 
④2004（H16）.12.9 
原決定取消再審請求
棄却決定（福岡高裁
宮崎支部） 
⑥2010（H22）.8.30 
第２次再審請求 

（鹿児島地裁） 
⑧2013（H25）.3.11 
即時抗告 

（福岡高裁宮崎支部） 
⑩2014（H26）.7.22 
特別抗告 

（最高裁） 
⑫2015（H27）.7.8 
第３次再審請求 

（鹿児島地裁） 
⑭2017（H29）.7.3 
検察官即時抗告 

（福岡高裁宮崎支部） 
⑯2018（H30）.3.19 
検察官特別抗告 

（最高裁）

2013（H25）.10.22 
支援決定

1981（S56）.1.30 
上告棄却

日野町 

1984（S59）.12.28
1995（H７）.6.30 

大津地裁 無期懲役
第２次 
再審請求・即時抗
告審

①2001（H13）.11.14 
再審請求 

（大津地裁） 
③2006（H18）.3.30　 
即時抗告 

（大阪高裁） 
⑤2012（H24）.3.30 
第２次再審請求 

（大津地裁） 
⑦2018（H30）.7.17 
検察官即時抗告 

（大阪高裁）

②2006（H18）.3.27　 
再審請求棄却決定 

（大津地裁） 
④2011（H23）.3.30 
即時抗告審終了決定 

（大阪高裁） 
⑥2018（H30）.7.11 
再審開始決定 

（大津地裁）2002（H14）.3.15 
支援決定

2000（H12）.9.27 
上告棄却 
2000（H12）.10.13 
異議申立棄却

福井 
女子 

中学生
殺人

1986（S61）.3.19
1995（H７）.2.9 

名古屋高裁 
金沢支部

懲役７年
第２次再審請求準
備中

①2004（H16）.7.15 
再審請求 

（名古屋高裁金沢支
部） 
③2011（H23）.12.5 
検察官異議申立 

（名古屋高裁） 
⑤2013（H25）.3.11 
特別抗告 

（最高裁）

②2011（H23）.11.30 
再審開始決定 

（名古屋高裁金沢支
部） 
④2013（H25）.3.6 
原決定取消再審請求 
棄却決定（名古屋高
裁） 
⑥2014（H26）.12.10 
特別抗告棄却決定 

（最高裁）

2004（H16）.3.19 
支援決定

1997（H９）.11.12 
上告棄却 
1997（H９）.11.21 
異議申立棄却
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事件名
事件発生年月日 確定判決年月日

確定判決 
裁判所

確定判決 現状 再審請求に対する裁判の経過支援決定日または 
事件委員会設置日

上訴棄却年月日

鶴見

1988（S63）.6.20 1995（H７）.9.7

横浜地裁 死刑
第２次 
再審請求審

①2006（H18）.4.17 
再審請求 

（横浜地裁） 
③2012（H24）.4.19 
即時抗告 

（東京高裁） 
⑤2017（H29）.12.27 
第２次再審請求 

（横浜地裁）

②2012（H24）.4.13 
再審請求棄却決定 

（横浜地裁） 
④2017（H29）.12.18 
即時抗告申立取下げ 

（東京高裁）
2017（H29）.8.25 
支援決定

2006（H18）.3.28 
上告棄却

恵庭 
殺人

2000（H12）.3.16 2003（H15）.3.31

札幌地裁 懲役16年
第２次 
再審請求・ 
特別抗告審

①2012（H24）.10.15 
再審請求 

（札幌地裁） 
③2015（H27）.7.17 
即時抗告棄却決定 

（札幌高裁） 
⑤2017（H29）.1.10 
第２次再審請求申立 

（札幌地裁） 
⑦2018（H30）.3.23 
即時抗告 

（札幌高裁） 
⑨2018（H30）.9.3 
特別抗告申立て 

（最高裁）

②2014（H26）.4.21 
再審請求棄却決定 

（札幌地裁） 
④2016（H28）.6.13 
特別抗告棄却決定 

（最高裁） 
⑥2018（H30）.3.20 
再審請求棄却 

（札幌地裁） 
⑧2018（H30）.8.27 
即時抗告棄却決定 

（札幌高裁）2017（H29）.10.18 
支援決定

2006（H18）.9.25 
上告棄却

姫路 
郵便局
強盗

2001（H13）.6.19 2004（H16）.1.9
神戸地裁 
姫路支部

懲役６年
再審請求審（差戻
審）

①2012（H24）.3.2 
再審請求 

（神戸地裁姫路支部） 
③2014（H26）.4.3 
即時抗告（大阪高裁） 
 
⑤2016（H28）.3.22 
特別抗告（最高裁）

②2014（H26）.3.28 
再審請求棄却決定 

（神戸地裁姫路支部） 
④2016（H28）.3.15 
原決定取消差戻決定 

（大阪高裁） 
⑥2017（H29）.10.31 
特別抗告棄却決定 

（最高裁）

2013（H25）.4.19 
支援決定

2006（H18）.4.19 
上告棄却

豊川

2002（H14）.7.28 2007（H19）.7.6

名古屋高裁 懲役17年 再審請求・異議審

①2016（H28）.7.15 
再審請求 

（名古屋高裁） 
③2019（H31）.1.28 
異議申立 

（名古屋高裁）

②2019（H31）.1.25 
再審請求棄却決定 

（名古屋高裁）

2016（H28）.6.16 
支援決定

2008（H20）.9.30 
上告棄却

小石川
2002（H14）.8.1 2004（H16）.3.29

東京地裁 無期懲役 再審請求審

①2015（H27）.6.24 
再審請求 

（東京地裁）2015（H27）.5.8 
支援決定

2005（H17）.6.17 
上告棄却
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事件名
事件発生年月日 確定判決年月日

確定判決 
裁判所

確定判決 現状 再審請求に対する裁判の経過支援決定日または 
事件委員会設置日

上訴棄却年月日

湖東

2003（H15）.5.22 2005（H17）.11.29

大津地裁 懲役12年 再審公判

①2010（H22）.9.21 
再審請求 

（大津地裁） 
③2011（H23）.4.2 
即時抗告申立て 

（大阪高裁） 
⑤2011（H23）.5.26 
特別抗告申立て 

（最高裁） 
⑦2012（H24）.9.28 
第２次再審請求 

（大津地裁） 
⑧2015（H27）.10.5 
即時抗告 

（大阪高裁） 
⑩2017（H29）.12.25 
検察官特別抗告 

（最高裁）

②2011（H23）.3.30 
再審請求棄却 

（大津地裁） 
④2011（H23）.5.23 
即時抗告棄却 

（大阪高裁） 
⑥2011（H23）.8.24 
特別抗告棄却 

（最高裁） 
⑧2015（H27）.9.30 
再審請求棄却 

（大津地裁） 
⑨2017（H29）.12.20 
再審開始決定 

（大阪高裁） 
⑪2019（H31）.3.18 
検察官特別抗告棄却 

（最高裁）

2018（H30）.3.15 
支援決定

2007（H19）.5.21 
上告棄却

難波ビ
デオ店
放火 
殺人

2008（H20）.10.1 2009（H21）.12.2

大阪地裁 死刑
第２次再審請求

準備中

①2014（H26）.5.28 
再審請求 

（大阪地裁） 
③2016（H28）.4.4 
即時抗告申立て 

（大阪高裁） 
⑤2018（H30）.10.13 
特別抗告申立て 

（最高裁）

②2016（H28）.3.30 
再審請求棄却 

（大阪地裁） 
④2018（H30）.10.9 
即時抗告棄却 

（大阪高裁） 
⑥2019（R１）.7.17 
特別抗告棄却 

（最高裁）

2019(R1).6.20 
支援決定

2014(H26).3.6 
上告棄却 
2014(H26).3.26 
判決訂正申立棄却

３　再審請求支援の成果
　図表４は，これまでに日弁連が支援して無罪が確定した事件をまとめたものである。

図表４　日弁連支援の無罪確定事件
（無罪判決確定の年月日順。2019年７月31日現在）

事
件
名

事件名・事件の概要

①事件発生年月日 ⑤確定判決裁判所

②支援決定または 
事件委員会設置日 ⑥確定判決

③確定判決年月日 ⑦再審開始決定 
年月日・裁判所

④上訴棄却年月日 ⑧無罪判決年月日・ 
裁判所

吉
田

　1913年（大正２年）８月13日の夜半，名古屋市郊外で一人の車曳が背後から後頭
部を殴られて即死し，所持金を奪われたという事件である。吉田石松氏は，共犯者
とされる２名の者の「吉田氏に唆されて犯行に及んだ」という供述を根拠に逮捕・
起訴され，名古屋地裁は強盗殺人罪により死刑の有罪判決を言い渡したが，1914年

（大正３年）７月31日，名古屋控訴院は無期懲役の有罪判決を言い渡した。そして，
上告も棄却されて，名古屋控訴院の有罪判決が確定した。
　その後，５度にわたる再審請求の末，1961年（昭和36年）４月11日，名古屋高裁
は，前記２名の偽証告白の信用性を認めて再審開始を決定した。そして，1963年（昭
和38年）２月28日，名古屋高裁は再審無罪判決を言い渡した。

①1913（T２）.8.13 ⑤名古屋控訴院

②1961（S36）.6.17 
特別委員会設置 ⑥無期懲役

③1914（T３）.7.31 ⑦1961（S36）.4.11 
名古屋高裁

④1914（T３）.11.4 ⑧1963（S38）.2.28 
名古屋高裁
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弘
前

　1949年（昭和24年）８月６日の深夜，弘前大学教授の婦人が，弘前市在府町の自
宅で就寝中，何者かによって刺殺されたという事件である。那須隆氏が被疑者とし
て逮捕・起訴され，第一審の青森地裁弘前支部は無罪判決を言い渡したが，1952年

（昭和27年）５月31日，仙台高裁は，殺人罪等により懲役15年の有罪判決を言い渡
した。そして，上告も棄却されて，仙台高裁の有罪判決が確定した。 
　その後，1976年（昭和51年）７月13日，仙台高裁（異議審）は，那須氏のシャツ
に被害者の血痕が付着していたとの鑑定について，その血痕は押収後に作出された
疑いがあることを指摘し，真犯人と名乗り出た者の供述にも信用性を認めて，再審
開始を決定した。そして，1977年（昭和52年）２月15日，仙台高裁は再審判決（殺
人罪について，第一審の無罪判決に対する控訴を棄却）を言い渡した。

①1949（S24）.8.6 ⑤仙台高裁

②1971（S46）.9.17 
事件委員会設置 ⑥懲役15年

③1952（S27）.5.31 ⑦1976（S51）.7.13 
仙台高裁異議審

④1953（S28）.2.19 ⑧1977（S52）.2.15 
仙台高裁

加
藤

　1915年（大正４年）７月11日午前１時頃，山口県豊浦郡殿居村（現：下関市）の
炭焼人夫が自分の小屋内で惨殺されているのが発見されたという事件である。加藤
新一氏は，共犯者とされる者の「加藤氏と共謀し，被害者の所持金を盗む目的で被
害者の小屋に侵入したが，被害者が目を覚ましたので，加藤氏が持参した押切刀で
被害者を殺し，逃走した」という供述を根拠に逮捕・起訴された。第一審の山口地
裁は，無期懲役の有罪判決を言い渡し，1916年（大正５年）８月４日，広島控訴院
は，第一審判決を破棄した上で，改めて住居侵入，殺人，強盗致死の各罪により無
期懲役の有罪判決を言い渡した。そして，上告も棄却されて，広島控訴院の有罪判
決が確定した。 
　その後，６度にわたる再審請求の末，1976年（昭和51年）９月18日，広島高裁は，
被害者の殺害に用いられた凶器と死体の傷とが整合しないことや，加藤氏の着衣に
人血が付着しているとの鑑定には疑問があることなどを指摘し，再審開始を決定し
た。そして，1977年（昭和52年）７月７日，広島高裁は再審無罪判決を言い渡した。

①1915（T４）.7.11 ⑤広島控訴院

②1969（S44）.6.17 
事件委員会設置 ⑥無期懲役

③1916（T５）.8.4 ⑦1976（S51）.9.18 
広島高裁

④1916（T５）.11.7 ⑧1977（S52）.7.7 
広島高裁

米
谷

　1952年（昭和27年）２月25日，青森県東津軽郡高田村（現：青森市）において，
被害者が自宅で何者かに絞殺されたという事件である。米谷四郎氏が被疑者として
逮捕・起訴され，1952年（昭和27）12月５日，青森地裁は，強姦致死罪により懲役
10年の有罪判決を言い渡した。その後，控訴が棄却され，米谷氏は上告を断念した
ことから，青森地裁の有罪判決が確定した。 
　ところが，その後，別の人物が本件犯行を告白したことから，東京地検は同人を
本件の真犯人として起訴したものの，東京地裁は同人に対して無罪判決を言い渡し，
その後，控訴審係属中に同人が自殺したため，同人に対する公訴は棄却された。こ
の間，米谷氏は，青森地裁に再審請求を行っていたところ，1973年（昭和48年）３
月30日，青森地裁は再審請求を棄却したが，1976年（昭和51年）10月30日，仙台高
裁（即時抗告審）は，被害者の着衣に付着した遺留精液斑が米谷氏に由来するとの
鑑定には疑問があることを指摘し，目撃供述や米谷氏の自白の信用性を否定すると
ともに，真犯人と名乗り出た者の供述に信用性を認めて，再審開始を決定した。そ
して，1978年（昭和53年）７月31日，青森地裁は再審無罪判決を言い渡した。

①1952（S27）.2.25 ⑤青森地裁

②1967（S42）.3.18 
事件委員会設置 ⑥懲役10年

③1952（S27）.12.5 ⑦1976（S51）.10.30 
仙台高裁抗告審

④1953（S28）.8.22 ⑧1978（S53）.7.31 
青森地裁

滝

　滝淳之助氏は，1951年（昭和26年）１月に窃盗の嫌疑で逮捕されて以降，次々と
強盗殺人事件，強盗傷人事件，強盗事件及び窃盗事件を自白し，多数の事件で起訴
された。そして，1953年（昭和28年）６月13日，東京地裁は，強盗殺人，強盗傷人，
強盗，窃盗の各罪により，①12事件につき無期懲役，②４事件につき懲役５年，③
３事件につき懲役５年の各有罪判決（その余の事件については無罪判決）を言い渡
した。これに対し，滝氏は，一旦は控訴したものの，その後，控訴を取り下げたこ
とから，東京地裁の有罪判決が確定した。 
　その後，滝氏は，前記19事件のうち11事件についてはアリバイが存在すると主張
し，そのうち２事件については身柄が拘束されていたことを裏付ける新証拠を発見
したとして，再審請求を行ったところ，1976年（昭和51年）２月14日，東京地裁は
再審請求を棄却したが，1980年（昭和55年）10月16日，東京高裁は２事件のうち１
事件についてアリバイの存在を認めて再審開始を決定した。そして，1981年（昭和
56年）３月27日，東京地裁は，再審が開始された事件（1950年（昭和25年）５月20
日の強盗事件）について無罪の判断をした上で，①のうちこれを除いた11事件につ
き改めて無期懲役の有罪判決を言い渡した。

①*1950（S25）.5.20 ⑤東京地裁

②1964（S39）.1.31 
特別委員会設置

⑥*無期懲役 
懲役５年 
懲役５年

③1953（S28）.6.13 ⑦1980（S55）.10.16 
東京高裁抗告審

④1953（S28）.9.10 
控訴取下げ

⑧1981（S56）.3.27 
東京地裁
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免
田

　1948年（昭和23年）12月29日午後11時30分頃，熊本県人吉市北泉田町の被害者宅
において，一家４人が殺傷されたという事件である。免田栄氏が被疑者として逮捕・
起訴され，1950年（昭和25年）年３月23日，熊本地裁八代支部は，住居侵入，強盗
殺人，強盗殺人未遂の各罪により死刑の有罪判決を言い渡した。そして，控訴，上
告とも棄却されて，熊本地裁八代支部の有罪判決が確定した。 
　その後，６度にわたって再審請求が行われ，この間，第３次再審請求において，
1956年（昭和31年）８月10日，熊本地裁八代支部が一旦は再審開始を決定したもの
の，検察官の即時抗告を受けて，同決定は福岡高裁で取り消された。しかし，第６
次再審請求において，1979年（昭和54年）９月27日，福岡高裁（即時抗告審）は，
凶器とされた鉈に付着していた血液が被害者の血液型と同じであるとの鑑定や，自
白調書で述べられた犯行態様や犯行後の足取りには疑問があると指摘し，そのこと
は自白の信用性に影響を及ぼすとして，再審開始を決定した。そして，1983年（昭
和58年）７月15日，熊本地裁八代支部は再審無罪判決を言い渡した。

①1948（S23）.12.29 ⑤熊本地裁八代支部

②1961（S36）.9.23 
特別委員会設置 ⑥死刑

③1950（S25）.3.23 ⑦1979（S54）.9.27 
福岡高裁抗告審

④1951（S26）.12.25 ⑧1983（S58）.7.15 
熊本地裁八代支部

財
田
川

　1950年（昭和25年）２月28日未明，香川県三豊郡財田村（現：三豊市）において，
被害者が自宅の居間兼寝室で就寝中，何者かに襲われ，刺身包丁様の鋭利な刃物で
30数か所の刺切傷を負わされ，急性失血により死亡するとともに，現金約１万3000
円が強奪されたという事件である。谷口繁義氏が被疑者として逮捕・起訴され，
1952年（昭和27年）２月20日，高松地裁丸亀支部は，強盗殺人罪により死刑の有罪
判決を言い渡した。そして，控訴，上告とも棄却されて，高松地裁丸亀支部の有罪
判決が確定した。 
　その後，２度にわたって再審請求が行われ，第２次再審請求において，請求審，
即時抗告審とも再審請求を棄却していた。しかし，1976年（昭和51年）10月12日，
最高裁は，犯行現場に残された血痕足跡が自白の内容と合致しないことなど，自白
には様々な疑問点があることを指摘し，白鳥決定の判断枠組を踏襲して，原決定及
び原々決定を取り消し，本件を高松地裁に差し戻した。その後，1979年（昭和54年）
６月７日，高松地裁（差戻請求審）は再審開始を決定し，1984年（昭和59年）３月
12日，高松地裁は再審無罪判決を言い渡した。

①1950（S25）.2.28 ⑤高松地裁丸亀支部

②1976（S51）.9.17 
事件委員会設置 ⑥死刑

③1952（S27）.2.20 ⑦1979（S54）.6.7 
高松地裁差戻審

④1957（S32）.1.22 ⑧1984（S59）.3.12 
高松地裁

松
山

　1955年（昭和30年）10月18日午前３時50分頃，宮城県志田郡松山町（現：大崎市）
の被害者宅から火災が発生し，被害者宅が全焼するとともに，焼け跡から夫婦と子
ども２人の焼死体が発見されたという事件である。４人の焼死体には，いずれも割
創があったことから，殺人・放火事件として捜査が進められ，斎藤幸夫氏が被疑者
として逮捕・起訴され，1957年（昭和32年）10月29日，仙台地裁古川支部は，強盗
殺人，非現住建造物放火の各罪により死刑の有罪判決を言い渡した。そして，控訴，
上告とも棄却されて，仙台地裁古川支部の有罪判決が確定した。 
　その後，２度にわたる再審請求の末，1979年（昭和54年）12月６日，仙台地裁（差
戻請求審）は，斎藤氏宅から押収された掛布団の襟当に被害者の血液と同型の血痕
が付着していたとの鑑定の証拠価値は著しく減弱しており，斎藤氏の事件当時の着
衣であるジャンパーやズボンにも当初から血痕が付着していなかった蓋然性が高
く，斎藤氏の自白の信用性にも疑問があるとして，再審開始を決定した。そして，
1984（昭和59）年７月11日，仙台地裁は再審無罪判決を言い渡した。

①1955（S30）.10.18 ⑤仙台地裁古川支部

②1962（S37）.11.20 
特別委員会設置 ⑥死刑

③1957（S32）.10.29 ⑦1979（S54）.12.6 
仙台地裁差戻審

④1960（S35）.11.1 ⑧1984（S59）.7.11 
仙台地裁

徳
島

　1953年（昭和28年）11月５日未明，徳島駅前のラジオ商が何者かに殺されたとい
う事件である。警察は，ラジオ商の店員である少年２名を別件で逮捕し，その供述
を根拠に被害者の内妻であった冨士茂子氏が逮捕・起訴され，1956年（昭和31年）
４月18日，徳島地裁は，殺人罪により懲役13年の有罪判決を言い渡した。そして，
控訴が棄却され，冨士氏は一旦は上告をしたものの，その後，上告を取り下げたこ
とから，徳島地裁の有罪判決が確定した。 
　その後，５度にわたって再審請求が行われていたが，第５次再審請求中の1979年

（昭和54年）11月15日に冨士氏が病死したことから，冨士氏の姉妹弟が第６次再審
請求（死後再審）としてこれを引き継いだ。そして，1980年（昭和55年）12月13日，
徳島地裁は，前記少年２名の供述が偽証であることを認めるとともに，冨士氏の自
白の任意性・信用性にも疑問があり，外部犯人による犯行であることをうかがわせ
る証拠もあるなどとして，再審開始を決定した。そして，1985年（昭和60年）７月
９日，徳島地裁は再審無罪判決を言い渡した。

①1953（S28）.11.5 ⑤徳島地裁

②1959（S34） 
特別委員会設置 ⑥懲役13年

③1956（S31）.4.18 ⑦1980（S55）.12.13 
徳島地裁

④1958（S33）.5.12 
上告取下げ

⑧1985（S60）.7.9 
徳島地裁
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梅
田

　1950年（昭和25年）10月10日，北海道北見市の山径上で北見営林局の職員が現金
19万円を奪われて殺害され，現場付近に埋められていたのが６か月後に発見された
という事件である。本件の主犯とされる者は，当初は単独犯行であると供述してい
たが，その後，梅田義光氏に殺害させたと供述したことから，その供述を根拠に梅
田氏が逮捕・起訴され，1954年（昭和29年）７月７日，釧路地裁網走支部は，強盗
殺人，死体遺棄の各罪により無期懲役の有罪判決を言い渡した。そして，控訴，上
告とも棄却されて，釧路地裁網走支部の有罪判決が確定した。 
　その後，２度にわたる再審請求の末，1982年（昭和57年）12月20日，釧路地裁網
走支部は，梅田氏の自白による打撃態様が被害者の頭部損傷の状況と整合しない疑
いがあることを指摘し，梅田氏の自白や主犯とされる者の供述の信用性にも疑問が
ある上，梅田氏にはアリバイが存在する可能性もあるなどとして，再審開始を決定
した。そして，1986年（昭和61年）８月27日，釧路地裁は再審無罪判決を言い渡し
た。

①1950（S25）.10.10 ⑤釧路地裁網走支部

②1964（S39）.1.31 
特別委員会設置 ⑥無期懲役

③1954（S29）.7.7 ⑦1982（S57）.12.20 
釧路地裁網走支部

④1957（S32）.11.14 ⑧1986（S61）.8.27 
釧路地裁

島
田

　1954年（昭和29年）３月10日，静岡県島田市の幼稚園で６歳の女児が誘拐され，
３日後，市内を流れる大井川南岸の山中で強姦され殺された死体が発見されたとい
う事件である。赤堀政夫氏が被疑者として逮捕・起訴され，1958年（昭和33年）５
月23日，静岡地裁は，強姦致傷，殺人の各罪により死刑の有罪判決を言い渡した。
そして，控訴，上告とも棄却されて，静岡地裁の有罪判決が確定した。 
　その後，４度にわたる再審請求の末，1986年（昭和61年）５月29日，静岡地裁（差
戻請求審）は，犯行順序や被害者の陰部損傷・胸部損傷の状況が赤堀氏の自白と整
合せず，犯行後の足どりに関する自白調書の中には明らかに客観的事実に反する供
述が含まれていることなどから，自白の信用性には疑問があるとして，再審開始を
決定した。そして，1989年（平成元年）１月31日，静岡地裁は再審無罪判決を言い
渡した。

①1954（S29）.3.10 ⑤静岡地裁

②1977（S52）.3.18 
事件委員会設置 ⑥死刑

③1958（S33）.5.23 ⑦1986（S61）.5.29 
静岡地裁差戻審

④1960（S35）.12.15 ⑧1989（H１）.1.31 
静岡地裁

榎
井
村
（
え
な
い
む
ら
）

　1946年（昭和21年）８月21日午前２時頃，２人組の何者かが香川県仲多度郡榎井
村（現：琴平町）の被害者宅に侵入し，その庭先で被害者を拳銃で射殺し，逃走し
たという事件である。吉田勇氏は，別件の建造物侵入及び拳銃所持を理由に，行政
執行法に基づく行政検束により身柄を拘束され，その後，予審を経て公判に付され
た。1947年（昭和22年）12月24日，高松地裁は住居侵入，殺人等の各罪により無期
懲役の有罪判決を言い渡したが，1948年（昭和23年）11月９日，高松高裁は懲役15
年の有罪判決を言い渡した。そして，上告も棄却されて，高松高裁の有罪判決が確
定した。 
　その後，1993年（平成５年）11月１日，高松高裁は，犯人が現場に遺留したパナ
マ帽が吉田氏の所有物であることに疑問があることを指摘するとともに，共犯者と
される者の自白の信用性にも疑問があるとして，再審開始を決定した。そして，
1994年（平成６年）３月22日，高松高裁は住居侵入，殺人の各罪について再審無罪
判決を言い渡した。

①*1946（S21）.8.21 ⑤高松高裁

②1990（H２）.3.16 
支援決定 ⑥*懲役15年

③1948（S23）.11.9 ⑦1993（H５）.11.1 
高松高裁

④1949（S24）.4.28 ⑧1994（H６）.3.22 
高松高裁

足
利

　1990年（平成２年）５月12日午後６時30分頃，栃木県足利市のパチンコ店付近で
４歳の女児が行方不明となり，翌13日に同市内の渡良瀬川河川敷において全裸体の
死体で発見され，女児の着衣等のうち半袖下着に精液が付着していたという事件で
ある。警察から不審人物として狙いをつけられた菅家利和氏は，同人が捨てたゴミ
の遺留物について科学警察研究所が実施したＤＮＡ型鑑定を根拠に犯人と決めつけ
られて自白させられ，それを根拠に逮捕・起訴された。1993年（平成５年）７月７
日，宇都宮地裁は，わいせつ誘拐，殺人，死体遺棄の各罪により無期懲役の有罪判
決を言い渡し，控訴・上告とも棄却されて，宇都宮地裁の有罪判決が確定した。 
　その後，2009年（平成21年）６月23日，東京高裁（即時抗告審）は，裁判所が実
施したＤＮＡ型再鑑定の結果を踏まえ，犯行現場付近に遺留されていた被害者の半
袖下着に付着した犯人のものと思われる精液のＤＮＡ型は菅家氏の型と一致せず，
自白の信用性にも疑問があるとして，再審開始を決定した。そして，2010年（平成
22年）３月26日，宇都宮地裁は再審無罪判決を言い渡した。

①1990（H２）.5.12 ⑤宇都宮地裁

②2002（H14）.12.20 
支援決定 ⑥無期懲役

③1993（H５）.7.7 ⑦2009（H21）.6.23 
東京高裁抗告審

④2000（H12）.7.17 ⑧2010（H22）.3.26 
宇都宮地裁

布
川

　1967年（昭和42年）８月30日の朝，茨城県北相馬郡利根町布川において，一人暮
らしの大工が自宅で殺害されているのが発見されたという事件であり，部屋にあっ
たロッカーや机の引出などの状況から物色があったこともうかがわれた。櫻井昌司
氏と杉山卓男氏は，いずれも別件で逮捕・勾留されて本件の自白に追い込まれ，そ
れを根拠に逮捕・起訴された。1970年（昭和45年）10月６日，水戸地裁土浦支部は，
両名について，強盗殺人罪等により無期懲役の有罪判決を言い渡し，控訴・上告と
も棄却されて，水戸地裁土浦支部の有罪判決が確定した。 
　その後，２度にわたる再審請求の末，2005年（平成17年）９月21日，水戸地裁土
浦支部は，殺害方法や殺害行為の順序が両名の自白と整合しないことを指摘し，両
名の自白の信用性や目撃証言について再検討したところ，その信用性には疑問があ
るなどとして，再審開始を決定した。そして，2011年（平成23年）５月24日，水戸
地裁土浦支部は強盗殺人罪について再審無罪判決を言い渡した。

①*1967（S42）.8.28 ⑤水戸地裁土浦支部

②1978（S53）.9.13 
事件委員会設置 ⑥*無期懲役

③1970（S45）.10.6 ⑦2005（H17）.9.21 
水戸地裁土浦支部

④1978（S53）.7.3 ⑧2011（H23）.5.24 
水戸地裁土浦支部
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東
京
電
力
女
性
社
員
殺
害

　1997年（平成９年）３月19日，東京都渋谷区にあるアパートの１階で東京電力に
勤務していた女性の死体が発見されたという事件である。ネパール人のゴビンダ・
プラサド・マイナリ氏は，別件の出入国管理及び難民認定法違反（不法残留）の嫌
疑で逮捕・起訴された後，本件で逮捕・起訴され，第一審の東京地裁は無罪判決を
言い渡したが，2000年（平成12年）12月22日，東京高裁は強盗殺人罪により無期懲
役の有罪判決を言い渡した。そして，上告も棄却されて，東京高裁の有罪判決が確
定した。 
　その後，2012年（平成24年）６月７日，東京高裁は，検察官が実施したＤＮＡ型
鑑定の結果を踏まえ，マイナリ氏以外の第三者が犯行現場であるアパートの１階で
被害者と性交し，その後，被害者を殴打した可能性を指摘し，確定判決の有罪認定
の証拠構造の骨格をなす判断にも疑問が生じたとして，再審開始を決定した。そし
て，2012年（平成24年）11月７日，東京高裁は再審判決（第一審の無罪判決に対す
る控訴を棄却）を言い渡した。

①1997（H９）.3.8 ⑤東京高裁

②2006（H18）.10.17 
支援決定 ⑥無期懲役

③2000（H12）.12.22 ⑦2012（H24）.6.7 
東京高裁

④2003（H15）.10.20 ⑧2012（H24）.11.7 
東京高裁

東
住
吉

　1995年（平成７年）７月22日午後４時50分頃，大阪市東住吉区内の民家で火災が
発生し，小学６年生の女児が焼死したという事件である。警察は，女児の母親であ
る青木惠子氏と，その内縁の夫である朴龍晧氏が，女児に掛けていた保険金を得る
目的で放火殺人を行ったとの嫌疑で捜査を進め，両名が逮捕・起訴された。大阪地
裁は，1999年（平成11年）３月30日には朴氏に，同年５月18日には青木氏に，いず
れも現住建造物等放火，殺人，詐欺未遂の各罪により無期懲役の有罪判決を言い渡
した。その後，控訴・上告とも棄却されて，大阪地裁の有罪判決が確定した。 
　その後，2012年（平成24年）３月７日，大阪地裁は，燃焼再現実験の結果などを
踏まえ，朴氏の自白は，放火方法という核心部分において不自然不合理な内容であ
るなど，その信用性には疑問があり，自然発火の可能性も排斥できないとして，再
審開始を決定した。そして，2016年（平成28年）８月10日，大阪地裁は再審無罪判
決を言い渡した。

①1995（H７）.7.22 ⑤大阪地裁

②2012（H24）.7.12 
支援決定 ⑥無期懲役

③*朴龍晧氏 
1999（H11）.3.30 
青木惠子氏 
1999（H11）.5.18

⑦2012（H24）.3.7 
大阪地裁

④*朴龍晧氏 
2006（H18）.11.7 
青木惠子氏 
2006（H18）.12.11

⑧2016（H28）.8.10 
大阪地裁

松
橋
（
ま
つ
ば
せ
）

　1985年（昭和60年）１月８日，熊本県下益城郡松橋町（現：宇城市）の被害者宅
において，被害者が刃物で頸部を多数回刺されて死亡しているのが発見されたとい
う事件である。宮田浩喜氏は，事件が発覚した直後から連日，長時間にわたる取調
べを受けて自白に追い込まれ，それを根拠に逮捕・起訴された。1986年（昭和61年）
12月22日，熊本地裁は，殺人罪等により懲役13年の有罪判決を言い渡した。そして，
控訴，上告とも棄却されて，熊本地裁の有罪判決が確定した。 
　その後，2016年（平成28年）６月30日，熊本地裁は，被害者の創傷の中には，犯
行に用いたとされる切出小刀ではできないと思われる傷があることや，切出小刀に
巻き付けた後，犯行後に燃やしたとされるシャツの切れ端が現存することなどから，
宮田氏の自白の信用性には疑問があるとして，再審開始を決定した。そして，2019
年（平成31年）３月28日，熊本地裁は殺人罪について再審無罪判決を言い渡した。

①*1985（S60）.1.6 ⑤熊本地裁

②2011（H23）.8.18 
支援決定 ⑥*懲役13年

③1986（S61）.12.22 ⑦2016（H28）.6.30 
熊本地裁

④1990（H２）.1.26 ⑧2019（H31）.3.28 
熊本地裁

注）１　滝事件の事件発生年月日「＊1950（S25）.5.20」は，再審により無罪になった事件の発生日であり，
同事件の確定判決「＊無期懲役」は，再審により確定判決のうち無期懲役の一部が無罪になり，その
上で，改めて無期懲役の判決が言い渡された。

　　２　榎井村事件の事件発生年月日「＊1946（S21）.8.21」は，再審により無罪になった住居侵入，殺人事
件の発生日であり，確定判決は余罪を併合して量刑し，再審により住居侵入，殺人事件については無
罪になり、余罪については懲役２年（執行猶予３年）の有罪判決だった。

　　３　布川事件の事件発生年月日「＊1967（S42）.8.28」は，再審により無罪になった強盗殺人事件の発生
日であり，確定判決は余罪を併合して量刑し，再審により強盗殺人事件については無罪になり、余罪
については懲役２年（執行猶予３年）の有罪判決だった。

　　４　東住吉事件は，再審請求人（被告人）が２人で，確定審の審理，判決及び再審請求は各別に行われた。
再審請求審では，２件の再審請求事件が併合されたが，再審開始決定確定後の再審公判は各別に行わ
れた。

　　５　松橋事件の事件発生年月日「＊1985（S60）.1.6」は，再審により無罪になった殺人事件の発生日であり，
確定判決は余罪を併合して量刑し，再審により殺人事件については無罪になり、余罪については懲役
１年（未決勾留日数を刑期に満つるまで算入）の有罪判決だった。

４　再審請求支援の課題
　日弁連による再審請求支援は，委員会活動の一環として行われている。そのため，人権
救済調査室嘱託による若干のサポートはあるものの，専従のスタッフはおらず，委員は自
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らの弁護士業務を抱えながら再審請求支援に取り組むことになる。しかし，最近では再審
請求支援を求める人権救済申立事件が多く，その負担は大きい。また，事件の調査や再審
弁護活動は無償で行われている。このように，日弁連による再審請求支援は，委員の熱意
に依拠して行われている。
　また，事件の調査を行うにしても，再審請求前には証拠開示制度もなく，強制的な調査
権限（例えば，イギリス刑事事件再審査委員会のように，あらゆる外部機関から文書を入
手する権限など）もないため，調査対象者に任意の協力を求める以外に方法がないのであ
る。さらに，事件の調査や再審請求を行うに当たり，鑑定や実験等が必要になることも少
なくない。しかし，そのためには多額の費用が必要であり，申立人やその支援者等がその
費用を負担することは困難である。もっとも，前記のとおり日弁連から支援が行われるこ
ともあるが，その原資は日弁連会員の会費であり，そこにも限界がある。
　このように，日弁連による再審請求支援は，えん罪被害の救済にとって重要な意義を持
つものではあるが，その基盤は脆弱で，必ずしも十分なものとは言えない。しかし，えん
罪被害を救済する責務は，本来，国にあり，国にはえん罪被害の救済を支援する制度（例
えば，えん罪被害の救済に向けた再調査を行う公的機関の設置など）を整備することが求
められる。

第２　再審に関する制度・運用の調査研究

１　再審問題研究会の発足
　日弁連は，個別の再審事件に関する取組みとは別に，閉塞状況にあった再審の厚い壁を
突破するため，1972年７月，人権擁護委員会内に再審問題研究会を発足させた。この研究
会は，「再審事件を担当している各委員が一堂に会して今までの経験と知識の交換をなす
とともに，再審事件に取り組んでいる委員以外の弁護士・学者との交流を図る等，総合的
に再審問題を研究する」ために設置されたものである。
　再審問題研究会では，刑事法研究者の協力による再審法制の問題点やあるべき姿の追究，
各再審事件の報告と問題点の研究・討論，再審問題シンポジウムの開催（1973年５月），
約1100件の誤判再審事件の実態研究を行った西ドイツ（当時）のカール・ペータース博士

（元チュービンゲン大学教授）による講演会の開催（同年11月）など，再審問題について
旺盛な活動を続けていた。

２　人権擁護大会シンポジウム「再審と人権」の開催
　日弁連は，1976年10月，仙台市で開催された第19回人権擁護大会において，同月８日，
多年にわたって再審問題につき蓄積された幾多の苦難と経験を回顧しつつ意見を交換し再
審制度のあるべき姿を展望するため，「再審と人権」というテーマでシンポジウムを開催
した。このシンポジウムは，白鳥決定を受けて，弘前事件，加藤事件及び米谷事件で相次
いで再審開始決定が出され，また，財田川事件でも再審請求棄却決定の取消し・差戻しが
行われた時期に開催されたこともあって，再審事件関係者も多数参加して熱心で充実した
討議が行われた。
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　そして，このシンポジウムの成果を受けて，翌９日の人権擁護大会では，「刑事訴訟法
の一部（再審）改正に関する宣言」が採択された。この宣言は，「誤判が正されず，無実
の国民が法の名において生命，自由を奪われることは，人権侵害の最たるものであり，刑
事再審制度は，このようなえん罪の救済を目的としているにもかかわらず，わが国の再審
は，確定判決を絶対視することにより，ほとんどが退けられていること」を指摘した上で，

「（日弁連は）人権尊重の理念にのっとり刑事再審制度の運用の改善と法改正の実現を期し
て全力を尽くすこと」を高々と宣言するものだった。

３　『再審』，『続・再審』の出版
　日弁連は，1977年３月，日弁連編『再審』（日本評論社）を出版した。これは，上記人
権擁護大会シンポジウム「再審と人権」開催後，同シンポジウムの成果やそれまでの日弁
連の再審に関する活動を取りまとめ，再審法改正の必要性を国民各層に訴えてその理解と
協力を求めるために出版されたものである。その内容は，誤判原因の分析，再審請求手続
の問題点，吉田巌窟王事件，松山事件，白鳥事件等の運動の歴史，日弁連の活動，再審の
法理，各再審事件の紹介，文献目録，日弁連の決議・宣言など再審について網羅的に説明
するとともに多数の資料を提供するものだった。
　また，日弁連は，1986年８月，日弁連編『続・再審』（日本評論社）を出版している。
これは，上記『再審』出版後，約10年の間に，免田事件，財田川事件，松山事件という三
つの死刑事件で再審無罪判決が言い渡され，島田事件でも再審開始決定が出たこと，死後
再審である徳島ラジオ商事件で再審無罪判決が言い渡されたことなど，再審をめぐって
数々の大きな動きがあったため，再び再審に関する書籍を出版することにしたのである。
その内容は，死刑再審３事件（免田事件，財田川事件，松山事件）の総括，再審事件の現
状，再審の問題点，再審をめぐる諸課題，著名再審事件の紹介，日弁連の再審法（刑事訴
訟法第四編）改正案（昭和60年改正案），日弁連及び各弁護士会連合会の宣言・決議，文
献目録，再審関係年表等，日弁連編『再審』の内容を大幅に拡充するものだった。

４　全国再審弁護団会議の開催
　再審の厚い壁を突破するためには，再審事件に携わっている弁護士がそれぞれの経験や
教訓を共有し，研究者との交流を図るなどして，理論面・実践面の双方において弁護活動
の水準を高めていく必要がある。
　そのような観点から，人権擁護委員会第１部会（再審部会）では，1979年，第１回全国
再審弁護団会議を開催し，その後もほぼ毎年１回，同会議を開催している。同会議には，
再審事件に関わる弁護士や研究者が全国から集まり，その時点で動きのあった事件や各再
審事件に共通する問題をテーマとして取り上げ，再審事件弁護団や研究者からの報告を受
けて熱心な討議を行うなど，同会議は再審事件に関して重要な研究・情報交換の場になっ
ている。
　また，同会議以外にも，人権擁護委員会第１部会（再審部会）では，随時，定例の部会
の機会を利用してミニ再審弁護団会議を開催し，再審事件弁護団からの報告を受け，弁護
団が抱えている課題について意見交換が行われている。その他，定例の部会やメーリング
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リストなどでも随時，再審事件に関する報告や情報交換などが行われている。

５　「再審通信」の発行
　人権擁護委員会では，「再審事件の経験を交流し再審法改正の活動をひろめる」ため，
1977年５月，「再審通信」第１号を発行した。以後「再審通信」は継続的に発行され，現
在も年２回発行されている。直近の2019年10月には，「再審通信」第118号が発行された。
　「再審通信」では，再審事件に携わる者に，再審事件につき的確な情報を発信して再審
事件に関する情報や経験を共有することを目指している。特に日弁連支援事件については，
そのえん罪性や活動状況を広く社会に訴えることを主眼に置いている。ただ，近年，再審
の分野では理論面や実践面で様々な進展が見られるようになり，日弁連支援事件以外の再
審事件弁護団の活動状況についても，適宜紹介されている。
　なお，配布先は，再審事件弁護団に加入している弁護士，研究者，裁判所，検察庁など
である。

第３　再審法改正運動

１　再審法改正案の提案
⑴　再審支援の開始と「昭和37年改正要綱」
　　日弁連は，1959年，徳島ラジオ商事件の再審支援を目的とする特別委員会の設置を

嚆矢として，個別再審事件の救済支援を開始した。しかし，再審事件支援に取り組む
中で，再審開始の壁があまりにも厚いことを思い知らされた（なお，吉田岩窟王事件
は1963年に再審無罪になったが，徳島ラジオ商事件の再審無罪は，申立人が死亡した
後の1980年まで待たねばならなかった。）。

　　そこで日弁連は， 1962年の定期総会で，「再審制度改正に関する決議」を採択した。
そして同年の理事会では「刑事訴訟法第四編（再審）中改正要綱」（「昭和37年改正要
綱」）が採択され，同要綱は，最高裁，法務大臣，衆参両院の法務委員長，各政党法
務部会宛にそれぞれ提出された。

　　「昭和37年改正要綱」では，再審請求権者に日弁連会長や単位弁護士会会長を加え
ることや再審開始決定に対する不服申立てを禁止することなど，七つの改正項目が挙
げられていたが，結局，法制化には至らなかった。

⑵　白鳥・財田川決定と「昭和52年改正案」
　　吉田岩窟王事件の再審無罪で日弁連に対する再審支援要請と日弁連の再審支援は急

増した。しかし，再審開始の壁はやはり厚く，特に死刑確定者の再審請求はことごと
く棄却されていた。これに対して，死刑確定者の再審請求人の死刑執行を回避するた
め，1967年，神近市子議員らは「死刑確定判決を受けた者に対する再審の臨時特例法」
要綱案を発表し，法案として国会に提出したが，成立には至らなかった。

　　この間，日弁連は，再審を担当する弁護人や学者の交流を図る目的で，1972年，再
審問題研究会を発足させた。同研究会では，学者との勉強会や講演会，個別事件の研
究会，誤判研究で著名な西ドイツ（当時）の元チュービンゲン大学教授カール・ペー
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タース氏の招聘と全国講演会などを企画するなど，再審問題について旺盛な活動を続
けていた。

　　そうした中，1975年，白鳥決定が出た。同決定は再審請求を棄却したものの，「疑
わしきは被告人の利益に」の原則の再審への適用，明白性の基準，総合評価の三点に
おいて，これまでにない画期的な意義を持つ決定だった。そして，この白鳥決定は，
翌1976年の財田川決定とともに白鳥・財田川決定と呼ばれ，それまで「開かずの扉」
とされていた再審開始の要件を緩和し，その後の死刑再審４事件をはじめとする再審
開始決定の重要なメルクマールになった。

　　日弁連は，1976年，仙台での人権大会で「再審と人権」をテーマにシンポジウムを
開催し，さらに同大会では「憲法の人権尊重の理念にのっとり再審制度の運用の改善
と法改正の実現を期す」という宣言を採択した。

　　白鳥決定直前，日弁連内に人権擁護委員会と司法制度調査会選任の委員で構成され
た「再審法改正合同委員会」が設置され，「昭和37年改正要綱」の再検討が開始された。
そして白鳥決定から２年後の1977年，再審法改正案（昭和52年改正案）が作成され，
正式な改正案として理事会で決定された。

　　「昭和52年改正案」では，再審要件の緩和ないし理由の拡大，請求人の手続面での
権利保障，審理構造における検察官の地位の再検討という三つの観点から，「昭和37
年改正要綱」より詳細な15項目にわたる改正条項が設けられた。その中でも特に，白
鳥決定を受け，刑訴法435条６号の再審要件である「明らかな証拠をあらたに発見し
たとき」を「原判決に影響を及ぼす重大な事実誤認があると疑うに足りる証拠をあら
たに発見したとき」に緩和ないし拡大する方向での改訂や，再審における国選弁護人
制度，申立て又は職権による裁判所の刑の執行停止規定，請求による事実取調べ規定，
開始決定に対する検察官の不服申立て禁止などの新設が注目される。

　　この「昭和52年改正案」を受けて，同年，日弁連内に「国会等対策会議再審法改正
部会」（再審法改正部会）が設置された。再審法改正部会では，各政党に対する要請
活動，報道関係者や文化人との懇談会，国会要請，国会議員に対するアンケート調査，
法務省に対する要請行動など，その活動は活発かつ多岐にわたった。

　　この時期に特徴的だったのは，再審法改正の要求に対する法務省の対応が必ずしも
消極的でも対立的でもなかったということである。例えば，政府委員伊藤栄樹法務省
刑事局長は，1975年５月19日の参議院法務委員会で，「国選弁護人の選任の問題，再
審請求人弁護人の再審請求手続における立会権，再審請求人と弁護人との接見，交通
権の問題，記録保存の問題を中心に手直しすべき点があるのじゃないか，手直しする
とすれば，なるべく早い機会にやりたい」と答弁している。

⑶　死刑再審４事件の無罪判決と「昭和60年改正案」
　　1980年代に入ると，1983年７月に免田事件で，翌1984年３月に財田川事件で，同年

７月には松山事件で，相次いで再審無罪判決が言い渡された。１年の間に３件もの死
刑再審事件が無罪になったことで世論は大きな衝撃を受け，マスコミも大きくとりあ
げる中，日弁連の再審法改正案は社会的に注目されることになった。そのような状況
のもと，1984年の第101回国会では，日本社会党案，日本共産党案の各再審法改正案
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が提出されたが，いずれも採択には至らなかった。
　　そしてこの頃から，再審法改正に対する法務省の発言が消極的になってきた。1983

年３月22日及び同年５月18日の衆議院法務委員会での法務省刑事局長の答弁は，それ
までの「手直しするとすれば，なるべく早い機会にやりたい」という表現から，「い
ろいろの面から基本的なところに立ち返りまして真剣に取り組んでいきたい」，「立ち
返って当面の問題を含めてさらに十分な検討を尽くしたい」などと消極的な姿勢に変
化した。個別事件に対応する検察官の姿勢も，それまでの再審事件（弘前事件，加藤
老事件，米谷事件）では開始決定に対して即時抗告をすることはなかったが，前記死
刑再審３事件ではいずれについても即時抗告または特別抗告をし，証拠開示について
も頑なに抵抗するなど，法務・検察の再審事件に対する対応がにわかに厳しくなって
きた。

　　日弁連では，前記再審法改正部会がさらに委員を増員し，1981年には「再審法改正
実行委員会」に改組された。そして1984年，再審法改正実行委員会と人権擁護委員会，
司法制度調査委員会の合同委員会として日弁連内に「再審法改正小委員会」が設置さ
れ，再審請求の各段階における請求人の身柄に関する検討が重ねられ，翌1985年，「昭
和60年改正案」が作成され，理事会で承認された（後に刑事訴訟確定記録法制定で一
部修正された。）。

　　そして1989年１月，死刑再審４事件の四つ目の死刑事件である島田事件で再審無罪
判決が言い渡された。

⑷　再審の逆流と「平成３年改正案」
　　1991年，「昭和60年改正案（修正）」と日本社会党案改正案との再審事由を一致させ，

再審請求と執行停止，裁判官の除斥規定などを設けた「平成３年改正案」が作成され，
理事会で承認された（なお，この「平成３年改正案」の作成過程では，証拠開示に関
する規定についても議論されたが，当時は通常審の証拠開示との関係もあり，統一し
た改正案の項目としては挙げられていない。）。

　　再審法改正小委員会は，それまで日弁連が行ってきた活動と同じように，各政党，
マスコミなどとの懇談会，各単位会による市民集会の開催，研究会の開催，学会との
交流会など，様々な活動を行った。

　　しかし，この頃から再審を取り巻く情勢は，検察側の反転攻勢と裁判所の判断の後
退もあって一変し，白鳥・財田川決定を実質的に骨抜きにする決定が相次ぐようになっ
た。日弁連支援による再審事件は，1994年の榎井村事件を除けば，名張事件や袴田事
件などの死刑事件を含めて再審が開始されることはなく，再審はいわゆる逆流の時代
を迎えることになった。

　　このような情勢のもと，日弁連が提起した「平成３年改正案」が改正法として採択
されることはなく，翌1992年３月末をもって再審法改正小委員会は廃止になり，それ
までの日弁連の再審法改正に関する活動は，刑事弁護センターと人権擁護委員会第１
部会（再審部会）に引き継がれることになった。しかし，新たな再審法改正運動とし
ての取組みは，その後現実化していない。



第２章　再審に関する日弁連の取組み

─ 116 ─

２　再審法改正に向けた日弁連の取組み
　以上のように，日弁連は1950年代から90年代にかけて，再審法改正に向け，具体的な法
案要綱や改正法案を提案するとともに，各界との懇談や市民集会の開催などによる世論の
盛上げなど，再審法改正運動に積極的に取り組んできた。そして，白鳥・財田川決定を受
けた死刑再審４事件の再審無罪を機に，再審法改正の気運が大いに盛り上がった時期も
あったが，1990年代以降，再審の逆流時代を迎えてからは，「平成３年改正案」の提案を
最後に，日弁連の再審法改正運動は，事実上，終焉に向かわざるを得なかった。
　しかし，前記のように，2010年に足利事件で再審無罪判決が言い渡されてからは，布川
事件，東京電力女性社員殺害事件，東住吉事件，松橋事件と立て続けに再審無罪判決が言
い渡され，湖東事件では再審開始決定が確定した。また，2005年以降，後に取り消された
ものの，名張事件（第７次），福井女子中学生殺人事件，袴田事件（第２次），大崎事件（第
３次）で再審開始決定が出ている。このように，再審をめぐる情勢は，再び大きく変化し
てきている。
　さらに，2009年，一般市民が刑事裁判に参加する裁判員裁判が始まり，刑事裁判に対す
る市民の注目度はこれまでになく高まっている。そして裁判員裁判を見越して新たに設け
られた公判前整理手続では，証拠開示の規定が設けられ，それまでの警察・検察が証拠を
全て独占していた状況に一定の風穴が開けられ，再審の証拠開示規定に関する議論もまた
大いに高まっている。
　このような再審や刑事裁判を巡る全般的な情勢の変化に加え，具体的な再審支援事件に
対する取組みの中からも，無辜の救済を実現するには再審法の改正が必要だと訴える声は
強い。再審法改正運動の再構築は，日弁連が取り組むべき喫緊の課題となっている。
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第３章　諸外国の再審法制

第１　フランス

１　再審制度の沿革・意義
⑴　フランスの再審制度は，歴史的には17世紀の刑事法典（Grande Ordonnance de 

1670）にある「再審状（les lettres de révision）」にまで遡ることができるが，今日
のような再審法制ができたのは1959年の現行刑事訴訟法によってである。同法成立後，
1989年に再審事由に関する法改正があり，また2000年に再審類似の再審査（reexamen）
制度ができた。2014年に再審理制度を再審制度に統合する法改正があったが，実質的
にみて大きな変更はない。

⑵　フランスの再審は，既判力を持つに至った重罪又は軽罪の有罪判決について，それ
が誤判であるときに行われる非常救済手続（フランス刑事訴訟法（以下「刑訴法」とい
う。）622条以下）である。再審制度は，あくまでも誤った有罪確定判決を是正する制
度と位置付けられており，いわゆる不利益再審は認められていない。再審の中心目的
は，「実在の真実（la vérité réelle）」ではなく，「無罪にすること（innocentement）」
にあるというのが，フランスにおける一貫した認識である（J.A.Romerio, ≪La 
révision comme facteur d’ennoblissement de la justice≫, Rev.sc.crim., 1970, p.623.）。
法文上も，再審請求は有罪判決を受けた者の「利益のために（au benefice de toute 
personne reconnue coupable）」認められる，と書かれている。

⑶　なお，2000年の無罪推定法によって，欧州人権裁判所がフランス人に対して有罪を
言い渡した場合にも，有罪と認められた者の利益のために再審査の請求が認められる
ようになった（刑訴法「非常救済手続」第２部「再審請求」の後に第３部「欧州人権
裁判所判決後の再審査（Du réexamen d’une décision pénale consécutif au prononcé 
d’un arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme）」が新設された。）。2014年
法で，第３部を第２部が吸収し，第２部のタイトルも「再審及び再審査」と変更され
た。この改正により，いわゆる再審（révision）と再審査（réexamen）のそれぞれの
手続を一本化し，後記のように，審査機関も共通のものとなったのである。

２　再審請求の要件
⑴　再審及び再審査請求権者
　　再審及び再審査請求ができる者は，刑訴法622－２条１項各号に列挙されている。
　　①　１号：司法大臣
　　②　２号：破毀院付き検事長
　　③　３号：有罪の言渡しを受けた者（その者が無能力者のときは法定代理人）

　④　４号：有罪の言渡しを受けた者が死亡又は失踪宣告を受けた後は配偶者，パク
ス（民事連帯契約）によるパートナー，内縁配偶者，子，両親，孫，曾
孫又は包括受贈者

　　以上は，再審及び再審査に共通する請求権者であるが，再審に関しては，控訴院付
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き検事長も再審請求できるとされている（刑訴法622－２条２項）。
⑵　再審請求できる場合（要件）
　　2014年法以前は，旧刑訴法622条１号から同条４号まで，四つの再審事由が定めら

れていた（白取祐司『フランスの刑事司法』（日本評論社，2011年）322頁～323頁，
334頁参照）。ところが，2014年の改正法（Loi n 2014-640 du 20 juin 2014）により，
再審事由は二つに減らされた。新しい再審事由は，刑訴法新622条によれば，次の二
つである。
①　「重罪又は軽罪について有罪の言渡しを受けた者の無実を証明し又は有罪である

ことに疑いを生じさせる性格をもつ新たな事実が現れたとき」
②　「重罪又は軽罪について有罪の言渡しを受けた者の無実を証明し又は有罪である

ことに疑いを生じさせる性格をもつ，前の訴訟のとき知り得なかった証拠が明らか
になったとき」

　　この「有罪の言渡しを受けた者」には，成人だけでなく，少年も含まれる。少年が
刑罰ではなく教育的処分（mesures éducatives）を受けた場合も，再審請求が認めら
れる。「有罪の言渡し」であれば，恩赦（amnistie）があった場合でも再審請求の対
象になる。

　　他方で，再審請求の対象は重罪又は軽罪に限られ，違警罪は含まれない。
　　これら①②は，1989年のいわゆるセズネック法で再審事由とされた旧刑訴法622条

４号を踏襲したものであり，2014年法は，改正前ほとんど活用されなかった１号から
３号までを削っただけとも言え，このことによって再審請求が制約されたとまでは言
えないと解される。

⑶　再審査請求できる場合（要件）
　　再審査請求の要件は，基本的に2000年法で定められたものと変わらない。すなわち，

欧州人権裁判所判決の結果，有罪判決が欧州人権条約又は追加議定書に違反している
ことが明らかにされ，その違反の性格及び重大性のため，条約41条の定める公正な満
足によっては回復できない損害結果をもたらすとき，再審査請求ができる（刑訴法
622－１条）。

　　なお，再審査請求には期間制限があり，欧州人権裁判所判決から１年以内に行う必
要がある（同条）。

３　再審・再審査手続
⑴　再審・再審査法院（cour de révision et de réexamen）
　　2014年法は，従前の再審及び再審査の双方を審査するため，新たに破毀院の14人の

裁判官から構成される再審・再審査法院という組織を創設した。同法院は，その組織
内に，再審及び再審査請求を審査するための審理委員会（commission d’instruction）
を持ち，５人の司法官を正規の委員（補充委員５人）として任命する。

⑵　準備資料（actes préalables）の請求
　　再審・再審査の請求を準備中の者は，検事正に対して準備資料の請求をすることが

できる。この請求は理由を付した書面によらなければならず，その書面には，新たな
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事実の提示又は確定審時に知られてなかった証拠の提出に必要と思われる全ての資料
について記載される。請求は，資料を特定して行わなければならず，それが事情聴取
を伴うものであれば，その対象者を特定する事項を明示する必要がある（刑訴法622
条）。検察官は，この資料請求を受理してから２か月以内に，理由を付した決定書で
回答しなければならない。検察官が請求を拒否する場合，請求者は検事長に不服申立
てをすることができる。この場合，検事長は１か月以内に回答しなければならない。

⑶　刑の執行停止
　　再審手続の間，審理委員会，裁判構成機関（formation de jugement），あるいは刑

の言渡しを受けた者は，破毀院刑事部に対して，刑の執行停止を請求することができ
る（刑訴法625条）。刑事部がこれを認める場合，破毀院は，執行停止に仮釈放の条件
の全部又は一部の条件を尊重する義務を付加することができる。その場合，破毀院は，
決定で刑の言渡しを受けた者が服すべき義務や禁止事項を明確にする。義務・禁止事
項は，原則として１年間継続するが，破毀院刑事部によってさらに１年間，延長でき
る。義務・禁止事項が守られなかったときは，刑の執行停止は終了する。

⑷　審理委員会（commission d’instruction）
　　再審手続はいくつかの段階を経るが，最初の段階は審理委員会である。すなわち，

まず，再審請求及び再審査請求は，審理委員会に対して行われる。委員会委員長は，
請求が明らかに要件を満たさないときは，理由を付した決定で請求を却下できる（刑
訴法624条）。この却下決定に対して，不服申立てはできない。
①　再審査請求の場合，審理委員会は，刑の言渡しを受けた者に適用される欧州人権

裁判所判決の存在が確認できたときは，審査委員会委員長は，その決定により事件
を次の段階である裁判構成機関に付託する（刑訴法624－１条）。

②　再審請求の場合，審理委員会は，請求が受理可能なものだと判断したとき，すな
わち，新たな事実又は確定審で知られていなかった証拠が提出されたと評価したと
きは（刑訴法624－２条１項），事件を裁判構成機関に付託する（刑訴法624条４項）。
この判断をするに際しては，委員会は，予め提出されている請求書を根拠付ける新
たな事実，知られてなかった証拠の全体を考慮しなければならない。

　　仮に新証拠が犯行に第三者の関与があったことを示す場合は，委員会は，遅滞なく，
管轄権のある検事正にそのことを通告する。検事正は，必要な捜査を行い，予審の開
始を請求することができる。ただし，その場合，すでに事件について知っている司法
官に付託してはならない。検事正又は予審判事は，請求人の有罪判決時の捜査に関わっ
た司法警察官に事件を付託してはならない（刑訴法624－２条２項）。

　　審理委員会は，請求人又はその弁護人，検察官，必要があれば再審請求された事件
の私訴原告人又はその弁護人の口頭又は書面による意見を聴取した後，理由を付した
決定を行うが，これに対する不服申立ては認められていない（刑訴法624条４項）。

⑸　裁判構成機関（formation de jugement）
　①　公開による審理

　次の段階が，再審・再審査法院・裁判組織体による審理である。この組織体が，事
件についてなお調査不足と判断したときは，情報の補充（supplément d’information）
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を求めることができる（刑訴法624－３条１項）。この請求者は，さらに，審理の過
程で，審理のために必要だと思われる資料の追加を求めることもできる（刑訴法
624－５条）。
　重要なのは，裁判構成機関の審理は，公開の法廷で，実体審理を行うということ
で，この法廷で，審査委員会のときと同じく，再審請求人又はその弁護人，検察官，
必要があれば再審請求された事件の私訴原告人又はその弁護人の口頭又は書面によ
る意見を聴取する（刑訴法624－３条２項）。法院裁判長は，審議の過程で，請求の
審査に有用だと思われる全ての者に対する聴取を裁判構成機関に委ねることができ
る（刑訴法624－３条３項）。

　②　理由を付した最終決定
　公判の最後に，裁判構成機関は，理由を付した決定を言い渡すが，これに不服申
立てはできない（刑訴法624－３条２項）。同機関は，請求に理由がないと判断した
ときは，請求を却下する。理由があると考えた場合について，分説する。
　再審査請求が欧州人権条約の諸条件を満たし，有罪判決が欧州人権裁判所の認定
した違反が回復可能だと判断したときは，裁判構成機関は，請求人を破毀院連合部
に移送する（刑訴法624－７条２項）。
　再審請求に理由があると認めたときは，裁判構成機関は，言い渡された有罪判決
を取り消す（刑訴法624－７条１項）。この取消決定には，①（裁判をやり直すため
の通常審への）移送を伴わない取消し及び②移送を伴う取消しがある。
　まず，①移送を伴わない取消決定であるが，新たな審理が不可能な場合，とりわ
け再審請求人に対する恩赦，再審請求人の死亡，刑事無責任，刑の時効又は公訴時
効（刑訴法624－７条）などの場合，法院は，必要があれば私訴原告人の立会いの
もとで，実体裁判を言い渡す。この場合，単に，正当化できない有罪判決を取り消
す，再審請求人は免責されると宣告される。
　次に，②移送を伴う取消決定であるが，法院は，確定審と同一審級で同一管轄の
裁判所に移送する。移送された裁判所で，新たに対審的審理が始まる（刑訴法624
－７条２項）。ただし，有罪判決を言い渡した裁判所は除かれる。

４　再審・再審査請求の効果
⑴　有罪判決の遡及的取消し
　　上記の取消決定があると，有罪判決は遡及的に取り消される。前科名簿カード（fiche 

du casier judiciaire）は削除される。これが，再審が認められたことの１番目の効果
である。再審・再審査法院は，警察にあるその他の前歴カードの抹消を請求すること
もできる。

⑵　刑の執行停止
　　刑の執行停止は，審理委員会又は裁判構成機関が職権によって，あるいは刑の言渡

しを受けた者の請求によって，破毀院刑事部に対して行われる（刑訴法625条１項）。
破毀院刑事部は，刑の執行停止を請求する際に，仮釈放に付される条件の全部又は一
部，あるいはその他の義務及び禁止事項を付加することができる。
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⑶　受けた損害の賠償
　①　法は，請求人が受けた損害を賠償することを定めている。

　有罪による物理的及び精神的な損害が，無罪となった刑の言渡しを受けた者に対
して認められる。ただし，当該犯罪事実について，自らの自由意思で訴追されるこ
とを甘受した者，あるいは真犯人を逃がすために自分に対する訴追に異を唱えな
かった者は，例外である。
　この損害賠償は，再審無罪判決によって支払われる場合（請求人が再審請求と同
時に，損害賠償請求も行っている場合）と，後になって，請求者が所在する地方の
控訴院裁判長の請求によって支払われる場合がある。この場合の手続は，無罪判決
があった場合の手続（刑訴法149－２条以下）と同様である。

　② 　精神的償いも，請求者が希望すれば認められている。再審無罪を導いた判決を，
有罪判決の言い渡された自治体，犯行のあった自治体，請求者の住む自治体及び同
人が生まれた自治体，そして同人が死亡したときは最後の住所地に貼り出す。最後
に，再審無罪とされたことの官報への掲載，請求者の選択する新聞５紙への再審無
罪になった概要の掲載も義務付けられる（刑訴法626－１条）。

第２　ドイツ

１　再審制度の意義・目的
　再審（Wiederaufnahme des Verfahrens）は，確定判決に誤りがあったときに，これを
是正するための制度である。判決の確定に伴う法的安定性（確定力）と法治国家原則に基
づく実体的真実（正義）を調和させるべく，確定判決に耐え難いほどの誤りがある場合に
は，例外的に確定力を破ってでも具体的事件での正義を実現させなければならない，とい
う考え方に基づく。これに応じて，再審は，狭い範囲においてのみ可能とされている。
　再審は，被告人の利益（利益再審）にも不利益にも（不利益再審）行われる。ただし，
再審の本質的役割は，やはり，えん罪からの救済（被告人に利益な再審）にある。このこ
とは，それぞれの規定の位置関係や再審開始要件（再審事由）の違いにも表れている。
　再審は，確定判決の事実認定の誤りを是正することを意図するものであるため，原則と
して法律問題は扱われない。ただし，法令無効の宣告があった場合（ドイツ連邦憲法裁判
所法79条１項），裁判官等により職務犯罪が行われた場合（ドイツ刑事訴訟法（以下「刑
訴法」という。）359条３項，362条３項）には，例外的に法適用の誤りを是正するための
再審が許される。

２　再審開始要件（再審理由）
⑴　まず，利益再審及び不利益再審に共通の再審理由として，ファルサ型（偽証拠型。

propter falsa）のものが挙げられる。これは，
①　公判に提出された証拠が偽造又は変造だったとき（刑訴法359条１号，362条１号）
②　証人・鑑定人が偽証したとき（刑訴法359条２号，362条２号）
③　判決に関与した裁判官・参審員・陪審員が被告事件について職務に関する罪を犯
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したとき（刑訴法359条３号，362条３号）
　　である。
⑵　次に，利益再審については，

④　刑事判決の基礎となった民事判決が別の確定判決により破棄されたとき（刑訴法
359条４号）

⑤　新たな事実又は証拠方法が提出され，それのみで，又は既に取り調べられた証拠
と併せて，被告人の無罪，軽い刑罰法規の適用による軽い科刑又は改善保安処分に
関して実質的に異なる裁判を理由付ける見込みが十分であるとき（刑訴法359条５
号）

⑥　欧州人権裁判所が確定判決に欧州人権条約等の違反があると認めたとき（刑訴法
359条６号）

　が加わる。このうち，④，⑥はファルサ型であるが，⑤はノヴァ型（新証拠型。
propter nova）である。実務上，利益再審請求のほとんどは⑤によっている（以下「ノ
ヴァ型再審」という。）。

　　これに対し，不利益再審については，ノヴァ型として，無罪の言渡しを受けた者が
罪を犯した旨の信用すべき自白をしたとき（刑訴法362条２項）のみが加わる。

　　ただし，刑罰法規の適用は同一で刑の量刑のみの変更を目的とする再審は，許され
ない（刑訴法363条１項）。また，限定責任能力（ドイツ刑法21条）だったことを理由
に刑を軽減することを目的とする再審も認められない（刑訴法363条２項）。

　　なお，略式命令の確定により終結した手続の再審については，新たな事実又は証拠
がそれのみで，又は旧証拠と併せて，重罪による有罪判決を理由付ける見込みがある
ときに限り，許容される（刑訴法373a条）。

３　再審の手続
⑴　再審手続は，いずれの段階も，通常手続と同様に職権主義の訴訟構造により行われ

る。ただし，それは，手続の追行を裁判所の裁量に委ねることを意味しない。裁判所
は，職権探知主義（刑訴法244条２項）に従い，裁判にとって意義を有する全ての事
実及び証拠について，証拠調べを及ぼさなければならない。

　　職権による証拠調べが行われる再審には所定の要件を具備した請求を要するが，こ
れには確定判決の執行を停止する効力はなく，判決の執行を妨げない（刑訴法360条
１項）。ただし，裁判所は，執行の延期又は中断を命ずることができる（刑訴法360条
２項）。

　　再審請求の時期に制限はなく，刑の執行が終わったとき又は有罪の言渡しを受けた
者（確定判決の被告人）が死亡したときでもよい（刑訴法361条１項）。再審請求は，
有罪の言渡しを受けた者，検察官のほか，本人が死亡の場合にはその配偶者等の親族
も行うことができる（同条２項）。

⑵　再審手続は，以下の三段階に分かれる（三段階手続構造。特に，新たな事実又は証
拠に基づくノヴァ型再審（刑訴法359条５号）の場合が典型例である。）。

　①　適法性の審査（許容性の審査。Aditionsverfahren. 刑訴法366条～368条）
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　再審請求に際して，再審請求人は，法定の再審事由及び証拠を提示しなければな
らない（刑訴法366条１項）。被告人側の請求は，弁護人又は弁護士の署名のある書
面により，裁判所事務局に申し出て公判調書に記載させるという方法をとらなけれ
ばならない（刑訴法366条２項）。
　再審手続における裁判等の管轄裁判所は，通常，その裁判に対して再審を申し立
てられたのとは別の，同等の事物管轄を有する裁判所である（刑訴法367条１項１文，
ドイツ裁判所構成法140a条。1974年改正）。なお，再審を申し立てられた裁判に関
与した裁判官は，法律上当然に再審の裁判への関与から除斥されるし，原裁判が上
級審の裁判であるときは，その基礎となった下級審の裁判に関与した裁判官も除斥
される。これらは，再審請求の裁判への関与に準用される（刑訴法23条２項）。た
だし，弁護人の任命又は再審請求の適法性に関する申立ては，原判決裁判所にもす
ることができ，この場合，同裁判所は，管轄裁判所にこれを移送する（刑訴法23条
２項２文）。管轄裁判所は，申立てに応じて，再審手続のための又は再審手続の準備
のための弁護人を任命しなければならない（刑訴法364a条，364b条）。弁護人の任
命手続及び適法性の審査手続は，口頭弁論を経ないで行われる（刑訴法367条２項）。
　管轄裁判所（再審請求審裁判所，再審裁判所）は，再審の請求が法令上の方式に
違反しているとき，法律の定める再審事由を主張していないとき，又は見込みのあ
る証拠を示していないときに，請求を不適法として棄却する（刑訴法368条１項）。
これに対し，請求を許容する場合には，許可決定が下される（この場合には，請求
者の相手方に送達し，期間を定めて意見を求める。刑訴法368条２項）。この手続と
後の理由審査手続（両者を併せて，我が国の再審請求手続に相当する。）との間の
大きな違いは，証拠調べ（刑訴法369条１項）が行われるか否かにある。
　しかし，新事実・新証拠に基づくノヴァ型再審の場合，この両手続のいずれにお
いてもノヴァは「重要性（Erheblichkeit）」を具備していなければならない。そこで，
重要性の意義・程度，判断方法が問題となる。判例・通説によると，重要性につき，

「確定判決が利益変更される蓋然性」が必要とされる（予測判断）。そして，その際，
「疑わしいときは被告人の利益に（in dubio pro reo）」の原則（利益原則）は適用
されない。ただし，これは，利益変更の蓋然性判断に利益原則が適用される余地は
ないとするものであり，「疑わしいときは確定力の利益に」という意味ではない。
したがって，事実的観点から確定判決の正確性に対する「真摯な疑い」が出される
か，又は確定判決の事実認定が「動揺」すれば足りるとされる（さらに，再審目的
が達成される「具体的可能性」があれば足りるとする見解もある）。また，審査方
法については，明文上，新旧両証拠の総合評価を行うことが認められているが，こ
の段階でどの程度証拠評価の先取りが許されるかが問題となる。判例・通説による
と，再審裁判所は，論理性の範囲において，事実審裁判所（原裁判所）の立場に立っ
て新証拠を考慮した場合に原判決が異なったものとなるか否かを審査しなければな
らない。その際，再審裁判所は，提出された新証拠を，形式的な証拠調べがなくて
も可能な限りで証拠評価してよいとされている。もっとも，実質的・具体的な証拠
評価（例えば，証人供述の信用性の判断）は，第二段階に委ねられる。したがって，
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この段階では，再審請求に審査が限定されるという意味で「受動的な」審査にとど
まる。
　このように考えると，ノヴァ型再審請求に当たり，再審請求人は，その適法性を
説明し根拠付ける義務を負うことになる。事実・証拠の「新規性（Neuheit）」は，
それが原判決後に初めて判明した場合，原裁判所に当時認知されていなかった場合
又は原裁判所がそれを使用しなかった場合に認められるが，請求人が，新事実・新
証拠として，例えば，従前の自白の撤回，共犯者による供述の撤回，矛盾した証言
の提示，公判段階で既に提出されていたが使用されなかった証拠の提示を行う場合
には，再審請求人は，請求の合理的動機を説明しなければならない（拡張された説
明義務）。これは，訴訟経済や濫用的な再審請求防止という政策的根拠に基づいて
いる。

　②　理由の審査（Probationsverfahren. 刑訴法369条，370条）
　再審裁判所は，再審の請求を適法と認めるときは，１人の裁判官に命じ，必要な
限りで，再審事由について申出のあった証拠の取調べを行わせる（刑訴法369条１
項）。ただし，職権探知主義（刑訴法244条２項）により，真実を発見するため，裁
判にとって意義を有する全ての事実及び証拠について職権による証拠調べが行われ
る（請求人が指摘・請求した証拠に限られない。）。そして，再審裁判所自身が，申
立ての理由について判断を下す。ここでは，裁判所による「能動的な」審査が行わ
れる。
　なお，証人又は鑑定人に宣誓させて尋問するか否かは，裁判所の裁量による（刑
訴法244条２項）。また，検察官，被告人又は弁護人は，証人又は鑑定人の尋問及び
裁判官の検証に立ち会うことができる（ただし，身体拘束を受けている被告人は，
拘束の地の裁判所で期日が開かれ，かつその関与が立証の目的である事項の解明に
役立つ場合でなければ，立会いを要求することができない。刑訴法244条３項）。そ
して，裁判所は，証拠調べが終了した後，検察官及び被告人に対し，期間を定めて
さらに意見を求めなければならない（刑訴法244条４項）。
　裁判所は，再審請求の事由とされた主張が「十分に証明」されなかったとき又は
所定の手続瑕疵（ファルサ型類型）が事件の状況に照らし原裁判に影響したとは認
められないときは，再審の請求は理由がないものとし，口頭弁論を経ないでこれを
棄却する（刑訴法370条１項）。これに対し，理由があると認めるときは，裁判所は，
手続を再開して公判を新たに行うことを命ずる（再審開始決定。刑訴法370条２項）。
再審の請求に関して第一審裁判所がした決定に対しては，「即時抗告」をすること
ができる（なお，これは，裁判の告知から１週間以内に提起することを要する。刑
訴法311条２項）。ただし，再審開始決定に対しては，検察官は，抗告することがで
きない（刑訴法372条）。
　新事実・新証拠に基づくノヴァ型再審の場合，この段階でもノヴァは「重要性」
を具備していなければならない。具体的には，新たな公判で有罪の言渡しを受けた
者に有利な裁判が下されることが「十分に蓋然的」である場合（予測判断）には，「十
分に証明」されたと認められる。ただし，公判手続のように直接主義・口頭主義が
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徹底されていない理由審査では，あくまで予測判断が行われるにすぎず，本格的な
事実認定を行うことは許されない。すなわち，「疑わしいときは被告人の利益に」
の原則（利益原則）は適用されず，証拠調べで再審公判での証拠調べの先取りは許
されず，旧証拠を再審請求人に不利益に再評価することも禁止される。このように
見てくると，再審請求審は，将来の公判における無罪等の予測を行う「予備審査審」
と位置付けることができる。

　③　新たな公判（Erneute Hauptverhandlung. 刑訴法370条２項，373条）
　再審開始決定が下されると（刑訴法370条２項），通常は，管轄裁判所で新たな公
判（再審公判）が行われる。新公判は，確定判決とは完全に独立して行われ，新た
に判決が下されなければならない。ただし，有罪の言渡しを受けた者が既に死亡し
ているときは，裁判所は，新たな公判を行うことなく，なお必要と認める証拠を取
り調べた後，無罪の言渡し又は再審請求を棄却しなければならない（刑訴法371条
１項）。また，その場合のほか，有罪の言渡しを受けた者に対し，これを無罪とす
るのに十分な証拠があるときは，裁判所は，直ちに無罪の言渡しをすることができ
る（ただし，有罪判決が〔検察官の〕公訴に基づくときは，検察官が同意した場合
に限る。刑訴法371条２項）。これらにより無罪を言い渡すときは，裁判所は，これ
とともに原判決を破棄しなければならない。原判決が改善保安処分のみを科してい
るときは，無罪の言渡しに代えて原判決を破棄する（刑訴法371条３項）。
　再審公判では，再び，「疑わしいときは被告人の利益に（in dubio pro reo）」の
原則（利益原則）が直接に適用される。裁判所は，原判決を維持するか，又はこれ
を破棄して事件につきさらに判決する（刑訴法373条１項）。有罪の言渡しを受けた
者だけが再審を請求し，又はこの者のために検察官若しくは法定代理人が再審を請
求した事件においては，原判決よりも本人に不利益に刑の種類・数量を変更する判
決をしてはならない（不利益変更禁止の原則。ただし，精神病院又は禁絶施設への
収容処分を言い渡すことを妨げない。同条２項）。原判決の破棄は，再審を請求し
た者が要求するときは，官報で公示する。裁判所は，その裁量により，新聞紙にも
掲載させることができる（刑訴法371条４項）。

４　記録閲覧制度
　記録閲覧（Aktieneinsicht）制度を支える基本理念や条文は，通常手続と再審手続とで
共通して妥当し，捜査終結後と同様に捜査目的の妨害を理由に閲覧拒否することはできな
い。それゆえ，弁護人の記録閲覧権（刑訴法147条）を根拠に記録閲覧が認められる。

⑴　通常手続における記録閲覧
　　刑訴法147条は，弁護人の記録閲覧権を保障する（刑訴法147条１項）。加えて，弁

護人の付いていない被疑者・被告人の閲覧権も条件つきながら保障されている（刑訴
法147条４項。1999年改正）。この根拠としては，「法的聴聞請求権」（ドイツ基本法
103条１項）や「公正な裁判を受ける権利」（欧州人権条約６条）が挙げられる。すな
わち，手続の過程や結果に影響を与えることのできる法的主体性（実効的な意見表明
を行う権利）を保障すべきものとされる。ただし，捜査段階における記録閲覧につい
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ては，「捜査目的を妨害する場合には，検察官は閲覧を拒否できる」とされ，一定程
度の制限が可能とされている（刑訴法147条２項）。

　　記録閲覧の対象となるのは，公訴提起の際に一件記録に編綴された記録・証拠，編
綴されるであろう記録・証拠である。記録については電子データ化され，ウェブ上で
閲覧可能（電子化されていない場合はコピー）である（刑訴法32f条など。2017年改正）。
ただし，検察官が一件記録に含めるべきでないと判断した記録・証拠は閲覧できない
おそれがある。問題は，捜査過程の記録である。捜査の過程や結果に関しては，原則
として記録の作成が義務付けられているが，捜査妨害の防止など真実発見のためには
記録閲覧が制限される場合があるとされている。これが，（前記の）捜査段階におけ
る記録閲覧の制限の根拠である。これに加えて，「証跡記録」も重要である。証跡記
録とは，当該事件とは関連するが，被疑者・被告人とは関連しない記録である。判例
によると，これは検察官の判断で一件記録から除外可能とされている。その理由とし
て，公的・私的情報が不必要に公開される危険性や過大な情報が公判審理にもたらさ
れて公判審理が混乱するおそれが挙げられている。

⑵　再審請求審（再審請求準備）における記録閲覧
　　記録閲覧制度を支える基本理念や条文は，通常手続と再審手続とで共通して妥当す

る。ただし，判決確定後は，一件記録は検察官が保管することとなる（捜査段階では
検察官，捜査終結後から判決の確定までは裁判所が記録を保管する。）。

　　しかし，再審請求審においては，通常審以上に広い閲覧範囲が認められるべきであ
るとされている。すなわち，再審請求審では，通常審で閲覧対象から除外される可能
性のある「証跡記録」も閲覧対象とされる。その理由は，通常手続で証跡記録が閲覧
対象から除外される根拠（前記の危険性や弊害）が再審請求段階では妥当しないこと，
再審請求準備のため記録閲覧が重要であること確定判決の動揺を説明・立証する再審
請求人の義務に応じた権利を付与すべきことなどが挙げられる。したがって，再審手
続における記録閲覧の対象となるのは，一件記録，証跡記録，捜査開始前の手続に関
する記録，前科記録，民事・行政訴訟に関する記録，行政文書，身上書などである。
ただし，手続が分離されていた共犯者に関する一件記録は，判例によると，閲覧拒否
可能だが，正当な理由がある場合に限られる。

５　再審請求人に対する手続保障
　捜査手続が公判手続の帰趨を決定付けているのと同様に，再審請求準備が再審手続にお
いて重要な役割を演ずるにもかかわらず，刑訴法には再審請求準備のための規定はほとん
どない。再審請求審以降に関する手続保障のための規定も同様である。しかし，僅かであ
るが，再審請求準備を含む再審手続における請求人の手続保障のための規定が存在する。

⑴　再審請求審における弁護人依頼権（刑訴法364a条，364b条）
　　まず，再審手続のための弁護人の任命が保障されている。すなわち，再審手続での

裁判の管轄裁判所は，事実関係又は法律問題が複雑なため弁護人の協力を要すると思
われるときは，有罪の言渡しを受けた者で弁護人のない者のため，その申立てにより，
再審手続のための弁護人を任命する（刑訴法364a条。1974年改正）。
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　　次に，再審手続の準備のための弁護人の任命が保障されている。すなわち，再審手
続での裁判の管轄裁判所は，一定の要件（「一定の調査をすれば再審請求の許容性を
理由づけることのできる事実又は証拠方法が得られるという十分な事実的根拠があ
り」，「事実関係又は法律問題が複雑なため，弁護人の協力が必要と思われ」，「有罪の
言渡しを受けた者が自己及びその家族の生計費にこと欠くことなしには自己の費用で
弁護人を依頼することができないとき」）の下で，有罪の言渡しを受けた者で弁護人
のない者のため，その申立てにより，再審手続の準備のためにも弁護人を任命する（た
だし，有罪の言渡しを受けた者のため弁護人が既に任命されているときは，裁判所は，
申立てにより，決定で，前述の要件があることを確認する。刑訴法364b条１項。1974
年改正）。任命の要件である「十分な事実的根拠」としては，一定の調査をすれば再
審請求を理由付けることができる新事実・新証拠が得られる事実の存在が必要であり，
これらが探知される僅かな可能性や単なる推論では不十分とされている。

⑵　証拠調べと再審請求人の立会い（刑訴法369条）
　　前記のように，理由審査手続では，裁判官が，必要な限りで証拠の取調べを行う（刑

訴法369条１項）。証人又は鑑定人に宣誓させて尋問するか否かは，裁判所の裁量による
（刑訴法369条２項）が，証人又は鑑定人の尋問及び裁判官の検証が行われる場合には，
検察官，被告人又は弁護人は，これに立ち会うことができる（ただし，身体拘束を受
けている被告人は，拘束の地の裁判所で期日が開かれ，かつその関与が立証の目的で
ある事項の解明に役立つ場合でなければ，立会いを要求することができない。刑訴法
369条３項。1964年改正）。そして，裁判所は，証拠調べが終了した後，検察官及び被
告人に対し，期間を定めてさらに意見を求めなければならない（刑訴法369条４項）。

６　検察官による不服申立ての禁止
　再審の請求に関して第一審裁判所がした決定に対しては，「即時抗告（Sofortige 
Beschwerde）」をすることができる。これには，適法性審査に基づく再審請求棄却決定，
理由審査に基づく再審を開始しない決定，刑の執行停止又は中断の決定のほか，国選弁護
人，再審請求準備のための国選弁護人の選任に関する決定などが含まれる。
　ただし，再審開始決定に対しては，検察官は，抗告することができない（刑訴法372条。
1964年改正）。その理由としては，独立した再審裁判所が再審開始決定をしたということは，
利益変更の蓋然性があると判断されたことを意味し，誤判を除去する必要性の方が確定判
決の価値より大きくなっていることが挙げられる。また，たとえ検察官が再審開始決定に
不服があろうとも，それは，全て再審公判で主張・立証させれば足りる，と考えられてい
る。こうして，再審が必要だという判断がなされた場合には，即時の障害のない新たな公
判が保障されることになる。

第３　イギリス

１　再審制度の沿革・意義
⑴　イギリスでは，刑事事件については陪審の判断を尊重するという立場から，控訴も
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再審も認められない時代が続いたが，1907年に刑事控訴院が創設されて控訴と再審が
許されるようになった。刑事再審請求は，内務大臣に申し立てて，内務大臣が裁量で
控訴院に付託するという手続であった。

　　内務大臣による再審付託件数は，1980年代から増加し，1973年から1974年にかけて
発生したアイルランド共和国軍による連続爆弾テロ事件に関する「バーミンガムの６
人事件」，「ギルフォードの４人事件」，「マグワイア一家の７人事件」，「ジュディウォー
ドの18人事件」がえん罪であるとして再審付託後に原判決破棄となった。

⑵　これを契機として，1995年刑事上訴法により「刑事事件再審査委員会（Criminal 
Cases Review Commission）」（以下「CCRC」という。）が設置され，1997年４月１
日から活動を始めた。管轄は，イングランド，ウェールズ，北アイルランドであり，バー
ミンガムに本部が置かれた。なお，CCRCは，1999年にスコットランドにも設置され
た（SCCRC．本部はグラスゴー）。

２　刑事事件再審査委員会の概要
⑴　CCRCは政府から独立した公共機関であり，11人以上の委員（首相の助言と承認に

基づく勅任）と必要な補助職員から構成される。委員の内３分の１は10年以上の実務
経験をもつ法曹資格者でなければならず，残りの３分の２は，刑事司法に特に詳しい
人物でなければならない。任期は５年であり，10年以上務めることはできない。

⑵　2018年４月現在，CCRCには，13人の委員（委員長含む）と79人のスタッフがおり，
これまでに，法廷弁護士，事務弁護士，法医学者，BBC主幹，警察，人種平等委員会，
企業経営者，公認会計士等が委員に選任されている。

⑶　CCRCの予算は全て政府からの補助金で賄われているが，年々削減傾向にあり，
2009年度は700万ポンド（約９億円）あった年間予算も，2018年度は510万ポンド（約
6.6億円）にまで削減されている。

３　刑事事件再審査委員会の権限と手続
⑴　権限と再審請求事由
　　再審請求を受けたCCRCは，独自の強大な調査権がある。裁判所，警察，検察等の

公的機関のみならず，民間機関や個人から，関連する資料・情報を強制的に収集する
ことができるのである。ただし，違法捜査が問題となる場合等に，外部の別の警察に
調査を依頼することもある。

　　再審請求の事由は，原審では取り調べられなかった新しい証拠や新しい議論がある
か否かであり，再審付託の要件は，「原判決が維持されない現実的可能性があること」
である。少なくとも勅撰委員３人の賛成が法律上要求されており，付託の決定は裁量
である。再審請求の不受理決定（再審請求事由である新しい証拠や新しい議論がない
という補助職員の判断）や「有罪判決が破棄される現実的可能性がない」という委員
の判断に基づく請求却下に対しては，高等法院裁判官２人以上の合議による司法審査
がある。なお，再審請求が却下されても，新しい証拠や新しい議論があれば再度再審
請求をすることができる。



第３　イギリス

─ 131 ─

⑵　審査手続の流れ
　①　再審請求書面の提出
　②　第１段階：事件のふるい分け（上訴未了か否か等）
　　ア　事務職員による適格性審査（管轄違い，民事事件等）
　　イ　調査員による再度の申請事案審査：１人の委員による判断
　　ウ　調査員による上訴未了事案の審査：１人の委員による判断
　　エ　その他
　③　第２段階：予備審査（新証拠・新主張の有無）

　この段階で，要調査期間の長短により四つのカテゴリーに分けられて，調査員に
よる調査が始まる。また，検察・警察などの公的機関及び民間企業からの証拠開示
が可能になる。

　④　第３段階：委員３人と調査員１人による合議事件審査
　⑤　第４段階：控訴院への付託をするか否かの決定
⑶　控訴院への付託基準
　①　有罪判決が破棄される現実的可能性があること
　②　新証拠・新主張があること（例外あり）
　③　上訴手段が尽きていること（例外あり）

４　運用の実情
⑴　CCRCが設置されてから，年間1000件程度の事件が処理されたが，2012年に申請書

が簡易化されてから申請件数が増加し，今日では年間1400～1500件の申請がある。
CCRCが活動を始めた1997年４月から2019年６月30日までに２万5256件の申請があ
り，２万4446件が処理された。なお，申立て全件のうち，約40％は不適格な申請（上
訴未了）だった。

　　再審付託の決定を受けた控訴院は，従来通り，再審を控訴院として扱う。原審評決
を破棄する要件は，「原判決が安全でない（unsafe）場合」に単純化された。証拠不
開示が原判決の安全性を損なったと判断された例は少なくない。2019年６月30日まで
に，付託決定件数は664件（付託率は2.71%）である。控訴院では，付託事件664件中，
441件で原判決が破棄され（破棄率は67.1%），203件で有罪が維持された。

⑵　なお，年度ごとの付託率について見ると，2009年度に3.5%だったものが，2015年度
には1.8%，2016年度には0.77%（過去最低），2017年度には1.24%，2018年度では0.89%
と減少傾向にある。その理由は定かでないが，法律扶助の縮減もあって，弁護人が選
任されている再審請求人の比率が減少していることが一つの原因との指摘もある。

５　刑事事件再審査委員会と証拠開示
⑴　CCRCの年次報告書によると，主たる誤判原因として，証拠不開示の問題が指摘さ

れている。最近では，大量のデジタル証拠（スマホの情報等）に埋もれて，警察・検
察自体が証拠を十分に整理しきれないという問題がある。例えば，強姦事件で被害女
性のスマホの情報から虚偽告訴であったことが後日判明した事案で，この情報が弁護
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側に開示されていなかったことが問題となった例がある。
　　イギリスは，通常審は当事者主義構造であるが，CCRCの再審手続は徹底した職権

主義構造である。CCRCは強大な法的権限を有しており，あらゆる公的・私的団体及
び個人から，関連する資料・情報を強制的に収集することができる。再審請求人は，
再審申請書を提出すればよく，あとはCCRCが再調査を行う。必要があれば，専門家
による鑑定等も，予算の範囲内で実施する。CCRCは，そうした資料や情報（証拠）
に基づいて，有罪判決が破棄される現実的見込みの有無を判断するのである。

⑵　しかし，CCRCは，この調査過程で得られた資料・情報（証拠）を再審請求人に開
示する義務はない。再審請求人への開示義務がないからこそ，強力な証拠収集権限が
付与されているものと思われる。CCRCは，基本的に再審請求人と面談することはな
く，再審請求人弁護人と協議する機会もほとんどない。当事者主義構造に慣れた事務
弁護士にとっては，CCRCの手続は異質であり，両者の間には摩擦が生じている。

６　刑事事件再審査委員会とイノセンス・プロジェクト
　イノセンス・プロジェクトは，各大学で行われているえん罪支援運動である。具体的に
は，法的代理人による，事前の調査，CCRCへの申立て，申立て後の助力等の弁護活動で
あり，両者の共同作業に意義があると言われている。しかし，CCRCの証拠不開示と不透
明性から，再審請求人弁護人の調査・立証活動が効果的なものとなるか否かは不透明となっ
ている。
　近年における付託率の低下の一因には，上記のとおり法律扶助の削減に起因する弁護人
の欠如が挙げられている。

第４　カナダ

１　誤判・再審事件と第三者機関
⑴　えん罪事件に取り組む第三者機関について，その必要性と成果を理解するためには，

それぞれの正確な目的を把握することが必要だとして，第三者機関の役割が「誤判救
済モデル」と「組織改革モデル」とに分類されている（ケント・ローチ「えん罪委員
会の役割」日弁連えん罪原因究明第三者機関WG編著・指宿信監修『えん罪原因を調
査せよ』（勁草書房，2012年）95頁以下）。前者には，イギリスやスコットランドで採
用されている「刑事事件再審査委員会（CCRC）」，アメリカ・ノースカロライナ州で
採用されている「ノースカロライナ州えん罪調査委員会（NCAIC）」がある。カナダ
の「有罪判決再審査機関（Criminal Convictions Review Group）」（以下「CCRG」と
いう。）もこれに当たる。他方，後者には，政府等主導の調査委員会があり，代表的
なものとしては，「王立委員会」や「公的調査委員会」がある。

⑵　カナダは，英国法に由来するコモン・ロー圏であり，歴史的に，「国王大権による
慈悲（Royal Prerogative of Mercy）」によって，受刑者に対する恩赦，刑の減免，
誤判救済のための再審開始決定手続が行われてきた。このうち誤判救済に関しては，
特に1971年に発生したマーシャル事件（カナダ先住民族であったマーシャル青年が殺
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人で逮捕され，裁判で有罪となり終身刑を宣告されたが，拘禁から11年経過後に真犯
人が見つかりえん罪事件であったことが判明し，再審が開始された。）を契機として，
この事件の誤判原因究明のため王立委員会（Royal Commissions）が設立された。王立
委員会は２年間の調査を行い，1989年に，1500頁にも及ぶ『ドナルド・マーシャル・ジュ
ニア訴追に関する王立委員会報告書』を発表した。その中では，この事件の誤判原因
究明だけでなく，黒人や先住民に差別的なカナダの刑事司法運営の改革方法，検察の
証拠開示のあり方等，将来の誤判防止対策の検討と提言が多数行われている（指宿信

「カナダにおける取調べ可視化と目撃証言問題」季刊刑事弁護38号（2004年）144頁以
下）。ただし，政府から完全独立型の誤判再審査機関を設立するまでには至らなかった。

　　さらに，ミルガード事件（1969年）に対する調査委員会も，刑事司法改革において
大きな役割を果たした。この事件で，被告人ミルガードは友人（実は警察から報奨金
をもらう情報提供者）の通報によりレイプ殺人で逮捕され，23年間刑務所に拘禁され
た。この事件の真犯人フィッシャーはいわゆる連続レイプ犯であり，その後もレイプ
事件を繰り返し，投獄され釈放されていたが，1980年に別のレイプ殺人事件で有罪判
決を受けると，その犯行態様が酷似していることから，警察もフィッシャーが真犯人
である可能性を疑い始めた。息子を信じる母親の必死の活動と，えん罪救済活動を行
う民間の非営利団体「えん罪救済協会（Association in Defence of the Wrongly 
Convicted〔AIDWYCA〕）」（1993年に設立され，現在はInnocence Canadaと名称変
更している。）の協力によって世論が動いた。2004年にようやく，サスカチュワン州
政府は誤判原因調査委員会を立ち上げ，調査委員会は，この事件の取調べにおけるポ
リグラフの不正な使用の摘発や若年被疑者・参考人に対する取調べの際には特にその
弱さに配慮した取調べ方法が採られるべきこと等，数多くの提言を行った。

　　これらを含め，マーシャル事件以降，カナダでは７件の誤判調査委員会が設立され
ている。

２　有罪判決再審査機関
⑴　有罪判決再審査機関による審査
　　このように，カナダでは，誤判救済において王立委員会や調査委員会が重要な役割

を果たしてきたが，これらはあくまで「有罪判決破棄後」に設立され，誤判救済それ
自体というよりは，将来の誤判回避のための政策提言や組織改革に重点が置かれたも
のである。

　　そこで，誤判を訴える受刑者や元被告人のために再審を開始するに当たり，政府と
は独立した第三者機関が再審査に関与する必要性が主張された。これは，再審開始決
定手続をより透明化する要請が強かったことを意味する。これについての立法論議を
経て，2002年にカナダ刑事法（Criminal Code（以下「刑事法」という。）） 690条が改
正され（696.1条～696.6条），再審開始決定手続の中に有罪判決再審査機関（CCRG）
による審査手続が組み込まれることになった。

⑵　有罪判決再審査機関の意義と手続
①　有罪判決再審査機関（CCRG）は法務省からは独立した機関であり，その構成員
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は弁護士である。ただし，その人数は公開されていない（なお，依頼者の事件で同
機関に申請したことのある者の経験によると，その人数は３～４人と少数である。）。

　　CCRGが担う役割や責務は以下の五つに大別される。すなわち，
　　ア　申請者（えん罪を主張する者），その弁護士，地方検察庁の検事，その他諸々

の関係機関の間の「連携」的役割を果たす。
　　イ　法務省による審査の前に，申請者からの申請を審査し予備的評価を行う。
　　ウ　裁判所の令状が発付された場合には，捜査を行う。
　　エ　捜査により得られた結果をもとに，捜査報告書を作成する。
　　オ　法務大臣（なお，検事総長の役割も果たす）による審査を行うか否かを決定す

る際には，大臣に対し，客観的かつ独立した法的助言を行う。
②　CCRGに対し誤判救済を訴える申請とそれへの対応については，以下のような手

続がとられる。
　　ア　申請書の作成と提出

　「申請者」は，まず，「申請書」を作成し提出する。ここでいう「申請者」とは，
カナダの連邦法又は規則で定められた犯罪を行ったとして過去に有罪判決を受け
た者であるが，裁判，上訴手続等の通常の手段を全て尽くした後でなければ申請
を行えない（刑事法696.1条）。すなわち，CCRGの審査や捜査後法務大臣の決定
により再審ないし再度の上訴が認められる手続は，非常救済手続と位置付けられ
ている。
　申請書の書式（カナダ法務省のHPでアクセスできる。）は，レターサイズ（ほ
ぼA４）２枚程の短いものであるが，記入事項や必要書類は少なくない。すなわ
ち，「セクションＡ：個人にかかる情報」，「セクションＢ：基礎となる情報」（有
罪判決を受けた裁判についての基本的な情報），「セクションＣ：必要書類」（公
判前については，各書類（起訴状，検察官及び弁護人の意見書，手続の速記記録）

〔の謄本〕，公判段階については，各書類（弁護人及び検察官の提出証拠，裁判手
続の速記記録，判決書）〔の謄本〕，上訴審については，各書類（控訴又は上告趣
意書，上級審の判決書・決定書，控訴又は上告趣意書への反論）〔の謄本〕，「セ
クションＤ：その他裏付けとなる証拠」（ただし，任意。例えば，宣誓供述，写真，
図画等）である。

　　イ　予備的審査
　申請書が提出されると，CCRG所属の弁護士は，その申請に，当該事件の裁判
において証拠調べされなかった「新しい重要な証拠・情報」が含まれているかを
審査する。なお，予備的審査は，通常２～３週間から数か月かかる。
　ここにいう「新しい（新規な）」証拠とは，裁判が全て終わった後に「新たに発
見された」又はこれまでの審理では「取り調べされなかった」証拠をいう。また，

「重要な」証拠とは，具体的には例えば次のようなものを言う。すなわち，アリ
バイを確証できる情報，他の者（真犯人）によるその犯罪についての自白，犯罪現
場に他の者がいたということを確証する情報，他の者の犯罪への関与又は申請者
の無実を示す科学的証拠，重要な証拠が開示されなかったことの証明，証人が嘘
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の証言をしたことを示す情報，裁判でなされた証言と実質的異なる情報等である。
　申請書において新規性と重要性が示されていないと判断されれば，ここで手続
は終了し，次の段階に進まない。ただし，申請者が１年以内に「新しい重要な情
報」を提示すれば，手続は再開される。

　　ウ　捜査
　CCRG所属の弁護士が，「新しい重要な証拠」に信頼性が高いと判断すれば，
その事件に関する捜査が開始される。ここでは，証人との面会，DNA型鑑定等
の科学的検査，警察官や検察官，また裁判で事件を受任した弁護士との面会等が
行われる。この調査に協力しない証人がいれば，法務省はこれを強制召喚するこ
とができる。また，法務省は，CCRG所属の弁護士やこの捜査に協力する外部の
弁護士に対し，強制的な捜査を行う権限を与えることができる。なお，捜査は数
か月程度かかる。
　以上の捜査を経て，CCRGは「捜査報告書」を作成し，申請者に連絡をする。
申請者は捜査報告書に対し意見を述べることができるが，この期間は最長１年間
である。捜査の結果，申請者の事件に誤判の可能性があり，法務大臣による救済
手続が必要であると判断すれば，CCRGは法務大臣に「勧告」を行う。

　　エ　法務大臣による決定
　上記の捜査終了後，CCRGは，申請者から提出された全ての資料，CCRGによ
る捜査報告書，申請を法的に調査した弁護士から提出された法的助言等を，法務
大臣に提出する。法務大臣は，事実と法に基づき，誤判の可能性を信じるに足り
る「合理的な根拠」があると判断すれば，非常救済手続の開始を決定する。
　その判断に際しては，①申請者が提出した「新しい重要な証拠」がそれまでの
裁判で取り調べされず，また以前の再審査手続においても検討されなかったこと，
②当該申請において提出された証拠・情報に関連性・信頼性があること，③法務
大臣による再審査を上訴と位置付けて申請しようとしている事実が存在しないこ
と，そして，④当該申請により得られうる救済がいわば「非常救済措置」である
こと，が必要となる。非常救済手続の開始には，再審開始もあれば，（期限徒過
等で上訴審が行われなかった場合等）新たに上訴審を開くことの決定も含まれる。
非常救済手続開始の決定に対し，検察官の抗告権は認められていない。

⑶　運用の実情
　　実際上，どの程度の申請数があり，そのうち何件で再審開始決定されているのか。

以下，統計資料を紹介する。
表１（申請数）

年度／段階 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
申請受付 ７ ３ 11 ３ ８ ５ ５ 15 18

申請部分的受付 ６ ２ １ ５ ５ ５ １ １ ４
申請理由なしの却下 ９ ４ ４ ４ ０ １ １ １ ５

計 22 ９ 16 12 13 11 ７ 17 27
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表２（予備的審査及びその後の捜査）
年度／段階 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

予備的審査完了 10 ９ 11 ９ ５ ５ ３ ６ ９
捜査完了 ０ ２ １ １ １ ２ ０ ０ １

計 10 11 12 10 ６ ７ ３ ６ 10

表３（申請の許可・不許可）
年度 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

申請不許可 １ １ １ ０ ０ ０ ０ ０ ０
申請許可 １ ０ ０ １ ０ ２ ０ １ ０

計 ２ １ １ １ ０ ２ ０ １ ０

⑷　有罪判決再審査機関の評価と課題
　　CCRGは法務省の一機関という位置付けではあるが，その構成員は政府の職員では

ない弁護士であり，政府からの独立性が期待されている。しかし，その独立性につい
ては疑問視する声も少なくない。

　　また，そもそもの申請件数が少ないことも問題視されている。これは，上述のよう
に，申請者が申請に際して非常に多くの資料を提出しなければならないことに起因し
ている。また，CCRGにおける誤判救済手続には多くの時間がかかり，最終的に救済
に至る割合も低いので，「えん罪救済協会（AIDWYCA．現Innocence Canada）」等
の民間えん罪救済組織を頼る方が効率がよい，との意見もある。さらに，CCRGの手
続は形式事項が多すぎ，また手続要件を満たすためには高い能力を有する法律家と多
額の費用が必要となるため，ロースクールのえん罪救済クリニックでは支援に関わる
のが困難である，とも述べられている。

　　このほか，CCRGの透明性の低さも問題とされている。関与している弁護人の数も
不明であり，申請が「不許可」となった事件の理由も公表されていない。さらに，メ
ンバーの多様性が欠ける点も指摘されている。構成員は全員が弁護士であり，他分野
の専門家は含まれていない。

　　えん罪救済機関については，どのような基準で評価するかについては意見が分かれ
得る。統計上，CCRGへの申請が最終的に認められ救済措置（再審）が開始される割
合は，他の国の同様の機関と比べると決して低くはない。しかし，申請件数の少なさ
は，利用者（申請者）がこの制度を利用し易いとは考えていないことの現れであろう。

第５　アメリカ

１　えん罪・雪冤と刑事司法改革
⑴　アメリカでは，伝統的に，「えん罪は自分たちの刑事司法制度には存在しない」と

いう考え方が強かった。このため，えん罪防止や救済，手続をやり直すための立法や
制度は，実に1990年代まで発展してこなかった。
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⑵　この状況を大きく変えたのが，1990年代以降に展開された，いわゆる「イノセンス
革命（Innocence Revolution）」であった。これは，えん罪防止・救済を目的とした
刑事司法の改革である。1980年代終わり頃から，DNA型鑑定を用いてえん罪を訴え
る人々の無実を晴らすという「イノセンス運動」が徐々に拡大した。そして，この運
動の広がりとともに，多数の事件が雪冤されていった。DNA型鑑定は，「完全な無実」
を科学的に立証することのできる証拠である。無実であることが明らかである人々が
有罪判決を言い渡され，時には死刑を言い渡されていたという事実は，「えん罪はない」
と信じていたアメリカの人々に衝撃を与えた。「無実の人を処罰してはいけない」と
いう命題には，どのような立場にあっても，疑問を差し挟むことができないからであ
る。

　　これらの事件を分析してえん罪の原因を明らかにするという研究も進んだ。そのこ
とによって，刑事司法制度やその運用の問題点も明らかになった。こうして，2000年
代以降を中心に，手続のやり直しやえん罪防止や救済のための制度や運用の改革が行
われていく。雪冤された人々への刑事補償やサポート体制も整いつつある。

⑶　イノセンス運動の主な担い手は，世界的に著名な「イノセンス・プロジェクト
（Innocence Project）」（ニューヨーク所在）をはじめとする様々な「イノセンス団体
（Innocence Group）」（えん罪救済団体）である。1992年にニューヨーク州・イェシ
バ大学ロースクール内で立ち上げられたイノセンス・プロジェクト以降，現在では60
程度の同様の団体が各州に少なくとも一つは存在し，えん罪を訴える人々の救援活動
を無償で行っている。イノセンス・プロジェクトが画期的だったのは，DNA型鑑定
を用いた雪冤活動を行うことであった。そして，最近では，DNA型鑑定以外の諸科
学の新たな知見を用いて過去の事件の問題点を指摘し，様々な事件についてえん罪救
済活動が行われている。DNA型鑑定による雪冤が有効なのは，性犯罪事件や殺人事
件など一部の事件に限られる。そこで，より多くの事件を救うために，DNA型鑑定
と同様の枠組みを応用しようとの動きが活発化している。信頼性の低い科学的証拠に
よって無実の人が有罪とされてきた「揺さぶられっ子症候群（Shaken Baby 
Syndrome）」事件，非科学的な火災原因調査によってえん罪とされた放火事件，ジャ
ンク・サイエンスが用いられてきた毛髪鑑定や歯痕鑑定などである。いずれも科学的
な知見に基づいたえん罪の救済が追求されている。

　　なお，イノセンス運動やその他の弁護活動の結果，1989年以降にDNA型鑑定で雪
冤された人は365人であり，その他の手段で雪冤された場合を含めると実に2471人が
雪冤されている。

　　このように，アメリカでは，「えん罪・雪冤（イノセンス）」というパラダイムから，
刑事司法の改革が進んでいると言えよう。

２　有罪判決を見直すための手続とその概要
⑴　アメリカには，「再審」という制度は存在しない。
　　合衆国憲法修正５条は，「何人も，同一の犯罪について，重ねて生命または身体の

危険にさらされることはない」と定めており，被告人が無罪判決を言い渡された場合
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には，「二重の危険の禁止」により，同じ事件が再度取り上げられることはない。こ
れに対して，被告人が第一審で有罪判決を言い渡された場合には，審理をやり直すた
めの幾つかの手段・手続がある。上訴も可能である。ただし，上訴の場合には，基本
的には公判記録に現れた事情に基づく法的な主張しか行うことができない。

⑵　被告人が無罪を主張して有罪判決を争う場合にはどうするか。
　① 　考えられる手段・手続として，第１に，「再審理の申立て（motion for a new 

trial）」がある。再審理の申立てを行うことができるのは，①陪審評決後，②量刑
言渡し（判決）後，又は，③新証拠が発見された後である。判決後に新証拠が発見
されたとして再審理を申し立てられる期間には，州にもよるが，数十日から３年ほ
どの時間制限が設けられていることが多い。その期間を経過すると，再審理の申立
ては認められない。
　新証拠発見に基づく再審理の要件は，法域によっても違うが，典型的には，当該
証拠が公判時には発見できなかったこと，証拠が重要なものであること，証拠があっ
たとしたら判決が変わった可能性があることである。

　② 　第２に，有罪判決後に被告人が刑事施設に収監されているときには，身体拘束か
らの解放を求める「人身保護請求（州によって異なるが，Habeas Corpus又は
Personal Restraint Petitionなどと呼ばれる。）」を申し立てることができる。ただし，
えん罪を訴える者が死亡しているときには，訴えの利益がないとされ，人身保護請
求の申立てをすることができない。人身保護請求は，州の裁判所に対する申立てを
経て，連邦の裁判所にも州裁判所の判断の見直しを求めることができる。
　人身保護請求に関する判断基準は，州によって異なるものの，典型的には，新証
拠の発見によって被収容者のえん罪の可能性が高まったという場合，裁判所は，①
当該証拠に信頼性・重要性があり，②それが遅延なく提出され，③仮に当該証拠が
あったならば，身体拘束の原因となった裁判の結果が変わった可能性がある（なお，
この可能性判断の基準は，典型的には，“more likely than not”基準である。）な
どの要件が具備しているときに，人身保護令状を発付することになる。
　このとき，裁判所は，元の判決を無効であると宣言したり，再審理を命じたりす
ることができる。前者の場合には，検察官に，再度の訴追をするか否かの判断が委
ねられる。後者の場合には，再度の陪審公判が選択されることもあれば，この段階
で司法取引が成立することもある。

　③ 　以上は司法制度の内部における救済手段であるが，これ以外にも，州知事等によ
る「行政恩赦（Clemency）」によって非常救済が図られ，雪冤されることもある。
特に，死後再審の制度がないアメリカにおいて，死後の雪冤は恩赦制度によること
となる。

３　多様な制度改革
　イノセンス革命が全米に広がった2000年以降には，各州において様々な立法や制度改革
が進行中である。以下では，代表的なものを幾つか挙げる。

⑴　第１に，えん罪の原因になったことが明らかにされた捜査手法が，改善されてきた。
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例えば，目撃者の識別手続，取調べの録音・録画（さらには取調べ方法の在り方），
捜査協力型司法取引（情報提供者からの供述の獲得）に際しての手続の改革などであ
る。これらについては，立法措置をとる州もあるが，各関係機関が自主的な改革を行
い，捜査の適正化を図っている場合もある。

　　最近では，連邦および諸州において法科学や科学的証拠に関する改革も行われてい
る。2009年の全米科学アカデミー（National Academy of Science）の法科学に関す
る包括的・画期的な報告書を契機として，連邦では，2013年に「全米法科学委員会

（National Commission on Forensic Science〔NCFS〕）」が設けられ，2014年に司法省
とアメリカ国立標準技術研究所によって「法科学に関する科学領域委員会機構 

（Organization of Scientific Area Committees on Forensic Science〔OSAC〕） 」が立
ち上げられた（ただし，NCFSは，トランプ政権下で2016年に解消された。）。OSAC
では，500人以上の法科学関連の実務家，研究者，専門家が法科学の諸領域における
質の向上を目指し，基準やガイドライン，プロトコルの策定を行うために20以上の委
員会を作って議論を進めている。また，法科学の改革を推進する州も多い。代表的な
テキサス州では，2005年にテキサス州法科学委員会が立ち上げられた。科学者，法科
学者，弁護士，検察官から構成される同委員会は，州内の犯罪捜査研究所における証
拠の適正性を維持するための監督機能を有するとともに，えん罪の疑いのある事件に
ついて独自の調査を行うこともできる。例えば，2011年に公表された「放火プロジェ
クト」報告書は，キャメロン・トッド・ウィリンガム事件（死刑が執行されてしまっ
たえん罪の疑いが強いとされる事件）における初動の火災原因調査の問題点を科学的
に分析して指摘するとともに，火災原因調査の適正さを確保するため17の改善策を提
示した。その後も，同委員会は，歯痕鑑定やDNA混合資料の鑑定について調査・検
証を行っている。

⑵　第２に，えん罪が起こった疑いがある場合，あるいは起こってしまったことが明ら
かになった場合の対応策が講じられてきた。現在，連邦及び全ての州で，えん罪を訴
える受刑者に対し，有罪判決後にDNA型鑑定を求める権利が認められている。新た
なDNA型鑑定によって判決の結果が変わる可能性がある場合には，裁判所が改めて
DNA型鑑定を行うことを命じることができる。新たなDNA型鑑定により被告人に有
利な結果が出た場合には，その結果を新証拠として，再審理の申立て又は人身保護請
求をすることができる。なお，半数以上の州では，有罪判決後のDNA型鑑定の機会
を保障するために，生体資料の保管・保存が法律上義務付けられている。

　　また，えん罪が明らかになった者への刑事補償を認める州も増えつつある。
　　連邦政府は，上述のようなえん罪を生まない刑事司法改革を包括的に実現するため，

2004年に「無実者保護法（Innocence Protection Act）」を制定した。連邦政府は，同
時に，えん罪救済のための補助金制度を設けた。これにより，多額の補助金が，毎年，
えん罪救済や制度改革を行う全米各地の団体に交付されている。イノセンス団体の一
部も，これらの補助金を得ることによって活動資金を確保している。
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４　証拠開示の在り方
　有罪判決後の証拠開示については，州ごとに法制度が異なる。以下では，アメリカの中
でも刑事事件において判決後の記録等の開示が最も先進的とされるワシントン州の例を紹
介する。
　ワシントン州では，判決後は全ての証拠や事件記録が「公的記録（Public Records）」
とされる。したがって，（40年以上前に制定された）州の情報公開法（公的記録法。
Public Records Act: RCW 42.56）により，州が作成した記録については，誰でも州に対
して開示を請求することができる。刑事事件に関わる記録も，公的機関が作成した記録で
ある以上，適用除外されない。一度判決が出された後は，全てが公的記録に該当すると考
えられているからである。
　また，これとは別に，公判調書などは，裁判所に対してウェブ上で請求をすることが可
能である。ただし，被害者や性犯罪・若年の証人のプライバシーや秘匿捜査を保護する必
要性があるときなど，一定の例外規定はある（RCW 42.56.240）。しかし，基本的には，
公開の推定が働いている。

５　公的なえん罪救済組織
　「えん罪（イノセンス）」という視点から刑事司法の在り方を見直すアメリカの刑事司法
において，近年の注目すべき動きとして，えん罪を究明するための公的な制度の設立が挙
げられる。例えばノースカロライナ州では，「えん罪調査委員会（North Carolina 
Innocence Inquiry Commission）」が州の機関として2006年に立法により設けられた。
　各法域の検察庁の中にも，有罪判決が誤っていないかを検証する部門（Conviction 
Integrity Unit〔CIU〕）を新設する例が増えている。2018年には，全米の44の地域で，検
察庁の中にこのような部門が存在している。CIUには刑事弁護の担い手（弁護士）から責
任者が選ばれる例もあり，検察庁の中の第三者機関として，問題のある事件の再調査を行っ
たり，検察庁内の運用の改革を提案したりしている。

第６　韓国

１　再審制度の沿革・意義
　韓国の刑事訴訟法（以下「刑訴法」という。）は，歴史的な沿革から，日本の刑事訴訟
法と極めて類似している（安部祥太「韓国における被疑者取調べとその適正化」青山ロー
フォーラム創刊号（2012年）74～75頁。刑訴法の邦訳は，同「韓国刑事訴訟法試訳」同４
巻１号（2015年）135～137頁参照）。刑訴法については，被疑者取調べなどの分野で発展
していることが知られつつある。しかし，刑訴法上の再審は，日本の再審規定と相違がな
い上に，白鳥決定に相当する判例法理が存在しないこともあり，活発に用いられていると
は言い難い。他方，韓国では，特別法や第三者機関による調査を通じてえん罪の救済が図
られている（同「刑事再審の比較法研究―大韓民国」九州再審弁護団連絡会出版委員会編

『緊急提言！刑事再審法改正と国会の責任』（日本評論社，2017年）136頁以下参照）。
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２　刑訴法による再審
⑴　再審の要件
　　韓国の刑事再審は，利益再審に限定されている（刑訴法420条，421条１項）。刑訴

法420条は，日本と同様に，ノヴァ型再審とファルサ型再審を定めている。ノヴァ型
再審（刑訴法420条５号）は，日本と同様の規定であり，証拠の新規性と明白性が要
求される。

⑵　判例の立場
　　再審に関する大法院2009年判決は，明白性の判断方法について，限定的再評価説を

採っている（대법원2009.7.16선고, 2005모472판결. 邦訳は，安部祥太「韓国における
再審開始事由としての証拠の『新規性』と『明白性』」青山ローフォーラム７巻２号（2019
年）23頁以下）。従前の大法院は，明白性の判断方法について，孤立評価説を採って
きた（대법원1995.11.8선고, 95모67결정）ので，2009年判決は，判例変更したことに
なる。くわえて，同年判決の少数意見は，全面的再評価説を採用すべきとした。法廷
意見と少数意見は７対６であり，大法院でも見解が分かれていると指摘されている（将
来的に全面的再評価説への判例変更が行われる余地もある。）。

　　他方，明白性の意義・程度は，「原判決をそのまま維持できないほどの高度の蓋然性」
を要するとされる（厳格説）。大法院は，「疑わしいときは被告人の利益に」の原則（利
益原則）の適用可否について明言していないが，2009年判決が厳格説を採っているこ
とから，この適用を否定していると解されている。

３　特別法による再審
⑴　憲法裁判所法上の再審
　　韓国憲法裁判所法が定める再審のうち，代表的なものは，違憲決定が出た刑罰法令・

条項に基づいて過去に有罪判決を受け確定していた者による再審である（憲法裁判所
法47条３項）。この再審には，刑訴法の規定が準用される（同条４項）。その他，「公
権力の行使又は不行使によって，憲法上保障された基本権を侵害された者」が，違憲
審査を憲法裁判所に請求し（同法68条１項），憲法裁判所がその主張を容れる決定を
した場合にも，再審が認められる。この場合，憲法裁判所法47条が準用され，憲法訴
願請求人は再審請求することができる（同法68条６項）。

⑵　個別事件を対象とした特例法上の再審
　　個別事件を対象とした特例法の代表例は，「5.18民主化運動等に関する特別法」で

ある。この法律は，光州事件と関連する行為等で有罪の確定判決を言い渡された者の
再審を認めた（後記参照）。

４　「過去事清算」と再審
⑴　「過去事清算」と「過去事」の代表例
　　現代韓国では，「過去事清算」が重要な価値を有する。これは，1987年民主化以前

の人権弾圧や，無令状の身体拘束，拷問による自白に基づいた国家保安法による処罰
などについて，その原因究明や被害者救済を図る動きである。韓国の法制度は，歴史
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的な沿革から，日本による植民地統治の影響を色濃く残すものであった。そのため，
民主化以前の制度・法律を改廃することは，権威主義政権期を省みると同時に，植民
地統治の影響を除去し，真に民主化を追求し，韓国のアイデンティティ（同一性）を
確立する重要な意味があるとされている。過去事清算は現在も行われており，様々な
制度改革を押し進める力学の一つとなっている。

　　代表例は，人民革命党再建委員会事件である。1975年，中央情報部は，反政権デモ
の参加者を検挙した。その後，人革党再建委メンバー８人をデモ首謀者と断定した。
この８人は，最終的に大法院で死刑判決が確定し（대법원1975.4.8선고, 74도3323판결），
大法院判決から18時間後に死刑が執行された。また，その遺体は直ちに火葬された。
これは，韓国では，「司法殺人」として知られている。

⑵　「過去事」への対応
　①　立法・司法による過去事清算と再審

　立法・司法による過去事清算の代表例は，上記「5.18民主化運動等に関する特別法」
である。5.18民主化運動では，軍事クーデターと金大中の逮捕等をきっかけに，市
民が民主化を求めて蜂起した。これに対し，韓国軍は武力で弾圧し，多くの者が死
傷したり刑事訴追されたりした。同法は，5.18民主化運動と関連する行為等で有罪
の確定判決を言い渡された者について，刑訴法の再審規定にかかわらず，再審請求
を認めた（同法４条）。これにより，400人近い者が再審無罪判決を受けた。

　②　行政による過去事清算と再審
　　ア　疑問死真相究明委員会

　行政による過去事清算の代表例は，2000年「疑問死真相究明委員会」（以下「疑
問死委」という。）による調査である。大統領直轄の疑問死委は，民主化運動と
関連する疑問死を調査する時限的組織である。疑問死委は，必要に応じて同行命
令状を発付して調査を行う。調査の結果により，捜査機関に捜査を要請したり，
告発したりする。
　疑問死委の調査によって再審無罪判決が言い渡された事件の一つに，前記の人
革党再建委事件がある。疑問死委は，ソウル地検内で資料を発見し，拷問の事実
を明らかにした。2002年末，元死刑囚の家族等は，疑問死委の調査結果を受けて
再審を請求した。すなわち，１日で作成できないほど大量の供述調書が発見され
たため，調書の日付変造が疑われ（刑訴法420条１号），「職務上の犯罪」が明ら
かになった（刑訴法420条７号）とした上で，上記調査結果をもって「確定判決
に代わる証明」があった（刑訴法422条）と主張した。その結果，2005年12月，
ソウル中央地裁は再審開始を決定し，2007年１月に再審無罪判決を言い渡した。

　　イ　真実・和解のための過去事整理委員会
　2005年には，「真実・和解のための過去事整理委員会」（以下「真実和解委」と
いう。）が設置された。真実和解委は，個別立法で解決できなかった過去事を整
理する組織である。真実和解委は，2010年末までに１万1175事件を審査し，8450
事件について調査開始を決めた。この調査の結果，再審無罪に至った代表例は，
2011年春川強姦殺人事件再審無罪判決である。元被告人は，10歳の少女を強姦し
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殺害したとして，1973年に無期懲役刑を宣告された。ところが，真実和解委の調
査によって，捜査段階の拷問と虚偽自白が明らかになった。この調査結果を基に
再審請求が行われ，2008年に無罪判決が言い渡された（検察は控訴・上告したも
のの，いずれも棄却された。）。
　真実和解委は，李明博政権の強硬路線により， 2010年12月末で活動を終えた。
それでも，2012年以降，特別再審を認める立法とともに第二次真実和解委を設置
する立法提案が国会で複数回発議されている。

５　検察改革と再審
⑴　共有された「検察改革」の必要性
　　再審手続と関連して，検察の対応に勧告が示された例を挙げる。
　　権威主義政権下では，検察権限が濫用された。そのため，過去事清算の文脈で，検

察改革が常に意識されてきた。検察改革は，文在寅の選挙公約にも挙がり，国民が最
も望んだ公約の一つであるとされている。

　　2017年12月，文在寅政権は，過去の検察の人権侵害や権限濫用を調査するために，「検
察過去事委員会」（以下「検察過去事委」という。）を組織した（法務部訓令「検察過
去事委員会規則」１条）。検察過去事委は法務部（法務省）内に設置され，研究者や
弁護士など外部委員９人により構成される。法務部長官とは協助の関係にあり（同規
則２条２項），独立性が担保されている（同条１項）。この下部組織として，過去の事
件を調査する大検察庁真相調査団が設置されている（安部祥太「韓国における検察改
革と再審事件の検証」法セミ775号（2019年）７頁以下）。

⑵　薬村五叉路事件と検察の「再審妨害」
　①　事案の概要

　2018年12月，大検察庁真相調査団は，薬村五叉路事件及び再審の過程を再調査し，
検察の対応に問題があったと結論した。これは，2019年１月，検察過去事委でも承
認された。
　薬村五叉路事件は，2000年に益山市で発生したタクシー運転手殺人事件である。
事件を通報した15歳の少年Aが被疑者とされ，2001年５月に大法院で懲役10年の有
罪判決が確定した。その後，2003年に，別の警察署が真犯人Xを捜査し，Xの自白
を得たものの，物証が乏しく，地検は嫌疑なしと判断していた。Aは，満期出所後
の2013年に，Xの自白などを新証拠として再審を請求した。その結果，2015年６月
22日，光州高裁は再審開始を決めた。検察は抗告したものの，2015年12月11日，大
法院は抗告を棄却した。これにより，再審公判が開始され，2016年11月17日にAに
対して無罪判決が言い渡された。これを受けた検察は，同日，Xを身体拘束し，
2016年12月６日，公訴提起した。Xは，第一審及び控訴審でそれぞれ有罪判決を言
い渡され，2018年３月27日に懲役15年の有罪判決が確定した。
　なお，本件は，2015年８月９日に公訴時効が完成する予定であった。光州高裁６
月22日再審開始決定は，Xの自白を新証拠としていたため，Xが真犯人であること
を前提としていた。それにもかかわらず，検察は，Xに対する捜査を行わないまま，
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大法院に抗告していた。もっとも，公訴時効完成９日前である2015年７月31日に，
人を殺害した罪で死刑に該当する犯罪について公訴時効を適用しない刑訴法253条
の２が施行されたため，Xの訴追が可能となったという事情がある（後記参照）。

　②　大検察庁真相調査団の調査・勧告
　大検察庁真相調査団は，薬村五叉路事件について調査し，その結果を検察過去事
委に報告した。検察過去事委は，警察官が少年Aに暴行を加えて自白を獲得した等
の違法捜査を認定するとともに，無罪方向の物証の検討の不十分さや，公判を維持
した検察の訴訟指揮を問題視した。再審との関連で注目すべきは，前記した「抗告」
過程への勧告である。すなわち，光州高裁の再審開始決定に対して「特別な根拠も
提示せず」，時効完成前に大法院の決定が下されることが期待し得ない状態で抗告
したことは，「国家刑罰権の行使に重大な障害をもたらすおそれがある」とした。
　なお，大検察庁真相調査団は，本件抗告を「機械的抗告」と評した。すなわち，
公訴時効の完成を期した理由のない抗告であり，過ちを認めない検察の長年の慣行
によるものであると批判した。そのう上で，調査団は，検察の抗告過程に監察調査
が必要である旨の報告書をまとめた。検察過去事委は，この部分には明言していな
い。しかし，検察過去事委も，検事総長がAやその家族，被害者遺族に直接に謝罪
すること，国家賠償を迅速に進めること，本件再審の対応過程の適正性を検討する
ことを法務部に勧告した。

　③　国家人権委員会による検察官抗告への改善勧告
　大検察庁真相調査団による調査と時を同じくして，それとは異なる文脈で検察官
抗告が批判されている。それが，国家人権委員会による検察官抗告への改善勧告で
ある。
　陳情人は，2000年８月31日，尊属殺人罪で第一審有罪判決（無期懲役刑）を受け，
2001年３月23日に大法院で刑が確定し，受刑生活を送っていた。2015年１月28日，
陳情人は，第一審裁判所に対して，刑事訴訟法上の再審事由があることを主張して
再審請求を行った。第一審裁判所は，2015年11月18日，陳情人の再審請求の一部を
認容し，再審開始決定を行った。これに対して，検察官が即時抗告した。2017年２
月10日，即時抗告審は，検察官の即時抗告を棄却する決定を行った。そこで，検察
官が再抗告した。再抗告を受けた大法院は，2018年９月28日に再抗告を棄却し，再
審開始決定が確定した。
　陳情人は，再審制度の趣旨を考慮すると，検察官の抗告によって裁判が遅延し，
人身拘束状態が継続したことの不当性を主張し，国家人権委員会に陳情を行った。
これに対して，国家人権委員会は，陳情内容が国家人権委員会法30条１項１号の調
査対象に該当しないことを理由に，形式的に却下した（同法32条１項１号）。他方で，
同法25条１項に基づく政策勧告および意見表明を行った。
　この決定は，再審開始決定に対する検察官抗告が請求審の長期化を招いているこ
とを指摘し，法務部長官に対して改正案の検討と抗告権限の慎重な行使を勧告した。
また，大法院長に対して，再審請求審を迅速に進行することや，再審開始決定時に
刑の執行停止決定を積極的に行うことが望ましいという意見を表明した。
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６　再審制度の評価と展望
　韓国刑訴法上の再審は，日本の白鳥・財田川決定以前の状態にある。しかし，日本には
存在しない憲法再審が設けられている。また，過去事清算や検察改革という文脈で，多く
の誤判救済がなされている。その背景には，えん罪・拷問被害者が立法府に多く携わり，
改革を主導してきたという特徴がある。過去事清算や検察改革は，韓国社会において重要
な論点として認識されている。
　そのような中で，薬村五叉路事件が注目され，検察の対応について検察過去事委が勧告
を出すに至っている。薬村五叉路事件は，韓国で映画化されて大ヒットするなど，社会的
関心は高い。また，検察官抗告をめぐって，国家人権委員会による改善勧告が示された。
韓国では，劇的な改革姿勢や，過去の人権侵害に対する柔軟な姿勢が見受けられる。過去
事清算や検察改革という文脈で，又は大法院判例の変更という形で，再審法の大変革が訪
れることもそう遠くないかもしれない。

第７　台湾

１　再審制度の根拠・目的
⑴　台湾の再審制度は，台湾刑事訴訟法（以下「刑訴法」という。）第５編再審に定め

られている。刑訴法420条から440条までの21条の条文があり，利益再審，不利益再審
の双方が存在する。2015年に，利益再審に関する重要な法改正があった。

　　以下では，台湾の再審制度の概要を明らかにした上で，特に，①新規・明白な証拠
に関する2015年の法改正，②再審請求のための記録閲覧制度，③判決確定後のDNA
型鑑定について，順次説明する。

⑵　台湾の再審制度の目的は，もともと法的安定性と実体的真実との調和に求められて
いた。すなわち，1935年，中華民国の刑事訴訟法が台湾で施行された際，再審制度の
立法目的は，「再審制度には，専ら被告人の利益のために設けられる制度のほか，事
実に関して重大な誤りを正すために設けられる制度も存在する。本法律は，判決が真
実かつ正確なものであることを重視するため，後者の制度を採用している。そのため，
被告人に有利か不利かを問わない」とされていた。この立法目的に従い，台湾の再審
制度は，利益再審と不利益再審の双方を採用している。ただし，不利益再審の例は少
なく，実務上も重要とされていないため，以下では，利益再審のみに限定する。

２　再審制度の概要
⑴　利益再審の請求理由 
　　利益再審，すなわち，有罪判決を受けた者のための再審請求理由は，刑訴法420条

１項に定められている。その規定は，日本の再審請求理由と類似している。同項１号
から５号までは証拠が偽造されたものであるというファルサ型であり，６号は新証拠
の発見というノヴァ型である。

　　６号の新証拠の発見が，台湾における最も一般的な再審請求理由である。同号の規
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定は，「有罪判決を受けた者に対して無罪，免訴，刑の免除若しくは原判決において
認めた罪より軽い罪を認めるべき確実な新証拠を発見したとき」とされている。台湾
では，日本と同様に，この条文にいう「確実な新証拠」（新規性・明白性）の解釈が
争われてきた。

　①　新規性について
　新規性については，その証拠の「新しさ」をどのように判断すべきかという問題
がある。これに関しては，主体的基準と時間的基準という二つの視点がある。
　主体的基準とは，その証拠が新しいのは誰にとってかという問題である。これに
ついては，判決を受けた者，原判決を下した裁判所，あるいは，両方を含むとする
見解が考えられるが，判例の立場は様々で，現段階でも統一的な見解は存在しない。
　時間的基準とは，その証拠が存在した時点又は発見された時点はいつであればよ
いかという問題である。判例は，新証拠とは，①事実審裁判所が判決を下す時点で
既に存在していたが，判決後に発見された証拠，②あるいは，公判においてその存
在が気づかれていなかった証拠，であるとする（最高裁判所28年度（1939年）抗字
８号判例，最高裁判所35年度（1946年）特抗字21号判例）。換言すれば，確定判決
時に存在しなかった証拠，又は確定判決前に知られていた証拠は，新規性を満たす
証拠には当たらないということである。

　②　明白性について
　明白性については，法文にいう「確実な」とはどの程度の確実性が要求されるの
かという問題がある。
　実務では，旧来，単独評価説がとられてきた。最も制限的な解釈は，「新証拠に
証拠調べ手続が要らず，一見するだけで原判決を動揺できる程度の明白さ」が必要
だとする。この解釈に対しては，実質的に再審の道が閉ざされることになるという
批判がされてきたが，2015年の刑訴法改正に至るまで，この解釈を採用する決定は
連綿と存在していた。（最高裁判所103年度（2014年）台抗字729号決定）。他方，総
合評価説を採用した決定もある。初めて総合評価説を採用したのは，最高裁判所89
年度（2000年）台抗字463号決定である。同決定は，「もし当該新証拠が原確定判決
において斟酌された証拠と総合評価された場合に」，明らかに原確定判決の事実認
定を動揺させることができる程度に達するなら，「確実性要件を満たしていると判
断すべきである」と判示した。
　このように，刑訴法の法文上，「確実な新証拠」の内容や判断基準が一義的でなかっ
たため，判例の立場も帰一していなかった。

⑵　2015年刑訴法420条改正
　　台湾では，刑訴法再審編について何度も改正草案が提出されたが，改正の範囲など

について見解の一致を見ず，いずれの改正草案も成立に至らなかった。しかし，2015
年，刑訴法420条だけを改正する草案が提出され，これが成立するに至った。

　　刑訴法420条に関する改正は，主に前記の「新規性」及び「明白性」に関するもの
である。まず，明白性について，新「証拠」ではなくとも，新「事実」であればよい
とされ，「新事実」という文言が新たに追加された。また，判断方法について，単独
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判断又は総合判断という二つの判断方法ができると明文化された。そして，新規性の
時間的基準については，同条３項が新設され，「……新事実又は新証拠は，判決確定
前に存在し，又は成立していたが調査はしていなかったもの，若しくは判決確定した
後に存在し，又は成立していた事実や証拠」をいう，とされた。

　　この法改正によって，新規性と明白性の判断基準はある程度ではあるが明確になっ
た。しかし，この法改正によって，再審開始決定が劇的に増えたということはない。
この改正によっても，「確実な」という文言の解釈にはかなりの幅があるためである。
したがって，今後の実務の展開に注目する必要がある。

３　再審請求のための記録閲覧制度
⑴　概要
　　再審請求の準備及び審理においては，裁判所の記録及び訴追側の収集証拠へのアク

セスが重要となる。
　　我が国の再審請求時における記録閲覧の根拠は，刑事確定訴訟記録法だけである。

同法における記録とは，確定審段階で裁判所が保管していた記録を意味する。換言す
れば，公判に提出されなかった訴追側の収集証拠の閲覧は，同法上認められていない。
しかも，それらの証拠が閲覧できるための明文の規定は，いずれの法律にも存在しな
い。これに対して，台湾は職権主義型の手続構造をとっており，訴追側の収集証拠は
原則としてその全て（いわゆる「一件記録」）が裁判所に送致される。そして，「確定
後一件記録」というとき，通常は，捜査段階で収集された証拠や記録，公判段階で裁
判所が作成した調書や弁護側から提出された証拠などの一切を意味している。

　　「確定後一件記録」の閲覧請求の手続については，記録閲覧請求の主体により，閲
覧請求の根拠及び閲覧できる範囲が異なっている。以下では，これを区分して順次説
明する。

⑵　記録閲覧請求の主体と記録閲覧の方法
　①　弁護士による記録閲覧

　再審請求前の記録閲覧手続は，刑訴法自体には規定がない。しかし，「検察機関
弁護士閲覧要点」という行政規則が存在し，弁護士は，この規則に基づいて記録の
閲覧を請求することができるとされている。判決確定後，記録は検察庁に送付され
ているので，請求先は検察庁となる。
　閲覧範囲は，前記のように確定後一件記録の全てである。更に，閲覧するだけで
なく，同要点第11点により，弁護士は，記録を抄録，印刷又は撮影することができ
る。通常，閲覧場所にはコピー機が用意されている。弁護士自身がカメラやスキャ
ナーを持参し，使用する場合もある。
　このように，紙媒体の記録閲覧については，同要点によりおおむね問題なく実施
されている。他方，電磁的記録の閲覧については争いがあったが，後記のように，
行政訴訟によって解決が図られており，それとともに，確定後一件記録の法的位置
づけも明らかとなっている。

　②　判決を受けた者（元被告人）による記録閲覧
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　元被告人による記録閲覧については，「検察機関弁護士閲覧要点」のような行政
規則は存在しない。実務上，法務部は，元被告人による記録閲覧請求に対し，否定
的な立場をとってきた（法務部（77）法検字3657号法務部通達）。
　しかし，2007年，刑訴法33条２項が新設された。同条項により，従来，公判中，
被告人本人の記録閲覧が認められなかったことが改められ，被告人は費用を納付す
れば，原則として，記録内の調書の謄本の交付を受けられるようになった。この改
正の影響であろうか，元被告人本人による再審請求のための記録閲覧請求につき，
裁判所が肯定的判断を示すようになった。
　すなわち，最高裁判所100年度（2011年）台抗字690号は，前記2007年刑訴法33条
２項が新設されたことを前提として，判決確定後，弁護人を選任していない元被告
人が再審請求のための記録閲覧請求をした場合について，明文の規定は存在しない
が，禁止規定がない限り，記録に含まれる情報を知る権利を保障し，人民の便宜を
図るためには，刑訴法33条２項を類推適用すべきであると判示した。
　この閲覧手続は，裁判所によって実施されている。前記のように，判決確定後，
事件記録は検察庁に保管されているが，元被告人が裁判所に閲覧請求をした場合，
裁判所は検察庁に事件記録を提出するように命じる。裁判所が元被告人による閲覧
を許可した場合，調書謄本の閲覧等の作業は全て裁判所において行われる。その後，
事件記録は検察庁に返還されるのである。

⑶　再審請求のための記録閲覧請求の法的位置付け
　　紙媒体の記録については，前記のように行政規則によっておおむね問題なく実施さ

れてきた。しかし，近年，弁護士による電磁的記録の閲覧請求が検察庁に拒絶される
という事例が生じるようになった。弁護士による紙媒体の記録閲覧が行政規則により
おおむね問題なく実施されてきたためか，再審請求準備段階における記録閲覧が法的
にどのような根拠によるものかについては必ずしも十分に議論されてこなかった。し
かし，電磁的記録の問題を通じて，その理論面にも光が当てられるようになった。

　　弁護士は，閲覧拒否の処分に対し，訴願を通じ，行政訴訟を起こした。今日までに
５件（最高行政裁判所104年度（2015年）判字168号，106年度（2017年）判字250号（下
級審台中高等行政裁判所105年度（2016年）訴字239号を維持）。台中高等裁判所107年
度（2018年）訴字49号，台北高等行政裁判所106年度（2017年）訴字697号，及び台中
高等行政裁判所105年度（2016年）訴字126号）の行政訴訟判決が，電磁的記録の閲覧
請求を認める判断を下している。これらの行政訴訟判決の重要性は，電磁的記録の閲
覧請求を認めることで個別事案を救済しただけでなく，「刑事事件確定後一件記録」
自体の法的位置付け及びそれに対する閲覧請求の法的位置付けを確認した点にある。

　　判決の論理は，以下のとおりである。
　　まず，台湾においては，公文書の閲覧，管理の取扱いに関する法律として，档案法，

政府情報公開法等が存在している。刑事事件記録の閲覧に関する手続には，捜査中及
び公判中の閲覧であれば，刑訴法が適用される一方，判決確定後であれば，档案法，
政府情報公開法が適用される。

　　すなわち，記録閲覧の時点によって，閲覧手続の根拠法令は異なり，判決確定後は，
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刑事事件記録の閲覧は档案法，政府情報公開法を根拠とする。そして，档案法，政府
情報公開法は行政法の枠組みであり，閲覧請求に対する拒否処分は行政処分であるた
め，閲覧請求者は，訴願を通じ，行政訴訟を提起することができる。また，档案法，
政府情報公開法の立法目的によれば，政府情報は原則的に公開されることとなってい
る。両法においては制限要件も規定されているが，その適用は例外であり，比例原則
に基づき判断されなければならない。

　　今回の場合，閲覧請求理由である再審請求は正当な目的であり，このような請求理
由と，元被告人の訴訟権，記録媒体に含まれる第三者・被害者のプライバシー等を比
較衡量し，個別事案によって閲覧方法と範囲を判断すべきである，というのが上記判
決の論理である。

　　このように，上記判決では，「刑事事件確定後一件記録」は公文書という法的性質
をもち，その閲覧は档案法，政府情報公開法に基づくべきこと，そして，閲覧を制限
する場合には比例原則に基づかなければならないこと，という論理が示された。刑事
訴訟記録を公文書として捉え，その性質から閲覧範囲を規制しようとする上記判決の
論理は重要である。

４　確定判決後のDNA型鑑定
⑴　台湾における確定判決後のDNA型鑑定は，2016年に立法化されるまで，事案毎の

判断で行われていた。明文規定がないため，再審請求者が検察官に請求するか，裁判
所に再審請求してからDNA型鑑定を求めるかという方法で行うしかなかった。しか
し，2014年と2015年に続けて２件の再審事件でDNA型鑑定により再審が開始され，
無罪判決が宣告された。そのうち１件は，検察官の再審請求によるものである。この
２件の再審無罪確定事件により，台湾では，判決確定後DNA型鑑定の重要性が盛ん
に議論されるようになった。

　　2015年判決確定後，DNA型鑑定の請求手続を明文化する法律「刑事事件確定後デ
オキシリボ核酸鑑定に関する法律」の草案が台湾冤獄平反協会（「台湾版イノセンス・
プロジェクト」）と民間司法改革基金会との共同で作成され，弁護士でもある国会議員・
顧立雄，尤美女が国会に提出した。立法過程において大きな反対はなく，2016年11月，
同法が成立し，同月大統領の公布によって施行された。

⑵　具体的な内容は，以下のとおりである。
　　まず，「刑事事件確定後デオキシリボ核酸鑑定に関する法律」４条に定められた請

求権者は，同法２条に定められる基準を満たし，かつDNA型鑑定の結果が刑訴法420
条１項６号にいう新事実又は新証拠になることにつき合理的に信用できる場合には，

「刑事事件確定後デオキシリボ核酸鑑定に関する法律」３条により，原審裁判所に
DNA型鑑定を請求する。同法２条の基準とは，①鑑定請求しようとする証拠物や試
料を政府機関が保管しているとき，②鑑定請求しようとする証拠物や試料について，
まだデオキシリボ核酸鑑定を行ったことがない，若しくは既にデオキシリボ核酸鑑定
を行ったが新しい鑑定方法があるとき，③請求しようとする鑑定方法に科学的合理性
があるものであるときである。裁判所は，要件を審査して，鑑定実施の可否を判断す
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るのである。
　　同法の運用はいまだ固まっておらず，今後注視していく必要がある。他方，同法を

実質化するためには，鑑定資料の保管体制が問題となるが，鑑定資料の保管に関する
法律は制定されておらず，今後の課題となっている。
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第４章　あるべき再審法制

第１　現行法の課題

１　はじめに
　日本国憲法は，刑事手続における人権の保障と公正な裁判を実現すべく詳細な規定をお
き，憲法39条は二重の危険を禁止した。この憲法39条の下，再審は明確に無辜の救済の制
度と位置付けられた。不利益再審の廃止は，憲法の要請に基づくものであるという前提で，
利益再審に特化した再審制度が導入されたのである（小田中聰樹＝大出良知「再審法制の
沿革と問題状況」鴨良弼編『刑事再審の研究』成文堂，1980年，84頁参照）。しかし，再
審の現状は，無辜の救済という重要な役割を果たしているとは言いがたい。
　その大きな原因の一つは，再審が無辜の救済を目的とする制度として新たに位置付けら
れたにもかかわらず，不利益再審を否定しただけで，無辜の救済という制度理念と全く異
なる旧刑訴法の規定をほぼそのまま引き継ぎ，1949年の現行刑訴法施行以来全く改正され
ることなく放置されたことにある。この再審に関する規定の形式的連続性は，多くの改正
を経た通常審の現行刑訴法の手続に比べ，旧刑訴法下で形成された学説・判例の継承を容
易にし，現行再審制度の無辜の救済の実現を阻んできた（前掲小田中＝大出89頁参照）。
また，僅か19条に過ぎない再審の手続規定は，裁判所の裁量を広く認めることで裁判所ご
とのいわゆる「再審格差」（後述）や，無辜の救済の理念に反する検察官の不服申立ての
濫用をもたらしている。
　死刑再審４事件をはじめとするえん罪事件の衝撃は，弁護士会の当番弁護士の取組みに
より実現した被疑者国選弁護制度の創設，被疑者・被告人と弁護人の接見交通権の確立な
どをもたらした。その後も，氷見事件，志布志事件，郵政不正事件などのえん罪事件を契
機に，一部の事件に限定され，内容的な問題もあるが，取調べの可視化も一応実現した。
また，極めて不十分ながらも公判前整理手続の導入に伴う証拠開示制度や裁判員裁判を契
機とする直接主義の一部採用は，調書裁判とそしられる刑事裁判の状況を一部ではあるが
是正する役割を果たしつつある。しかし，上記の刑事手続の改善は通常審の刑事手続の改
善にとどまり，再審については，えん罪被害者救済の最終手段であるにもかかわらず，上
記の通常審で行われた手続の改善どころか，現行刑訴法施行以来，何の改善もされず今日
に至っている。
　再審制度の理念である無辜，すなわち，えん罪被害者の救済を迅速に実現するための喫
緊の課題は，再審における証拠開示制度の整備と，検察官による再審開始決定に対する不
服申立ての禁止である。逆に言えば，現行の再審制度における典型的な制度上の不備は，
証拠開示制度に関する規定がないことと再審開始決定に対する検察官の不服申立ての許容
である。
　つまり，証拠開示について言えば，再審請求人または再審請求弁護人から証拠開示請求
が行われた場合，何の判断もしない裁判所もあれば，検察官に対して証拠や証拠リストの
開示を要請し，その開示を勧告し，その開示を命令する裁判所もあるというのが現状であ
り（この実態を私たちは裁判所の「再審格差」と名付けている。），裁判所の多くは「何の
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判断もしない」裁判所である。この「再審格差」の原因は，本来，格差などあってはなら
ない，すなわち平等でなければならない無辜の救済を目的とする再審手続で，裁判所が好
き勝手，野放図にその裁量権を恣意的に運用してはばからないところにある。そして，こ
のような裁量権の恣意的運用を裁判所に許している最大の原因は，現行刑訴法の再審手続
に証拠開示に関する規定が全くないことである。
　また，検察官の不服申立てについて言えば，検察官が再審開始決定に対して不服申立て
ができると主張する根拠条文は，刑訴法450条・448条である。しかし，刑訴法450には不
服申立ての主体が誰なのか明示されていない。上記のとおり，日本国憲法39条の「二重の
危険の禁止」原則により不利益再審は廃止された。したがって，再審無罪方向で決定され
た再審開始決定に対する検察官の不服申立ては，不利益再審が廃止された現在，「二重の
危険の禁止」原則に反するのではないか，そうでないとしても不服申立権の濫用ではない
かという重大な疑問もある。しかし，再審開始決定に対して必ずと言っていいほど繰り返
し行われる検察官の不服申立ては，えん罪被害者の救済の著しい遅延を招いており，この
点からも無辜の救済という再審制度の目的をないがしろにするもので，不服申立権濫用以
外のなにものでもない。
　以下，詳述する。

２　証拠開示
　通常審では，2004年の改正刑訴法によって，公判前整理手続における類型証拠開示及び
主張関連証拠開示に関する規定を新設した。また，2016年には証拠の一覧表の交付制度が
規定された。全面証拠開示には程遠いが，証拠開示の問題については一定の前進が見られ
ている。しかし，再審手続の証拠開示については，2016年改正時の議論で問題点が指摘さ
れたが，具体的な証拠開示規定の創設はなく，2016年の改正刑訴法附則９条３項で，「政
府は，この法律の公布後，必要に応じ，速やかに，再審手続における証拠の開示について

（中略）検討を行うものとする」と規定されたにすぎない。現在も関係機関の協議が継続
しているが，この間も，証拠開示制度がないため，えん罪を晴らすための証拠は開示され
ず，証拠開示を巡る再審請求人・弁護人と検察官の攻防は，裁判所の消極的態度とも相まっ
てえん罪被害者の救済と再審手続の著しい遅延を招いている。

⑴　証拠開示の重要性・必要性
　　再審における証拠開示は，無辜の救済のために重要な役割を果たしてきた。
　　2004年に通常審の証拠開示制度が整備されたことを受け，再審の証拠開示でも積極

的な姿勢をとるべきという見解が示された。デュー・プロセスの観点から，証拠開示
制度の目的を両当事者間の証拠収集に関する格差是正，裁判の公正，えん罪の防止に
あるととらえ，再審事件でも，その事件について公判前整理手続が行われていたら開
示されたはずの証拠に関しては，開示されるべきという見解である（門野博「証拠開
示に関する最近の最高裁判例と今後の課題」原田國男判事退官記念論文集『新しい時
代の刑事裁判』判例タイムズ社，2012年，159頁）。

　　一部では，再審請求弁護人が繰り返し証拠開示請求をしたことで，積極的な訴訟指
揮が行われる事件や，検察官が証拠開示に応じた事件も現れた。再審無罪が確定した
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布川事件，足利事件，東住吉事件，東京電力女性社員殺害事件，大阪強姦事件，松橋
事件では，捜査機関が収集していた証拠が開示された。証拠開示が，再審開始そして
再審無罪という結論に重要な影響を与えた事件も多い。現在，即時抗告審が係属中の
日野町事件，そして再審開始決定が取り消されたものの，袴田事件，大崎事件，福井
女子中学生殺人事件でも，証拠開示は再審開始決定に大きく影響している。無辜の救
済という目的達成のためには，証拠開示が必要不可欠であり，そのことは上記の各再
審事件が端的に証明している。

　　通常審の証拠開示制度に関する一応の改善は，一定の範囲で再審請求事件について
証拠開示が行われる契機になった。しかし，再審手続には証拠開示制度がないため，
前記のとおり，証拠開示について裁判所による裁量権の恣意的な運用を許す結果と
なっている。

⑵　現状の問題点～再審格差～
　　証拠開示に関する裁判所の訴訟指揮には，上記のとおり看過しがたい格差が生じて

いる。
　　再審請求審の職権主義構造は，本来，再審制度の無辜の救済という目的に照らし，

裁判所に広い裁量を与えるものではなく，裁判所に対し無辜の救済に向けた能動的か
つ積極的な活動を求め，義務付けるものである。しかし，証拠開示については，前記
のとおり，再審制度の理念に反し，無辜の救済を妨害する裁判所の裁量権の恣意的濫
用が行われ，公平でなければならない無辜の救済に著しい不平等（再審格差）を発生
させており，裁判所は自ら行った裁量権の行使（例えば，再審請求弁護人の証拠開示
請求に対し一切応答しないなど）について説明すらしないのが現状である。裁量権の
濫用だと批判されてもやむを得ないことを，裁判所は平然と行っているのである。

　①　再審請求における証拠開示の必要性・重要性
　そもそも，再審請求の段階では，時間の経過により証拠は散逸し，一般的にはそ
の証明力も減退する。再審請求人個人の力だけで再審請求の理由を見出すことは困
難，というより不可能に近い。利益再審だけを認める現行再審制度の下で職権主義
構造が採用された意義は，裁判所も検察官も，国民個々の基本的人権の尊重に奉仕
する義務を負い，基本的人権を尊重する正しい裁判の実現に奉仕する存在と位置付
けられたからだと考えられる（井戸田侃『刑事手続構造論の展開』有斐閣，1982年，
289頁参照）。
　すなわち，裁判所の裁量は，無辜の救済に向けた能動的な働きかけ，必要な証拠
の開示を可能にする方向でのみ行使されなければならないのである。
　そして，公益の代表者たる検察官には，再審制度の目的，再審請求権を検察官に
認めた法の趣旨に照らし，無辜の救済のために無罪方向の証拠を開示する義務があ
るのである（指宿信『証拠開示と公正な裁判』現代人文社，2012年，185頁以下参照）。

　②　開示されるべき証拠の範囲
　最決昭和44年４月25日刑集23巻４号248頁は，「裁判所は，その訴訟法上の地位に
鑑み，法規の明文ないし訴訟の基本構造に違背しない限り，適切な裁量により公正
な訴訟指揮を行い，訴訟の合目的的進行をはかるべき権限と職責を有するものであ
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るから（中略）弁護人から，具体的必要性を示して，一定の証拠を弁護人に閲覧さ
せるよう検察官に命ぜられたい旨の申出がなされた場合，事案の性質，審理の状況，
閲覧を求める証拠の種類及び内容，閲覧の時期，程度および方法，その他諸般の事
情を勘案し，その閲覧が被告人の防禦のために特に重要であり，かつこれにより罪
証隠滅，証人威迫等の弊害を招来するおそれがなく，相当と認める時は，その訴訟
指揮権に基づき，検察官に対し，その所持する証拠を弁護人に閲覧させるよう命ず
ることができる」とする。
　上記決定は，通常審の判断だが，再審手続が職権主義とされていること，意見聴
取義務を含む裁判所の役割，新証拠の明白性の判断が新旧全証拠の総合評価による
ことなどに照らし，裁判所は，再審請求で証拠開示命令を出すこともできるし，ま
た，そうすべきである。
　再審請求段階の証拠の開示につき，上記決定の説示に照らして検討すると，再審
請求の場合は，確定判決後では，不利益再審が廃止されているから，罪証隠滅や証
人威迫は観念できない。また，第三者のプライバシー侵害などの弊害についても，
期間の経過により相当程度低下しているから一般的な弊害ということはできない。
そもそも相当の期間が経過している捜査の秘密にどれだけの価値があるかも疑問で
ある。そうすると，無辜の救済という再審制度の目的に照らせば，証拠開示につい
て，弁護人がその具体的な必要性を示したときは，原則として証拠が開示されるの
は当然のことである（斎藤司『公正な刑事手続と証拠開示請求権』法律文化社，
2015年，395－396頁参照）。
　以上のとおりであるから，現行刑訴法の解釈としても，再審では通常審よりも広
く証拠開示が認められるべきである。

⑶　全面証拠開示の理論的根拠
　　再審は，無辜の救済を目的とする手続であり，憲法31条の趣旨を貫徹し，憲法13条

が保障する個人の尊厳を実現し回復させるために重要な意義を持つ制度である。再審
は，いわば，憲法的価値を実現するための手続なのである（大場史朗「再審法改正の
理由」九州再審弁護団連絡会出版委員会編『緊急提言！刑事再審法改正と国会の責任』
日本評論社，2017年，282－284頁参照）。

　　証拠開示が実際に再審開始に寄与した事例から明らかなように，証拠開示の重要性・
必要性，時間の経過による証拠の散逸状況や個人としての再審請求人の能力の限界な
どに照らし，証拠開示は，憲法的価値実現のための必須の前提である。その意味で，
証拠開示請求権は，再審請求権の一内容として再審請求人に保障された権利と解すべ
きである。また，証拠開示は再審請求手続の迅速化にも寄与するものであり，これを
制度的に認めることは，憲法37条１項が要請する「迅速な裁判」にも適合する。

　　再審では，通常審以上に広い範囲で証拠開示を認めるべきではないという見解もあ
るが，⑵のとおり，通常審で証拠開示の範囲を限定する理由とされている弊害は，再
審請求の段階では著しく低減しており，弊害が減少している以上，再審で証拠開示の
範囲が広くなることはむしろ当然である。また，再審手続の職権主義構造は，無辜の
救済という目的を達成するための構造であり，この職権主義構造は，再審における全
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面証拠開示の制度化に関し障害になるものではない。
　　2019年５月10日，日弁連は「再審における証拠開示の法制化を求める意見書」を公

表し，具体的な証拠開示制度の在り方について提案している。無辜の救済という再審
制度の目的に照らし，その大前提である全面証拠開示が早急に実現されなければなら
ない。

３　検察官による不服申立て
⑴　検察官の不服申立てがもたらすえん罪被害者救済の遅延
　　検察官が再審開始決定に対して即時抗告ができる根拠は，即時抗告ができる場合を

定めた刑訴法450条に，明文で刑訴法448条１項の決定すなわち再審開始決定が含まれ
ていることによる。もっとも，この条文には「誰が」即時抗告の申立てができるのか，
すなわち抗告権の主体が誰なのか明示されていないが，検察官はこの条文を根拠に再
審開始決定に対し即時抗告（高裁が請求審として再審開始決定をした場合は「異議申
立て」という。）を行い，裁判所もこれを容認している。

　　白鳥決定後，島田事件，弘前事件，加藤事件，米谷事件，榎井村事件について，検
察官は即時抗告をしなかった。しかし，再審開始決定が出た死刑再審４事件のうち，
島田事件を除く３事件では，検察官が再審開始決定に対し即時抗告（免田事件のみ特
別抗告）した。もっとも，即時抗告は全て棄却され，その後再審無罪が確定した。さ
らに徳島ラジオ商事件と梅田事件でも再審開始決定に対し検察官が即時抗告をした
が，いずれも棄却され，両事件とも再審無罪が確定している。

　　再審開始決定に対する検察官の即時抗告によって再審開始決定が取り消された最初
の事件は日産サニー事件（1995年）であり，21世紀に入ると，大崎事件（第１次）， 
福井女子中学生殺人事件，名張事件（第７次）で再審開始決定が取り消された。そし
て，袴田事件（第２次）再審開始決定が，開始決定から４年３か月の歳月を経て，
2018年６月11日，取り消されたことは記憶に新しい。その衝撃も冷めやらぬうち，大
崎事件（第３次）で，最高裁は，地裁，高裁の再審開始方向の決定に対する検察官の
特別抗告につき，検察官の特別抗告には理由がないと認めつつ，職権で地裁，高裁の
決定を取り消し，かつ原審に差し戻すことなく自ら再審請求を棄却する判断を下した

（最決令和元年６月25日）。大崎事件は，これまで３度にわたって再審開始方向の判断
がされた事件であり，再審請求人である原口アヤ子氏は，雪冤への希望を抱くたびに
これを打ち砕かれるという耐え難い精神的苦痛を繰り返し被っている。

　　また，白鳥決定後1990年代までは，再審開始決定に対する検察官の即時抗告が棄却
された場合，そのまま再審開始決定が確定するケースが多かったが，21世紀に入って
からは布川事件（第２次），松橋事件，大崎事件（第３次）の各再審請求で，地裁の
再審開始決定に対する検察官の即時抗告を高裁が棄却したにもかかわらず，検察官は
さらに最高裁に特別抗告を行っている。

　　このように，長期間の審理を経てようやく再審開始決定を勝ち取ったとしても，検
察官の即時抗告で，さらに再審公判の開始まで時間を要したり，場合によっては再審
開始決定自体が取り消されたりする事態が生じている。再審請求事件は，通常，長期
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にわたって審理が行われ，再審開始決定が出た時点で再審請求人が高齢になっている
場合も少なくない。有罪判決の確定ですでに公訴権が消滅しているのに訴追の当事者
であるかのような検察官の対応は，無辜の救済という制度の目的に適合せず，再審請
求手続で期待されている検察官の役割とは乖離している。

⑵　再審制度における検察官の本来の役割
　　上記のとおり，有罪判決の確定で検察官の訴追活動は完結し，公訴権は消滅する。

再審請求手続に検察官の関与自体は認められるとしても，通常審で行われるような積
極的な立証活動等が必然的に認められるものではない（三井誠「再審手続の構造」鴨
良弼編『刑事再審の研究』177－178頁）。なぜなら，再審請求手続での検察官の積極
的な立証活動等は，無辜の救済という利益再審制度の意義・目的に照らして再審請求
手続で保障されるべき再審請求人の主体的・主導的活動を圧迫し，疲弊させる結果に
なること，また，検察官の関与は，政策的に再審請求手続の（過度な）職権化を避け，
適正な請求手続の進行を図るためにいわば政策的に認められたものであり，その政策
目的を超えて活動することは許されないこと，さらに，再審請求手続では，再審無罪
判決を得る可能性があるかという見込みの判断をするに過ぎないことなどから，再審
請求手続での積極的な立証活動などは差し控えられるべきだからである（河上和雄ら
編『大コンメンタール刑事訴訟法第10巻［第２版］』青林書院，2013年，140－141頁，
174頁［高田昭正執筆］参照）。

⑶　二重の危険の禁止の原則との関係
　　また，利益再審は，二重の危険（国家の訴追権の消滅）を前提として被告人（再審

請求人）に権利として，いわば新たな手続的負担を甘受することを認める制度であり，
再審が行われる範囲は，再審請求人（被告人）によって限定されるべきものである。
したがって，再審が行われる範囲は再審請求の趣旨によって画されることを前提とし
て，確定判決を得たことですでに検察官の公訴権は消滅しており，確定有罪判決が依
拠する証拠関係（証拠構造）を超えた検察官の新たな攻撃は，二重の危険の禁止の要
請のもと，再審請求人の甘受の対象に入る余地はなく，その典型が検察官の不服申立
てであると説明されている（豊崎七絵「再審開始決定に対する検察官の不服申立てに
ついての法理論的検討」井田良ほか編『浅田一茂先生古稀祝賀論文集［下巻］』成文堂，
2016年，405－408頁。白取祐司「再審問題の進展と刑事訴訟法」法律時報71巻３号，
1999年，21頁，水谷規男「再審法理論の展望」村井敏邦ら編『刑事司法改革と刑事訴
訟法［下巻］』日本評論社，2007年，540頁参照。）。

⑷　⑵⑶いずれの立場からも，あたかも通常審の当事者であるかのような検察官の不服
申立ては，本来再審制度が検察官に期待した役割に明確に反するものである。再審に
おける検察官の役割が明確でないことは，布川事件国賠判決（東京地判令和元年５月
27日LEX／DB25563059）にも見て取れる。同判決は，確定審における警察官の偽証や，
証拠開示に応じなかった検察官の対応が違法であると認定した。他方，適正な事実認
定に協力すべき検察官が，再審請求審で行った即時抗告の申立等については，「正当
な職務行為」としたのである。明文の規定がないことが，再審制度の趣旨・理念にも
とる検察官の行為を正当化する結果をもたらしている。
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　　再審開始決定に対する検察官の不服申立ては明文で禁止されるべきである。

４　その他の問題
⑴　公正・適正な判断を担保する制度の不備
　　刑訴法438条の規定により，確定判決に関与した裁判官や，過去に同一事件の再審

請求に関与した裁判官が，同一事件の再審請求で担当裁判官として職務を執行する事
態が生じている。このような裁判官が，意識しているか否かは別にして，過去の判断
を正当視し，その再審手続に先入観・予断をもって対応する可能性は否定できず，か
かる裁判官の関与によって裁判所に果たして公正な判断ができるのかどうかについて
重大な疑念が示されている。ところが，このような裁判官について，現行法の下では
除斥事由に当たらないとされている。

　　また，上記のとおり，再審請求手続では，現行刑訴法の規定の欠落から裁判所の職
権の行使に広い裁量が認められると解されており，裁判所はその職権を自由に行使し
てきた。その結果，再審制度が本来要請している無辜の救済に向けて職権行使をする
裁判所もあれば，これに反する方向で職権行使を行う裁判所もある。

　　証拠開示に関する裁判所の対応については，これまで述べてきたところであるが，
三者協議を一切行わない，再審請求人・弁護人が申し出た事実の取調べをしないなど，
無辜の救済という再審手続の理念を実現するために認められている職権を行使しない
裁判所が余りにも多いというのが現実である。

⑵　再審請求人の権利保障の不備
　　再審請求審では，現実には，事実の取調べを主軸とした公判審理と同種の手続が実

施されることも少なくない。通常審の公判審理と実質的に異ならない手続が行われる
以上，その手続には再審請求人の関与が認められるべきである。

　　また，再審請求人の関与を実効的なものにするためには，弁護人の援助を受ける権
利が実質的に保障されなければならない。しかし，再審手続に国選弁護制度はなく，
接見交通権をはじめとする弁護人の権利について，刑訴法総則に関する規定の適用は
ないとする学説もある。この接見交通権につき，最判平成25年12月10日民集67巻９号
1761頁は，死刑確定者である再審請求人と再審請求弁護人との間には，秘密面会の利
益があるとするにとどまった。

　　手続の重要性に見合った再審請求人の権利が保障されなければならない。

第２　再審法制を考えるに当たっての基本的視点

１　日本国憲法の下での再審法制の在り方
　いかに制度を整備しようと，裁判が人によって行われる以上，誤判の危険から逃れるこ
とは不可能である。その意味で，再審は，裁判に不可欠の制度である（田宮裕「再審の指
導理念」鴨良弼編『刑事再審の研究』19頁）。様々な問題を抱える現行刑事訴訟制度の下
では，再審制度の役割は重要である。そして，再審制度が憲法31条の適正手続の保障の要
請に適うものでなければならないことは当然であり，また，憲法37条１項の「迅速な裁判」
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の要請にも応えることができる再審手続の制度設計が求められる。
⑴　無辜の救済（不利益再審の廃止）
　　憲法39条は，「既に無罪とされた行為については，刑事上の責任を問はれない」と

規定する。同条は，二重の危険の法理を採用することを明確にした規定である（前掲
田宮23頁）。憲法39条の下，現行法の再審制度は誤った有罪の是正のためにだけ認め
られており，ここでは，法的安定性と真実の究明が対立するのではなく，（誤った）
有罪判決の維持ないし刑罰権の確保か，無辜の救済かの対立・相克がその本質となる

（前掲田宮22頁）。「原裁判を維持することによって生ずる国家的利益」よりも，「無実
のものを処罰し，あるいは不当に重い罪で処罰することを避けることによる国家的利
益及び個人の基本的人権尊重」をはるかに重視すべきであることは明らかである（井
戸田侃「上訴と再審」鴨良弼編『刑事再審の研究』240頁）。このように，再審は，誤っ
た有罪の是正のために，憲法の要請に支えられて認められるものであり，その指導理
念は無辜の救済ということになる（前掲田宮24頁）。

　　再審の理由そしてその手続構造も，この無辜の救済という指針に基づいて，えん罪
被害者の人権保障のためにどのような救済の手を差し伸べるべきなのかという観点に
立って，解釈・構成されなければならない。大崎事件（第３次）で，最高裁は，検察
官の特別抗告に理由がないことを認めつつ，刑訴法411条を準用し，再審を開始すべ
きとした原決定，原々決定を取り消した。そもそも，刑訴法の明文規定もないのに，
再審請求人に不利益な方向で同条を準用することは，無辜の救済を目的とする再審の
制度趣旨に反するものである。しかも最高裁は，原審に差し戻すのではなく，何の事
実調べもしないまま，刑訴法434条，426条２項により自ら再審請求を棄却した（なお，
同様の枠組みを採用した事例として最決平成29年12月25日裁時1691号13頁）。前記の
ように，大崎事件では，これまで３回もの再審開始方向での判断が行われており，無
辜の救済という視点から再審規定の整備が行われていたら，このような判断は決して
行われなかったはずである。再審規定の欠缺は，無辜の救済のために裁判所の幅広い
裁量を認めるという本来あるべき方向ではなく，確定判決を維持する方向で利用され
ているのが現状である。このような事態を打開するためにも，再審制度の本来の趣旨
に則った手続規定の整備が急務である。

⑵　適正手続の保障
　　上記のように，再審制度は，無辜の救済を指導理念とする制度であり，無辜を救済

する方向でのみ誤判を正すことを目的とする制度になる。それによって，再審は，人
権を補完する「それじしんデュー・プロセス上の一制度」となるのである（前掲田宮
24頁）。

　　ところが，再審手続の規定の不備は，再審制度本来の趣旨を意識も理解もしない裁
判所の恣意的な裁量権行使によって看過し得ない再審格差をもたらし，自らの人権が
問題になっている再審請求人（元被告人）を，場合によってはその再審手続自体から
締め出す結果すらもたらしてきた。再審に関する手続保障は，憲法31条の要請である
だけでなく，適正な事実認定を欠いて有罪判決を受けたことの不当を是正するもので，
憲法37条の要請でもあるのである（光藤景皎「再審の基本構造」鴨良弼編『刑事再審
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の研究』，55頁）。

２　再審請求人の主体的関与を可能にするための手続保障
　無辜の救済という再審制度自体の意義・目的に照らせば，再審手続の実質に見合った再
審請求人の再審手続への関与を保障することこそ，適正手続を保障した憲法の理念に適合
するものである。再審請求審は，本来，再審請求人の罪責問題そのものではなく，無罪判
決の見込みの有無を判断するにとどまる手続なのに，その現実は，事実の取調べを主軸と
した公判審理と同種の手続が実施されることも少なくない。ところが，この罪責問題を扱
う場合と実質的に異ならない再審請求審の手続に，自分の権利が問題になり審理の対象に
なっているのに，再審請求人はその手続に当事者としてなんらの関与もできないのである。
これは，憲法の適正手続の理念を踏みにじるものと言わざるを得ない。そもそも，再審請
求人を関与させる規定が存在しないことは，再審請求人を再審請求審の手続から排除する
理由足りえない。再審制度が利益再審に転換したことを基軸とし，再審請求人の意見聴取
を例示的に定め，その他の再審請求人の手続的権利保障は広範囲に認める余地を残した趣
旨と解するべきである（三井誠「再審手続きの構造」鴨編『刑事再審の研究』172頁参照）。
　再審請求人を関与させる規定の欠落は，再審請求人の関与を認めない方向で解釈される
べきではなく，憲法の適正手続の保障の趣旨や再審制度の理念に適合するよう，実質的な
審理が行われる場合には，再審手続の公開をはじめとして手続の重要性に見合った公正性
の担保や，請求人の関与を認める方向で解釈・整備されるべきである。憲法37条１項が，
被告人の権利としての側面から裁判の公開を保障していることからも，再審請求人の権利
として，手続の内容や重要性より当該手続への再審請求人の関与が公開法廷で実施される
べきである。
　さらに，再審請求人の主体的関与の前提として，実効的な弁護人の援助を受ける権利が
保障されなければならない。

３　裁判所の公正かつ適正な判断を制度的に担保する仕組み
　刑訴法438条は，再審の請求は，原判決をした裁判所がこれを管轄すると規定する。
　この規定により，原判決の審理に関与した裁判長が再審裁判所の裁判長または裁判官と
して職務を執行する事態が生じた。最高裁は，再審は上訴の一種に属さないとし，確定判
決の審理に関与したことにより除斥されないとする（最決昭和34年２月19日刑集13巻２号
179頁）。また，（通常審の）控訴審の審判を担当した裁判官が，再審請求事件の抗告審の
審判に関与しても，憲法37条１項の「公平な裁判所」の裁判でないとはいえないとする（最
決昭和47年10月23日集刑185号365頁，同旨最決昭和42年５月26日刑集21巻４号723頁）。さ
らに，前回の再審事件の裁判に関与した裁判官も各審判手続はそれぞれ別個のものであり，
前審と上訴審の関係にないことを理由として除斥されないとした（最決昭和40年６月14日
判例集未登載）。その後，飯塚事件では，再審請求人に死刑を言渡した確定一審の主任裁
判官だった裁判官が，福岡高裁での再審請求即時抗告審の「結審」時に裁判体に加わって
いたことが明らかとなった。さらに，大崎事件（第３次）においては，前述のとおり地裁・
高裁が再審開始方向の決定をしたにもかかわらず，最高裁第一小法廷がこれを取り消した
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上，自ら再審請求を棄却したが，この決定に関与した裁判官の１人は，同じ第一小法廷に
係属していた同事件の第２次特別抗告審において，再審請求棄却を確定させた５人の裁判
官のうちの１人であった。これら二つの事例では，報道等でもその公正性を疑問視する声
が上がった。
　そもそも，裁判官であっても，自ら下した過去の判断を正当視することに対する先入観・
予断が払拭できない可能性が残るのは当然であろう。また，再審請求審の審判対象は原確
定判決の当否であり，その審判の方法は原確定判決の旧証拠の再評価と新証拠も加えた総
合評価である。すなわち，確定判決の心証を引き継がずに総合評価することが課題になる
のであり，旧証拠について再審請求人に対して不利益な実体的判断をしたことは，予断を
抱く決定的事由になるというべきである。除斥の制度が必要な所以である（『大コンメン
タール刑事訴訟法第10巻［第２版］』104頁参照）。
　また，再審請求の審理手続を定めた条文は445条だけであり，裁判官の姿勢によってそ
の訴訟指揮に大きな差異が生じている。再審手続の重要性に応じた証拠開示制度などの整
備が急務である。
　さらに，手続の公開に関する規定がないため，再審請求の帰趨を決するとも言える事実
調べについてすら，その手続が公開されないのが実態である。しかし，裁判の公開（憲法
82条）は，国民の監視により裁判の公平・公正を確保するための規定であり，無辜の救済
という正義の回復を目指す再審についても，司法がその機能を充全に果たしているかどう
かを国民が監視し，その公平・公正が図られるべきである。

４　「疑わしいときは被告人の利益に」原則の徹底
⑴　白鳥・財田川決定の意義
　　1975年の最高裁白鳥決定（最決昭和50年５月20日刑集29巻５号177頁，以下「白鳥

決定」という。）は，「（略）435条６号にいう『無罪を言い渡すべき明らかな証拠』と
は，確定判決における事実認定につき合理的な疑いを抱かせ，その認定を覆すに足り
る蓋然性のある証拠をいうものと解すべきであるが，右の明らかな証拠であるかどう
かは，もし当の証拠が確定判決を下した裁判所の審理中に提出されていたとするなら
ば，果たしてその確定判決においてなされたような事実認定に到達したであろうかど
うかという観点から，当の証拠と他の全証拠と総合的に評価して判断すべきであり，
この判断に際しても，再審開始のためには確定判決における事実認定につき合理的な
疑いを生じせめれば足りるという意味において，『疑わしいときは被告人の利益に』
という刑事裁判における鉄則が適用されるものと解すべきである」とした。

　　この白鳥決定を受け，財田川決定（最決昭和51年10月12日刑集30巻９号1673頁，以
下「財田川決定」という。）は，さらに「この原則を具体的に適用するにあたつては，
確定判決が認定した犯罪事実の不存在が確実であるとの心証を得ることを必要とする
ものではなく，確定判決における事実認定の正当性についての疑いが合理的な理由に
基づくものであることを必要とし，かつこれをもつて足りると解すべきであるから，
犯罪の証明が十分でないことが明らかになつた場合にも右の原則があてはまるもので
ある」とした。
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　　白鳥・財田川決定は，かつて明白性について「有罪の認定を覆して無罪の認定をな
すべき理由明白なりと首肯せしめるにたる証拠」（東京高決昭和32年３月12日高刑特
４巻６号123頁），「再審請求人の無罪を推測するに足りる高度の蓋然性」（名古屋高決
昭和34年７月15日下集１巻７号1550頁）などとされ，無罪の挙証責任を再審請求人に
課するに等しい解釈がされていた実務を改めたものであり，その判示は学説の一致し
た支持を得ている（『大コンメンタール刑事訴訟法第10巻［第２版］』44～45頁）。

　　白鳥・財田川決定は，明白性の判断に際しても「疑わしいときは被告人の利益に」
の原則が適用されること，従って，「確定判決の事実認定につき合理的疑いを生ぜし
めれば」明白性は認められること，そして，明白性の判断方法は，総合評価・再評価
によることを明確にした（川崎英明『刑事再審と証拠構造論の展開』日本評論社，
2003年，３頁）。

　　刑訴法336条が存在する以上，「無罪」が「疑わしいときは被告人の利益に」の原則
の適用により，犯罪の証明が不十分なものも含むことはむしろ当然であり，白鳥・財
田川決定は，刑訴法435条６号の「無罪を言い渡すべき」について当然のことを宣言
したものと評価できる。この当然のことすら宣言しなければならないほどに，再審は
閉塞状態に陥っていたと言いうる（福井厚「証拠の明白性」鴨良弼編『刑事再審の研
究』，161頁参照）。

⑵　白鳥・財田川決定後の状況
　　いずれにせよ，白鳥・財田川決定は，無辜の救済に向け積極的な姿勢を示し，これ

を正しく踏襲して再審開始の判断がなされた事例も生まれた。
　　しかし，他方で，白鳥・財田川決定を白鳥・財田川事件の調査官解説（法曹会編『最

高裁判所判例解説刑事篇（昭和50年度）（1979）93頁〔田崎文夫〕，『最高裁判所判例
解説 刑事篇（昭和51年度）』（1980）284頁，〔礒辺衛〕）で示された，旧証拠の再評価
の範囲を新証拠と関連を有する限度にとどめるという方向性を支持し，さらにこれを
推し進める動きもみられる。

　　文言上は白鳥・財田川決定を引用しつつ，新証拠を孤立的に評価（例えば日産サニー
事件の抗告審決定，仙台高決平成７年５月10日判時1541号52頁，詳細は水谷規男「再
審法理論の展望」村井敏邦ら編『刑事司法改革と刑事訴訟法［下巻］』日本評論社，
2007年，514－516頁参照）し，あるいは，新証拠に関連する範囲でのみ旧証拠の再評
価を認め，新証拠の証明力が低い，または新証拠は旧証拠による事実認定の全体には
影響力を持たないとするものである（前掲水谷，513頁，事例として，大崎事件（第1
次）即時抗告審福岡高宮崎支決平成16年12月9日判タ1210号86頁，詳細は『大コンメ
ンタール刑事訴訟法第10巻［第２版］』63頁参照）。

　　さらに，新証拠が旧証拠の証明力を減殺させ，確定判決の事実認定がそのままでは
維持できないことが裁判所によって明確に認められているにもかかわらず，再審請求
を棄却する事例すら現れた（マルヨ無線事件第５次請求の即時抗告審，特別抗告審の
各決定，名張事件第５次請求の請求審，異議審，特別抗告審の各決定，詳細は前掲水
谷516－521頁，姫路郵便局強盗事件請求審，即時抗告審の各決定も参照）。

　　確定判決の有罪認定の証拠的基礎を組み替え，全く異なる証拠構造に立って確定有
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罪判決を維持することを認める考え方は，事実審とは異なる再審請求手続という特殊
な手続でいわば新たな有罪判決を下すことを認めるに等しく，二重の危険の理念にも
そぐわない（小田中聰樹『誤判救済の課題と再審の理論』日本評論社，2008年，115頁）。

　　このように，白鳥・財田川決定は，再審制度を無辜の救済という理念的基礎に立ち
帰らせる重要な意義を持ちながらも，その意義が必ずしも適切に反映されない状況が
継続している。

⑶　総合評価の必要性
　　そもそも，「疑わしいときは被告人の利益に」原則の適用を徹底するためには，再

審請求審において，新旧証拠の総合評価が行われる必要がある。再審制度は，再審請
求人が有罪か無罪かを判断する裸の実体判断を行う制度ではなく，確定有罪判決の
誤った事実認定のどこに誤りがあったのかを検討することが，再審制度そのものの要
請である。

　　また，確定有罪判決といってもその証拠構造には強弱が存在し，脆弱な証拠構造に
立脚する有罪判決であれば，新証拠自体の証明力は弱くても，これを脆弱な証拠構造
に投入して新旧全証拠を総合評価してみれば，確定有罪判決の事実認定に合理的疑い
が生じることがある。

　　さらに，事実認定は一般に多数の証拠の総合認定としての性格を持ち，確定有罪判
決の事実認定に合理的疑いが生じるかどうかは，新証拠だけを検討することでは明ら
かにならない場合もある（『大コンメンタール刑事訴訟法第10巻［第２版］』，57－58
頁参照）。

　　そうすると，新旧証拠の総合評価が行われなければ，「疑わしいときは被告人の利
益に」原則の徹底も実現しないこととなる。現に，大崎事件（第３次）の特別抗告審

（最決令和元年６月25日）は，単体の新証拠を，内在的な脆弱性を考慮することなく
証明力が高いという結論を先取りした旧証拠群にぶつけるという「総合評価」により
再審請求を棄却した。このような判断手法が再審の総合評価の名に値しないことは明
らかである。

　　しかし，現行刑訴法に判断手法に関する明確な指針がないことが，このような「総
合判断」を許す結果をもたらした。明白性の有無の判断の在り方が法の規定により明
確にされなければならない。

　　明白性の有無の判断は，裸の実体判断ではなく確定判決の有罪認定の合理性の判断
に帰着すべきである。事実認定の当否を判断するためには，確定判決の構造を明らか
にし，新旧証拠の総合評価により確定有罪判決の事実認定が維持し得ないのであれば，
再審は開始されなければならない。これが本来あるべき白鳥・財田川決定に則った判
断手法であり，全ての事件がこの手法によって判断されることを明確にすべきである。
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第３　具体的な問題点

１　再審事由
⑴　現行法の規定
　【刑訴法435条】
　　再審の請求は，左の場合において，有罪の言渡をした確定判決に対して，その言

渡を受けた者の利益のために，これをすることができる。
①　原判決の証拠となつた証拠書類又は証拠物が確定判決により偽造又は変造であ

つたことが証明されたとき。
②　原判決の証拠となつた証言，鑑定，通訳又は翻訳が確定判決により虚偽であつ

たことが証明されたとき。
③　有罪の言渡を受けた者を誣告した罪が確定判決により証明されたとき。但し，

誣告により有罪の言渡を受けたときに限る。
④　原判決の証拠となつた裁判が確定裁判により変更されたとき。
⑤　特許権，実用新案権，意匠権又は商標権を害した罪により有罪の言渡をした事

件について，その権利の無効の審決が確定したとき，又は無効の判決があつたと
き。

⑥　有罪の言渡を受けた者に対して無罪若しくは免訴を言い渡し，刑の言渡を受け
た者に対して刑の免除を言い渡し，又は原判決において認めた罪より軽い罪を認
めるべき明らかな証拠をあらたに発見したとき。

⑦　原判決に関与した裁判官，原判決の証拠となつた証拠書類の作成に関与した裁
判官又は原判決の証拠となつた書面を作成し若しくは供述をした検察官，検察事
務官若しくは司法警察職員が被告事件について職務に関する罪を犯したことが確
定判決により証明されたとき。但し，原判決をする前に裁判官，検察官，検察事
務官又は司法警察職員に対して公訴の提起があつた場合には，原判決をした裁判
所がその事実を知らなかつたときに限る。

⑵　現状と問題点
　①　現行規定の内容

　 　現行規定は，①新証拠の発見を要件とする６号の再審理由，②確定判決の証拠が
偽造や変造あるいは虚偽であったことを要件とする１号ないし５号の再審理由と，
③確定判決に関与した裁判官等が職務に関する罪を犯したことを要件とする７号の
三つの類型に分類される（『大コンメンタール刑事訴訟法第10巻［第２版］』21頁）。
６号がノヴァ型，１ないし５号及び７号はファルサ型に分類される。

　 　ノヴァ型は判決確定後の新事実ないし新証拠の出現を再審理由とする大陸の糾問
訴訟の時代に採用された制度に由来するものであり，ファルサ型は判決内容の誤り
を徴表するような原裁判過程の瑕疵を再審理由とするフランス革命後の弾劾化され
た刑訴法で誕生したという沿革がある（田宮裕『一事不再理の原則』有斐閣，1978
年，306頁）。この対応関係は，６号を厳格に解釈する根拠ともされた。しかし，憲
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法39条の「二重の危険禁止」原則の要請として，無罪判決に絶対的な再訴禁止効が
認められた現行法の下では，このような対応関係は妥当しない（『大コンメンター
ル刑事訴訟法第10巻［第２版］』22頁）。また，確定判決を受けた被告人の人権とし
ての法的安定性の要請は不利益再審とは対立するが，利益再審とは対立しない。ノ
ヴァ型の再審理由は，現行法下では無辜を救済する方向でのみ機能を発揮するのだ
から，これを包括的再審理由と捉え，その弾力的解釈を行うことが要請される（『大
コンメンタール刑事訴訟法第10巻［第２版］』22頁）。もっとも，現状は，弾力的解
釈による救済が行われているとは到底言い難い。

　②　明白性について
　　明白性の判断手法について，「疑わしいときは被告人の利益に」原則が再審にも

適用されるとした白鳥・財田川決定により，大きな転換が生じたものの，必ずしも
全ての事件でこの判断手法が正しく用いられていないことは前記のとおりである。
新証拠の孤立的評価に止まる事例，確定判決の証拠的基礎を組み変えたり，旧証拠
の証明力をかさ上げしたりしてまで確定判決を維持する事例，「総合評価」という
文言を用いつつ，実際には，単体の新証拠に証明力評価を先取りした旧証拠群をぶ
つけるような判断手法をとる事例などが現れている（詳細は本章第２，４参照）。

　　1922年に制定され1924年から施行された旧刑訴法は，ドイツ刑訴法の強い影響の
下で立案・立法され，ここで，現行刑訴法の435条６号に対応する包括的再審理由
の規定が新設された（小田中＝大出「再審法制の沿革と問題状況」73頁）。現行法
のルーツとも言えるドイツ刑訴法359条５号は，「新たな事実又は証拠方法が提出さ
れ，それのみで，又は既に取り調べられた証拠と併せて，被告人の無罪，軽い刑罰
法規の適用による軽い科刑又は改善保安処分に関して実質的に異なる裁判を理由づ
ける見込みが十分であるとき」と規定し，事実的観点から確定判決の正確性に対す
る「真摯な疑い」が出されるか，又は確定判決の認定が「動揺」すれば足りるとし
ている（本報告書第３章第２節におけるドイツ法制の説明を参照）。

　　また，日本の刑訴法435条６号とほぼ同じ内容だった台湾刑訴法420条１項６号に
は，「確実な新証拠」（新規性・明白性）の解釈について争いがあった。そこで，
2015年の法改正がなされ，明白性について新「証拠」ではなくとも新「事実」であ
れば良いとして，「新事実」という文言が追加されるとともに，判断方法について
単独判断または総合判断という二つの判断方法を明文化した（本報告書第３章第７
節における台湾法制の説明を参照）。

　明白性の判断対象・判断手法の明確化は，再審が真に無辜の救済の制度として機能
するために不可欠の要請である。

　③　死刑の量刑再審について
　　死刑は，人の生命を奪う不可逆的な刑罰である点で，他の刑罰とは質的に異なる。
　　死刑について特別な権利保障をする明文規定は存在せず，再審にも，特に死刑に

ついて規定する条項はない。しかし，実務上，死刑の可能性のある事件について，
運用として他の事件とは異なる手続保障が行われることがある。例えば，いわゆる

「永山基準」（最判昭和58年７月８日刑集37巻６号609頁）に基づく判断や，死刑が
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言い渡される事件については上告審で口頭弁論が開かれることなどである。大野正
男裁判官は，死刑の違憲性（憲法36条違反）が争われた最判平成５年９月21日裁判
集刑 262号421頁の補足意見で，「死刑制度が無基準に多用されているならば，死刑
制度そのものが残虐な刑罰を科する結果になっているという批判を免れ難い」とし
た。

　　死刑事件に特別な手続保障を要請する理論は海外にもみられる。例えばアメリカ
では，死刑事件における適正手続の保障という観点から，1970年代ころから，判例
法が発展し，また，1980年代から，アメリカ法律家協会（ABA）による死刑事件
の弁護活動の指針が策定されるなどされてきた。アメリカのいわゆるスーパー・
デュー・プロセスと呼ばれる判例法理は，死刑という不可逆的な刑罰は，恣意的に
適用することは許されず，また，死刑を科すことを正当化できる手続保障が行われ
る必要があり，死刑の恣意的な適用や，手続保障が不十分な場合は，死刑が「残虐
な刑罰」であるという評価をされるとするものである（残酷で異常な刑罰を科すこ
とを禁ずる合衆国憲法第８修正，及び，適正手続や平等な保護を規定する第14修正
違反）。合衆国憲法第８修正は，憲法36条と同一内容の規定と解されている（小早
川義則「スーパー・デュー・プロセスと死刑廃止論」名城ロースクール・レビュー
第29号，2013年，67頁参照）。さらに，憲法31条以下の刑事手続に関する諸規定は，
第６修正及び第８修正の人権規定に由来する（前掲小早川57頁）。恣意的に死刑が
適用された場合，あるいは死刑を科すに値する十分な手続保障が行われないまま死
刑が科された場合には憲法違反であるという解釈は，憲法31条，36条の趣旨に合致
し，日本における死刑事件の恣意的な運用を禁止しようとする実務の流れと，死刑
に特有の手厚い手続の保障という点で共通の基盤を持つ。

　　加えて，人権保障の重要な国際準則である自由権規約は，６条で，死刑について
特別な防御上の配慮を要請している。2007年の規約委員会のゼネラルコメントでは，
死刑事件での公正な裁判の重要性が説かれている。

　　日本における実務の運用や，アメリカの判例法理，そして国際準則が示すのは，
死刑という不可的で特殊な刑罰を科すためには，これが恣意的に科されないことが
憲法上要請されており，かつ，それに応じた手続保障がなければならないというこ
とである。

　　このような憲法解釈からすれば，現行法の解釈によっても，死刑に関しては，量
刑を基礎付ける事実の誤認が「軽い罪を言い渡すべき」場合に該当するという解釈
は可能であるし，またそうあるべきである（川崎英明「死刑判決における量刑事実
の誤認と再審事由―石巻事件・再審請求審意見書」季刊刑事弁護95号，2018年，
109－116頁参照）。しかし，文言上明確とまでは言えないため，死刑が確定した事
件で量刑を基礎付ける重大な事実誤認が発見された場合でも，死刑という不当に重
い刑罰を是正することは著しく困難な状況にある。

　④　手続違背について
　　通常審では，違法収集証拠排除法則が一定程度定着し，手続違背により証拠が排

除された結果無罪になる事案が当然あるべき場合として受け入れられるようになっ
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た。しかし，手続違背の結果，証拠が排除され無罪となるべき場合なのに，これが
通常審で看過され有罪判決が確定した場合，一部の事件は７号に該当すると考えら
れるものの，７号が確定判決を要求するなど，厳格な要件を規定しているため，救
済されない事案が生じ得る。

　　再審事件では，違法捜査が問題になる場合も多い。しかし，憲法の趣旨に反する
違法捜査それ自体は再審理由とはされていない。弁護団アンケートで示されている
ように，名張事件，袴田事件，日野町事件，東住吉事件など，違法な捜査が行われ
た疑いが強い事件は多くあるが，違法捜査が行われたこと自体が再審理由になって
いないことが，憲法違反と評価されざるを得ない違法捜査の結果としての有罪判決
を維持させているという現状がある。

　　ア　学説の状況
　　この点，学説上は，６号による救済が可能という解釈が展開されていた。憲法

の理念が取り入れられ，不利益再審が廃止されたことに現れているように，再審
の本質は人権救済にあり，この制度の本質に照らした再審理由の解釈がされなけ
ればならないというのが，各学説の共通の論拠となっている。

　　学説を概観すると，まず，「手続上の事実の誤認のゆえにデュー･プロセス違反
の事態を惹起しそのために本案についての事実誤認をきたしているとき」には再
審理由があると解すべきとし，刑訴法435条６号の拡張解釈によりこれが認めら
れるとする立場がある（田宮裕『一事不再理の原則』有斐閣，1978年，328頁）。

　　また，刑訴法435条６号が再審事由の基本形態であり，同条１号から５号は「手
続を再開させるに足りる」疑いの明白性があることをみなしたものであり，７号
及び刑訴法436条１項２号も６号の類型化とみるべきであるという理解の下，再
審理由としては，証拠の新規性と事実誤認の疑いの明白性とがあれば必要十分で
あるとする立場もある（井戸田侃「上訴と再審」鴨良弼編『刑事再審の研究』成
文堂，1980年，244頁）。この立場によると，単なる訴訟手続違背と思われるよう
な場合であっても，それが直接，間接に原確定判決の事実認定に影響を及ぼすべ
き場合も「証拠」の新規性に含まれるとする。

　　さらに進んで，憲法違反の手続違反を再審理由とする考え方が提示されている。
この立場は，ノヴァ型再審とファルサ型再審とを一体的に理解し，ノヴァ型再審
に憲法的再審理由が包含されるとする。そもそも，ファルサ型の再審理由は，「事
実誤認の徴表」のうち「定型的な徴表」を定めたものであり，違法な手続は事実
誤認の徴表だから再審理由として明文化されているにすぎず，ファルサ型は明文
で掲げられたものに限定されないと説明される（内田博文「菊池事件と憲法的再
審について」神戸学院法学43巻１号，2013年，14頁）。そして，憲法違反程度に
達する手続違背については，通常の６号と同じ明白性，新規性は不要である。な
ぜなら，合憲から違憲への憲法上の評価の変更自体をもって「新規性」と考え得
るからであるとする。

　　イ　ロシア人おとり捜査事件にみる６号及び７号の解釈の問題点
　　ロシア人おとり捜査事件は，まさに，手続違背のために証拠が排除された結果
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無罪とされるという田宮説が想定した状況に適合する事案だった。このような類
型の事案について再審開始が認められることは，通常手続において憲法違反が看
過されたことを是正すべきであるという点からも，通常手続で本来導かれるべき
だった無罪という結論との均衡からも，当然であると考えられる。ロシア人おと
り捜査事件の地裁決定（札幌地決平成28年３月３日LEX／DB 25542306）におい
て，法曹三者はいずれもおとり捜査の実施に関する新証拠が６号に該当する証拠
であることについて意見を述べていない。これは，違法収集証拠排除法則により
証拠不十分で無罪となるという事案が当然あるべき判断として受け入れられてい
る今日，６号の文言を素直に読めば，重要な証拠の排除により無罪をもたらすお
とり捜査に関する証拠が当然に新規証拠に含まれると理解されたことによると推
測される。内容が虚偽である証拠が事実認定に用いられた場合と，排除されるべ
き証拠が事実認定に用いられた場合とで，前者であれば救済されるが，後者は救
済されないとすることは不均衡である。そもそも，違法収集排除法則の主たる理
論的根拠は，憲法31条及び35条に求められ，憲法違反等の重大な違法が証拠排除
の効果をもたらすのである。憲法的価値が踏みにじられていることが明らかな場
合に，再審でこれを是正しないことは，憲法的価値をとりいれ，人権を保障する
ことを目的とする前記の再審の本質から許されない。その意味で，札幌地裁は，
憲法違反を生じさせている手続違背が再審においてどのように扱われるべきかを
適切に示したものとして評価されるべきだった。

　　しかし，ロシア人おとり捜査事件の抗告審決定は（札幌高決平成28年10月26日
LEX／DB25544256）は，６号以外の再審事由が原則として確定判決による証明
の存在を要件とし，その証明がある以上，再審請求の許否の判断に当たって裁量
の余地がないのに対し，同条６号の再審事由がそのような証明を要件とするもの
ではないことなどから，同条６号とその余の再審事由に関する規定が内容的に大
きく相違するとして，同条６号の再審事由は確定判決における犯罪事実の認定自
体の実体的な瑕疵が問題になる場合が想定されているので，本件のような場合に
は６号該当性はないとした。もっとも，原判決の証拠となった捜査書類を作成し
た司法警察職員が同条７号所定の職務に関する罪を犯した事実が，当該犯罪に係
る確定判決を得ることができないものの，その事実の証明があった場合（同法
437条本文）に該当するとした。

　　利益再審への転換によって，質的な相違があるとされてきたノヴァ型，ファル
サ型の再審理由は，無辜の救済のために統一的に解釈され６号が包括的規定とし
て弾力的に活用されるべきである。しかし，現状では，規定の形式的な相違等か
ら，無辜の救済のための弾力的な運用がされているとは言い難い。

⑶　あるべき法改正
　①　再審開始要件（明白性）について

　　明白性要件は，訴訟経済や再審制度濫用の防止など政策的な理由にのみ基づくも
ので，これをあまりに厳格に解する時は，政策的，技術的な要請のために，正しい
裁判の確保，個人の人権の保障という重大な現行法の目的達成が失われる（井戸田
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侃 「上訴と再審」鴨良弼編243頁）。現に，明白性要件を厳格に解することにより，
無辜の救済が阻まれてきた経緯がある。みだりに再審請求をし，または繰り返すこ
とを防止する程度のもの（光藤景皎『刑事訴訟法の新展開』215頁以下）であれば，
これまで生じさせてきた弊害，すなわち，明白性が無罪を推測するに足る「高度の
蓋然性」と解され，あるいは，「疑わしきは被告人の利益に」という原則の適用の
障害となり無辜の救済の障壁となってきた経緯に照らし，「明らかな証拠」の文言
は「事実の誤認があると疑うに足りる証拠」とされるべきである。

　　仮に「明らかな証拠」という文言が残されるとしても，白鳥・財田川決定の提示
した判断手法が全ての事件に用いられるために，白鳥・財田川決定の解釈を明文で
取り入れる必要がある。各弁護団のアンケートによっても，白鳥・財田川決定の趣
旨を明文化し，新旧両証拠の総合評価を義務化するよう切に要望する回答が数多く
見られている。

　②　死刑の量刑再審
　　現行法の解釈によっても，死刑に関しては，量刑を基礎付ける事実の誤認が「軽

い罪を言い渡すべき」場合に該当するという解釈は可能である。もっとも，上記の
ように，量刑再審については否定的な判断がなされているため，死刑については，
量刑再審を明文で認めるべきである。

　③　憲法違反を理由とする再審
　　上記のように，現行法の下でも，憲法違反を理由とする再審は可能と言うべきで

あるが，適用条文，要件が不明確になる側面があることも否定し難い。もっとも，
憲法的価値が踏みにじられていることが明らかな場合に，再審でこれを是正しない
ことは，憲法的価値をとりいれ，人権を保障することを目的とする前記の再審の本
質から許されない。

　　そこで，端的に，憲法違反を再審理由として追加すべきである。

２　管轄裁判所
⑴　現行法の規定
　【刑訴法438条】
　　再審の請求は，原判決をした裁判所がこれを管轄する。
⑵　現状と問題点

①　現行法では，再審請求は確定判決をした裁判所に対して行うと定められている（刑
訴法438条）。例えば，地裁の第一審で有罪になり，控訴棄却，上告棄却を経て確定
した場合には，第一審で有罪を言い渡した地裁に再審請求をする。他方，第一審で
無罪になったが，検察官控訴により高裁で逆転有罪となり，それが上告棄却を経て
確定した場合には，逆転有罪を言い渡した高裁に再審請求をすることになる。名張
事件，福井女子中学生殺人事件，東京電力女性社員殺害事件，豊川事件などがこれ
に当たる。

②　現行法の規定はドイツ法に由来し，原判決に至った審理経過を熟知している裁判
所が審理すべきであるという価値観に依拠しているとされる。しかし，むしろ，同
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一の裁判所が，確定判決は正当であるという予断をもって再審請求審に臨む方が問
題であり，現行ドイツ法では，同一裁判官の除斥，他の裁判所による管轄が実現し
ている。

③　この点，各弁護団のアンケートによれば，遠隔地に居住あるいは収監されている
再審請求人の手続上の便宜や，確定判決に関与した裁判官が再審請求審にも関与す
る可能性に照らし，再審請求裁判所の選択を可能にする法改正を要望する回答が多
く見られたほか，大規模庁に再審専門部を設けるべきという提案もあった。

⑶　あるべき法改正
①　我が国では，第一審判決に対する控訴を棄却し判決が確定した控訴審の審理に関

与した裁判官（最決昭和42年５月26日刑集21巻４号723頁）や，再審請求の目的となっ
た確定判決に関与した裁判官（最決昭和34年２月19日刑集13巻２号179頁）であっ
ても，再審請求審との関係で除斥事由にはならないとされている。しかし，既に当
該事件に関与したことのある裁判官が予断をもつことなく審理に臨むことができる
のか疑問である。再審の目的が無辜の救済にあることからすれば，再審請求人が，
確定判決を下した裁判所と，これとは別の土地管轄に属する裁判所のいずれかを選
択できるようにすべきである。

②　また，名張事件や福井女子中学生殺人事件では，再審請求の第一審である高裁の
担当部が再審開始決定を出したが，異議審において同じ高裁の別の部が再審開始決
定を取り消すという事態が生じた。しかし，高裁が出した決定を同じレベルの他の
高裁が取り消すというのは理不尽としか言いようがない。再審請求では，事実認定
に関する審理が中心となることが多いのだから，通常審の審理経過にかかわらず，
地裁を再審請求の管轄裁判所とすべきである。

３　請求権者
⑴　現行法の規定
　【刑訴法439条】
　　再審の請求は，左の者がこれをすることができる。
　①　検察官
　②　有罪の言渡を受けた者
　③　有罪の言渡を受けた者の法定代理人及び保佐人
　④　有罪の言渡を受けた者が死亡し，又は心神喪失の状態に在る場合には，その配

偶者，直系の親族及び兄弟姉妹
２ 第435条第７号又は第436条第１項第２号に規定する事由による再審の請求は，有

罪の言渡を受けた者がその罪を犯させた場合には，検察官でなければこれをするこ
とができない。

⑵　現状と問題点
①　現行法では，有罪の言渡しを受けた者が死亡した場合，検察官を除き，配偶者，

直系の親族及び兄弟姉妹という限られた親族しか再審請求をすることができない。
例えば，福岡事件のように，本人の死刑が執行され，再審請求をする親族もいなく
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なった場合や，菊池事件のように，同じく死刑執行後，遺族が様々な理由から再審
請求人として名乗りを上げられない場合は，無実の者の汚名を晴らす機会は永久に
失われることになる。実際上も，元被告人の親族は，犯罪者の身内として世間の冷
たい目にさらされてきている。徳島ラジオ商事件，名張事件，日野町事件のように
親族が死後再審を引き継ぐ事例の方が珍しいのである。

②　この点，各弁護団のアンケートによれば，元被告人・再審請求人が高齢化してい
る事件において，弁護団が事件の先行きに大きな不安を抱えている実態が明らかに
なっている（大崎事件，名張事件，袴田事件，鶴見事件，三鷹事件など）。元被告
人の死刑が執行され，遺族もハンセン病に対する差別と偏見によって再審請求を行
うことができない事件も存在する（菊池事件）。そのため，日弁連会長，各弁護士
会会長などの公益的請求人を再審請求権者に追加すべきであるという提案や，再審
請求人が承継人を指定することを認めるべきだという提案がされている。

⑶　あるべき法改正
　　元被告人・再審請求人の死後の名誉回復を図るため，日弁連会長などを公益的請求

人とする制度や，再審請求人本人が特に制限なく承継人を指定することができる制度
を創設すべきである。

４　弁護人選任権
⑴　現行法の規定
　【刑訴法440条】
　　検察官以外の者は，再審の請求をする場合には，弁護人を選任することができる。

　２ 前項の規定による弁護人の選任は，再審の判決があるまでその効力を有する。
⑵　現状と問題点
　①　再審における弁護人選任権の意義

ア　刑訴法は，再審請求の段階でも弁護人選任権を認めている。
　　しかし，再審請求の段階では，国選弁護人制度は保障されていない。そのため，

現在の再審請求事件の弁護人は，全て私選弁護人である。
イ　日本国憲法は，34条前段及び37条３項前段で，弁護人選任権を基本的人権の一

つとして保障している。これは，被疑者・被告人には十分な法律知識がないこと
が通例であり，社会的にも心理的にも劣悪な地位に置かれ，十分に防御権を行使
することが困難だからである。このことは，再審請求人にも，そのまま当てはま
る。再審請求人にも，法律専門家である弁護士による弁護が必要である。殊に，
再審請求手続は，法律的にも事実的にも容易ではなく，弁護士による弁護活動の
必要性は通常審以上に高いと言える。

ウ　なお，日弁連は，これまで多くの再審請求事件を支援してきたが，経済的には，
交通費や鑑定費用などの実費を支援するにとどまり，弁護費用については支援さ
れていない。そして，実費についても全て支援されるわけではなく，不十分なも
のである。

エ　2014年７月に示された国際人権（自由権）規約委員会の総括所見では，「すべ
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ての被疑者が身体拘束の瞬間から弁護人の援助を受ける権利を保障され，かつ，
弁護人が取調べに立ち会うこと」（総合所見パラグラフ18），弁護側に対する全面
的証拠開示を保障し，かつ拷問または不当な取扱いによって得られた自白が証拠
として用いられることがないようにして「誤った死刑判決に対する法的なセーフ
ガードを速やかに強化すること」（同パラグラフ13⒞）などが求められている。

　　誤判を防ぐための弁護人による援助の必要性は，再審段階でも変わることはな
い。上記総括所見は直接的には再審について規定していないが，「身体拘束の瞬
間から」には当然再審段階も含まれ，「誤った死刑判決に対する法的なセーフガー
ド」から再審を除外する理由もない。国際人権（自由権）規約６条（生命に関す
る権利）に関する一般的意見No.36原案では「死刑を科す刑事訴訟手続における
弁護人の立会い及び適正手続に関する一般的意見」が出されている。

　　また，2005年の第60回国連総会において採択された「国連の刑事司法システム
における法律扶助へのアクセスに関する原則及びガイドライン」によれば，「各
国は，拘禁刑又は死刑を科される可能性のある，拘禁・逮捕された者及び，被疑
者又は被告発者等のすべての者に対し，刑事司法手続のすべての段階において，
法律扶助を受ける権利を保障すべきである」とされており，再審請求段階におけ
る法律扶助の権利保障も含まれることは明らかである。

　　アメリカでは，死刑事件に限り，第一審の陪審裁判から再審まで計９段階の手
続が保障され，しかもその全てに公費で弁護人が付されている（スーパー・デュー・
プロセス）。また，ドイツでは，以下のように，再審請求だけでなく再審準備の
段階から公選弁護人選任権が保障されている。

　　ドイツ刑訴法364a条　「再審手続における裁判について管轄を有する裁判所は，
事実関係又は法律関係が複雑なため弁護人の協力を要すると思われるときは，有
罪の言渡しを受けた者で弁護人のない者のため，その申立てにより，再審手続の
ための弁護人を命ずることができる」

　　同364b条　「再審手続における裁判について管轄を有する裁判所は，次の各号
に当るときは，有罪の言渡しを受けた者で，弁護人のない者のため，その申立て
により，再審手続の準備のためにも弁護人を任命する。
１　一定の調査をすれば再審請求の許容性を理由付けることのできる事実又は証

拠方法が得られるという十分な事実的根拠があり，
２　事実関係又は法律関係が複雑なため，弁護人の協力が必要と思われ，
３　有罪の言渡しを受けた者が自己及びその家族の生計費にこと欠くことなしに

は自己の費用で弁護人を依頼することができないとき」
オ　日本国憲法の下，無辜の救済に特化した再審制度は，再審請求人のための弁護

士による弁護人を保障しなければ，ほとんど機能しない。再審請求では，事実上・
法律上の主張を構成し，新証拠を獲得することが不可欠だからである。これらは，
弁護士である弁護人の援助によって，その可能性も大きく広がるのである。殊に，
身体拘束中の再審請求人にとって，独力での再審請求は著しく困難である。

　　国選弁護制度のない現状では，限られた弁護士の経済的・献身的犠牲により，
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かろうじて再審請求が機能しているが，これも限界に近付きつつある。再審請求
弁護人自らが費用を負担したり，支援者がその費用を援助したりしている事件も
あるが，それも一部の事件に過ぎない。資力がないために弁護人を付けることが
できず，再審請求そのものを断念する者の存在も否定することはできない。この
ような状況は，再審請求が権利として保障されていることに明らかに反している。

②　この点，各弁護団のアンケートによれば，経済的理由で再審請求を躊躇せざるを
得ないケースに照らし，再審でも国選弁護制度を設けるべきだとする回答も多く見
られた。他方，濫訴を引き起こす可能性を理由に，国選弁護人を付するのは一定の
重大事件に限定すべきではないかという回答もあった。

⑶　あるべき法改正
　　日弁連は，再審に関する法規の研究を行い，1976年10月の第19回人権擁護大会で，「再

審制度の運用改善と法改正の実現を期して全力を尽くす」旨の宣言を採択し，翌1977
年１月には，「刑事再審に関する刑事訴訟法（第四編再審）ならびに刑事訴訟規則中
一部改正案」を作成し，公表した。さらに，免田事件，財田川事件，松山事件の再審
請求及び公判を通じて，身体拘束の問題が新たに法改正によって解決すべき課題とし
て提起されたので，1985年４月，上記改正案の一部を修正した。そして，1990年10月
の山本老事件に関する最高裁決定を機に，大幅な修正を加え，1991年３月，「刑事再
審に関する刑事訴訟法等を改正する意見書（平成３年改正案）」を作成し，公表した。

　　日弁連「平成３年改正案」では，刑訴法440条に，第２項「再審の請求をした者が
貧困その他のために弁護人を選任することができないときは，裁判所は，その請求に
より弁護人を附しなければならない」を追加して，国選弁護人制度の積極的導入を提
案している。

　　この法改正は未だ実現していないが，近時，日弁連に対する再審請求支援の申立て
が増加傾向にあり，そのほとんどが弁護人の付かない再審請求人本人の申立てである。
このような状況等に照らすと，刑事再審における国選弁護制度創設の必要性は，益々
高まっている。

　　さらに，弁護人は，再審請求人本人の申立てに基づいて確定記録を精査して有罪証
拠の脆弱性を検討し，新証拠の獲得に努め，再審請求人本人と相談して，再審請求申
立書を作成提出することになる。このように，刑事再審請求の申立て自体が容易では
ないことに照らすと，再審請求の準備段階においても国選弁護人選任権を保障すべき
である。

５　刑の執行停止
⑴　現行法の規定
　【刑訴法442条】
　　再審の請求は，刑の執行を停止する効力を有しない。但し，管轄裁判所に対応す

る検察庁の検察官は，再審の請求についての裁判があるまで刑の執行を停止するこ
とができる。
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　【刑訴法448条】
　　再審の請求が理由のあるときは，再審開始の決定をしなければならない。
　２　再審開始の決定をしたときは，決定で刑の執行を停止することができる。
⑵　現状と問題点

①　再審請求段階において再審請求人が刑の執行中である場合，再審請求それ自体は
刑の執行力に影響を与えず，理論上は再審公判で無罪が確定して初めて確定判決の
効力が失われ，その段階で刑の執行力も消滅すると考えられる。しかし，現行法で
は，再審請求がされた段階で，検察官が刑の執行を停止することができるほか（刑
訴法442条但書），再審開始決定が出た場合には，再審無罪確定前の段階でも，裁判
所の職権により刑の執行を停止できる（刑訴法448条２項）とされている。

　　もっとも，これらの刑の執行停止は，検察官の判断または裁判所の裁量に委ねら
れている。東住吉事件では，裁判所が再審開始決定時に決定で刑の執行を停止した
が，再審開始決定に対して検察官は即時抗告をするとともに刑の執行停止の取消し
を求め，これに対して大阪高裁は刑の執行停止を取り消した。そして，最高裁もこ
の大阪高裁の決定を是認した（最決平成24年９月18日刑集66巻９号963頁参照）。こ
のため，再審請求人らの釈放は，大阪高裁が即時抗告棄却決定と併せて刑の執行停
止を決定するまで約３年７か月待たなければならなかった。

②　特に，死刑事件では，再審請求中であるにもかかわらず，死刑が執行されれば取
り返しのつかない事態になり得るため，刑の執行停止は切実な課題である。

　　袴田事件において，静岡地裁は再審開始決定を出すと同時に，死刑の執行停止及
び拘置の執行停止を行った（静岡地決平成26年３月27日判時2235号113頁）。同決定
では，死刑確定者に対する再審開始決定に伴う拘置の執行停止決定について，刑訴
法上明文の規定はないが，無期刑，有期刑等との均衡等を理由に解釈論として拘置
の執行停止が可能であることを示した上で，「本件についてこのまま拘置を継続す
ることは，耐え難いほど正義に反する」として拘置の停止，すなわち釈放を命じた。
また，即時抗告審は，再審開始決定を取り消したものの，「再審開始決定に対する
即時抗告を担当する抗告裁判所が，原決定（再審開始決定）を取り消し，再審請求
を棄却する旨の決定をしたとしても，再審開始決定の効力が確定的に失われるわけ
ではなく，当該抗告審の決定の効力によって，直ちに原裁判所のした刑の執行停止
の裁判が失効するものとは解されない」として，刑の執行停止は取り消さなかった

（東京高決平成30年６月11日）。
　　他方，名張事件（第７次）などでは，再審開始決定時に死刑の執行は停止された

ものの，拘置の執行停止には至らなかった。
③　さらに，従来，死刑事件については，死刑確定者が再審請求を行った場合，手続

の終了までは執行を控えるのが通例とされてきた。しかし，近年，再審請求中であっ
ても死刑が執行されるケースが見られるようになってきている（オウム事件など）。

④　この点，各弁護団のアンケートによれば，死刑事件においては再審請求自体に死
刑の執行停止の効力を認めるべきとする回答や（名張事件，袴田事件など），再審
開始決定によって確定判決の合理性に疑問が生じている以上，刑の執行停止決定に
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対する不服申立てを認めるべきではないとの回答（東住吉事件など）が見られてい
る。

⑶　あるべき法改正
①　再審における刑の執行停止に関する規定は，現行法の定めが不十分であることが

最も如実に表れる場面の一つであり，事件や裁判所によってその対応がまちまちで
ある。しかし，無辜の救済のみを目的とする現行再審制度の下，刑の執行停止は，
再審請求中，再審開始決定時を問わず，積極的に認められるべきである。

　　この点，日弁連「平成３年改正案」では，再審請求段階における刑の執行停止（442
条但書）につき，検察官だけでなく裁判所も，申立または職権で，再審請求にかか
る裁判が確定するまで決定で刑の執行及び拘置を停止することができる旨の，また，
再審開始決定が出た場合（448条）については，決定で刑の執行及び拘置を停止し
なければならない旨の改正案を提案している。

②　以上を前提に，まず，死刑事件については，再審請求がされた場合には検察官の
判断や裁判所の決定を待たず，当然に死刑の執行を停止すべきである。また，裁判
所は，再審請求人の申立てまたは職権で，再審請求に関する裁判が確定するまで拘
置の執行を停止することができるとすべきである。

③　死刑事件以外の再審事件についても，再審請求段階において，検察官による刑の
執行停止を認めるだけでなく，裁判所が，再審請求人の申立てまたは職権で，再審
請求に関する裁判が確定するまで刑の執行を停止できるとすべきである。

④　そして，ひとたび再審開始決定が出されたら，刑の執行停止は必要的，義務的な
ものとすべきであり，刑の執行停止に対する検察官の抗告も禁止すべきである（な
お，後記のように，再審開始決定に対する検察官の不服申立て自体を禁止すべきで
ある。）。

６　事実の取調べ，意見陳述
⑴　現行法の規定
　【刑訴法445条】
　　再審の請求を受けた裁判所は，必要があるときは，合議体の構成員に再審の請求

の理由について，事実の取調べをさせ，又は地方裁判所，家庭裁判所若しくは簡易
裁判所の裁判官にこれを嘱託することができる。この場合には，受命裁判官及び受
託裁判官は，裁判所又は裁判長と同一の権限を有する。

　【刑訴規則286条】
　　再審の請求について決定をする場合には，請求をした者及びその相手方の意見を

聴かなければならない。有罪の言渡を受けた者の法定代理人又は保佐人が請求をし
た場合には，有罪の言渡を受けた者の意見をも聴かなければならない。

⑵　現状と問題点
　①　法律の不備

　　現行刑訴法及び刑訴規則において，再審請求の審理手続を定めた条文は，上記刑
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訴法445条，刑訴規則286条しかない。
　　このように，審理手続に関する具体的な規定がなく，どのように審理を進めるか

は裁判所（裁判官）の裁量に委ねられている。そのため，新証拠の明白性を判断す
るための事実の取調べ，すなわち証人尋問，鑑定人尋問等を行うか否かは，個々の
事件を審理する裁判所（裁判官）の姿勢によって大きく異なっている現実がある。

　　また，審理手続については，実務上，裁判所，弁護人，検察官による三者協議が
活用されているが，三者協議の運用についても，各裁判所によってまちまちである。

　　さらに，手続の公開に関する規定がないため，三者協議，事実取調べについては，
ほぼ非公開で行われている。

　②　再審の審理手続の実態
　　この点，各弁護団のアンケートによれば，ア三者協議，イ事実取調べ，ウ手続の

非公開について，以下のように報告されている。
　　ア　名張事件

ア 第10次再審請求では，請求審も異議審も進行協議を拒絶されている。
イ 第10次再審請求において，糊問題や毒物問題の鑑定請求を行い，また鑑定書

については専門家の尋問を含めた事実取調べ請求を行っているところである
が，同請求に対して，裁判所は一切のリアクションをしない。

ウ 審理が非公開であるため，裁判所の不当な訴訟指揮が伝わりにくい。
　　イ　袴田事件

ア 裁判所のやる気次第では，長期間塩漬けにされる可能性がある。
イ 第１次再審においては，弁護団が提出した新証拠について，鑑定人の証人尋

問すら行うことなく明白性が否定された。
ウ 支援者やマスコミが審理の実態を知ることができない。

　　ウ　大崎事件
ア 第２次再審の請求審で，進行協議期日を開くか否か，そして開いても期日間

の間隔が空きすぎる場合に不服申立てができない。
イ 第２次再審の請求審で，法医学鑑定及び供述心理鑑定を証拠として提出して

いるのに，鑑定人尋問さえ行われなかった。
ウ 市民の監視にされられない手続の非公開が，裁判所や検察官の恣意的な対応

を生んでいる側面があると思われる。
　　エ　足利事件

ア 三者協議は非公開であるため，率直な話ができるという利点もある反面，裁
判所や検察官が理不尽なことを言ったり，弁護側の主張に対して返答しなかっ
たりという態度であっても，そのことが正確に外部に伝わらないという面があ
る。

イ DNA型再鑑定が請求審段階で行われていたら，請求人の無罪をもっと早く実
現できたはずである。

ウ 公開性がない下では，裁判所の理不尽な訴訟指揮を伝えることが難しい。
　　オ　恵庭殺人事件
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ア 第１次再審即時抗告審において，弁護人の三者協議の申し入れに対して，「ま
だ必要性を感じていない。必要を感じたら連絡する」と明言しながら，その約
１週間後に突然請求棄却決定を出した。

　　第２次再審即時抗告審において，弁護人が補充書の提出を予告し，三者協議
の申し入れもしていたのに，いきなり請求棄却決定が出された。

イ 第２次再審請求審において，弁護人のした重要な証拠調請求について，裁判
所は最後まで態度を明らかにせず，最終的に「必要性なし」として施行しなかっ
た。

ウ 三者協議や証人尋問において，検察官や裁判官が，公開の法廷よりも横柄な
態度をとり，明らかに不合理な発言を平然とすることがある。

　　カ　狭山事件
ア 第１次，第２次再審請求審段階では，三者協議は全く開かれず，第３次請求

審で開催されるようになった。
イ 第１次，第２次再審請求審段階では，証拠調べは実施されなかった。

　　キ　飯塚事件
ア 弁護人から三者協議の開催を求めてようやく実現するというのが実情である。
イ 目撃供述の信用性につき，客観的に視認不能であったことを示す心理学者の

鑑定書を提出した上で現場検証を求めたが，あっさりと「必要性なし」とされ
た。

ウ 再審請求審では，重要証人の尋問手続に再審請求人の出廷は認められなかっ
た。即時抗告審においては，尋問手続の傍聴が事実上許された。しかし，再審
申立人に尋問権はないとされ，調書上にも出廷した事実は残さないとされた。

　③　小括
　　以上のように，再審請求を棄却する事例においては，三者協議を全く開催せず，

審理の進行協議を行わない，弁護人が請求する事実取調べを全く行わずに，突如と
して請求棄却を決定する，といった不当な審理手続が横行している。

　　このような審理手続は，適正手続に反するばかりか，裁判所が適正な事実認定，
新証拠の明白性判断を行う前提が欠如している。

　　また，手続が非公開であるため，このような裁判所の不当な審理手続が，市民や
マスコミに十分に伝わらず，批判に晒されないという問題が生じている。

　　そして，これらのことが「再審格差」を生じさせる大きな要因となっている。
⑶　あるべき法改正
　①　手続規定の整備

　　裁判所の恣意的な審理の進行を防止するために，再審の審理に関する手続規定を
整備する必要がある。

　　具体的には，公判前整理手続，期日間整理手続が参考となる。弁護人に三者協議
期日の請求権を認めること，裁判所に三者協議期日を設定する義務を課すこと等が
考えられる。

　②　事実取調べ請求権の保障
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　　再審請求の審理において，事実の取調べは再審の成否を左右する極めて重要なも
のであり，再審請求人，弁護人から新証拠が提出されているにもかかわらず，事実
取調べを全く行わずに，その証拠価値が否定されることがあってはならない。

　　そのために，再審請求人，弁護人に，事実調べ請求権が保障されなければならな
い。

　　少なくとも，再審請求の理由が相当の内容を伴っている場合，あるいはその可能
性が認められる場合には，事実の取調べを裁判所に義務付ける必要がある。

　③　再審請求人本人の権利保障
　　再審請求に最も利害関係を持つのは再審請求人本人であり，被告人と同様の権利

が再審請求人にも保障されるべきである。
　　少なくとも，再審請求人本人の手続立会権，意見陳述権，証人尋問における尋問

権は保障される必要がある。
　　日弁連「平成３年改正案」でも，再審請求人の立会権，意見陳述権，証人尋問権

を認めている。
　④　手続の公開

　　裁判の公開（憲法82条）は，国民の監視によって裁判の公平・公正を確保しよう
とするものであり，刑事裁判については被告人の権利保障の側面から改めて公開が
宣言されている（憲法37条１項）。再審についても，その公平・公正を確保するた
めに，その手続は広く公開される必要がある。

　　日弁連「平成３年改正案」でも，再審請求人，弁護人の意見陳述，事実の取調べ
は公開法廷で行うこととされている。

７　証拠の保管・保存
⑴　現行法の規定
　【刑訴法，刑訴規則】
　　対応する規定がない。
⑵　現状と問題点

①　証拠の保管・保存に関する現行法の規定を概観すると，以下のとおりである（裁
判所不提出記録を含む訴訟記録については刑事確定訴訟記録法及び記録事務規程に
より，証拠品については法令がなく証拠品事務規程により，それぞれ規律されてい
る。）。
ア　確定後の「刑事被告事件に係る訴訟の記録」（以下「確定記録」という。）及び

裁判所不提出記録は，「刑事確定訴訟記録法（昭和62年６月２日法律第64号）」及
び「記録事務規程（平成25年３月19日法務省刑総訓第６号）」の定めに従って保管・
保存される。

　　具体的には，確定記録は，事件確定後に「保管記録」（同法２条１項）とされ，
保管記録の区分に応じた保管期間が経過すると，保管検察官が必要があると認め
て保管期間を延長しない限り（同法２条４項），廃棄される。裁判所不提出記録は，
保管記録に従って扱われる（記録事務規程23条）。



第４章　あるべき再審法制

─ 180 ─

　　ただし，保管期間満了後であっても，「再審保存記録」（同法３条１項）として
保存の必要性があると認められるときは，保存期間を定めて保存される。再審保
存記録とされるのは，保管検察官が「再審の手続のため保存の必要があると認め
るとき」（同法３条１項）であり，再審の請求をしようとする者，再審の請求を
した者又はその弁護人（以下「再審請求人等」という。）も，保管記録を再審保
存記録として保存するよう請求することができるが（同法３条２条），保存の要
否は保管検察官の判断に委ねられている（同法３条３項）。再審請求人等は，再
審保存記録を閲覧することができる（同法５条１項）。裁判所不提出記録は，再
審保存記録に従って扱われる（記録事務規程23条）。

　　また，法務大臣が刑事法制及びその運用並びに犯罪に関する調査研究の重要な
参考資料であると思料するときは，保管期間又は保存期間の満了後であっても，

「刑事参考記録」（同法９条１項）として保存される。ただし，再審保存記録とは
異なり，再審請求人等には刑事参考記録としての保存を請求する権利はなく，そ
の閲覧も，学術研究のため必要と認める場合などに限られている（同法９条２項）。
もっとも，刑事参考記録について，再審の手続のため保存の必要があると認めて
保存することとしたときは，再審保存記録の例による（同法９条３項）。裁判所
不提出記録も同様である（記録事務規程23条）。

　　なお，保管検察官は，保管記録の保管期間が満了した場合において，特に必要
があると認めるときは，相当の処分をすることができる（記録事務規程11条）。
これを「特別処分」という。ただし，当該記録は，原則として閲覧することがで
きない。

イ　証拠品については，刑事事件の押収物等を規律する「証拠品事務規程（平成25
年３月19日法務省刑総訓第３号）」に従って保管される。

　　まず，検察官は公訴提起又は上訴申立てがあったときに，当該事件の証拠品で
留置の必要がないものを還付，仮還付，記録媒体の交付等をするよう努めるとさ
れる（証拠品事務規程60条の「事件終結前の還付等の促進」）。その上で，事件終
結後の証拠品の扱いの特則として，検察官は再審請求が行われることが予測され
るときは，「原判決に係る被告事件の証拠品で，没収の裁判，所有権放棄又は刑
訴第499条第３項の規定により国庫に帰属したもの」は，期間を定めて保管する
とされ（証拠品事務規程89条１項。同条５項で同期間は延長可能），実際に再審
の請求があったときは，上記証拠品を再審請求に対する裁判が確定するまで，こ
れを保管することとされる（証拠品事務規程88条１項）。さらに，再審開始の決
定が確定したときは，保管している証拠品を再審の裁判が確定するまで保管する
とされている（証拠品事務規程90条１項）。

②　事件の真相に迫るための重要な証拠は，捜査機関の捜査によりその大部分が収集
保管されるが，全証拠が警察から検察官に送致されていないことに加え，検察官は
公判で有罪方向のベストエビデンスのみを証拠請求するため，収集された多くの証
拠が公判未提出証拠となり，多くの重要な証拠が再審請求人の目に触れることなく
捜査機関の管理下に置かれている。しかも，再審請求人に未開示の証拠のうち証拠
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品は，事件終結の時期の前後を問わず，検察官の判断により還付等することが推奨
されており，残る証拠も事件終結後一定の保管期間を経過すると廃棄される仕組み
になっている。そして，事件終了後の裁判所不提出記録を含む訴訟記録についても，
現行法下では，その保管・保存は検察官や法務大臣の判断に委ねられる仕組みになっ
ており，再審請求人の権利救済のための訴訟記録の保管・保存が十分に保障されて
いない状況である。また，特別処分の対象となった訴訟記録は，検察官が保存して
いるにもかかわらず，再審請求人等が閲覧できないとされており，この点も問題で
ある。

　　未開示証拠が再審請求審において開示され，隠された「古い」証拠が新証拠となっ
たことにより再審無罪になった事例は数多くあり，未開示証拠の再審請求人に対す
る開示が喫緊の課題である。ところが，再審請求の準備段階に再審請求人が証拠開
示を求める手続はなく，再審請求をしなければ訴訟記録が保管・保存される保障は
ない。しかも，証拠品は事件終結前の還付が推奨されており，残された証拠品の保
管・保存も再審請求人の手続保障とは異なる観点の下で専ら捜査機関の判断に委ね
られるなど，再審請求人が証拠の保管・保存に関わることができない実情がある。
そもそも，証拠品の保管・保存に関しては法令がない状況であり，再審請求段階で
鑑定を行おうとしても，その対象となる重要な証拠品を適正に管理する保障が何も
ない。

　　実際に法令がない現状下において，各弁護団のアンケートによれば，証拠の保管・
保存の問題について，様々な問題が報告されている（弁護団アンケート参照）。特に，
生体試料などの重要な鑑定資料について，適正な保管・保存がされておらず，再鑑
定が実施できないという取り返しのつかない状況が複数生じており，現状は極めて
深刻である。

　　このように裁判所不提出記録を含む訴訟記録及び証拠品の保管・保存については，
再審請求人が証拠開示や鑑定を行うための前提問題として重要な問題であるにも拘
わらず，法律の不備に加え運用にも問題があるため，再審の理念に照らして再審請
求人の手続保障の観点から法整備を行うべきである。

⑶　あるべき法改正
　　日弁連2019年５月10日付け「再審における証拠開示の法制化を求める意見書」では，

証拠の保管に関して，以下のようなルールを設けることを提言している。
　①　証拠の適正保管義務

　　証拠開示が適切に行われるためには，その前提として，証拠（当該事件の捜査の
過程で作成され，又は入手した書面等を含む。）が適正に保管されていることが必
要である。したがって，司法警察職員及び検察官は，証拠を適正に保管しなければ
ならないことを明記すべきである。

　　このことは，捜査手続，公判手続（通常審）及び再審請求手続を通じて一貫して
求められることであり，これらの全ての手続に妥当する統一的な規定を設けるべき
である（日弁連2014年５月８日付け「犯罪捜査の記録に関する法律の制定を求める
意見書」参照）。
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　②　証拠目録の作成及び送付義務
　　証拠開示が適切に行われるためには，その前提として，全ての証拠の存在及び内

容が把握されていることが必要である。したがって，司法警察職員及び検察官は証
拠目録を作成し，司法警察職員は証拠目録を検察官に送付しなければならないこと
を明記すべきである。

　　このことは，捜査手続，公判手続（通常審）及び再審請求手続を通じて一貫して
求められることであり，これらの全ての手続に妥当する統一的な規定を設けるべき
である（前記「犯罪捜査の記録に関する法律の制定を求める意見書」参照）。

　③　裁判所不提出記録及び証拠物の保管等義務
　　現在の実務でも，検察官は，必要があれば裁判所不提出記録及び証拠物を保管等

しているが，根拠規定が大臣訓令（記録事務規程及び証拠品事務規程）しかなく，
法令上の根拠を設けるべきである。具体的には，刑事確定訴訟記録法と同内容の規
定を設けるべきである。

　　ただし，証拠物の中には，還付対象となるものもあり，それについては，当該証
拠物の所有者との利益の調整が必要になる。具体的には，保管期間を他の証拠物よ
りも短期間に設定した上で，検察官が再審の手続のため保存の必要があると認める
ときは，保管期間満了後も保存することができることにし（再審請求人等も，これ
を請求することができることにする。），検察官がそのような処分を行うに当たって
は，当該証拠物の所有者の意見を聴かなければならないこととすべきである。

８　再審における証拠開示
⑴　現行法の規定
　【刑訴法，刑訴規則】
　　対応する規定がない。
⑵　現状と問題点
　①　再審における証拠開示の法制化の必要性
　　ア　再審における証拠開示の重要性

　近年，再審における証拠開示が契機となって再審が開始されたり，再審によっ
て無罪判決が確定したりする事例が相次いでいる。
　例えば，布川事件，東京電力女性社員殺害事件及び東住吉事件は，いずれも確
定判決で無期懲役が言い渡された事件であるが，これらの事件では，確定審段階
から存在していた証拠が再審請求手続で開示され，それが確定判決の有罪認定を
動揺させる大きな原動力となって，再審によって無罪判決が確定した。
　また，再審無罪判決が確定した松橋事件では，再審請求前（再審請求の準備中）
の段階で検察官から開示された証拠物（自白によれば「凶器に巻き付けて犯行に
使用した後，燃やして捨てた」とされたシャツの左袖など）が再審開始決定の決
め手となっている。
　このように，確定審段階で存在していた無罪方向の証拠が後に明るみに出て再
審開始が行われる事態が続出している事実は，無辜の救済という再審の理念を実
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現するために，確定審段階で公判に提出されなかった未提出証拠を再審請求人に
利用させること（再審における証拠開示）が極めて重要であることの証左である。

　　イ　再審における証拠開示に関する法令の不存在
　　しかし，現行法を見ると，再審における証拠開示については明文の規定がない。

そもそも，再審手続に関する規定は19条しかなく（刑訴法435条～453条），しか
も再審請求手続における審理の在り方については，刑訴法445条が「裁判所は，
必要があるときは，再審請求の理由について，事実の取調べを行うことができる」
と定めているにすぎない。

　　このように，再審における証拠開示については，現行法上，明文の規定を欠い
ており，これを実現するための手続規定も存在しない。

　　ウ　証拠開示に関する法令の不存在による弊害（その１）～裁判所の姿勢によって
証拠開示が左右される実情（いわゆる「再審格差」）

　　再審事件の実情を見ると，検察官は，再審における証拠開示に積極的には応じ
ようとしない。そのため，再審における証拠開示の実現のためには，裁判所が訴
訟指揮権の行使を通じて証拠開示をめぐる争いに適切に関与することが欠かせな
い。しかし，現状では，証拠開示に関する基準や手続を定めた法令が存在しない
ため，証拠開示の実現に向けた訴訟指揮権の行使の在り方については，裁判所の
裁量に委ねられている。その結果，裁判所の積極的な訴訟指揮によって大幅な証
拠開示が実現した事件がある一方，訴訟指揮権の行使に消極的な裁判所もあるな
ど，裁判所によって大きな格差が生じている。

　　例えば，大崎事件（第２次）再審請求審（鹿児島地裁）では，弁護人の証拠開
示請求に対し，裁判所は何ら積極的な訴訟指揮を行わなかった。これに対し，同
事件（第２次）即時抗告審（福岡高裁宮崎支部）では，裁判所が検察官に対し，
証拠の標目を作成した上で，これを弁護人に開示するよう，書面で勧告した（な
お，検察官はこの勧告には従わなかったが，独自の判断で個別の証拠開示を行っ
た結果，検察官から合計213点の証拠が開示された。）。このように，同一事件でも，
裁判所の対応には著しい差が見られ，裁判所の姿勢いかんによって証拠開示が左
右される実情（再審格差）が存在する。

　　しかし，無辜の救済という再審の理念を実現するために証拠開示が重要である
ことは，冒頭で述べたとおりである。裁判所の姿勢によって必要かつ十分な証拠
開示が行われず，無罪方向の証拠が隠され続けることで，救われるべきえん罪被
害者が救われないという事態が生じることは絶対に許されない。

エ　証拠開示に関する法令の不存在による弊害（その２）～検察官の責務に反する
対応
ア　また，再審における証拠開示に関する法令が存在しないため，検察官が任意

に証拠開示に応じることは少なく，特に再審請求前の段階で証拠開示が行われ
ることはほとんどない。

　　しかも，裁判所が証拠開示に関する命令や勧告を行っても，検察官がこれに
従わない場合がある。例えば，大阪強姦事件や大崎事件（第２次）即時抗告審
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では，裁判所が検察官に対して証拠の標目の作成及び開示を書面で命令ないし
勧告したにもかかわらず，検察官はこれに応じなかった。また，袴田事件（第
２次）再審請求審でも，裁判長が検察官に対して証拠の開示を書面で勧告した
が，検察官は，裁判所の勧告には従わず，独自の判断で，条件を付した上で証
拠を裁判所に提出するという対応をとった。

　　このように，検察官が任意の証拠開示に応じず，裁判所の決定や勧告にすら
従わない場合があるが，これは証拠開示に関する法令が存在しないことによる
弊害である。

イ　さらに，当然存在しているはずの証拠について，検察官から「不見当」，「不
存在」との回答が行われることも少なくないが，事件によっては，後日，その
存在が明らかになるなど，その回答が後になって事実に反することが明らかに
なる場合も見受けられる。

　　例えば，袴田事件（第２次）再審請求審では，５点の衣類の発見直後の状況
を撮影した写真のネガフィルムについて，検察官は「存在しない」と回答して
いたが，後日，その存在が明らかになり，検察官が謝罪する事態となっている。

　　また，日野町事件の第２次再審請求審でも，指掌紋を採取したゼラチン紙等
の証拠品及び鑑識関係書類について，検察官は「存在しない」と回答していた
にもかかわらず，後日，その存在が明らかになり，裁判所も「本来あってはな
らない事態」として遺憾の意を表明している。

ウ　最高検は，2011年９月，「検察の理念」と題する検察基本規程を公表してい
るが，そこでは，「無実の者を罰し，あるいは，真犯人を逃して処罰を免れさ
せることにならないよう，知力を尽くして，事案の真相解明に取り組む」，「被
疑者・被告人等の主張に耳を傾け，積極・消極を問わず十分な証拠の収集・把
握に努め，冷静かつ多角的にその評価を行う」ことが定められている。

　　したがって，前記のような再審における検察官の対応は，「検察の理念」に
定められた検察官の責務にも反するものと言わざるを得ない。

オ　再審における証拠開示の法制化の必要性
　　以上のとおり，再審における証拠開示に関する法令が存在しないことによって，

様々な弊害が生じている。
　　一方，再審における証拠開示をめぐっては，法制審議会「新時代の刑事司法制

度特別部会」でも多くの委員から積極的な意見が述べられ，国会の審議でも多く
の議員から積極的な意見が述べられた。最終的に，2016年の刑訴法改正では，再
審における証拠開示の法制化は見送られたが，刑事訴訟法等の一部を改正する法
律（平成28年法律第54号）附則９条３項では，「政府は，この法律の公布後，必
要に応じ，速やかに，再審請求審における証拠の開示……について検討を行うも
のとする」と定められた。このことは，再審における証拠開示の法制化の必要性
が多くの人の共通認識となっていることを示している。

　　したがって，再審における証拠開示が適切に行われるために，速やかにその法
制化が実現されなければならない。
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②　この点，各弁護団のアンケートによっても，ほぼ全ての弁護団が，再審における
証拠開示が不十分であることを指摘し，全面的な証拠開示やリスト開示の必要性を
訴えている状況にある。

⑶　あるべき法改正
　①　再審における証拠開示の在り方
　　ア　再審において証拠開示が認められるべき理由

ア　再審とは，誤判により有罪の確定判決を受けた者を救済するための制度であ
る。したがって，えん罪被害者の救済という再審の理念を実現するためには，
あらゆる観点から確定判決の当否が検証されなければならない。

　　また，再審請求手続においては，再審請求人に対する手続保障を十分に図り，
その活動を実効あるものにする必要がある。そのためにも，再審請求手続では，
必要かつ十分な事実の取調べ（刑訴法43条３項，445条）が行われる必要がある。

イ　ところが，実際には，事件の発生とともに，捜査機関が任意に又は強制力を
もって捜査し，ほとんどの証拠をその掌中に収めてしまっているため，事件に
関する証拠は，再審請求の段階になっても捜査機関に偏在している状況にある。

　　捜査機関が保存，管理している証拠は，事案の真相に迫るための最も基礎的
な資料であり，再審請求人による調査の端緒ともなり得るものである。特に，
ほとんどの再審事件が刑訴法435条６号に基づいて申し立てられている現状に
おいて，再審を開始するためには，無罪を言い渡すべき明らかな新証拠が必要
になる。近年，再審が開始されたり再審公判によって無罪判決が確定したりし
た事例では，捜査機関が収集はしたものの公判に提出されなかった証拠（確定
審段階から存在していた証拠）が再審請求前や再審請求手続で開示され，それ
が確定判決の有罪認定を動揺させる大きな原動力になったという場合が少なく
ない。これは，言わば隠された「古い」新証拠と言うべきものである。

ウ　したがって，無辜の救済という再審の理念を実現し，再審請求人に対する手
続保障を十分に図るためには，確定審段階における公判未提出証拠を再審請求
人に利用させること（再審における証拠開示）が必要である。特に，再審事件
の場合，公判前整理手続又は期日間整理手続による証拠開示制度が適用されず
に審理された事件が多い。そのような事件については，再審請求人は，公判未
提出証拠を閲覧謄写する機会が制度的に保障されないまま有罪判決を受けてい
るため，再審請求手続で証拠開示を認めるべき必要性は特に高いと言える。

　　他方，再審事件の場合，既に必要な証拠の取調べが行われて有罪判決が確定
しているため，証人威迫や罪証隠滅のおそれは小さく，事件から長い年月が経
過している場合には，関係者の名誉・プライバシー侵害のおそれも著しく低下
しており，通常審段階と比べれば，証拠開示に伴う弊害は類型的に少ないと言
える。

　　そもそも，日弁連がかねてから主張しているように，えん罪を防止し，無辜
を救済するためには，捜査機関が作成又は入手した全ての証拠について，被告
人や弁護人は，その証拠の一覧表の交付を受け，全証拠について閲覧謄写する
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機会が与えられなければならない（例えば，日弁連2012年９月13日付け「新た
な刑事司法制度の構築に関する意見書（その２）」等参照）。以上の証拠の一覧
表の交付や証拠の閲覧謄写の機会の付与による全証拠の証拠開示の必要性は，
通常審だけでなく，再審請求手続にも同様に妥当する。証拠は，真実発見のた
めの公共財であり，再審請求人の利益のためにも存在するものである。したがっ
て，公判に提出されなかった未提出証拠を閲覧謄写する機会を再審請求人に保
障することは，証拠の本来の意義からいえば当然のことである。再審における
証拠開示の法制化に当たっては，この点にも留意する必要がある。

イ　再審における証拠開示の法制化の方向性
ア　再審においては，無辜の救済という再審の理念や，再審請求人に対する手続

保障という観点から，再審請求人に対して，あらゆる証拠を吟味する機会が保
障される必要がある。

イ　ところで，現行の再審請求手続の構造は，職権主義とされている。このこと
は，裁判所が職権で事案の解明を行うべき義務を負っていることを意味してい
る。

　　したがって，職権主義ということを突き詰めていけば，裁判所がその職責を
果たすことができるよう，刑事確定訴訟記録のみならず，捜査機関が作成又は
入手した全ての証拠が裁判所に送付される必要があり，それを実現するために
は，例えば，「書類，証拠物その他参考となる資料があるときは，あわせて送
付しなければならない」という趣旨の規定を設けることが考えられる（少年審
判規則８条２項参照）。この場合，裁判所が再審請求人又は弁護人に対して，
裁判所に送付された記録を閲覧謄写する機会を与えれば，（開示という方法と
は異なるものの）その目的を達成できるのであり，これも証拠開示の一つの方
法と言える。

ウ　ただし，それ以外にも，捜査機関が保存，管理している証拠を再審請求人又
は弁護人に「開示」するという方法による証拠開示も考えられる。これは，現
在の再審実務の運用とも親和性があるものである。

　　このような方法による場合，再審請求人が必要かつ十分な証拠の開示を受け
られるようにするためには，検察官及び裁判所の積極的な対応が必要である。
すなわち，検察官は，「公益の代表者」（検察庁法４条）であり，再審請求権者
としても筆頭に挙げられているのだから（刑訴法439条１項１号），無辜の救済
のためには，再審においても証拠開示に積極的に対応することが求められてい
る。また，通常審と異なり職権主義が採用されている再審請求手続において，
裁判所には，仮に検察官がこのような責務を果たさない場合，証拠開示をめぐ
る争いを解決するために，適切に訴訟指揮を行うなどして積極的に関与するこ
とが求められる。

　　したがって，再審における証拠開示の法制化に当たっては，裁判所は，検察
官に対し，証拠開示に関して必要な事項を命じることができ，検察官は，それ
に従う義務があることを明確にする必要がある。また，裁判所の訴訟指揮権の
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行使が適切に行われることを担保するために，裁判所が依拠する基準や手続を
明確化し，一定の場合には，裁判所は，検察官に対して，証拠開示命令を発し
なければならないこととする必要がある。

エ　再審における証拠開示については，現行法上，明文の規定がないことに加え，
再審事件の件数が少ないことや，再審請求の審理手続が公開されていないこと
もあって，その審理・運営に関するノウハウが蓄積されておらず，言わば手探
りで審理が行われている状態である。証拠開示に関する法令の不存在による弊
害も，そのような実情を反映したものと言える。

オ　前記のとおり，えん罪を防止し，無辜を救済するためには，本来であれば，
捜査機関が作成又は入手した全ての証拠について，再審請求人や弁護人は，そ
の一覧表の交付を受けた上で，証拠を閲覧謄写する機会が与えられることが必
要である。

　　しかし，通常審については，不十分ながらも，公判前整理手続又は期日間整
理手続による証拠開示制度が法制化されているのに対し，再審における証拠開
示については，そもそもその規定すら存在しないため様々な弊害が生じている
のであり, もはやこのような状態を放置しておくことはできない。

　　そこで，日弁連では，各地で再審をたたかう弁護団からのアンケート結果を
基に，再審における証拠開示規定のあり方について，以下のとおり提案するも
のである。

②　再審における証拠開示改正規定のあり方
ア　証拠開示に関するルール（その１）～再審請求手続における証拠開示

ア　対象事件
　　証拠開示制度は，原則として全ての事件に適用されるものとする。
　　ただし，事案の性質，再審の請求の理由，これまでの審理経過等に照らし，

明らかに同制度に基づく証拠開示の手続を行う必要がないと認めるとき（例え
ば，再審事由とはならないような確定判決の誤りを指摘するに過ぎない場合や，
過去の手続において証拠開示が重ねられるなどして必要かつ十分な証拠が開示
されている場合など）は，適用除外とすることにし，そのことを裁判所の決定
で明らかにすべきである。なお，この決定に対しては，即時抗告をすることが
でき，決定には理由を付す必要がある（刑訴法44条１項）ものとして，当事者
が争える余地を残すべきである。

　　また，同制度が適用されない場合でも，これまでの運用どおり，裁判所が訴
訟指揮権に基づいて証拠開示に関する勧告等を行うことができることを規定す
べきである。

イ　証拠一覧表の提出
　　検察官に対し，検察官が保管する証拠の一覧表の作成と提出を義務付けるべ

きである。証拠開示の対象となる証拠の存否に関して，裁判所，検察官及び弁
護人が共通認識を持つことによって，証拠の存否をめぐる不毛な争いをなくし，
証拠開示に関する手続を迅速かつ的確に進めることが目的である。
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　　したがって，証拠の一覧表は，証拠開示の手がかりとなる程度に証拠を特定
できるものであることを要するから，単に証拠物の品名及び数量並びに証拠書
類の標目，作成年月日及び作成者又は供述者だけではなく，証拠物については
その保管場所，証拠書類についてはその丁数及び要旨も記載しなければならな
いことを明記すべきである。なお，通常審で作成・交付される証拠一覧表では，
証拠物の保管場所や証拠書類の丁数及び要旨の記載までは求められていないも
のの（刑訴法316条の14第３項），前記のような証拠一覧表の趣旨に照らせば，
この規定も改正されるべきである（日弁連2014年５月８日付け「犯罪捜査の記
録に関する法律の制定を求める意見書」参照）。

ウ　証拠開示命令
　　再審請求手続で証拠開示が必要となる局面としては，例えば，①確定判決の

有罪認定の根拠となった証拠の証明力を弾劾したり，再審請求人の提出した新
証拠の証明力を的確に判断したりするための証拠開示，②確定判決の有罪認定
を覆すために新たに行われる事実上・法律上の主張（例えば，確定審の段階で
は問題とされていなかった疑問点の指摘など）の当否を的確に判断するための
証拠開示，③確定判決の有罪認定に合理的疑いが生じるか否かを判断するに当
たり，新証拠以外の証拠（旧証拠）の証明力を再評価するための証拠開示が考
えられる。

　　そのことを踏まえ，改正案では，必要性や重要性の高い一定類型の証拠と，
再審請求手続における再審請求人又は弁護人の主張立証に関連する証拠につい
て，裁判所は，再審請求人又は弁護人から請求があれば，相当でないと認める
ときを除き，決定で，検察官に対して，証拠開示を命じなければならないもの
とすべきである。なお，証拠物については，再審請求手続外における証拠（証
拠物を含む）の閲覧謄写の制度を設けるべきであり，検察官が保管する証拠物
以外の証拠物の存在が明らかになる場合もあるため，証拠開示命令の対象にも
含める。

　　また，この決定に対しては，即時抗告ができるものとし，決定には理由を付
す必要がある（刑訴法44条１項）ことは上記と同様である。

エ　証拠の存否調査命令
　　検察官が「不見当」，「不存在」と回答していた証拠について，後日，その存

在が明らかになる場合が見受けられる。そこで，そのような事態を防ぐために，
証拠開示に関する命令の対象となる証拠の存否を早期に確定させるべく，再審
事件の実務で行われている運用を踏まえて，検察官に対し，証拠の存否を調査
し，その結果を回答することを義務付ける制度を設けるべきである。

オ　生体試料その他の証拠物に関する特則
　　再審事件の場合，事件発生からかなりの年月が経過していることが多く，鑑

定試料の汚染や劣化等が生じる危険性は類型的に高いと言える。そこで，生体
試料その他の証拠物について，その証拠価値を保全するために必要があるとき
は，証拠開示の準備的行為として，鑑定を実施し，その結果を保管することを
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命ずることができるようにすべきである。
カ　証拠開示に関する裁判所の権限
　　裁判所は，必要があるときは，事実の取調べを行うことができるので（刑訴

法43条３項，445条），訴訟指揮権の一環として，検察官に対し，証拠の開示や
これに関連する事項を命ずることができると解釈されている。

　　しかし，裁判所が証拠開示に関する命令や勧告を行っても，検察官がこれに
従わない場合があるため，証拠開示に関する裁判所の一般的な権限を明記すべ
きである。

イ　証拠開示に関するルール（その２）～再審請求手続外における証拠の閲覧謄写
　　再審を請求しようとする者やその弁護人が証拠を閲覧謄写する手段としては，

刑事確定訴訟記録法がある。ただ，同法では，閲覧の対象が公判提出記録に限ら
れており，裁判所不提出記録や証拠物は対象外となっている。しかし，裁判所不
提出記録や証拠物の中には，再審請求の準備をするに当たって閲覧謄写をする必
要性が高く，閲覧謄写を認めることによる弊害がない証拠もある。したがって，
一定の証拠については，再審請求中のみならず，再審請求前であっても，再審請
求手続外における証拠の閲覧謄写という形で，これを閲覧謄写する手段を認める
こととすべきである。具体的には，以下のとおりである。
ア　証拠物の閲覧
　　証拠物については，客観性が高いこと，証拠物の種類によっては紛失，廃棄，

汚染，劣化等の危険があること，所有者に対する還付がなされる可能性がある
ことから，再審請求手続外であっても閲覧を認めるべきである。

イ　証拠書類等の閲覧謄写
　　証拠書類については，過去の手続（確定審又は再審請求手続）で開示された

証拠や，作成・交付されている証拠の一覧表は，その閲覧謄写を認めることに
弊害はなく，必要性も高いことから，再審請求手続外であっても閲覧謄写を認
めるべきである。

９　科学鑑定利用の制度化
⑴　現行法の規定
　【刑訴法，刑訴規則】
　　対応する規定がない。
⑵　現状と問題点

①　現状
　　弁護人が捜査機関の保管する証拠にアクセスする権利は極めて重要なものであ

り，我が国が批准している国際人権（自由権）規約14条３項bでも保障されている。
　　しかし我が国の現状は，捜査機関の保管する証拠物の開示を受けることは困難で

あり，裁判所も，鑑定等を行うことを容易に認めようとしないなど，弁護人の証拠
物にアクセスする権利が保障されているとは到底言い難い。 

②　科学鑑定等に関する審理の実態
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　　弁護団のアンケートにおいても，以下のように報告されている。
ア　足利事件
　　再審請求審段階からDNA型再鑑定が問題となっていた。弁護側は再鑑定を請

求し，当初は裁判所も再鑑定のため資料の保管替えまでした。しかし，それでも
請求審では再鑑定が実施されなかった。

　　これに対して，即時抗告審で実施された再鑑定によって請求人が犯人でないこ
とが明白となって再審が開始され，無罪となった。

　　再鑑定が請求審段階で行われていたら，請求人の無罪はもっと早く実現できた
はずである。

イ　名張事件
　　第10次請求において，弁護団は証拠物の閲覧謄写（測定）の許可を求めている

が，検察官は測定によって証拠物を損傷する恐れがあり不相当という。弁護団は
類似の証拠物を用いて予備実験を行い証拠物に変形・損傷を加えない結果を示す
ために三者協議を求めているが，裁判所は応じようとしない。

　③　証拠物の鑑定の重要性
　　証拠物の鑑定は，極めて重要なものであり，これによってえん罪が明らかになっ

た事例は多数存在する。
ア　上記のように，足利事件では，犯人の遺留精液のDNA型の再鑑定により，

犯人のDNA型と再審請求人である菅家氏のDNA型が異なっていることが明ら
かとなった。

イ　東京電力女性社員殺害事件では，捜査機関が保管していた証拠であるショル
ダーバッグ，コンドーム，コンドーム内の精液，現場に残された陰毛等の
DNA型鑑定が行われたところ，再審請求人であるマイナリ氏以外のDNA型が
検出され，マイナリ氏以外の犯人の存在が明らかとなった。

ウ　袴田事件（第２次）では，いわゆる5点の衣類のDNA型の鑑定により，再審
請求人である袴田氏の血液が付着しているとされる白色半袖シャツから検出さ
れたDNA型は，袴田氏のDNA型と一致しないとされ，再審開始決定の重要な
根拠となった（即時抗告審でDNA型鑑定の信用性が否定され，現在特別抗告
審が係属中である。）。

④　小括
　　以上のように，DNA型鑑定が典型的であるが，科学は日進月歩であり，事件当

時は解析できなかったものが，その後の科学の進歩によって解析できるようになり，
請求人の無実が明らかになる事例は多数存するのである。

　　しかし，現状では，弁護人が捜査機関の保管する証拠の開示を受けること自体が
困難であり，再審請求の審理のために証拠物が裁判所に保管されている場合でも，
弁護人がこれにアクセスすることが認められない場合もある。

　　そもそも，弁護人が証拠にアクセスする権利は国際人権規約でも保障されている。
また，事案の真相を解明するため，証拠物の鑑定等を行うことに支障は全くないは
ずである。検察官や裁判所が，弁護人が証拠物にアクセスすること自体に消極的で
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あることに，合理的な理由は何ら見出すことができない。
　　このような現状は早急に改善される必要がある。また，併せて，後日の鑑定が可

能かつ容易になるように，証拠物や資料等の保存，管理についても制度を整備する
必要がある。

⑶　あるべき法改正
①　検察官が現に保管している証拠だけでなく，当該事件の捜査の過程で作成され，

又は入手した書面，資料等であって，検察官において入手が容易なもの（公務員が
職務上現に保管するもののほか，大学や民間の研究機関が保管するものを含む）も
証拠開示の対象となる旨の規定を新設すべきである。

②　捜査段階で鑑定が実施された資料だけでなく，捜査機関が保管する資料の存否及
び内容を開示した上，これらについても鑑定を実施できるようにするための制度的
な保障の明文化，及びその前提として，捜査機関が収集した鑑定資料を後日，鑑定
が実施できるような状態で適正に保管する制度を新設すべきである。

③　捜査機関が保管する証拠物について，弁護人のアクセス及び鑑定を認める制度を
新設すべきである。

10　再審請求に対する決定と抗告
⑴　現行法の規定
　【刑訴法446条】
　　再審の請求が法令上の方式に違反し，又は請求権の消滅後にされたものであると

きは，決定でこれを棄却しなければならない。

　【刑訴法447条１項】
　　再審の請求が理由のないときは，決定でこれを棄却しなければならない。

　【刑訴法448条１項】
　　再審の請求が理由のあるときは，再審開始の決定をしなければならない。

　【刑訴法450条】
　　第446条，第447条第１項，第448条第１項又は前条第1項の決定に対しては，即時

抗告をすることができる。
　
　【刑訴法422条】
　　即時抗告の提起期間は，３日とする。

　【刑訴法428条】
　　高等裁判所の決定に対しては，抗告をすることはできない。

２　即時抗告をすることができる旨の規定がある決定（中略）で高等裁判所がした
ものに対しては，その高等裁判所に異議の申立をすることができる。
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３　前項の異議の申立に関しては，抗告に関する規定を準用する。即時抗告をする
ことができる旨の規定がある決定に対する異議の申立に関しては，即時抗告に関
する規定をも準用する。

　【刑訴法427条】
　　抗告裁判所の決定に対しては，抗告をすることはできない。

　【刑訴法433条】
　　この法律により不服を申し立てることができない決定又は命令に対しては，第

405条に規定する事由があることを理由とする場合に限り，最高裁判所に特に抗告
をすることができる。
２　前項の抗告の提起期間は，５日とする。

　
　【刑訴法405条】
　　高等裁判所がした第一審又は第二審の判決に対しては，左の事由があることを理

由として上告の申立をすることができる。
①　憲法の違反があること又は憲法の解釈に誤があること。
②　最高裁判所の判例と相反する判断をしたこと。
③　最高裁判所の判例がない場合に，大審院若しくは上告裁判所たる高等裁判所

の判例又はこの法律施行後の控訴裁判所たる高等裁判所の判例と相反する判断
をしたこと。

⑵　現状と問題点
①　再審開始決定に対する検察官の不服申立ての弊害～不当な事件の長期化～

ア　再審開始決定に対して即時抗告ができるとされているのは，即時抗告ができる
場合を定めた刑訴法450条に明文で刑訴法448条の決定，すなわち再審開始決定が
含まれていることによる。もっとも，この条文には「誰が」抗告の申立てができ
るのか，すなわち抗告権の主体は明示されていない。しかし，現実には上記条文
の存在により，多くの事件で再審開始決定に対して検察官が即時抗告（高裁が請
求審として再審開始決定をした場合は「異議申立」）を行っている。

　　白鳥決定後に再審開始決定がされた死刑再審4事件のうち，島田事件を除く３
事件で検察官が即時抗告（免田事件のみ特別抗告）をしたが，全て棄却され，そ
の後再審無罪が確定した。さらに徳島ラジオ商事件と梅田事件でも再審開始決定
に対し検察官が即時抗告をしたが，いずれも棄却され，両事件とも再審無罪が確
定している。

　　再審開始決定に対する検察官の即時抗告によって再審開始決定が取り消された
最初の事件は日産サニー事件（1995年）であり，21世紀に入ると，大崎事件（第
１次），福井女子中学生殺人事件，名張事件（第７次）で，それぞれ再審開始決
定が取り消された。そして，袴田事件（第２次）では，静岡地裁の再審開始決定
から４年３か月を経て，東京高裁は，2018年６月11日，原決定を取り消した。
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　　また，白鳥決定後1990年代までは，再審開始決定に対する検察官の即時抗告が
棄却された場合，そのまま再審開始が確定するケースが多かったが，21世紀に入っ
てからは布川事件（第２次），松橋事件，大崎事件（第３次）のそれぞれの再審
請求で，地裁の再審開始決定に対する検察官の即時抗告を高裁が棄却したにもか
かわらず，検察官が更に最高裁に特別抗告を行い，大崎事件（第３次）では，
2019年６月25日，最高裁が原決定，原々決定を取り消し，自ら再審請求を棄却し
たことは記憶に新しい。

イ　再審事件の大多数を占める刑訴法435条６号による再審請求では，請求人には
非常に厳しい「明白な新証拠の提出」というハードルが課されており，そもそも
再審開始決定を得ること自体に膨大な時間と労力を要しているのが現状である。
その上，再審開始決定に対して検察官が抗告すると，再審請求手続の終結までに
要する時間は更に長期化し，名張事件の元死刑囚・奥西勝氏のように，ひとたび
再審開始決定を受けながら，雪冤を果たすことなく亡くなるという事態まで生じ
ている。

ウ　日本国憲法が「二重の危険禁止」を人権として保障したことにより（憲法39条），
我が国では戦前に認められていた不利益再審が廃止され，再審制度の目的は「無
辜の救済」のみとなったこと，また，職権主義的構造をとる再審請求手続におい
て，検察官には「当事者」としての主体的な地位を与えられていないこと，上記
のとおり検察官の不服申立てによって再審手続が長期化していることなどに照ら
し，検察官が再審請求人の不利益になる方向での不服申立てを行うことが許され
るかについては，多角的な視座から検討されなければならない。

　　しかし，再審制度の建付け面からみても，再審請求はその後に行われる再審公
判の前審と位置付けられており，再審公判の前段階である再審請求手続がこのよ
うに「重量化」することは想定されていなかった。このような観点から，ドイツ
では1964年の刑訴法改正で，再審開始決定に対する検察官の即時抗告は明文を
もって禁止された（ドイツ刑訴法372条但書）。

エ　再審請求人が「明白な新証拠の提出」という高いハードルを乗り越え，膨大な
時間と労力を要して再審開始決定を得たとしても，検察官による不服申立てを認
めることで，さらなる長期化の問題が生じている。再審開始決定に対する不服申
立てが禁止されたとしても，検察官は，再審公判においてこれを争うことができ
る以上，特段の問題を生じない。むしろ，現状の制度では，検察官は事実上の有
罪立証を再審請求審の特別抗告審まで行いながら，更に再審公判においても有罪
立証をすることが可能になっており，再審請求人の負担は甚だ重いものになって
いる。

オ　この点，各弁護団のアンケートでも，検察官による不服申立てによって審理が
長期化しただけでなく，再審開始決定が取り消されてしまう実情を訴え，再審開
始決定によって確定判決の合理性に疑問が生じている以上，速やかに再審公判へ
移行すべきであるとして，再審開始決定に対する検察官の不服申立てを禁止する
よう要望する回答が数多く見られた。
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　　現実に検察官の不服申立により，布川事件（第２次）では，再審開始決定（2005
年９月21日）が確定（2009年12月14日）するまでに約４年３か月，東住吉事件で
は，再審開始決定（2012年３月７日）が確定（2015年10月26日）するまでに約３
年７か月，松橋事件では，再審開始決定（2016年６月30日）が確定（2018年10月
10日）するまでに約２年３か月もの期間を要している。

　　また，名張事件では，第７次請求で再審開始決定（2005年４月５日）が出され
た後，第７次請求が終了（2013年10月16日）するまでに約８年６か月もかかって
いる。大崎事件では，第１次請求で再審開始決定（2002年３月26日）が出された
後，第３次請求でも２回にわたって再審開始決定が出されているにもかかわらず，
第３次請求が終了（2019年６月25日）するまでに約17年３か月もの長期間を要し
ている。そして，名張事件，大崎事件とも，未だに救済されていない。

②　再審棄却決定に対する再審請求人（弁護人）による不服申立てをめぐる問題（不
服申立て期間）～短期に過ぎる不服申立て期間
ア　再審請求を棄却する決定について，再審制度が「無辜の救済」のための最後の

手段であることから，たとえひとたび再審請求が棄却されても，再審請求人・弁
護人側の不服申立て権が認められるのは当然である。しかし，通常審の控訴・上
告と異なり，再審請求棄却決定に対する不服申立て期間は，即時抗告・異議申立
ては３日間，特別抗告では５日間と非常に短い。しかも，その不服申立て期間内
に提出すべき抗告申立書（異議申立書）には，抗告理由（異議理由）も記載しな
ければならず，とりあえず期間内に簡単な控訴状，上告状だけを提出し，その後
数十日という比較的余裕のある期間内に詳細な理由書を提出すれば足りる控訴，
上告と比較して，著しくタイトなスケジュールを強いられている。特に，決定の
送達が受刑中の再審請求人本人にされる場合，弁護人が再審請求人に対する送達
を知るにもタイムラグがあり，期間内の不服申立てが困難な場合が少なくない。
これでは，再審請求人の不服申立権が実質的に保障されていないことになってし
まう。

イ　また，決定日の事前告知について，不服申立ての準備期間を考慮して，再審請
求人（弁護人）に対し，事実上，決定日を事前に告知する運用をしている裁判所
もある一方，全くの予告なしに決定を出す裁判所もあり，この点についても裁判
所間の「再審格差」がある。

ウ　この点，各弁護団のアンケートによっても，ほぼ全ての弁護団が，決定日の事
前告知と不服申立て期間の延長を要望している状況にある。また，札幌高裁が事
前告知のないまま，突然，即時抗告棄却決定を送達したため，弁護人全員がただ
ちにそろうことができず，特別抗告申立の準備に支障をきたした恵庭殺人事件（第
１次，第２次）の事例も報告されている。

⑶　あるべき法改正
　日弁連「平成３年改正案」では，以下のような提案を行っている。
①　再審開始決定に対する検察官の不服申立て禁止
　　刑訴法450条の条文から「第448条第１項」を削除し，再審開始決定に対する検察
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官の不服申立てを禁止すべきである。
②　不服申立て期間の延長など
　　刑訴法422条，同433条２項の不服申立て期間をいずれも14日間に延長し，不服申

立て理由については抗告趣意書の提出期間を不服申立て後原則30日以内とし，原裁
判所はこれを延長できるとすべきである。

③　決定日の事前告知
　　再審請求に関する決定を告知する場合は，告知の期日の30日前に，請求人及び弁

護人に通知すべきである。

11　同一の理由による再審請求の禁止
⑴　現行法の規定
　【刑訴法447条】
　　再審の請求が理由のないときは，決定でこれを棄却しなければならない。

２ 前項の決定があつたときは，何人も，同一の理由によつては，更に再審の請求
をすることはできない。

　【刑訴法443条２項】
　　再審の請求を取り下げた者は，同一の理由によつては，更に再審の請求をするこ

とができない。
⑵　現状と問題点

①　再審請求は，時に一度の請求だけではなく，何度も行われることが多い。例えば，
名張事件は第10次請求，マルヨ無線事件は第７次請求，狭山事件は第３次請求が係
属中であり，大崎事件は第４次請求の準備中である。しかし，再審請求が時に何度
にもわたることがあるにもかかわらず，現行法は「同一の理由」によることを禁止
している。そして，ここにいう「理由」が具体的に何を指すのかが条文上一義的に
定まっていないため，新たに再審を請求する場合，争点に対する主張が，過去に棄
却された再審のときと同じであれば，刑訴法447条２項にいう「同一の理由」に該
当し，再審要件を欠くのではないかという疑念も生じかねない。

②　これに対してこれまでの判例実務では，数次にわたる再審請求の場合でも，刑訴
法435条６号を理由とした再審請求の際，提出される証拠に新規性が認められる限
り，過去の再審請求とは異なる証拠による証明力が備わるということができるから，

「同一の理由」による請求には当たらないという取扱いが行われている（いわゆる
吉田巌窟王事件に関する名古屋高決昭和37年１月30日高刑集15巻１号11頁など）。
すなわち，新たになされた再審請求の理由が，同一の主張であったとしても，新た
な証拠・資料に基づいていればよいとされているのである。さらに，過去の再審請
求で提出された証拠についても，確定判決の旧証拠同様，明白性判断に際し行われ
る「新旧全証拠の総合評価」に加えられることが認められている（免田事件に関す
る福岡高決昭和54年９月27日高刑集32巻２号186頁など）。

③　この点，各弁護団のアンケートによれば，検察官が，ある再審事由について「前
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回の再審請求で主張したのと同一の理由」だから不適法である旨主張した事例もあ
るとの報告もあり（恵庭殺人事件（第２次）），立証趣旨が同じであっても，別のア
プローチからの証拠であれば新証拠として認められるべきことを法定すべきとの観
点から，「同一の理由によっては」を，「同一の事実及び証拠によっては」と改正す
ることに賛同する回答が多く見られた。

⑶　あるべき法改正
　　これまでの判例実務の取り扱いを定着させ，裁判所の恣意的な法解釈を防ぐために

も，刑訴法447条２項の「同一の理由」は，再審請求人の主張する具体的な事実関係
及び証拠関係がともに同一であるということを明確化し，「同一の理由によっては」
という文言は，「同一の事実及び証拠によっては」という表現に改正されるべきである。

　　なお，再審請求の取下げに関する刑訴法443条２項にも「同一の理由」という文言
があるが，同条項は刑訴法447条２項と同趣旨であるので，同様に改正されるべきで
ある。

12　再審公判
⑴　現行法の規定
　【刑訴法451条】
　　裁判所は，再審開始の決定が確定した事件については，第449条の場合を除いては，

その審級に従い，更に審判をしなければならない。
２ 左の場合には，第314条第１項本文及び第339条第１項第４号の規定は，前項の

審判にこれを適用しない。
①　死亡者又は回復の見込がない心神喪失者のために再審の請求がされたとき。
②　有罪の言渡を受けた者が，再審の判決がある前に，死亡し，又は心神喪失の

状態に陥りその回復の見込がないとき。
３ 前項の場合には，被告人の出頭がなくても，審判をすることができる。但し，

弁護人が出頭しなければ開廷することはできない。
４ 第２項の場合において，再審の請求をした者が弁護人を選任しないときは，裁

判長は，職権で弁護人を附しなければならない。

　【刑訴法452条】
　　再審においては，原判決の刑より重い刑を言い渡すことはできない。
⑵　現状と問題点

①　再審公判の実務
　　再審公判の在り方に関する規定は，前記のとおり，刑訴法451条，452条の２か条

しか存在しない。もっとも，再審公判の実務においては，刑訴法451条２項ないし
４項に規定されている事項のほかは，通常の公判と全く同じ手続が取られるものと
考えられている。

　　昭和28年４月16日付け有川簡易裁判所龍田裁判官宛て最高裁刑事局第一課長内簡
意見は，「再審事件の審理については，差し当たり，破棄差戻又は移送を受けた裁
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判所の審理の場合に準じ，おおむね公判手続更新の際と同様な手続をすれば足りる」
としており，公判手続更新手続を行い，通常審における結審時に戻って審理を続行
する「続審説」が採られるケースが多く見られる。

　　しかしながら，後記のように，再審公判の特殊性に照らすと，上訴審における破
棄差戻し判決と同様に，元の審理状態を全面的に引き継ぐと考えることは妥当では
ない。なぜなら，上訴審から差し戻された場合には，上訴審で取り調べられた証拠
も当然引き継がれるのに対し，再審開始決定が出された場合には，法律上，再審請
求審で取り調べられた証拠が，当然に再審公判に引き継がれることにはならないか
らである。

　　なお，すでに一度審理を経た事件であることから，起訴状謄本の送達は必要とせ
ず，起訴状一本主義等の予断排除に関する規定の適用がないことなどの特殊性があ
る。また，原判決の刑より重い刑を言い渡すことができないのは，憲法39条の「二
重の危険禁止」の要請から，当然のことである。

　②　「続審説」と「覆審説」の問題点
ア　「続審説」の問題点
　　ところで，実務上多く採用されている「続審説」は，裁判の「やり直し」とい

う再審の理念に沿うものとは考えられるものの，以下のような問題点がある。
　　第１に，確定判決当時の刑訴法の規定に従って再審公判を行うとすると，その

後の法改正で導入された制度（公判前整理手続等）が適用されず，検察官が再審
公判でも有罪主張を維持するような場合には，後記の徳島ラジオ商事件のように，
再審請求審の手続を全く考慮することなく公判手続を「やり直す」結果となって
しまい，再審公判の長期化を招く可能性がある。

　　第２に，後記のように，再審請求審では，まさしく「新規かつ明白」な証拠の
存否を巡る攻防が行われてきたにもかかわらず，通常審の引き続きとして公判が
再開されるというのであれば，再審開始決定は事実上も拘束力を持ち得ないこと
になる。なぜなら，再審請求審は「新規かつ明白」な証拠があるという判断の下
に再審開始決定をしたにもかかわらず，再審公判が始まった途端，それらの新証
拠が「無」の状態で確定審の審理状態が引き継がれるとするならば，再審請求審
の審理と再審公判の審理とが完全に断裂してしまうからである。殊に，徳島ラジ
オ商事件における検察官の「再審決定は・・（中略）・・再審理由に該当する事実
が存在するので，本案事件についての再審がなされるべき旨を判断するにとどま
り，いかなる事実認定を行うものでないから，本再審公判における事実認定に当
たっては，地裁及び高裁決定の判断に何ら拘束されるものではない」という主張
に，その問題点が端的に現れている。

イ　「覆審説」の問題点
　　他方，再審開始決定によって確定判決の基礎となった事実の認定に合理的疑い

が差し挟まれた以上，公判手続を初めからやり直すべきとする「覆審説」によれ
ば，現実的に考えれば時間を要するばかりか，通常審における証拠関係も一から
吟味し直さなければならない上，確定審の証拠構造や論理構造の誤りを是正する
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という再審の目的に合致しないことにもなりかねない。
③　再審公判の実例
　　そこで，再審公判の在り方を考えるために，過去の代表的な再審事件における再

審公判の実例を考察する
ア　徳島ラジオ商事件
　　徳島ラジオ商事件では，再審開始決定確定後，再審公判が開かれた際に，検察

官は，再審請求審で取り調べられた弁護団請求証拠の多くを不同意にした（601
通中227通のみを同意）。そのため，さながら再審請求審における審理を再審公判
で再現するという様相を呈し，不同意となった書証に代えて証人尋問が行われ，
その手続に，再審開始決定の確定時から無罪判決が言い渡されるまでの間，実に
約２年４か月（合計16回の公判）もの長い歳月を要した。

イ　榎井村事件
　　榎井村事件では，戦後の事件ではあったが，現行刑訴法の適用がなかった（書

証の同意がなくとも証拠能力が原則認められた）上に，再審請求時には既に確定
記録が廃棄されてしまっていたため，確定判決のみが審理の対象にならざるを得
なかった。

　　また，再審公判においても，検察官は，「然るべき判断を望む」という，事実
上の無罪主張をした（求刑もしなかった）ことから，直ちに結審され，証拠の採
否について論争が行われることはなかった。　

ウ　布川事件
　　布川事件では，再審開始決定が確定後，２回の進行協議を経て，約10か月経過

後の2011年５月24日に再審無罪判決が言い渡された。弁護団は，再審公判につい
て「続審説」による審理手法を求めたが，進行協議の結果，検察官の起訴状朗読，
冒頭手続を経て書証の取調べをすることにし，通常審の証拠は職権で取り調べら
れた。

　　検察官は，更にDNA型鑑定請求を行ったが，弁護団は激しく争い，裁判所は
鑑定請求を却下した。弁護団は冒頭陳述をし，再審請求審時に獲得した新証拠等
170点の取調べ請求をした。検察官は目撃者にかかる検面調書に対し，自ら作成
したものであるにもかかわらず不同意意見を述べたため，目撃証人の証人尋問が
行われた。その他２人の被告人質問を経て結審したが，検察官は最後まで有罪主
張を維持し，論告では改めて無期懲役を求刑した。

　　なお，法廷で検察官の起訴状朗読を聞いた再審被告人の櫻井氏は，「恥ずかし
くないのか」などと，思わず怒りの発言を口にしたほどであった。

エ　東住吉事件
　　東住吉事件では，再審請求審（大阪地裁）において，まさしく事実の取調べと

いう形で証拠の取調べが行なわれたが，即時抗告審（大阪高裁）においては，再
審公判を意識したのか，「取調べに異議のない証拠しか取り調べない」という訴
訟指揮が行われた。

　　再審公判において，大阪地裁は，「続審説」を採用すると明らかにし，再審請
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求段階で取り調べられた新証拠についても，特に必要がないと認められる証拠を
除いては，（信用性を争うことは別段）同意をするよう検察官・弁護団の双方に
勧告することで，新証拠を取り調べるという形を採った。

　　なお，弁護団は，公判手続更新に際し，通常審で取り調べられた被告人らの自
白調書を証拠から排除するよう求めたところ（刑訴規則213条の２第３号但書参
照），それらは任意性がないものとして，結果的に証拠から排除された。

オ　松橋事件
　　松橋事件では，再審公判において，検察官は，改めて検察官請求証拠の取調べ

を請求したものの，それらは全て却下し，即時に結審をした。検察官は，再審請
求審では有罪主張をしていたものの，再審公判段階では有罪主張を事実上放棄し
ていたため，「覆審説」的な公判審理が行なわれ，結果的に証拠調べの問題が顕
在化することはなかった。

④　再審開始決定の拘束力
　　以上のとおり，代表的な事件の再審公判においても，裁判所の訴訟指揮や証拠の

取調べ方法が一律になされているとは言い難い状況にある。
　　しかし，再審請求審における審理の対象は，「新規かつ明白」な証拠の存在であり，

再審請求審が再審開始決定を出したのも，かかる新証拠の存在を認定したからこそ
である。したがって，再審開始決定が確定した以上，再審公判においても，「新規
かつ明白」な証拠が存在するという再審請求審の判断に法的な拘束力が認められる
べきである。なぜなら，検察官が再審請求審で新証拠の証明力を争いながら，再審
公判で再度その点を蒸し返すようなことがあれば，再審公判が再審開始決定に基づ
く手続であることを無意味にするからである（光藤景皎『口述刑事訴訟法 下』成
文堂，2005年，110頁参照）。

　　そもそも，再審制度は無辜の救済のための制度であり，実務上も再審公判が破棄
差戻しを受けた裁判所の審理に類似したものと解されていること（前記昭和28年４
月16日付け最高裁刑事局第一課長内簡意見参照），そして，再審請求審の審理と判
断の実質が公判審理に近いものとなっている実情に照らせば，確定した再審開始決
定は，破棄差戻し判決と同様に，再審公判裁判所を拘束すると解するべきである（な
お，破棄差戻し判決の拘束力については，八海事件に関する最判昭和43年10月25日
刑集22巻11号961頁参照）。

⑤　再審請求審で取り調べられた証拠の取扱い
　　そして，再審開始決定における「新規かつ明白」な証拠に関する判断に法的拘束

力を認める以上，当該新証拠に証拠能力を付与し，再審公判でも取り調べられなけ
れば背理となる。なぜなら，新証拠に関する判断に一定の拘束力が認められたとし
ても，肝心の新証拠が再審公判で取り調べられなければ，再審開始決定の拘束力は
砂上の楼閣となってしまうからである（実務上は，再審公判裁判所が，再審請求審
で取り調べられた証拠を再審公判でも証拠として採用することに同意するよう当事
者双方に促すことで，新証拠に証拠能力を付与する運用が見られる。）。

　　この点，再審請求審は，再審公判に先行し，これと連続する手続であるから，そ
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の審理結果のうち，再審請求人及び相手方に関与の機会が与えられた部分について
は，公判手続の更新に準じて再審公判に採り入れるべきであるとの学説もあるが（松
尾浩也『刑事訴訟法（下）新版補正第二版』成文堂，1999年，277頁参照），これを
積極に解し，再審請求審で取り調べられた証拠については，特に必要がないと認め
られるものを除き，再審公判でも当然に取り調べられるべきである。

⑥　再審公判における検察官の新たな主張立証
　　また，現行刑訴法は，再審公判における検察官の新たな主張立証について何らの

制限も設けていない。しかし，再審公判において，検察官が事実の認定について新
たな争点を作り，再審被告人に新たな応訴活動を強制することになる積極的，攻撃
的な主張立証は，憲法39条が禁止する「二重の危険」に該当すると言うべきである。

　　なお，再審開始決定が確定するまでに長期間を要する実情に照らせば，検察官に
新たな主張立証を許容し，再審公判の審理期間をいたずらに長引かせることは，再
審被告人の「迅速な裁判を受ける権利」（憲法37条１項）を侵害することにもなり
かねない。

　　したがって，再審公判において，再審開始決定が認めた「新規かつ明白」な証拠
に対する反論・反証は別段，それ以外の検察官による新たな有罪主張や立証は禁止
されるべきである。

⑦　再審無罪判決に対する検察官上訴
　　さらに，現行刑訴法は，再審無罪判決に対する検察官上訴（控訴，上告）も禁じ

ていない（ただし，これまでに，再審無罪が言い渡された事件で検察官が上訴した
事例は存在しない。）。

　しかし，長期間にわたる再審請求審をたたかい，再審公判でも再審無罪判決を得た
再審被告人に対し，検察官上訴によってさらなる応訴活動を強制することは，「二
重の危険禁止」や「迅速な裁判」といった憲法上の要請を無視することに他ならな
い。

　したがって，再審開始決定に対する検察官の不服申立て禁止と同様に，再審無罪判
決に対する検察官上訴も禁止されるべきである。

⑧　各弁護団アンケートによる意見
　　この点，各弁護団アンケートによれば，主に再審公判を経験した弁護団から，再

審公判手続についての法整備が必要であり，とりわけ，検察官の再審公判における
自由な有罪主張・立証を制限すべきであるとの意見，再審請求段階で取り調べられ
た証拠は取り調べるべきであるとの意見，再審無罪判決に対する検察官上訴は禁止
すべきであるとの意見が挙がっている。

⑶　あるべき法改正
　　以上のとおり，再審公判に関するあるべき法改正の具体的内容として，以下の四つ

が挙げられる。
①　「新規かつ明白」な証拠に関する再審開始決定の判断は，再審公判裁判所を法的

に拘束すると規定すべきである。
②　再審請求審で取り調べられた証拠については，特に必要がないと認められるもの
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を除き，再審公判でも当然に取り調べられるよう規定すべきである。
③　再審公判において，再審開始決定が認めた「新規かつ明白」な証拠に対する検察

官の反論・反証は別段，それ以外の検察官による新たな有罪主張や立証は禁止され
るべきである。

④　再審開始決定に対する検察官の不服申立て禁止と同様に，再審無罪判決に対する
検察官上訴も禁止されるべきである。

13　えん罪被害の救済
⑴　現行法の規定
　【刑訴法453条】
　　再審において無罪の言渡をしたときは，官報及び新聞紙に掲載して，その判決を

公示しなければならない。

　【刑事補償法４条】
　　抑留又は拘禁による補償においては，前条及び次条第二項に規定する場合を除い

ては，その日数に応じて，一日千円以上一万二千五百円以下の割合による額の補償
金を交付する。懲役，禁錮若しくは拘留の執行又は拘置による補償においても，同
様である。（第１項）

　【刑訴法188条の２】
　　無罪の判決が確定したときは，国は，当該事件の被告人であつた者に対し，その

裁判に要した費用を補償する。ただし，被告人であつた者の責めに帰すべき事由に
よって生じた費用については，補償をしないことができる。（第１項）

⑵　現状と問題点
①　再審無罪判決公示制度の現状
　　現行刑訴法は，再審無罪が確定した場合におけるえん罪被害者の名誉回復措置と

して，官報及び新聞紙面に掲載して公示することを義務付けている。しかし，その
文言に定めはなく，謝罪文言もないものが大多数である。

　　過去の実例を見ると，古くは無罪判決全文を掲載するのが習わしであったが，近
年では要旨を掲載するにとどまっている。具体的な掲載内容としては，末尾におい
て，「アリバイがあってその所為でないことが明らかとなったから」（免田事件），「犯
人でないことが明らかとなったから」（足利事件），「他の者が犯人であることが明
らかとなったので」（富山氷見事件），「犯罪の証明がなかったので」（加藤老事件，
榎井村事件，梅田事件，財田川事件，米谷事件，徳島ラジオ商事件，島田事件，松
山事件，貝塚事件，大阪強姦事件，東住吉事件，松橋事件）といった理由を記載し
て，再審無罪の言渡しを公示している。また，確定判決が控訴審（第１審が無罪）
の有罪判決である場合，「無罪であることが明らかである」（弘前事件），「無罪を言
い渡した第１審判決に事実の誤認はない」（東京電力女性社員殺害事件）として，
控訴を棄却し再審無罪としたことを公示している。
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②　刑事補償制度の現状
　　一方，えん罪被害者の経済的な補償については，刑事補償法４条により，抑留ま

たは拘禁，懲役，禁錮，拘留，拘置に対する補償として，１日当たり1000円以上１
万2500円以下の割合の金額を補償することが定められている（同条１項）。また，
死刑執行に対する補償として，3000万円以内，または本人の死亡によって生じた財
産上の損失額が証明された場合にはその損失額に3000万円を加算した額の範囲内
で，裁判所が相当と認める額を補償することが定められている（同条３項）。

③　費用補償制度の現状
　　また，1976年の刑訴法一部改正により，刑訴法188条の２から188条の７において，

費用補償制度が新設された。これは，無罪の判決を受けた者に対して裁判に要した
費用を補償するものである。

　　ここでいう「裁判に要した費用」については刑訴法188条の６第１項において，「被
告人若しくは被告人であつた者又はそれらの者の弁護人であつた者が公判準備及び
公判期日に出頭するに要した旅費，日当及び宿泊費並びに弁護人であつた者に対す
る報酬に限る」と規定されている。この補償費用の範囲について，捜査段階や再審
請求手続において生じた費用は補償の対象にならないとされている（最決昭和53年
７月18日刑集32巻５号1055頁）。

④　「人生被害」の回復には不十分であること
　　このように，現行法においてもえん罪被害に対する一定の救済策は設けられてい

る。しかし，えん罪被害者は，誤判によって人生そのものを奪われるほどの重篤か
つ深刻な被害を受けるのであり，その「人生被害」の回復として，上記条項による
公示，刑事補償及び費用補償だけではあまりにも不十分と言わざるを得ない。

⑶　あるべき法改正
①　再審無罪判決公示制度のあるべき姿
　　前記のとおり，現行法の下での再審無罪判決の公示では，その多くは「犯罪の証

明がなかったので」との理由が記載されている。しかし，このような公示は，一般
市民に対し，あたかも真実は犯人であった可能性が残ると思わせる余地のある記載
である。名誉回復措置の一つであるはずの再審無罪判決の公示がこのような記載に
とどまっていては，その名誉を回復するという目的に反し，むしろ有害にもなり得
る。

　　有罪確定判決を受けたえん罪被害者は，家族ともども長期間にわたり雪ぎ難い汚
名を着せられる。再審無罪判決の公示は，そうしたえん罪被害者らの名誉を回復さ
せることにその目的がある。「犯罪の証明がなかった」という記載でその目的が達
せられないことは明らかである。具体的な謝罪と，えん罪被害者らの名誉回復のた
めに真に実効性のある文言を公示において明記することが必要である。

②　刑事補償制度のあるべき姿
　　刑事補償についても，現行法の制度は，えん罪被害者の生活再建のために十分な

水準とは言えない。現行法では，補償金額は身体拘束期間に応じて算出されるが，
えん罪被害者は，服役後に社会復帰した場合でも，再審無罪を勝ち取るまでは社会
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において犯罪者の烙印を押されたまま生きていくことを強いられるのである。長い
苦難の道のりの上にようやく再審開始が認められ，再審無罪を勝ち取ったとしても，
それまでに数十年の月日が経過していることもある。再審手続にこれだけの時間が
かかること自体が問題ではあるが，刑事補償の内容として，そうした実情を踏まえ，
身体拘束期間に限定することなく，えん罪被害者の生活再建支援のために十分な制
度を構築することが必要である。

③　費用補償制度のあるべき姿
　　費用補償については，前記のとおり，再審請求手続において要した費用は費用補

償の対象にならないとする判例があるが，刑訴法188条の６第１項にいう「公判準
備及び公判期日」に該当しないという形式的な理由で，再審請求手続における活動
が全く費用補償において考慮されないとすれば，再審公判に至るまでの，準備期間
も含めた再審請求手続の実情を全く無視するもので，妥当でない。

　　再審事件では，再審請求前の準備段階で，新証拠の収集や再審開始要件の検討に
多くの時間と労力が費やされ，再審請求審では，確定判決の有罪認定を覆すに足り
る合理的な疑いが生じるか否かが，裁判所，検察官及び弁護人の三者協議を重ねな
がら審理される。その結果，準備期間も含めた再審請求手続では，再審公判手続と
比較してはるかに多くの時間と労力が費やされているのである。

　　この点については，過去の再審無罪事件の費用補償請求に対する決定（足利事件，
布川事件等）において，再審開始決定に至るまでの長期間にわたる弁護活動や，そ
うした弁護活動により収集された証拠が再審公判における審理に実質的に利用され
ているといった事情を考慮し，相当と認める限度で斟酌することを，裁判所も肯定
している。

　　こうした再審事件における実情を踏まえ，再審無罪判決が確定した場合は，準備
期間も含めた再審請求手続の費用も補償されることが，明文において規定されるべ
きである。

④　えん罪被害救済の意義を踏まえた法改正の必要性
　　えん罪は公権力の犯した過ちであり，えん罪被害の回復に尽くすことは，国の厳

然たる責務である。そして,えん罪被害に対する十分な救済を実現することが，え
ん罪によって損なわれた刑事司法への信頼を取り戻すことにもつながると言うべき
である。

　　こうしたえん罪被害救済の意義を踏まえ，えん罪被害者に対し，経済的，社会的，
精神的，身体的，その他あらゆる側面からの被害回復を目的とした制度を，新たな
立法により構築する必要がある。

14　誤判原因の検証
⑴　現行法の規定
　【刑訴法，刑訴規則】
　　対応する規定がない。
⑵　現状と問題点
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①　再審公判において無罪判決が言い渡され判決が確定した場合，それまでの確定審
や再審請求を棄却した裁判は，誤った有罪判決を言い渡し，または誤った確定判決
を維持し続けたことになる。再審無罪判決により個別のえん罪被害の救済は刑事手
続として終了する。しかし，誤った裁判を生じさせた原因が，刑事手続の構造的欠
陥から生じたものだとすれば，えん罪はその後も繰り返されることになりかねない。
刑事司法の目的と存在意義が，個別えん罪被害の救済だけでなく，究極の人権侵害
の一つであるえん罪の将来的な根絶にもある以上，えん罪の発生を防ぐ有効な手段
を構築するため，なぜえん罪が発生したのか，その根本原因を徹底的に究明し，正
確に把握することが不可欠である。

②　ところが，えん罪原因の究明は，これまで極めて不十分にしか行われてこなかっ
た。多くのえん罪を繰り返してきた既存の刑事司法機関に対する国民の厳しい視線
を背景に，警察庁や最高検は，志布志事件，氷見事件，足利事件，厚労省村木事件
など一定の事件について内部検証を行い，その結果を報告してきた。しかし，本来
調査対象となるべき機関の内部で行われた検証には当然ながら限界があり，現に発
表された報告書は，えん罪発生の根本原因に迫るにはほど遠い内容となっている。
さらに，無辜の人に誤りの有罪判決を下してその一生を狂わせてしまった裁判所に
こそ二度と誤判を繰り返さないよう徹底して誤判原因を究明する義務がある。しか
し，裁判所はその義務を怠り，これまで繰り返し指摘してきたように，再審請求に
おいてもその過ちを繰り返し，未だにえん罪被害者の救済を阻んでいる。

③　したがって，えん罪の発生原因を真に究明するためには，再審無罪判決が確定し
た事件を対象として，えん罪原因を作ってきた当事者たる既存の刑事司法機関では
ない，独立した第三者機関によって徹底的に調査が行われなければならない。

④　この点，各弁護団のアンケートによっても，誤判原因の検証機関設置に賛成する
回答がほとんどであり，裁判所から独立した誤判検証・救済機関の設置を求める意
見も多数見られた（松橋事件，日野町事件，小石川事件，三鷹事件など）。

⑶　あるべき法改正
　　えん罪原因を究明する第三者機関は，現行法上存在せず，今後制度のあり方につい

ては幅広い議論が必要である。その一例として日弁連が提起している「えん罪原因調
査究明委員会」の概要は以下のとおりである（2011年１月20日付け日弁連「えん罪原
因調査究明委員会の設置を求める意見書」参照）。
①　独立性
　　えん罪原因を究明するために新たに創設される第三者機関が，原因究明を実効的

に行えるようにするためには，えん罪発生の責任主体であり調査対象である既存の
刑事司法機関やそこに属する個人からの影響を完全に遮断しなければならない。さ
らに，えん罪原因を徹底的に究明するためには，対象となる事件関係者からの事情
聴取や資料の入手，保全について，法的な強制力を伴った調査権限が付与されなけ
ればならない。そのためには，国政調査権限のある国会やある程度政治的中立性を
もった独立行政機関に設置することが考えられる。

②　第三者機関の目的
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　　第三者機関の目的は，「えん罪事件について，その捜査，起訴及び公判など刑事
諸手続の過程における誤りの原因を調査究明し，将来のえん罪防止に向けた諸制度
の運用改善及び立法を政府及び国会に勧告・提言する」ことであって（前記意見書），
えん罪発生の責任を問うことや，個別えん罪被害者の救済が目的ではない。対象と
なる事件も，すでに無罪判決が確定した事件である。そのため，個別事件の並行調
査のような問題は発生せず，司法の独立を侵害するものでもない。

③　調査事項及び対象
　　えん罪原因を徹底的に究明するという制度の目的からすれば，調査事項や調査の

対象はこの目的にかなうよう，できるだけ広範囲まで及ぶ必要がある。そこで，原
則として，対象となる当該えん罪事件の端緒から無罪判決確定に至る刑事手続の全
過程が対象事項であり，その過程に関わった関係者全てが調査対象となる。もっと
も，当該事件を対象として調査するに際し裁判官を調査対象とすることについては，
司法の独立との関係で限界があるとの意見もある。

④　調査権限
　　第三者機関は，えん罪原因究明という目的を実効化するため，行政機関や司法機

関にも行使できる強力な調査権限が授与されなければならない。このような調査権
限については，特別法によって授与することも考えられるが，国会の下に置かれた
機関として，議院の国政調査権を行使するという方法をとることも検討されるべき
である。

⑤　その他
　　その他制度を検討するについて重要な点としては，調査及び審議の内容を原則と

して公開とすることや（公開原則），構成委員の人選の公平・中立性及び専門性の
担保，そして対象事件の選別などが考えられる。

※　本章で引用した各弁護団アンケートについては，後日，日弁連ウェブサイトにて
公表する予定です。
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第５章　再審法改正に向けて

第１　なぜ，再審法改正が必要なのか

１　えん罪被害者の救済が遅々として進まない理由
⑴　制度的・構造的問題
　　再審は，人権擁護の理念に基づいて，誤判により有罪の確定判決を受けたえん罪被

害者を迅速に救済することを目的とする制度である。にもかかわらず，我が国では，「開
かずの扉」といわれる程，極めて厳しい要件のもとでしか再審が認められず，えん罪
被害者の救済は遅々として進んでこなかった。

　　その原因が現行刑訴法施行後70年を経た今もなお，再審法（刑訴法第４編再審）の
規定が僅か19条しか存在せず，現在の再審制度が抱える制度的・構造的問題にあるこ
とは既に述べたとおりである。決して各再審事件固有の問題ではない。

⑵　歴史的経緯
　　そもそも，再審法の規定が極端に少ない背景には，以下のような歴史的経緯がある。
　　第二次世界大戦後，日本国憲法のもとで，捜査及び公判手続の規定は大きく改正さ

れ，被疑者・被告人に対し訴追の対象ではなく刑事裁判における一当事者としての地
位を認め，被疑者・被告人の人権を保障しようとする当事者主義的訴訟構造へと変化
した。

　　しかし，現行刑訴法の「上訴」以降の規定については改正が及ばず，再審手続に関
する規定は，後記の「不利益再審」を廃止したほかは，ほぼドイツ法由来の職権主義
的訴訟構造を基調とする戦前の旧刑訴法の条文がそのまま現行刑訴法に踏襲されたの
である。

⑶　現行法の憲法適合性
　　このように，再審手続について詳細な規定が存在せず，手続の追行が裁判所の職権

に委ねられたため，個々の裁判所の裁量があまりにも大きく，進行協議や証拠調べ（証
人尋問，鑑定など）の実施，証拠開示に向けた訴訟指揮など，手続のあらゆる面で統
一的な運用が行われていないのが現状である。

　　このような現状では，再審請求人に日本国憲法が保障する適正手続（憲法31条）の
要請が充たされているとは到底言えるものではない。さらに，再審請求手続が肥大化
し，再審開始の判断までに極めて長い年月を要する現状の下では，「迅速な裁判」（憲
法37条１項）という憲法の趣旨も実現されているとは言い難い。現行の再審法につい
ては，その憲法適合性に重大な疑義が生じているのである。

⑷　２点の重要課題
　　その中でも，特に重要な課題として指摘すべきは，①えん罪被害者の人権を救済す

る「最終手段」であるはずの再審手続において証拠開示規定が存在しないこと，そし
て，②再審開始決定に対して検察官の不服申立てを許すことにより，審理が極めて長
期化していることの２点である。
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２　再審における証拠開示
⑴　通常審における証拠開示制度の新設
　　通常審における証拠開示については，2004年改正刑訴法で，公判前整理手続におけ

る類型証拠開示や主張関連証拠開示が新設され，更に2016年改正刑訴法で，証拠の一
覧表の交付制度が新設されたように，日弁連が提言する全面証拠開示には及ばないも
のの，通常審では一定の制度的前進が図られている。

⑵　再審における証拠開示の実情
　　他方，再審における証拠開示については，これまで何の規定も設けられておらず，

再審手続における弁護人の証拠開示請求に対する裁判所の姿勢は，何の判断もしない
場合から，検察官に対するリスト開示の要請，証拠開示の勧告，そして開示命令に至
るまで，個々の裁判所によって千差万別だった。そのため，再審を担当する弁護人か
らは，全ての裁判所で一律に証拠開示が認められるよう，証拠開示の制度化が強く望
まれてきた。

　　特に，近年では，布川事件，大崎事件，日野町事件等のように，再審の証拠開示請
求で開示された証拠が再審開始決定の判断に強い影響を及ぼしていることが報告さ
れ，捜査機関が元被告人（再審請求人）に有利な証拠を隠蔽していたと疑われる事実
も明らかになってきた。そのため，再審における証拠開示の制度化はますます重要な
意味を持つに至っている。

　　さらに，2016年改正刑訴法の制定過程で，再審の証拠開示の問題点が指摘され，法
制化には至らなかったが，附則９条３項で，政府は改正法公布後，必要に応じて速や
かに再審における証拠開示について検討すると規定され，現在，この附則に基づいて
日弁連を含む関係機関の協議が続けられている。

⑶　日弁連の意見表明
　　日弁連は2014年，人権擁護委員会内に「再審における証拠開示に関する特別部会」

を設置し，個々の再審事件の弁護団が精力的な活動で獲得してきた証拠開示の成果や，
逆に法の不備による証拠開示の限界や課題について，調査，分析し，そこからあるべ
き証拠開示法制に向けた提言を行うべく検討を重ねてきた。

　　その成果は，2018年10月，同特別部会編『隠された証拠が冤罪を晴らす　再審にお
ける証拠開示の法制化に向けて』（現代人文社）として書籍化されたほか，2019年５
月10日公表された，日弁連の再審手続における証拠開示の制度要綱案の内容を骨子と
する「再審における証拠開示の法制化を求める意見書」に結実している。

　　もっとも，今後，日弁連が求める形で証拠開示が法制化されるかについては予断を
許さない状況にある。

⑷　海外における証拠開示制度
　　海外では，職権主義的訴訟構造，当事者主義的訴訟構造のいずれを問わず，通常審

段階，そして我が国の再審手続に相当する手続において，被告人，元被告人，又はそ
の弁護人に，捜査機関が収集した証拠に対するアクセス権が認められている。

　　例えば，職権主義的訴訟構造を採用するドイツでは，まず，公訴提起の際に裁判所
に送致された一件記録に編綴された全ての記録及び証拠について，原則として弁護人
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に記録閲覧権が保障されている。これは被疑者・被告人の裁判を受ける権利（法的聴
聞請求権）に由来するとされている。さらに，再審請求をしようとする者は，一定の
要件のもとで国選弁護人を選任することができ，再審請求段階の国選弁護人は，通常
審では閲覧対象にされていなかった「証跡記録」（捜査機関によって当該事件の被疑者・
被告人とは無関係と判断された捜査記録）についても閲覧できることになっている。
つまり，ドイツでは，再審請求審の記録閲覧の範囲は通常審のそれよりも拡大される
べきである，という考え方なのである。

　　また，当事者主義的訴訟構造を取る英米法圏の各国のうち，イギリスでは，司法か
ら独立した刑事事件再審査委員会（CCRC）が誤判を調査する責務と権限を有し，公
私の機関から文書を入手する権限を付与されている。アメリカにもCCRCと同様の機
能を持つ委員会（ノースカロライナ州の無実調査委員会など）を置く州があり，同委
員会では確定判決時の被告人に開示請求権がなかった証拠群に対するアクセスも可能
になっている。また，検察官による無罪方向の証拠隠しが原因で発生した死刑えん罪
事件の教訓から，通常審段階で検察官に全証拠の開示を義務付ける州（テキサス州な
ど）もある。

　　他方，ドイツ法そして日本法の影響を強く受けた台湾でも，再審請求目的による捜
査資料の閲覧を，行政法規である公文書管理法（以下「档案法」という。）等を根拠
に認める動きが出ている。

⑸　再審における全面的証拠開示の必要性
　　このように，開示された証拠がその後の開始決定で決定的な役割を果たす事件が多

数存在し，現に係属している多くの再審事件で一刻も早い証拠開示が求められている
ことや，海外でも再審の証拠開示が認められている実情に照らせば，再審請求人に対
して手続保障を図り，その活動を実効あるものにするため，再審における全面的な証
拠開示の制度化は，早急に実現されなければならない課題である。

３　検察官による不服申立て
⑴　近年における検察官の不服申立ての状況

①　2017年から2018年にかけて，日弁連が再審支援を決定している事件のうち，松橋
事件，湖東事件，大崎事件，袴田事件，恵庭殺人事件，難波ビデオ店放火殺人事件
の特別抗告審が次々に最高裁に係属した（このうち，2019年７月31日現在，松橋事
件では再審無罪が確定し，湖東事件では再審開始が確定している。）。これまでも，
日弁連の支援事件が最高裁に複数係属したことはあるが，このうち，松橋，湖東，
大崎，袴田の４事件は，いったん下級審で再審開始決定が出たものの，つまり再審
請求人の主張が認められたにもかかわらず，検察官の不服申立てを経て最高裁に係
属することになった事件である。特に，松橋，湖東，大崎の３事件は高裁で再審開
始方向の決定が出たのに，検察官の特別抗告で最高裁に係属することになったので
ある。

②　そもそも法の定める特別抗告理由は憲法違反及び判例違反に限定されており（刑
訴法427条，同433条１項，同405条），かつて検察官は再審開始決定に対し即時抗告
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することはあっても，特別抗告までして争うケースは稀だった（いわゆる「死刑再
審４事件」のうち，検察官が特別抗告したのは，地裁で再審請求棄却，高裁で逆転
再審開始になった免田事件だけである。）。

③　2019年３月28日，再審無罪が確定した松橋事件では，地裁及び高裁のいずれもが
再審開始決定をしたのに対し，検察官は即時抗告，特別抗告をした。しかし，再審
公判で検察官は有罪立証を行わず，即日再審無罪が確定した。また，湖東事件では，
検察官は法律審であるはずの特別抗告審でも，医師の検察官面前調書や意見書の証
拠調べ請求を行うなど，原決定の事実誤認の主張を繰り返した。しかし，最高裁は

「本件抗告の趣意は，判例違反をいう点を含め，実質は単なる法令違反，事実誤認
の主張であって，刑訴法433条の抗告理由に当たらない」として，検察官の主張を
排斥した。

④　このような経過に照らせば，果たして上記各事件で検察官が特別抗告を行ったこ
とに合理的理由があったのか甚だ疑問である。再審開始決定がされた事件について，
検察官がことごとく即時抗告，更には特別抗告を繰り返す現状は，これまでにはな
い極めて特異な状況と言わざるをえない。

⑵　審理の長期化と元被告人の高齢化
①　また，袴田事件（第２次）について，2018年６月11日，即時抗告審の東京高裁は

再審開始決定を取り消す決定をした。すでに事件から50年以上が経過し，元被告人
も83歳になった。これまでの長きにわたる再審請求で開始決定が出たにもかかわら
ず，検察側の即時抗告によって開始決定が取り消され，更に時間をかけて特別抗告
審を闘わざるを得なくなったのである。

②　さらに，大崎事件（第３次）について，2019年６月25日，特別抗告審となる最高
裁第一小法廷は，検察官の特別抗告に理由がないとしながら，再審開始を認めた鹿
児島地裁，福岡高裁宮崎支部の決定を「著しく正義に反するもの」と断じて，いず
れも職権で取り消し，再審請求を棄却した。地裁，高裁が再審開始を認めたにもか
かわらず，最高裁がそれらを取り消して「破棄自判」したのは前代未聞のことであ
る。92歳になった元被告人にとって，あまりにも酷な決定と言わざるを得ない。

③　前記のとおり，そもそも再審制度は，えん罪被害者の人権を救済するための「最
終手段」であり，無罪を訴える者の人権保障のためにのみ存在する制度である。こ
れは，「二重の危険」禁止を基本的人権として保障する日本国憲法（憲法39条）の
もとで不利益再審が認められないことの当然の帰結である。

　　しかし，長い年月をかけて再審開始決定を得ても，それに対して更に検察官の不
服申立てを許容すれば，再審開始要件の高いハードルを一度越えた元被告人に対し
て，更に重い防御の負担を課し，更なる審理のために長い時間を要求することにな
る。これでは再審の人権保障的機能は明白に侵害され，憲法適合性にも重大な疑義
が生じかねない。

④　現在，日弁連が支援している事件でも，名張事件や日野町事件の元被告人は既に
亡くなり，大崎事件の元被告人は92歳，袴田事件の元被告人も83歳と，いずれも相
当な高齢で，もはや一刻の猶予も許されない。
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⑶　海外における検察官抗告の禁止
　　なお，英米法諸国では，通常審で一般的に検察官の上訴を認めておらず，一方，実

体的真実主義を採用するドイツでも，1964年に再審開始決定に対する検察官の即時抗
告が明文で禁止されている（ドイツ刑訴法372条但書）。

⑷　検察官による不服申立てを禁止する必要性
　　このように，検察官による不服申立てによって審理の長期化が余儀なくされる中で，

元被告人が高齢化し，あるいは再審手続中に死亡する事態が後を絶たず，元被告人の
人権救済が実現されない状況が続いている。えん罪被害救済のために，これまで多数
の再審事件を支援してきた日弁連として，このような状況は座視することができない。

　　そもそも，検察官が元被告人に対する確定判決の結果が妥当だというのであれば，
手続が公開された再審公判で主張し立証すればいいのであり，再審開始決定に対する
検察官の不服申立ては，法改正によって早急に禁止されなければならない。

４　その他
⑴　以上のように，①再審における全面的な証拠開示の制度化と，②再審開始決定に対

する検察官による不服申立て禁止の２点は，早急な法改正を要する重要かつ喫緊の課
題である。

⑵　もちろん，第４章で詳述したように，再審法改正の要求が，この２つの課題に限定
されるわけではない。現行刑訴法が施行されてから70年の間，社会の動向に伴って，
被疑者国選制度，裁判員制度，証拠開示制度，取調べの録音録画等をはじめとする諸
制度が導入され，事件捜査，刑事弁護，刑事訴訟のあり方が大きく進化してきたにも
かかわらず，再審制度は何らの進化もないまま現在まで取り残されてきた。

　　また，第３章で詳述したように，我が国の再審制度が諸外国に比べて大きく立ち後
れ，諸外国の再審制度に学ぶべき点も多々存在する。

⑶　そして，我が国でえん罪被害者の救済が遅々として進まない背景には，再審請求人
が確定判決に合理的疑いを抱かせるに足りる新証拠を提示しても，それを正当に評価
せず再審請求を退けようとする裁判所の基本的姿勢が存在する。2018年６月11日の袴
田事件（第２次）東京高裁決定，そして2019年６月25日の大崎事件（第３次）最高裁
決定からも，近時相次いだ再審開始の流れを食い止めようとする裁判所の根強い抵抗
を感じざるを得ない。このように，裁判所がいつまでも変わらず，むしろ再審開始の
流れに逆行するようであれば，再審法の改正の実現に訴えるしかない。

⑷　現在，再審を取り巻く状況は一変している。近時，再審事件に関し，裁判所の判断
が相次いで出されたことに伴い，複数の報道機関が社説や連載記事，特集番組などで
再審法の改正と整備を訴えている状況にある。今こそ再審法改正の必要性を広く市民
に訴え，再審法改正の世論を盛り上げる条件は整いつつある。再審法の改正を実現す
るには，今をおいてほかにない。

⑸　再審がえん罪被害者の人権を救済する「最終手段」であることに照らし，その制度
保障をより確固としたものにするため，日弁連は，再審法の全面的な改正に向けて新
たな一歩を踏み出さなければならない。
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第２　日弁連が今後取り組むべき課題

１　再審支援活動の継続
⑴　日弁連は，1959年に徳島ラジオ商事件の特別委員会を設置してから60年間にわたり，

えん罪被害者の人権を救済するために再審事件を支援し，そのうち17件を再審無罪に
導いてきた。現在も14件（松橋事件含む）の支援を行っている。

⑵　日弁連の支援は，当事者にとって大きな励みになるとともに，再審開始を目指す上
で大きな原動力となっている。そして，支援の成果とも言うべき再審無罪判決は，単
にえん罪被害者の人権を救済するだけでなく，その絶大な社会的影響力から，えん罪
被害の実態とその背景にある法制度の問題点を広く市民に訴えることになる。

⑶　また，定期的に「全国再審弁護団会議」を開催し，再審事件弁護団が再審事件に関
する報告・研究・情報交換を行うための場を設けるほか，『再審』（1977年），『続・再
審』（1986年）が出版された後の各再審事件の動向や，新たに顕在化した再審をめぐ
る諸問題を一覧的に取りまとめた書籍の出版等の方法で，現に再審弁護に携わってい
る弁護士を支援していくことも必要である。

⑷　日弁連は，これからも，えん罪被害者の声に真摯に耳を傾け，引き続き再審支援活
動を行っていく必要がある。そのためにも，再審弁護の担い手になる会員の確保や，
再審弁護技術の継承が重要な課題になる。

２　再審法改正案の取りまとめに向けた活動
　再審法の改正を実現するためには，各再審事件の動向や，海外におけるえん罪救済制度
の実情等を引き続き調査した上で，我が国の実情にふさわしい再審法制の在り方を研究し，
日弁連としての再審法改正案を取りまとめる必要がある。そのためにも，かつて日弁連に
1992年３月まで存在した「再審法改正実行委員会」と同様の委員会組織を，再び日弁連内
部に設置することも検討しなければならない。

３　市民の理解を得るための活動
　再審法の改正を実現するためには，広く市民の理解と賛同を得る必要がある。日弁連は，
各単位弁護士会の協力を得ながら，えん罪被害の実態と法制度の問題点を訴えるイベント

（集会，シンポジウム等）の開催や，広報物（パンフレット，小冊子等）の作成と普及といっ
た活動にも主体的に取り組んでいかなければならない。

４　立法要請活動
　日弁連は，日弁連として再審法改正案を取りまとめるとともに，再審法改正案に対する
市民の理解と賛同を得て，立法機関である国会に対する働きかけを特に強化するとともに，
各政党，関係省庁に対する立法要請活動にも積極的に取り組み，再審法改正実現のため全
力を尽くさなければならない。
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お　わ　り　に

　えん罪被害者救済の最後の砦（手続）とされる再審制度が機能しているか？本シンポジ
ウムはその実態を明らかにし，辛うじて雪冤を遂げた再審事件の当事者の貴重な体験を共
有するとともに，他方数次の再審手続を経ても再審の扉を開けることができない関係者の
悲痛な訴えを取り上げて我が国の再審制度が抱える問題の所在を明らかにし，本基調報告
は，現在に至るここ20年余を中心にその基礎資料を提供するものである。
　その上で，えん罪被害者が確実に救済されない原因が，手続を主宰する裁判官や関与す
る検察官にあるのか，それとも再審法制の欠陥なのか，両面にあるとすれば，裁判官や検
察官の意識改革について我々がこのシンポジウムで処方箋を示すことは困難であるが，再
審法改正の論点と方策は上記の再審の闘いの歴史と現状を踏まえて提案し，その実行を求
めることはできる。
　その際海外の進んだ再審法制とその運用は，我が国の再審法改正に重要な示唆を与えて
くれるので，研究者の協力を得ながら概略を紹介することができた。
　法制度の改革の方向は，理論的問題を包蔵するが，立法運動である以上，戦略，戦術を
十分練っておく必要がある。
　それは，分かりやすく，かつ世論と立法の衝にある人々の共感を得るテーマにしぼるこ
とである。
　私たちは，本シンポジウムで，幾多の再審法改革のテーマがあるなかで，捜査機関の手
中にある証拠の全面開示と再審開始決定に対する検察官の不服申立てを禁ずることの２点
を中心に議論する。
　その改革の必要性を，各再審の闘いからくみ取り，緊急性が高いと判断したからである。
本基調報告は，ここでエンディングとなる予定であった。
　しかし，再審の扉を大きく開いた白鳥・財田川決定に敢えて逆らうかの如く，地裁と高
裁の再審開始決定を職権で取り消して，再審請求を棄却した2019年６月25日大崎事件（第
３次）の最高裁第一小法廷決定に接し，あらためて再審の闘いと法改正運動を一段と強め
なければならないとの決意を新たにした。
　本シンポジウムがこの基調報告を生かし，その巻き返しの決起ともなることを期待する。

2019年10月３日

第62回人権擁護大会
シンポジウム第３分科会実行委員会



資料編

付録１　　最高裁昭和50年５月20日決定（白鳥決定）（出典：裁判所ホームページ）

付録２　　最高裁昭和51年10月12日決定（財田川決定）（出典：裁判所ホームページ）

付録３　　日弁連1991年３月「刑事再審に関する刑事訴訟法等改正意見書（平成３
年改正案）」

付録４　　日弁連2019年５月10日「再審における証拠開示の法制化を求める意見書」

付録５　　新聞報道一覧表



　　　　　　　　　主　　　　文

　　　　　本件抗告を棄却する。

　　　　　　　　　理　　　　由

　（抗告趣意に対する判断）

　弁護人杉之原舜一ら連名の抗告趣意第一、第三、第四について

　所論は、申立人提出の所論証拠弾丸に関する証拠が、いまだ刑訴法四三五条六号

所定の再審理由にあたるものではないとした原決定の判断を論難する事実誤認、単

なる法令違反の主張に帰し、同法四三三条所定の適法な抗告理由にあたらない。

　同抗告趣意第二について

　所論は、申立人の本件再審請求が刑訴法四三五条一号、二号、四三七条所定の再

審理由のある場合にあたるとして、原決定の違憲（憲法三一条、三七条違反）をい

うが、記録によると、申立人の本件再審請求は、刑訴法四三五条六号所定の再審理

由にあたる事実があるものとしてなされたことが朋らかであるところ、再審請求受

理裁判所は、再審請求の理由の有無を判断するにあたり、再審請求者の主張する事

実に拘束され、原裁判所も右再審請求受理裁判所の判断の当否について審査するこ

とができるにとどまるから、右の事実以外のあらたな事実を主張して原決定の判断

を論難することは許されないものというべく、結局、所論は、原決定の説示に副わ

ない事実を前提として原決定の違憲を主張するものに帰し、同法四三三条所定の適

法な抗告理由にあたらない。

　同抗告趣意第五について

　所論のうち、違憲（憲法三一条違反）をいう点は、その実質は、すべて事実誤認、

単なる法令違反の主張であり、判例違反をいう点は、所論引用の判例は事案を異に

し本件に適切でなく、いずれも刑訴法四三三条所定の適法な抗告理由にあたらない。

　なお、同法四三五条六号にいう「無罪を言い渡すべき明らかな証拠」とは、確定
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の証拠として挙示する二個の弾丸（札幌高等裁判所昭和三二年領第八八号の証二〇

七号及び同二〇八号の各弾丸、以下「証拠弾丸」一という。）の腐食状況からして、

その証拠弾丸が発見押収されるまで一九箇月または二七箇月もの長期間にわたり札

幌市郊外ａ山中の土中に埋没していたものとは認められず、また、Ａ課長の体内か

ら摘出された弾丸（前回領号の証二〇六号の弾丸、以下「摘出弾丸」という。）と

証拠弾丸とを比較すると、両者は、そり綫丘痕等の状況からして、同一の拳銃から

発射されたものとは認められないにもかかわらず、原判決は、これに反する認定を

したのに対し、原決定は、これらの点に関し、新証拠である右鑑定書等の見解に従

つて判断したものであるから、結局、原決定は、証拠弾丸が捜査機関によつて偽造

されたものであることを承認しながら、一方において原判決の事実認定において証

拠弾丸の占める重要性を不当に過小評価し、結論として新証拠が刑訴法四三五条六

号所定の「無罪を言い渡すべき明らかな証拠」（以下「証拠の明白性」という。）

にあたらないとしたのは、不当であるというのである。

　なるほど、原決定は、申立人提出の新証拠に基づき、証拠弾丸が「一九月ないし

二七月ａの土中に埋没していた可能性は、絶無であるかどうかは別としてきわめて

小さくなつたと考えられる」とし、また、証拠弾丸と摘出弾丸とが「同一の拳銃か

ら発射されたことについては、その可能性が絶無であるかどうかは別として、少く

とも大きな疑問を生じたといわなければならない」と説示している。

　しかし、原決定は、右説示に引き続き、「前記二点が完全に否定されるかどうか

は、しばらくこれを措くとし、かりに右二点を消極に解した場合、それが原確定判

決の認定に、どのような影響を与えることとなるかとの観点から、検討を進めるこ

ととする」として、証拠弾丸の長期埋没の可能性及び三弾丸の発射拳銃の同一性の

可能性をいずれも否定した場合における原判決の証拠関係を検討した結果、原判決

の有罪認定はこれを覆すに足りず、申立人提出の新証拠は、いまだ証拠の明白性の
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判決における事実認定につき合理的な疑いをいだかせ、その認定を覆すに足りる蓋

然性のある証拠をいうものと解すべきであるが、右の明らかな証拠であるかどうか

は、もし当の証拠が確定判決を下した裁判所の審理中に提出されていたとするなら

ば、はたしてその確定判決においてなされたような事実認定に到達したであろうか

どうかという観点から、当の証拠と他の全証拠と総合的に評価して判断すべきであ

り、この判断に際しても、再審開始のためには確定判決における事実認定につき合

理的な疑いを生ぜしめれば足りるという意味において、「疑わしいときは被告人の

利益に」という刑事裁判における鉄則が適用されるものと解すべきである。㍐

　この見地に立つて本件をみると、原決定の説示中には措辞妥当を欠く部分もある

が、その真意が申立人に無罪の立証責任を負担させる趣旨のものでないことは、そ

の説示全体に照らし明らかであつて、申立人提出の所論証拠弾丸に関する証拠が前

述の明らかな証拠にあたらないものとした原決定の判断は、その結論において正当

として首肯することができる。

　申立人本人の抗告趣意について

　所論は、事実誤認、単なる法令違反の主張であつて、刑訴法四三三条所定の適法

な抗告理由にあたらない。

　（原決定の結論を正当と認める理由）

　なお、弁護人及び申立人の所論にかんがみ、当審が原決定の判断はその結論にお

いて正当として首肯することができるものとする理由を付言すれば、以下のとおり

である。

　一　所論は、要するに、申立人が本件再審請求にあたり提出し原決定において新

規性があるものとされた証拠、すなわち、発射弾丸の腐食実験に関する鑑定書、所

論証拠弾丸の綫痕の幅、角度、キズ等の比較対照・測定に関する鑑定書等（以下「

新証拠」という。）によれば、原確定判決（以下「原判決」という。）が有罪認定
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原判決は、有罪認定の証拠として多数の関係証拠とともに証拠弾丸を挙示しており、

一般に、総合認定における各証拠は、相互に関連するものとして裁判官の心証形成

に作用するものであるから、証拠弾丸の証拠価値が原判決当時に比べ大幅に減退し

たことを前提とするかぎり、単に証拠弾丸の証拠価値の低下という問題にとどまら

ず、証拠弾丸と相互に関連する他の証拠の信憑性に影響を及ぼすことのありうるの

はもとより、証拠弾丸の証拠価値の低下の反射的効果ないしこれと相互関係にある

ものとして、証拠弾丸に関し第三者の作為ひいては不公正な捜査の介在に対する疑

念が生じうることも否定しがたいといわなければならない（しかし、それはあくま

でも疑念にとどまるものであつて、それ以上に出るものではない。）。刑訴法四三

五条六号の運用は、同条一号、七号等との権衡を考えて同条全体の総合的理解の上

に立つてなされるべきものであり、したがつて、もし、かりに右のような疑念があ

るとすれば、新証拠と他の全証拠との総合的な評価により原判決の認定に合理的な

疑いを生じることになるかどうかを判断するにあたつて、このことを充分に念頭に

置き、とくに厳密な審査を加えることを要するものといわなければならない。そこ

で、右のような見地に立つて、原決定の当否を審査することとする。

　三　証拠弾丸の証拠価値の変動が他の証拠の信憑性にどのような影響を及ぼし、

ひいては原判決の事実認定にどのような影響を及ぼすことになるかを検討するにあ

たつては、何よりもまず、原判決の有罪認定とその証拠関係の中で、証拠弾丸が有

罪認定の証拠としてどのような位置を占め、裁判官の心証形成上どの程度の比重を

もつものであるかを明らかにすることが必要である。そこで、原判決の有罪認定と

その証拠関係を見ると、その骨子は次のとおりである。

　（一）申立人が本件再審請求の対象とする事実は、原判決が引用する第一審判決

（以下「第一審判決」という。）判示第二の（七）の事実、すなわち、原決定が要

約するとおり、「昭和二七年一月申立人ＣがＤ、ＥらとＡ警備課長の殺害を共謀し、
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要件を具備するものではないとの結論に到達しているのであつて、このことは、原

決定の説示に照らし明らかなところである。したがつて、原決定は、所論が主張す

るように、証拠弾丸の証拠価値を完全に否定し、証拠弾丸が前記ａの山中に長期間

埋没していたものとは認められないとか、また、証拠弾丸と摘出弾丸とが同一拳銃

から発射されたものとは認められないとか、ひいては証拠弾丸が捜査機関によつて

偽造されたものであるなどと断定しているものでないことが明らかであるから、原

決定は証拠弾丸が偽造されたものである旨を認定したとの前提に立つて原決定を論

難する所論は、その前提自体において失当というほかはない。

　二　ところで、申立人は、本件再審請求の審理の過程で、証拠弾丸に関する新証

拠を多数提出しており、その中でもＢ教授らの弾丸の応力腐食割れに関する実験結

果についての新証拠（とくに、証二九号、証三〇号）は、科学的根拠のあるものと

して尊重すべきものと認められる。もつとも、合成金属の応力腐食割れ現象が環境

条件によつて大きく左右されることは、一般に承認されているところであり、Ｂ教

授らのした右実験の際の環境条件と証拠弾丸が発見押収されるまでの環境条件とが

全く同一であつたという保障はないのであるから（記録によると、右実験は、証拠

弾丸の発見当時の埋没状態と同一の状態を実験期間中保守してなされたものである

が、証拠弾丸が発見当時と終始同一の埋没状態にあつたという保障はなく、また、

証拠弾丸の発見場所は、右実験当時、既に石材採取場となつていて、現場実験を行

うことができないので、右実験は証拠弾丸の発見された場所から少し上方の場所で

行われたことが明らかである。）、右実験結果がそのまま直ちに本件証拠弾丸にあ

てはまるとするには疑問が残るとしなければならない。しかし、この点の疑問を考

慮に入れても、原決定の説示するとおり、証拠弾丸の証拠価値が「原判決当時に比

べ大幅に減退したと言わざるを得ない」のであるとするならば、それが原判決の証

拠判断に影響を及ぼす可能性のあることは否定しがたいところである。すなわち、
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原判決は、有罪認定の証拠として多数の関係証拠とともに証拠弾丸を挙示しており、

一般に、総合認定における各証拠は、相互に関連するものとして裁判官の心証形成
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ず、証拠弾丸と相互に関連する他の証拠の信憑性に影響を及ぼすことのありうるの

はもとより、証拠弾丸の証拠価値の低下の反射的効果ないしこれと相互関係にある

ものとして、証拠弾丸に関し第三者の作為ひいては不公正な捜査の介在に対する疑
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五条六号の運用は、同条一号、七号等との権衡を考えて同条全体の総合的理解の上

に立つてなされるべきものであり、したがつて、もし、かりに右のような疑念があ
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要件を具備するものではないとの結論に到達しているのであつて、このことは、原
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　二　ところで、申立人は、本件再審請求の審理の過程で、証拠弾丸に関する新証

拠を多数提出しており、その中でもＢ教授らの弾丸の応力腐食割れに関する実験結

果についての新証拠（とくに、証二九号、証三〇号）は、科学的根拠のあるものと

して尊重すべきものと認められる。もつとも、合成金属の応力腐食割れ現象が環境

条件によつて大きく左右されることは、一般に承認されているところであり、Ｂ教
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が、証拠弾丸が発見当時と終始同一の埋没状態にあつたという保障はなく、また、

証拠弾丸の発見場所は、右実験当時、既に石材採取場となつていて、現場実験を行

うことができないので、右実験は証拠弾丸の発見された場所から少し上方の場所で

行われたことが明らかである。）、右実験結果がそのまま直ちに本件証拠弾丸にあ

てはまるとするには疑問が残るとしなければならない。しかし、この点の疑問を考

慮に入れても、原決定の説示するとおり、証拠弾丸の証拠価値が「原判決当時に比

べ大幅に減退したと言わざるを得ない」のであるとするならば、それが原判決の証

拠判断に影響を及ぼす可能性のあることは否定しがたいところである。すなわち、
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判証言、Ｎ、Ｏ、Ｐの検察官に対する各供述調書（以下、検察官に対する供述調書

は、便宜上「検察官調書」と略称する。）（以上の供述者は、いずれも事件当時日

本共産党関係者である。）等を証拠として、その余の間接事実を認定しているが、

その中で注目すべきものを摘記すると、

　（１）　当時Ａ課長は、共産党員から弾圧者として敵視されていたこと、

　（２）　申立人は、昭和二六年一二月下旬幹部教育の席上、「Ａは、もう殺して

もいいやつだな。」と述べていたこと、

　（３）　Ｉは同月下旬ブローニング拳銃を携行しているＤに会つた際、同人が「

年末警戒で警察官も出ているし、何か言つたら一発ぶつ放してやるんだ。」などと

言つたので、その二、三日後申立人に会つてその話をしたところ、申立人は、「全

党に模範を示すんだろう。警察官の一人や二人やつたつて浮かないさ。」「共産党

を名乗つて堂々とＡを襲撃しようか。」などと言つていたこと、（４）　申立人は、

同月末Ｇら中核自衛隊員に対し、いわゆる坐込み事件を契機とするＱ市長宅、Ｒ検

事宅への投石等の闘争を指示した際、Ａ課長は警察官でもあるし、年が明けてから

慎重に計画し徹底的にやる旨述べていたこと（ちなみに、右坐込み事件とは、第一

審判決の認定したところによると、昭和二六年一二月二七日Ｌ労働組合所属の日傭

労務者らが札幌市役所において札幌市長Ｑに対し「餅代よこせ」などと要求して坐

り込み、これに参加した日本共産党員らが住居侵入により同市警察本部警備課長Ａ

の指揮する警察官に検挙された事件を指し、申立人は、これを不当弾圧であるとし

て、右事件の責任者であるＱ市長、取調べに当つた札幌地方検察庁検事Ｒ及び右Ａ

課長を目標として反撃し、いわゆる反フアツシヨ闘争を開始することを企て、中核

自衛隊員らと共謀のうえ、同月二九日及び三一日Ｑ市長、Ｒ検事の各居宅の玄関ガ

ラス等に石、コンクリート塊等を投げつけ、これを毀棄したとされており、この事

実は、暴力行為等処罰ニ関スル法律一条一項〔当時の規定〕の罪として、有罪が確
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ＥらをしてＡ課長の動静調査を行なわせ、その間Ｅを殺害の実行担当者に選び、ブ

ローニンダ拳銃を携行させ、Ａ課長殺害の企図実現に努めるうち、同月二一日午後

七時四二分ころＥにおいて、札幌市ｂｃ丁目ｅ（原決定に「ｅ」とあるは誤記と認

める。）方前附近で、所携のブローニング拳銃を二発発射してＡ課長を殺害した」

という事案（以下「要証事実という。）である。また、第一審判決は、右要証事実

に関連する事実の一つとして、申立人が昭和二六年一〇月ごろＤら共謀のうえ、Ｆ

を介してブローング拳銃一丁及びその実包約一〇〇発を入手して保管していたとの

事実（第一審判決判示第二の（二）の（２）の（イ）の事実）を認定しており、原

判決及びその引用する第一審判決は、申立人らが入手し保管していた拳銃とＥがＡ

課長の殺害に使用した拳銃とは同一拳銃であるという趣旨の認定をしていることが、

その説示に照らして明らかである。

　（二）ところで、第一審判決は、要証事実の認定資料として多数の証拠を挙示し

ているが、その補足説明において、要証事実を推認するための間接事実として二七

箇の事実を認定し（原判決が除外した事実を除く。）、各事実につき関係証拠を挙

示している。すなわち、

　（Ａ）　証拠弾丸に直接関係する間接事実として「Ｇらがブローニング拳銃の射

撃訓練をした場所から発見された二個の弾丸とＡ課長の体内より発見された弾丸は、

いずれも公称口径七・六五粍ブローニング自動装填式拳銃または同型式の腔綫を有

する拳銃より発射されたものと認められること、右の三弾丸の綫条痕には極めて類

似する一致点が存すること」との事実を認定し、その証拠として、証拠弾丸、摘出

弾丸、証拠弾丸の発見差押に関する捜索差押調書、各弾丸の綫条痕の類似性に関す

るＨ作成の鑑定書、第一審裁判所の証人Ｈに対する尋問調書等を挙示している。

　（Ｂ）　他方、Ｉ、Ｇ、Ｊの第一審公判廷における各証言（以下、公判廷におけ

る証言は、便宜上「公判証言」と略称する。）　を中心として、Ｋ、Ｌ、Ｍの各公
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判証言、Ｎ、Ｏ、Ｐの検察官に対する各供述調書（以下、検察官に対する供述調書

は、便宜上「検察官調書」と略称する。）（以上の供述者は、いずれも事件当時日

本共産党関係者である。）等を証拠として、その余の間接事実を認定しているが、

その中で注目すべきものを摘記すると、

　（１）　当時Ａ課長は、共産党員から弾圧者として敵視されていたこと、

　（２）　申立人は、昭和二六年一二月下旬幹部教育の席上、「Ａは、もう殺して

もいいやつだな。」と述べていたこと、

　（３）　Ｉは同月下旬ブローニング拳銃を携行しているＤに会つた際、同人が「

年末警戒で警察官も出ているし、何か言つたら一発ぶつ放してやるんだ。」などと

言つたので、その二、三日後申立人に会つてその話をしたところ、申立人は、「全

党に模範を示すんだろう。警察官の一人や二人やつたつて浮かないさ。」「共産党

を名乗つて堂々とＡを襲撃しようか。」などと言つていたこと、（４）　申立人は、

同月末Ｇら中核自衛隊員に対し、いわゆる坐込み事件を契機とするＱ市長宅、Ｒ検

事宅への投石等の闘争を指示した際、Ａ課長は警察官でもあるし、年が明けてから

慎重に計画し徹底的にやる旨述べていたこと（ちなみに、右坐込み事件とは、第一

審判決の認定したところによると、昭和二六年一二月二七日Ｌ労働組合所属の日傭

労務者らが札幌市役所において札幌市長Ｑに対し「餅代よこせ」などと要求して坐

り込み、これに参加した日本共産党員らが住居侵入により同市警察本部警備課長Ａ

の指揮する警察官に検挙された事件を指し、申立人は、これを不当弾圧であるとし

て、右事件の責任者であるＱ市長、取調べに当つた札幌地方検察庁検事Ｒ及び右Ａ

課長を目標として反撃し、いわゆる反フアツシヨ闘争を開始することを企て、中核

自衛隊員らと共謀のうえ、同月二九日及び三一日Ｑ市長、Ｒ検事の各居宅の玄関ガ

ラス等に石、コンクリート塊等を投げつけ、これを毀棄したとされており、この事

実は、暴力行為等処罰ニ関スル法律一条一項〔当時の規定〕の罪として、有罪が確
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ＥらをしてＡ課長の動静調査を行なわせ、その間Ｅを殺害の実行担当者に選び、ブ

ローニンダ拳銃を携行させ、Ａ課長殺害の企図実現に努めるうち、同月二一日午後

七時四二分ころＥにおいて、札幌市ｂｃ丁目ｅ（原決定に「ｅ」とあるは誤記と認

める。）方前附近で、所携のブローニング拳銃を二発発射してＡ課長を殺害した」

という事案（以下「要証事実という。）である。また、第一審判決は、右要証事実

に関連する事実の一つとして、申立人が昭和二六年一〇月ごろＤら共謀のうえ、Ｆ

を介してブローング拳銃一丁及びその実包約一〇〇発を入手して保管していたとの

事実（第一審判決判示第二の（二）の（２）の（イ）の事実）を認定しており、原

判決及びその引用する第一審判決は、申立人らが入手し保管していた拳銃とＥがＡ

課長の殺害に使用した拳銃とは同一拳銃であるという趣旨の認定をしていることが、

その説示に照らして明らかである。

　（二）ところで、第一審判決は、要証事実の認定資料として多数の証拠を挙示し

ているが、その補足説明において、要証事実を推認するための間接事実として二七

箇の事実を認定し（原判決が除外した事実を除く。）、各事実につき関係証拠を挙

示している。すなわち、

　（Ａ）　証拠弾丸に直接関係する間接事実として「Ｇらがブローニング拳銃の射

撃訓練をした場所から発見された二個の弾丸とＡ課長の体内より発見された弾丸は、

いずれも公称口径七・六五粍ブローニング自動装填式拳銃または同型式の腔綫を有

する拳銃より発射されたものと認められること、右の三弾丸の綫条痕には極めて類

似する一致点が存すること」との事実を認定し、その証拠として、証拠弾丸、摘出

弾丸、証拠弾丸の発見差押に関する捜索差押調書、各弾丸の綫条痕の類似性に関す

るＨ作成の鑑定書、第一審裁判所の証人Ｈに対する尋問調書等を挙示している。

　（Ｂ）　他方、Ｉ、Ｇ、Ｊの第一審公判廷における各証言（以下、公判廷におけ

る証言は、便宜上「公判証言」と略称する。）　を中心として、Ｋ、Ｌ、Ｍの各公
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略）Ａはこのような市民弾圧の総指揮官であり（中略）も早彼をこの世にのさばら

せておく限りわが市民は一かけらの自由も許されないほどの大フアシストであつた

のだ。（中略）フアシスト共の運命は、Ａの死によつて一層あきらかになつた。（

中略）一九五二年一月二十二日日本共産党ｊ委員会」等の文言が記載されているこ

と（申立人がいわゆる天誅ビラ一万数千枚を印刷させて頒布した事実は、団体等規

正令二条七号、三条、一三条一号、破壊活動防止法附則三項によつて有罪とされ判

決が確定している。第一審判決判示第二の（八）の事実参照）、

　（１５）　事件後日本共産党ｈ地方委員会のＣが白鳥事件は党と無関係である旨

の新聞談話を発表したが、これに関し申立人は「由のやつ裏切りやがつたな。」と

憤慨していたこと、

　（１６）　同年二月初めごろ、右ｈ地方委員会では、白鳥事件が農民的ゴロツキ

的でありプチブルのあせりであると結論し、申立人に自己批判を求めていたこと、

　（１７）　ｈ地方委員会の見解に従い、ｊ委員会の白鳥事件に対する態度ないし

方針に逐次変化がみられたこと、

　（１８）　同年八月下旬ごろ、地方委員会の幹部教育が行われ、軍事方針の偏向

について論議した際、議長のＳは、「白鳥事件は吹田事件などに比べ比較にならな

い程偏向している。」と述べ、ｊ委員会全体が自己批判すべきであると語つていた

こと、

　（１９）　事件後、白鳥事件関係者の中には、やがて所在不明となつた者も多か

つたが、これには申立人をはじめ党関係者が関与したものと推認されること、

などの事実である。そして、第一審判決は、白鳥事件発生当時その現場に通り合わ

せた犯行目撃者Ｔ、Ｕ、Ｖの各検察官調書、犯行現場の実況見分調書、凶器・死因

に関する各鑑定書等により認められる犯行状況、犯人の人相、特徴、犯行現場の状

況等は、Ｊが事件直後Ｅから説明を受けたとする犯行状況（前記（１１）の事実）
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定している。第一審判決判示第二の（四）の事案参照）、

　（５）　申立人は、昭和二七年一月四日Ｇら中核自衛隊員に対し、Ａ課長に対す

る攻撃は拳銃をもつてやる旨を告げ、そのため直ちにその動静を調査するよう指示

し、その日からＡ課長の動静調査が開始されたこと、

　（６）　右動静調査開始後一両日中にＥがＧらの調査活動に加わつたこと、

　（７）　同月中旬Ｅは路上でＡ課長と遭遇し、これを射殺すべく所携のブローニ

ング拳銃の引金を引いたが発射しなかつたため、未遂に終つたこと、

　（８）　申立人は、ＥのＡ課長殺害未遂の事実を知つており、後にこれをＩに語

つていたこと、

　（９）　Ｅも拳銃の射撃訓練を行つたことがあり、同月初旬ごろ二回にわたり、

Ｉに対し、Ａ課長は生かしておく必要がない旨を語つていたこと、

　（１０）　Ｅは、同月二一日のＡ事件に近いころ、自宅においてブローニング拳

銃を所持していたこと、

　（１１）　Ｅは、同月二二日ごろＪに対し、Ａ課長の殺害犯人は自分である旨打

ち明け、犯行の状況を詳細に説明していたこと、

　（１２）　申立人は、Ｉに対し、Ａ課長を射殺したのはＥである旨を語つていた

こと、

　（１３）　事件の翌日の同月二二日午前、Ｇがｆの一室を訪ねた際、申立人がい

わゆる天誅ビラの原稿を書いていたこと、

　（１４）　申立人は、右ビラを印刷させこれを札幌市内に頒布させたが、右ビラ

には、「見よ天誅遂に下る！」「自由の凶敵！Ａ市警課長の醜い末路こそ全フアシ

スト官憲共の落ちゆく運命である」との見出しのもとに、「人も知る悪名高いフア

シストの親分！　Ａ市警課長が殺されたことは、彼がながいあいだ権力をかさにき

て悪行のかぎりをつくしてきたことからみてあまりにも当然のことである。、（中
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略）Ａはこのような市民弾圧の総指揮官であり（中略）も早彼をこの世にのさばら

せておく限りわが市民は一かけらの自由も許されないほどの大フアシストであつた

のだ。（中略）フアシスト共の運命は、Ａの死によつて一層あきらかになつた。（

中略）一九五二年一月二十二日日本共産党ｊ委員会」等の文言が記載されているこ
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の新聞談話を発表したが、これに関し申立人は「由のやつ裏切りやがつたな。」と
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　（１２）　申立人は、Ｉに対し、Ａ課長を射殺したのはＥである旨を語つていた
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　（１３）　事件の翌日の同月二二日午前、Ｇがｆの一室を訪ねた際、申立人がい

わゆる天誅ビラの原稿を書いていたこと、

　（１４）　申立人は、右ビラを印刷させこれを札幌市内に頒布させたが、右ビラ

には、「見よ天誅遂に下る！」「自由の凶敵！Ａ市警課長の醜い末路こそ全フアシ

スト官憲共の落ちゆく運命である」との見出しのもとに、「人も知る悪名高いフア

シストの親分！　Ａ市警課長が殺されたことは、彼がながいあいだ権力をかさにき
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いることが、その判文に照らして明らかである。

　四　右に検討した原判決及びその引用する第一審判決の基礎となつた証拠関係か

ら明らかなとおり、原判決は、証拠弾丸及びこれに関連するその他の証拠により前

記三（二）（Ａ）の間接事実を認定するとともに、他方、証拠弾丸を除くその余の

証拠、殊にＩ、Ｇ、Ｊを中心とする当時の日本共産党関係者らの公判証言等により

前記三（二）（Ｂ）の（１）ないし（１９）の事実を含む合計二六個の間接事実を

認定しているが、このうち前者は要証事実との関係においては直接の関連性に乏し

く、せいぜい保管拳銃と凶器拳銃との同一性を推断するための一つの間接事実にす

ぎないのに反し、後者の二六個の間接事実は、いずれも多義的に解釈される余地の

あるものではなく、相互に密接に関連しながら一義的に要証事実と結びつくもので

あり、決して証明力が弱いかまたは充分でない情況証拠を漫然と量的に積み重ねた

にすぎないものではないのである。このように、まず、原判決の基礎となつた証拠

関係に占める証拠弾丸の位置という見地から全般的に考察するかぎり、原判決の認

定は証拠弾丸に依拠しているものではなく、かりに原決定の説示するとおり、証拠

弾丸の証拠価値が原判決当時に比べ大幅に減退しそのために前記三（二）（Ａ）の

間接事実の認定に動揺を来たすとしても、これによつて直ちに原判決のその余の間

接事実の認定、ひいては要証事実の認定に合理的な疑いが生じる関係にあるもので

ないことは明らかである。そこで、このことを前提としながら、さらに個々の部分

に立ち入つて検討することにする。

　（１）　他の証拠の信憑性への影響について

　もとより、新証拠を他の全証拠から切り離し、新証拠のみに基づいて原判決の有

罪認定が動揺するかどうかを判断すべきでないことは、既に説示したとおりである

が、同時にまた、証拠弾丸の証拠価値の変動による他の証拠の信憑性への影響を厳

密に審査しなくてはならない。

- 11 -

とほぼ一致する旨認定しており、また、申立人が白鳥事件関係者の逃亡に関与した

事実の認定資料として、Ｉ、Ｗの各公判証言等のほか、当時札幌委員会の連絡係と

して連絡任務に従事中逮捕された右Ｗが逮捕の際領置されたレポ一通（前同領号の

証二〇一号、「報告６／２３せんばんサ」と題するものであつて、右レポには、拘

禁中の申立人が面接に来た菱信吉特別弁護人を通じて指示した連絡事項として、「

とくにモグらせた人間（当時札委関係）は絶対に活動させぬ様出来れば外国えやつ

て貰ひたいことを支店へ伝えて貰ひたいと伝言あつた」旨の記載がある。）を挙示

している。

　（Ｃ）また、第一審判決は、申立人らが拳銃を入手して保管していた事実に関し、

その証拠として、右拳銃の入手仲介者であるＦ、当時前後してブローニング拳銃を

現認したとするＸ、Ｍ、Ｋ、Ｊ、Ｉらの各公判証言、検察官調書等のほか、昭和二

七年一月上旬札幌市郊外ａ山中でブローニング拳銃を用いて射撃訓練をしたとする

Ｇの公判証言及び同所から後日発見領置されたとする本件証拠弾丸二個を挙示して

いる。そして、第一審判決は、右拳銃現認者らの供述する拳銃の大きさ、形状、種

類、包み布等がほぼ一致していること、申立人らの拳銃入手に関し資金面の制約が

あつた事情、拳銃の保管期間、同一種類の拳銃を複数入手することの困難な事情等

の事実に基づき、申立人らが当時入手保管していたブローニング拳銃は、終始同一

拳銃であり、この拳銃とＥが昭和二七年一月中旬Ａ課長と路上で遭遇した際、所持

していたブローニング拳銃（前記（Ｂ）（７）の事実）、及びＥがＡ課長を殺害す

る直前、自宅で所持していたブローニング拳銃（前記（Ｂ）（１０）の事実）とは、

それぞれ同一拳銃であることを認定し、この認定を前提として、証拠弾丸と摘出弾

丸との綫条痕の類似性を加味し、結局、第一審判決は、申立人らが入手して保管し

ていた拳銃（以下「保管拳銃」と略称する。）とＥがＡ課長の殺害に使用した拳銃

（以下「凶器拳銃」と略称する。）とは、同一拳銃であるという趣旨の認定をして
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いることが、その判文に照らして明らかである。

　四　右に検討した原判決及びその引用する第一審判決の基礎となつた証拠関係か

ら明らかなとおり、原判決は、証拠弾丸及びこれに関連するその他の証拠により前

記三（二）（Ａ）の間接事実を認定するとともに、他方、証拠弾丸を除くその余の

証拠、殊にＩ、Ｇ、Ｊを中心とする当時の日本共産党関係者らの公判証言等により

前記三（二）（Ｂ）の（１）ないし（１９）の事実を含む合計二六個の間接事実を

認定しているが、このうち前者は要証事実との関係においては直接の関連性に乏し

く、せいぜい保管拳銃と凶器拳銃との同一性を推断するための一つの間接事実にす

ぎないのに反し、後者の二六個の間接事実は、いずれも多義的に解釈される余地の

あるものではなく、相互に密接に関連しながら一義的に要証事実と結びつくもので

あり、決して証明力が弱いかまたは充分でない情況証拠を漫然と量的に積み重ねた

にすぎないものではないのである。このように、まず、原判決の基礎となつた証拠

関係に占める証拠弾丸の位置という見地から全般的に考察するかぎり、原判決の認

定は証拠弾丸に依拠しているものではなく、かりに原決定の説示するとおり、証拠

弾丸の証拠価値が原判決当時に比べ大幅に減退しそのために前記三（二）（Ａ）の

間接事実の認定に動揺を来たすとしても、これによつて直ちに原判決のその余の間

接事実の認定、ひいては要証事実の認定に合理的な疑いが生じる関係にあるもので

ないことは明らかである。そこで、このことを前提としながら、さらに個々の部分

に立ち入つて検討することにする。

　（１）　他の証拠の信憑性への影響について

　もとより、新証拠を他の全証拠から切り離し、新証拠のみに基づいて原判決の有

罪認定が動揺するかどうかを判断すべきでないことは、既に説示したとおりである

が、同時にまた、証拠弾丸の証拠価値の変動による他の証拠の信憑性への影響を厳

密に審査しなくてはならない。
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その証拠として、右拳銃の入手仲介者であるＦ、当時前後してブローニング拳銃を
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る直前、自宅で所持していたブローニング拳銃（前記（Ｂ）（１０）の事実）とは、

それぞれ同一拳銃であることを認定し、この認定を前提として、証拠弾丸と摘出弾
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明らかである。したがつて、原決定の説示するとおり、証拠弾丸と摘出弾丸との綫

丘痕等の状況から、三弾丸が「同一の拳銃から発射されたことについては、少くと

も大きな疑問が生じたといわなければならない」とすると、原判決の右拳銃の同一

性に関する認定ひいては要証事実についての原判決の認定の当否が問題となりうる

であろう。

　しかし、既に明らかにした原判決の証拠関係からすれば、原判決は証拠弾丸と摘

出弾丸とを証拠として直接に両者の発射拳銃の同一性を認定しているわけではなく、

証拠弾丸、摘出弾丸その他の証拠から右事実を認定しているのである。すなわち、

摘出弾丸とＧらが拳銃の射撃訓練をした現場から後日発見されたという証拠弾丸と

の綫条痕に類似性があるとの事実（前記三（二）（Ａ）参照）は、保管拳銃と凶器

拳銃との同一性を認めるべき一つの間接事実にすぎないのであり、原判決は、この

間接事実のほか、前記三（二）（Ｃ）において説明したとおり、証拠弾丸及び摘出

弾丸以外の証拠によつて認定した間接事実に基づき右拳銃の同一性を認定している

のであつて、証拠弾丸と摘出弾丸とり綫条痕の類似性のみに基づいて右拳銃の同一

性を認定しているものではないから、証拠弾丸と摘出弾丸との綫丘痕等の状況から

三弾丸が同一の拳銃から発射されたことについて大きな疑問を生じたとしても、そ

のことから直ちに原判決の右拳銃の同一性に関する認定、ひいては要証事実につい

ての認定が動揺するものとは認めがたいのである。

　なお、所論の証拠弾丸に関する新証拠は、たかだか本件の証拠弾丸が前記射撃訓

練当時のものでないことを指示するにすぎず、「射撃訓練当時のものであつて、し

かも摘出弾丸を発射した拳銃とは異なる拳銃によつて発射されたものである」とい

う趣旨のものではないのであるから、右拳銃の同一性を否定する積極的な意義をも

つものではないのである。

　（３）　原判決の基礎となつた証拠の特殊性
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　（イ）　Ｇ証言への影響について

　既に明らかにした原判決の証拠関係からすれば、原決定の説示するとおり、証拠

弾丸の腐食状況から、証拠弾丸が「一九月ないし二七月ａの土中に埋没していた可

能性は、きわめて小さくなつた」とすると、何よりもまず、証拠弾丸の発見きれた

場所で拳銃の射撃訓練をしたというＧの公判証言の信憑性、ひいては原判決の要証

事実認定の上で重要な証拠とされている同人の証言全般の信憑性が、問題となりう

るであろう。しかし、Ｇは、拳銃の射撃訓練に関し、同時に手りゆう弾の爆発実験

をも行つた旨の証言をしており、これを裏付ける物的証拠（前回領号の証一号、領

置にかかる不発の手りゆう弾）がある等、原決定の詳しく説示する理由により、同

人の公判証言全般について、証拠弾丸の証拠価値の変動を充分考慮に入れても、な

おその証言の信憑性を否定しがたいとした原決定の判断は、正当として是認するこ

とができる。

　（ロ）　その他の証言等への影響について

　次に、原決定の判断に従い、証拠弾丸の証拠価値に大幅な変動があつたことを前

提として、証拠弾丸と直接関連する証拠ではないが要証事実についての原判決の認

定の上で重要な証拠とされたＩ、Ｊの各公判証言の信憑性を慎重に検討しても、そ

の信憑性を否定しがたいとした原決定の判断は、正当として是認することができる

のであり、その余の関係証拠についても、確定記録に基づいて慎重な検討を加えた

が、なんらその信憑性を疑うべき資料は発見することができなかつたのである。

　（２）　拳銃の同一性に関する認定への影響について

　原判決は、保管拳銃と凶器拳銃とが同一の拳銃であり、Ｇらは保管拳銃を用いて

射撃訓練をしたとの前提に立つものであり、また、証拠弾丸と摘出弾丸とが原判決

の右拳銃の同一性認定に関する物的証拠として唯一のものであつて、右認定が要証

事実についての原判決の認定の重要な基礎とされていることは、原判文に照らして
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明らかである。したがつて、原決定の説示するとおり、証拠弾丸と摘出弾丸との綫

丘痕等の状況から、三弾丸が「同一の拳銃から発射されたことについては、少くと

も大きな疑問が生じたといわなければならない」とすると、原判決の右拳銃の同一

性に関する認定ひいては要証事実についての原判決の認定の当否が問題となりうる

であろう。

　しかし、既に明らかにした原判決の証拠関係からすれば、原判決は証拠弾丸と摘

出弾丸とを証拠として直接に両者の発射拳銃の同一性を認定しているわけではなく、

証拠弾丸、摘出弾丸その他の証拠から右事実を認定しているのである。すなわち、

摘出弾丸とＧらが拳銃の射撃訓練をした現場から後日発見されたという証拠弾丸と

の綫条痕に類似性があるとの事実（前記三（二）（Ａ）参照）は、保管拳銃と凶器

拳銃との同一性を認めるべき一つの間接事実にすぎないのであり、原判決は、この

間接事実のほか、前記三（二）（Ｃ）において説明したとおり、証拠弾丸及び摘出

弾丸以外の証拠によつて認定した間接事実に基づき右拳銃の同一性を認定している

のであつて、証拠弾丸と摘出弾丸とり綫条痕の類似性のみに基づいて右拳銃の同一

性を認定しているものではないから、証拠弾丸と摘出弾丸との綫丘痕等の状況から

三弾丸が同一の拳銃から発射されたことについて大きな疑問を生じたとしても、そ

のことから直ちに原判決の右拳銃の同一性に関する認定、ひいては要証事実につい

ての認定が動揺するものとは認めがたいのである。

　なお、所論の証拠弾丸に関する新証拠は、たかだか本件の証拠弾丸が前記射撃訓

練当時のものでないことを指示するにすぎず、「射撃訓練当時のものであつて、し

かも摘出弾丸を発射した拳銃とは異なる拳銃によつて発射されたものである」とい

う趣旨のものではないのであるから、右拳銃の同一性を否定する積極的な意義をも

つものではないのである。

　（３）　原判決の基礎となつた証拠の特殊性
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　（イ）　Ｇ証言への影響について
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おその証言の信憑性を否定しがたいとした原決定の判断は、正当として是認するこ

とができる。

　（ロ）　その他の証言等への影響について

　次に、原決定の判断に従い、証拠弾丸の証拠価値に大幅な変動があつたことを前

提として、証拠弾丸と直接関連する証拠ではないが要証事実についての原判決の認

定の上で重要な証拠とされたＩ、Ｊの各公判証言の信憑性を慎重に検討しても、そ

の信憑性を否定しがたいとした原決定の判断は、正当として是認することができる

のであり、その余の関係証拠についても、確定記録に基づいて慎重な検討を加えた

が、なんらその信憑性を疑うべき資料は発見することができなかつたのである。

　（２）　拳銃の同一性に関する認定への影響について

　原判決は、保管拳銃と凶器拳銃とが同一の拳銃であり、Ｇらは保管拳銃を用いて

射撃訓練をしたとの前提に立つものであり、また、証拠弾丸と摘出弾丸とが原判決

の右拳銃の同一性認定に関する物的証拠として唯一のものであつて、右認定が要証

事実についての原判決の認定の重要な基礎とされていることは、原判文に照らして
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付録１　最高裁昭和50年５月20日決定（「白鳥決定」）

─ 231 ─



　以上（１）ないし（４）にわたつて試みた分析的な検討は、既述の全般的考察と

あいまつて、原判決の正当であることを基礎づけるものである。

　五　要するに、所論の証拠弾丸に関する新証拠は、原判決の認定について合理的

な疑いをいだかせるに足りないというべく、右新証拠が刑訴法四三五条六号所定の

証拠の明白性の要件を具備しないとした原決定の判断は、その結論において正当と

して是認することができる。

　よつて、同法四三四条、四二六条一項により、裁判官全員一致の意見で、主文の

とおり決定する。

　　昭和五〇年五月二〇日

　　　　　最高裁判所第一小法廷

　　　　　　　　　裁判長裁判官　　　　岸　　　上　　　康　　　夫

　　　　　　　　　　　　裁判官　　　　藤　　　林　　　益　　　三

　　　　　　　　　　　　裁判官　　　　下　　　田　　　武　　　三

　　　　　　　　　　　　裁判官　　　　岸　　　　　　　盛　　　一

　　　　　　　　　　　　裁判官　　　　団　　　藤　　　重　　　光
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　原判決の事実認定の重要な基礎となつたＩ、Ｇ、Ｊらの各公判証言は、いわゆる

転向者の証言であるとはいえ、いずれも公判廷におけるきびしい反対尋問に耐えた

ものであつて、捜査官側の作成した供述調書がそのまま有罪認定の証拠とされてい

るものではない。これらの公判証言の信憑性が否定しがたいことは、既に説示した

とおりであつて、これらの証言が虚偽のものとされないかぎり、要証事実について

の原判決の認定は、容易に動揺するものではないのである。もし申立人らにおいて

これらの証言が虚偽であると信じていたのであれば、つとにしかるべき法的手段を

とつていたはずである。

　（４）原判決を支持しうる積極的証拠

　原判決の認定する要証事実の骨子は、ＥがＡ課長射殺の実行犯人であり、申立人

が右殺害につきＥと共謀関係にあつたというものであつて、Ｅが右殺害の実行犯人

であるとの原判決の認定は、右殺害現場に通り合わせた目撃者の供述、事件発生の

直後にＥから犯行状況の説明を受けたとするＪの公判証言、原判決が認定するＥの

事件発生前の言動に照らし、証拠弾丸の証拠価値の変動にかかわらず、覆しがたい

ものといわなければならない。しかも、Ｅが事件発生の直後に逃亡し現在に至るま

で行方不明となつていることは、本件記録上明らかであるところ、原判決の挙示す

る証拠によれば、申立人が当時Ｅの逃亡に関与したものと推認しうることは、原判

決の判示するとおりである。そして、原判決が要証事実を推断するために認定した

多数の間接事実によつて明らかにされた事件発生前後における申立人の言動、日本

共産党北海道地方委員会が申立人を含む同党札幌委員会全体に自己批判を迫つた事

情等に照らせば、当時同党札幌委員会の委員長の地位にあつた申立人と当時申立人

の下で活動していたＥとが、Ａ課長の殺害につき、共謀関係にあつたとする原判決

の認定は、証拠弾丸の証拠価値の変動にかかわらず、覆しがたいものといわざるを

えないのである。
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　以上（１）ないし（４）にわたつて試みた分析的な検討は、既述の全般的考察と

あいまつて、原判決の正当であることを基礎づけるものである。

　五　要するに、所論の証拠弾丸に関する新証拠は、原判決の認定について合理的

な疑いをいだかせるに足りないというべく、右新証拠が刑訴法四三五条六号所定の

証拠の明白性の要件を具備しないとした原決定の判断は、その結論において正当と

して是認することができる。

　よつて、同法四三四条、四二六条一項により、裁判官全員一致の意見で、主文の

とおり決定する。

　　昭和五〇年五月二〇日

　　　　　最高裁判所第一小法廷

　　　　　　　　　裁判長裁判官　　　　岸　　　上　　　康　　　夫

　　　　　　　　　　　　裁判官　　　　藤　　　林　　　益　　　三

　　　　　　　　　　　　裁判官　　　　下　　　田　　　武　　　三

　　　　　　　　　　　　裁判官　　　　岸　　　　　　　盛　　　一

　　　　　　　　　　　　裁判官　　　　団　　　藤　　　重　　　光

- 15 -

　原判決の事実認定の重要な基礎となつたＩ、Ｇ、Ｊらの各公判証言は、いわゆる
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ものであつて、捜査官側の作成した供述調書がそのまま有罪認定の証拠とされてい

るものではない。これらの公判証言の信憑性が否定しがたいことは、既に説示した
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とつていたはずである。

　（４）原判決を支持しうる積極的証拠

　原判決の認定する要証事実の骨子は、ＥがＡ課長射殺の実行犯人であり、申立人
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で行方不明となつていることは、本件記録上明らかであるところ、原判決の挙示す

る証拠によれば、申立人が当時Ｅの逃亡に関与したものと推認しうることは、原判

決の判示するとおりである。そして、原判決が要証事実を推断するために認定した

多数の間接事実によつて明らかにされた事件発生前後における申立人の言動、日本
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付録１　最高裁昭和50年５月20日決定（「白鳥決定」）
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　　　　　　　　　主　　　　文

　　　　　原決定及び原原決定を取り消す。

　　　　　本件を高松地方裁判所に差し戻す。

　　　　　　　　　理　　　　由

　申立人本人の抗告の趣意は、事実誤認の主張であり、弁護人小早川輝雄、同佐藤

進、同佐野孝次、同赤松和彦の抗告の趣意は、違憲（憲法三二条、三一条違反）を

いうが、その実質は、事実誤認、単なる法令違反の主張を出ないものであり、弁護

人矢野伊吉の抗告の趣意は、違憲（憲法三七条違反）をいうが、その実質は、事実

誤認、単なる法令違反の主張に帰し、以上はすべて刑訴法四三三条の抗告適法の理

由にあたらない。

　しかしながら、所論にかんがみ職権をもつて調査すると、後に詳述する理由によ

つて、原決定及び原原決定は、同法四一一条一号により取消しを免れない。

　第一　本件再審請求の経過

　一　本件再審請求の対象である確定判決が認定した罪となるべき事実の要旨は、

「被告人（犯行当時一九才）は、借金の支払と小遣銭に窮し、ａ村の一人暮しのブ

ローカーＡが日頃多額の現金をもつていると考え、これを場合によつては強奪しよ

うと企て、昭和二五年二月二八日午前二時過ぎころ、国防色ズボン（証二〇号）等

を身につけ、刺身包丁を携え同人方に到り、同家炊事場入口の錠である俗にゴツト

リといわれるものを刃物様のもので突いてあけて侵入、就寝中の同人の枕許あたり

を物色したが、胴巻が見当らなかつたため、いつそ同人を殺害して金員を奪おうと

とつさに決意し、同人の頭、腰、顔を多数回切りつけ突くなどし、同人の腹に巻い

てあつた胴巻の中から現金一万三千円位を強奪したあと、なおも止めを刺すべく、

心臓部に一回包丁を突き刺し、包丁を全部抜かずにさらに同じ部位を突き刺して（

後記のいわゆる二度突き）、同人を殺害した」というのである。
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付録２　最高裁昭和51年10月12日決定（「財田川決定」）

─ 234 ─



　二　本件申立人（以下、単に申立人という。）は、第一審の公判において捜査段

階での自白を全面的に翻して犯行を否認したが、第一審判決（昭和二七年二月二〇

日言渡し）は、右の事実を認定したうえ、関係法条を適用して申立人を死刑に処し

た。

　右の認定に供された証拠としては、申立人の昭和二五年八月二一日付の検察官に

対する第四回供述調書（以下、単に第四回検面調書という。）のほか、被害者の血

液型Ｏ型と同型の血痕の付着した国防色ズボン（証二〇号）を含め合計二六点の証

拠物、鑑定書、検証調書、被害者の妻、捜査官の各証言等が挙示されている。

　三　第二審判決（昭和三一年六月八日言渡し）は、第一審判決の事実認定を是認

し、申立人の控訴を棄却した。その理由の骨子は次のとおりである。すなわち、

　（一）　被害者の創傷のうち、とくに頭、胸、口角部、右手指等の切創は、申立

人が犯行当時の模様、凶器の用法について第四回検面調書中で供述したことと符合

し、申立人のその旨の自白を裏付けていること

　（二）　申立人が本件当夜着用していたと自白する国防色ズボン（証二〇号）右

脚表部に、Ｏ型のしかも飛沫血痕のようにみえる人血痕が付着し、鑑定書によると

これが被害者の血液型Ｏ型と一致すること

　（三）　司法警察員作成の検証調書によると、犯人の出入口と思われる炊事場入

口の板戸の錠になつているゴツトリを刃物様のもので開けて侵入した痕跡が認めら

れるが、これが第四回検面調書中の申立人の侵入口についての自白と一致すること

を挙げ、以上三点が有力な資料とされるべきであるとしたほか

　（四）　第四回検面調書の自白の真実性に疑いはないこと

　（五）　凶器の刺身包丁は申立人が犯行後帰宅の途中投げ棄てたというｂｃ付近

の川の中から発見されていないが、検証の結果によると、包丁は流失埋没の可能性

があり、また本件後五か月を経過して捜索がおこなわれたため、これが発見されな
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くても、そのことの故に凶器を右のｂに投げ棄てたとの自白に真実性がないとは認

められないこと

　（六）　申立人が主張する本件当夜のアリバイは成立しないこと

　（七）　申立人に対し取調官が違法不当な取調べをしたとは認められないことな

どの四点を挙示している。

　四　上告審判決（昭和三二年一月二二日言渡し）は、一、二審における申立人の

主張を反復した上告趣意に対し、事実誤認、訴訟法違反の主張を出ないものであつ

て上告適法の理由にあたらない、第二審の控訴趣意に対する説示は正当であると認

められる、として上告を棄却し、第一審判決が確定するに至つたものである。

　五　第一次再審請求

　（一）　昭和三二年三月三〇日申立人から再審請求がされた。申立人の主張は刑

訴法四三五条一号、二号所定の再審事由があるというのであるが、その主張自体右

の再審事由にあたらないものであるところ、その理由の要旨は、

　（Ａ）　申立人が当時はいていた靴と犯行現場の遺留足跡痕とが一致していると

いうのに、その靴が警察官に押収されたにもかかわらず証拠として公判廷に提出さ

れていないのは両者が一致していないことを示しているということ

　（Ｂ）　当時申立人が着用していたズボンは、国防色の軍人用のものであるが、

それを友人に貸したことがあり、そのズボンが証拠物として押収されているとして

も、それに付着している血痕はその友人の血かもしれないし、当時警察官をしてい

た申立人の兄Ｂが国防色ズボンをはいていたことがあつたが、Ｃという人の鉄道自

殺を警察官の兄が処理した際、Ｃの血がズボンに付着したものとも思われるし、ま

た被害者の血液はＯＮ型であるから、国防色ズボン（証二〇号）の付着血痕がＯ型

と判明しているだけでは、右ズボンの血液が被害者の血液であると断定することは

できないということ
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　（Ｃ）　犯行現場のリユツクサツク、バンド、マフラー等の遺留物件に関する捜

査が不十分であり、かつ、ほかに真犯人がいると聞いているし、友人のＤらが真犯

人かもしれない、また凶器の入手経路を調べてもらいたいということ

　（Ｄ）　Ａが殺害された日の後である昭和二五年四月一日に申立人が犯した農業

協同組合での強盗傷人罪の容疑で申立人が警察署へ車で押送される途中、本件の賍

金の費消残金八千円を申立人が車の中から捨てたと警察官はいうのであるが、両手

錠をかけられ監視つきであつた申立人にそのようなことのできるはずはなく、右は

警察官の虚偽の供述であるということなどである。

　（二）　右の再審請求に対して、第一審は、以上の主張は刑訴法四三五条一号、

二号、六号所定の再審事由にあたらないとして申立人の請求を棄却した（昭和三三

年三月二〇日付決定）。

　なお、第一審は右の棄却決定と同時に即時抗告申立の期間を延長して七日間とし、

棄却決定に対して不服申立をすることができることを教示した書面を別途送付した

にもかかわらず、申立人は即時抗告の申立をしなかつた。

　六　第二次再審請求（本件）

　（一）　本件再審請求は、前記第一次再審請求棄却決定がされてから、ほぼ一一

年余を経過した昭和四四年四月、それよりさきに申立人が裁判所にあて自己の無実

の罪であることをうつたえた書信の真意が再審請求の申立であるとして扱われ、第

二次再審請求に対する手続が開始されることとなつた。

　（二）　その請求の理由としては、前記五の（一）の（Ａ）ないし（Ｄ）に掲げ

られた理由のほか主要なものとして次のような点を挙げている。すなわち、

　（Ａ）（１）　真犯人はＤであるということ

　（２）　本件は強盗殺人事件ではなく単純な殺人事件であつて申立人の犯行では

ないということ
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　（３）　捜査段階の自白は、取調官の拷問に堪えかねてされた虚偽の自白であつ

て任意性がないということ

　（Ｂ）（１）　申立人作成名義の手記五通は捜査官が偽造したものであるという

こと

　（２）　国防色ズボン（証二〇号）は警察に領置されていた間に申立人の弟が普

段はいていたズボンとすりかえられたものであるということ

　（Ｃ）　第四回検面調書は、検察官が勝手に作成した内容虚偽のものであるとい

うこと

　（Ｄ）（１）　刺身包丁が、申立人が棄てたと自白した場所（ｂｃ付近）から発

見されていないのは、自白が虚偽であることの証拠であるということ

　（２）　いわゆる二度突きについての自白は取調官の誘導によるものであるとい

うこと

　（３）　犯行当夜の申立人にアリバイがあるということ

　（４）　公判に提出されない捜査段階の記録が紛失しているが、これは単に事務

上の過誤では片づけられないということなどである。

　（三）　原原審の判断（昭和四七年九月三〇日付決定）

　原原審は、前記申立人の主張が刑訴法所定の再審事由各号のいずれをいうもので

あるかにつき釈明を求めることなく、審理の過程で、新たな証拠として前記手記の

筆跡鑑定を命じ、鑑定人Ｅ作成の鑑定書を取り調べたほか、第一審公判手続で取り

調べた幾多の証人を喚問するなど、公判手続の証拠調にも比肩する詳細な事実調べ

をおこなつた結果、本件再審請求は、刑訴法に定めるいずれの再審事由にもあたら

ないとしてこれを棄却した。

　（Ａ）　その理由の骨子は次のとおりである。すなわち、

　（１）　Ｄを真犯人と認める証拠はない。
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　（２）　手記五通は、その筆跡は申立人の筆跡と認めることは困難であるとのＥ

作成の鑑定書によつても、偽造とは認められない。

　（３）　国防色ズボン（証二〇号）が捜査官により故意にすりかえられた形跡は

なく、同ズボンに付着した血痕は鉄道自殺をしたＣあるいは前記農業協同組合での

強盗傷人罪の被害者Ｆの血液ではない。

　（４）　凶器の刺身包丁が発見されないことから直ちに申立人の自白の真実性を

否定することにはならないとした確定判決の判断に異論はない。

　（５）　真犯人でなければわからないはずのいわゆる二度突き（胸部を一回突き

刺し、包丁を全部抜かないでさらに突き込んだため、創傷の外部所見は一個である

のに内景でＶ字型に分かれていること）の事実については、申立人が自白をした当

時（昭和二五年七月二九日付、同年八月五日付の司法警察員に対する各供述調書）

は捜査官はまだ鑑定書（同年八月二五日作成日付）を見ておらず、二度突きのこと

は知らなかつたのであるから、捜査官による自白の誘導はありえないとの捜査官の

証言を覆すに足りる新らしい証拠はない。

　（６）　第四回検面調書が検察官の偽造したものと認める証拠はない。

　（７）　申立人のアリバイは認められない。

　（８）　公判不提出記録を紛失した事実は認められるが、これは事務処理上の過

誤としては異例ではあるが、捜査官が故意に廃棄又は隠匿したとは認めることはで

きない、というのである。

　（Ｂ）　しかしながら、原原決定は、確定判決の事実認定には個々の点につき解

明できない疑点が数々あるとしている。その要点は次のとおりである。すなわち、

　（１）　捜査官の供述によると、現場に遺留されていた血痕足跡は申立人が当時

はいていたとして発見された黒皮短靴とは寸法が違つていたというが、そうである

ならば、捜査官は申立人が犯行時にはいていたという黒皮短靴についてなお追求し
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又は捜査を遂げるべきであつた。また、これを押収し、公判廷に提出して犯行現場

に残された血痕足跡が犯行当時申立人がはいていたという黒皮短靴と寸法が合うか

否かを明白にすべきであつたのにこれをしなかつたことは不可解である。

　（２）　第四回検面調書の申立人の自白の真実性には疑問がある。同調書には、

取り調べ中の申立人に国防色ズボン（証二〇号）等の証拠物を示しこれに対する供

述をさせた旨の記載があるが、これは誤りではないかとの疑問がある。その点につ

き検察官は、当時鑑定のため鑑定人に交付し自己の手許に存在しなかつた証拠物の

一部を鑑定中の岡山大学から便宜借用して警察官に持ち帰らせ、これを申立人に示

したものであると主張するが、その明確な証拠はない。同ズボンに当時検察官の手

許にあつた証拠物との通し番号がつけられているのも疑問である。

　（３）　国防色ズボン（証二〇号）から検出された血痕はごく微量であること、

国防色上衣に血痕反応が認められないことからみると、犯行時これを着用していな

かつたのではないかとの疑問がある。右ズボンに微量にしか付着していないＯ型血

液が申立人と犯行とを結びつける決定的証拠であるとすることは疑問である。

　（４）　凶器の刺身包丁が申立人の自白どおりａ村の青年学校で盗まれたものか

どうかの裏付けが明白でない。

　（５）　いわゆる二度突きについては、捜査官はその旨の記載のある鑑定書が到

達するまでは知りえなかつたというのであるが、本件の翌日解剖された結果を、取

調べ主任のＧ警部補が知らなかつたと弁解するのは不可解であり、本件担当の警察

署長がその事実を同警部補に知らせなかつたというのもいいすぎであり裁判所を誤

らせるものである。

　（６）　被害者の腹部に巻かれてあつたという胴巻には血痕が付着していない。

犯行現場の状況からすれば、これに血痕が付着すると推認できるのに、付着してい

ない理由について深い検討がなされた形跡はない。犯行直後に行われた警察官の検
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証の結果によれば、胴巻は室内の着物かけにかけてあつたことが明らかであるから、

犯人において被害者が腹部に巻いていた胴巻を外して着物かけに移動させたという

ことには大きな疑問がある。また、申立人の自白によれば、手についた血を布様の

ものでぬぐつたあと胴巻をつかんだということであるが、胴巻から取り出した奪取

金の札にも血がついていたものがあるというのであるから、胴巻と財布に血痕がつ

いていないということは、胴巻が被害者の腹部に巻かれてはおらず、犯人はこれら

には手を触れていないのではないかとの疑問も否定できない。

　（７）　申立人が自白するところによれば、申立人は警察官の監視のもとで連行

途中の自動車のなかから両手錠のまま賍金の残額八千円を車外に捨てたということ

であるが、警察官に気づかれないように車外に投棄することができたか甚だ疑問で

あり、しかも申立人には当時この金員が残つていたのに、別件の農業協同組合での

強盗傷人の罪を犯したことも不合理である。

　（８）　申立人の自白は、本件捜査の過程、自白内容の変遷、裏付証拠の不足か

らしてその任意性、真実性には問題ががあり、これと関連して第四回検面調書の任

意性、真実性にも疑問なしとしない、というのである。

　なお、原原決定は、本件の公判に提出されなかつた捜査記録の一部の紛失が、前

記の疑点について真相を把握することができない結果を生じさせる一因ともなつて

いると述べている。

　（四）　原審の判断（昭和四九年一二月五日付決定）

　原審は、原原審が本件につき再審開始の事由は認められないとする判断は妥当で

あるとして原原決定を是認した。その理由の骨子は次のとおりである。すなわち、

　（Ａ）　原審は、まず本件再審請求の理由として申立人が主張する趣旨は、確定

判決に証拠として挙示されている第四回検面調書は、申立人の任意の供述に基づい

たものではなく検察官が職権を濫用し勝手に作成した内容虚偽の公文書であるとい
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うのであるから刑訴法四三五条一号、七号に、同じく国防色ズボン（証二〇号）は

捜査官がすりかえたものであるというのであるから同条一号に、それぞれあたると

解されるところ、前者は検察官が職務に関し虚偽公文書作成の罪を犯したこと、後

者は警察官が証憑偽造罪を犯したことをいうに帰着するが、いずれもその罪は公訴

時効の期間が満了し犯人に対する有罪の確定判決をうることができないので同法四

三七条による確定判決に代わる事実証明をして再審を請求するものであると解し、

この点のみが再審理由として直接判断されるべきものであるとしている。

　（Ｂ）　そうして、第四回検面調書は犯罪により作成された虚偽公文書であると

はとうてい認められず、右国防色ズボン（証二〇号）を捜査官がすりかえた事実も

証明されたとはいえないとし前記の手記五通偽造の点を含めその余の申立人の主張

は前示の二点を判断するための間接的事実にすぎないものと考え、とくに手記五通

が偽造されたものでないことについては原原審の判断に異論をさしはさむ余地はな

い旨判示している。

　第二　当裁判所の判断

　本件記録を精査し、職権により原決定及び原原決定の当否を審査すると、当裁判

所は、原決定には、本件再審請求の理由として、刑訴法四三五条六号に該当する事

由があると解すべきであるのにこれを看過し、かつ原原審が申立人の請求を棄却し

ながらも、本件確定判決の事実認定における証拠判断につき、前記のような数々の

疑問を提起し上級審の批判的解明を求めるという異例の措置に出ているにもかかわ

らず、たやすく原原決定を是認した審理不尽の違法があり、原原決定にも、審理不

尽の違法があると考えるものである。

　その理由は以下のとおりである。（なお、矢野弁護人は、正規の抗告趣意書を提

出したほか、累次にわたり印刷物、著書等により、世間に対して申立人の無実を訴

え、当裁判所にもそれらのものが送付されたが、弁護人がその担当する裁判所に係
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属中の事件について、自己の期待する内容の裁判を得ようとして、世論をあおるよ

うな行為に出ることは、職業倫理として慎しむべきであり、現に弁護士会がその趣

旨の倫理規程を定めている国もあるくらいである。本件における矢野弁護人の前記

文書の論述の中には、確実な根拠なくしていたずらに裁判に対する誤解と不信の念

を世人に抱かせる虞のあるものがある。もつとも論述中に裁判所の判断と部分的に

は合致する点もある〔なお、その論述中若干のものは、既に原原決定が指摘してい

るところである。〕が、論述全体を通じてみるならば、当裁判所の判断過程及び結

論とはおよそかけはなれたものであることは、以下の説示と対比すれば明らかであ

ろう。）

　一（一）　まず、確定判決に証拠として挙示されている昭和二五年八月二一日付

の第四回検面調書が虚偽のものであつて、検察官の同調書作成の行為は虚偽公文書

作成の罪を構成するものではないかという点について判断する。問題は、第一に同

調書が時間的に作成不能のものであつたのではないかという点、第二に、同調書に

同日検察官が国防色ズボン（証二〇号）その他胴巻等の証拠物を申立人に示して取

り調べた旨の記載があるのは虚偽の内容を記載して作成したものではないかという

点にある。まず、第一の点についてみるのに公判記録によると、同調書は三三枚四

四項に及ぶものであるところ、原決定の挙示する証拠に照らすと、同調書の作成日

付である八月二一日の午後一、二時頃から同日午後五、六時頃までの間に作成され

たことが窺い知られる。そしてその作成の経過をみるのに、高口義輝の証言による

と、検察官は、同日以前に申立人を数回取り調べた結果をメモにとつており、同日

の取調べに際してはこれに基づいて申立人が自供した事実を申立人の面前で口授し、

立会事務官が調書を録取したものであり、同調書は何回にもわたる取調べの内容を

集約して作成されたものであることが認められる。したがつて、前記のように半日

位の間に同調書を作成することは不可能ではなかつた旨の原決定の判断は肯認しう
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るところである。

　次に、第二の点についてみるのに、同調書には国防色ズボン（証二〇号）その他

の証拠物を申立人に示して弁解を聴いた旨の記載があるところ、当日右の証拠物の

所在関係を明確にする資料に欠けるため、当日の香川県Ｈ警部補派出所における取

調べの際、検察官の手許に右証拠物が存在したかどうかは必ずしも明らかではない。

検察官は、勾留期間満了日（同月二三日）が切迫したので、取調べの必要上、鑑定

のため岡山大学に送付してあつた国防色ズボン（証二〇号）その他革財布、胴巻等

の証拠物を、使いを派して同大学から取り寄せたと主張し、この主張にそうかのよ

うなＩ作成、Ｊ巡査部長作成の各報告書、Ｇ警部補作成の回答書等が存在するが、

その内容は単なる推測の域を出ておらず、かえつてＫ作成の鑑定書の記載によると、

右証拠物が八月一日に同大学へ送付されたことは確実であるが、前記Ｈ警部補派出

所における検察官の取調べの際取り寄せられたということについては同大学職員Ｌ

の証言によつても真偽不明であり、他方、領置票謄本によると、同月二三日に右国

訪色ズボン（証二〇号）その他の証拠物は検察庁で受入れ命令が出され、同月二九

日に岡山大学から返還されて受入れられた旨の記載もあるところである。原決定は、

検察官主張のように一時取り寄せたという事実が必ずしもありえないことではない

旨判示するが、それは、単なる可能性をいうもので、同月二一日の取調べの際の前

記証拠物の所在が確実につきとめられたとすることはできず、解明しえない疑問と

して残らざるをえない。ただ、右のような取調べの態度が批判に値し、ひいては調

書の内容についての信用性に疑念が持たれることがありうるとしても、同調書全体

が虚偽公文書作成の罪の行為により作成されたものとまで極論することは正当では

なく、刑訴法四三七条にいう確定判決に代わる事実証明があつたものということが

できないことは原決定の判示するとおりである。（ちなみに、申立人も白紙に栂印

を押した記憶はなく、検察官が申立人と話し合つたことを書いたものを見ながら、
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事務官に口授して書かせたものであることを認めているのであり、前記証言の作成

経過とも符合しているのである〔再審記録四二五丁、四三四丁〕。）

　（二）　次に、手記五通は申立人が自ら作成したものではなく、警察官がこれを

偽造したものでないのかどうかについて審案するのに、捜査官が手記五通を偽造し

たものとは認められないとした原決定の判断は一応首肯しえないではない。すなわ

ち、該手記には申立人の署名の下や誤記の訂正に押捺されている合計四三個の指印

が存在する。これらは「事実調査の結果の回答について」と題する書面中のＭ作成

の鑑定書によると、すべて申立人の右手栂指の指紋と一致し、かつ、申立人はこの

指紋は自分の右手栂指のものに間違いなく、申立人が押したものであることを自認

したこともあるのである。そして、申立人を当時取り調べた警察官三名（Ｎ巡査部

長、Ｇ警部補、Ｏ警部）は、いずれも、該手記は申立人が自ら作成したものであり、

申立人以外の者に申立人の字に似せて書かせて申立人に署名指印させたことはない

旨、証言している。また、香川県警鑑識課技術吏員Ｐ作成の「Ｑにかかる再審請求

事件に関する筆跡についての検討結果について」と題する書面によると、手記の文

字、署名は申立人の筆跡と同筆であるとしている。しかも一、二審の公判審理の過

程においても、また上告審においても、手記は偽造である旨の主張がされていない

のである。したがつて後述のＥ鑑定書をもつてしても捜査官の偽造により作成され

たものと証明されたとはいえないとする原判断の結論は、その限りでは一応首肯せ

ざるをえないのである。

　（三）　更に、被害者の血液型と同型の血痕が付着する国防色ズボン（証二〇号）

は、警察官が他のズボンとすりかえたものであるかどうかについて検討するのに、

該事実については、確定判決に代わる事実証明があつたとはいえないとした原決定

の判断は是認しうるところである。とくに原決定の挙示する証拠によると、申立人

が犯したとして判決のされた前述の農協強盗傷人事件の証語拠物として押収された
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国防色ズボン（領置調書の記載では「国防色上衣下衣」とあるうちの下衣）は、同

事件の判決が確定した同年六月三〇日以降の日に警察官が裁判所から持ち帰つてこ

れを申立人に還付し、同人から同年八月一日に任意提出されＧ警部補によつて領置

（名称は国防色下服、証四六号）されたものであるが、同日香川県警鑑識課吏員が

岡山大学のＫ教授に鑑定のため交付したことは確実な事実である。したがつて、申

立人が主張するように、右国防色ズボン（証二〇号）は、申立人がはいていたもの

ではなく、申立人の弟がはいていたもので、前記農協強盗傷人事件の捜査中警察官

が申立人の宅に来て弟Ｒから脱がせて持ち帰つたズボンであつて、すりかえられた

ものだとすると、その時期は八月一日ないし当日右Ｋ教授に交付される以前の時点

でなげればならぬ筋合であるが、しかし、その頃は申立人は取調べに対して本件の

強盗殺人当時はいていたズボンは、海軍の黒サージズボン、海軍用ズボン、紺色毛

織ズボンであつたと供述していたのであつて、本件と国防色ズボン（証二〇号）と

の関連は捜査線上に浮かび出てはいなかつたのであるから、捜査官が前記農協強盗

傷人事件の際に押収したものに代えて国防色ズボン（証二〇号）にすりかえること

を画策するはずはなかつたものといわざるをえず、所論のように捜査官がすりかえ

をおこなつた事実はとうてい認められないのである。もつとも、前記Ｇ警部補作成

の領置調書によると、前記のような経過で八月一日に右ズボンが領置されているが、

申立人の同月二日付の右Ｇに対する供述調書によると、当日、すなわち、同月二日

にこれが領置されたとの記載がある。そして原決定は同調書の日付は八月一日の誤

記であるというのであるが、しかし、誤記として片づけてしまつてよいかは問題で

ある。なお、前述のように右ズボンと同じ経過をたどつた他の証拠物には、前記領

置調書に「裁判所提出」と記載されているが、右ズボンについては同調書上その旨

の記載がなく、単に「署保管鑑識中」とあるのみであり、また、前述のような品目

の名称変更及び証拠番号の改訂にともなう「改訂証何号」の記載も欠落していると
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ころ、検察事務官作成の報告書によると、それは受理手続の際書き落したというの

であるが、しかし、何故前記のような扱いになつているかは合理的説明に苦しむと

ころである。また、確定判決の公判審理における検察官の冒頭陳述中の「右犯行が

被告人の所為である点については当時における被告人の着衣により立証する」とい

う部分では、証一八号（国防色上衣）、同一九号（軍隊用袴下）、同二一号（国防

色綾織軍服上衣）と述べられているだけで、証一九号と続き番号の、申立人が犯人

とされている強盗殺人事件のいわば唯一ともいうべき重要な物的証拠である、国防

色ズボン（証二〇号）が右の冒頭陳述から欠落していることも、不可解である。ち

なみに再審請求の第一審審理における証人としての検察官の供述によれば、その理

由は判らないというのである。

　ところで再審請求の第一審の審理において、申立人の弟Ｒは「農協強盗傷人事件

で申立人が逮捕されたのち、警察官が宅に来て自分がはいていたズボンを脱がせて

持ち帰つたがそれが証二〇号のズボンと同じものである」と証言している。しかし

右の証言は、申立人の兄Ｂの再審請求事件の証人として現物を示されたうえでの供

述と対比するとき、にわかに信を措くことができないのであつて、国防色ズボン（

証二〇号）は、申立人が八月一日に前示のような経過で任意提出したズボンではな

く弟Ｒから脱がせて持ち帰つたズボンとすりかえたものであるとの事実については、

確定判決に代わる事実証明がされたとはいえないものとした原決定の判断は、首肯

することができるのである。

　二　ところで確定判決の有罪認定とその対応証拠の関係につき検討を加えると、

以下のような諸点を指摘することができる。

　（一）申立人の自白によると、申立人は所携の刺身庖丁で被害者を滅多突きした

のち、被害者が腹部に巻いていた鹿革財布入り白木綿胴巻の中に手を入れ現金を奪

い取つたというのである。しかしながら、Ｋ鑑定書によると、胴巻には血痕は付着
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しておらず、財布には検査をおこなえないほどの微量の人血が付着していたにとど

まるという。ところがＳ作成の鑑定書によると、被害者が着用していたシヤツの裾

部、パンツ等にも被害者の血痕は付着していたのであり、また、申立人の自白によ

ると、申立人の手にも血が付いたとのことであり、更に、奪い取つた札のうち三、

四枚にも血が付いたというのである。もつとも、検証調書、現場写真によると、被

害者が着用していた白ネルの腰巻様のもので犯人が血を拭きとつた痕跡が残つてお

り、それは申立人の自白するところによると、手や庖丁についた血を布様のもので

ぬぐつたというのであるが、もし胴巻が被害者の腹部に巻かれてあつたのが真実で

あるとすると、前記の状況からして胴巻に血がついていないのはきわめて不自然で

ある。しかも検証調書によると、胴巻は在中金八九円余を残したまま犯行現場の着

物かけの釣柄にかけてあつた被害者のズボンの下にかけてあつたということであり、

そのことを考え合わせると、胴巻は被害者の腹部には巻かれてはいなかつたか又は

犯人が胴巻に手を触れなかつたのではないか、ひいては金員は奪い取られていない

のではないかの諸点について疑いを持たざるをえないのである。しかるに、原原審

がこの点につき疑問を提起したのに、原審はこれを解明していない。

　（二）　申立人の自白によると、当初は倒れている被害者の腹部に巻かれていた

胴巻から金員を奪い取つた後胴巻をその場に投げておいたと供述していた（昭和二

五年七月二六日付、同月二九日付、同年八月五日付の各司法警察員に対する供述調

書、同月四日付の検察官に対する供述調書）が、後になつて胴巻をその場に捨てず

に犯行現場の四畳間の着物かけにかけたというのである（第四回検面調書）。検証

調書、現場写真によると、犯行現場は被害者方の細長い奥四畳間であるが、同間東

南側には東枕に寝具が敷き延べられ、南側の八畳間に接する鴨居の東南隅（枕のほ

ぼ上方）には着物かけがあり、胴巻はその着物かけにかけられていた仕事着（ズボ

ン）の下にかけてあり、東側の板の間に接する境にある襖のところの枕許付近に電
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燈がつるされているところ、被害者は同間西南側箪笥の前に南西に頭を向け仰向け

に倒れていたものであるが、血液は左肩左胸部下方の畳上に多量に流出し約二尺平

方は血の海となつているほか、寝具下布団南側、上布団の一枚、毛布等にはいずれ

も血痕が多量に付着し、枕許の座布団にも飛沫血痕が多量に付着しているうえ、就

寝中の頭部の東側及び南側の各襖にも飛沫状血痕が付着し、枕許から西側に向つて

畳の上に敷かれてあつた敷紙上一面に擦過状の血痕が付着しているという状況であ

る。しかし、検証調書、現場写真によると、右四畳間に残されていた犯人の血痕足

跡は、死体の左胸部横に右足先端を西向きに一個、被害者の開かれた両足の中間に

一個、更に犯人が犯行後立ち去つた東側裏口の炊事場の出入口方向に向け二個合計

四個印象されているにすぎないことがきわめて明らかである。もし右の自白が真実

であるとすると、細長く狭い右の部屋に前記のように多量の血液が流出、飛散し、

被害者の死体の左側付近は右検証調書がいう血の海である状況からして、右の血痕

足跡のほかに同間の東南側隅の着物かけ付近の畳や敷いてあつた蒲団の上にも申立

人の自白する行動に符合する血痕足跡が印象されていなければならないはずである。

しかも申立人は被害者の寝ていた枕許付近にあつた電球のところで胴巻の中を調べ、

その結び目をほどいて鹿革財布をとり出したというのであるから、この行動にも合

致する血痕足跡が残されていなければならないのに、その痕跡がないことは甚だ不

可解というほかはない。そして申立人の自白する右の行動が前記の血の海に足を踏

み込む以前にされたものであつたとしても、同部屋における前記のような血痕付着

の状況からみてこれに相応するような血痕足跡が印象されるはずである。

　また、いわゆる二度突きの時点が、胴巻から財布を取り出し金員を奪い胴巻を着

物かけにかけた後だとしても、二度突きのときには被害者の胸部からは血が出なか

つたというのであるから、二度突きの前後とは関係なく前説示のような血痕足跡が

印象されるべきはずのものであつたと思われる。しかるに全記録に徴しても、この
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点の吟味がされた形跡は全くない。

　（三）　次に申立人の自白によると、申立人が本件発生後一月余りを経過した同

年四月一日夕刻農協強盗傷人事件の嫌疑で自宅で逮捕されたのであるが、警察に連

行されるにあたつて着替えをした際、背広の内ポケツトにいれてあつた強奪金の費

消残金百円札約八〇枚を、オーバーの襟の内側の小さいポケツトに丸めて入れて、

ホロつきの自動車で護送される途中、手錠をかけられたまま、気付かれぬようにａ

村ｄ付近でホロと車体の間から投げ棄てたというのである。しかしながら、その頃

通用していた百円札八〇枚余を丸めて右のポケツトに入れることができたかについ

ては前記の札束の容量からみて強い疑いをもたざるをえない。のみならず、その時

同乗していた警護員は七、八名であつたということであり、それらの人達の目を盗

んで手錠をかけられた状態で、暗夜で悪路のため車の動揺が多かつた状況であつた

としても、右の札束をポケツトから取り出して車外に投げ棄てることができたかに

ついても疑いがもたれるのである。現に捜査官自らも右の自白に相応する申立人の

行動があつたことにいついては半信半疑であつたというのである（再審請求の第一

審審理におけるＯ警部の証言）。しかも本件の賍金一万三千円については、記録に

よつても明確な費消の裏付けがされておらず、犯行の動機として申立人が自白する

借金のあつたこと及びそのきびしい督促をうけていた事実も証拠によつて十分に明

らかにされていない。そのため奪取金員のいくらかは費消されないまま申立人が保

有していたと供述せざるをえなかつたのではないかとすら疑われるのである。のみ

ならず、真に申立人が右の八千円を保有していたならば、農協強盗傷人事件を犯す

動機も薄弱とならざるをえない。しかるに、全記録に徴しても、これらの点につい

て究明された形跡がない。

　以上の疑点がすべて解明されない限り、被害者の胴巻から一万三千円を奪取した

として強盗殺人の罪に問われている申立人の自白の信用性について疑いを抱かざる
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をえない。

　（四）　本件において留意すべきその他の諸点

　（Ａ）　全記録によると、申立人が犯行時にはいていたと自白した黒皮短靴は、

警察に領置されたのであるが、その押収関係が明らかでなく、何故それが検察庁へ

送付されず、公判廷に証拠物として提出されなかつたかも不明である。申立人の自

白によれば、前示農協強盗傷人事件の際にも使用した黒皮短靴を本件でもはいてい

たというのである。ところで、控訴審の公判手続におけるＧ警部補の証言によれば、

靴は三、四回家宅捜索をしたが発見できなかつたとのことであり、他方、申立人は、

右農協強盗傷人事件のときは裁判所で靴を見せられた、ほかに靴は持つていない旨

述べているので、申立人は本件犯行時にもその靴をはいていたとみることも、あな

がち理由のないことではないのである。この靴は、農協強盗傷人事件の発生後申立

人の父と兄が田の藁ぐろの下付近に埋めて隠匿していたものであつたところ、その

後家人の供述によりそのことが判明して警察官に押収され、鑑識課に回付されたが、

靴の底からは血液は検出されず、寸法は血痕足跡に合うと推定されたのであるが、

右の靴に関する関係捜査官の当時の判断は一致するところがなく、右の隠匿のため

靴の形がくずれ腐蝕膨脹していたために鑑定不能であつたと供述する者もあれば、

一方靴と現場の血痕足跡とはほぼ符合したが公判が順調に進行していたので証拠物

として提出せず警察で保管していたが腐蝕していて、証拠にならないと思い検察庁

に送付しなかつたと供述する者もおり、また、靴と血痕足跡とは若干寸法を異にし

ていたので申立人の自白は虚偽であり証拠にはしなかつたと供述する者もいたので

ある。しかし、現場に遺留された明確な血痕足跡と右の靴とが一致すれば、自白の

信用性を高めるのみならず有力な有罪の決め手の一つにもなりえたものであつたの

であるから、いかに腐蝕していたとはいえ、証拠物として提出するのが当然ではな

かつたかと思われる。前記のように、鑑識課員の推定では寸法が血痕足跡と一致す
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るというのであるから、なおさらのことである。また、もし両者が不一致ならば、

さらに申立人を取り調べる際その点を確かめて然るべきであつたろうと思われる。

なお、申立人の自白によると、靴の前が半皮張りで鋲が打つてあつたということで

あり、Ｉ作成の鑑定書及び事実調査結果についてと題する書面によれば鋲のことは

記憶があいまいであるが、靴の前部に半張り革があつたように記憶するというので

あるから、黒皮短靴について慎重な取扱いをすべきであつたと考えられる。

　（Ｂ）　次に、検証調書によると、被害者方軒下に氏名の書いてあるリユツクサ

ツクが遺留されており、捜査官はこの者を取調べたというが、記録上は調書も存在

しておらず、どの程度の取り調べがおこなわれたか明らかでない。

　（Ｃ）検証調書によると、被害者方母屋西南隅前に残されたズツク靴の足跡があ

ることが記載されているが、捜査官はこれを犯人の足跡と判断した形跡があり、ま

た信用性が薄いとして採用されなかつたもののようであるが、犯行現場に残された

血痕足跡はズツク製の靴であるとの意見が提出されたこともあるのであるから、前

記黒皮短靴とともに念のためこの点をも解明すべきであつたと思われるが、それが

されていない。

　（Ｄ）　国防色ズボン（証二〇号）は本件において犯行と申立人とを結びつける

最も重要な唯一の証拠であるのに、その押収手続がずさんであつたため前述のよう

な紛議の種となつたのである。証拠物は反対尋問にさらされることもなく、その物

自体が犯罪事実の一部を表現するものであるから、前記の靴と同様に、事件との関

連性を明確ならしめるよう押収手続にも慎重な配慮がされなければならないのであ

る。

　（Ｅ）　本件において、いわゆる二度突きの自白は、申立人の犯行を認定するに

つき重大な意義を持つものである。すなわち、被害者の胸部の刺切創は外部所見で

は一個しかないのに、内景においては深さ五センチと八センチの二個の刺創が存在
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する。それは、凶器とされている刺身庖丁を一度突き刺したうえ、刃を全部抜かな

いまま、同じ箇所を更に一度突いたことによつて生じたもののようである。このこ

とは八月二七日に捜査官に交付されたＴ作成の鑑定書によつて明確にされたもので

あるところ、申立人がそのことを警察官に自白したのは、右鑑定書が捜査官に到着

する以前の七月二九日及び八月二日、同月五日の取調べの時期であつたのである（

各同日付Ｇ調書）。右のような真犯人ならでは知りえない秘密性をもつ事実を右鑑

定書到着前に申立人が自白したのであれば、その供述は信用性の高いものとして、

たとえ凶器が発見されなくても申立人の有罪を認める有力な証拠として評価されて

然るべきである。そこでこの点につき検討を加えるのに、Ｇ警部補の証言によれば、

Ｕ警部補が当初主として捜査にあたつていたが、同人は色々なことを秘密にして自

分に話してくれなかつた、自分は口が軽い方だから大事なことは洩らしてくれなか

つた、とのことであり、また署長Ｖ警視の証言によれば、被害者の心臓を二度突き

していることは死体解剖に立ち会つていたので知つていた、Ｇ警部補は立ち会つて

いない、同人には先入感を与えるので話していない、というのである。ところで、

死体解剖がおこなわれたのは逸早く犯行の翌日である三月一日であるが、それには

Ｖ、Ｕ、Ｗの三名の警察官が立ち会つており、鑑識課技術吏員Ｉが鑑定人の口授す

るのを傍らで筆記していたことが認められる。したがつて右の解剖の際に、二度突

きの自白を調書に録取したＧ警部補が立ち会つていなかつたことは事実であるが、

一方、同人とともに申立人の取調べに従事していたＮ巡査部長の証言によると、鑑

定した医師が庖丁による刺創が内景でＶ字型になつているのは納得できないと申し

たことを外の者から聞いて、それだつたら二度突いたのでそうなつたのだろうと私

等は思つた、というのである。右の事情からすると、捜査係官らのうち重要な役割

をになつていたＧ警部補ひとりが二度突きのことを知らなかつたということは甚だ

訝しいことと言わざるをえず、二度突きの事実が犯人しか知りえない秘密性をもつ
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事実であつたことをたやすく肯定することはできないのである。そして、本件にあ

つては、他に自白の真実性の吟味に堪えうる秘密性をもつ具体的な事実についての

申立人の供述は存しない。

　以上が確定判決の有罪認定及びその証拠関係とくに自白の内容である事実につい

ての不審をいだかせる諸点であつて、これらはいずれも解明されないままに有罪判

決が確定したのである。また、奪取した金員の費消関係、八千円投棄の事実、黒皮

短靴の点等の自白の内容についても解明し尽せないものがあつたことを捜査官が自

認していたことは注目に値する。

　三　ところで、本件再審請求事件における新証拠とみられるものは、原原審が職

権により鑑定を命じて取り調べた鑑定人Ｅ作成の鑑定書があるのみである。それに

よると、手記の筆跡と申立人の対照筆跡とは、運筆書法と文字形状に相違するもの

があるので、同一人の筆跡と認めることは困難である、としながらも、申立人が自

己の署名であることを否認する鑑定資料（２１）（２４）（２５）（２６）の申立

人作成の各略図面中の筆跡は、手記の筆跡と同一人のものと認められるというので

ある。

　ところが、原決定は、前記のように、手記がはたして偽造されたものであるかど

うかは、刑訴法四三五条一号七号所定の再審事由の有無を判断するについての間接

事実にすぎないとの見地から、新証拠は、右一号・七号所定の再審事由の存在を証

明するに足りる確定判決に代わる資料となりうるかの観点から考察し、結局、右新

証拠によつては確定判決に代わる証明があつたとすることはできないとの判断を示

している。もし右の観点からするならば、原原審で取り調べられてある前記Ｐ作成

の「筆跡についての検討結果についてと題する書面」によると、手記五通を含め全

資料には、故意に他人の筆跡を模した偽筆、あるいは作意的に自己の個癖を隠蔽し

ようとする作意筆の特徴は全くみあたらず、手記の署名は、弁護人選任届、保釈願、
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意見書、供述調書、弁解録取書、略図面、上告申立書の各署名と符合するというこ

とであり、それはＥ鑑定と相対立するものであるが、右Ｐ意見は、正式の鑑定手続

によつたものではないのであるから、少なくとも更に再鑑定の手段をとり、同法四

三七条の確定判決に代わる証明が得られるか否かを検討すべきであつたと考える。

のみならず、本件再審請求の理由は、その形式も不備であり、その内容また必ずし

も明確とはいえないが、その趣旨を汲みとるならば同法四三五条六号所定の事由の

主張もなされているものと解するのが相当である。

　ところで、同号にいう「無罪を言い渡すべき明らかな証拠」とは、確定判決にお

ける事実認定につき合理的な疑いをいだかせ、その認定を覆すに足りる蓋然性のあ

る証拠をいうものと解すべきであり、右の明らかな証拠であるかどうかは、もし当

の証拠が確定判決を下した裁判所の審理中に提出されていたとするならば、はたし

てその確定判決においてされたような事実認定に到達したであろうかどうかという

観点から、当の証拠と他の全証拠とを総合的に評価して判断すべきであり、この判

断に際しても、再審開始のためには確定判決における事実認定につき合理的疑いを

生ぜしめれば足りるという意味において「疑わしいときは被告人の利益に」という

刑事裁判における鉄則が適用されるものである（当裁判所昭和五〇年五月二〇日第

一小法廷決定・刑集二九巻五号一七七頁）。そして、この原則を具体的に適用する

にあたつては、確定判決が認定した犯罪事実の不存在が確実であるとの心証を得る

ことを必要とするものではなく、確定判決における事実認定の正当性についての疑

いが合理的な理由に基づくものであることを必要とし、かつ、これをもつて足りる

と解すべきであるから、犯罪の証明が十分でないことが明らかになつた場合にも右

の原則があてはまるのである。そのことは、単なる思考上の推理による可能性にと

どまることをもつて足れりとするものでもなく、また、再審請求をうけた裁判所が、

特段の事情もないのに、みだりに判決裁判所の心証形成に介入することを是とする
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ものでもないことは勿論である。 

　四　以上の見地に立つて本件の原決定及び原原決定の当否を検討した結果は、次

のとおりである。

　まず、本件有罪判決の証拠としては、第四回検面調書に録取されている申立人の

捜査段階における自白と証拠物として国防色ズボン（証二〇号）の存在が重い比重

を占めている。そして申立人の手記五通は、右の自白の任意性、信用性を担保する

意味合いをもつものである。ところが、右自白の内容には数々の疑点があることは、

さきに指摘したとおりである。ことに当裁判所が指摘したように、犯行現場に残さ

れた血痕足跡が自白の内容と合致しないこと、その他の前記指摘の疑点を合わせ考

えるときは、被害者の血液型と同じ血液型の血痕の付着した右国防色ズボン（証二

〇号）を重視するとしても、確定判決が挙示する証拠だけでは申立人を強盗殺人罪

の犯人と断定することは早計に失するといわざるをえないのである。もつとも、申

立人にとつて不利と思われる証拠もないわけではない。例えば、申立人が嫌疑をう

けて逮捕される前後の言動、すなわち、前記農協強盗傷人事件の共犯者であるＤが

逮捕され右犯行を自白すれば自己の本件犯罪が発覚するおそれがあるとの配慮から

同人に固く口止めしたこと（Ｄの公判証言、同人の司法警察員に対する供述調書）、

日頃遊び仲間の友人に対し、犯罪を犯した翌日仕事を休むと怪しまれるから正常ど

おり仕事に出るがよい、奪つた金員を一度に費消すると嫌疑をうけるから少しずつ

使うようにし、また他から借金するがよいなどと話していたこと（Ｄの公判証言、

同人の司法警察員に対する供述調書）、拘禁中恰も自己が本件犯罪の犯人である旨

を自認した言辞を吐いたり、自白の中に虚偽のことを交ぜてあるから大丈夫だなど

と申したりしたこと（Ｘ、Ｙ、Ｚ、Ａａの各公判証言）、国防色ズボン（証二〇号）

に付着したＯ型血痕は鉄道自殺をしたＣという者の血が付着したものと主張したこ

ともあるが、Ｃの血液型はＯ型ではないことが判明したこと、前記農協強盗傷人の
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犯行の際の被害者Ｆの血液型はＯ型であるが、その犯行の状況は被害者の血痕が当

時申立人が着用していたという国防色ズボン（証二〇号）に付着する状況ではなか

つたこと（Ｆの検察事務官に対する供述調書謄本）、申立人が主張する犯行当夜の

アリバイが認められないこと等である。さらに、申立人が、前記のように、第一次

再審請求を棄却された際、裁判所から棄却決定と同時に即時抗告申立の期間を延長

して七日間とし、棄却決定に対して不服申立をすることができる旨の詳細な書面の

送付を受けたにもかかわらず、即時抗告の申立をしなかつたことも不可解といわざ

るをえない。しかしこれらの被告人にとつて不利とみられる事実を積み重ねても、

第四回検面調書の自白の内容の疑点が解消されるものではないのである。

　右のように、申立人の自白の内容に前記のようないくつかの重大な、しかも、た

やすく強盗殺人の事実を認定するにつき妨げとなるような疑点があるとすれば、新

証拠であるＥ鑑定を既存の全証拠と総合的に評価するときは、確定判決の証拠判断

の当否に影響を及ぼすことは明らかであり、したがつて原審及び原原審が少くとも

Ｅ鑑定の証明力の正確性につき、あるいは手記の筆跡の同一性について、更にその

道の専門家の鑑定を求めるとか、又は鑑定の条件を変えて再鑑定をＥ鑑定人に求め

るとかして審理を尽すならば、再審請求の事由の存在を認めることとなり、確定判

決の事実認定を動揺させる蓋然性もありえたものと思われる。そうだとすると、原

決定は、申立人の請求が、刑訴法四三五条六号所定の事由をも主張するものである

ことに想いをいたさず、かつ、原原審が申立人の請求を棄却しながらも、本件確定

判決の事実認定における証拠判断につき、前記のような数々の疑問を提起し上級審

の批判的解明を求めるという異例の措置に出ているにもかかわらず、たやすく原原

決定を是認したことは審理不尽の違法があるというほかなく、それが原決定に影響

を及ぼすことは朋らかであり、かつ、原決定及び原原決定を取り消さなければ著し

く正義に反するものと認める。 
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　よつて、刑訴法四一一条一号、四三四条、四二六条二項により、原決定及び原原

決定を取り消し、本件を高松地方裁判所に差し戻すのを相当と認める。なお、差戻

しをうけた原原審が、手記の筆跡について更に鑑定の手続をとるか、第四回検面調

書における申立人の自白について当裁判所が指摘した不合理、疑点が解明されない

として、鑑定の手続をとるまでもなく自白内容を検討し、能う限りの限度で事実調

べをすることで結論を下すかは、その裁量に属するものである。

　よつて、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。

　　昭和五一年一〇月一二日

　　　　　最高裁判所第一小法廷

　　　　　　　　　裁判長裁判官　　　　岸　　　　　　　盛　　　一

　　　　　　　　　　　　裁判官　　　　下　　　田　　　武　　　三

　　　　　　　　　　　　裁判官　　　　岸　　　上　　　康　　　夫

　　　　　　　　　　　　裁判官　　　　団　　　藤　　　重　　　光
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再審における証拠開示の法制化を求める意見書 

 

２０１９年（令和元年）５月１０日 

日本弁護士連合会 

 

第１ 意見の趣旨 

  再審における証拠開示が適切に行われるようにするために，別紙「再審におけ

る証拠開示 制度要綱案」の内容を骨子とする法律を制定すべきである。 

 

第２ 意見の理由 

 １ 再審における証拠開示の法制化の必要性 

  (1) 再審における証拠開示の重要性 

    近年，再審における証拠開示が契機となって再審が開始されたり，再審に

よって無罪判決が確定する事例が相次いでいる。 

    例えば，布川事件，東京電力女性社員殺害事件及び東住吉事件は，いずれ

も確定判決で無期懲役が言い渡された事件であるが，これらの事件では，確

定審段階から存在していた証拠が再審請求手続において開示され，それが確

定判決の有罪認定を動揺させる大きな原動力となって，再審によって無罪判

決が確定した。 

    また，最近，再審無罪判決が確定した松橋事件では，再審請求前（再審請

求の準備中）の段階で検察官から開示された証拠物（自白によれば「凶器に

巻き付けて犯行に使用した後，燃やして捨てた」とされたシャツの左袖など）

が再審開始決定の決め手となっている。 

    このように，無辜の救済という再審の理念を実現するためには，確定審段

階において公判に提出されなかった未提出証拠を再審請求人に利用させるこ

と（再審における証拠開示）が極めて重要である。 

  (2) 再審における証拠開示に関する法令の不存在 

    しかし，現行法を見ると，再審における証拠開示については明文の規定が

ない。そもそも，再審手続に関する規定は１９か条しかなく（刑事訴訟法４

３５条～４５３条），しかも再審請求手続における審理の在り方については，

刑事訴訟法４４５条が「裁判所は，必要があるときは，再審請求の理由につ

いて，事実の取調べを行うことができる」旨を定めているにすぎない。 

    このように，再審における証拠開示については，現行法上，明文の規定を

欠いており，これを実現するための手続規定も存在しない。 
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  (3) 証拠開示に関する法令の不存在による弊害（その１） 

    ～裁判所の姿勢によって証拠開示が左右される実情（いわゆる「再審格

差」） 

    再審事件の実情を見ると，検察官は，再審における証拠開示に積極的には

応じようとしない。そのため，再審における証拠開示の実現のためには，裁

判所が訴訟指揮権の行使を通じて証拠開示をめぐる争いに適切に関与するこ

とが欠かせない。しかし，現状では，証拠開示に関する基準や手続を定めた

法令が存在しないために，証拠開示の実現に向けた訴訟指揮権の行使の在り

方についても，裁判所の裁量に委ねられている。その結果，裁判所の積極的

な訴訟指揮によって大幅な証拠開示が実現した事件がある一方，訴訟指揮権

の行使に消極的な裁判所もあるなど，裁判所によって大きな格差が生じてい

る。 

    例えば，大崎事件の場合，第２次再審請求審（鹿児島地裁）では，弁護人

の証拠開示請求に対し，裁判所は何ら積極的な訴訟指揮を行わなかった。こ

れに対し，同事件第２次即時抗告審（福岡高裁宮崎支部）では，裁判所が検

察官に対し，証拠の標目を作成した上で，これを弁護人に開示するよう，書

面で勧告した（なお，検察官はこの勧告には従わなかったものの，独自の判

断で個別の証拠開示を行った結果，検察官から合計２１３点の証拠が開示さ

れた。）。このように，同一事件であっても，裁判所の対応には著しい差が

見られるのであって，裁判所の姿勢いかんによって証拠開示が左右される実

情（「再審格差」）が存在する。 

    しかし，無辜の救済という再審の理念を実現するために証拠開示が重要で

あることは，冒頭で述べたとおりであって，裁判所の姿勢によって必要かつ

十分な証拠開示がなされないという事態が生じることは許されない。 

  (4) 証拠開示に関する法令の不存在による弊害（その２） 

    ～検察官の責務に反する対応 

   ① また，再審における証拠開示に関する法令が存在しないために，検察官

が任意に証拠開示に応じることは少なく，特に再審請求前の段階で証拠開

示がなされることはほとんどない。 

     しかも，裁判所が証拠開示に関する命令や勧告を行っても，検察官がこ

れに従わない場合がある。例えば，大阪強姦事件や大崎事件の第２次再審

即時抗告審では，裁判所が検察官に対して証拠の標目の作成及び開示を書

面で命令ないし勧告したにもかかわらず，検察官はこれに応じなかった。

また，袴田事件第２次再審請求審でも，裁判長が検察官に対して証拠の開
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示を書面で勧告したが，検察官は，裁判所の勧告には従わず，独自の判断

で，条件を付した上で証拠を裁判所に提出するという対応をとった。 

     このように，検察官が任意の証拠開示に応じず，裁判所の決定や勧告に

すら従わない場合があるが，これは証拠開示に関する法令が存在しないこ

とによる弊害と言える。 

   ② さらに，当然存在しているはずの証拠について，検察官から「不見当」，

「不存在」との回答がなされることも少なくないばかりか，事件によって

は，後日，その存在が明らかになるなど，その回答が後になって事実に反

することが明らかになる場合も見受けられる。 

     例えば，袴田事件の第２次再審請求審では，５点の衣類の発見直後の状

況を撮影した写真のネガフィルムについて，検察官は「存在しない」と回

答していたにもかかわらず，後日，その存在が明らかとなり，検察官が謝

罪する事態となっている。 

     また，日野町事件の第２次再審請求審でも，指掌紋を採取したゼラチン

紙等の証拠品及び鑑識関係書類について，検察官は「存在しない」と回答

していたにもかかわらず，後日，その存在が明らかとなり，裁判所も「本

来あってはならない事態」として遺憾の意を表明している。 

   ③ 最高検察庁は，２０１１年（平成２３年）９月に，「検察の理念」と題

する検察基本規程を公表しており，そこでは，「無実の者を罰し，あるい

は，真犯人を逃して処罰を免れさせることにならないよう，知力を尽くし

て，事案の真相解明に取り組む。」，「被疑者・被告人等の主張に耳を傾

け，積極・消極を問わず十分な証拠の収集・把握に努め，冷静かつ多角的

にその評価を行う。」ことが定められている。 

しかし，前記のような検察官の対応は，「検察の理念」に定められた

検察官の責務にも反するものと言わざるを得ない。 

  (5) 再審における証拠開示の法制化の必要性 

    以上のとおり，再審における証拠開示に関する法令が存在しないことによ

って，様々な弊害が生じている。 

    一方，再審における証拠開示をめぐっては，法制審議会新時代の刑事司法

制度特別部会でも多くの委員から積極的な意見が述べられ，国会の審議でも

多くの議員から積極的な意見が述べられた。最終的に，２０１６年（平成２

８年）の刑事訴訟法改正では，法制化は見送られたものの，刑事訴訟法等の

一部を改正する法律（平成２８年法律第５４号）附則９条３項では，「政府

は，この法律の公布後，必要に応じ，速やかに，再審請求審における証拠の
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開示……について検討を行うものとする。」と定められた。このことは，再

審における証拠開示の法制化の必要性が多くの人の共通認識となっているこ

とを示している。 

    したがって，再審における証拠開示が適切に行われることを担保するため

に，再審における証拠開示については，速やかに法制化を実現する必要があ

る。 

 ２ 再審における証拠開示の在り方 

  (1) 再審において証拠開示が認められるべき理由 

   ① 再審とは，誤判により有罪の確定判決を受けた者を救済するための制度

である。したがって，無辜の救済という再審の理念を実現するためには，

あらゆる観点から確定判決の当否が検討されなければならない。 

     また，再審請求手続においては，再審請求人に対する手続保障を十分に

図り，その活動を実効あらしめる必要がある。そのためにも，再審請求手

続においては，必要かつ十分な事実の取調べ（刑事訴訟法４３条３項，４

４５条）が行われる必要がある。 

   ② ところが，実際には，捜査機関が事件の発生とともに，ほとんどの証拠

をその掌中に収めてしまっているため，事件に関する証拠は，再審請求の

段階に至っても捜査機関に偏在している状況にある。 

     捜査機関が保存，管理している証拠は，事案の真相に迫るための最も基

礎的な資料であるとともに，再審請求人による調査の端緒ともなり得るも

のである。特に，ほとんどの再審事件が刑事訴訟法４３５条６号に基づい

て申し立てられている現状において，再審を開始するためには，無罪を言

い渡すべき明らかな新証拠が必要となるところ，近年，再審が開始された

り再審公判によって無罪判決が確定したりした事例においては，捜査機関

が収集したものの公判に提出されなかった証拠（確定審段階から存在して

いた証拠）が再審請求前や再審請求手続において開示され，それが確定判

決の有罪認定を動揺させる大きな原動力となったという場合が少なくない。

これは，言わば隠された「古い」新証拠というべきものである。 

   ③ したがって，無辜の救済という再審の理念を実現するとともに，再審請

求人に対する手続保障を十分に図るためには，確定審段階における公判未

提出証拠を再審請求人に利用させること（再審における証拠開示）が必要

である。特に，再審事件の場合，公判前整理手続又は期日間整理手続によ

る証拠開示制度が適用されずに審理された事件が多いところ，そのような

事件については，再審請求人は，公判未提出証拠を閲覧謄写する機会が制
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度的に保障されないまま有罪判決を受けていることから，再審請求手続に

おいて証拠開示を認めるべき必要性は特に高いと言える。 

     他方，再審事件の場合，既に必要な証拠の取調べが行われて有罪判決が

確定しているため，証人威迫や罪証隠滅のおそれは小さく，事件から長い

年月が経過している場合には，関係者の名誉・プライバシー侵害のおそれ

も著しく低下しているのであって，通常審段階と比べれば，証拠開示に伴

う弊害は類型的に少ないと言える。 

     そもそも，当連合会がかねてより主張しているとおり，えん罪を防止し，

無辜を救済するためには，捜査機関が作成又は入手した全ての証拠につい

て，その一覧表の交付を受けた上で，証拠を閲覧謄写する機会が与えられ

ることが必要である（例えば，当連合会の２０１２年（平成２４年）９月

１３日付け「新たな刑事司法制度の構築に関する意見書（その２）」など

参照）。そのことは，通常審だけではなく，再審請求手続にも同様に妥当

する。証拠は，真実発見のための公共財であって，再審請求人の利益のた

めにも存在するものである。したがって，公判に提出されなかった未提出

証拠を閲覧謄写する機会を再審請求人に保障することは，証拠の本来の意

義からいえば当然のことと言える。再審における証拠開示の法制化に当た

っては，この点にも留意する必要がある。 

  (2) 再審における証拠開示の法制化の方向性 

   ① 再審においては，無辜の救済という再審の理念や，再審請求人に対する

手続保障という観点から，再審請求人に対して，あらゆる証拠を吟味す

る機会が保障される必要がある。 

   ② ところで，現行の再審請求手続の構造は，職権主義とされている。この

ことは，裁判所が職権で事案の解明を行うべき義務を負っていることを

意味している。 

したがって，職権主義ということを突き詰めていけば，裁判所がその

職責を果たすことができるよう，刑事確定訴訟記録のみならず，捜査機

関が作成又は入手した全ての証拠が裁判所に送付される必要があり，そ

れを実現するためには，例えば，「書類，証拠物その他参考となる資料

があるときは，あわせて送付しなければならない。」という趣旨の規定

を設けることが考えられる（少年審判規則８条２項参照）。この場合，

裁判所が再審請求人又は弁護人に対して，裁判所に送付された記録を閲

覧謄写する機会を与えれば，（開示という方法とは異なるものの）目的

を達成できるのであって，これも一つの方法と言える。 
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   ③ ただし，それ以外にも，捜査機関が保存，管理している証拠を再審請

求人又は弁護人に「開示」するという方法によることも考えられる。こ

れは，現在の再審実務の運用とも親和性があると言える（後述する「再

審における証拠開示 制度要綱案」も，この方法を前提としている。）。 

     そして，再審請求人や弁護人に証拠開示等の申立権を認め，一定の要件

を充足した場合に，裁判所が一定の命令等を行うことを義務付けること

も，職権主義の手続構造と相容れないものではない。例えば，家事審判

の手続は，職権主義の手続構造であるが，家事事件手続法では，当事者

に証拠調べの申立権を認め，裁判所に応答義務を課している（同法５６

条１項）。また，裁判所は，当事者から申出があるときは，審問の期日

において当事者の陳述を聴くことが義務付けられている（同法６８条）。

しかし，そのことが職権主義の手続構造と整合しないとは考えられてい

ない。したがって，当事者に対する手続保障を図り，裁判所の裁量の合

理性を担保するために，当事者の申立権や，それに対する裁判所の応答

義務を課することは，職権主義の手続構造の下でも許容されていると解

される。 

   ④ このような方法による場合，再審請求人が必要かつ十分な証拠の開示を

受けられるようにするためには，検察官及び裁判所の積極的な対応が必

要である。すなわち，検察官は，「公益の代表者」（検察庁法４条）で

あり，再審請求権者としても筆頭に挙げられているのであるから（刑事

訴訟法４３９条１項１号），無辜の救済のためには，再審においても証

拠開示に積極的に対応することが求められている。また，通常審と異な

り職権主義が採用されている再審請求手続において，裁判所には，仮に

検察官がこのような責務を果たさない場合，証拠開示をめぐる争いを解

決するために，適切に訴訟指揮を行うなどして積極的に関与することが

求められている。 

     したがって，再審における証拠開示の法制化に当たっては，裁判所は，

検察官に対し，証拠開示に関して必要な事項を命じることができ，検察

官は，それに従う義務があることを明確にする必要がある。また，裁判

所の訴訟指揮権の行使が適切に行われることを担保するために，裁判所

が依拠する基準や手続を明確化し，一定の場合には，裁判所は，検察官

に対して，証拠開示命令を発しなければならないこととする必要がある。 

  (3) 「再審における証拠開示 制度要綱案」の趣旨 

   ① 再審における証拠開示については，現行法上，明文の規定がないことに
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加え，再審事件の件数が少ないことや，再審請求の審理手続が公開され

ていないこともあって，その審理・運営に関するノウハウが蓄積されて

おらず，言わば手探りで審理が行われている状態である。証拠開示に関

する法令の不存在による弊害（前記１の(3)，(4)参照）も，そのような

実情を反映したものと言える。 

     このような問題意識から，当連合会は，今般，全国各地の再審事件にお

いて，再審における証拠開示に関して実際に行われた弁護活動，これに

対する検察官の対応及び裁判所の訴訟指揮等の実践例を調査した。当連

合会がこのような網羅的な調査を行ったのは，今回が初めてのことであ

るが，その結果，明文の規定がない中でも，様々な運用上の工夫が行わ

れている実情が明らかとなった。具体的には，別添「証拠開示に関する

実例集」記載のとおりである。 

   ② 前記のとおり，えん罪を防止し，無辜を救済するためには，本来であれ

ば，捜査機関が作成又は入手した全ての証拠について，その一覧表の交

付を受けた上で，証拠を閲覧謄写する機会が与えられることが必要であ

る（前記(1)の③参照）。 

しかし，通常審については，不十分ながらも，公判前整理手続又は期

日間整理手続による証拠開示制度が法制化されているのに対し，再審に

おける証拠開示については，そもそも規定すら存在しないことから，様

々な弊害が生じているのであって（前記１の(3)，(4)参照）, もはやこ

のような状態を放置しておくことはできない。 

     そこで，当連合会では，現行の再審請求手続の在り方を前提としつつ，

現在の再審実務の運用も踏まえた証拠開示のルールを明文化した法律の

制定を求めて，「再審における証拠開示 制度要綱案」を提案するもの

である。 

 ３ 「再審における証拠開示 制度要綱案」の解説 

  (1) 証拠開示に関するルール（その１）～再審請求手続における証拠開示（別

紙第１） 

   ① 対象事件（別紙第１の１） 

     本制度要綱案で定める証拠開示制度は，原則として全ての事件に適用さ

れるものとする。 

ただし，事案の性質，再審の請求の理由，これまでの審理経過等に鑑 

み，明らかに同制度に基づく証拠開示の手続を行う必要がないと認める

とき（例えば，再審事由とはならないような確定判決の誤りを指摘する
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に過ぎない場合や，過去の手続において証拠開示が重ねられるなどして

必要かつ十分な証拠が開示されている場合など）は，適用除外とするこ

ととし，そのことを裁判所の決定で明らかにすることとした。なお，こ

の決定に対しては，即時抗告をすることができるものとしたので，決定

には理由を付す必要がある（刑事訴訟法４４条１項）。 

また，同制度が適用されない場合でも，これまでの運用どおり，裁判

所が訴訟指揮権に基づいて証拠開示に関する勧告等を行うことができる

ことを確認的に規定することとした。 

   ② 証拠一覧表の提出（別紙第１の２） 

     検察官に対し，検察官が保管する証拠の一覧表の作成と提出を義務付け

るものである。証拠開示の対象となる証拠の存否に関して，裁判所，検察

官及び弁護人が共通認識を持つことによって，証拠の存否をめぐる不毛な

争いをなくし，証拠開示に関する手続を迅速かつ的確に進めることが目的

である。 

     したがって，証拠の一覧表は，証拠開示の手がかりとなる程度に証拠を

特定できるものであることを要することから，単に証拠物の品名及び数量

並びに証拠書類の標目，作成年月日及び作成者又は供述者だけではなく，

証拠物についてはその保管場所，証拠書類についてはその丁数及び要旨も

記載すべきことを明記した。なお，通常審で作成・交付される証拠一覧表

では，証拠物の保管場所や証拠書類の丁数及び要旨の記載までは求められ

ていないものの（刑事訴訟法３１６条の１４第３項），前記のような証拠

一覧表の趣旨に照らせば，この規定も改正されるべきである（当連合会の

２０１４年（平成２６年）５月８日付け「犯罪捜査の記録に関する法律の

制定を求める意見書」参照）。 

   ③ 証拠開示命令（別紙第１の３） 

     再審請求手続で証拠開示が必要となる局面としては，例えば，(a)確定

判決の有罪認定の根拠となった証拠の証明力を弾劾したり，請求人の提出

した新証拠の証明力を的確に判断するための証拠開示，(b)確定判決の有

罪認定を覆すために新たに行われる事実上・法律上の主張（例えば，確定

審の段階では問題とされていなかった疑問点の指摘など）の当否を的確に

判断するための証拠開示，(c)確定判決の有罪認定に合理的疑いが生じる

か否かを判断するに当たり，新証拠以外の証拠（旧証拠）の証明力を再評

価するための証拠開示が考えられる。 

     そのことを踏まえ，本制度要綱案では，必要性や重要性の高い一定類型
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の証拠と，再審請求手続における請求人又は弁護人の主張立証に関連する

証拠について，裁判所は，請求人又は弁護人から請求があれば，相当でな

いと認めるときを除き，決定で，検察官に対して，証拠開示を命じなけれ

ばならないものとした。なお，証拠物については，再審請求手続外におけ

る証拠（証拠物を含む。）の閲覧謄写の制度を設けたが（別紙第２の１参

照），検察官が保管する証拠物以外の証拠物の存在が明らかとなる場合も

あることから，証拠開示命令の対象にも含めている。 

また，この決定に対しては，即時抗告をすることができるものとした 

ので，決定には理由を付す必要がある（刑事訴訟法４４条１項）。 

   ④ 証拠の存否調査命令（別紙第１の４） 

     検察官が「不見当」，「不存在」と回答していた証拠について，後日，

その存在が明らかになる場合が見受けられる。そこで，そのような事態を

防ぐために，証拠開示に関する命令の対象となる証拠の存否を早期に確定

させるべく，再審事件の実務で行われている運用を踏まえて，裁判所は，

検察官に対し，証拠の存否を調査し，その結果を回答することを命ずるこ

とができるようにした。 

     別紙第１の４のうち，(1)は特定の範囲の（一定のカテゴリーに属する）

証拠についての存否調査を，(2)は特定の証拠についての存否調査を，そ

れぞれ命ずるものである。 

なお，これは本来，通常審でも認められるべき制度であって，通常審

でも同様の制度が設けられるべきである。      

   ⑤ 生体試料その他の証拠物に関する特則（別紙第１の５） 

     再審事件の場合，事件発生からかなりの年月が経過していることが多く，

鑑定試料の汚染や劣化等が生じる危険性は，類型的に高いと言える。そこ

で，裁判所は，生体試料その他の証拠物について，その証拠価値を保全す

るために必要があるときは，証拠開示の準備的行為として，鑑定を実施し，

その結果を保管することを命ずることができるようにした。 

   ⑥ 証拠開示に関する裁判所の権限（別紙第１の６） 

     裁判所は，必要があるときは，事実の取調べを行うことができるので

（刑事訴訟法４３条３項，４４５条），訴訟指揮権の一環として，検察官

に対し，証拠の開示やこれに関連する事項を命ずることができると解釈さ

れている。 

     しかし，裁判所が証拠開示に関する命令や勧告を行っても，検察官がこ

れに従わない場合があることから，証拠開示に関する裁判所の一般的な権
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限を明記することとした。 

   (2) 証拠開示に関するルール（その２）～再審請求手続外における証拠の閲覧

謄写（別紙第２） 

     再審を請求しようとする者やその弁護人が証拠を閲覧謄写する手段とし

ては，刑事確定訴訟記録法がある。ただ，同法では，閲覧の対象が公判提

出記録に限られており，裁判所不提出記録や証拠物は対象外となっている。

しかし，裁判所不提出記録や証拠物の中には，再審請求の準備をするにあ

たって閲覧謄写をする必要性が高く，閲覧謄写を認めることによる弊害が

ない証拠もある。したがって，一定の証拠については，再審請求中のみな

らず，再審請求前であっても，再審請求手続外における証拠の閲覧謄写と

いう形で，これを閲覧謄写する手段を認めることとした。具体的には，以

下のとおりである。 

   ① 証拠物の閲覧（別紙第２の１） 

     証拠物については，客観性が高いこと，証拠物の種類によっては紛失，

廃棄，汚染，劣化等の危険があること，所有者に対する還付がなされる可

能性があることから，再審請求手続外であっても閲覧を認めることとした。 

     なお，これは本来，通常審においても認められるべきものであって，そ

の旨の改正が行われるべきであるが，とりわけ再審事件の場合，事件から

長い年月が経過していることが多く，証拠物の汚染，劣化等の危険，及び，

有罪判決の確定に伴う所有者に対する還付の可能性のいずれも高くなって

いることから，再審請求手続段階での必要性が特に認められると言うべき

である。  

   ② 証拠書類等の閲覧謄写（別紙第２の２） 

     証拠書類については，過去の手続（確定審又は再審請求手続）で開示さ

れた証拠や，作成・交付されている証拠の一覧表は，その閲覧謄写を認め

ることに弊害はなく，必要性も高いことから，再審請求手続外であっても

閲覧謄写を認めることとした。 

  (3) 証拠の保管のルール（別紙第３） 

   ① 証拠の適正保管義務（別紙第３の１） 

     証拠開示が適切に行われるためには，その前提として，証拠（当該事件

の捜査の過程で作成され，又は入手した書面等を含む。）が適正に保管さ

れていることが必要であることから，そのことを明記した。 

なお，このことは，捜査手続，公判手続（通常審）及び再審請求手続

を通じて一貫した要請であるため，これらの全ての手続に妥当する統一
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的な規定を設けるべきである（前記「犯罪捜査の記録に関する法律の制

定を求める意見書」参照）。 

   ② 証拠目録の作成及び送付義務（別紙第３の２） 

     証拠開示が適切に行われるためには，その前提として，全ての証拠の存

在及び内容が把握されていることが必要であることから，そのことを明記

した。 

なお，このことは，捜査手続，公判手続（通常審）及び再審請求手続

を通じて一貫した要請であるため，これらの全ての手続に妥当する統一

的な規定を設けるべきである（前記「犯罪捜査の記録に関する法律の制

定を求める意見書」参照）。 

   ③ 裁判所不提出記録及び証拠物の保管等義務（別紙第３の３） 

     現在の実務でも，検察官は，必要があれば裁判所不提出記録及び証拠物

を保管等しているが，根拠規定が大臣訓令（記録事務規程及び証拠品事務

規程）しかないので，法令上の根拠を設けることとした。なお，証拠物の

中には，還付対象となるもの（以下「還付対象証拠物」という。）と，還

付対象とならないもの（没収の裁判，所有権放棄又は刑事訴訟法４９９条

３項の規定により国庫に帰属したもの。以下「還付対象外証拠物」とい

う。）の２つの類型があり，本制度要綱案では，両者について共通の規定

を設けた上で，還付対象証拠物についての特則を規定する（(1)ただし書，

(5)，(7)）という形を取っているが，以下では便宜上，２つの類型に分け

て説明する。 

     まず，裁判所不提出記録及び還付対象外証拠物については，検察官に対

し，当該刑事被告事件に係る訴訟の記録（保管記録）と同一の期間（具体

的には，刑事確定訴訟記録法２条２項及び別表の「二 裁判書以外の保管

記録」で定める期間），保管を義務づけることとした（(1)本文）。また，

検察官は，裁判所不提出記録及び還付対象外証拠物について，再審の手続

のため保存の必要があると認めるときは，保存すべき期間を定めて，その

保管期間満了後も，これを保存するものとし，この保存期間は延長するこ

とができるものとした（刑事確定訴訟記録法３条参照）（(2)）。さらに，

再審を請求しようとする者，再審の請求をした者又はこれらの者の弁護人

は，検察官に対し，裁判所不提出記録及び還付対象外証拠物の保存又は保

存期間の延長を請求できることとし（(3)，(4)），検察官がこれに応じな

いときは，裁判所に不服申立てを行うことができることとした（刑事確定

訴訟記録法８条参照）（(6)）。また，裁判所の決定に対しては，即時抗
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告を行うことができることとした（(8)）。 

     これに対し，還付対象証拠物については，その所有者の利益との調整が

必要となる。そのため，還付対象証拠物については，検察官に対して保

管を義務づける期間を，当該刑事被告事件に係る訴訟の終結後，６か月

間とした（(1)ただし書）。ただし，還付対象証拠物について，検察官が

再審の手続のため保存の必要があると認めるときは保管期間満了後も保

存すること，この保存期間は延長することができること，再審を請求し

ようとする者等が検察官に対して保存又は保存期間の延長を請求できる

ことは，裁判所不提出記録及び還付対象外証拠物と同様である（刑事確

定訴訟記録法３条参照）（(2)，(3)，(4)）。なお，検察官が保管・保存

することとされた還付対象証拠物については，検察官に保管・保存の権

限があることの反面として，検察官は，当該証拠物の所有者から還付請

求があっても，これを拒絶しなければならない。そのため，検察官がこ

れらの処分を行うにあたっては，当該証拠物の所有者の意見を聴かなけ

ればならないこととした（(5)）。そして，再審を請求しようとする者，

再審の請求をした者若しくはこれらの者の弁護人又は当該証拠物の所有

者は，当該証拠物の保存に関する検察官の処分に対して不服があるとき

は，裁判所に不服申立てを行うことができることとし（刑事確定訴訟記

録法８条参照）（(6)），裁判所は，決定をするにあたっては，相手方の

意見を聴かなければならないこととした（(7)）。なお，「処分……の変

更」（(6)）とは，例えば，還付対象証拠物のうち生体試料その他の証拠

物に限り，鑑定に必要な限度で保存を命じることなどが考えられる。ま

た，裁判所の決定に対しては，即時抗告を行うことができることとした

（(8)）。 

以上 
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（別紙） 

再審における証拠開示 制度要綱案 

 

第１ 証拠開示に関するルール（その１）－再審請求手続における証拠開示 

 １ 対象事件 

  (1) 再審の請求を受けた裁判所は，後記２以下の内容に従って証拠開示に関す

る手続を進めるものとする。ただし，事案の性質，再審の請求の理由，これ

までの審理経過等に鑑み，明らかにその必要がないと認めるときは，後記２

以下の規定による証拠開示に関する手続を行わない旨の決定をすることがで

きる。この決定に対しては，請求人及び弁護人は，即時抗告をすることがで

きる。 

(2) (1)但書の決定があったときは，後記２以下の規定は適用しない。ただし，

裁判所が個別に必要性を認めた場合に証拠開示に関する訴訟指揮を行うこと

を妨げない。 

 ２ 証拠一覧表の提出 

   裁判所は，請求人又は弁護人から請求があったときは，検察官に対し，検察

官が保管する証拠の一覧表（証拠物については品名，数量及び保管場所，証拠

書類については書類の標目，作成年月日，作成者又は供述者，丁数及び要旨を

記載したもの）を作成した上で，これを提出するよう命じなければならない。 

 ３ 証拠開示命令 

  (1) 裁判所は，次の各号に掲げる証拠の類型のいずれかに該当し，かつ，確定

判決の有罪認定の根拠となった証拠に関連すると認められる証拠について，

請求人又は弁護人から開示の請求があったときは，決定で，検察官に対し，

当該証拠を請求人又は弁護人に開示することを命じなければならない。ただ

し，確定判決の有罪認定の根拠となった証拠の証明力を判断するために当該

開示をすることの必要性の程度並びに当該開示によって生じるおそれのある

弊害の内容及び程度を考慮し，相当でないと認めるときは，この限りでない。 

   ① 証拠物及び押収手続記録書面 

   ② 検証調書（刑事訴訟法(以下「法」という。)３２１条２項，３項）及び

実況見分調書（法３２１条３項）（これに準ずる書面を含む。） 

   ③ 鑑定書（法３２１条４項）（これに準ずる書面を含む。） 

   ④ 被告人の供述録取書等及び取調状況記録書面 

   ⑤ 確定審で証人尋問が実施された証人及び証拠採用された供述録取書等の

供述者の供述録取書等 
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  (2) 裁判所は，再審の請求の理由又は再審請求手続において提出された証拠書

類若しくは証拠物の内容に関連すると認められる証拠について，請求人又は

弁護人から開示の請求があったときは，決定で，検察官に対し，当該証拠を

請求人又は弁護人に開示することを命じなければならない。ただし，その関

連性の程度その他確定判決の有罪認定の根拠となった証拠の証明力を判断す

るために当該開示をすることの必要性の程度並びに当該開示によって生じる

おそれのある弊害の内容及び程度を考慮し，相当でないと認めるときは，こ

の限りでない。 

  (3) (1)，(2)の請求についてした決定に対しては，請求人及び弁護人又は検察

官は，即時抗告をすることができる。 

 ４ 証拠の存否調査命令 

  (1) 裁判所は，証拠開示に関する手続を迅速かつ的確に進めるため必要がある

と認めるときは，請求人若しくは弁護人の請求により又は職権で，検察官に

対し，その保管する証拠（当該事件の捜査の過程で作成され，または入手し

た書面等であって，公務員が職務上現に保管し，かつ，検察官において入手

が容易なものも含む。）であって，裁判所の指定する範囲に属するものの一

覧表（証拠の標目，作成年月日，作成者又は供述者，丁数及び要旨を記載し

たもの）の提出を命ずることができる。 

  (2) 裁判所は，証拠開示に関する手続を迅速かつ的確に進めるため必要がある

と認めるときは，請求人若しくは弁護人の請求により又は職権で，検察官に

対し，特定の証拠について，その存否の報告を命ずることができる。この場

合において，検察官が当該証拠は存在しないとの報告を行ったときは，裁判

所は，検察官に対し，当該証拠の存否を調査した方法及び範囲，当該証拠の

保管及び廃棄の状況その他当該証拠が存在しないと判断した具体的な理由を

書面で報告するよう命じなければならない。 

 ５ 生体試料その他の証拠物に関する特則 

   裁判所は，請求人若しくは弁護人の請求により又は職権で，生体試料その他

の証拠物について，その証拠価値を保全するために必要があると認めるときは，

検察官に対し，鑑定を実施し，その結果を保管することを命ずることができる。 

 ６ 証拠開示に関する裁判所の権限 

   前記２から５までによるもののほか，裁判所は，必要があると認めるときは，

検察官に対し，証拠の開示及びこれに関連する事項を命ずることができる。 

 

第２ 証拠開示に関するルール（その２）－再審請求手続外における証拠の閲覧謄 
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  写 

 １ 証拠物の閲覧 

    検察官は，再審を請求しようとする者，再審の請求をした者又はこれらの者

の弁護人から請求があったときは，検察官が保管する証拠物を閲覧する機会を

与えなければならない。 

 ２ 証拠書類等の閲覧謄写 

   検察官は，再審を請求しようとする者，再審の請求をした者又はこれらの者

の弁護人から請求があったときは，検察官が保管する裁判所不提出記録のうち，

当該刑事被告事件又は刑事再審事件の手続において開示された証拠書類及び交

付された証拠一覧表を閲覧する機会を与えなければならない（弁護人に対して

は，閲覧し，かつ，謄写する機会を与えなければならない。）。 

 

第３ 証拠の保管のルール 

 １ 証拠の適正保管義務 

  (1) 司法警察職員及び検察官は，証拠（当該事件の捜査の過程で作成され，ま

たは入手した書面等を含む。以下，この章において同じ。）を適正に保管し

なければならない。 

  (2) 検察官は，司法警察職員に対し，司法警察職員が行う証拠の保管を指揮監

督し，これが適正に行われるようにしなければならない。 

 ２ 証拠目録の作成及び送付義務 

  (1) 司法警察職員及び検察官は，収集した全ての証拠について，証拠目録（証

拠の標目，作成年月日，作成者又は供述者，丁数及び要旨を記載したもの）

を作成しなければならない。 

  (2) 司法警察職員は，証拠目録を検察官に送付しなければならない。 

 ３ 裁判所不提出記録及び証拠物の保管等義務 

  (1) 検察官は，裁判所不提出記録及び証拠物について，当該刑事被告事件に係

る訴訟の記録と同一の期間，これを保管するものとする。ただし，証拠物の

うち還付の対象となるもの（以下「還付対象証拠物」という。）については，

保管期間は，当該刑事被告事件の訴訟終結後，６か月間とする。 

(2) 検察官は，裁判所不提出記録及び証拠物について，再審の手続のため保存

の必要があると認めるときは，保存すべき期間を定めて，これを保存するも

のとする。この保存期間は，延長することができる。 

  (3) 再審を請求しようとする者，再審の請求をした者又はこれらの者の弁護人

は，検察官に対し，証拠物の保存又は保存期間の延長を請求することができ
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る。 

  (4) (3)の規定による請求があったときは，検察官は，請求に係る証拠物を保

存するかどうか，保存期間を延長するかどうか（延長する場合には，その期

間）を決定し，請求をした者にその旨を通知しなければならない。 

  (5) 検察官は，還付対象証拠物について，(2)，(4)の処分を行うときは，当該

所有者の意見を聴かなければならない。 

(6) 検察官の(2)，(4)の処分に不服があるときは，当該証拠物の所有者又は

(3)の規定による請求をした者は，その検察官が所属する検察庁の対応する

裁判所（ただし，再審請求事件が係属しているときは，当該再審請求事件が

係属する裁判所）にその処分の取消し又は変更を求めることができる。 

  (7) 裁判所は，還付対象証拠物について，(6)の請求に対する決定をするとき

は，相手方（当該証拠物の所有者から不服申立てがあったときは(3)の規定

により請求をした者，(3)の規定により請求をした者から不服申立てがあっ

たときは当該証拠物の所有者）の意見を聴かなければならない。 

  (8) (7)の決定に不服があるときは，請求人及び弁護人又は検察官は，即時抗

告をすることができる。 
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再審における証拠開示に関する実例集 

調査・分析：日本弁護士連合会 人権擁護委員会 再審における証拠開示に関する特

別部会 

１．開示対象とされるべき証拠の範囲を広く解する必要性を示す実例 

〇捜査機関が組織的に利用することを予定していないメモ等 

⑴ 大崎事件（第２次即時抗告審） 

    弁護人の証拠開示請求に応じ，裁判所が検察官に対し，証拠の標目を作成

し，これを弁護人に開示するよう勧告したところ，その前後において，検察

官が任意に多数の証拠を開示した。その中に，捜査機関作成の供述調書一覧

や書類目録，証拠目録等が含まれていた。その他にも，捜査機関のメモが多

数開示された。  

⑵ 日野町事件（第２次請求審） 

    裁判所が，検察官に対し証拠の一覧表の作成及び提出を求めたうえで，未

開示証拠の開示勧告を行ったところ，検察官が一度未開示証拠は不存在との

回答を行ったのち，新たに指掌紋を採取したゼラチン紙や現場指紋検出結果

報告書等の未開示証拠を開示するに至った。 

〇鑑定人等が作成したメモ等 

⑴ 狭山事件（第３次請求審） 

    弁護人が証拠開示を求め，裁判所がポリグラフチャートの開示を促し，開

示された。 

⑵ 名張事件（第７次差戻後異議審） 

    弁護人が，検察官側鑑定の基となる全データの開示及び同鑑定に使用され

た鑑定資料の開示を求めたところ，検察官が開示した。 

⑶ 飯塚事件（請求審） 

    請求人がDNA鑑定記録や目撃証言関連記録の開示を求め，一部の証拠が任

意開示された。 

⑷ 大崎事件（第２次即時抗告審，第３次請求審） 

    第２次再審請求即時抗告審において，裁判所が法医学者の証人尋問に関係

する証拠を事前に開示するよう求めたところ，第１次再審における検察側の

鑑定人にかかる鑑定作業の経過を記録した書面が多数開示された。 

    第３次再審請求において，請求人が証拠開示を求めたところ，裁判所から

も証拠開示が促され，証拠45点，46本のネガフィルムが開示され，合計1713

枚の写真が開示された。その中には，遺体発見時の遺体写真や解剖写真とい
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った新証拠の証明力に影響する証拠が含まれていた。 

⑸ 恵庭事件（第１次請求審） 

    弁護人が証拠開示を求め，裁判所も任意開示を促したところ，検察官が裁

判所の適示した証拠（ガスクロマトグラフ，燃料油類成分質量分析の関係書

類，逮捕状添付書類，検死調書，目撃者の供述調書等）を開示した。再審請

求審は棄却決定であったが，証拠開示により明らかとなった目撃者の初期供

述から請求人のアリバイが成立する可能性を認める旨の認定をした。 

〇他事件の捜査で収集された証拠等 

⑴ 榎井村事件 

    再審請求審の審理中において，警察の調査により，香川県警察本部で保管

されている書類綴りに本件及びそれに関連する余罪事件の書類があることが

判明したため，それが開示され，事件構造の把握に寄与したことで，再審開

始の原動力となった。 

⑵ 足利事件 

    再審公判において弁護人が証拠開示を求めたところ，請求人が被疑者とさ

れていた別件の証拠が開示された。別件については請求人にアリバイがあっ

たにもかかわらず，本件と同様の自白に追い込まれていたことから本件の自

白の信用性を低下させる一事情となった。 

〇その他の参考事例  

⑴ 日野町事件（第２次請求審） 

    請求人が証拠開示を求めたところ，裁判所による証拠開示勧告を受けて，

検察官が多数の公判未提出証拠の証拠開示をした。その中には，「逮捕状の

不執行など捜査過程の重大な事実に関する証拠」「実況見分の実施過程や実

況見分調書の作成過程に疑問を生じさせる証拠」「捜査機関によるアリバイ

関係者に対する工作を示す証拠」等が含まれていた。 

⑵ 袴田事件（第２次請求審） 

    第２次再審請求において，請求人が証拠開示を求め続け，裁判所も任意開

示を促したところ，2010年９月以降11回にわたり合計583点の証拠が開示さ

れた。裁判所は2011年12月５日に開示勧告をし，５点の衣類発見時のカラー

写真，同衣類販売会社役員の供述調書，32通の否認調書，全23巻の取調べ録

音テープ等の証拠が開示された。裁判所は2013年７月５日にも，理由（確定

審で公判前整理手続がなされていれば主張関連証拠として当然開示の対象に

なっていたこと，自白の信用性判断や供述心理鑑定に関連する可能性がある

こと，旧証拠との関連性があること，事件発生からの経年により開示の弊害
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が考えにくいこと）を付して，書面による証拠開示勧告を行った。結果とし

て合計600点近くの証拠開示がなされ，証拠開示によりズボンタグの「B」に

ついて，確定審の判断に誤りがあり（「型」でなく「色」であったこと），

それが確定審当時における検察官未提出証拠に含まれていたことが明らかと

なったり，取調べ録音テープの開示により証拠排除された45通の自白調書に

関する取り調べの実態が明らかになった。開示証拠も新旧全証拠の総合評価

に取り入れられており，再審開始決定に繋がった。 

    静岡地裁が2014年３月27日に再審開始を決定したが，即時抗告審の東京高

裁は４年余りの審理の末，2018年６月11日，再審開始決定を取り消した。現

在，最高裁に特別抗告審が係属中である。 

 

２．証拠開示について裁判所の役割の重要性を示す実例 

〇裁判所の訴訟指揮により証拠開示が実現し，再審無罪が確定した事例 

⑴ 弘前事件 

    確定審において犯人性を立証するための証拠として，請求人の靴に被害者

の血液型と同型の人血が付着していたとする鑑定が出されていたが，検察官

が弁護人の請求に応じず，開示されなかった一件記録が，裁判所の取寄せ決

定により取り調べられたところ，同鑑定人がより早い時期に「血液型が資料

不足で判別できず」と記載した鑑定があったことが判明した。血痕の証拠価

値の問題が争点となり，シャツの血痕も押収後に作出された疑いがあるとさ

れ，同鑑定を含めた有罪認定を支える証拠の作成過程に疑惑が生じた。 

    仙台高裁が1976年７月13日に再審開始を決定し，同高裁は「犯人性を推認

する証拠は何一つ存在しない」と判示して無罪判決を言い渡し，確定した

（1977年２月15日）。 

⑵ 免田事件 

    裁判所が検察官に対する送付嘱託（1956年２月11日）を行い，検察官の未

提出証拠を取り寄せた結果，請求人のアリバイや供述の信用性を裏付ける供

述調書等が開示され，アリバイ主張を認めて再審開始となった。 

    福岡高裁が1979年９月27日に再審開始を決定し，検察官の特別抗告は棄却

され，熊本地裁八代支部で無罪判決が言い渡され確定した（1983年７月15

日）。 

⑶ 財田川事件 

    裁判所が，検察官に未提出記録の開示を促したところ，1970年10月には警

察が保管していた未送致記録の捜査状況報告書綴り２冊，関係人供述調書綴
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り１冊，1977年10月には捜査課と捜査本部の各捜査書類綴り２冊がそれぞれ

開示された。後者の開示証拠により，秘密の暴露があるとされていた自白が，

秘密の暴露に該当しなかったことが裏付けられ，自白の信用性に影響を及ぼ

した。 

    高松地裁が1979年６月７日に再審開始を決定し，検察官の即時抗告は棄却

され，同地裁で無罪判決が言い渡され確定した（1984年３月12日）。 

⑷ 松山事件 

    裁判所（第２次請求審）の勧告により開示された未提出記録６冊の中に，

犯人性を立証する証拠とされていた血液が付着したとされる掛け布団に「ベ

ンチジン，ルミノール反応とも陰性」として血液反応が存在しないと結論づ

ける鑑定などがあった。 

    仙台地裁が1979年12月６日に再審開始を決定し（検察官の即時抗告棄却），

仙台地裁で無罪判決が言い渡され確定した（1984年７月11日）。 

⑸ 徳島事件 

    第５次再審請求の審理を始めるに際し，三者打合せの中で裁判所が証拠開

示を勧告し，検察官が未提出記録である警察の初動捜査に関する記録や目撃

者である少年２人の目撃供述の変遷経過を示す証拠等22冊を開示した。これ

により，証拠構造上核心的な目撃証言の信用性に関わる多数の重要な未提出

証拠が存在していたことが明らかになった。 

    第６次再審請求において，徳島地裁が1980年12月13日に再審開始を決定し，

検察官の即時抗告が棄却され，同地裁が無罪判決を言い渡し確定した（1985

年７月９日）。 

⑹ 梅田事件 

    第２次再審請求において，裁判所の勧告により検察官が未提出記録の目録

を提出したため，裁判所がその中から証拠を特定して，職権により地検から

公判未提出記録である供述調書や捜査記録，写真等を多数取り寄せた。そこ

に含まれていた被害者の頭蓋骨写真等の証拠により，確定判決が認定した実

行行為との不一致が明らかになった。 

    釧路地裁網走支部が1982年12月10日に再審開始を決定し，検察官の即時抗

告が棄却され，釧路地裁が無罪判決を言い渡し確定した（1986年８月27日）。 

⑺ 島田事件 

    裁判所が刑訴法445条の「事実の取調」の前提として昭和60（1985）年３

月20日付文書取寄決定をし，検察官に事件発生後から逮捕日までの捜査日誌，

現場の足跡採取に関する捜査報告書等の提出を求めたところ，逮捕日付捜査

資料編

─ 308 ─



- 21 - 

日誌の付表欄のみと足跡採取に関する報告書２通を提出し，その余は拒んだ。

これらの報告書により，自白における犯行順序や遺体損傷状況，犯行後の足

取りに関する供述が，客観的事実に反していることが判明し，自白の信用性

に疑問が生じたことから，再審開始に至った。 

    静岡地裁が1986年５月30日に再審開始を決定し，同地裁が無罪判決を言い

渡し確定した（1989年１月31日）。 

⑻ 榎井村事件 

    弁護人が，1951年，請求人は無実であり再審請求の予定である旨を主張し

て刑事確定訴訟記録の保存を申し出たにもかかわらず，1962年６月に判決書

を除いて刑事確定訴訟記録が廃棄された。もっとも，再審請求審の審理中に，

警察の調査により，香川県警察本部で保管されている書類綴りに本件及びそ

れに関連する余罪事件の書類があることが判明した。裁判所は，三者協議に

おいて検察官に対し，上記書類の謄本を，原本と照合した上で証拠として提

出するか否かを質したところ，検察官は「別組織である県警保管の文書を，

検察庁が入手して提出，あるいは県警に提出させることはできない」と述べ

た。これに対し，裁判所は「従前からの経緯では，裁判所に原本全部を持参

してもらい，既に検察官，弁護人が入手している写し部分以外にも本件と関

連する部分があるかどうかを確認することについては暗黙の了解があったよ

うに思われる。検察官の方でも，他にも本件と関連する部分があるかどうか

の確認ができるように努力してもらいたい」と述べ，裁判所内での法曹三者

立会いの下で「原本照合」及び「他に本件に関連する文書がないかどうかの

確認」の実施を決めた。これにより未開示証拠も開示されたため，これらの

開示証拠が，旧証拠の内容再現にも寄与し，証拠構造の把握や総合評価が十

分可能となった。再審無罪となった結果に照らしても，再審事件における保

管記録の廃棄が極めて不当であったことが明らかとなり，再審事件における

記録保管・廃棄に関する問題点が顕在化した。 

    高松高裁が1993年11月１日に再審開始を決定し，同高裁が無罪判決を言い

渡し確定した（1994年３月22日）。 

⑼ 足利事件 

    裁判所は，検察庁から裁判所に提出された後，裁判所の保管庫に保管され

ている証拠物である「半袖下着」の証拠保全のために押収（刑訴法99条２項

〔※現行法の同条３項〕）を決定して押収を行った上で，押収した半袖下着

を自治医科大学法医学教室に保管させる旨の決定をした。裁判所の上記措置

により，半袖下着はマイナス80℃で保管されることになり，後のDNA型再鑑
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定が可能となった。 

    東京高裁が2009年６月23日に再審開始を決定し，宇都宮地裁で無罪が言い

渡され確定した（2010年３月26日）。 

⑽ 東京電力女性社員殺害事件 

    裁判所が，検察官が保管している膣内容物等の証拠物について，証拠開示

の準備行為として，保管するよりも検察庁でDNA型鑑定を求めたところ，検

察庁がDNA型鑑定を行った。当該DNA型鑑定によって請求人の犯人性が否定さ

れた。 

    東京高裁が2012年6月7日に再審開始を決定し，検察官の異議申立は棄却さ

れ，同高裁で確定第１審の無罪判決に対する検察官の控訴を棄却する判決が

言い渡され確定した（2012年11月７日）。 

⑾ 布川事件 

    弁護人が個別証拠開示を求め続けたところ，第１次再審で11点，第２次再

審及び再審公判で127点，証拠物９点などの証拠開示がなされた。開示され

た証拠の中でも，逮捕２日後の取調べ録音テープ，頚巻きパンツ，請求人ら

の痕跡不存在を示す毛髪鑑定書２通，死体検案書，目撃証人の初期供述，捜

査報告書等によって，殺害方法や請求人両名の自白や目撃証言の信用性に疑

問があることが判明し，再審開始決定に至った。 

    水戸地裁土浦支部が2005年９月21日に再審開始を決定し，検察官の即時抗

告及び特別抗告がいずれも棄却され，同地裁支部が無罪判決を言い渡し確定

した（2011年５月14日）。 

⑿ 東住吉事件 

    即時抗告審において，裁判所が「取調べ備忘録・取調べメモに該当する捜

査報告書」について証拠開示の勧告をし，検察官が該当する証拠として報告

書15通を開示した。即時抗告審決定では，開示された取調備忘録・取調べメ

モを根拠に取調官の偽証の可能性が指摘され，再審公判では，自白の任意性

を否定する根拠の一つとされた。 

    大阪地裁は2012年３月７日に再審開始を決定し，検察官の即時抗告は棄却

され，同地裁で無罪判決が言い渡され確定した（2016年８月10日）。 

⒀ 松橋事件 

  弁護人が，再審請求の申立前に，検察庁で証拠物の閲覧を求めたところ，

焼却されたはずのシャツの左袖部分の布片が開示された。これにより，被告

人が犯行に使用したのちに焼損したと自白した上記布片について，その布片

が焼損されておらず，被告人の自白に客観的状況と矛盾する部分があること
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が明らかとなり，再審開始，再審無罪の原動力となった。また，再審請求審

においても，裁判所は，検察官に対し，証拠物に関する鑑定嘱託書・鑑定書

・捜査報告書等，実況見分が行われた際の写真・ネガ・ビデオテープ・録音

テープ，被告人及び関係者の供述録取書等・取調小票・取調メモ等について，

その有無を調査し，検察庁及び熊本県警察に現存する該当証拠について，そ

の標目を弁護人に開示するよう勧告したり，実況見分の状況を撮影したビデ

オテープの現物を開示するよう勧告したりするなど，証拠開示に向けた積極

的訴訟指揮が執られた。 

    熊本地裁が2016年6月30日に再審開始を決定し，検察官の即時抗告及び特

別抗告がいずれも棄却され，同地裁における再審公判で無罪判決が言い渡さ

れ，即日確定した（2018年3月28日）。 

 

〇その他，証拠開示をめぐる裁判所の訴訟指揮の実例 

⑴ 大崎事件（第２次即時抗告審） 

    裁判所は，書面による勧告の形式で，検察官に対し，書類の標目の開示，

及び弁護人が類型的に掲げた証拠書類について「その有無を調査し，現存す

る書類の標目を作成し，申立人弁護人に対して開示されたい」とした。 

【福岡高裁宮崎支部勧告書平成25年７月18日】 

     「当裁判所は，福岡高等検察庁宮崎支部検察官に対し，次のとおり勧告

する。 

    １ 申立人弁護人に対し，申立人の第一次再審請求事件にかかる検察庁保

管の書類の標目を開示されたい。 

    ２ 別紙１及び別紙２記載の各書類について，その有無を調査し，検察庁

及び鹿児島県警察に現存する書類（開示済みのものを除く。）の標目

を作成し，申立人弁護人に対し，その標目を開示されたい」。 

【解説】 

    大崎事件第２次再審請求においては，再審請求審の中で，検察官が

「第１次再審時に検察庁が収集した証拠の標目を作成した」と発言した

ために，その標目（その意味で，捜査機関が保有している証拠資料の一

覧表としての通常の「証拠の標目」とは異なる）の開示を弁護人が求め

ていたという経緯がある。上記裁判所勧告の第1項は，その標目の開示を

勧告したものである。 

     第２項の別紙は，弁護人が，「供述調書」や「捜査報告書」など，捜査

において必ず作成されていたであろう証拠を類型的に記載した書面であ
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る。第２次再審請求審時，「未開示証拠は不見当である」との答えしか

明らかにしない捜査機関に宛てて，弁護人から「証拠の有無，廃棄の有

無，その時期」などを答えさせるために作成した文書であった。 

⑵ 大崎事件（第３次請求審） 

    第３次再審請求段階でも，弁護人は，改めて未開示の証拠の開示を検察官

に求めるよう，裁判所に請求した。裁判所は，それら未開示証拠のうち，弁

護人側の法医学鑑定人の尋問を控えた段階であったので，鹿児島地裁は，被

害者の遺体発見時及び解剖時の写真について，先行して開示するように勧告

した（2015年11月４日付）。 

⑶ 袴田事件（第２次再審請求審） 

    裁判所は，検察官に対し，書面により証拠の開示を勧告した（2011年12月

５日付）。 

⑷ 東住吉事件（即時抗告審） 

    大阪高裁は，請求人らの取調べ備忘録，取調べメモの開示及び証拠開示に

関する求釈明に回答するよう，書面により勧告した（2012年６月18日付）。 

⑸ 福井女子中学生殺人事件（請求審） 

    名古屋高裁金沢支部は，弁護人が証拠開示を求めている物的証拠の「存否

について明らかにせよ」と書面により勧告し（2007年９月７日），その検察

官の回答の中で「ある」「存在する」と答えた物証について，弁護人に開示

することを勧告した（2008年２月18日付）。 

    さらに弁護人が開示を求めた「供述調書」について，「未開示証拠の有無

を明らかにすることを勧告する」（2009年10月13日付）としたうえで，これ

についてもまた，後に検察官が「存する」と回答した調書について書面によ

り開示を勧告した（2009年11月12日付）。 

⑹ 名張事件（第７次異議審） 

    名古屋高裁は，弁護人が請求する具体的な証拠について書面により開示を

勧告した（2006年９月１日）。 

 

３．証拠の一覧表の必要性を示す実例 

⑴ 大阪強姦事件 

   標記事案において，裁判所は，決定の形式で，検察官に対し，手持ち証拠の

一覧表を，弁護人に交付することを命じた。 

【大阪地裁決定平成27年１月14日（判例時報2347号127頁）】 

（主文）「検察官は，弁護人に対し，本件について捜査機関が保管する一切
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の証拠の一覧表（証拠書類については，標目，作成年月日及び作成者（供述

録取書にあっては供述者）の氏名の一覧を，証拠物については品名の一覧を，それ

ぞれ記載した書面をいう。）を，平成27年1月31日までに，交付せよ」。 

（理由（抜粋））「従前開示された証拠は，このような観点（引用注：前段

で新証拠の内容等を指摘）からの信用性判断に十分であるとは限らず，他に

も利用できる証拠のある可能性がある。そうすると，弁護人に主張，立証を

尽くさせるとともに，実体的真実を発見するためには，改めて検察官が所持

する証拠について，開示を求める機会を付与することが相当である（再審請

求事件においても，裁判所は，具体的な事情の下で，開示の必要性と開示に

よる弊害とを参酌した上，その訴訟指揮権に基づき，証拠開示を命じること

ができると解される。最高裁第二小法廷昭和44年４月25日決定（刑集23巻４号

248頁）もこれを否定する趣旨とは理解されない。）」。 

「当裁判所は，本件の審理を円滑に進行させるため，訴訟指揮権に基づき，

検察官に対し，弁護人に，捜査機関の保管する一切の証拠の一覧表を交付す

ることを命ずることにする。このような一覧表の交付を命じることも訴訟指

揮権の範囲内と考えられる上に，これによる弊害の生じるおそれが，少なく

とも本件において，あるとは考えにくいからである」。 

【解説】 

 上記決定は，証拠の一覧表の交付を検察官に命じることは，訴訟指揮権の

範囲に属し，かつ，昭和44年決定もこれを否定するものではないとの見解に

立ったものである。 

なお，同事件においては，裁判所ではなく，弁護人に対する一覧表の交付

が命じられているが，証拠開示に検察官が激しく抵抗している場合や，証拠

の存否自体が不明確な場合においては，裁判所が証拠開示に適切に介入する

ため，検察官に対して証拠の存否の調査を命じ，その結果たる一覧表を裁判

所に提出させることも有効である。 

⑵ 大崎事件（第２次即時抗告審） 

   大崎事件第２次再審請求では，請求審裁判所（鹿児島地裁）が弁護人の再三

の証拠開示命令申立てを一顧だにせず，何らの対応も行わずに請求を棄却した

ため，弁護人は同即時抗告審において，「証拠開示こそが再審請求における公

正な審理の前提として，まずもって実現されるべき積み残し課題」であって，

これを行わずに請求について判断するのは「審理不尽である」旨主張した。 

   そして，原審において検察官が作成した事実を明言し，検察官と弁護人との

間でその開示が争点になっていた「第１次再審請求時に検察官が収集した証拠
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の標目」の開示，及び捜査機関がいまだに保有しているであろう証拠を類型的

・網羅的に整理した照会書（当該証拠群の個別証拠の有無や廃棄事実の有無及

びその時期について回答するための書面で，弁護人が作成したもの）について

捜査機関が回答をすることを命ずるよう，裁判所に対し，請求した。 

   裁判所は，上記請求書提出後の打合わせ期日において，検察官に対し，上記

請求についての意見を次回打合わせ期日までに出すよう指示し，検察官の意見

が提出され次第証拠開示についての判断をできるだけ早く行う旨明言した。 

   上記の裁判所の指示に対し，検察官は次回打合わせ期日当日に「証拠開示を

命ずることは相当ではない」旨の意見書を提出したが，そのわずか１週間後に，

裁判所が証拠開示について書面で検察官に勧告を行った。 

【福岡高裁宮崎支部平成25年７月18日付勧告】 

   「当裁判所は，福岡高等検察庁宮崎支部検察官に対し，次のとおり勧告する。 

１ 申立人弁護人に対し，申立人の第一次再審請求事件にかかる検察庁保 

管の書類の標目を開示されたい。 

２ 別紙1及び別紙2記載の各書類について，その有無を調査し，検察庁及び

鹿児島県警察に現存する書類（開示済みのものを除く。）の標目を作成し，

申立人弁護人に対し，その標目を開示されたい」。 

【解説】 

    上記勧告は，弁護人の証拠開示命令申立に対し，裁判所が訴訟指揮権に基

づいて検察官に勧告したものである。このうち１項については，通常の証拠

の標目とは異なるが，本事件で問題になっていた「第１次再審請求時に検察

官が収集した証拠の標目」の開示を求めた点，２項については，「証拠の有

無を調査し，現存する書類の標目」の作成を命じた点，それらを「弁護人に

対し」開示されたい，とする点で極めて画期的な勧告であった。 

    なお，検察官は，上記勧告には従わず，「検察官が保管する書類のうち，

現時点で開示による弊害がないことなどの確認を了した証拠を裁判所に対し

て任意に開示する」として五月雨的に212点の証拠を開示した後，「検察官

が保管した証拠はすべて開示したため標目の開示の必要性がない」などとし

て，「リスト開示に応じない」と最後まで抵抗を示した。 

    弁護人は「すべて開示したかどうかの検証をするためにも標目を開示すべ

き」と主張したが，裁判所が「裁判所限りでの検証ならよいか」と検察官に

求めたところ「裁判所から要望があれば検討したい」と答えたため，弁護人

に対しその旨の上申を出すよう積極的な訴訟指揮を行った。弁護人の上申に

応えて，当該標目につきいわゆるインカメラ手続類似の検証（刑訴法316条
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の27第２項参照）を行った裁判所は，最後にさらに１点の証拠について検察

官に開示を勧告し，その証拠も開示された。 

⑶ 日野町事件（第１次請求審） 

   標記事件の第１回三者協議期日（平成13年12月11日付）において，弁護団が

全面的証拠開示を求めたところ，裁判長が口頭で「検察官は確定事件について

の未提出記録一覧を書面で提出することも検討してください」と述べ，検察官

は「検討します」と述べた。１週間後，検察官は，警察から検察官宛に送致さ

れた記録の「送致書」（書証及び証拠物の目録添付のもの）合計34通の写しを

弁護団と裁判所に提出した。ただし，その多くを占める「犯罪捜査復命書」が

年月日と作成者氏名のみの記載であり，その内容の要旨が不明であったため，

第２回期日（平成14年１月29日付）及び第３回期日（同年３月16日付）におい

て弁護人が各証拠の立証趣旨ないし内容の要旨を明らかにするように求めたと

ころ，検察官は送致書34通，合計516点の書証について，後記のような要旨の

記載を含む一覧表を作成し，弁護人に交付した。これにより，警察からの送致

証拠の概要が明らかになり，第１次再審請求審のみならず，第２次再審請求審

においても，当該一覧表の記載を軸として証拠開示請求が行われ，裁判所が証

拠開示の必要性や開示にかかる証拠の位置づけを理解するために重要な機能を

果たし，結果として証拠開示が大きく進展する原動力となった。 

【検察官から弁護人に交付された一覧表】 

文書の標目 作成年

月日 

作成者 要旨 

１犯罪捜査

復命書 

S63.

３.７ 

甲 （ 警 察

官実名） 

捜査の端緒・経過 

２電話受信

簿 

S59.12

.29 

乙 （ 警 察

官実名） 

Ｖの捜索願の電話を

受理したこと 

３犯罪捜査

復命書 

S59.12

.30 

丙 （ 警 察

官実名） 

Ｖの失踪時の状況等 

(4) 補足 

   上記のほか，狭山事件（第３次請求審）では，証拠物に限定してであるが，

その一覧表について，裁判所の再三の要請により，検察官はこれに応じ，（法

務省の「証拠品事務規程」に定められている）領置票（高検保管の証拠物279

点を記載）の写しを弁護人に交付した。 
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   また，松橋事件（請求審）においては，弁護人が求めていた証拠開示申立て

に対して，2013年12月9日，検察官に対し，書面で証拠開示勧告を行った。そ

の内容は，犯行現場に残された血痕や指紋，足跡などに関する鑑定書等の客観

的な証拠，及び，未提出の関係車の供述調書等11項目について，①目録を作成

の上，裁判所及び弁護人に開示せよ，②証拠を弁護人に開示せよ，というもの

であった。 

 

４．裁判所の主導による証拠の存否の調査の重要性を示す実例 

⑴ 榎井村事件 

   裁判所は，第12回三者協議（高松高裁平成４年７月６日付期日調書）で，検

察官に対し，県警保管の「昭和弐壹年重要犯罪捜査報告綴」と「重大凶悪犯」

の綴りの謄本を，原本と照合した上で証拠として提出するか否かを質したとこ

ろ，検察官は1992年７月15日の協議期日で「別組織である県警保管の文書を，

検察庁が入手して提出，あるいは県警に提出させることはできない」と述べた。

これに対し，裁判所は「従前からの経緯では，裁判所に原本全部を持参しても

らい，既に検察官，弁護人が入手している写し部分以外にも本件と関連する部

分があるかどうかを確認することについては暗黙の了解があったように思われ

る。検察官の方でも，他にも本件と関連する部分があるかどうかの確認ができ

るように努力してもらいたい」と述べ，裁判所内での法曹三者立会いの下で

「原本照合」及び「他に本件に関連する文書がないかどうかの確認」の実施を

決めた。1992年７月20日，裁判所で，照合及び確認作業の仕方に関する打ち合

わせを行い，法曹三者で定めた条件で県警に協力要請をすることで合意をみた

（「照合・確認は裁判所の法廷内で行い，警察官が立会いを希望するなら傍聴

席で待機する」「照合・確認の際，謄本で提出されたもの以外に本件と関連性

があると判断された文書は，後日県警に謄本を作成して提出してもらう。不鮮

明な箇所は，弁護人の希望どおり，謄本作成者の方で明確にし，認証文言を付

加してもらう」等）。その結果，県警保管の上記文書綴りの謄本が弁護人に送

付され，1992年11月16日に裁判所で法曹三者及び警察官立会いの下での証拠の

照合・確認作業が実施された。 

⑵ 名張事件（第５次特別抗告審，第７次異議審） 

① 裁判所は，検察官に対し，供述調書の存否を調査し，その結果を回答する

よう照会した（最高裁平成８年10月21日付照会）。 

② 裁判所は，検察官に対し，供述録取書等や写真などの存否を調査し，その

結果を回答するよう照会した（名古屋高裁平成18年8月8日付照会）。 
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⑶ 福井女子中学生殺人事件（請求審） 

① 裁判所は，検察官に対し，写真，ネガフィルム，被害者の着衣等の証拠物，

鑑定・鑑識書類，捜査報告書等の存否（存在する場合には，その表題）を明

らかにするよう勧告した（名古屋高裁金沢支部平成19年9月7日付勧告）。 

② 裁判所は，検察官に対し，供述調書（警察署で保管中のものを含む）につ

いて，未開示証拠の有無を明らかにするよう勧告した（名古屋高裁金沢支部

平成21年10月13日付勧告）。 

⑷ 松橋事件（請求審） 

① 裁判所は，検察官に対し，証拠物に関する鑑定嘱託書・鑑定書・捜査報告

書等，実況見分が行われた際の写真・ネガ・ビデオテープ・録音テープ，被

告人及び関係者の供述録取書等・取調小票・取調メモ等について，その有無

を調査し，検察庁及び熊本県警察に現存する該当証拠について，その目録

（表題，作成者，供述者，作成年月日を記載したもの）を作成し，裁判所に

提出するとともに，弁護人に開示するよう勧告した（熊本地裁平成25年12月

９日付勧告，同月18日付勧告）。 

② 裁判所は，検察官に対し，開示証拠の作成日及び作成者供述調書（警察署

で保管中のものを含む）について，調査等を踏まえた検討結果を釈明するこ

とを求めるとともに，その他の証拠の存否等についても任意の釈明を求め，

開示された証拠以外に未開示の証拠は存在しないと判断した際の調査の範囲，

方法について任意での釈明を検討するよう求めた（熊本地裁平成26年10月３

日付求釈明等）。 

⑸ 東住吉事件（即時抗告審） 

   裁判所は，検察官に対し，「不存在」との回答は，検察官の保管記録に存在

しないという趣旨か，警察にも存在しないという趣旨か，前者であれば，その

存否を調査した上で，その存否及び開示の可否について，後者であれば，過去

に存在したことがあったのか否か（あったとすれば，その後どうなったのか）

について，回答するよう勧告した（大阪高裁平成24年６月18日付勧告）。 

⑹ 大崎事件（第２次即時抗告審） 

   裁判所は，検察官に対し，証拠物に関する捜査報告書・鑑定嘱託書・鑑定書

や関係者の供述録取書等の証拠について，その有無を調査し，検察庁及び鹿児

島県警察に現存する書類の標目を作成し，その標目を弁護人に開示するよう勧

告した（福岡高裁宮崎支部平成25年７月18日付勧告）。 

   また，裁判所は，検察官に対し，検察官が従前作成していた「第一次再審に

おいて検察官が収集した証拠の標目」について，いわゆるインカメラ手続（刑
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訴法316条の27第２項参照）で確認することを期日において宣言し，検察官に

提出を求めた（同平成25年12月25日付打合せ調書）。裁判所は，上記インカメ

ラ手続の結果，すでに開示された212点の証拠に加え，さらに１点の証拠につ

いて，検察官に対し開示を勧告した（同平成26年２月20日付打合せ調書） 

⑺ 東京電力女性社員殺害事件（請求審） 

① 裁判所は，検察官に対し，DNA型鑑定の対象となり得るものについて，対

象物の有無と保管状況を裁判所に明らかにするよう求めた（東京高裁平成21

年12月15日付打合せメモ）。 

② 裁判所は，検察官に対し，検察官が保管している膣内容物等の証拠物につ

いては，証拠開示の準備的行為として，「できる物については，保管するよ

りも検察庁でDNA型鑑定をし，その分析結果を開示することを強く希望する」

旨要請した（東京高裁平成23年１月28日付打合せメモ）。 

⑻ 飯塚事件（請求審） 

   裁判所は，検察官に対し，元被告人の車両を確認した捜査員の捜査結果（メ

モなども含む），元被告人やその妻に対して聞き込みをしたこと及びその結果

を記載した書類等について，福岡県警へ照会を行うことの検討を依頼した（福

岡高裁平成27年５月13日付打合せ調書）。 

   また，検察官から「本件とは関係のない部分が含まれている」との理由で一

部マスキングされた抄本が開示された捜査報告書について，裁判所は，検察官

に対し，マスキングされた部分をまず裁判所限りで開示させた。その上で，マ

スキングされた部分は関係者の供述の信用性を評価するにあたり関係がないと

は言えず，プライバシーが侵害されるなどの弊害も考えられないと判断し，同

部分も弁護人に開示するよう検察官に対して勧告した（福岡地裁平成24年10月

25日付打合せ調書）。 

⑼ 日野町事件（第２次請求審） 

① 裁判所が検察官に対し，作成された期間に関わらず，アリバイに関する供

述調書，捜査報告書，捜査メモ等のうち，まだ提出等していないものについ

て一覧表を作成提出するよう指示し（大津地裁平成27年５月26日付期日調

書），検察官が一覧表を作成・提出した（同平成27年７月１日）。 

② ①とは別の場面での例であるが，裁判所は検察官に対し，「検察庁に保管

されているいわゆる未送致記録（注：正規の送致手続が取られていないが，

第二次再審請求係属後，事実上検察庁が取り寄せて保管しているとされる証

拠）の中の，ネガ・写真を含む証拠物について，一覧表を作成，提出された

い。それ以外に警察で残っている証拠物があれば，それらも付け加えていた

資料編

─ 318 ─



- 31 - 

だきたい」と勧告した（同平成28年11月８日付期日調書）。 

    検察官はこれに対し平成29年２月３日付で証拠品一覧表（417点）を作成

し，一覧表を裁判所に提出した上，同証拠物を弁護団に開示した。開示証拠

を閲覧した弁護団が，なお証拠物の一部が未開示である可能性を指摘したと

ころ，裁判所はさらに，「金庫発見現場での散乱物の写真およびネガ，指掌

紋，被害者の爪を含む未開示の証拠物すべて」「指掌紋に関する鑑定または

検査等の結果が記載されている書面」「被害者の爪に関する鑑定又は検査等

の結果が記載されている書面」等を対象として，「検察官に対し，存否の確

認を求め，仮に存在する場合その開示を求める」との職権発動を行った（同

平成29年６月１日付期日調書・同調書添付書面）。 

    これに対して，検察官はいったん「既に開示済みのもの以外は存在しない」

旨回答したが（平成29年８月18日付検察官意見書），その後，滋賀県警察本

部鑑識課倉庫内から指掌紋を採取したゼラチン紙等の証拠品22点および鑑識

関係書類３点が「発見された」として新たに開示された。裁判所は，「裁判

所が……存否確認および存在する場合の開示を求めた証拠物の一部につき，

検察官が不存在と回答した証拠物が後に発見された経過について，本来あっ

てはならない事態であって遺憾である。検察官が自ら現に保管する証拠に限

らず，当該事件の捜査の過程で作成され又は入手された書面，物等であって，

公務員が職務上保管し，検察官による入手が容易なものについては，証拠開

示の対象になると考えられる。……本件事案の重大性や裁判所が開示を求め

る当該証拠の重要性に鑑み，未開示の証拠が思わぬ保管場所に存在するので

はないかとの疑念が生じたことは否定できない。検察官におかれては，今一

度，少なくとも被害者の爪を含む証拠物等について，調査していない保管場

所があるのではないか，改めて漏れのない緻密な確認を行った上，その経緯

について報告書を提出されたい」との職権発動を行った（平成29年10月19日

付期日調書）。 

 

５．裁判所による証拠開示命令・勧告の必要性を示す実例 

⑴ 名張事件（第７次異議審） 

   裁判所は，検察官に対し，警察官調書及び実況見分調書の警察控えを弁護人

に開示するよう勧告した（名古屋高裁平成18年９月１日付勧告）。 

⑵ 袴田事件（第２次再審請求審） 

   裁判所は，検察官に対し，供述調書，鑑定書，写真（ネガフィルムを含む），

取調状況を録音した録音テープ，捜査報告書等，多数の証拠を弁護人に開示す
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るよう勧告した（静岡地裁平成23年12月５日付勧告）。 

⑶ 日野町事件（第２次再審請求審） 

① 裁判所は，検察官に対し，遺体発見現場引当実況見分時や犯行再現実況見

分時等に撮影された写真及びネガを，事前に弁護人に開示した上で，裁判所

に提出するよう求めた（大津地裁平成25年７月12日付打合せ調書）。 

② 裁判所は，検察官に対し，検察庁の領置番号が付された証拠物について，

標目の一覧表を作成，開示することを勧告し（同平成24年５月26日付打合せ

調書），次の期日において検察官が作成・提出した「証拠品一覧表」につい

て，同記載の証拠物について開示を勧告した（同平成28年７月21日付打合せ

調書）。 

⑷ 福井女子中学生殺人事件（請求審） 

① 裁判所は，検察官に対し，写真，ネガフィルム，被害者の着衣等の証拠物，

鑑定・鑑識書類，捜査報告書等を弁護人に開示するよう勧告した（名古屋高

裁金沢支部平成20年２月18日付勧告）。 

② 裁判所は，検察官に対し，供述調書を弁護人に開示するよう勧告した 

（名古屋高裁金沢支部平成21年11月12日付勧告）。 

⑸ 松橋事件（請求審） 

① 裁判所は，検察官に対し，証拠物に関する鑑定嘱託書・鑑定書・捜査報告

書等，実況見分が行われた際の写真・ネガ・ビデオテープ・録音テープ，被

告人及び関係者の供述録取書等・取調小票・取調メモ等について，その有無

を調査し，検察庁及び熊本県警察に現存する該当証拠について，その標目

（表題，作成者，供述者，作成年月日を記載したもの）を弁護人に開示する

よう勧告した（熊本地裁平成25年12月９日付勧告，同月18日付勧告）。 

② 裁判所は，検察官に対し，実況見分の状況を撮影したビデオテープの現物

を開示するよう勧告した（熊本地裁平成26年10月３日付求釈明等）。 

⑹ 東住吉事件（即時抗告審） 

① 裁判所は，検察官に対し，取調べ備忘録・取調べメモの開示を勧告した

（大阪高裁平成24年６月18日付勧告）。 

② 裁判所は，検察官に対し，ガソリンスタンド関係者の書類は，開示相当と

考えるので，開示する方向で検討するよう求めた（大阪高裁平成25年11月11

日付打合せ調書）。 

⑺ 布川事件（第２次請求審） 

   裁判所は，検察官に対し，目撃証人の捜査報告書，供述調書等を提出するよ

う依頼した（水戸地裁土浦支部平成15年10月16日付依頼書）。 
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⑻ 狭山事件（第３次請求審） 

   裁判所は，検察官に対し，現場撮影８ミリフィルム，再審請求人の筆跡が存

在する書類，被害者の死体に関する写真，再審請求人及び関係者の取調小票，

取調べメモ（手控え），備忘録，供述調書案等の開示を勧告した（東京高裁平

成21年12月16日付打合せメモ）。 

⑼ 恵庭事件（第１次請求審） 

   裁判所は，検察官に対し，弁護人が証拠開示を求めた客観的証拠（GC，MS関

係の書類，検死調書）や関係する供述調書（目撃者の初期の供述調書，消防署

員の供述調書）等を，優先的に証拠開示するように求めた（札幌地裁平成23年

12月18日付打合せ調書）。 

⑽ 大崎事件（第２次即時抗告審・第３次再審） 

① 第２次即時抗告審において，裁判所は，検察官に対し，証拠物に関する捜

査報告書・鑑定嘱託書・鑑定書や関係者の供述録取書等の証拠について，そ

の有無を調査し，検察庁及び鹿児島県警察に現存する書類の標目を作成し，

その標目を弁護人に開示するよう勧告した（福岡高裁宮崎支部平成25年７月

18日付勧告） 

② 裁判所は，検察官に対し，検察官が従前作成していた「第一次再審におい

て検察官が収集した証拠の標目」について，いわゆるインカメラ手続（刑訴

法316条の27第２項参照）で確認することを期日において宣言し，検察官に

提出を求めた（同平成25年12月25日付打合せ調書）。 

③ 裁判所は，上記インカメラ手続の結果，すでに開示された212点の証拠に

加え，さらに1点の証拠について検察官に対し開示を勧告した（同平成26年

２月20日付打合せ調書）。 

④ 大崎事件第３次再審請求審において，裁判所は，法医学鑑定人尋問の準備

に必要な，遺体発見時及び司法解剖時のネガの原本について，他の証拠に先

んじて開示するよう，検察官に求めた（鹿児島地裁平成27年11月４日付打合

せメモ）。 

⑤ 同審において，裁判所は，弁護人の証拠開示命令申立書について，検察官

に対し，期限を区切り，文書で回答するよう求めた（同平成28年９月12日第

９回進行協議期日調書）。 

⑾ 飯塚事件（請求審） 

   検察官から「本件とは関係のない部分が含まれている」との理由で一部マス

キングした上で抄本が開示された捜査報告書について，裁判所は，検察官に対

し，マスキングされた箇所は関係者の供述の信用性を評価するにあたり関係が
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ないとは言えず，プライバシーが侵害されるなどの弊害も考えられないとの理

由で，同捜査報告書のマスキングされた部分についても弁護人に開示するよう

勧告した（福岡地裁平成24年10月25日付打合せ調書）。 

 

６．裁判所が検察官手持ち証拠を裁判所に提出させる措置の有効性を示す実例 

⑴ 大崎事件（第２次即時抗告審） 

   大崎事件第２次即時抗告審においては，裁判所から検察官に対し，書面によ

る証拠開示勧告がなされたが，その前後を通じて，合計213点の証拠が「裁判

所に対し，任意に」開示された。 

   もっとも，その際，裁判所は，開示証拠をそのまま弁号証（弁護人請求証拠）

とはせずに，開示証拠の取調べは，弁護人による証拠の吟味を経て，弁号証と

して提出されたものに限られた。また，検察官も「裁判所に対し」て開示する

と述べているものの，実際には，裁判所に提出する開示証拠の写しとともに，

弁護人に対して手交するための写しも同様に持参していたのであって，実質的

には弁護人側に不利にならないような運用による証拠開示がなされた。 

⑵ 日野町事件（第２次請求審） 

① 裁判所は，検察官に対し，被害金庫発見時に実施された実況見分時に撮影

された写真及びネガを裁判所に提出するよう求めた（大津地裁平成27年１月

27日付打合せ調書）。これに応じて検察官がネガを提出したが，更に「金庫

発見現場以外で撮影したことを理由に提出していなかったもの」についても

裁判所に提出するよう求めた（同平成27年11月17日付打合せ調書）。 

② 裁判所は，検察官に対し，送致記録一覧表に記載のある関係者（事件発生

とされる日に被害者方を訪問した可能性のある知人）の供述調書を裁判所に

提出するよう求めた（同平成28年１月14日付打合せ調書）。 

 

７．証拠開示の不十分を審理不尽とすべきことを示す実例 

⑴ 大崎事件（第２次即時抗告審） 

   大崎事件第２次再審請求審は，請求人が提出した鑑定書を作成した鑑定人の

尋問もせず，証拠開示に向けた裁判所の動きもないまま，再審請求の棄却決定

を行った。これに対し，弁護人は「審理不尽」も理由の一つとして即時抗告を

行ったところ，即時抗告審裁判所は，抗告審であったが証拠開示の勧告を行い，

また，新証拠にかかる鑑定人等の証人尋問を行うなどしたうえで「審理不尽」

との抗告理由を退けた。 

【福岡高裁宮崎支部決定平成26年７月15日LEX/DB25445527】 
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    「なお，原審の審理不尽をいう点については，当審において，検察官に対

し証拠開示の勧告をし，また，3名の証人尋問をしているから，その判断を

するまでもなく，抗告の理由がない」。 

【解説】 

    上記決定によれば，逆に，検察官に対して証拠開示の勧告をせず，鑑定人

らの証人尋問をしなければ審理を尽くしたことにならなかったとの判断が窺

える。 

 

８．検察官が証拠の存否を調査したのちに，具体的な報告を行うべき必要性を示

す実例 

⑴ 大崎事件（第３次請求審） 

   弁護人が，具体的な個別証拠の存在と開示の必要性を述べたうえで，当該証

拠の開示を検察官に求めるよう，裁判所に請求したところ，裁判所は，打合せ

期日において，検察官に対し，口頭ながら，弁護人が請求した証拠が存在する

蓋然性が肯定されることを前提として，「探索し，存在したなら開示を勧告す

る予定であるから，当初からそれを見越した対応をとること」「もし不存在な

らば，存在しない合理的な理由を具体的に付した回答を文書で提出すること」

を求めた。 

   ※大崎事件において，検察官が「不存在」と回答したことに対する裁判所の

さらなる積極的な勧告は初めてのことであった。その結果，捜査機関は「これ

まで未開示であった新たなネガが18本，志布志警察署の写真室から見つかった」

旨を報告するとともに，所轄署と県警本部において，捜索した場所と要した捜

査員数などを明示した報告書を提出し「大崎事件の証拠は，もはや県警には金

輪際存在しない」との回答を行った。検察官の要請を受けた鹿児島県警察が，

開示証拠の探索場所の報告をしたこと，さらには大崎事件の未開示証拠は「金

輪際存在しない」との明言を行ったことも初めてであった。 

⑵ 日野町事件（第２次請求審） 

  裁判所が，検察官に対し証拠の一覧表の作成及び提出を求めたうえで，未開

示証拠の開示勧告を行ったところ，検察官が一度未開示証拠は不存在との回答

を行ったのち，新たに指掌紋を採取したゼラチン紙や現場指紋検出結果報告書

等の未開示証拠を開示するに至った。 

   それに対して裁判所が「裁判所が……存否確認および存在する場合の開示を

求めた証拠物の一部につき，検察官が不存在と回答した証拠物が後に発見され

た経過について，本来あってはならない事態であって遺憾である。検察官が自
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ら現に保管する証拠に限らず，当該事件の捜査の過程で作成され又は入手され

た書面，物等であって，公務員が職務上保管し，検察官による入手が容易なも

のについては，証拠開示の対象になると考えられる。……本件事案の重大性や

裁判所が開示を求める当該証拠の重要性に鑑み，未開示の証拠が思わぬ保管場

所に存在するのではないかとの疑念が生じたことは否定できない。検察官にお

かれては，今一度，少なくとも被害者の爪を含む証拠物等について，調査して

いない保管場所があるのではないか，改めて漏れのない緻密な確認を行った上，

その経緯について報告書を提出されたい」との職権発動を行った（平成29年10

月19日付期日調書）。 

   これに対して検察官は，県警本部及び所轄署の各部署の「再捜索」を実施し

たとして，捜索日程と捜索箇所を特定し，捜索中の状況の写真を添付した報告

書を提出し，「未開示の証拠品は存在しないことが確認された」とする「県警

本部刑事部刑事企画課公判対応係」作成の報告書を提出した。 

 

９．検察官が裁判所の訴訟指揮に従わなければならないことを明文で定めるべき

ことを示す実例（命令に従わなかった例） 

⑴ 大阪強姦事件 

   裁判所は，決定の形式で，検察官に対し，手持ち証拠の一覧表を弁護人に交

付することを命じた（大阪地裁決定平成27年1月14日判例時報2347号127頁）が，

検察官は，一覧表の開示を拒否した。本事件は，再審開始決定の後，再審公判

において無罪が確定した。その後，検察官が上記証拠の一覧表開示命令に違反

したことについて，請求人を原告とする国家賠償請求訴訟で争われたが，平成

３１年１月８日，大阪地裁は原告の請求を棄却したため，現在控訴審が係属中

である。 

 

10．再審請求前における証拠開示の必要性を示す実例 

⑴ 松橋事件（再審請求の前段階） 

   弁護人が，再審請求申立前に，検察庁で証拠物の閲覧を求めたところ，焼却

されたはずのシャツの左袖部分の布片（自白によれば凶器に巻き付けたとされ

る布）が開示された。この開示証拠により，被告人が犯行に使用したのちに焼

損したと自白した上記布片について，その布片が焼損されておらず，被告人の

自白に客観的状況と矛盾する部分があることが明らかとなり，再審開始，再審

無罪の原動力となった。 

⑵ 姫路郵便局強盗事件（請求審） 
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   検察庁から押収品の還付を受けた際，強盗犯人が着用していた雨合羽や目出

し帽の交付を受けた。この証拠開示により，これらの証拠物の付着物について，

DNA型鑑定の実施が可能となった。加えて，目出し帽に付着物や毛髪が残って

おり，科学的鑑定がされていたにもかかわらず，確定審段階では科学的証拠の

提出がされなかったことも判明した。 

 

11．科学的証拠について特別の定めを行うべきことを示す実例 

⑴ 足利事件 

   再審請求前に検察庁から裁判所に提出された後，裁判所の保管庫に保管され

ていた証拠物の半袖下着を確認したところ，ビニール袋に入ったままロッカー

に保管されており，一部カビが発生していることが確認された。そこで，弁護

人において，再審請求と同時に証拠保全請求を行い，マイナス80℃で保管でき

るように専門施設に保管するなど，DNA劣化を防ぐ必要な措置を求めた。そう

したところ，裁判所は，同裁判所の押収物主任官に対して半袖下着を提出する

よう決定し，同決定に基づいて半袖下着を押収した上，これを自治医科大学の

専門施設においてマイナス80℃で保管することとした。これにより，DNA 型再

鑑定が実現した。 

⑵ 東京電力女性社員殺害事件（請求審） 

   打ち合わせ期日において，弁護人が，足利事件をふまえて，DNA 型鑑定の実

施状況や鑑定資料の保管状況を明らかにするよう強く求めたところ，裁判官よ

り，検察官に対し，「DNA型鑑定の対象物となりうるものについては，特にき

ちんと適切に保管されているかどうかを把握しておく責任があると考えている

ので，責任の所在という観点からも，対象物の有無と保管状況の現状について，

明確にしていただきたい」との発言がなされた。これを受けて，検察官から前

記の事項について回答がなされたが，その結果に含まれていた膣内容物等につ

いて，弁護人がDNA型鑑定を請求したところ，打ち合わせ期日において，裁判

官から検察官に対し，「証拠開示勧告や証拠開示命令を発する趣旨ではないが，

検察官が保管している膣内容物等の証拠物については，証拠開示の準備的行為

として，できる物については，保管するよりも検察庁でDNA型鑑定をし，その

分析結果を開示することを強く希望する」旨の発言がなされ，DNA型鑑定が実

現されるに至った。 

   なお，ショルダーバッグの検体のDNA型溶液については，原審の鑑定書では

一部しか費消してない旨の記載があるにもかかわらず，再審請求審の初期に残

量の保管の有無の弁護士会照会を行った上で求釈明を申し立てたところ，検察
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官より保管はない旨の回答があった。 

⑶ 飯塚事件（請求審） 

   DNA型鑑定関連資料の一部につき，検察官は，「廃棄したものと思われ」現

時点では不存在であるとの曖昧な弁明をし，廃棄の時期についても不明と述べ

た。 

   なお，確定控訴審判決（福岡高裁判決平成11年９月29日高等裁判所刑事裁判

速報集（平成13）号219頁）において，「本件では，科警研の検査で資料をほと

んど使っているが，検査の結果がなかなか出にくかったことなどを考慮すれば

，残量が少なくなったのもやむを得ないという事情があること，殊更再鑑定を

避けるために費消するなどの不適切な事情も見当たらないことからすれば，資

料をほとんど使い切ったからといって，その故をもって証拠能力を否定すべき

ものと解されない」との判示がされている。 

 

資料編

─ 326 ─



番号 日付 新聞社名 タイトル・テーマ 概要

１ 2018年４月２日 日本経済新聞 論点争点＝再審法制と憲法　
適正手続き違反を問う

再審の具体的手続の規定の見直しを求めるも
の。

２ 2018年４月15日 東京新聞 社説＝針の穴にラクダを通す
検察官抗告の是非，検察側手持ち証拠の扱いな
ど法律を整備してルールを明確にする必要があ
る。

３ 2018年６月４日 中日新聞 再審の今　袴田さん高裁判断
を前に

検察の上訴権，証拠不開示，自白の偏重を批判
するもの。

４ 2018年６月12日 朝日新聞 社説＝袴田事件再審　釈然と
しない逆転決定

再審に関する法制度が整っておらず，証拠の取
り扱い，審理の進め方，裁判官の権限などあい
まいな点が多く，再審をめざす側の障壁になっ
ている。制度も，運用も，意識も，「疑わしき
は被告人の利益に」の観点から不断に見直さな
ければならない。

５ 2018年６月12日 読売新聞 社説＝「袴田」再審棄却　鑑
定への評価が明暗を分けた

いったん再審開始決定が出たら，原則として再
審に移行すべき。証拠開示のルールを明文化す
ることも検討すべき。

６ 2018年６月12日 東京新聞 社説＝再審への道　「疑わし
きは罰せず」だ

問題は再審制度の在り方。再審は請求人の利益
のためにある制度で，検察組織の防御のためで
はない。

７ 2018年６月12日 河北新報 社説＝袴田さん再審認めず　
多くの疑問が残ったままだ

長期間の審理に再審請求審の在り方が問われる
とするもの。

８ 2018年６月12日 神戸新聞 社説＝袴田事件　長すぎる再
審への道のり

「疑わしきは被告人の利益に」との刑事裁判の
原則に立ち返り，早期に証拠を開示した上で審
理を進めるべき。

９ 2018年６月12日 静岡新聞 社説＝「袴田事件」再審　最
高裁は迅速な審理を

再審開始の可否を決める手続のルールはいまだ
具体性を欠く。明確な規定が必要ではないか。

10 2018年６月13日 山口新聞 視点論点＝中途半端な取り消
し決定

再審に関する条文が少ない。証拠開示ルールの
規定がない。検察の異議申し立てを制限する規
定を含め，再審を巡る論議の高まりに期待した
い。

11 2018年６月14日 静岡新聞 覆った決定

再審手続に関する規定が少なすぎること，再審
請求審が事実上の再審法廷となっていること
が，無実かもしれない人の不安定な立場を長期
化させていると指摘するもの。

12 2018年６月14日 愛媛新聞
社説＝袴田事件再審認めず　
疑わしきは被告に利益が原則
だ

再審手続に時間がかかり過ぎる。制度の見直し
を含め検討すべき。

13 2018年６月14日 中国新聞 社説＝袴田さんの再審棄却　
裁判の迅速化工夫要る

捜査手法，裁判制度，DNA鑑定の在り方など，
刑事司法が抱える病むや課題の検証が必要。

14 2018年６月14日 新潟日報 社説＝「袴田」再審判断　地
裁と高裁が正反対とは

冤罪の救済という原点に立ってルールの整備を
考える時期ではないか。

15 2018年６月15日 毎日新聞 社説＝袴田事件で再審取り消
し　鑑定評価の仕組み検討を

裁判所の主導下で，第三者的な立場の専門家を
集め，鑑定や検証を担ってもらう仕組みが築け
ないだろうか。

16 2018年６月17日 日本経済新聞 社説＝信頼される再審制度の
ために

同じ証拠から死刑か無実かという正反対の結論
が導かれるようでは司法の信頼を揺るがしかね
ない。中立性の高い鑑定が行われる制度などを
検討していきたい。また，すみやかに再審裁判
に移る仕組みに改めるべき。
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番号 日付 新聞社名 タイトル・テーマ 概要

17 2018年６月17日 徳島新聞 社説＝袴田事件再審棄却　長
すぎる裁判を改めよ

証拠の開示が極めて重要であり，法制化に向け
て速やかに検討すべきだ。 

18 2018年６月18日 朝日新聞 袴田さん再審取り消し　長引
く再審請求，制度に不備

再審が非公開であること，進行のルールが少な
いこと，証拠の開示が裁量であること，検察官
の不服申立ての問題点を指摘するもの。

19 2018年６月18日 山陽新聞 社説＝袴田事件　再審手続き
見直すべきだ

審瑶の長期化など，袴田事件は再審手続きの問
題点を浮き彫りにしている。検察が抗告できな
い仕組みなど，日本も見直すべきではないか。

20 2018年６月19日 下野新聞 論説＝袴田さん特別抗告　再
審制度の見直し進めよ

「無辜の救済」を目的とする再審制度はどうあ
るべきか。審理のルールを明確にするなど見直
しに取り組む時期に来ている。

21 2018年６月20日 長崎新聞 論説＝袴田さん特別抗告　再
審制度の見直し進めよ

「無辜の救済」を目的とする再審制度はどうあ
るべきか。審理のルールを明確化など見直しに
取り組むべきだ。

22 2018年６月25日 京都新聞
核心評論＝袴田事件再審，高
裁棄却　疑問にふた　鉄則反
する

検察側が無罪判決や再審開始決定を不服として
上訴できること自体が鉄則にそぐわない。制度
を見直すべきだ。

23 2018年６月29日 東京新聞
視点＝袴田さん再審判断，最
高裁へ　鉄則に従い早期公判
を

検察側が無罪判決や再審開始決定を不服として
上訴できること自体が鉄則にそぐわない。制度
を見直すべきだ。

24 2018年７月１日 奈良新聞
核心評論＝袴田さん再審判
断，最高裁へ　鉄則に従い，
早期公判を

検察側が無罪判決や再審開始決定を不服として
上訴できること自体が鉄則にそぐわない。制度
を見直すべきだ。

25 2018年７月12日 中日新聞 死後再審決定　鍵はまたも未
提出証拠

今のように裁判官の職権，裁量に任せるのでは
なく，再審請求審のルールとして未提出証拠の
全面開示を目指す必要があろう。

26 2018年７月13日 大阪日日新聞 社説＝死後再審　証拠開示の
規定整えよ

裁判官の姿勢次第で法廷に出てくる証拠が乏し
くなり，再審開始の可能性が低くなることもあ
る。早急に規定を整備する必要がある。

27 2018年７月15日 山陰中央新報 論説＝死後再審　証拠開示の
規定整備を

裁判官の姿勢次第で法廷に出てくる証拠が乏し
くなり，再審開始の可能性が低くなることもあ
る。早急に規定を整備する必要がある。

28 2018年７月16日 茨城新聞 論説＝死後再審　証拠開示の
規定整えよ

裁判官の姿勢次第で法廷に出てくる証拠が乏し
くなり，再審開始の可能性が低くなることもあ
る。早急に規定を整備する必要がある。

29 2018年７月20日 京都新聞 奪われた30年　「公共財」開
示範囲拡大を

捜査段階からの証拠は開示範囲を広げるよう法
整備を急ぐべきとするもの。

30 2018年７月21日 京都新聞 奪われた30年　「開かずの扉」
に疑問の声

検察側が上級の裁判所に不服申し立てをするの
が常態化しており，審理がさらに長引くことを
問題とするもの。

31 2018年10月13日 毎日新聞 松橋事件再審確定　証拠開示
制度化を

再審の扉を開くきっかけが偶然であってはなら
ない。証拠開示の制度化が求められる。

32 2018年10月14日 熊本日日新聞 社説＝松橋事件再審確定　冤
罪救済へ制度見直しを

再審段階になって新証拠が見つかり，無罪に結
び付くケースは少なくない。再審における証拠
開示手続きの明確なルール作りが急務。通常審
と同程度の開示が認められるよう早急に法制化
を検討すべき。また，再審開始決定が出たら直
ちに再審を開き，双方の主張はやり直し裁判の
中で展開するといったルールも必要ではない
か。
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33 2018年10月14日 南日本新聞 社説＝「松橋」再審決定証拠
開示で法制化急げ

証拠開示については，裁判官の裁量によって命
じる範囲に差が出ているのが現状だ。再審での
証拠開示手続の公正なルールを確立しなければ
ならない。

34 2018年10月16日 朝日新聞 社説＝再審手続き繰り返し整
備を求める

再審手続において，弁護側はどんな権利を行使
でき，検察は義務を負うのか。裁判所はいかな
る権限に基づいて審理を進めるのか。検察官の
不服申し立てのあり方も考えるべき。法令や規
則ではっきり定めるべき。

35 2018年10月17日 毎日新聞
記者の目＝袴田事件　再審開
始取り消し　公開で審理に透
明性を

再審制度への信頼感を高めるためにも，審理公
開の規定をはじめ，一刻も早い再審法制の改革
が必要ではないか。

36 2018年10月17日 山口新聞 社説＝松橋事件再審開始　証
拠開示ルール法律に

証拠開示ルールの法律への明記を積極的に進め
るべき。

37 2018年10月18日 東京新聞 社説＝松橋事件再審　早く無
罪を告げるため

証拠の全面開示が必要。捜査で得られた証拠は
検察のものだという意識を改めねばならない。

38 2018年10月18日 中日新聞 社説＝松橋事件再審　早く無
罪を告げるため

証拠の全面開示が必要。捜査で得られた証拠は
検察のものだという意識を改めねばならない。

39 2018年11月７日 西日本新聞 検証　飯塚事件　大崎事件と
の「再審格差」

再審格差を許さない法整備が必要だとするも
の。

40 2018年11月７日 熊本日日新聞 社説＝再審の長い道のり

現行制度では迅速な審理は難しい。再審開始決
定が出たら，検察からの不服申し立ては認めず，
速やかに公開の裁判に移るなど制度の見直しを
検討すべきだ。証拠開示に関しても，公平で透
明性のある決まりが必要ではないか。

41 2018年12月７日 西日本新聞 証拠開示　真相究明の鍵

再審事件の証拠開示には法的規定がなく，検察
の「証拠隠し」もあり，再審格差が存在する。
再審格差をなくすには，再審における証拠開示
の法制化しかない。警察の手持ち証拠すべてを
送致し，適切に保管される仕組みも必要。

42 2018年12月12日 毎日新聞 34年目の真実　松橋事件 再審手続でも証拠開示の法整備を進めることや
抗告権の廃止を求めるもの。

43 2019年１月30日 静岡新聞 再審制度見直し進まず　島田
事件

全面証拠開示の法制化を求めるとともに，検察
官上訴を批判するもの。

44 2019年１月30日 NHK ここに注目！＝大詰めの議論
再審「大崎事件」

検察が最高裁に特別抗告した後，10か月経って
初めて意見書を提出したことなど，検察の対応
によって審理が長引くことを懸念するもの。

44 2019年１月30日 NHK ここに注目！＝大詰めの議論
再審「大崎事件」

検察が最高裁に特別抗告した後，10か月経って
初めて意見書を提出したことなど，検察の対応
によって審理が長引くことを懸念するもの。

45 2019年２月４日 河北新報 社説＝松橋事件無罪へ　再審
手続きを見直す契機に

証拠開示のルール作りが急務。証拠は検察の所
有物ではなく，公共の財産だと認識したい。ま
た，地裁が再審の開始を決定した場合，直ちに
再審が開かれるよう制度改革が必要ではない
か。

46 2019年２月９日 中日新聞 松橋事件再審　無実を晴らす
ルールを

再審請求審では全証拠開示などのルールを入れ
るべき。

47 2019年２月10日 熊本日日新聞 社説＝松橋事件再審公判　冤
罪救済の法整備が急務だ

審理の迅速化へ向け，法整備を急ぐべき。再審
請求審は「非公開」が通例となっている点も問
題。再審請求審を含め，双方の主張を，国民に
開かれた「やり直し裁判」の中で展開するとい
うルール作りが必要だ。
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48 2019年２月14日 徳島新聞 社説＝松橋事件無罪へ　冤罪
を防ぐ法整備急げ

全面証拠開示が原則だろう。開示手続の明確な
ルール作りを急ぐ必要がある。検察官の抗告権
を制限すべき。

49 2019年２月19日 京都新聞 社説＝松橋事件　再審の迅速
化が必要だ

検察の異議申し立てについて議論が必要ではな
いか。証拠の開示も検討すべきだ。

50 2019年３月15日 朝日新聞 再審の壁　長引く審理　遅れ
る「救済」

再審請求審での検察の不服申し立ては立法で禁
止すべきとするとともに，再審の進め方のルー
ルがほとんど決められていないことを問題とす
るもの。

51 2019年３月16日 朝日新聞 再審の壁　出さぬ証拠　埋も
れる真実

再審請求審での証拠開示の法制化を求めるも
の。

52 2019年３月21日 信濃毎日新聞 呼吸器外し事件　冤罪生む素
地を改めねば

検察の抗告を認めている再審制度のあり方を見
直す必要がある。

53 2019年３月27日 徳島新聞 呼吸器外し事件　自白偏重が
冤罪を招いた

虚偽自白の防止のほか，証拠の全面開示が不可
欠だ。

54 2019年４月３日 静岡新聞 視標＝松橋事件再審無罪　未
提出証拠の開示必要

公正な刑事裁判を保障し，冤罪を救済するため
には，法廷に提出されなかった証拠についてア
クセス手段を保障する仕組みが必要だ。無実を
訴える人々の公的な受け皿がないことも問題。
誤判の存在が明らかになっても，その原因を考
えて対策を検討する仕組みもない。改革に向け
た議論を避けてきた立法府や法制審議会の責任
は重い。

55 2019年４月４日 毎日新聞 社説＝冤罪生む捜査風土　自
白の絶対視は許されぬ

自白偏重体質を戒めるとともに，検察の裁量や
裁判所の姿勢で開示が左右されるのは不合理で
あり，改める必要があるとするもの。

56 2019年４月４日 山口新聞 視点論点＝松橋事件再審無罪　
客観証拠第一に

弁護側の請求がなくても収集証拠の開示とリス
トの提出は検察の義務とすべきだ。

57 2019年４月４日 山陽新聞 社説＝松橋事件無罪　冤罪の
徹底検証も必要だ

証拠開示の明確なルールが求められる。また，
冤罪を検証する第三者機関の検討も必要なので
はないか。

58 2019年６月９日 中日新聞 西山美香さんの手紙・供述弱
者を守れ　検察の思考回路⑴

高裁の決定から最高裁で再審開始が確定するま
での１年３か月も待たされたのは，検察が高裁
の決定を受け容れず，特別抗告し，意見書の提
出に不要とも言える時間をかけたからと厳しく
批判するもの。

59 2019年６月23日 中日新聞 西山美香さんの手紙・供述弱
者を守れ　検察の思考回路⑶

真実を見分ける証拠は税金によって集められた
ものであり，検察の権威を保つための道具でな
いのは，当然のことだ。「証拠を隠すことでし
か成り立たない正義」という迷信にこれ以上振
り回されるわけにはいかない。

60 2019年６月28日 朝日新聞 社説＝大崎事件　再審の門を
狭めるな

再審開始決定に従わず，上訴を繰り返す検察に
疑問が寄せられ，そのあり方も含めて，再審に
関する法制度を整備しようという機運が盛りあ
がっている。今回の決定で，こうした流れが逆
行することは許されない。裁判に誤りがあった
場合は速やかに正す。そのための最善の方策を
追求し続けねばならない。
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61 2019年６月28日 毎日新聞
社説＝「大崎事件」最高裁が
棄却　再審の門が狭まらない
か

事件の発生から40年がたち，最初に再審請求し
てから24年が経過した。時間がかかったのは，
検察側の証拠開示が迅速に行われず，裁判所も
検察に証拠開示させることに消極的だったから
だ。

62 2019年６月28日 西日本新聞 社説＝「再審」取り消し　大
原則踏み外してないか

最高裁は「著しく正義に反する」として自判す
るのではなく，非公開で行われる再審請求審で
はなく，再審による公開の法廷で検察と弁護側
が双方の主張を戦わせ，裁判所として改めて判
決を下すべきではないか。再審のルールは明文
化されていない。法整備を含め確立していく必
要がある。

63 2019年６月28日 京都新聞 社説＝大崎事件 　疑問残る
再審取り消し

再審を巡っては，証拠開示について規定がなく
裁判所の裁量に委ねられていることなどに対
し，法整備を求める声が上がっている。そもそ
も裁判のやり直しの判断を同じ裁判所がするこ
とに問題はないか。独立の再審委員会を設ける
英国のような例もある。再審開始の基準も含め
て「疑わしきは被告人の利益に」の原則が徹底
される制度の在り方を議論すべきだ。

64 2019年６月28日 神戸新聞 社説＝大崎事件　「救済の扉」
を閉ざすのか

「疑わしきは被告人の利益に」の原則に沿った
決定なのか疑問が残る。自白偏重の捜査が冤罪
を生んできたことへの問題意識も感じられな
い。この決定が，無実の人を救う最後の道を狭
めないことを願う。

65 2019年７月２日 NHK 時論公論＝「大崎事件　再審
取り消しの波紋」

“最高裁が請求人を救済する方向ではなく，地
裁や高裁が認めた再審開始をあえて取り消し，
自ら退けたのは妥当だったのか。踏み込んで覆
した今回の最高裁の決定については，今後も議
論となる。 
また証拠が適正に扱われなかったことについ
て，最高裁は触れていないが，大量の証拠が長
期間出てこなかった問題は果たして「正義」に
反しないのか。再審請求での証拠開示に関する
制度の導入を検討するかどうか議論を本格化す
る時期に来ている。”

66 2019年７月５日 北海道新聞 社説＝「大崎」再審棄却　救
済の扉を狭めぬよう

“通常，憲法違反や重大な判例違反を審理する
最高裁が，再審を巡る事実認定に踏み込むのは
違和感がある。３回目となった再審請求に背を
向けず，再審公判に委ねるか，高裁に差し戻す
べきだった。 
近年，多くの冤罪事件を通じて露見した法の不
備を補おうと，再審をより容易にするような法
整備を求める声が上がっている。今回の最高裁
決定が，そうした改善の機運に水を差すような
事態は避けたい。”

67 2019年９月２日 西日本新聞 再審　法の不備また露呈　大
崎事件　同じ判事関与

第２次特別抗告審と同第３次特別抗告審で，同
じ裁判官が関与していたことにつき，中立公正
さを欠くと批判するとともに，裁判官の関与の
在り方について法改正の論点とすることを求め
るもの。
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